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令和６年第３回沖縄県議会（定例会）会期日程

会期28日間 自 令和６年９月25日 
至 令和６年10月22日

月  日 曜日 日             程 備       考

1 ９月25日 水 本 会 議

（会議録署名議員の指名）
（会期の決定）
（知事提出議案の説明）
（議員派遣の件）

請願・陳情付託

２ 26日 木 議案研究

３ 27日 金 議案研究 代表質問通告締切（正午）

４ 28日 ㊏ 休　　会

５ 29日 ㊐ 休　　会

６ 30日 月　 議案研究 一般質問通告締切（正午）

７ 10月１日 火 議案研究 請願・陳情提出期限

８ ２日 水 本 会 議 （代表質問）

９ ３日 木 本 会 議 （代表質問）

10 ４日 金 本 会 議 （一般質問）

11 ５日 ㊏ 休　　会

12 ６日 ㊐ 休　　会

13 ７日 月 本 会 議 （一般質問）

14 ８日 火 本 会 議 （一般質問） 請願・陳情付託(常任委員会)

15 ９日 水 本 会 議

委 員 会

（一般質問）
（決算特別委員会設置）
（知事追加提出議案の説明）
 (常任委員会、特別委員会、決算特別委員会)

議案付託
請願・陳情付託(特別委員会)

16 10日 木 委 員 会 （総務企画委員会、議会運営委員会）

17 11日 金 本 会 議
委 員 会

（先議案件委員長報告、採決）
（常任委員会）

18 12日 ㊏ 休　　会

19 13日 ㊐ 休　　会

20 14日 ㊊ 休　　会 スポーツの日

21 15日 火 委 員 会 （常任委員会）

22 16日 水 委 員 会 （常任委員会）

23 17日 木 委 員 会 （特別委員会）

24 18日 金 休　　会（予備日）

25 19日 ㊏ 休　　会

26 20日 ㊐ 休　　会

27 21日 月 議案整理
委 員 会 （議会運営委員会）

28 22日 火 本 会 議 （委員長報告、採決）

※衆議院議員総選挙の実施に係る補正予算（甲第３号議案）が先議案件として追加提出されたことに伴い、10
月10日の議会運営委員会の協議に基づき、10月11日、甲第３号議案を審議するため会議を開いた。
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中　川　京　貴　議長

上　原　　　章　副議長

瑞慶覧　長　風　議員

瀬　長　美佐雄　議員

喜友名　智　子　議員

儀　保　　　唯　議員

大　田　　　守　議員

高　橋　　　真　議員

宮　里　洋　史　議員

徳　田　将　仁　議員

比　嘉　　　忍　議員

新　垣　善　之　議員

新　里　　　匠　議員

平　良　識　子　議員

比　嘉　瑞　己　議員

次呂久　成　崇　議員

米　須　清一郎　議員

幸　喜　　　愛　議員

當　間　盛　夫　議員

松　下　美智子　議員

喜屋武　　　力　議員

大　屋　政　善　議員

小　渡　良太郎　議員

新　垣　淑　豊　議員

島　尻　忠　明　議員

当　山　勝　利　議員

西　銘　純　恵　議員

新　垣　光　栄　議員

上　原　快　佐　議員

玉　城　健一郎　議員

山　里　将　雄　議員

糸　数　昌　洋　議員

仲　里　全　孝　議員

仲　村　家　治　議員

下　地　康　教　議員

座　波　　　一　議員

新　垣　　　新　議員

大　浜　一　郎　議員

渡久地　　　修　議員

仲宗根　　　悟　議員

仲　村　未　央　議員

照　屋　大　河　議員

山　内　末　子　議員

西　銘　啓史郎　議員

又　吉　清　義　議員

呉　屋　　　宏　議員

花　城　大　輔　議員

島　袋　　　大　議員

 

開会日に応招した議員





令和６年９月25日

　
令和６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第１号）
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令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

令和６年９月25日（水曜日）午前10時開会

議　　事　　日　　程　第１号
令和６年９月25日（水曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　（知事説明）
第４　陳情第135号及び第155号の付託の件
第５　議員派遣の件（高校等出前講座）
第６　議員派遣の件（第24回都道府県議会議員研究交流大会）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号ま
　　　　　で
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第２号議案　令和６年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第４号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第９号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第13号議案　県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　認 定第１号　令和５年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認 定第２号　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第３号　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第４号　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第５号　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第６号　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第７号　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
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　　　　　　認 定 第 ８ 号　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第９号　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第10号　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第11号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定
　　　　　　　　　　　　 　について
　　　　　　認定第12号　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第13号　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第14号　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第15号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第16号　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第17号　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第18号　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定
　　　　　　　　　　　　 　について
　　　　　　認定第19号　令和５年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第20号　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第21号　令和５年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第22号　令和５年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第23号　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第24号　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
日程第４　陳情第135号及び第155号の付託の件
日程第５　議員派遣の件（高校等出前講座）
日程第６　議員派遣の件（第24回都道府県議会議員研究交流大会）

 

出　席　議　員（48名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員

21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
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説明のため出席した者の職、氏名

44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員

46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
小　川　和　美　　政　策　調　整　監
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
嘉手刈　英　子　　公 安 委 員 会 委 員
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
田　島　啓　己　　労 働 委 員 会 会 長
池　田　　　修　　人事委員会委員長
渡嘉敷　道　夫　　代 表 監 査 委 員 

 

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　ただいまより令和６年第３回沖縄
県議会（定例会）を開会いたします。

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
17件及び決算24件並びに補正予算説明書、令和５年
度沖縄県歳入歳出決算書、令和５年度基金の運用状況
書、令和５年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書及び同
沖縄県基金運用状況審査意見書、令和５年度沖縄県病
院事業会計決算書、令和５年度沖縄県病院事業会計決
算審査意見書、令和５年度沖縄県水道事業会計決算書
及び同沖縄県工業用水道事業会計決算書、令和５年度
沖縄県水道事業会計決算審査意見書及び同沖縄県工業
用水道事業会計決算審査意見書、令和５年度沖縄県流
域下水道事業会計決算書、令和５年度沖縄県流域下水
道事業会計決算審査意見書、令和５年度主要施策の成
果に関する報告書、県の出資等にかかる法人の経営状
況報告書、健全化判断比率等報告書、令和５年度沖縄
県健全化判断比率審査意見書及び同沖縄県資金不足比
率審査意見書、令和５年度沖縄県内部統制評価報告
書、令和５年度沖縄県内部統制評価報告書に係る審査
意見書、令和６年８月末現在の令和６年度一般会計予

算執行状況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報
告書の提出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました請願及び陳情の
うち、特別委員会に付託すべき陳情を除く請願１件及
び陳情43件は、お手元に配付の請願及び陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしまし
た。
　次に、説明員として出席を求めた阿波連光公安委員
会委員長は、所用のため本日の会議に出席できない旨
の届出がありましたので、その代理として、本日の会
議に嘉手刈英子公安委員会委員の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第１　会議録署名議員の指名
を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　２番　瀬　長　美佐雄　議員　及び
　　　８番　徳　田　将　仁　議員 
を指名いたします。
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　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第２　会期の決定を議題とい
たします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から10月22日までの28
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から10月22日までの28日間
と決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第３　甲第１号議案、甲第２
号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認
定第１号から認定第24号までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　令和６年第３回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、提出いたしました議案の概要及び提案理由を御説
明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案２件、条例
議案２件、議決議案12件、同意議案１件、認定議案
24件の合計41件であります。
　まず初めに、予算議案について、御説明申し上げま
す。
　甲第１号議案「令和６年度沖縄県一般会計補正予算
（第２号）」は、当初予算成立後の事情変更により緊
急に予算計上が必要な経費として、29億7361万4000
円を計上するものであります。
　甲第２号議案「令和６年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第１号）」は、県立病院附属離島診療所等建替
事業（伊平屋診療所）において、追加の工事が必要な
ため、所要の補正を行うものであります。
　次に、乙第１号議案及び乙第２号議案の条例議案２
件について、御説明申し上げます。
　乙第１号議案「おきなわ工芸の杜の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例」は、おきなわ工芸
の杜の利便性の向上を図るため、洗い場の利用に係る
料金の基準額を改める等の必要があることから、条例

を改正するものであります。
　乙第２号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」は、保険医療機関及び保険
医療養担当規則等の一部が改正され、患者自らの選択
に係る後発医薬品のある新医薬品等の調剤の費用を患
者から徴収することとされたことに伴い、当該新医薬
品等の調剤料の額を定める必要があることから、条例
を改正するものであります。
　次に、乙第３号議案から乙第14号議案までの議決
議案12件は、工事請負契約、車両損傷事故に関する
和解及び損害賠償の額の決定、負担金の徴収などにつ
いて、議会の議決を求めるものであります。
　次に、乙第15号議案「沖縄県収用委員会委員の任
命について」は、収用委員会委員の任期満了に伴い、
その後任を任命するため、議会の同意を求めるもので
あります。
　最後に、認定第１号から認定第24号までの議案に
ついては、地方自治法及び地方公営企業法の規定によ
り、令和５年度の一般会計、特別会計及び公営企業会
計の決算について、議会の認定に付すものでありま
す。
　以上、提出いたしました議案について、その概要及
び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。ニフェーデービ
ル。
　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　知事の提案理由の説明は終わりま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第４　陳情第135号及び第
155号の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情２件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、日程第５及び日程第６の
議員派遣の件を一括議題といたします。

　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕
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○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　ただいまの議員派遣の件２件は、それぞれお手元に
配付の「議員派遣の件」のとおり、議員を高校等出前
講座及び第24回都道府県議会議員研究交流大会へ派
遣することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○中川京貴 議長　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました 議員派遣の内容に今後変
更を要するときは、その取扱いを議長に一任すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明９月26日から10月１日までの
６日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、明９月26日から10月１日までの６日間休
会とすることに決定いたしました。

○中川京貴 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　次会は、10月２日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。　
　　　午前10時８分散会
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令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

令和６年10月２日（水曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第２号
令和６年10月２日（水曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

 
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
 

出　席　議　員（47名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員

23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

 
欠　席　議　員（１名） 

27　番　　上　原　快　佐　議員
 

説明のため出席した者の職、氏名
玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事

池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
小　川　和　美　　政　策　調　整　監
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた池田修人事委員会委員長
及び田島啓己労働委員会会長は、所用のため本日から
４日まで及び７日から９日までの会議に出席できない
旨の届出がありましたので、その代理として、森田崇
史人事委員会事務局長及び下地誠労働委員会事務局長
の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　この際、念のため申し上げます。
　本日から４日まで及び７日から９日までの６日間に
わたって行われます代表質問並びに一般質問及び議案
に対する質疑につきましては、議会運営委員会におい
て決定されました質問要綱に従って行うことにいたし
ます。
　また、質問を行うに際し、議長として一言申し上げ
ます。
　質問においては、議員の質問時間に加え、質問、答
弁を合わせた往復時間を設けており、規定の往復時間
を超過した場合、質問時間が残った状態であっても質
問は終了となりますので、説明員の皆様におきまして
は、答弁に際しては、簡潔に要点をまとめ、明瞭に答
弁していただくよう御協力をお願い申し上げます。

○中川京貴 議長　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。

　花城大輔議員。
　　　〔花城大輔　議員登壇〕
○花城　大輔 議員　皆様、おはようございます。
　会派自民党・無所属の会、花城大輔です。
　まずは、戦争状態にあるロシアとウクライナ、そし
てイランが行ったイスラエルへの軍事行動が一日も早
く収束に向かうよう祈念を申し上げます。また、国内
で続いている自然災害の被害に遭った皆様の御冥福と
お見舞いを申し上げ、一日も早く心穏やかに過ごせる
日が近づきますよう祈念を申し上げます。また、復興
に向けて御尽力されております全ての皆様に感謝と敬
意の思いをお伝え申し上げて、代表質問を始めさせて
いただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、玉城県政は本年９月には２期目の折り返し地
点にあり、去る６月の県議選における中間評価を踏ま
えれば、施策の方向性を一定程度軌道修正すべきでは
ないかと考える。
　ア、１期目に積み残した施策のうち、２期目に持ち
越した施策の評価はどのようになっているのか伺う。
　イ、２期目の公約として掲げた施策の進捗はどのよ
うに自己評価しているのか伺う。
　(2)、９月27日、新たな自民党総裁が選出され、10
月１日には首班指名選挙が行われ、新たな政権が発足
した。
　ア、玉城知事は岸田政権の３年間をどのように評価
しているのか伺う。
　イ、新しい自民党総裁・総理に対して知事はどのよ
うな期待を込めているのか伺う。
　(3)、令和７年度沖縄振興予算概算要求について。

溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長

前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
渡嘉敷　道　夫　　代 表 監 査 委 員
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　ア、８月末に示された概算要求において、昨年度と
比較して特徴的なのはどのような部分だと認識してい
るか伺う。
　イ、知事は概算要求に対して残念だと評価したよう
だが、どのような点を捉えてそのような評価を下した
のか、その真意を伺う。
　(4)、９月上旬に、知事は地域外交の一環としてア
メリカ外遊に赴いたが、ワシントン事務所がどのよう
な役割を果たし、どのような成果が得られたのか、具
体的な特別旅費の金額を示した上で、果たして十分な
費用対効果が得られたのかどうか伺う。
　(5)、玉城知事は、去る７月に公費を充ててフジ
ロックフェスティバルへ参加したと聞いている。
　ア、どのような根拠で旅費規則に基づいた支出がな
されたのか伺う。
　イ、イベントへ参加することによって、どのような
県行政上の成果が得られたのか伺う。
　(6)、沖縄振興計画の中間見直しが２年後に迫って
いるが、中間見直しの規定は新しく設けられたもので
あり、ＥＢＰＭ、ＤＸ等、過去の振興計画にはなかっ
た概念、そしてこれらに対応した施策の実施が求めら
れていると言える。
　ア、２年後の中間見直しに向けて、県庁内及び内閣
府ではどのような作業を行っているのか伺う。
　イ、揮発油税の優遇税制について、政府・与党税制
改正大綱において延長に対して厳しい記載がなされて
いるが、その後、現在までにどのような検討がなされ
ているのか伺う。
　(7)、那覇市と国連大学が７月に包括連携協定を締
結するなど、国際機関との連携や誘致に向けた動きが
活発となっている。
　ア、県として、県内への国際機関の誘致については
どのような意義・効果があると考えているのか伺う。
　イ、誘致に向けた動きを展開する市町村との連携・
支援策については、どのような考えがあるのか伺う。
　(8)、東海岸サンライズベルト構想が策定されてか
ら３年余りが経過しているが、核となるはずの大型Ｍ
ＩＣＥ施設整備も今月に入り入札不調となり、計画が
危ぶまれる状況にある。構想は東海岸市町村の総意で
あり、知事として責任ある姿勢を示してもらいたい。
構想の具体的実現に対する知事の決意を伺う。
　(9)、我々沖縄自民党・無所属の会は、職員の帰庁
時間を早め、負担軽減に資するべく、一般質問を１日
当たり６名、５日間とすることを議会運営委員会で提
案しているが、県政与党から反対され実現できていな
い状況にある。我々の提案の趣旨も踏まえ、執行部と

してこの提案に対してどのような考え方を持っている
のか伺う。
　２、基地問題・安全保障について。
　(1)、去る７月に発生した安和桟橋における死傷事
故については、極めて遺憾であるとともに再発防止を
徹底しなければならないと考えている。
　ア、辺野古側の埋立てについては、既に適法な承認
の下で工事が進められており、工事を安全に進捗する
ためには、例えば公道からの車両の出入りについては
県側に何らかの配慮義務があると考えているが、見解
を伺う。
　イ、本部港塩川地区及び安和桟橋における安全対策
について、工事業者や沖縄防衛局から再三にわたる申
入れがなされているにもかかわらず、ゼロ回答となっ
ている。対話による解決を標榜する知事は、なぜこの
ような矛盾する態度を取っているのか伺う。
　(2)、本年に入り制度の詳細が明らかになる中で、
全国的に特定利用空港・港湾について整備促進を求め
る自治体が増えている。我々も再三にわたってその効
用を知事に訴えてきたが、全く聞き入れてもらえてい
ない。県管理の港湾・空港について要望のある市町村
の声に耳を傾け、整備促進へ態度を転換すべきではな
いか伺う。
　(3)、那覇港湾施設移設については、本年８月に入
り浦添埠頭におけるボーリング調査が開始された。管
理者である玉城知事は、今後も移設に向けて推進に協
力をしていく考えに変わりはないか伺う。
　(4)、自民党安全保障調査会の住民避難ＰＴが先日
中間論点整理を取りまとめ、岸田総理へ手交をしたと
ころである。中でも、実動訓練に加え、想定される有
事の際に住民避難計画の着実な推進に資するインフラ
整備の必要性等が述べられている。そんな中、知事は
九州知事会を欠席して県議選の選挙運動を行ってい
た。県民の生命・身体の安全を守る知事として、どの
ようなリーダーシップを発揮する考えか伺う。
　(5)、中国国内で日本人学校の小学生が殺害される
という大変痛ましい事件が発生した。我が国としては
外交関係を通じて冷静に対応しているところである
が、一方で尖閣諸島をめぐっては中国政府とは相入れ
ない立場である。知事が相応の地域外交力を有してい
るのであれば、海警局や中国海軍から再三にわたる領
海侵犯や挑発行為を受けるといった事案を抑止できる
のではないか伺う。
　(6)、知事は昨年、久辺３区との意見交換を行い、
地域が求めるインフラ整備等の要望については真 に
向き合い対応する考えを示しているが、その後の予算
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措置や事業化、進捗状況はどのようになっているのか
伺う。
　(7)、令和７年度沖縄振興予算概算要求では、普天
間基地跡地の先行取得費用として68億円が計上され
たところであり、跡地利用への県民の期待もより一層
高まっていると思われるが、県として普天間基地跡地
利用についてどのようなスタンス、関わり方を今後考
えているのか伺う。
　(8)、先日、県は、辺野古抗告訴訟に係る上告受理
申立てを行ったが、最高裁が上告を受理する要件が満
たされていないことは到底明らかであり、上訴費用や
弁護士費用も含めて支出することは妥当ではない。上
訴に至った経緯について伺う。
　(9)、先日、ロシア空軍による領空侵犯事案が初め
て生じ、陸自機がフレア発射をするという極めてゆゆ
しき事態が生じた。
　ア、隣国からのこのような圧力に屈することは決し
て許されず、県として抗議の意を示すべきではないか
伺う。
　イ、他国からの脅威に対して、戦後日米同盟が果た
してきた役割と意義に対する知事の考えを伺う。
　(10)、米軍兵による事件・事故の通報体制につい
て県警側で改善が図られたことは評価できるが、くだ
んの事件については県警ホームページに情報が掲載さ
れており、知事部局はこれを知り得たにもかかわら
ず、連絡がなかったから知らなかったというのは、明
らかに知事部局としての調査不足であって、責任転嫁
ではないか伺う。
　３、行財政運営について。
　(1)、令和５年度決算の概況と内部統制点検結果に
ついて。
　ア、令和５年度一般会計決算の実質収支、繰越額及
び不用額について、それぞれどのような状況か伺う。
　イ、令和５年度普通会計決算ベースで、主要３基金
の残高はどのようになっているか伺う。
　ウ、実質公債費比率、将来負担比率の状況と増減の
主な要因について伺う。
　エ、昨年度は度重なる事務ミス等により内部統制上
の重大な事案が多発したが、今回議会への報告に当
たってどのような総括を行ったのか伺う。
　(2)、令和６年度地方交付税算定結果について、普
通交付税の交付決定額と当初予算額との乖離、前年度
との対比、今後の県一般財源の見通しについて伺う。
　(3)、令和６年度９月補正予算について。
　ア、地域総合整備貸付金事業の補正計上の理由、ふ
るさと融資制度の概略、貸付事業者からの申込みの経

緯について伺う。
　イ、６月の大雨被害への応急措置に要した費用等の
計上がなされているが、災害復旧費の執行状況、今年
度の執行見込みについて伺う。
　(4)、マイナンバーカードについては、保険証機能
の付加やスマートフォンへの情報登録など利便性向上
に向けた取組が政府において進められているところで
あるが、本県における普及率はどの程度となっている
か、また交付促進に向けた取組についても併せて伺
う。
　(5)、毎議会において県政ＤＸの取組については質
問をしているところであるが、具体的な取組の状況が
表立って見えない中でスピード感を持って推進されて
いるのか分かりにくいところがある。県民の利便性向
上という観点からも、県政ＤＸの状況については議会
や県ホームページにおいて定時報告し周知をする考え
はないか伺う。
　(6)、昨年来、残業代未払いの解消、職員の離職防
止、労働環境の改善についてるる提案をしてきたとこ
ろであるが、上半期を経過した現時点において、何ら
かの取組や成果は表れているのか伺う。
　(7)、病院事業局において、勤務管理システムのエ
ラーによって500人以上の手当未払いが発生している
ことが明らかとなった。このシステムの問題について
は我が会派所属議員が以前から指摘していた点であっ
たが、改めて責任をどのように考えているのか伺う。
　４、エネルギー・環境政策について。
　(1)、沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティブ
2023年度（令和５年度）進捗状況報告書によれば、
数値目標の一つであるエネルギー自給率が最終エネル
ギー消費量の増加により減少したとされている。今
後、観光立県・企業集積等を進めていく上で、電力消
費量の増加が見込まれる中、増加量をできるだけ低減
するための取組も必要だと考えるが、観光部局や企業
誘致部門、民間事業者との連携をどのように図ってい
く考えか伺う。
　(2)、今期は台風来襲も例年に比べて少なく、松く
い虫被害も増加傾向にあると聞いているが、県内にお
ける被害の状況と防除策についてどのように進めてい
く考えか伺う。
　(3)、交流人口の増加により今後も県内の廃棄物処
理量は増加するものと思われ、リサイクル可能な素材
の推奨や廃材のリサイクルなどの取組が必要だと考え
る。県としては観光立県にふさわしい循環型社会の形
成についてどのような取組方針を持っているのか伺
う。
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　(4)、食品をめぐるサーキュラーエコノミーの形成
を進める点で、食品ロス削減に当たっての事業者・消
費者双方の意識醸成に加え、廃棄された食品を再利用
するための事業者間の連携も重要であると考えるが、
県内における食品ロス削減の状況と食品廃棄物等の有
効活用の状況について、それぞれ伺う。
　(5)、県内の商用水素ステーションは未整備である
と聞いているが、導入があまり進まない課題と対策を
どのように考えているのか伺う。
　(6)、マングースによる固有種・希少種への被害が
後を絶たないが、奄美大島では根絶宣言がされたとこ
ろであり、本県においても駆除に係る取組を一層推進
する必要があると思うが、現状と今後の対策について
伺う。
　(7)、県内の浄水場におけるＰＦＡＳ検出が報道さ
れて久しく、活性炭ろ過などの対策を講じているとこ
ろではあるが、企業局としてどのように計画的な設備
投資を実施していく考えか伺う。
　５、県土強靱化・防災減災について。
　(1)、８月に南海トラフ地震臨時情報が発表され、
９月の大型台風来襲、石川県での豪雨被害など、災害
対策・事前防災の必要性が全国的に高まっている状況
にある。県防災庁舎建設も喫緊の課題として、供用開
始を早めるような判断も必要かと思われるが、知事は
どのように考えているか伺う。
　(2)、経済界が中心となり策定されたＧＷ2050構
想については、那覇市・浦添市・宜野湾市が参画した
協議会が発足し、いよいよ公民連携によるプラット
フォームが立ち上がったところである。沖縄21世紀
ビジョンとの関わりもある中で、県としてどのような
関心を持っているのか伺う。
　(3)、北部テーマパーク、ジャングリアの開園が来
年度に迫っている中、観光客のみならず県民からの関
心度も高まっている。９月補正予算においてもアクセ
ス環境整備に係る予算が計上されているようだが、ど
のような需要予測の下で計画的なアクセス道路の整備
を行う考えか伺う。
　(4)、消防防災ヘリの導入については、一部市町村
との調整が難航していると聞いているが、そもそも現
行の県案自体を見直すという柔軟性、可能性は全くな
いのか。離島地域をカバーできない等の多くの課題に
対して、どのようなスタンスで今後臨む考えなのか伺
う。
　(5)、実証的に行われているバス利用無料化促進事
業については、水曜日・日曜日の利用が急増し、バス
停の混雑や何台待っても満員で乗れないといった苦情

も表面化している。こういった苦情をどのように受け
止め、実証事業の成果をどのように生かしていく方針
なのか伺う。
　(6)、積年の課題である沖縄の交通渋滞解消につい
て。
　ア、官民連携の会議体が内閣府沖縄総合事務局の下
に設置されていると聞いているが、開催状況や対策樹
立の状況について伺う。
　イ、これまでの対策の主なものは、渋滞箇所の改良
といった対症療法的なものが多かったように思う。し
かし、今や公共交通も含めて交通システムそのもの
を、知事がリーダーシップを発揮して抜本的に見直し
を行う時期に来ていると考えるが、当局の見解を伺
う。
　６、離島過疎地域振興について。
　(1)、補助要件の見直し等の影響もある中で、農林
水産物条件不利性解消事業が離島の第１次産業を支え
る意義は、昨今の物価高騰の状況下でより一層大きい
ものがある。令和５年度決算における同事業の成果と
課題について伺う。
　(2)、令和７年度沖縄振興予算概算要求において、
沖縄県離島住民交通コスト負担軽減事業として31億
円が計上されたところである。
　ア、離島住民の生活手段である物流・交通に係るコ
スト低減・解消に向けて、県として引き続きどのよう
な支援策を講じていく考えか伺う。
　イ、海運業界においては、船員の高齢化、新規従事
者の減少など船員確保が厳しい状況にあると聞いてい
る。ソフト対策として船員確保が急務であると考える
が、県としてどのように捉えているか伺う。
　(3)、建設資材・人件費単価の高騰が続く中にあっ
て、建てたくても家が建てられない、離島過疎地域に
おける新規住宅建築は大変厳しい状況にある。離島の
発展なくして沖縄全体の発展なしという原点に立ち返
り、離島過疎地域での住環境確保のため、県として緊
急的な支援策を講じる考えはないか伺う。
　(4)、伊江島及び伊是名・伊平屋地域の振興につい
て。
　ア、伊江島空港の利活用について、北部テーマパー
ク、ジャングリアとの連携に加え、防災拠点・緊急医
療拠点としての活用等も視野に基礎調査を行う考えは
ないか伺う。
　イ、伊平屋・伊是名架橋事業、伊平屋空港の拡充整
備については、以前から課題を整理中との答弁が続い
ているが、ボトルネックとなっている大きな課題は何
なのか伺う。
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　(5)、県が策定している離島振興計画では、島々の
固有課題をグループごとに整理し、きめの細かい施
策・取組を実施するとしているが、南部離島地域の自
立的発展への支援策としてどのような取組が講じられ
ているのか伺う。
　(6)、医療・介護サービスの安定確保について。
　ア、ユニバーサルサービスを確保するため、必要な
人材確保とともに職員住居の確保も必要だが、どのよ
うな取組を推進しているのか伺う。
　イ、離島・僻地医療は、そもそも構造的に採算性が
取れないことは明らかであるが、公的負担をどのよう
に薄く・広く分かち合う仕組みが構築されているの
か、また不採算地区への財政的支援の充実を国に求め
ていくべきではないか伺う。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　代表質問、真 に答弁をさせていただきます。
　花城大輔議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
ア及び１の(1)のイ、２期目の施策の評価についてお
答えいたします。１の(1)のアと１の(1)のイは関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　２期目の公約については、新・沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画に基づく施策の推進と併せて、１期目の取
組の中でより深化させていくべき施策を推進施策とし
て110項目、重要性を増した課題等を踏まえ、特に重
要と考えられる施策を重要政策として71項目位置づ
けており、その全てに全身全霊で取り組んでいるとこ
ろであります。
　例えば、子ども施策については、貧困対策費を増額
し対策を強化しているほか、児童相談所の人員の大幅
な拡充、子ども施策に関する総合調整機能を持つこど
も未来部の設置、学校給食の無償化に向けた取組など
を進めております。このほか、沖縄県差別のない社会
づくり条例の制定や沖縄県地域外交基本方針の策定、
アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成への取組に向
けた平和・地域外交推進課の設置、防災危機管理セン
ター（仮称）の整備に向けた取組、首里城復元に向け
た取組など、公約で掲げた事項については着実に取組
を進めているところです。現時点での公約の達成状況
については県民の皆様に評価していただきたいと考え
ており、私としては、残り２年の任期において、１期

目の取組の中でより深化、継続する施策を含め、公約
で掲げた全ての事項について、全身全霊で取り組むこ
とが重要と考えております。
　次に１の(2)のア及び１の(2)のイ、岸田政権の評
価及び石破新総理への期待についてお答えいたしま
す。１の(2)のアと１の(2)のイは関連しますので、
一括してお答えをいたします。
　岸田前総理は所信表明において、強い沖縄経済をつ
くるとの考えを示し、骨太の方針においても国家戦略
として沖縄振興策の推進が示されるなど、一貫して沖
縄の振興発展に御尽力いただいたと考えております。
一方、辺野古新基地建設問題については、多くの県民
の民意を一顧だにせず工事を強行し続け、沖縄県が求
める対話による解決に応じていただけなかったことは
残念に思います。新総理となられた石破氏は、これま
で防衛庁長官、防衛大臣として、沖縄における米軍再
編にも携わられ、米軍基地問題をはじめとする沖縄の
実情を理解されているものと思っております。特に、
昭和35年に締結されて以来、64年間一度も改定され
ていない日米地位協定の改定に取り組む考えを示して
いらっしゃることから、沖縄県の考えを直接説明した
いと考えております。なお、石破新総理におかれまし
ては、県経済と県民生活の再生、子ども・若者・女性
施策の推進、辺野古新基地建設問題をはじめ過重な米
軍基地負担の解消・解決など、沖縄が抱える様々な問
題に真 に向き合っていただき、その解決に御尽力を
賜りたいと考えております。
　次に１の(3)のア、沖縄振興予算概算要求の特徴に
ついてお答えいたします。
　内閣府は、総額2820億円の令和７年度沖縄振興予
算の概算要求を行いました。今回の概算要求では、新
規事業として、これまで沖縄振興特別推進交付金で実
施していた駐留軍用地跡地先行取得事業、沖縄離島住
民交通コスト負担軽減事業、沖縄農林水産物条件不利
性解消事業の３事業、約120億円が新たに項目立てさ
れております。関係団体等から要望があった沖縄航空
関連産業クラスター形成促進事業なども新たに盛り込
まれたほか、離島支援策が拡充されました。また、新
たに事項要求として、水道施設の緊急整備が盛り込ま
れたことが特徴的だと認識しており、御配慮いただい
たものと考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　１、知事の政治姿勢について
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の(3)のイ、沖縄振興予算概算要求に対する評価につ
いてお答えします。 
　内閣府は、総額2820億円の令和７年度沖縄振興予
算の概算要求を行いました。今回の概算要求では、離
島住民等の移動費負担軽減に係る経費等が新たに項目
立てされたほか、沖縄振興一括交付金などの地方向け
補助金が増額要求されるとともに、事項要求として、
水道施設の緊急整備等が盛り込まれるなど、御配慮い
ただいたものと考えております。しかしながら、概算
要求額は、県が要望した3000億円台に届かなかった
こと、沖縄振興一括交付金について、県と市町村が求
めてきた所要額となお乖離があることについて、大変
残念とお伝えしたところです。
　県としましては、関係機関と連携を一層密にし、今
後の予算編成過程において、事項要求を含む地方向け
補助金のさらなる増額により、総額3000億円台が確
保されるよう努めてまいります。
　同じく１の(9)、一般質問を５日間とすることにつ
いてお答えします。
　一般質問の日数は、議会運営委員会において５日間
とし、質問者が32名以内であれば、１日当たり８名
の４日間とされています。今般、職員の負担軽減の観
点から、１日当たり６名の５日間とすることが議論さ
れていると聞いております。これにつきまして、散会
時刻を早めたとしても、質問聴取、答弁や想定問答の
調整、翌日の準備作業などの議会対応業務があり、業
務負担が減ることは考えにくく、さらに議会日数が
１日増えることで、準備作業も１日分増えることとな
り、業務負担は増加します。また、議会会期中は、議
会対応が最優先となるため、その日の通常業務は、当
日以降の超過勤務となり、議会日数が１日増えること
でさらなる超過勤務の増が想定されます。そのほか、
議会対応中は、企業や住民への説明・相談など対外的
な日程も組めなくなります。
　執行部といたしましては、引き続き一般質問を４日
間とすることに、ぜひ御理解いただきたいと考えてお
ります。
　３、行財政運営についての(1)のイ、主要３基金の
残高について。 
　令和５年度末における基金残高は、財政調整基金が
419億6200万円、減債基金が398億1400万円、県有
施設整備基金が272億400万円となっております。３
基金の合計は1089億8000万円となっており、令和４
年度末と比較して11億3900万円の増となっておりま
す。
　同じく３の(1)のウ、実質公債費比率、将来負担比

率についてお答えします。
　令和５年度における実質公債費比率は7.4％、前年
度比0.1ポイントの増で、これは算定式の分子に当た
る元利償還金が増加したこと等によるものでありま
す。将来負担比率は24.9％、前年度比１ポイント減
で、算定式の分子から控除できる充当可能基金の増等
によるものであります。
　同じく３の(1)のエ、令和５年度の内部統制評価に
ついてお答えします。
　令和５年度は、７件の重大な不備の発生が認められ
ました。これらの不備の発生については、制度及び手
続等の理解不足、報告・連絡・相談の欠如、新型コロ
ナ対応等による業務負担などが主な要因であると整理
しております。再発防止策として、本年４月から各部
等の主管課に予算経理班を設置するとともに、会計エ
キスパート職員を育成・配置し、予算執行に係る審査
機能を強化しております。また、各部等に増員配置し
た内部統制専任職員を活用して全庁的に対応策を講ず
ることにより、リスク発生の抑制を図っております。
　同じく３の(2)、普通交付税の交付決定額等につい
てお答えします。
　令和６年度の普通交付税の交付決定額は2248億
800万円で、当初予算額2238億7700万円と比較し
て、９億3100万円の増となっております。また、令
和５年度の交付決定額2254億7000万円と比較して、
６億6100万円の減となっております。県税収入は、
令和３年度以降堅調に推移しており、今後も増が見込
まれます。一方、地方交付税は、社会保障関係経費や
人件費の増加による財政需要の増を県税収入の増が上
回っており、減少傾向にあります。このため、今後の
一般財源総額は緩やかに増加するものと考えておりま
す。
　同じく３の(6)、時間外勤務手当の適切な支給等に
ついてお答えします。
　時間外勤務については、事前命令や手当の適正支
給、予算の不足が見込まれる場合の予算確保等につい
て通知したところです。通知に沿った取組の実施に
より、時間外勤務手当等の支給遅れは、７月時点で
1784件であったものが、９月には931件まで減少し
ています。職員の離職防止及び労働環境の改善につ
いては、時間外勤務の縮減に取り組むとともに、年休
等の取得促進、時差通勤制度の活用、在宅勤務制度
の導入等に取り組んでいます。これらの取組により、
令和５年度の年休取得は15.6日と前年度から1.3日増
加し、また時差通勤制度を職員の約３割が活用するな
ど、多様な働き方が可能な環境整備を進めておりま
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す。
　５、県土強靱化・防災減災についての(1)、防災危
機管理センター棟（仮称）の早期供用開始についてお
答えします。
　県では、自然災害、家畜伝染病や感染症等の危機事
案に迅速に対応することを目的に、常設の災害対策本
部室と防災関係機関等の受入れスペースなどを備えた
防災危機管理センター棟（仮称）の整備を進めており
ます。当初計画では、令和５年度に建設工事に着手す
る予定でしたが、試掘調査で埋蔵文化財が発見された
ためスケジュールの見直しを行い、本年５月から埋蔵
文化財調査に着手しております。早期の供用開始に向
けて教育庁の協力を得ることで、可能な限り調査期間
の短縮を図り、令和７年11月頃から建設工事に着手
することにより、令和９年度の供用開始を見込んでお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(4)、訪米においてワシントン駐在が果たし
た役割等についてお答えいたします。
　今回の訪米に際し、ワシントン駐在は、日頃から
培ってきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者等と
の面談に当たっての人選及び取付けや、民主党のプロ
グレッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、議員補佐官
を集めたブリーフィング、共和党系シンクタンク、ハ
ドソン研究所での講演といった新たな取組の実現など
大きな役割を果たしております。面談した議員から
は、性的暴行事件などについて書簡を提出するとの発
言があったほか、シンポジウムでは、知事が英語で講
演を行い、多くの方々から質問を受けるなど、県の考
えが米国の方々に着実に伝わったのではないかと考え
ております。また、国連の中満次長との面談、有識者
の招聘、ニューヨーク日本食レストラン協会関係者へ
の県産品販売促進に向けたトップセールスなど、幅広
い活動ができたと考えております。なお、今回の訪米
に要した特別旅費は、概算で約965万円となっており
ます。
　同じく１(5)のア及びイ、フジロックフェスティバ
ルの出演旅費及び成果についてお答えいたします。１
の(5)のアと１の(5)のイは関連しますので、一括し
てお答えいたします。
　知事は、去る７月28日に開催されたフジロック
フェスティバルの中のイベントの一つであるザ・アト
ミックカフェに出演しました。同イベントは、脱原発

や環境・平和・人権などの社会問題を考えるトーク・
アンド・ライブイベントとして定着しており、今回は
「民主主義と自治」をテーマに開催されました。
　県としては、同イベントに知事が出演し、沖縄の過
重な基地負担や辺野古新基地建設問題等を広く県外の
皆様に伝えることは、国民的議論の機運醸成を図る機
会になると考えていることから、知事の出演を決定し
たものであります。このため、沖縄県知事等の給与及
び旅費に関する条例等に基づき、旅費を支給しており
ます。
　今回の知事の出演により、米軍人等による性的暴行
事件や米軍基地から派生する環境問題、日米地位協定
や辺野古新基地建設問題などについて、会場に訪れた
約500名の方々をはじめ、県外に広く発信する機会に
なったものと考えております。
　次に２、基地問題・安全保障についての中の(3)、
那覇港湾施設の移設についてお答えいたします。 
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し、那覇空港にも近
く、産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域
となっており、基地負担の軽減と産業振興の観点か
ら、早期の返還が必要であると考えております。
　県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、那覇港
湾施設移設に関する協議会の枠組みの中で移設の目的
や条件に沿った取組を進めることが重要と考えてお
り、今後とも移設協議会などにおいて関係機関と協議
を行いながら対応してまいります。
　同じく２の(4)、県民の安全を守る知事のリーダー
シップについてお答えいたします。
　知事は、危機事象に対し、危機管理対策本部長とし
て、県民の安全・安心の確保に全力で取り組んでおり
ます。本年４月３日の津波警報発表時や５月27日の
北朝鮮の衛星打ち上げ時においても、災害対策本部
や危機管理対策本部を立ち上げ、直ちに指揮を執り、
国、市町村等との連携を図りながら全庁を挙げて県民
の安全・安心の確保に取り組んだところであります。
　同じく２の(5)、尖閣諸島をめぐる問題についてお
答えいたします。
　県としては、領土・領海など国の主権に関わる問題
は、一義的には政府間において解決されるべきものと
考えております。尖閣諸島をめぐる問題については、
日中双方が対話と協議を通じて情勢の悪化を防ぎ、不
測の事態の発生を回避するなど、冷静かつ平和的な外
交によって相互信頼関係の構築に努め、解決に取り組
むことが望ましいと考えております。このため、機会
あるごとに日本政府に対して、同海域における安全確
保や冷静かつ平和的な外交によって中国との関係改善
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を図ることを要請しております。
　同じく２の(8)、上告受理申立ての経緯についてお
答えいたします。
　去る９月２日の福岡高裁那覇支部の判決は、法定受
託事務に係る取消し裁決について、沖縄県は取消訴訟
を提起する適格を有しないとして県の訴えを退けるも
のでありました。同判決を受け、弁護士や行政法学者
等の意見も伺いながら判決内容や対応について慎重に
検討したところ、国の取消し裁決に対し、県は一切司
法判断を求めることができないとする同判決は、憲法
が定める地方自治の本旨と相入れないと判断したこ
とから、９月17日に上告受理申立てを行っておりま
す。
　同じく２の(9)のア、ロシア空軍による領空侵犯に
ついてお答えいたします。
　政府によると、去る９月23日、ロシア軍の哨戒機
が３度にわたり北海道礼文島北方の領海上空を侵犯し
たことを確認したとのことです。これに対し政府は、
今回の我が国領空の侵犯は極めて遺憾であるとし、
ロシア政府に対して、外交ルートで極めて厳重に抗議
し、再発防止を強く求めたとのことです。
　県としては、領空などの国の主権に関わる問題につ
いては、引き続き国において適切に対応していただき
たいと考えております。
　同じく２の(9)のイ、日米同盟の役割と意義につい
てお答えいたします。
　県は、日米安全保障条約に基づく日米安全保障体制
が、これまで我が国及び東アジアにおける平和と安定
の維持に寄与してきたものと認識しております。
　次に同じく２の(10)、米軍兵による事件・事故の
県警からの通報についてお答えいたします。
　県警においては、米軍人等による刑法犯検挙件数と
人員数の年初から前月までの累計を毎月中旬以降に公
表していたことは承知しております。
　県としては、日米両政府に対して再発防止の要請を
行う必要があることや地域住民の安全確保の観点か
ら、適時適切な情報提供が必要と考えております。こ
のため県警に対し、速やかな情報提供を求めたとこ
ろ、県警から県への通報について、広報しない案件に
ついては那覇地検と相談の上、スピーディー、タイム
リーに検挙・送致時に情報を提供することとしたい旨
の説明がありました。
　県としては、事件発生後、地域住民の安全確保を図
るとともに、適切な時期に米軍及び日米両政府に対し
て事件の再発防止を求めることが重要であることか
ら、引き続き速やかに情報提供がなされるよう県警に

対し求めてまいります。
　次に５、県土強靱化・防災減災についての中の
(4)、消防防災ヘリの導入についてお答えいたしま
す。
　消防防災ヘリの導入に当たっては、１機の先行導
入、日中の運航、市町村からの隊員派遣、全県域での
活動等、基本的な項目について全市町村の同意を得た
上で協議会を設立し、協議してまいりました。同協議
会において市町村と具体的な検討を進め、ヘリ基地の
場所、先島及び大東地域まで航続可能な機体とするこ
と、同地域の負担金や隊員派遣頻度の軽減等を可決
し、39の市町村から承認を得ております。現在、石
垣市及びうるま市からは、２機体制とすることや夜間
運航の実施、ヘリ基地の場所等について意見があり、
承認いただけておりません。
　県としましては、引き続き丁寧な説明を行い、消防
防災ヘリ導入に向けて取り組んでまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の中の(6)のア、沖縄振興計画の中間見直しについて
お答えいたします。 
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画は、令和７年度
に中間評価を実施し、必要に応じて改定を行うことと
しております。また、国においては、沖縄振興特別措
置法に基づく５年以内の見直し規定を踏まえ、令和８
年度中に検証結果を取りまとめる予定であると聞いて
おります。
　県としましては、引き続き国と連携しながら取組を
進めてまいります。
　同じく１の(7)のア、国際機関の誘致の意義・効果
についてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画におい
て、アジア太平洋地域の平和構築に貢献する地域協力
外交の展開として、アジア太平洋地域の安定・発展に
資する国際機関の誘致に努めることを位置づけており
ます。本県への国際機関の誘致により、沖縄のソフト
パワーを発揮した国際交流や国際貢献、アジア太平洋
地域の平和構築や相互発展に資するものと考えており
ます。
　同じく１の(7)のイ、市町村との連携・支援策につ
いてお答えいたします。
　県では、これまで国際機関の誘致に向けて、国連機
関等の現地調査、国内で誘致に成功した機関や自治体
の訪問調査等に取り組んでまいりました。誘致に関心
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を示す県内市町村とは昨年度意見交換を行ったところ
であり、引き続き市町村とも連携、情報共有を図りつ
つ、課題の整理や誘致の可能性がある機関の検討を
行ってまいりたいと考えております。
　同じく１の(8)、サンライズベルト構想についてお
答えいたします。 
　沖縄県東海岸サンライズベルト構想については、
新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に反映させ、ス
ポーツコンベンション地域の形成、マリンタウンＭＩ
ＣＥエリアを核とした東海岸地域の活性化、円滑な交
通ネットワークの形成等に向け各種施策を展開してお
ります。県土の均衡ある発展に向けては、本島東海岸
地域にもう一つの南北に伸びる経済の背骨を形成し、
強固な社会基盤の構築を図ることが重要であることか
ら、県としましては引き続き同構想の実現に向け取り
組んでまいります。
　次に２、基地問題・安全保障の中の(7)、普天間基
地跡地利用への県の関わり方についてお答えいたしま
す。
　県は宜野湾市と共同で、構想段階における全体計画
の中間取りまとめ（第２回）を令和４年７月に策定
し、本年２月には跡地利用計画策定に向けた全体行程
計画の更新について公表したところです。今後は、同
行程計画に基づき、令和９年度に全体計画の取りまと
めを策定することを目標に、引き続き市と緊密な連携
を図ってまいります。
　次に３、行財政運営についての中の(3)のア、地域
総合整備資金貸付事業についてお答えいたします。
　本制度は、県が金融機関と共同で地域振興に寄与す
る民間活動等を資金面で支援することを目的としてお
ります。民間事業者等を対象とし、貸付対象事業費の
原則35％を上限に、20年以内の償還期間として無利
子で融資するものであり、金融機関の連帯保証を有す
る必要があります。今回の貸付けについては、令和５
年12月に事業者から協議書が提出され、本年５月に
貸付申込書を受理し、７月の県審査会を経たことから
県規程等に基づき補正予算を計上するものでありま
す。
　同じく３の(4)、マイナンバーカードの普及促進に
ついてお答えいたします。
　本年８月末現在のマイナンバーカードの保有枚数率
は、全国平均74.84％に対し、本県は62.74％と全国
最下位の状況であることから、さらなる取組が必要で
あると考えております。
　県としましては、市町村と連携し、これまでの商業
施設等での出張申請受付に加え、今年度は、企業、医

療機関、教育・福祉施設等を訪問しての申請受付を重
点的に実施し、会場への来訪が困難な方に申請の機会
を設けるほか、各種媒体を活用した広報等により普及
促進に取り組んでまいります。
　同じく３の(5)、ＤＸの取組に係る定時報告や周知
についてお答えいたします。
　県では、ＤＸ関連施策の着実な推進を図るため、沖
縄県ＤＸ推進計画に掲げる各種施策について、ＰＤＣ
Ａサイクルによる検証を毎年度行っております。検証
結果につきましては、同計画や施策集とともに、進捗
状況等を分かりやすく整理した上で、県のホームペー
ジで広く公開しているところです。今年度において
も、各部等による過年度の取組状況を調査・集計して
いるところであり、検証を行った上でその結果を公表
してまいります。
　次に５、県土強靱化・防災減災についての(2)、Ｇ
Ｗ2050構想についてお答えいたします。
　県経済界が提案するＧＷ2050 ＰＲＯＪＥＣＴＳ基
本構想については、那覇空港エリアの拠点空港化と駐
留軍用地跡地利用の一体的な開発を目指す構想である
と認識しております。新・沖縄21世紀ビジョン基本
計画においては、世界最高水準を見据えた拠点空港等
の整備や中南部都市圏の形成と駐留軍用地跡地の有効
利用を位置づけており、将来的な空港機能の強化に加
え、臨空・臨港産業の振興を見据えた周辺開発は重要
な視点であると考えております。
　県としては、同構想に係る調査結果などを踏まえ、
今後の展開を議論していきたいと考えております。
　同じく５の(5)、わった～バス利用促進乗車体験事
業の成果の活用についてお答えいたします。
　県では、９月４日から29日までの毎週水曜日と日
曜日の路線バス運賃を終日無料とする、わった～バス
利用促進乗車体験事業を実施いたしました。事業の実
施に当たり、バスの混雑が予想されることから、事前
に早めの行動の呼びかけやバス事業者に対して増便等
の依頼を行ったところですが、満車で乗れない事例
があったことは承知しております。今後、乗客数等の
データや交通量の変化、県民アンケートの結果など
様々な効果や課題の検証を行い、事業成果を次の展開
につないでまいりたいと考えております。
　同じく５の(6)のア及び(6)のイ、交通渋滞解消に
向けた官民連携会議の開催状況及び公共交通システム
の見直しについてお答えいたします。５の(6)のアと
５の(6)のイは関連しますので、恐縮ですが一括して
お答えいたします。
　内閣府沖縄総合事務局においては、企業や個人の行
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動変容と公共交通の利便性の向上に向けたアクション
を官民で推進することを目的に、沖縄交通リ・デザイ
ン県民運動推進会議を設置しております。同会議は、
本年８月に第１回が開催され、９月に沖縄交通リ・デ
ザイン官民共同宣言が取りまとめられたところです。
今後、同宣言を踏まえ、まちづくりと一体となった交
通拠点の整備や新たな公共交通システムの導入と併
せ、官民連携の取組が展開されることとなっておりま
す。
　県としましては、バス無料化の事業成果も活用しな
がら、公共交通の利便性向上に向けて積極的に取り組
んでまいります。
　次に６、離島過疎地域振興についての中の(2)の
ア、離島の物流・交通のコスト低減についてお答えい
たします。
　離島住民の交通コスト低減については、令和７年度
沖縄振興予算概算要求において、沖縄離島住民交通コ
スト負担軽減事業が国補助事業として計上されたこと
から、国と連携しながら取り組みたいと考えておりま
す。離島の物流については、離島航路及び航空路の確
保・維持に向けた運航支援を実施しており、引き続き
国及び市町村と連携しながら取り組んでまいります。
　同じく６の(2)のイ、県内の船員確保への取組につ
いてお答えいたします。
　島嶼県である沖縄において、旅客や貨物の輸送など
海上交通は必要不可欠であることから、海運を支える
船員の確保・育成は重要であると認識しております。
このため県においては、船員確保に向け高校生への就
業体験を実施するとともに、船員の質の向上を図るた
め研修費用や海技免許取得等の支援を行っておりま
す。
　県としましては、今後とも船舶運航事業者や関係機
関と連携し、船員の確保・育成に努めてまいります。
　同じく６の(5)、南部離島地域の自立的発展に向け
た取組についてお答えいたします。
　離島振興計画においては、観光産業、農林水産業等
の各分野ごとに共通した特性を有する離島を１つのグ
ループとして捉え、その特性に合わせた施策を講じる
こととしております。南部離島地域においては、産業
構造、入域観光客数や農業従事者の１人当たり生産額
が離島平均よりも少ないこと等を踏まえ、離島観光活
性化促進事業、離島ブランディング事業、さとうきび
生産総合対策事業、水利施設整備事業に加えて、離島
ＩＣＴ利活用人材等高度化事業などに取り組んでおり
ます。
　以上でございます。

○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　１、知事の政治姿勢につ
いての質問のうち(6)のイ、揮発油税等軽減措置の延
長に向けた検討状況についてお答えします。
　政府・与党税制改正大綱では「本措置の趣旨、地球
温暖化対策の観点、県内離島のガソリン価格への対応
及び「強い沖縄経済」の実現に向けた沖縄振興策との
関係などを踏まえ、そのあり方について検討する。」
と記載されています。そのため県では、これまで沖縄
県経済団体会議や沖縄県石油商業組合への協力依頼を
行い、現在、離島を含む県内のガソリン価格や給油所
の経営実態調査等を実施しているところであります。
これらの調査結果を踏まえ、今後、県議会や経済界と
連携して本措置の継続に向けた取組を進めていきたい
と考えております。
　続きまして４、エネルギー環境政策についての御質
問のうち(4)、県内における食品ロス削減の状況につ
いてお答えいたします。
　令和４年度に県が調査した県内の食品ロスの推計発
生量は年間約５万4000トンで、令和３年度の約６万
1000トンに比べて7000トン減少しております。内訳
として事業系で5000トンの減、家庭系で2000トンの
減となっております。県では、令和４年３月に沖縄県
食品ロス削減推進計画を策定して、行政、消費者及び
事業者等の多様な主体による連携・協働の下、食べ物
を無駄にしない意識の醸成を図っているところです。
今後も、食品ロス削減に取り組む事業者のホームペー
ジでの紹介や消費者への「てまえどり」の推奨など、
食品ロス削減のための各種施策を県民運動として展開
してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、基地問題安全保障に
ついての(1)のア、車両の出入りの配慮義務について
お答えいたします。
　県は、道路管理者として道路法に基づき、適切に維
持、修繕等の管理を行っております。道路法において
は、公道からの車両の出入りについて、道路管理者と
して何らかの配慮を行うような規定はありません。
　次に同じく２の(1)のイ、本部港旧塩川地区及び安
和桟橋における安全対策の申入れへの対応についてお
答えいたします。
　本部港旧塩川地区及び安和桟橋の安全対策について
は、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされ
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るべきものと考えております。現在、事故が起きた国
道449号を管轄する北部土木事務所と沖縄防衛局との
間で実務的な話合いを行っております。引き続き沖縄
防衛局と調整を行い、県警による捜査結果等も踏ま
え、関係法令に基づき県の取り得る対策を検討してま
いります。
　次に同じく２の(2)、特定利用空港・港湾について
お答えいたします。
　政府の説明によると、特定利用空港・港湾とは、民
間との共用を前提に、自衛隊等が利用できるよう、整
備または既存事業の促進を図り、併せてインフラ管理
者との間で円滑な利用に関する枠組みを設ける施設と
のことでありました。現時点において、軍事目標等を
規定するジュネーブ条約との関係や米軍の利用、整備
後の運用など、不明な点が残されていることから、引
き続き国に対し確認を行うなど適切に対応してまいり
たいと考えております。
　次に同じく２の(6)、久辺３区のインフラ整備につ
いてお答えいたします。
　土木建築部所管の事業においては、名護市久辺小
学校周辺から久志集落までの県道13号線の一部で、
歩道が未整備となっております。県では、歩行者等の
安全確保のため、平成28年度から歩道整備等の事業
を実施しており、令和５年度末時点の進捗率は事業費
ベースで約20％となっております。引き続き用地取
得及び工事の進捗を図り、事業の早期完了に向けて取
り組んでまいります。
　次に３、行財政運営についての(3)のイ、災害復旧
費の執行状況、今年度の執行見込みについてお答えい
たします。
　災害復旧費は大部分が国庫補助事業であり、国の災
害査定等により執行までに一定期間を要します。去る
６月の豪雨被害では緊急的な対応のため、県単独事業
である応急対応費を執行し、今後の災害に備える補正
予算を計上しております。災害復旧費の令和６年度当
初予算は約13億6000万円であり、９月末時点におけ
る職員費を除く執行状況は約２億7000万円、率にし
て約20％となっております。今後災害が発生した場
合には、予算を有効に活用し早急な復旧に努めてまい
ります。
　次に５、県土強靱化・防災減災についての(3)、北
部テーマパークへのアクセス道路の整備についてお答
えいたします。
　北部テーマパーク開業に向けたアクセス道路の整備
については、庁内に設置された沖縄本島北部大規模
テーマパーク開業に伴う課題等に関する連絡会議にお

いて、多岐にわたる課題への対応の方向性を確認して
おります。県では、地元からの要請等を踏まえ、事業
者が検討した開業後の交通量予測結果に基づき、県道
名護本部線への右折帯設置に向け取り組んでいるとこ
ろであります。引き続き関係部局等と連携し、交通対
策に取り組んでまいります。
　次に６、離島過疎地域振興についての(3)、住宅確
保のための支援についてお答えいたします。
　離島過疎地域における住宅確保について、空き家再
生等推進事業による空き家の利活用、地域優良賃貸住
宅制度による整備費助成など、国土交通省の補助があ
ります。事業の活用に向けて県では市町村説明会を開
催するなど、情報提供や助言を行っております。
　次に同じく６(4)のア、伊江島空港についてお答え
いたします。
　伊江島空港は、昭和50年７月に開催された沖縄国
際海洋博覧会関連事業として建設されましたが、昭
和52年２月に定期便の運航が休止しております。現
在、伊江島空港は、地震・津波災害時の輸送拠点空港
に位置づけられており、空輸による緊急輸送の受入れ
を行う空港となっております。なお、空港施設の整備
については、定期便就航の条件や具体的な航空会社の
就航計画を踏まえ検討していきたいと考えておりま
す。
　次に同じく６の(4)のイ、伊平屋・伊是名架橋、伊
平屋空港の検討課題についてお答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋については、これまで実施して
きた離島架橋に比べ、距離が長く大規模であるため、
費用対効果や膨大な予算の確保など、多くの課題が明
らかとなっております。引き続き調査研究に取り組
み、事業化の可能性を検討してまいります。
　伊平屋空港については、これまでの検討結果から航
空需要や就航する航空会社の確保などの課題が明らか
となっております。今後も、伊平屋村、伊是名村と連
携しながら課題解決に取り組み、早期事業化を図って
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、基地問題・安全保障
についての中の(6)のうち、久辺３区のインフラ整備
の進捗状況についてお答えいたします。
　農林水産部では、久辺３区において、沖縄振興公共
投資交付金（農業集落排水事業）を令和２年度から実
施しております。令和５年度は、処理場建屋工事及び
辺野古区内の管路工事を実施しており、令和５年度末
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時点の進捗率は、事業費ベースで約23.8％でありま
す。令和６年度は、対前年度比159％の約７億9600
万円を配分しており、処理場の機械・電機工事及び
管路工事1.6キロ、中継ポンプ１基を予定しておりま
す。
　次に４、エネルギー・環境政策についての中の、松
くい虫被害の状況と防除策についてお答えいたしま
す。
　松くい虫の被害量は、令和５年度末時点は１万
3890立方メートルで、久米島町で増加しておりま
す。今年度の被害状況については、調査実施要領の第
一報が９月末時点となることから、現在、被害量は把
握できておりませんが、目視による確認では、久米島
町、恩納村、東村等で増加傾向にあります。県では、
沖縄型森林環境保全事業等を活用し、公益的機能の高
い松林を中心に重点的な防除対策を実施しており、被
害の多い市町村を中心に連携して、幹線道路周辺や景
勝地等の松くい虫防除に取り組んでまいります。
　次に６、離島過疎地域振興についての中の(1)、令
和５年度における農林水産物条件不利性解消事業の成
果と課題についてお答えいたします。 
　県では、持続可能な物流ネットワークを構築し、農
林水産業及び離島地域の稼ぐ力の向上を目的に事業
を実施しております。令和５年度決算の成果として
は、58団体に対し、約16億3200万円の補助を行い、
約５万6000トンの出荷を支援しました。課題として
は、コールドチェーン構築や出荷団体の集約にはいま
だ時間が必要であり、モーダルシフトの促進による輸
送費削減を図ることが重要であります。引き続き生産
者団体等関係者と連携し、輸送費低減及び総合的な流
通合理化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　会計管理者。
　　　〔友利公子　会計管理者登壇〕
○友利公子 会計管理者　３、行財政運営についての
御質問の中の(1)のア、令和５年度一般会計決算の実
質収支、繰越額及び不用額についてお答えします。
　令和５年度一般会計決算の実質収支額は44億3836
万8371円で、前年度に比べ11億7913万8230円の減
となっております。繰越額は738億7646万5803円
で、前年度に比べ113億7898万1509円、率にして
13.3％の減となっております。不用額は314億1343
万8245円で、前年度に比べ53億1581万356円、率に
して14.5％の減となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。

　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　３、行財政運営について
の御質問の(7)、病院総務システムについてお答えし
ます。
　病院総務システムは、県立病院における事務の効率
化等を図るため、令和４年度に導入を決定したもので
すが、当時の契約締結に係る監査委員からの指摘、導
入後の追加改修の経緯を振り返りますと、導入及び改
修の過程において反省すべき点があったものと受け止
めております。また、このたびのシステム稼働後の手
当の支給誤りに対しては、現在対応中であります。対
象となった職員には御迷惑をおかけしており、申し訳
なく思っております。他方、勤務実績の見える化、
ユーザーインターフェースの配慮など、職員から一定
の評価もいただいており、今後ともシステムの安定的
な運用に努めてまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４、エネルギー・環境政
策についての(1)、電力消費量増加を低減するための
関係部局や民間事業者との連携についてお答えしま
す。
　県では、沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティ
ブにおいて、省エネルギーの推進を基本方針に掲げ、
省エネ型ライフ・ビジネススタイルの定着や建物・住
まいの省エネ化の推進、運輸部門の低炭素化等に取り
組んでいるところです。具体的には、県民代表や事業
者、行政等で構成される沖縄県地球温暖化対策実行計
画協議会において意見交換を行うとともに、関係部局
と連携を図りながら、地球温暖化対策に関する普及啓
発、省エネ機器や電動バスに対する購入支援等を実施
しているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　４、エネルギー・環境政策
についての(3)、循環型社会の形成に対する県の取組
方針についてお答えいたします。
　県では、令和３年度に策定した第５期沖縄県廃棄物
処理計画において、循環型社会の形成に向けてリサイ
クルの促進を基本方針の一つに位置づけ、建設廃棄
物のリサイクルや再生品の利用拡大、リサイクル技
術・製品等の開発など、59の施策に取り組んでおり
ます。
　県としては、引き続き県民、事業者、市町村と連
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携・協働し、これらの施策を着実に推進することで、
循環型社会の形成に取り組んでまいります。
　次に同じく４の(5)、商用水素ステーションの導入
に対する課題と対策についてお答えいたします。
　令和２年度に沖縄総合事務局が実施した調査により
ますと、水素ステーション整備に当たっては、県外か
らの水素調達にかかる輸送コストや建設費、採算性な
どの課題が挙げられております。
　県としましては、第２次沖縄県地球温暖化対策実行
計画に基づき、水素ステーションの導入促進を図ると
ともに、電動車や燃料電池自動車等の次世代自動車の
普及促進に取り組んでまいります。
　次に同じく４の(6)、マングース駆除に係る現状と
今後の対策についてお答えいたします。
　県では、環境省と連携して、大宜味村塩屋から福
地ダムを結ぶライン以北での、令和８年度までのマ
ングース完全排除に向けて防除に取り組んでおりま
す。その結果、捕獲範囲を区切った全メッシュ280の
うち、令和４年度における同ライン以北で捕獲された
メッシュ数は12となり、捕獲範囲は縮小傾向となっ
ております。
　県では、引き続き関係機関と連携して、同ライン以
北でのマングース排除に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　４、エネルギー・環境政策に
ついての(7)、ＰＦＡＳ対策に係る設備投資計画につ
いてお答えいたします。
　企業局のＰＦＯＳ等対策としましては、中部水源か
らの水を処理する北谷浄水場へ高機能活性炭を導入す
る改良工事を実施してきました。導入に当たっては、
防衛省補助を活用し、令和５年度までに約15億円を
投じてきたところです。また、嘉手納井戸群からの水
を処理する硬度低減化施設への高機能活性炭導入につ
いて、令和７年度から防衛省補助を活用する事業を計
画しております。なお、今後の高機能活性炭の更新に
ついても国庫補助が適用されるよう、防衛省との協議
を引き続き行ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　６、離島過疎地域振
興についての(6)のア、医療・介護サービスの安定確
保についてお答えします。

　離島における医療・介護従事者確保の取組につきま
して、医師については、自治医科大学への学生派遣、
琉球大学医学部地域枠、県立病院における専攻医の養
成等に取り組んでおり、看護職員については、看護師
養成所の運営費補助や離島の看護職員確保のため民間
医療機関への補助事業等を実施しているほか、市町村
からの要望に応じて、僻地診療所に勤務する医師住宅
の整備等に対する支援を行っているところです。ま
た、介護職員の人材確保については、島外からの介護
専門職受入れ費用の補助、外国人介護人材のマッチン
グ支援事業及び宿舎整備費用の補助等を実施しており
ます。
　同じく(6)のイ、離島・僻地医療への支援について
お答えします。
　離島・僻地医療について、県ではその役割を担って
いる医療機関に対し、国の補助金等も活用しながら、
勤務する医師の養成、代診医の派遣、僻地診療所の整
備や運営費の補助、専門医による巡回診療など各種支
援を行い、ユニバーサルサービスの確保に努めている
ところです。今後も引き続き市町村や関係機関と連携
し、離島・僻地医療体制の維持拡充に取り組むととも
に、必要に応じて国に支援を求めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　では、再質問をさせていただき
ます。
　１の(1)の公約の件の質問で、施策の方向性を一定
程度軌道修正すべきではないかと、これ非常に親切な
問いだと思っていたんですけれども、知事からは危機
感や責任感が欠如しているような感じでしたね。
　また、自己評価については、県民の皆様にしていた
だきたいということでありましたけれども、私の元に
聞こえてきた県民の評価を質問に代えてさせていただ
きたいと思います。
　例えば知事の公約の一丁目一番地は、もともとは辺
野古に基地は絶対造らせないだったと思います。それ
が県民の立場からすると、いつの間にかできるだけ遅
らせましょうねに変わっていないですかということで
あります。そして、最近では基地反対の活動家の支援
さえしているように見えると、そのような意見であり
ましたけれども、そんな中、去る沖縄県議会議員選挙
の結果が出て、知事はこうコメントしていますね。与
党が議席を減らしたといっても、移設反対の民意は弱
まったとは思っていないと。なぜここで民意の話が出
てくるのですか。そしてその民意はどのように確認を
取ったのですか。非常に違和感があります。私は、知



- 31 -

事がここでコメントをするのであれば、私の公約実現
の思いは少しも弱まっていないと、そのような内容に
なるのではないかなと思うんですけれども、知事の見
解を改めて伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の県議会議員選挙につきましては、それぞれの
候補者が公約を掲げ、それぞれの地域の懸案といいま
すか、ものについて選挙が行われたものと承知してお
ります。また、その際、ＮＨＫが行った出口調査にお
きましても、出口調査が行われた全ての投票所におき
ましても辺野古移設については反対という意見が多
かったというふうに承知しております。
　以上です。（傍聴席にて拍手する者あり）
○中川京貴 議長　傍聴人に申し上げます。
　傍聴人は静粛に願います。
○花城　大輔 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時32分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　では、答弁が重複するようで大
変恐縮ではございますが、お答えさせていただきま
す。
　私は、公約で掲げた全ての事項について全身全霊で
取り組んでいるということを先ほど答弁させていただ
いております。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　結果出さないと駄目ですよ。
　次の質問に移ります。
　１の(4)の知事訪米の質問についてですけれども、
ワシントン事務所の仕事を担っているワシントンコア
社があれば、ワシントン駐在員、事務所はなくてもい
いのではないかというのが従来の私どもの主張であり
ました。加えて、ワシントン事務所の仕事内容につい
ても、かかる費用に見合っていないというのも随分指
摘をしてまいりました。また今回、大統領選挙を前に
して、選挙結果次第ではカウンターパートも入れ替わ
るんですよね。そのような可能性がある時期に訪米す
る理由、それについて伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　ワシントンに沖縄県の基地問題や県の施策に精通し
た職員を駐在として配置するということで、基地問題
の現状やそれに対する県の考え方、政府に要請してい

る事項の説明等、基地問題の解決に向けた迅速かつ正
確な情報発信や情報収集が可能となっております。ま
た、米国内での米軍に係る問題や政治、議会の情勢に
深い見識や現地での人脈を持つワシントンコア社と提
携することにより、より効果的な、相手に適切な方法
で発信することが可能になっているというふうに考え
ております。また、今年度の訪米については、年度当
初から効果的な時期等については検討してまいりまし
た。その中、今年の６月に米軍人による性的暴行事件
が相次いで発覚し、さらに通報体制に関する問題も明
らかになったところです。今回の米軍人による性的暴
行事件をはじめとした沖縄の基地問題の現状等につい
て日本政府だけでなく米国政府、あるいは米国議会の
議員等に対し、速やかに知事が直接伝えることは非常
に効果的であるというふうに考え、他の日程等も考
慮の上、９月の訪米となったというところでございま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　このワシントン事務所が発足し
てからずっとですよ。知事が何を頑張っているかとい
うことはよく聞かされました。ワシントン事務所の駐
在員が何を頑張っているかということもよく聞かされ
ました。だけど、どのような効果が出ているのか我々
が理解できる説明がなされていないということが、こ
こまで議論を長引かせているわけですよ。今回もコロ
ンビア大学でのシンポジウムは10人しか収容できな
い会場だったとか、いろいろ指摘がありますけれど
も、これいずれにしても今の公室長の答弁のままだと
我々にとっては訪米時期についても、内容について
も、そもそもワシントン駐在の存在意義についても、
いずれも費用対効果が出ていないとしか判断できませ
んよ。これまでの私どもの指摘に対して、理解を得る
努力をされているんですか。ここまで理解を得る努力
もしなくて、数の力で押し切ってきたこの事業、私は
もう限界が見えていると思います。しっかりと我々に
対して責任のある行動を示していただきたいというふ
うに思っています。
　次に、２の(1)の安和桟橋の事故についての質問で
すけど、部長、さっきちょっと答弁を聞き漏らしてい
たわけではないんですけど、もう一回確認を取りたい
と思います。
　２の(1)のアの、工事を安全に進捗するためには、
例えば公道からの車両の出入りについては県側に何ら
かの配慮義務があると考えているが、見解を伺うとい
う。これどんな答弁されましたか。
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどの答弁をもう一度
申し上げさせていただきます。
　県は、道路管理者として道路法に基づき、適切に維
持、修繕等の管理を行っております。道路法において
は、公道からの車両の出入りについて、道路管理者と
して何らかの配慮を行うような規定はありませんと答
弁をさせていただいたところでございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　規定がないからやらないという
答弁ですよね。でも、その次の質問については、工事
業者や沖縄防衛局から再三にわたる申入れがなされて
いるにもかかわらず、ゼロ回答となっているというと
ころでは、検討しているというふうに答弁しているん
ですよ。もうこんなことを聞いても意味が分からない
ので。
　部長、安和桟橋の死傷事故の動画を見ましたよね。
感想を聞かせてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　沖縄防衛局からの説明の中で、沖縄防衛局より防犯
カメラの映像について提示がございました。
　県としては、今後の協議等に参考になると考えたこ
とから、その動画を視聴したところでございます。な
お、動画の詳細につきましては、捜査中ということも
あり、詳細についての言及は差し控えさせていただき
ます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　動画を見て、事故の詳細を理解
した上で、我々は法律にのっとっていないことだから
やりませんと冒頭で答えて、次の質問に対しては、事
業者とは継続的に協議中ですと言っているんですよ。
何なんですか。ちゃんと我々が分かるように答弁して
ください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在、沖縄防衛局との間
で実務的な話合いを行っております。その話合い等を
踏まえ、関係法令に基づき、道路管理者の取り得る対
策を今後検討していきたいと考えているところでござ
います。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　代表質問なのでこれぐらいで止
めておきますけれども、県が当初、工事業者から、危
険だから対応してくれという要請に応えていれば、事
故は起こらなかったんじゃないかなというのが我々会
派の意見ですよ。そして部長は、この事故の映像を見

てもなお何もやらない。これどのように県民、理解す
ればいいんですか。
　今、我々沖縄自民党会派の一般質問や代表質問を動
画で見ている人が何万人もいるんですよ。これ見て、
県民、どのように理解すればいいんですか。説明して
くださいよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在、沖縄防衛局との間
で話合いを継続しております。今後、この話合いの中
で、関係法令に基づき、道路管理者が取り得る対策に
ついて検討し、実施可能であれば現場において調整の
上、実施していきたいというふうに考えているところ
でございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　このユーチューブを見た県民の
皆さんからは、知事は行政として行うべきことを放棄
しているのではないかと。もっと言いますと、反対派
の活動の阻害になることについては、目をつぶってい
るんではないかという人まで出てきましたよ。これ、
本当に今考え直さなければ、取り返しのつかないこと
になるというふうに思っています。この我々自民党会
派に対してだけのらりくらりその場を乗り切れば何と
かなるのではないかと思っていたら甘いです。
　次の質問に移ります。
　２の(9)のロシア空軍の領空侵犯の質問ですけれど
も、これちょっと県民から幾つか問合せがあったの
で、少し紹介をしたいと思います。
　まずは、９月17日に与那国と西表の間の接続水域
を中国空母・遼寧を含む３隻が通過しました。そし
て、９月23日に北海道の奥尻島沖、ここに中国の艦
船４隻とロシアの艦船４隻が航行して接続水域を通過
しました。そして、同じく９月23日、ロシア機が北
海道礼文島で領空を３回侵犯したとなっています。そ
して、その後、宮古島沖で中国の遼寧から戦闘機の発
着艦訓練がなされているんですね。これを見て、これ
はロシアと中国の統合訓練が始まったのではないかと
危惧する声が出ています。そんな中で、知事は、日米
同盟の問題については理解を示しながらも、抑止力の
エスカレーションがかえって地域の緊張を高め、不測
の事態が起こることを懸念するなどと意味不明なこと
を言っているんですね。まるで我が国を防衛しようと
する行為が戦争につながるという、意図的なミスリー
ドになりますよ、これ。そして、私からは、抑止力と
いうものが、他国が我が国を侵略しようとする行為を
思いとどまらせるということであれば、抑止力が高ま
れば安心感と感謝の心につながっているというふうに
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申し上げました。
　保守中道の政治家を自認する知事の見解を改めて伺
いたいと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　一義的に領空・領海など国の主
権に関わる問題については、引き続き国において適切
に対応していただきたいと考えておりますが、私がこ
れまで、抑止力を高めることだけが先行してしまう
と、地域の平和の安定にはならないのではないかと
言っているのは、沖縄における過重な基地負担の現状
と、そして日米安全保障を担うのは国民の義務である
というのであれば、それを国民の皆さんにも理解をし
ていただき、相応にその考えをしっかりと取りまとめ
ていただくよう、政府にも協力をしていただきたい、
努力をしていただきたいということで述べているもの
であります。私は、憲法で認められた必要最小限度の
自衛力、いわゆる専守防衛を否定しているものではあ
りません。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　もう一度言いますけど、我々を
侵略しようとする他国の行動がエスカレートしている
わけですよ。それに対して、どう備えるかということ
が今問題になっているわけです。今月、キーン・ソー
ドという日米共同訓練が行われます。オーストラリア
が参加します。そしてフランスやドイツをはじめ11
か国、そしてＮＡＴＯまでがオブザーバー参加をしま
す。知事が抑止力を危険視したり、台湾有事が一人歩
きしていると、そんな発言をしている中で、世界は平
和を守るための備えを行っているんですよ。今、非常
に深刻な状況です。知事は、中国には何も言わないけ
れども、アメリカに行って余計なことまで言います
ね。軸足がぶれているんですよ。あるときは国の代表
のような行動をする、発言をする。あるときは、これ
は国の仕事ですというふうに第三者的な見方をする。
これは私は正してほしいというふうに願います。今
後、保守中道の政治家として、抑止力についてもまと
もな見解が述べられるように努力していただきたいと
いうふうに思っています。
　では、まだ時間が余っておりますけれども、代表質
問でがちゃがちゃするなと呉屋さんに言われています
のでこれで終わりますけれども、念のため、残り６分
は島尻忠明さんの代表質問に譲渡したいと思います。
　終わります。ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午後１時15分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　島尻忠明議員。
　　　〔島尻忠明　議員登壇〕
○島尻　忠明 議員　すみません、ちょっと訂正をさ
せていただきたい。
　休憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時15分休憩
　　　午後１時16分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　皆さん、こんにちは。
　会派沖縄自民党・無所属の会の島尻忠明でございま
す。
　今日10月２日は、双眼鏡の日であるそうです。私
も皆さんのおかげで２期目の当選をさせていただきま
したので、この双眼鏡で見える県内隅々まで視野が広
がるような政治家になれるように頑張っていきたいと
思いますとともに、昨日から10月はピンクリボン月
間でありまして、今日はピンクのリボンとピンクのネ
クタイをして代表質問いたしますので、よろしくお願
いします。
　それでは最初に、経済産業振興についてでございま
す。
　(1)、今夏、一時１ドル161円90銭と37年ぶりに円
安が進展し、資源エネルギー価格の高騰が輸入依存の
我が国へ打撃を与えたが、歴史的な円安環境は政府・
日銀による市場介入もあって一服した感があります。
しかしながら、消費者物価指数及び国内企業物価指数
はいずれも依然として上昇傾向にあり、国民・県民経
済への影響が引き続き懸念されているところである。
県としてこれまで実施してきた物価高対策の状況と今
後の見通しについて伺います。
　(2)、琉球泡盛の市場拡大については、数十年にわ
たって取組がなされてきました。世界のスピリッツ市
場でもいま一つ飛び抜けることができない状態にあり
ます。最近では、黒糖を用いたラム酒製造など独自の
取組を講じる酒造メーカーも見られるところ、県が主
導し、泡盛業界と一体となった国際化・市場化・ブラ
ンド化への取組をどのように考えているのかお聞きい
たします。
　(3)、先日発表された県内住宅地価は９年連続の上
昇となり、伸び率も全国１位となり、不動産関連産業
にとっては活況を呈している状況にある。一方で、１
人当たり県民所得や毎月勤労統計、実質賃金などの指
標や可処分所得も低い位置にあり、県民にとっては暮
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らしにくい環境となっているのではないか。さらなる
地価高騰による家賃水準の上昇などが続けば、失業率
の上昇や生活保護世帯の増加といった負の側面も考え
られるが、県経済への影響についてどのような認識か
伺います。
　(4)、スタートアップ支援施策の取組についてでご
ざいます。
　ア、玉城知事が会長を務めるおきなわスタートアッ
プ・エコシステム・コンソーシアムが策定した目標値
の進捗状況について伺います。
　イ、2028年までの目標達成の見通しと課題につい
ても伺いいたします。
　(5)、本年７月に超党派の有志市町村議員がОＩＳ
Ｔ推進議員連盟を発足させたが、県として議員連盟の
意義をどのように捉えているのか、また今後どのよう
な連携を図ることができると考えているか伺います。
　(6)、人材不足が叫ばれる中において有効求人倍率
を産業間で比較すると、不足分野と余剰分野の差が明
確となっていることが分かります。特に、技術や資格
を持たない一般事務系労働力の余剰が顕著であり、職
業能力開発の促進やОＪＴ・ОｆｆＪＴ等のハイブ
リッドの取組を進める必要があると考える。産業間の
労働力ミスマッチを解消するための県の考えを伺いま
す。
　(7)、昨年取りまとめられた経済対策を受け、本年
実施をされております定額減税により、原則として所
得税・住民税の合計で１人４万円の税額控除を受けら
れることになっている。これが支出に回るのか、ある
いは貯蓄に回るのか、いわゆる家計の消費性向を考慮
した場合に、県内経済へはどのような効果が見込まれ
るのか伺います。
　(8)、全国的に最低賃金が引き上げられ、沖縄県で
も過去最高の952円となることが決定された。賃金水
準が高まり、消費へつながり、企業収益の増加につな
がり、さらに賃金水準を高めるという好循環が生まれ
る契機となる一方で、経営基盤の弱い中小零細企業に
とっては大きな経営課題となることが考えられます。
中小企業支援の観点から、賃上げと両立できる経営を
支援するために、県としてどのような取組が必要か伺
います。
　２、子ども子育て支援について。
　(1)、玉城知事は沖縄における子育ての環境が歴史
的にどのような変遷を経たのか、また現在の状況をど
のように捉えているのか、基本的な課題認識について
伺います。
　(2)、貧困状態からの脱却に向けた中長期・短期の

対策についてでございます。
　ア、県の取りまとめた子どもの貧困対策に関する最
終評価報告書によれば、多くの指標で改善が図られて
いることとされているが、実感として県内の子どもの
貧困状態の解消が着実に進んでいるのか疑問が残りま
す。指標選択の合理性・妥当性等そのものの在り方を
含め、これまで10年近く実施をしてきた子どもの貧
困対策事業について包括的な検証を行う機会を設ける
べきではないか、県の考えを伺います。
　イ、子どもの貧困解決には、短期・中長期の各施
策、指標を再整理する必要があると考えるが、新・沖
縄21世紀ビジョン実施計画におきましては、どのよ
うな改善が図られているのか伺います。
　ウ、子どもの貧困対策として国や県から委託事業を
受けている事業者の実態把握はなされているのか伺い
ます。
　(3)、令和６年４月１日時点の待機児童数は速報値
で356人となり、下げ止まりの傾向となっておりま
す。待機児童解消の課題は、保育士不足だということ
がはっきりしてきている中で、保育士の確保が進まな
いのはどのような課題があり、課題解決の障壁となっ
ているのは何だと考えているのか、県の見解を伺いま
す。
　(4)、こども家庭庁は、今般、ひとり親家庭への支
援策に関する自治体向けの補助メニューを集約し、３
つの支援パッケージを新設する方針を示したところで
あるが、ひとり親家庭の多い本県では大いに活用が望
まれるところである。本県のひとり親家庭の状況と本
パッケージにより見込まれる政策的効果について伺い
ます。
　(5)、保育職に係る公定価格につきましては、国家
公務員の地域手当の地域区分を原則とし、地域の事情
において一定程度の加算が認められているが、せん
だっての質問事項にもあるとおり、全国水準を上回る
消費者物価指数の伸びが続いている本県では原則的な
公定価格では生活が大変苦しく、保育従事者の確保に
つながらないおそれがあります。県として、公定価格
の設定ルールの見直しについて国に働きかけを行って
いく考えはないか伺いいたします。
　３、文化観光スポーツ行政についてでございます。
　(1)、コロナ禍を経て沖縄観光の付加価値がインバ
ウンド・アウトバウンド双方に認められ、一層期待と
魅力が高まっていると思われます。一方で、需要を賄
うだけのサービス供給体制、すなわちオーバーツーリ
ズム対策など質の確保が課題となっているところだ
が、県の基本的な認識を伺います。
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　(2)、見せる復興をコンセプトに進んでいる首里城
正殿等の復旧・復興であるが、平成の復元と比較しつ
つ、最終的に要する費用はどの程度の規模になるのか
伺いいたします。
　(3)、中城御殿跡地の整備についてでございます。
　ア、首里城復興に合わせて整備されている中城御殿
跡地については、県の土地に県が施設を整備するもの
であり、整備後も県が責任を持って管理すべきと考え
るが、中城御殿跡地整備の管理体制について伺いま
す。
　イ、中城御殿跡地の整備において、一部那覇市が博
物館施設を整備すると聞いております。そうであるな
らば、博物館エリアにつきましては那覇市が管理する
としても、博物館エリア以外につきましては首里城公
園との一体性を考えれば、県が責任を持って管理すべ
きではないか伺います。
　(4)、大型ＭＩＣＥ整備事業が入札不調となり、実
質的に２度目の事業頓挫に追い込まれかねない状況に
あります。ＭＩＣＥ施設の整備を心待ちにしている周
辺市町村からは極めて厳しい声が聞こえてきている
が、今後の事業可能性への不安が高まっている中、こ
れから大型ＭＩＣＥ整備事業はどこに向かっていくの
か伺います。
　(5)、入域観光客数の増加とともに海難事故・水難
事故が増加している状況にあります。危険区域の周知
や安全にレジャーを楽しむ方法の周知などにより、事
故率を最小限にとどめる手だてを講じる必要がありま
す。海の安全・安心をいかに確保していく考えか伺い
ます。
　(6)、県の検討委員会におきまして観光目的税を定
額制から定率制とする方針転換がなされたところであ
るが、観光業界の皆様の声を受けた対応は評価でき
る。一方で、導入に当たっての問題は山積しており、
どのような課題認識とスケジュール感を持って進捗を
図っていくのか伺いいたします。
　(7)、観光の裾野は広く、ワーケーション、ラー
ケーションなど新しい観光の形が概念化されてきてい
る中で、伝統的な観光形態のみならず、こうした新し
い観光形態に対しても観光振興基金を活用して支援を
講じるべきと考えるが、県の考えを伺います。
　(8)、プロ・アマ問わず、本県出身者のスポーツ界
での活躍が著しいところであり、より一層スポーツ競
技力向上に向けて公的支援を注入することが求められ
ているのではないか。各競技団体との連携を今後どの
ように図っていくか伺います。
　(9)、パリオリンピック・パラリンピックでの日本

人アスリートの目覚ましい活躍が記億に新しいところ
であるが、県内には障害の方が活用できるトレーニン
グ施設がなく、整備が望まれております。今後、施設
整備の計画を進める考えがあるのかどうか伺います。
　(10)、観光立県である本県にあっては、観光客の
移動に当たって十分な情報提供をすべきであるが、道
路案内標示板のペンキが剝がれ、表記が判別困難なも
のが数多く見受けられます。一方で、道路案内標示
板の役割に代わる機能を果たしていると思われるナビ
ゲーションアプリ等の発達も目覚ましいが、管理当局
としてどういった認識の下で適正管理を進めていくの
かお考えをお聞きいたします。
　４、健康保険・医療介護・生活福祉について。
　(1)、中部病院の建て替え問題につきましては、現
地建て替え案と移転建て替え案の双方が対立している
状況と見受けられるが、改めて県民に分かりやすい説
明を旨としつつ、それぞれのメリット・デメリットに
ついて伺います。
　(2)、北部医療センターの開設に向けては、建設費
用の増加が課題となっていると聞いているが、工程に
変更はないのかどうか、財源確保についてどういった
対応を図っていく考えか伺います。
　(3)、小児救急医療については中核病院での一部
サービス停止など、県民にとって不利益となる状態が
見受けられているところだが、サービスを持続可能な
ものとするためにはどういった取組が必要と考えてい
るのか伺います。
　(4)、特殊詐欺被害が後を絶たないが、外国人グ
ループの暗躍やネット社会に特有なアンダーグラウン
ドでの犯罪行動が根底にあると思われます。被害防止
対策のための取締り強化策について当局に伺います。
　(5)、県内大学への薬学部設置の取組について、琉
球大学を含めて現在どのような進展があるのか伺いい
たします。
　(6)、若年者を含めた薬物流通・乱用防止の取組に
ついて伺います。
　(7)、さきに述べたように保育職のみならず、介
護・福祉職に係る公定価格についても、地域区分の見
直しを図っていくことが重要かと考えるが、見解を伺
いいたします。
　(8)、火葬場の逼迫は喫緊の課題となっており、大
規模災害時の広域利用の取組に加えて、平時において
も広域利用が可能となるような仕組みづくり、市町村
への働きかけ、支援策を県として考えられないかお聞
きいたします。
　(9)、違法なオンラインカジノやギャンブル依存症
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は貧困問題の一因となっているという指摘もあるが、
対策についてどういった取組を講じているのか伺いま
す。
　(10)、今月から適用された新しい水道料金につい
て、昨年度２月補正予算、本年度６月補正予算にお
いて値上げ幅を圧縮するための措置がなされたと思う
が、具体的にどの程度圧縮が図られたのか伺います。
　５、農林水産行政について。
　(1)、ゆがふ製糖に対する工場冷却水の対策につい
ては、予備費での緊急的な措置がなされたことは議会
の総意に対して迅速な対応がなされたものと大いに評
価できる。他方、伊良部島をはじめとする製糖工場の
老朽化が著しいところがあるのも事実であり、対策を
講じる必要があります。働き方改革への対応も含め、
安定操業のために取り組んでいただき、県として何ら
かのパッケージ施策を取りまとめる必要があるのでは
ないかお聞きいたします。
　(2)、県内飼料価格高騰の現状はどのようになって
いるか、追加対策の必要性はその後生じていないのか
伺います。
　(3)、６月補正で計上された和牛畜産農家の経営安
定化緊急支援に関しましては附帯決議を全会一致で採
択したが、決議の趣旨を踏まえてどのような措置を講
じているのか伺います。
　(4)、耕土からの赤土流出防止対策について、台風
や大雨後は海の色が異なるぐらいに汚濁があからさま
である。具体的な改善指標などが設定されているのか
を含めて、現状を伺います。
　(5)、沖縄の地理的・気候的特性に根差した農産品
は多岐にわたると思うが、これらを組み合わせ付加価
値の高い農林水産ブランド品を開発し、６次産業化へ
とつなげていく取組について、どのような対策を講じ
ているのか伺います。
　(6)、県内における海業振興に当たって、良質な種
苗生産や陸上養殖などを含め、稼ぐ漁業を目指す取組
をどのように進めていくべきか伺います。
　(7)、沖縄県のクロマグロ漁獲枠の現状とさらなる
増加に向けた取組について伺います。
　６、人材育成・教育行政について。
　(1)、学校経営改革について。
　ア、教育庁本庁と各県立学校は、行政組織上どのよ
うな関係にあるのかお聞きいたします。
　イ、各学校における入札契約のほか総務事務などの
いわゆるアドミニストレーション業務については、本
庁で一括して実施することなどにより事務効率化、コ
スト削減を図ることはできないのかお聞きいたしま

す。
　ウ、テストの採点集計や資料印刷、種々の取りまと
め事務などについて、教員の教務を補佐するスタッフ
を充実させることにより、負担軽減を少しでも図るこ
とができないか伺います。
　エ、県庁しかり大きな規模の会社では社員一人一人
にＩＤが与えられ、ポータルサイトへログインして業
務連絡や集計事務などをマイページから行うことが当
たり前になっておりますが、学校の児童生徒用のポー
タルシステムを構築し、教員が行っている事務作業を
効率化することはできないか伺います。
　オ、県立特別支援学校において、教員の皆さんが通
学バスの交通整理を行っているという話を耳にします
が、働き方改革を徹底してほしいとの声が聞こえてき
ており、対策について伺いいたします。
　(2)、精神的な不調により休職を余儀なくされる教
員のメンタルヘルス対策の問題の深刻さは広く共有さ
れていると思われるが、働き方改革推進課を設置して
対策に乗り出しているところ、現状改善の兆しは見え
てきているのか、あるいは何か課題となっているとこ
ろがあるのか伺います。
　(3)、ＧＩＧＡスクールにおける学習アプリについ
ては導入費用が家計負担となっているところ、公的負
担での支援を求める声が上がっております。幾つかの
アプリ事業者がある中で、各学校が個別にライセンス
契約をするのではなく、本庁で取りまとめた上で一括
導入を図り、コストダウンを図るなどの取組も考えら
れるところだが、当局の考えを伺います。
　(4)、今後の部活動の在り方についてでございま
す。
　ア、部活動において子どもたちの安全・安心を確保
する上で、指導者の資質、専門性がより一層求められ
ているが、県としてどういった取組を行っているのか
伺います。
　イ、離島の児童生徒もそうであるが、部活動の渡航
費負担が大きな課題となっております。助成支援につ
いて様々な財源確保、スキーム構築を考えていただき
たいが、県の考え方を伺います。
　(5)、高速バス等を使って長距離通学をしている子
どもたちにとっては、時間だけでなく交通費用も大き
な負担となっている。学生バス賃の完全無償化は重要
な課題であり、早急に手当てをすべきであると考える
が、改めて知事はどのようにこの問題を捉えているの
か伺いいたします。
　(6)、学校給食費の無償化についてでございます。
　ア、那覇市議会での代表質問において、那覇市教
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育委員会は、那覇市における小中学校の学校給食費
は年額約15億3900万円、うち中学生の学校給食費は
年額約５億4500万円と答弁しております。また、併
せて現在県が示しているスキームでは、県の補助額
は約１億7066万円と試算しているとも答えておりま
す。これは全体の給食費のうち僅か11％であり、中
学生だけ見ても31％に過ぎません。これが事実であ
れば、県が半額というのは間違った表現ではないか、
事実関係についてしっかりお答えをいただきたいと思
います。
　イ、条例等で定められていない物価高騰対応費を除
くという要件について、これまで各市町村は保護者負
担を増やさないように自助努力によって実施してきた
ものである。間違いなくこれも給食費に含まれるもの
であり、なぜ除外をするのか、対象にすべきではない
か伺います。
　ウ、就学援助対象者については、普通交付税の算定
に含まれているため除外としているようだが、普通交
付税の算定については、あくまでも基準財政需要額の
中で算定されているだけであり、基準財政収入額との
差分が交付されるため、算定額がそのまま自治体に
入ってくるわけではない。市町村の大きな負担となっ
ていることを考えれば、これもまた当然に対象にすべ
きではないか伺います。
　エ、実質的に３割なのに半分補助としていることは
詭弁であり、県知事の公約にのっとって、市町村と
しっかり話し合い、除外規定を設けずに、少なくとも
各市町村の給食費の半額相当を実質的に補助すべきで
あるが、知事の見解をお聞きいたします。
　(7)、昨今、東京大学が授業料を10万円値上げする
決定をしたことが報道され、他の国立大学もこれに追
随するのではないかという不安や懸念が生じつつあり
ます。このような動きの中で、県立高校授業料につい
ては、どのような考え方の下で金額が決定されている
のか。また、近い将来値上げに転ずる可能性はあるの
かどうか伺いいたします。
　(8)、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画にもあると
おり、キャリア教育の重要性は言わずもがなである
が、昨今の人手不足の状況も踏まえ、教育と産業界と
の連携はどのように行われているのか伺いいたしま
す。
　(9)、学校施設等が指定避難所となっている場合に
おいて、その耐震性や自家発電設備等、避難所として
の機能を当然担保しておかなければならないわけであ
りますが、県内の学校においては十分に対策が取られ
ているのか、その状況を伺います。

○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　島尻忠明議員の御質問にお答え
いたします。
　子ども子育て支援についての御質問の中の２の
(1)、子育て環境の歴史的変遷及び現状の課題認識に
ついてお答えいたします。
　復帰前、米軍統治下にあった沖縄県は、保育所等の
子育て環境の整備が遅れておりましたが、復帰後、沖
縄振興開発特別措置法の高率補助制度等を活用し市町
村との連携の下、保育所のほか、放課後児童クラブや
児童相談所等の整備を進めるとともに、延長保育や
ファミリー・サポート・センターなど様々な子育て支
援事業を展開してまいりました。これら子育て環境の
整備が進められたことにより、県民意識調査において
子どもの成育環境が整っていると回答した割合は、平
成16年度調査の17.2％に対し、令和３年度調査では
37.7％と20.5ポイント上昇しております。しかしな
がら、保育所等の待機児童がいまだ解消しておらず、
加えて子どもの貧困問題など取り組むべき課題がある
ことから、全ての子どもたちが夢や希望を持って成長
できる社会、若者が結婚、妊娠・出産、子育てなどに
夢や希望を感じられる社会の実現に向け、引き続き全
力で取り組んでまいります。
　次に、文化観光スポーツ行政についての御質問の中
の３の(6)、観光目的税の導入についてお答えいたし
ます。
　沖縄県では、世界に誇れる観光リゾート地として発
展することを目指すとともに、県民生活と調和した持
続的な観光振興を図る観点から、観光目的税（宿泊
税）の導入に向けた検討を進めております。本年８月
からは、観光関連団体や有識者等で構成する観光目的
税制度の導入施行に関する検討委員会において制度の
詳細を議論いただいているところであります。観光目
的税の導入に向けましては、県民生活・社会との調
和、観光との相乗効果を活用した産業振興、多様な生
態系や環境の保全などＳＤＧｓの取組と沖縄観光の方
向性などを重ね合わせながら、税の使途や税率設定の
在り方などについて観光関連団体、市町村等と丁寧に
協議を進めてまいります。
　次に、農林水産行政についての御質問の中の５の
(1)、製糖工場の安定操業のための取組についてお答
えいたします。
　製糖業は、地域経済や雇用の確保に重要な役割を果
たしており、生産農家の経営や関連産業への影響も大
きく、製糖工場の安定操業が重要であると認識してお
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ります。このため沖縄県では、一括交付金を活用した
分蜜糖振興対策支援事業費及び含蜜糖振興対策事業費
により、製糖設備の整備等を支援し、製糖工場の安定
操業に取り組んでいるところです。
　沖縄県としましては、引き続き製糖工場の安定操業
が図られるよう、国や市町村、製糖事業者等と連携
し、糖業の振興を推進してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、経済産業振興についての
中の(1)、これまでの物価高対策と今後の見通しにつ
いてお答えいたします。
　県においては、これまで国の交付金等を活用し、電
気やＬＰガスの料金高騰に対する支援や畜産農家への
配合飼料価格高騰等に対する支援、保育所等への食料
品の物価高騰に対する支援など、様々な分野における
物価高対策に取り組んでおります。
　県としては、引き続き県経済の動向を注視し、国と
連携を図りながら、物価高による県民生活や事業活動
への影響に機敏に対応してまいりたいと考えておりま
す。
　同じく１の(3)、地価高騰による県経済への影響に
ついてお答えいたします。
　本県の宅地等の地価上昇は、観光需要の増加など、
回復の動きを強める県経済の動向と先行きへの期待
感、堅調な土地需要等の反映と考えられます。一方
で、急激な地価の上昇は、県民生活における負担増や
事業コストの増加につながる場合があることに注意が
必要であると認識しております。
　県としては、引き続き土地価格動向の推移や土地取
引状況等を注視し、適切に対応してまいりたいと考え
ております。
　同じく１の(5)、ＯＩＳＴ推進議員連盟の意義及び
今後の連携についてお答えいたします。
　ＯＩＳＴ推進議員連盟は、ＯＩＳＴの沖縄における
産業振興・人材育成に資するため、県内市町村とＯＩ
ＳＴとの連携推進に取り組むことを設立目的としてお
ります。同議連の活動により、地域が主体となりＯＩ
ＳＴとの連携を深めることは、ＯＩＳＴの設置目的で
ある沖縄振興への寄与につながるものと期待しており
ます。
　県としては、引き続きＯＩＳＴと市町村との協議の
場を設定する等、ＯＩＳＴと地域の連携促進に努めて
まいります。

　同じく１の(7)、定額減税による県経済への効果に
ついてお答えいたします。
　国の総合経済対策における定額減税は、デフレ脱却
に向け、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の
負担軽減を狙いとするものと認識しております。県経
済においても、定額減税により可処分所得が増加する
ことで、県民生活の負担軽減につながり、家計消費を
下支えするなどの効果が期待されるものと考えており
ます。一方、物価高が継続していることから、県とし
ましては適宜、国に対して必要な対策の実施を要請す
るとともに、県経済の動向を注視してまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　亨　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　１、経済産業振興につい
ての(2)、泡盛の国際化等への取組についてお答えし
ます。
　県では、泡盛の出荷量拡大や経営基盤の強化を図る
ため、業界による泡盛のプロモーションへの支援に加
え、各酒造所のＥＣサイトでの販売強化や空港国際線
での販路拡大などの取組に対する支援を行っていると
ころです。また、海外展開に当たっては、海外専用ボ
トルの開発支援や泡盛の歴史、飲み方等を訴求する認
知度向上に取り組んでいるところです。これらの取組
により、泡盛の国内外への市場拡大やブランド力の強
化等が図られ、同業界の自立的発展につながるものと
考えているところです。
　同じく１の(4)のア、スタートアップに係る目標値
の進捗状況についてお答えします。
　昨年11月に策定した、おきなわスタートアップ・
エコシステム発展戦略で掲げた目標値の進捗状況につ
きましては、企業評価額100億円以上のスタートアッ
プ数は2028年目標の10社に対し、まだ実績がござい
ませんが、スタートアップ数は2028年目標の200社
に対し99社、スタートアップの資金調達額は2027年
目標の100億円に対し38.3億円となっております。
　同じく１の(4)のイ、目標達成の見通しと課題につ
いてお答えします。
　同戦略で掲げた３つの目標のうち、スタートアップ
の資金調達額は順調に増加しておりますが、スタート
アップ数及び企業評価額100億円以上のスタートアッ
プ数につきましては、さらなる取組が必要であると考
えております。目標の達成に向けた課題としまして
は、技術や経営に強い人材や多様な資金調達手段の確
保等が挙げられます。このため県では、専門人材の育
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成や県内外のベンチャーキャピタルと連携した資金調
達支援などの取組を強化しているところです。
　同じく１の(6)、産業間の労働力ミスマッチ解消に
ついてお答えします。
　県では、沖縄労働局など関係機関と連携し、求職者
が希望する職業以外の幅広い分野の求人情報を提供す
るほか、若年者を対象とした就業体験や職業訓練、小
中学生を対象とする職業人講話や企業見学ツアー等、
各種産業の魅力を発信する取組を実施しているところ
です。また、企業に対しましては、ＯＪＴやＯｆｆＪ
Ｔ等に活用可能な国の助成金の紹介や相談支援を行っ
ているところです。
　県としましては、引き続き関係機関と連携の上、産
業間ミスマッチの解消に取り組んでまいります。
　同じく１の(8)、中小企業に対する経営支援につい
てお答えします。
　県では、賃上げにつながる企業の稼ぐ力を強化する
ため、商工会等支援機関と連携し、事業者の課題解決
に向けた相談窓口の設置や専門家派遣を実施するとと
もに、新商品開発や新サービスの提供などの経営革新
の促進に取り組んでいるところです。また、生産性・
収益性の向上に向けたデジタル化の促進や資金繰り支
援などの各種施策を推進しております。あわせまし
て、成長と分配の好循環の実現に向け、経済団体等と
一体となって適切な価格転嫁の機運醸成に取り組んで
いるところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　２、子ども子育て支援
についての(2)ア、子どもの貧困対策の検証について
お答えいたします。
　県では、子どもの貧困対策計画における指標や施策
について、庁内推進会議や外部委員で構成する有識者
会議において毎年点検を行い、施策の改善につなげる
とともに、中間及び最終評価を踏まえ、計画の改定を
行っております。今年度は、多様な分野の有識者で構
成する子ども・子育て会議において、これまでの施策
の評価・審議を行うとともに、子ども・若者の意見を
踏まえ、子どもの貧困対策を含めたこども計画（仮
称）を新たに策定し、子ども施策の推進に取り組んで
まいります。
　続きまして同じく２の(2)のイ、子どもの貧困施策
の改善についてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画と、そ
の個別計画である子どもの貧困対策計画に基づき、Ｐ

ＤＣＡによる施策の改善を図りながら、総合的な支援
を展開しております。実施計画等では、これまでの取
組の成果や新たな課題を踏まえ、ひとり親への経済的
支援や教育に係る負担軽減のほか、ヤングケアラーに
対する支援、若年妊産婦の居場所の設置等を施策に位
置づけ、支援を必要とする子どもや家庭の状況に応
じ、総合的かつきめ細やかな支援に取り組んでいると
ころでございます。
　続きまして同じく２の(2)のウ、事業受託者の実態
把握についてお答えいたします。
　県では、事業者選定に当たり、公募の参加要件とし
て労働関係法令の遵守や納税の状況等を提示し、それ
ら要件全てを満たしていることを事前に確認している
ところです。また、選定審査では、過去の子ども支援
や類似事業に携わった実績等を審査基準の項目に設定
することで、子どもの貧困対策を適切に実施できる事
業者の選定を行っております。なお、契約締結後は、
毎月の活動状況の報告や中間検査等を行い、受託者に
よる支援が適正に行われているか実態把握に努めてお
ります。
　続きまして同じく２の(3)、保育士確保に向けた課
題についてお答えいたします。
　令和４年度に県が実施した保育士を対象とした調査
によると、重責に見合った処遇の向上や休憩・休暇を
取得しやすい労働環境の整備等が課題として認識され
たところです。これを踏まえ、県においては、新規の
保育士の確保に向けた取組や潜在保育士の就労支援の
ほか、国の制度に基づく公定価格の増額改定等による
賃金の改善や年休等取得のための代替保育士の配置支
援等、保育士の処遇及び労働環境の改善に取り組んで
いるところです。
　続きまして同じく２の(4)、ひとり親家庭の状況等
についてお答えいたします。
　本県では、ひとり親家庭の出現率が全国の約２倍で
あることから、国の支援メニューと併せソフト交付金
を活用し、好条件の転職等に役立つ資格取得の支援、
民間アパートを活用した就労や生活、子育ての総合的
な支援等独自の取組を行っているところです。
　県としましては、ひとり親家庭の支援策の強化とし
て、新たに創設される予定の国の支援パッケージの事
業も活用しながら、引き続きひとり親家庭の生活の安
定及び自立支援に取り組んでまいります。
　続きまして同じく２の(5)、保育職の公定価格の設
定ルールの見直しについてお答えいたします。
　公定価格における地域区分は８区分あり、本県は全
国市町村の約７割が属する標準的地域に区分されてい
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ます。保育士の確保・定着のためには処遇改善が重要
であるとの観点から、県としましては、全国知事会を
通じて国に対して、他産業と遜色のない水準までの保
育士のさらなる処遇改善を求めているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　３、文化観光
スポーツ行政についての(1)、オーバーツーリズム対
策など質の確保に関する認識についてお答えいたしま
す。
　沖縄県では、「住んでよし、訪れてよし、受け入れ
てよし」の観光地を目指し、観光客、事業者、県民そ
れぞれの満足度を高めることが不可欠と認識しており
ます。そのため、住民生活や自然環境、景観等に負の
影響をもたらす、いわゆるオーバーツーリズムの未然
防止に向けて、交通渋滞緩和のための公共交通機関の
利用促進及び手ぶら観光の推進、ルールやマナーが周
知されていないことから起こる騒音防止等の啓発ブッ
クの配布などに取り組んでおります。
　県としては、引き続き市町村、観光協会等と連携
し、各地域における課題解決の取組を推進してまいり
ます。
　同じく３の(4)、大型ＭＩＣＥ施設整備事業につい
て。
　大型ＭＩＣＥ施設整備は入札不調となりましたが、
県としては再度の入札公告に向けて取り組むこととし
ております。今後は、事業者への聞き取り、ＭＩＣＥ
需要調査等を行った上で、有識者で構成する委員会で
事業手法、事業範囲、事業効果、ホテルの整備手法等
を検証し、可能な限り早期の入札公告を目指してまい
ります。
　県としては、引き続き大型ＭＩＣＥ施設整備を推進
し、経済の活性化や産業の振興を図るとともに、東海
岸地域の振興による県土の均衡ある発展につなげてま
いります。
　同じく３の(5)の海の安全・安心の確保についてお
答えいたします。
　文化観光スポーツ部では、観光客の水難事故につい
て、スマートフォンで確認できるハザードマップなど
海の安全啓発ツールの周知、ライフガードによる自然
海岸巡回の通年実施、海域調査等による事故パターン
の検証、ハワイからの講師招聘など取組を強化してお
ります。引き続き、観光客の水難事故件数及び死者数
の逓減に向けて、関係機関と連携し取り組んでまいり
ます。

　同じく３の(7)、新しい観光形態への観光振興基金
の活用についてお答えいたします。
　観光振興基金は、既存事業では充分に対応できない
事業、中長期的に実施する必要のある事業、機動的・
柔軟に実施する必要のある事業に活用することを想定
しております。新たな観光形態については、基金の目
的、優先度、効果等を勘案した上で、有識者や観光関
連団体等で構成する検討委員会で意見を聴取した後、
事業を実施することとなります。
　同じく３の(8)、優秀な競技者等を活用した競技力
向上についてお答えいたします。
　県では、競技力向上のため、各競技団体に対する強
化費支援や指導者の資質向上を目的とした県外の優秀
なコーチの招聘など、全国及び国際的に活躍できる
トップアスリートの育成に取り組んでおります。令和
５年度は７競技でコーチを招聘しており、また今年度
は、新たに県内トップチームのアスリートやコーチを
活用したジュニアアスリートの発掘に取り組むことと
しております。
　県としては、引き続き沖縄県スポーツ協会及び各競
技団体と連携し、本県の競技力向上を図ってまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、文化観光スポーツ行
政についての(2)、首里城正殿復元にかかる費用につ
いてお答えいたします。
　首里城正殿の復元は、国営公園整備事業として国
が実施しており、平成の正殿復元費用約33億円に対
し、令和の正殿復元にかかる費用は約120億円となっ
ております。県では、沖縄県首里城復興基金を活用
し、木材や赤瓦等の象徴的な部分の調達・製作を行っ
ており、令和８年の正殿復元に向けて、引き続き国と
連携して取り組んでまいります。
　次に同じく３の(3)のア及び(3)のイ、中城御殿跡
地整備の管理体制についてお答えいたします。３の
(3)のアと３の(3)のイは関連しますので、一括して
お答えします。
　県では、首里城復興基本計画に基づき、中城御殿の
整備を進めております。中城御殿では、火災前に首里
城城郭内で展示・収蔵していた沖縄美ら島財団所有の
美術工芸品のほか、那覇市所有の国宝・琉球国王尚家
関係資料を展示・収蔵することとしており、管理体制
については、国宝資料所有者である那覇市や関係機関
と協議を行っているところであります。
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　次に同じく３の(5)、海の安全・安心の確保につい
てお答えいたします。
　土木建築部では、海浜利用者に対して水難事故防止
の注意喚起を行う看板等の設置を行っております。沖
縄県水難事故防止に係る検討会議ワーキンググループ
での議論を踏まえ、現在、海浜利用者が一目で海の特
徴や危険性を理解できる看板デザインの作成に取り組
んでおり、今年度は５海岸での設置を予定しておりま
す。なお、名護市東江海岸についてはデザインが完成
し、８月に仮設看板を設置したところであります。
　次に同じく３の(10)、道路標識・標示板の管理に
ついてお答えいたします。
　県では、道路標識などの道路施設について、日常の
道路パトロールなどにより劣化状況や修繕箇所の把握
を行っております。道路標識・標示板の修繕について
は、劣化状況等を勘案し、優先度が高い箇所から順次
実施しております。引き続き、道路の適正な維持管理
に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　３、文化観光スポーツ行政
についての中の(5)、水難事故防止に向けた取組につ
いてお答えいたします。
　知事公室では、去る９月６日に県内の各消防へ水難
救助訓練や海浜パトロール等の実施依頼を行うととも
に、９月13日には水難事故防止に係るワーキンググ
ループを開催し、各部が実施する取組について意見交
換を行いました。また、10月に北部圏域で開催する
沖縄県総合防災訓練において、文化観光スポーツ部と
連携の上、北部２市村との共催により、大規模地震・
津波発生時に、遊泳者等へ安全な場所への避難を呼び
かける観光客等避難訓練を予定しております。令和６
年度も引き続き関係機関と連携し、水難事故防止に取
り組んでまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　３、文化観光スポーツ行政
についての御質問のうち(5)、海の安全・安心の確保
についてお答えをいたします。
　県警察では、水難事故の発生状況を踏まえ、パト
カーや船舶、ヘリを活用したパトロールによる注意喚
起、海域レジャー提供事業者に対する安全指導の強化
など、各種対策を講じております。また、夏季期間中
には他県警察からの特別派遣を受け、本島北部や離島

地域における海浜警らを強化したところであります。
さらに、マリンレジャーの多様化などにより、さらな
る事故防止対策が求められていることを踏まえ、本年
７月から水上安全条例改正のための有識者会議を設置
して検討を進めております。
　続きまして４、健康保険・医療介護・生活福祉につ
いての御質問のうち(4)、特殊詐欺被害防止対策につ
いてお答えをいたします。
　特殊詐欺に関しましては、多種多様な手口への注意
喚起のため、高齢者世帯への戸別訪問やＳＮＳなどを
活用した情報発信のほか、預金口座や携帯電話の売買
等に関するインターネット上の違法有害情報の削除要
請、闇バイトの危険性についての児童生徒への安全学
習支援、特殊詐欺に悪用される国際電話番号からの着
信を受けないための対策の推進など様々な施策を進め
ております。また、本年４月には全国警察が一体とな
り迅速かつ効果的な検挙対策を行うため、当県を含む
全ての都道府県警察に特殊詐欺連合捜査班を構築し、
特殊詐欺グループの実態解明を行うなど、捜査を推進
しているところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　３、文化観光スポーツ行
政についての御質問のうち(9)、障害のある方が活用
できるトレーニング施設整備についてお答えいたしま
す。
　パリ2024パラリンピック競技大会では、本県から
陸上女子車椅子マラソンに喜納翼選手、女子ゴール
ボールに安室早姫選手が出場し、多くの県民に感動と
勇気を与えたものと考えております。県では、障害の
ある方が地域社会の一員として生き生きと暮らせるよ
う、スポーツ等に積極的に参加するための環境整備が
重要であると認識しております。今後も引き続き、既
存施設も活用しながら、障害のある方がスポーツを通
して積極的に社会参加できる環境整備に努めてまいり
ます。
　続きまして４、健康保険・医療介護・生活福祉につ
いての御質問のうち(7)、障害福祉サービスにおける
地域区分の見直しについてお答えいたします。
　障害福祉サービスの報酬における地域区分は、介護
報酬と同様に国家公務員の地域手当に準拠することと
されており、本県は全国市町村の約７割が属する標準
的な地域に区分されています。
　県としましては、障害福祉サービス事業の従業者の
安定的な確保・定着に向け、障害福祉サービス等報酬
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の加算ではなく基本報酬に組み込むなど、恒久的な措
置を講じるよう、全国知事会を通して国に対して要請
しているところです。地域区分の見直しについては、
設定の考え方などを確認しつつ、今後研究してまいり
たいと考えております。
　続きまして同じく４(9)、オンラインカジノへの対
策についてお答えいたします。
　オンラインカジノについては、インターネットで簡
単にアクセスできることから、違法性を認識せずに利
用し、多重債務やギャンブル依存症等を引き起こすな
ど、深刻な問題になっていると認識しております。
　県としましては、消費生活センターにオンラインカ
ジノに関する相談があった場合は、弁護士会や法テラ
スなどを案内するほか、引き続きホームページや消費
者教育出前講座などを活用し、オンラインカジノの違
法性や危険性に関する注意喚起を行ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光  病院事業局長　４、健康保険・医療介
護・生活福祉についての御質問の(1)、中部病院の建
て替えについてお答えします。
　検討委員会では、委員の意見を踏まえ、移転建て替
えについても検討しております。検討の中で、現地建
て替えでは事業の早期着手が可能である一方、工事期
間中における駐車場の確保等を懸念する意見がありま
す。移転建て替えでは、工事による駐車場への影響が
ない一方、事業着手前に用地の調査・選定、取得手
続、土地造成工事、住民の合意形成などの期間と費用
が必要になります。検討委員会では約１年をかけて検
討を行い、現地建て替えにより南病棟への早期対応、
本館狭隘化の改善等に十分対応できることが示されて
おります。このことから、中部病院の建て替えは現地
が適地とする将来構想を示したものであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　４、健康保険・医療
介護・生活福祉についての(2)、北部医療センター開
院に向けた課題及び財源確保等についてお答えしま
す。
　公立沖縄北部医療センターの整備につきましては、
現在、北部医療組合において令和10年度開院に向
け、実施設計に取り組んでおります。課題としまして
は、物価高騰等に伴う整備費用の増加や医療従事者の
確保などがあると考えております。

　県としましては、統合する２つの病院間のスタッフ
の交流や意見交換を深め、北部医療センターの早期整
備に向け取り組むとともに、財源確保のための国への
要請を行ってまいります。
　同じく４の(3)、小児救急医療のサービス持続のた
めの取組についてお答えします。
　県内の小児救急が逼迫している現状については、休
日・夜間の救急病院受診者数が多いことや、対応する
小児科医師の確保が困難であることなどの課題がある
と考えております。県では、救急の適正受診を促進す
るため、地域のかかりつけ医受診の推奨や小児救急
電話相談事業（♯8000）の利用、子ども救急ハンド
ブックの活用を広報するなど小児救急の逼迫の解消に
取り組んでいるところです。引き続き、医療機関や関
係機関と連携し、必要な対応を行ってまいります。
　同じく４の(5)、県内大学への薬学部設置について
お答えします。
　県は、薬学部の設置を希望する県内国公立大学の公
募を令和５年９月１日から12月８日までの期間で実
施しましたが、応募はありませんでした。しかしなが
ら、琉球大学から薬学部設置の可能性を含め、沖縄県
と緊密に連携しつつ協議を進めたいとの回答があり、
協議の場の設置について合意しました。令和６年５月
及び同年９月に、沖縄県と琉球大学による薬学部設置
等薬剤師確保対応方策検討連絡会を開催し、薬剤師確
保に関する課題等について協議を行っております。
　同じく４の(6)、若年者への薬物乱用防止の取組に
ついてお答えします。
　県は、若年者への薬物乱用防止対策として、教育
庁、県警及び沖縄県薬物乱用防止協会等の関係機関、
団体と連携し、学校、地域における薬物乱用防止講習
会や薬物乱用防止街頭キャンペーン等を実施しており
ます。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携を強化
し、若年者に対する薬物乱用防止対策を推進していき
たいと考えております。
　同じく４の(7)のうち、介護保険制度における地域
区分の見直しについてお答えします。
　介護報酬における地域区分は、公務員の地域手当に
準拠することとされており、本県は全国市町村の約７
割が属する標準的な地域に区分されています。
　県としましては、介護職員の安定的な確保・定着に
向け、介護報酬の加算ではなく基本報酬に組み込むな
ど、恒久的な措置を講じるよう全国知事会を通して国
に対して要請しているところです。
　同じく４の(8)、火葬場の広域利用についてお答え
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します。
　県は、災害等発生時における広域火葬を円滑に実施
するため、平成28年３月に沖縄県広域火葬計画を策
定し、広域火葬の訓練等を実施しております。また、
特定の火葬場に御遺体の搬送が集中し、火葬待ちが長
期化することを防ぐため、市町村、火葬場及び葬祭事
業団体に対し、広域的な火葬に対する協力を依頼して
おります。
　県としましては、さらなる広域利用のため、火葬場
を持つ自治体と未整備の自治体との協定締結を促すな
ど、今後も市町村等と連携し、円滑な火葬を行うため
の環境整備に努めてまいります。
　同じく４の(9)のうち、ギャンブル等依存症の対策
についてお答えします。
　依存症対策では、正しい知識の普及、必要な支援に
つなげる相談体制、医療の質の向上及び円滑な回復・
社会復帰が重要であります。県では、普及啓発活動と
してのフォーラムや研修会を実施するほか、総合精神
保健福祉センターや保健所等において、各種依存症へ
の相談に対応しています。また、専門医療機関として
琉球病院及び沖縄リハビリテーションセンター病院を
選定し周知しているほか、依存症回復プログラムの実
施や自助グループの活動等に対する支援に取り組んで
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　４、健康保険・医療介護・生
活福祉についての(10)、水道料金の改定についてお
答えいたします。
　水道料金の改定に当たっては、市町村等の意見・要
望等を踏まえ、激変緩和のための段階的な改定を行う
こととしたところです。また、10月１日からの令和
６年度中の料金については、１立方メートル当たり
102円24銭から125円24銭へ改定するとしていたとこ
ろを、電気料金高騰対策のための一般会計からの補助
金を活用することで120円03銭とし、５円21銭の減
額をしております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　５、農林水産行政につい
ての中の(2)、飼料価格の現状及び今後の対策につい
てお答えいたします。
　県では、飼料価格高騰対策として、令和４年度より
配合飼料購入費の一部補助を実施しております。しか

し、飼料価格の高止まりが続いていることから、県で
は、本年６月議会において配合飼料購入費の補助拡充
に係る補正予算を措置したところであります。また、
本年８月には、配合飼料価格安定制度の見直しと予算
確保について、関係団体と共に国へ要請を行いまし
た。引き続き、生産者や市町村、関係団体と連携し、
畜産農家の経営安定に努めてまいります。
　同じく５の(3)、附帯決議の趣旨を踏まえた肉用牛
農家支援についてお答えいたします。
　本年６月議会における附帯決議を受け、県では、①
肉用子牛価格安定対策に係る国の制度及び県独自の支
援策の実施、②補助金の速やかな執行に向けた関係団
体との連携、事業の取組主体である畜産クラスター協
議会に対する申請書類作成等の指導助言、③粗飼料自
給率向上に向けた畜産担い手育成総合整備事業の推
進、牧草生産に必要な機械導入や飼料作物奨励品種の
育成・普及、④中長期的な基盤強化に向けた高齢繁殖
牛から優良繁殖牛への更新などに取り組み、肉用牛農
家支援に努めてまいります。
　同じく５の(4)、農地からの赤土等流出防止対策に
ついてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン実施計画の成果
指標として、監視海域における赤土等の年間流出量
について、令和６年度の目標値を12万6500トンと定
め、グリーンベルトの設置や沈砂池の整備など、営農
的対策と土木的対策の両面から取り組んでいるところ
であります。その結果、令和３年度の農地からの赤土
等の流出量については、平成５年の条例施行前に比
べ、約４割削減しています。引き続き、農地からの赤
土等の流出防止対策に取り組んでまいります。
　同じく５の(5)、６次産業化に係る取組についてお
答えいたします。
　県では、地域の農林水産物を活用した６次産業化に
取り組む農林漁業者等を支援するため、支援窓口を設
置し、マーケティング等の知識を有する専門家の派遣
や６次産業化に関する研修会の開催に取り組んでおり
ます。また、商品開発や加工施設整備等への補助、加
工品グランプリの開催による販路開拓など支援を実施
しております。引き続き、農林水産物の付加価値向上
を図るため、６次産業化の支援に取り組んでまいりま
す。
　同じく５の(6)、稼ぐ漁業に向けた取組についてお
答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀農林水産業振興計画に基
づき、沖縄型のつくり育てる漁業の振興を図るため、
高水温耐性を有したモズク養殖株の系統選抜や沖縄型
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ウニ陸上養殖技術の開発などを実施しております。こ
れらの取組では、漁業者への養殖試験委託による技術
の実証や情報交換会を適宜実施することで、円滑な
技術の普及と定着を目指しているところです。引き続
き、安定生産や漁家経営の向上に資する取組を継続
し、地域資源の価値や魅力を活用した稼ぐ漁業を推進
してまいります。
　同じく５の(7)、クロマグロ漁獲枠の現状と増加へ
の取組についてお答えいたします。
　本県における令和６管理年度漁獲枠は173.1トンで
あり、過去の漁獲実績の８割を下回ることから、国に
対して増枠を要請してきております。そのような中、
本年７月の中西部太平洋まぐろ類委員会北小委員会に
おいて、大型魚の漁獲枠を現行の1.5倍に拡大するこ
とが合意され、次年度漁期の増枠に関して、去る８月
20日、水産関係団体と共に要請したところでありま
す。
　県としましては、過去の漁獲実績を反映させた配分
となるよう、引き続き国に強く求めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　６、人材育成・教育行政につい
ての中の(1)のア、教育庁と県立学校の関係について
お答えいたします。
　教育庁については、地方教育行政の組織及び運営に
関する法律に基づき、県立学校を管理指導する立場と
して、学校の設置及び廃止に関すること、人事に関す
ること、管理運営に関すること等を所掌しておりま
す。また、県立学校については、学校教育法に基づ
き、高度な普通教育及び専門教育を行うこと及び障害
による学習上または生活上の困難を克服し、自立を図
るために必要な知識技能を取得することなどを目的と
して設置されております。
　同じく(1)のイ、学校業務の一括化についてお答え
いたします。
　県立学校においては、現在、校務用パソコンやコ
ピー機等のリース契約について本庁で一括して実施し
ているところであります。今後の事務の効率化につい
ては、引き続き他の都道府県における実施状況等、情
報収集を図ってまいります。
　同じく(1)のウ、教員の負担軽減についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、学校における働き方改革に関す
る事業として、教員の業務を補助することを目的とし
た教員業務支援員配置事業を行っております。本事業

に関する令和６年度当初予算額は、前年度の４倍とな
る約４億5000万円となっており、負担軽減の推進を
図っているところです。同支援員を配置している学校
からは、教員の授業準備や事務作業等の補助により、
業務の負担軽減につながっているとの報告を受けてお
ります。引き続き、教職員の負担軽減に努めてまいり
ます。
　同じく(1)のエ、教員の事務作業の効率化について
お答えいたします。
　県立学校においては、全校に校務支援システムが導
入されており、児童生徒の学籍、出欠、成績等を一元
管理することで、事務作業の効率化が図られておりま
す。
　県教育委員会としましては、引き続き当該システム
の改良を図り、利便性を高め、教員が児童生徒と向き
合う時間をより多く確保し、学校教育のさらなる充実
に努めてまいります。
　同じく(1)のオ、学校における働き方改革について
お答えいたします。
　県教育委員会では、公立学校全教職員を対象として
実施したアンケート結果等を踏まえ、「私たちのピー
ス・リスト2023」と題した取組目標を策定し、令和
８年度までを集中改革期間として推進しているところ
であります。具体的な50項目の取組目標に加え、特
定の学校における課題等として、特別支援学校におけ
る下校時の送迎車両の交通整理業務等に関しても明記
し、全庁体制で働き方改革の実現に向けて議論を進め
ております。引き続き、働き方改革とメンタルヘルス
対策を一体的に推進してまいります。
　同じく(2)、教員のメンタルヘルス対策についてお
答えいたします。
　県教育委員会では、県立学校職員に対し、メンタル
ヘルス不調の早期発見・対応等につなげられるよう、
保健スタッフによるＩＣＴを活用した相談窓口設置等
の取組の充実を図っており、令和５年度の相談実績は
令和４年度の約２倍の1099件となっております。ま
た、那覇市と連携したモデル事業において、教職員の
メンタルヘルスに関する理解啓発や市町村教育委員会
事務局における保健師配置等が課題となっておりま
す。引き続き市町村と連携し、働き方改革とメンタル
ヘルス対策を一体的に推進してまいります。
　同じく(3)、県立高校におけるオンライン学習アプ
リについてお答えいたします。
　県立高校においては、各学校の教育課程や生徒の実
態に合わせたオンライン学習アプリの導入が進んでき
ております。導入している学校においては各アプリの
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特徴を生かし、個別最適な学び等の充実に向け、効果
的な活用について研修・研究が進められているところ
です。
　県教育委員会としましては、高校における教科書や
教材等については、原則受益者負担と考えております
が、各学校の取組事例や研究成果を踏まえつつ、国の
動向を注視しながら、県としての支援の在り方につい
て研究してまいります。
　同じく(4)のア、部活動指導者の資質向上等につい
てお答えいたします。
　県教育委員会では、部活動顧問や外部指導者等に対
して年２回の研修や部活動の実態調査に基づく学校訪
問を通して、部活動の教育的意義や人権意識の理解・
浸透を図っているところであります。また、各学校や
教育委員会等において相談窓口を設置し、生徒や保護
者からの相談への対応に努めているところでありま
す。
　県教育委員会では、今後とも子どもの人権が尊重さ
れ、健全で充実した部活動が実現されるよう取り組ん
でまいります。
　同じく(4)のイ、部活動派遣費の補助についてお答
えいたします。
　県教育委員会としましては、離島から本島での県大
会や九州大会及び全国大会に参加する生徒に対し、県
中体連等の関係団体を通して派遣費を補助しており、
部活動派遣費支援の充実を図るため、令和６年度から
新たにガバメントクラウドファンディングを実施して
おります。
　県教育委員会では、経済的事情により子どもたちの
可能性が狭められることがあってはならないと考えて
おり、今後とも派遣費の補助を継続し、生徒の負担軽
減が図られるよう努めてまいります。
　同じく(5)、バス通学等の無料化についてお答えい
たします。
　県は、令和２年度から子どもの貧困対策として、高
校生のバス・モノレール通学費無料化を実施したとこ
ろです。これまで通学区域が全県域の中学校及び要件
を満たすフリースクールの生徒にも支援を拡大し、令
和５年度には約5200名を認定しております。また、
令和５年度からは、高額通学費が原因で進学等を断念
することがないよう中間所得層までの生徒の通学費の
一部補助を開始しております。制度のさらなる拡充に
ついては、持続可能な支援の在り方を引き続き検討し
てまいります。
　同じく(6)のア、学校給食費無償化に係る県の半額
補助の考え方についてお答えいたします。

　那覇市における中学生の学校給食費については、県
が補助の対象としていない就学援助対象者分等が含ま
れているものと考えており、就学援助対象者分等を除
いて試算すると、県の補助額は、那覇市中学生の学校
給食費の50％に相当するものと考えております。
　県としましては、保護者の経済的負担の軽減を図る
ことを目的としていることから、対象経費は保護者が
負担する額としております。
　同じく(6)のイ及びウ及びエ、物価高騰や就学援助
対象者への対応についてお答えいたします。６の(6)
のイから６の(6)のエまでは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えいたします。
　物価高騰に対応する費用については、市町村が条例
等で定める学校給食費に含めることにより、県の補助
対象となります。また、就学援助制度は、学校教育法
に基づき市町村に実施義務があり、市町村への地方交
付税において地方財政措置がなされているところで
す。そのことから、就学援助制度に係る市町村の負担
については、地方交付税制度の中で検討がなされるべ
きものと考えております。今後、市町村とさらなる調
整を踏まえ、令和７年１月末までに補助金交付要綱を
策定し、同年４月からの実施に向けて取り組んでまい
ります。
　同じく(7)、県立高校の授業料についてお答えいた
します。
　県立高等学校全日制授業料の額については、地方交
付税法第７条に基づき作成される地方財政計画の算定
基礎として、月額9900円、年額11万8800円と示され
ており、沖縄県においても当該金額に準拠して授業料
額を定めております。現時点で国から地方財政計画の
改正等が示されていないことから、県立高等学校にお
ける授業料の値上げについての検討は行っておりませ
ん。
　同じく(8)、学校と産業界との連携についてお答え
いたします。
　県教育委員会では、キャリア教育の一環として、企
業等と連携したインターンシップの実施や地域産業の
魅力発見及び人材育成を目的として、専門高校へコー
ディネーターを配置し、地域の産業界等との連携・協
働体制の構築を推進しているところです。また、専門
高校においては、学科の特色を生かした企業等との連
携による商品開発や地域人材を活用した授業等を行っ
ております。
　県教育委員会としましては、引き続き学校と地域の
産業界等との連携に取り組んでまいります。
　同じく(9)、学校施設等の指定避難所としての機能
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の現況についてお答えいたします。
　令和５年度に公表された文部科学省の調査による
と、本県の公立学校施設の耐震化率は99.2％となって
おります。また、避難所に指定されている学校のうち
自家発電設備や太陽光発電設備などの非常用発電機を
確保している学校の割合は、37.8％となっておりま
す。
　県教育委員会としましては、公立学校施設の災害時
における避難所としての役割を踏まえ、老朽化対策や
防災機能の強化について、引き続き市町村と連携し取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ナビゲーションアプリに
ついての答弁について漏れておりました。大変申し訳
ございません。改めて答弁をさせていただきます。
　ナビゲーションアプリにつきましては、道路管理者
としてその開発等は行っておりません。また、ナビ
ゲーションアプリがありましても、道路標識・標示板
等の設置は一定程度必要であるというふうに考えてお
りますので、引き続き道路標示板等の適正な管理に努
めてまいりたいと考えているところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　それでは、少し再質問をさせて
いただきます。
　保育職に係る公定価格等についても、なかなか―
知事会を通してという話なんですけど、なかなかお忙
しくて知事も知事会に参加できない中でありますの
で、あまり期待ができませんので、ぜひ皆さんで、県
で、子どもたちのこの保育環境―答弁にもありまし
たように、この仕事に当たる、任に当たることに対す
る処遇が大変厳しいという答弁をしておりますので、
この辺について、もう一度県独自で取り組むことがで
きないのかどうか、答弁をいただきたいと思います。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂  こども未来部長　ありがとうございま
す。
　議員おっしゃるとおり、今現在、保育士の課題とい
たしましては、給与水準の引上げ、それから各種手当

の充実だというふうに認識しております。先ほど答弁
の中で、全国知事会を通して国に対して処遇改善を求
めているという答弁をさせていただきました。これ実
は、公定価格というのがございまして、公定価格は国
が定めております。そして、この中に基本分単価と処
遇加算というのがございまして、処遇加算の部分が
ちょうど保育士の給与に反映させるところでございま
して、その公定価格が上がりますと、この給与にじか
に還元されるところになります。その部分に関しまし
ては、県のほうも４分の１を負担しているところでご
ざいます。ですので、国に対しては―国のほうが公
定価格というものを定めるものですから、国のほうに
は、全国一律に知事会を通して要請をしているという
ところでございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　いや、介護職等についても質問
をさせていただいたんですけど、そこは独自でもとい
う答弁が多分あったと思うんですよね。ですから、こ
の公定価格、確かに国が決める部分もあると思います
が、皆さんもいろんな手当てをしていると思うんです
けど、まだそれでも足りていない部分がありますの
で、その辺を皆さん―国だけじゃなく沖縄は沖縄独
自でという答弁もありましたので、今現在置かれてい
るこの現状、なかなか厳しい現状ですので、これ出生
率にも響いてくると僕は思いますので、その辺の改善
方をこれも踏まえてどういうふうな方向性で考えてい
るのか、答弁をいただきたいと思います。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂  こども未来部長　ありがとうございま
す。
　地域区分のお話ですけれども、これは８つの区分に
分かれていまして、国家公務員の手当に準拠して定め
られているということになっています。実は、保育士
だけではなくて、ほかの介護士とかの部分にも及ぶも
のですから、関係機関と意見交換をしながらどういっ
た形でやっていくのかというのは検討してまいりたい
というふうに思っております。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　後はまた、会派の皆さんから質
問等々あると思いますので、この中にも地域の事情に
おいて、いろんな加算とかもできるという要件もあり
ますから、ぜひその辺も含めて頑張っていただきたい
と思います。
　一つ、パリオリンピックの件なんですけど、パラリ
ンピック。答弁にもありましたように、やはり何らか
の形でいろんな障害を持つ状況にある方も生まれてお
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りますが、やはり今回のこのパリオリンピック・パラ
リンピックを見ても、答弁にあったように県内からも
すばらしいアスリートの皆さんが出て、やっぱりそれ
を見て、なかなか気持ちがすさんでいても、この競技
をやってみたいとか、それにチャレンジすることに
よってこういう皆さんも元気が出ると思うんですよ。
ですから、答弁で既存のと言うんですけど、既存がな
いから今質問をしているわけですよ。この既存施設を
活用してできるところってありますか。私はそういう
のが見当たらない―私の調査不足かもしれませんけ
ど、そういう環境整備がなされていないものですか
ら、整備をちょっと促進してほしいということで、質
問取りにも答えたつもりなんですけど。この既存でで
きるところってあるんですか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　議員おっしゃるように、そういった施設、ぜひとも
必要ということでございますけれども、具体的には、
豊見城市のほうの体育館、あちらのほうがかなりそう
いった障害者の方々も自由に使えるような設計になっ
ておりまして、最近もデフバレーの大会ですとか、そ
れから九州・全国の卓球大会等もあちらのほうで開催
いたしまして、皆さん気持ちよく体育館を使えたと
いう実績もございますので、県内13か所ぐらいです
か、障害者も使える体育館があるというふうに認識は
しているところなのですが、また使いづらいというこ
ともありましたら、その辺は協会のほうにも確認して
改善に努めていきたいというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　このパラリンピックでは、車椅
子ラグビーとかいろんな競技があるんですよ。そのよ
うな競技をできるところがなかなかないものですか
ら、そして、やっぱりそういう人たちもしっかりと体
制が整わないと思い切ってスポーツ競技もできないと
思います。まさしくこういうことを整備することが、
知事がいつもおっしゃっている誰一人取り残さない政
策の一つと思うんですけど、どうでしょうか。部長、
今後一層取り組んでいただくということで。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　ありがとうございます。
お答えします。
　県では、令和４年３月に、第２期沖縄県スポーツ推
進計画を策定しております。その中でスポーツ環境を
整備することということでの実現を体系づけて、各部
局のほうに位置づけておるところでございます。

　生活福祉部のほうでは、障害者のスポーツ参加を推
進する取組を主なこととしてやってございますが、今
おっしゃっているようなスポーツ施設の整備に関して
役割を担う担当部局が庁内にございますので、そちら
のほうと連携しながら進めていきたいというふうに考
えております。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　最後に、教育長。
　答弁で物価―要するに条例で定められていない物
価高騰―これも給食費として各自治体がしっかりと
整備をすれば対応していただけるという答弁があり
ました。まさに今、自治体ではこの物価高騰で、10
月から給食費を上げるというところも出ておるんです
よ。その辺については、しっかりとこれ各自治体と話
はされているのでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　ただいま来年４月の実施に向け
て、市町村担当者への説明会等を行っておりまして、
その中において、しっかりとこの考え方については説
明しております。我々答弁で申し上げましたが、保護
者の方々が負担するこの額を補助するというふうな対
象経費を定めておりまして、その経費については各市
町村で条例等でしっかり規定をしていただくと。そこ
に額として規定する際に、しっかり物価高騰等も加味
して設定していただければ、それを対象にするという
ことで説明申し上げているところです。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　ありがとうございます。
　あと、教職員のメンタルの問題なんですけど、昨日
の新聞にも那覇市の教員精神不調増というのがありま
すので、ぜひまたその辺も御配慮しながら学校運営し
ていただきたいと思います。
　以上です。ありがとうございました。
○中川京貴 議長　照屋大河議員。
　　　〔照屋大河　議員登壇〕
○照屋　大河 議員　こんにちは。
　会派てぃーだ平和ネット、うるま市選出の照屋大河
です。
　通告に従い代表質問を行いますが、所見を述べてか
ら質問に入っていきたいというふうに思います。
　今年、元日の能登半島の大地震から、昨日10月１
日で９か月が経過しました。ただ、能登地域にあって
は、先月の記録的集中豪雨により、その打撃によって
復旧・復興の途上にあった暮らしや生活、あるいは再
建がさらに遅れるのではないかということで心配をし
ています。その災害の直後から報道されている安否不
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明の女子中学生についても同じ年頃の子どもを持つ親
として非常に胸を痛めていましたが、昨日その女の
子と思われる遺体が発見されたという報道がありまし
た。改めて、被害を受けられた多くの皆様にお見舞い
を申し上げるとともに、亡くなられた皆さんに心より
の御冥福、そして復旧・復興がさらに加速度的に進ん
でいくことを期待したいと思います。
　それから、私は６月の県議選挙を終えて、今日が初
めての登壇となります。うるま市からは、大屋政善さ
ん、それから喜屋武力さん、ベテランの山内末子さ
ん、４人おりますが、ふるさとうるま市が合併をし
て、来年ちょうど20年という節目を迎えます。成人
を迎えるうるま市がさらに大きく成長していけるよう
に、３人の先輩方と力を合わせて頑張っていく決意を
申し上げて代表質問に入りたいと思います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、訪米行動について。
　ア、４度目となる訪米行動の目的と意義、成果、今
後の課題等について伺います。
　イ、今回の訪米活動におけるワシントン駐在の果た
した役割について伺います。
　ウ、11月には米大統領選が控える。衆議院の解散
総選挙が現実味を帯びる中―これは石破さんが総理
大臣になる前に衆議院の解散を決めて、今月選挙があ
るということが決まっていますが、沖縄の抱える諸課
題を日米の新政権の政治課題として俎上にのせること
が大事ではないか、知事の見解を伺います。 
　(2)、2025年度政府予算案の概算要求について。
　ア、沖縄関係予算の概算要求額は2820億円とな
り、昨年度比100億円減、総額としては４年連続で
3000億円を下回った。県の要望と乖離しているが、
知事の評価を伺います。
　イ、沖縄関係予算は一括計上方式であるがゆえ、総
額で多寡が判断され、時に政争の具にされる。一括計
上方式の功罪について知事の見解を伺います。
　ウ、防衛省の概算要求では、県内の自衛隊施設の整
備費約1108億円が盛り込まれるなど、自衛隊増強加
速の姿勢が色濃く出た。知事の評価を伺う。
　(3)、那覇―福州便の定期運航再開について。
　ア、中国の厦門航空が９月10日から那覇―福州便
の定期運航を開始した。同路線の定期運航は約９年ぶ
りとなるが、知事の受け止めを伺う。
　イ、定期便再開による経済効果や課題などについて
県の試算や見解を伺います。
　(4)、陸自訓練地としての県内米軍施設活用につい
て。

　防衛省がうるま市石川での陸上自衛隊訓練場整備計
画を白紙撤回し、代替地として米軍キャンプ・ハンセ
ンやキャンプ・シュワブの活用を想定しているとの報
道に対し、金武町の仲間一町長は、これ以上の基地負
担は容認できないと町議会定例会の一般質問で答弁し
ています。
　ア、報道や金武町長の議会答弁を知事はどう受け止
めるか。
　イ、報道に関し、防衛大臣は、代替地についてあら
ゆる選択肢を検討している、訓練の在り方について幅
広い視点から再検討していると記者会見の場で述べて
いる。県内のどこであっても、これ以上の基地負担は
認めるべきではないと考えるが、知事の見解を伺いま
す。
　(5)、辺野古新基地建設について。
　ア、沖縄防衛局が2023年に発注した大浦湾側の護
岸工事７件中４件で変更契約を行い、着工前に計約
170億円を増額していることが報道で判明した。上限
の予定価格を超過しているものもあり、これらの契
約額は計約904億円と当初契約の約1.2倍に膨れてい
る。入札制度を無視した行為だが、着工前の変更につ
いて防衛局から説明はあったのか、知事の受け止めと
併せて伺う。
　イ、辺野古新基地建設で防衛省が2023年度までに
支出した額が総事業費の57％に当たる約5319億円に
上ることが分かった。一方で、工事の進展は埋立土砂
量で約15％にとどまる。事業費超過が不可避な状況
で、最近になって防衛大臣も事業費変更を示唆し始め
た。軟弱地盤改良が前提の辺野古新基地が、費用対効
果の面から見ても無駄な公共事業であることを証明す
るためにも、総事業費の試算を改めて示すよう国に対
して求めていくべきではないか、知事の見解を伺いま
す。
　ウ、普天間基地で2013年度以降、日本側が―数
字の訂正をお願いします。192億円の補修費を負担し
ていることが分かった。宜野湾市民をはじめ県民か
ら、仮に辺野古新基地が完成しても、普天間基地は返
還されないのではないかとの疑念の声が聞こえてきま
すが、知事の受け止めについて伺います。
　エ、辺野古新基地建設をめぐり、沖縄防衛局が石材
調達の候補地に挙げる宮城島（うるま市）で事前の環
境調査を始めることが分かった。県外からの特定外来
生物流入を防ぐ目的で制定された土砂条例から逃れる
ための県内での土砂採取地の確保とも取れるが、知事
の受け止めを伺います。
　(6)、県立病院事業について。
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　ア、2023年度決算における病院事業会計の赤字に
ついて、その要因と改善に向けた取組について伺いま
す。
　イ、県病院事業局は、県立中部病院について、現地
で建て替える将来構想を策定した。将来構想検討委員
会での議論を踏まえた機能の維持・強化を前提とする
現地建て替えの判断だと受け止めていますが、県の見
解について伺います。
　(7)、嘉手納基地でのパラシュート降下訓練につい
て。
　県や周辺自治体が繰り返し中止を求める中、嘉手納
基地でのパラシュート降下訓練が規模、回数ともに加
速度的に増加しています。8月23日と９月３日の10日
余りで２回も訓練が行われ、８月の訓練では58人が
降下しました。防衛省の言う例外条件である定期的や
小規模には該当しないと考えるが、知事の認識を伺い
ます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　照屋大河議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)のア、
訪米の目的と意義、成果、今後の課題についてお答え
いたします。 
　今回の訪米においては、国務省・国防総省、連邦議
会議員、有識者など多くの方々と面談し、沖縄の基地
負担の現状等について直接伝えることができました。
面談した議員からは、性的暴行事件などについて書簡
を提出するとの発言があったほか、シンポジウムで
は、私が英語で講演を行い、多くの方々から質問を受
けるなど、県の考えが米国の方々に着実に伝わったの
ではないかと手応えを感じております。また、国連の
中満次長との面談、有識者の招聘、ニューヨーク日本
食レストラン協会関係者への県産品販売促進に向けた
トップセールスなど、幅広い活動ができたと考えてお
ります。今後、面談した連邦議会議員等との継続的な
意見交換やネットワークを構築することが重要と考え
ており、引き続きワシントン駐在によるフォローアッ
プ等に取り組んでまいります。
　次に(1)のイ、訪米活動におけるワシントン駐在の
役割についてお答えいたします。 
　今回の訪米に際し、ワシントン駐在は、日頃から
培ってきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者等と
の面談に当たっての人選や面談の取付け、ほかには民
主党のプログレッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、
議員補佐官を集めたブリーフィング、共和党系シンク

タンク、ハドソン研究所での講演といった新たな取組
の実現など大きな役割を果たしております。また、米
国政府関係者、有識者、沖縄とゆかりのある方々など
100名以上を集めました県主催による沖縄ナイトやワ
シントンＤＣ沖縄会及びニューヨーク沖縄県人会との
懇親会において多くの方々と交流しネットワークを強
化できたことについては、ワシントン駐在が現地に根
づいて活動している大きな成果の表れであると考えて
おります。
　次に１の(3)のア、那覇―福州便の定期運航再開に
ついてお答えいたします。
　昨年７月、私が福建省を訪問し、また本年７月には
周祖翼福建省書記が沖縄を訪問するなど相互の交流を
続けているところです。その際に、両県省の今後の相
互往来による観光や経済的な交流について意見交換な
どを行った結果、本年９月10日からの福州便の定期
路線の再開が実現したものと考えております。沖縄県
と福建省は琉球王国時代から深い関係にあり、1997
年には友好都市を結んでいることから、引き続き福建
省との交流を深めてまいりたいと考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(1)のウ、沖縄の課題を日米新政権の政治課
題とすることについてお答えいたします。
　米軍基地の整理縮小をはじめ沖縄の基地負担の軽減
を確実に行うためには、基地の提供責任者である日本
政府と実際に基地を運用する米国政府との間で積極的
に協議する必要があると考えております。
　県としては、昨日発足した石破新政権に対し、日米
地位協定の改定、米軍人等による事件・事故の再発防
止など、目に見える形での基地負担の軽減について取
り組んでいただくよう求めてまいります。また、米国
に対しては、ワシントン駐在を活用した積極的な情報
発信や知事訪米を通じ、沖縄の実情を訴えてまいりた
いと考えております。
　同じく１(2)のウ、防衛省の概算要求に対する評価
についてお答えいたします。 
　防衛省の令和７年度概算要求については、那覇駐
屯地等における施設整備約455億円、沖縄訓練場にお
ける補給処支処新編に必要な経費約237億円などのほ
か、南西地域における運用基盤の拡充に係る事前調査
に要する経費などが計上されております。
　県としては、米軍基地が集中していることに加え、
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自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がかえっ
て地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念
しております。このため、政府に対し機会あるごと
に、今後の自衛隊配備の予定及び検討状況等につい
て、地元の十分な理解が得られるよう事前に丁寧に説
明を行うこと等を要請しております。
　同じく１(4)のアと１(4)のイ、自衛隊訓練場とし
ての米軍施設活用及び過重な基地負担についてお答え
いたします。１(4)のアと１(4)のイは関連しますの
で、一括してお答えいたします。
　うるま市に計画されていた陸上自衛隊の訓練場の代
わりに、県内の米軍施設を陸上自衛隊が使用すること
が検討されているとの報道について、沖縄防衛局に照
会したところ、幅広い視点から再検討を行っている
が、現時点で決定したものはない旨の回答がありまし
た。
　県としては、かねてから米軍基地の整理縮小を求め
ているところ、米軍基地の規模や機能が縮小されない
まま自衛隊の配備拡張が進められ、これ以上の負担が
生ずることがあってはならないと考えております。こ
のため、今年８月、軍転協を通じて、負担軽減は米軍
と自衛隊を併せて検討するよう政府に求めたところで
す。
　同じく１(5)のウ、普天間飛行場の返還についてお
答えいたします。
　防衛省が2013年度から2023年度までに普天間飛行
場の補修工事として契約した金額について沖縄防衛
局に確認したところ、約192億円となったとのことで
す。普天間飛行場の一日も早い危険性の除去は喫緊の
課題であることから、同飛行場の固定化は絶対にあっ
てはならないと考えており、県はかねてから、政府に
対し、同飛行場の運用停止に向けた新たな期限を含め
たスケジュールを具体的に示すよう要望しておりま
す。
　県としては、引き続き普天間飛行場負担軽減推進会
議などを通じ、政府に対し、同飛行場の速やかな運用
停止を含む一日も早い危険性の除去、県外・国外移設
及び早期閉鎖・返還を実現するよう求めてまいりま
す。
　同じく１(7)、パラシュート降下訓練に対する県の
認識についてお答えいたします。
　昨年12月以降、米軍は伊江島補助飛行場の滑走路
の不具合を理由に嘉手納飛行場で同訓練を繰り返して
おり、もはや常態化していると言っても過言ではない
と考えております。また、８月に行われた訓練では
58人もの隊員が降下しており、日米合同委員会で確

認したとされる定期的でないこと、小規模であること
等の例外的要件に該当するものではないと考えており
ます。
　以上になります。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(2)のア、沖縄振興予算概算要求に対する評価につ
いてお答えします。 
　内閣府は、総額2820億円の令和７年度沖縄振興予
算の概算要求を行いました。今回の概算要求では、離
島住民等の移動費負担軽減に係る経費等が新たに項目
立てされたほか、沖縄振興一括交付金などの地方向け
補助金が増額要求されるとともに、事項要求として、
水道施設の緊急整備等が盛り込まれるなど御配慮いた
だいたものと考えております。しかしながら、概算要
求額は、県が要望した3000億円台に届かなかったこ
と、沖縄振興一括交付金は、県と市町村が求めてきた
所要額となお乖離があるものとなっております。
　県としましては、内閣府をはじめ関係機関と連携を
一層密にするとともに、県関係国会議員及び県議会議
員各位の御支援を賜りながら、今後の予算編成過程に
おいて、事項要求を含む地方向け補助金のさらなる増
額により、総額3000億円台が確保されるよう努めて
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の中の(2)のイ、一括計上方式についてお答えいたし
ます。
　沖縄振興予算は、沖縄振興計画に掲げた各種施策を
総合的かつ計画的に推進するため、内閣府沖縄担当部
局に一括して計上する方式となっております。その利
点として、各省計上方式と異なり、一括して国庫要請
を行うことができることや、政府予算案の決定を受け
た後、県の予算編成へ迅速に反映させることができる
こと等が挙げられます。一方で、他県にはない独自の
仕組みであることから、県内外の方々に沖縄県が優遇
されているとの誤解を生じさせる面もあると考えてお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　１、知事の政
治姿勢についての(3)のイ、定期便再開による経済効
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果、課題についてお答えいたします。
　沖縄県と福建省との間の直行便が再開し、週往復２
便と移動利便性が改善されたことで、相互往来による
人の交流が活発になり、観光を中心に経済効果が期待
できるものと考えております。一方、現在中国と日本
を往来する際にビザの発行が必要であることなどか
ら、他地域と比較し観光客数の回復が遅れており、福
州便定期路線においても課題の一つであると考えてお
ります。
　県としては、本年７月の中国商務部訪問の際に求め
たビザの緩和を今後も機会を捉えて中国側にも要望し
てまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)のア、契約変更に係る沖縄防衛局からの説
明等についてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業に係る護岸工事等の
契約額が契約変更により増額されているとの報道が
あったことは承知しております。増額の理由について
沖縄防衛局に確認したところ、工事に向けた準備の過
程において、当初契約に関連する作業の追加が必要と
なったことから、契約変更を行ったとの回答がありま
した。
　県としては、近年の資材高騰や埋立工事の進捗状況
等を踏まえると総事業費はさらに増加するものと考え
ており、引き続き状況等を注視してまいります。
　次に同じく１の(5)のイ、総事業費の試算を改めて
示すよう国に求めることについてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立工事に要
する費用は、当初承認願書で約2300億円、令和２年
変更承認申請では約7200億円となっており、当初と
比べて大幅に増加している状況にあります。大浦湾側
においては、国内に前例のない深度までの地盤改良工
事が予定されており、今後埋立工事に要する費用はさ
らに増加するものと考えております。
　県としては、今後とも沖縄防衛局に対し、予算の執
行や工事の進捗状況に係る情報提供を求めてまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　１、知事の政治姿勢につい
ての(5)のエ、宮城島での石材調達についてお答えい
たします。

　沖縄防衛局が大浦湾の埋立てに使用する土砂等につ
いては、平成25年３月に提出された公有水面埋立承
認願書で県内外の採取予定地が記載されておりました
が、その後、令和２年４月に提出された変更承認申請
書において、採取予定地としてうるま市宮城島地区等
が追加されております。沖縄防衛局は当該申請書に基
づき、今回宮城島での環境調査を行うものと考えてお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　知事の政治姿勢について
の御質問の(6)のア、病院事業会計の赤字の要因と改
善に向けた取組についてお答えします。
　令和５年度病院事業会計決算の赤字の要因は、受療
行動の変化に伴う患者数の減少による医業収益の減
少、コロナ補助金の減少、給与費等医業費用の増加等
が挙げられます。今般、各県立病院を訪問し経営状況
を説明するとともに、医業収益の確保、時間外勤務手
当等人件費の縮減等について意見交換を行ったところ
です。
　病院事業局としましては、沖縄県立病院経営強化計
画に基づき、修正医業収支比率の改善及び単年度資金
収支の黒字化に向け、引き続き取り組んでまいりま
す。
　同じく(6)のイ、県立中部病院の建て替えについて
お答えします。
　中部病院の建て替え等に当たっては、広く関係者の
意見を踏まえることが重要であることから、外部有識
者を含めた検討委員会を設置し、約１年をかけて検討
を行ってまいりました。検討委員会では、現地建て替
えにより南病棟への早期対応、本館狭隘化の改善、将
来果たすべき役割・医療機能を担うことが十分可能で
あるほか、将来の医療需要の増加にも十分対応できる
ことが示されております。このことから、中部病院の
建て替えは現地が適地とする将来構想を示したもので
あります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　照屋大河議員。
○照屋　大河 議員　病院事業局長にお伺いします。
　先日、喜屋武力議員も一緒に、周辺自治会の会長の
皆さんと中部病院の現地建て替えの要請をさせていた
だきましたが、その要請に対する見解、受け止めをお
願いしたいと思います。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
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　中部病院の建て替えに対しましては、周辺自治会か
ら現地での建て替え、医療機能の強化拡充等の請願が
ございました。また、うるま市長からは、うるま市内
での移転建て替え等の陳情がございます。このような
状況を踏まえ、中部病院の建て替えにつきましては、
中部病院が現在地に立地した歴史や地域住民とのつな
がりも考慮しつつ、将来果たすべき役割、医療機能の
ほか、病院事業全体の収支見通しやヘリポート設置等
の基礎調査を実施しながら検討してまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　照屋大河議員。
○照屋　大河 議員　局長おっしゃるように、周辺地
域とのつながりというか、経済的なつながり、まちづ
くりとのつながりがあるわけですね。周辺地域の信頼
を裏切ってまでも、切り捨ててまでも移転する必要は
ないというふうに感じていますので、ぜひしっかりと
した対話を含めて現地建て替えの決定をお願いしたい
というふうに思います。
　以上です。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　米須清一郎議員。
　　　〔米須清一郎　議員登壇〕
○米須　清一郎 議員　てぃーだ平和ネットの米須清
一郎です。
　国政にいろいろな動きがある中、沖縄の問題、そし
て沖縄県民にしっかり向き合う政治というのを強く求
めていきたい。そういうふうに思いますし、私たちも
また沖縄の現状、しっかり認識しながら離島を含めた
様々な問題の解決を図り、沖縄がよりよい方向に進ん
でいくそのための取組、議員としてしっかり頑張って
いく、そういう思いを強くしているところでございま
す。
　それでは、代表質問、通告に従って行います。
　１、日米地位協定について。
　先日行われた地位協定を考えるシンポジウムにおい
て、登壇者から不透明な運用実態が報告され、見直し
を求める意見が相次いだ。県民の間からも、米軍絡み
の事件・事故の増加、ＰＦＡＳ汚染等の環境問題な
ど、様々な観点から問題視されている。改定に向け
て、より加速化を図る必要がある。今後の取組と決意
を伺います。
　２、地域外交について。

　(1)、県は今年３月に地域外交基本方針を定めてい
る。その内容の柱は何か。
　(2)、実施に当たっては、観光や経済、保健医療、
教育、文化など各分野を網羅した具体的な計画と体制
づくり等が必要と考えるが、どのように進めていく
か。
　(3)、アジアの平和を考える上で、このほど北東ア
ジア地域自治体連合へのオブザーバー参加が決定した
ようであるが、その内容とどのような効果が期待され
るか伺います。
　(4)、半月前に与那国島を視察する機会があり、島
民が国防のはざまで大きく揺れ動き、不安を抱えたま
ま置き去りにされている状況を目の当たりにしまし
た。その一方で、与那国町と姉妹都市である台湾花蓮
市との間で住民の交流が繰り広げられています。地域
外交推進の面から、島民の持続的な生活と島の活性化
のための取組はできないでしょうか。
　３、観光振興について。
　(1)、ＭＩＣＥについて。
　ア、沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場整備
運営等事業が入札不調となった理由は何か。関係自治
体の受け止め方はどうか。
　イ、今後どのように進めていくか。改めて発注まで
持っていく時間と予算はどのくらいかかるか。
　ウ、事業の実現性を高めるため、公共交通などの環
境整備が必要であると考えるがどうか。
　(2)、宿泊税について。
　ア、県が目標としている令和８年度の導入に向けて
制度の内容を詰める時期に来ています。定率制の方向
で進めているとのことだが、宿泊税導入を予定してい
る市町村との税の配分はどうなるか。
　イ、宿泊税を導入しない市町村に対してはどうか。
　ウ、県民、特に離島在住者の宿泊に対する配慮が必
要と考えるがどうか。
　４、交通施策について。
　(1)、バス無料化事業の目的と実施状況、成果と課
題、今後の取組を伺います。
　(2)、交通結節点実証事業の目的と実施状況、成果
と課題、今後の取組を伺う。
　５、平和教育について。
　(1)、戦争から時間が経過し、体験者の話を直接聞
く機会が減る中、戦禍の実態を学ぶ手段として戦争遺
跡の重要性が高まっています。その保存・活用につい
て見解を伺う。
　(2)、来年戦後80年を迎え、修学旅行等の平和学習
をより充実させていくための観光事業者等関係者との
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連携はどうなっているか。
　６、教員の働く環境の改善について。
　(1)、小・中・高における現在の教員不足の状況、
精神疾患による休職者の数を伺います。
　(2)、県立学校について。
　ア、教員の過重負担を軽減するため、授業持ち時間
数を減らす必要はないか。現状と対策を伺う。
　イ、非常勤講師の処遇を改善し、増員する必要はな
いか。現状と対策を伺う。
　(3)、小中学校について。
　ア、モデル事業として那覇市で実施しているメンタ
ルヘルス対策の成果と課題は何か。
　イ、この事業の内容を改善した上で、県全体で実施
することができないか。
　７、若者の支援について。
　県が行った中学卒業時進路未決定者や高校中退者等
を対象にした調査の内容と結果、今後どのように取り
組んでいくか伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　米須清一郎議員の御質問にお答
えいたします。
　日米地位協定についての御質問の中の(1)、改定に
向けた今後の取組についてお答えいたします。
　先月22日に開催したシンポジウムにおいて、フィ
リピンのメルカド元国防大臣から、フィリピンと日本
は置かれた環境や歴史も違うが、日米地位協定につい
ては改定していく必要があるなどの意見や、弁護士の
福田護氏から、日本の法令の適用が地位協定に明記さ
れ、その遵守が義務づけられるようにするべきであ
るなど、改定を求める意見が多く出たところでありま
す。
　沖縄県としては、引き続きあらゆる機会を捉えて全
国知事会や渉外知事会とも連携し、同協定の見直しを
要請していきたいと考えております。また、新たに就
任した石破総理は、昭和35年に締結されて以来、64
年間一度も改定されていない日米地位協定の改定に取
り組む考えを示していることから、沖縄県の考えを直
接説明したいと考えております。
　次に、地域外交についての御質問の中の２の(3)、
北東アジア地域自治体連合についてお答えいたしま
す。
　沖縄県は、今年９月に北東アジア地域自治体連合、
通称ＮＥＡＲへオブザーバー加入いたしました。ＮＥ
ＡＲは、北東アジア地域全体の共同発展を目指すとと

もに世界平和に寄与することを目的として設立され
た、日本、中国、韓国、モンゴル、ロシア、北朝鮮の
６か国・81自治体で構成する国際機関です。
　沖縄県としては、これまで県が歴史的な経緯からつ
ながってきた東アジア、南米などに加えて、北東アジ
ア地域の自治体とのネットワークが構築できるＮＥＡ
Ｒへの加入は大きな意義があると考えております。沖
縄県は、ＮＥＡＲの構成自治体とのネットワークを通
じて、経済、環境、教育など幅広い分野で意見交換を
行い、沖縄の課題解決や地域外交の発展につなげてま
いりたいと考えております。
　次に、交通施策についての御質問の中の(1)、わっ
た～バス利用促進乗車体験事業の成果等についてお答
えいたします。
　沖縄県では、９月４日から29日までの毎週水曜日
と日曜日の路線バス運賃を終日無料とする、わった～
バス利用促進乗車体験事業を実施いたしました。この
事業を通じて、多くの県民等がバスでの移動を体験
し、自家用車のみならず、バスでも移動できることを
認識していただくことができたと考えております。今
後、乗客数等のデータや交通量の変化、県民アンケー
トの結果など、様々な効果や課題の検証を行い、事業
成果を次の展開につなげてまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　２、地域外交についての中
の(1)、地域外交基本方針の内容についてお答えいた
します。
　沖縄県地域外交基本方針では、理念として「新時代
を切り拓き、世界の平和構築や相互発展、国際的課
題の解決に貢献する「21世紀の万国津梁」を実現す
る」ことを掲げております。また、地域外交の目指す
姿として「アジア・太平洋地域の平和構築に貢献する
国際平和創造拠点」、「多様な国際ネットワークが結
びつくグローバルビジネス共創拠点」、「世界の島
しょ地域等とともに持続可能な発展を図る国際協力・
貢献拠点」の形成を掲げております。
　同じく２の(2)、具体的な計画や体制づくりについ
てお答えいたします。
　県では、本年４月に平和・地域外交推進課を設置
し、アジア太平洋地域の平和構築と相互発展に向けた
沖縄独自の地域外交と平和行政を一体的に推進するこ
ととしております。地域外交の推進に当たっては、毎
年度の取組を定める実施計画を策定し、進捗確認を
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行っていくこととしています。今後は、県の海外事務
所との連携を強化するとともに、外部有識者から構成
される沖縄県地域外交アドバイザリーボードを設置
し、委員から聴取した意見を施策に反映させるなど、
より幅広く地域外交を展開してまいります。
　同じく２の(4)、地域外交における与那国町の活性
化についてお答えいたします。
　県の地域外交を進める上で、市町村における海外自
治体との姉妹都市提携や交流の取組が活性化すること
は重要と考えております。このため、昨年度、与那国
町が主催するインバウンド誘客に関する検討会議への
参加や八重山圏域における地域外交に関する説明会を
通して与那国町と意見交換を行ったところであり、今
後も引き続き関係部局と連携し、必要な助言を行って
まいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　３、観光振興
についての(1)のア、大型ＭＩＣＥ施設整備の入札不
調の理由と関係自治体の受け止めについてお答えいた
します。
　参加表明の受付期間終了後に建設事業者に聞き取り
を行ったところ、参画意欲はあるものの、資材価格の
高騰、人手不足等の影響から、施設運営事業者及びホ
テル事業者と入札参加グループを組成できなかったと
のことでした。また、与那原町と西原町からは、不調
となったことは非常に残念だが、引き続き再度の入札
公告に取り組んでほしいとの声をいただいておりま
す。
　同じく３の(1)のイ、再度の入札公告の時期と予算
についてお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設整備の再度の入札公告に向けて
は、事業者への聞き取り、ＭＩＣＥ需要調査等を行っ
た上で、有識者で構成する委員会で事業手法、事業範
囲、事業効果、ホテルの整備手法等を検証した後、必
要な予算を計上し、可能な限り早期の入札公告を目指
してまいります。
　同じく３の(1)のウ、公共交通などの環境整備の必
要性についてお答えいたします。
　那覇市内や空港等からの交通アクセスは、暫定供用
した南風原バイパス、与那原バイパスのほか、那覇空
港自動車道等が整備中です。また、大型ＭＩＣＥ施設
の開業に向けては、公共交通機関の利用促進や中南部
地域からのシャトルバスの運行による交通渋滞の緩和
に努める必要があります。

　県としては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に
おいて、大型ＭＩＣＥ施設の整備とＭＩＣＥを中心と
した魅力あるまちづくりを推進することとしており、
県経済の活性化や産業の振興を図るとともに、東海岸
地域の振興による県土の均衡ある発展につなげてまい
ります。
　同じく３の(2)のア、県と市町村との税の配分につ
いてお答えいたします。
　県では、これまで宿泊税の導入を予定している５市
町村との連絡会議を開催し、県と導入市町村との税の
配分等の意見交換を行っております。また、本年８月
からは、観光目的税制度の導入施行に関する検討委員
会において、県と市町村の税の配分など制度の詳細を
議論いただいているところです。
　県としては、納税者の過重な負担とならない、簡素
で分かりやすい制度となるよう、関係市町村と丁寧に
意見交換を行いながら、導入に向けて取り組んでまい
ります。
　同じく３の(2)のイ、宿泊税を導入しない市町村と
の税の配分についてお答えいたします。
　宿泊税を課さない市町村に対しては、当該市町村域
からの当該年度の収入見込額の２分の１に相当する額
を補助金または交付金として配分することを検討して
おります。配分については、県と市町村の役割分担を
整理した上で、県の使途区分に沿った事業に対して交
付することを想定しており、市町村の実情に合わせて
活用できるよう検討してまいります。
　同じく３の(2)のウ、県民、離島在住者に対する配
慮についてお答えいたします。
　本年８月……。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時６分休憩
　　　午後４時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　お答えしま
す。
　本年８月28日に、ツーリズム産業団体協議会から
県民を課税免除の対象とすることなどを含む宿泊税
制度の導入について要請書が提出されております。現
在、観光関連団体や有識者等で構成する観光目的税制
度の導入施行に関する検討委員会において、離島住民
または県民の課税免除についても議論されているとこ
ろです。
　県としては、総務省との意見交換、検討委員会の議
論等を踏まえ判断してまいります。
　続いて４、交通施策についての(2)、交通結節点実



- 55 -

証事業の目的、実施状況等についてお答えいたしま
す。
　本事業は、観光客の移動利便性の向上を図ることを
目的に実施しており、令和６年７月25日の開始から
８月末までの１日当たりの空港直行バス利用者は110
人、貸切りバスの駐車利用は29台などとなっている
ことから、さらなる利用促進が課題となっておりま
す。今後は、旅マエでの周知強化や観光客の利用状況
等の検証を行った上で、北谷町、地元関係者等と意見
交換を行い、より効果的な運用方法等を検討してまい
ります。
　続いて５、平和教育についての(2)、修学旅行の平
和学習に関する関係者との連携についてお答えいたし
ます。
　県では、県内関係者が緊密に連携し沖縄への修学
旅行をさらに発展させるため、平成25年５月に沖縄
県修学旅行推進協議会を設置しております。去る９月
13日の平和学習分科会では、新たに委員以外の事業
者に幅広く呼びかけ、グループワークにより課題を共
有し、平和学習を充実させるための連携強化等につい
て意見交換したところです。来年、戦後80周年を迎
えるに当たり、沖縄への修学旅行を通して平和の尊さ
を学ぶ機会となるよう、さらなる関係者間の連携強化
に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　５、平和教育についての中の
(1)、戦争遺跡の保存・活用についてお答えいたしま
す。
　戦争遺跡は、沖縄県の歴史の正しい理解のために欠
くことのできないものであることから、その保存と活
用を図ることは重要と認識しております。
　県教育委員会としましては、沖縄戦の実相を後世に
正しく伝えていくため、戦争遺跡の文化財指定を促す
文書を市町村教育委員会に対して定期的に発出してい
るところであり、引き続き市町村と連携して取り組ん
でまいります。
　続きまして６、教員の働く環境の改善についての
中の(1)、教員不足等の状況についてお答えいたしま
す。
　令和６年９月時点の公立学校における教員の未配置
数は小学校20人、中学校18人、高校７人、特別支援
学校７人の計52人となっており、そのうち、担任の
未配置数は小学校13人、中学校８人の計21人となっ
ております。なお、高校及び特別支援学校の担任未配

置はありませんでした。また、令和５年度における教
育職員の精神性疾患による病気休職者数は、小学校
125人、中学校66人、高校52人、特別支援学校25人
の計268人となっております。
　同じく(2)のア、教員の授業持ち時間数についてお
答えいたします。
　県立学校における教職員定数の算定については、公
立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関す
る法律等を踏まえ行っております。教員１人当たりの
持ち時間数の軽減については、教職員定数の拡充を図
る必要があり、全国都道府県教育長協議会等を通し
て、国に要望しております。
　県教育委員会としましては、引き続き教職員の業務
負担軽減に向けた取組の充実に努めてまいります。
　同じく(2)のイ、非常勤講師の処遇改善等について
お答えいたします。
　沖縄県における非常勤講師の報酬については、他の
都道府県の状況を参考に設定しており、令和２年度に
は額の改定を行ったところです。また非常勤講師の配
置については、各学校の課題や要望等を踏まえ行って
いるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き非常勤講師の
適切な配置等に努めてまいります。
　同じく(3)のア及びイ、那覇市と連携したメンタル
ヘルス対策のモデル事業についてお答えいたします。
６の(3)のアと６の(3)のイは関連しますので、恐縮
ですが一括してお答えいたします。
　令和５年度の取組では、ＩＣＴを活用した保健師等
によるセルフケア研修会や復職支援の取組において有
効性が確認され、また、校長ヒアリングや教員アン
ケート調査の結果等から、相談体制の充実や職場環境
の改善等が必要であるとの視点が明確となりました。
一方、教職員のメンタルヘルスに関する理解啓発や教
育委員会事務局における保健師の配置等が課題となっ
ております。今年度は、昨年度の成果と課題等を踏ま
えて、学校の労働安全衛生管理の活性化等、取組の改
善・充実を図っているところであります。今後、モデ
ル事業の成果と課題等を各市町村とも共有し、連携強
化を図りながら、働き方改革とメンタルヘルス対策を
一体的に進めることにより、教職員が心身ともに健康
で働きやすさと働きがいを実感できる環境の整備に努
めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　７、若者の支援につい
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ての(1)、青少年の抱える課題や支援策に関する調査
についてお答えいたします。
　県では、昨年度、中学校卒業時進路未決定や高校中
退となった青少年の生活実態・支援ニーズ等を把握す
るため調査を実施した結果、居場所等で支援を受けて
いる青少年は、目標が定まり将来への期待が高まる等
の心境の変化が見られ、支援施設の有効性が確認でき
たところです。青少年の孤立を防ぐためには、支援施
設につなげることが重要であることから、相談支援や
拠点型居場所等の充実を図るとともに、関係機関との
連携を強化し、青少年の支援に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　再質問いたします。
　１の日米地位協定なんですけれども、知事の答弁
で、先ほどの別の議員の答弁でもあったと思うんです
が、直接政府に説明していきたいということなんです
けれども、新しい首相が誕生して、ぜひこのタイミン
グで早い段階で首相と知事が面談して、この日米地位
協定の問題について今後の取組、具体的な取組を要請
するというのは、今このタイミングで必要じゃないか
と思うのですが、どうでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほど知事からも答弁させ
ていただいたところですけれども、石破新総理につき
ましては、その地位協定の改定についてかなり前向き
な意見をお持ちでいらっしゃいます。ですので、ぜひ
沖縄県の考えというものを直接聞いていただく機会と
いうのを早急につくっていければというふうに考えて
おります。
　以上です。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　ぜひ、国政の動きのある中、
ひとつ変わり目というときに、長年の課題であるこの
地位協定の改定をぜひ前に進めていただくことをお願
いしたいと思います。これをそのままにしてきたわけ
ですけれども、私たち県民はもう日常の生活に密接に
関係している。経済活動もそうだと思います。あらゆ
るところで、至るところで影響が出ている。それを
ずっと我慢してきた。地位協定を改定しないというこ
とは、この日常の問題を放置しているということです
よね。これは沖縄にとっては本当に大変な問題。これ
を全国の問題として、全国知事会でも取り上げられた
こともあるということですけれども、いま一度しっか
りと具体的に前に進んでいけるような取組を求めてい

ただきたいというふうに思います。
　それから、２の地域外交に移りますけれども、大き
なテーマの中で、視察の機会があった与那国のお話を
入れておりますけれども、国境の島として、まさに地
域外交も島の取組として入ってくるぐらいの話なんで
す。大きなテーマではありますけれども、島にとって
は日常の生活もありながら、一方で国防強化の中で、
大変な状況になっている中で挙げさせていただいたん
ですけれども。私も今回知ったのですが、与那国・自
立へのビジョンという20年前に与那国町が関係者と
つくったものなんですけれども、それは県としても
知っていらっしゃると思うんですけれども、これが
当時―もう20年もたちますけれども、その当時の
町、行政、島の関係者、有識者と一緒になってつくっ
たビジョン。このときに、「与那国「自立・自治宣
言」」というものまで出しているんですよ。その内容
は、今もう時間がないんですけれども、把握もしてい
らっしゃると思うんですけれども、まさに地域外交の
内容も盛り込んだものになっています。長年、与那国
としてはそれに取り組んで構想を持ってやって来てい
るわけですけれども、いま一度お聞きしたいです。今
意見交換からというところですけれども、ぜひ県とし
て、何とかこの国境の島、与那国の地域外交を含めた
その島の活性化に県としての支援ができないでしょう
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　議員御指摘の与那国・自立
へのビジョン、私も拝見させていただきました。その
中では、「近隣・東アジア地域と一層の友好・交流を
推進するとともに、相互発展の道を築き、国際社会の
模範となる地域間交流特別区の実現に向け努力をする
ことを誓う。」とうたわれていると。また、「日本国
民としての平穏な暮らしを実現しながら、平穏な国境
と近隣諸国との友好関係に寄与する「国境の島守」と
して生きることを誓う。」とも記載されているという
ふうに承知しております。当該ビジョンに示されたこ
のような誓いにつきましては、沖縄県が今年３月に策
定した地域外交基本方針で示した「新時代を切り拓
き、世界の平和構築や相互発展、国際的課題の解決に
貢献する「21世紀の万国津梁」を実現する」との理
念にも相通じるものではないかというふうにも考えて
おります。
　県といたしましては、与那国町が自立ビジョンを推
進するための取組について、具体的な施策については
それぞれの関係部局において取り組むこととなってお
りますが、知事公室においても関係部局と連携して必



- 57 -

要な協力や助言等をしてまいりたいというふうに考え
ております。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
　　　〔儀保　唯　議員登壇〕
○儀保　唯  議員　てぃーだ平和ネットの儀保唯で
す。
　今月10月27日に衆議院選挙が行われることが決定
しました。前回の衆議院選挙の沖縄県における投票率
は54.9％、直近で行われた６月の沖縄県議選は、投票
率45.26％と最低を記録しています。特に投票率の低
い若い世代に伝えたいのは、あなたの暮らしは政治に
よって決められているということです。政治に詳しく
なくてもいい、暮らしのことで困っていることやおか
しいと思うことは必ずあるはずなので、その意見を投
票という形でぜひ示してほしいと思います。
　それでは、代表質問を行います。
　１、在沖縄米兵による女性暴行事件について。
　(1)、令和６年７月３日、知事が外務大臣に対して
要請した米軍人・軍属等による事件・事故防止のため
の協力ワーキング・チーム（ＣＷＴ）の開催につい
て、その進捗状況について伺います。
　(2)、令和６年７月22日、在日米軍司令部は、日本
政府と連携して、在日米軍幹部、県、地域の住民によ
るフォーラムを創設すると明らかにしましたが、その
進捗状況について伺います。
　(3)、令和５年12月に発生したわいせつ目的誘拐、
不同意性交等罪について、６月議会において、警察本
部長は、沖縄県警察における組織の判断として事件広
報しなかったと回答していました。他方で県は、令和
６年３月に困難な問題を抱える女性への支援のための
施策の実施に関する基本的な計画を立て、基本目標に
は被害回復支援も掲げています。今後、事件が発生し
た後の被害者に対する早急なケア等の対応や地域社会
に与える影響を最小限のものとするためにも、県と捜
査当局間で通報手続における基準を設けるべきではな
いか、見解を伺います。 
　２、名護市安和桟橋における警備への対応につい
て。
　安和桟橋では、ネットフェンスを用いて市民の歩行
を長時間遮る警備の方法が取られていますが、これ
は、「警備員は、（中略）他人の権利及び自由を侵害
し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉しては
ならない。」という警備業法第15条に違反する行為
だと思われます。そして公安委員会は、法令違反行為
をした警備業者に対し、指示または営業停止命令を行
うべきとされています。県として、法令違反行為の事

実が認められる場合は、公安委員会が必要な行政処分
を行うということでよいか、見解を伺います 
　３、離島課題について。
　(1)、竹富町議会から沖縄県八重山土木事務所に、
西表島・浦内橋の架け替え事業の意見書が提出されて
います。西表島は地震も台風も多く、自然災害によっ
て老朽化した橋が崩落すれば、その先の住民は陸の孤
島になるおそれがあります。西表島・浦内橋の架け替
え事業の進捗及び現在の耐震性について伺います。
　(2)、令和６年４月、那覇空港と石垣港が特定利用
空港・港湾として指定されました。インフラ整備が進
むというメリットがある一方、有事に攻撃拠点になる
のではないかという懸念もあります。指定された場所
について、有事の際、国民保護を行う組織や施設に交
付される特殊標章は、特定利用空港・港湾において掲
示できるのか見解を伺います。
　(3)、特殊標章の掲示がない中において、有事の
際、特定利用空港・港湾が標的になった場合、どのよ
うに離島住民の避難を行うのか見解を伺います。
　４、世界遺産環境整備について。
　(1)、西表島の県道215号線においての除草が課題
となっています。西表島は、貴重な動植物の宝庫であ
るにもかかわらず、県道の雑草繁茂により国指定天然
記念物イリオモテヤマネコのロードキルの危険性が高
まっています。県として特別な対策をする必要がある
のではないか見解を伺います。
　(2)、平成28年12月、米軍北部訓練場跡地が返還
された後、防衛省は汚染物質や廃棄物の撤去などの支
障除去を実施しました。しかし、それが行われたのは
返還地全体ではなく、全体の0.1％であることが判明
しました。不発弾や汚染物質が残っている可能性が高
く、その処理について早期の取組を米軍及び沖縄防衛
局に求めるべきではないか、県の見解を伺います。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　儀保唯議員の御質問にお答えい
たします。
　在沖縄米兵による女性暴行事件についての御質問の
中の１の(1)及び１の(2)、ＣＷＴ及び新たなフォー
ラムの進捗状況についてお答えいたします。１の(1)
と１の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお
答えいたします。
　県は、米軍人による性的暴行事件の発覚を受け、米
軍及び日米両政府に対し、平成29年４月以降開催さ
れていない米軍人・軍属等による事件・事故防止のた
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めの協力ワーキング・チーム（ＣＷＴ）の速やかな開
催を求めたところです。その後、７月22日には、在
日米軍司令官から日本政府と連携して新たなフォーラ
ムを創設することが発表されております。県は、米軍
及び日米両政府と個別に意見交換を行い早期開催を求
めておりますが、２か月以上がたった現在もなお開催
には至っておりません。
　県としては、引き続きフォーラムを早期に開催し、
実効性のある再発防止策を議論することを求めてまい
ります。
　次に、世界遺産環境整備についての御質問の中の４
の(2)、北部訓練場返還跡地における廃棄物等の処理
についてお答えいたします。
　沖縄防衛局は、返還地の引渡し前に外部有識者監修
の下、返還地全域を対象とした資料等の調査を実施
し、廃棄物の存在の蓋然性の高い箇所について、磁気
探査等の調査を行い、廃棄物等の回収・処理を行って
おります。しかしながら、引渡し後も米軍由来の廃棄
物が度々発見されたことから、沖縄県では、令和３年
５月14日付で沖縄防衛局長に対し、廃棄物が発見さ
れた場合の速やかな撤去、適正な処理等を求めたとこ
ろです。
　沖縄県としましては、引き続き廃棄物の回収等につ
いて適切な対応がなされているか確認していく考えで
あります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、在沖縄米兵による女性
暴行事件についての中の(3)、捜査機関からの通報基
準についてお答えいたします。
　知事公室においては、去る７月５日、県警から県へ
の通報について、広報しない案件については那覇地検
と相談の上、スピーディー、タイムリーに検挙・送致
時に情報を提供することとしたい旨の説明がありまし
た。本年６月に発生した米海兵隊員による不同意性交
等致傷事件については、９月５日に、この通報基準に
基づいて県警から初めての情報提供がありました。し
かしながら、事件発生から２か月以上が経過した後の
情報提供となっております。
　県としては、事件発生後、地域住民の安全確保や被
害者支援を図るとともに、適切な時期に米軍及び日米
両政府に対して事件の再発防止を求めることが重要で
あることから、引き続き事件発生後、速やかな情報提
供がなされるよう県警に対し求めてまいります。

　次に３、離島課題についての中の(2)及び(3)、特
定利用空港・港湾における特殊標章の掲示及び住民避
難についてお答えいたします。３(2)と３(3)は関連
しますので、一括してお答えいたします。
　国民保護法第158条では、国民保護措置のために使
用される場所であることを識別するため、特殊標章を
使用させることができること等が規定されておりま
す。特定利用空港・港湾への特殊標章の掲示について
国に確認したところ、特定利用空港・港湾であるか否
かにかかわらず、空港・港湾が国民の保護のための措
置に係る業務等に使用される場所等に該当する場合に
は、当該空港・港湾を識別させるために特殊標章を使
用することは可能であるとのことです。
　いずれにしましても県としては、万が一の場合に備
え、国民保護法等に基づき適切に対応できるよう取り
組んでまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、在沖縄米兵による女性
暴行事件についての御質問のうち(3)、県と捜査当局
間の通報手続における基準についてお答えをいたしま
す。
　米軍構成員等の事件に関する県への情報提供につい
ては、報道発表文の通知や県警ホームページ掲載など
の従前の運用に加えて、本年７月以降は、米軍関係者
による性犯罪で報道発表しないものについて、事件検
挙、すなわち逮捕または送致した後に、那覇地方検察
庁と相談の上で被害者のプライバシー保護、心情への
配慮に特に留意しつつ、県に情報提供することとして
おり、適切に対応しているところです。この新たな運
用に基づき、本年９月５日に不同意性交等致傷事件を
送致した際には、同日県に情報提供を行ったところで
ございます。
　県警察におきましては、事件発生後の速やかな検挙
に努めるとともに、被害者がより充実した支援を受け
られるよう、引き続き沖縄県性暴力被害者ワンストッ
プ支援センターをはじめとする関係機関との連携を強
化して対応してまいります。
　続きまして２、名護市安和桟橋における警備への対
応についての御質問についてお答えをいたします。
　仮定の御質問にはお答えをいたしかねますが、いず
れにしましても特定の事案について法に抵触するか否
かについては、個別具体的な状況に基づき判断する必
要があると承知をしております。
　以上でございます。
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、離島課題についての
(1)、浦内橋橋梁整備工事の進捗と耐震性についてお
答えいたします。
　浦内橋は、昭和44年の完成から50年以上が経過し
ており、耐震性能不足や老朽化が著しいことから、令
和３年度から架け替え工事に着手し、現在は迂回路と
なる仮橋の整備を進めているところです。また、橋の
耐震性については、落橋に対する安全性は確保してい
るものの、必要な耐震性能を確保できていない状況で
す。引き続き予算確保に努めるとともに、早期完成に
向けて取り組んでまいります。
　次に４、世界遺産環境整備についての(1)、県道
215号白浜南風見線の除草についてお答えいたしま
す。
　白浜南風見線については、隣接地や歩道の舗装目地
から雑草が繁茂している状況にあります。道路の除草
に関しては、道路利用空間の確保のため、年１回から
２回程度の除草を行っているほか、舗装目地からの雑
草を抑えるため防草テープの敷設などを実施しており
ます。引き続き、必要な予算の確保及び効果的・効率
的な植栽管理に努めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　まず、１についてですけれども、
警察本部長に再質問なんですが、今回、今までの運用
を改正されたのは分かりますが、２か月以上かかって
いるということもありますので、被害者保護の観点か
らいうと、ちょっと遅いのかなと思いますので、県が
何ができるのかということを県のほうからも伝えてい
ただくことが必要ですし、もうちょっと工夫してでき
るところはもっと早めに通報することを―これは要
望として伝えておきます。
　２の安和桟橋における警備への対応についてです。
　答弁では、個別具体的な状況に基づき判断するとい
うことだったんですけれども、聞き取りの際に、今回
このような法令違反行為があるというふうにもしなっ
た場合、手続は県警本部、それを行った上で、もし適
正な警備とは言えない場合には指導を行うという答え
をもらっているのですが、それでよろしいでしょう
か。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之  警察本部長　お答えをいたしますが、
ちょっとその適正なことがなかったらという仮定の形
での御質問になってしまうと、先ほどとちょっと同じ

ような答弁になってしまうんですけれども、制度とい
うことについてお答えをさせていただければ、警備業
法におきましては、この警備業者が法令に違反した場
合には、公安委員会が警備業者に対して必要な措置を
取るべきとの指示や営業停止命令処分をすることがで
きると、そのようにされております。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　分かりました。
　では、次の質問に行きます。
　特定利用空港の件に関してなんですけれども、国が
特殊標章は掲示可能と言ってはいても、今回、特定利
用空港・港湾に指定された場合は、平時から自衛隊が
その空港や施設を使用できることになっています。そ
うすると、有事の際、その施設を国民保護を行う施設
として使用することはできない可能性も高いですし、
実際、既に破壊されて空港や港が使用できなくなった
場合の住民避難について、県としてはどういう取組、
考えがあるのか教えてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県では、現時点において、武力攻撃事態において特
定利用空港・港湾が利用できなくなった場合のことを
想定して、住民避難の具体的な検討をしているもので
はございません。有事の対応は様々で、一概にどのよ
うな対応になるのかというのを申し上げることはまた
困難だと考えております。実際に、空港・港湾に識別
させるために特殊標章を使用させるかについては、そ
の時点の状況に応じて慎重に検討されるべきものであ
り、県としましては、万が一有事が起こった場合に備
えて、国民保護法に基づき適切に対応ができるよう取
り組んでいるというところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　特定利用空港・港湾については、
インフラ整備が進むというメリットがある一方で、こ
こが破壊された場合の住民の不安があるというふうに
地元から聞いておりますので、そこのところをどう対
応するか引き続き検討をお願いします。
　次に、世界遺産環境整備についてです。
　まず、西表島の県道の除草の件なんですけれども、
実際今、繁茂しているということで答弁があったの
で、なかなか除草が追いついてないという状況だと思
います。ただ、それにも限界があるということは私も
分かります。人が生活の利便性を求めると自然環境を
破壊することにつながってしまうこともある事例だと
思いますので、この問題に関しては道路管理課だけで
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はなく環境部とも連携して、世界遺産の場所のインフ
ラ整備について、この利便性と環境保全との折り合い
をどのようにつけていくのか、除草ができない道路を
そのまま放置するのかとかも含めて地元の人の意見も
聞きながら模索してほしいです。
　もう１点。
　引渡し後も―北部訓練場跡地の件なんですけれど
も、引渡し後も発見がされている状況ですので、これ
については引き続き県として積極的に防衛局に対し

て、調査・撤去を求めていってほしいと思います。
　意見で終わります。
○中川京貴 議長　以上で本日の代表質問は終わりま
した。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次回は、明３日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時43分散会
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令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

令和６年10月３日（木曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第３号
令和６年10月３日（木曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

 
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
 

出　席　議　員（47名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
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５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員

23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員
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玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事

池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長

宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
當　間　秀　史　　公 安 委 員 会 委 員
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
渡嘉敷　道　夫　　代 表 監 査 委 員

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　次呂久成崇議員。
　　　〔次呂久成崇　議員登壇〕
○次呂久　成崇  議員　ケーラネーラ　クヨーム　
ナーラ。
　会派おきなわ新風の次呂久成崇です。
　それでは、代表質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、訪米では米国議会・政府関係者にとどまら
ず、保守系シンクタンクや大学での意見交換など、こ
れまで以上に沖縄の基地問題を直接伝え、議論を喚起
する成果が出たと評価するものだが、知事の手応えを
伺う。
　(2)、県議団で南米訪問を行った後、現地で要望の
あったオキナワ道路早期整備の要請を知事が外務大臣
宛てに行った。大臣の反応を伺う。
　(3)、2025年度の沖縄振興予算について。
　ア、内閣府が2820億円を概算要求した。県が要請
した金額・内容と比較しての受け止めを伺う。
　イ、2021年から市長会・町村会との共同要請を
行っていたが、今年は別での要請となった。一括交付
金が増えない一方で、市町村が要望する特定推進交付

金などの予算は増え、また特定利用空港・港湾整備予
算を要請する町村もある。今後、沖縄振興予算の在り
方として県はどのような展望を描く考えか。
　(4)、政府が県内の特定利用空港・港湾の指定を
進める中、10月下旬から行われる日米共同統合演習
キーン・ソードでは、県内の３空港・４港湾を使用す
る計画となっている。新石垣空港には米軍の高機動ロ
ケット砲システムＨＩＭＡＲＳが持ち込まれる。今
後、特定利用空港・港湾に指定されれば、県内の民間
インフラが日常的に使用されることが懸念される。知
事の見解を伺う。
　(5)、候補に挙がっている県内の空港・港湾につい
て、港湾法や空港法との整合性、他事業への影響など
政府とどのような調整が行われてきたのか、その詳細
と知事の見解、県の方針を伺う。
　２、農水産行政について。
　(1)、物価高と子牛競り価格下落で苦しい経営が続
く畜産農家へ県が行った支援実績と今後の取組を伺
う。
　(2)、これまでの支援をもってしても、畜産農家が
苦しい状況にある。支援内容の見直しが必要ではない
か。例えば、飼料代支援を粗飼料支援に切り替えるな
どの要望があったが対応を伺う。
　(3)、鶏卵業界では、かつて県民のたんぱく源確保
のために最低生産目標があったという。食料自給の観
点から、生産農家を支援する際、一つの指針になる考
え方ではないか、見解を伺う。
　(4)、サトウキビ産業は生産者の高齢化や担い手不
足、耕作放棄地の増加など様々な課題を抱えている。
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県の施策について伺う。
　(5)、ヤギ生産の課題と施策、県畜産業の位置づけ
と今後の展望について伺う。
　(6)、川平リゾートホテルの農地法に係る事務処理
要領に基づく事務処理については、転用事業が実現す
る見込みを判断するために申請者の状況を確認してい
るとのことだったが、その後の対応について伺う。
　３、教育・福祉医療行政について。
　(1)、病院事業局の勤務管理システムが８月１日よ
り本格稼働したが、給与未払いが発生している。この
システム開発・導入について、これまで問題点を指摘
してきたが、今回の事態を受け契約プロセスと開発開
始以降の見直しができなかったことについてどう受け
止めているのか、見解を伺う。
　(2)、病院事業局は内部統制するべきではないか、
見解を伺う。
　(3)、県立病院の医師・看護師不足の現状と対策に
ついて伺う。
　(4)、旧八重山病院跡地利用計画の進捗について伺
う。
　(5)、八重山圏域における急患搬送用恒久ヘリポー
ト設置の検討状況について伺う。
　４、県職員及び教職員、病院事業局職員の居住確保
について。
　(1)、離島赴任に当たり、職員の居住確保と高額な
家賃負担が問題となっている。宮古・八重山に赴任す
る職員は毎年何名いるのか、職員住宅及び民間住宅の
割合について把握しているか伺う。
　５、公共交通の構築について。
　(1)、９月に実施された、わった～バス利用促進乗
車体験事業について、県民へのアンケートや事業の効
果検証結果などを踏まえて今後の展開を検討するとし
ていたが、事業期間が終了するに当たり改めて今後の
展開のスケジュールを伺う。
　(2)、第一航空が石垣―波照間間、石垣―多良間間
の離島２路線の運航を開始して９か月となるが、搭乗
率が低調していると聞いている。課題と今後の対応に
ついて伺う。
　６、特定目的税（宿泊税）導入について。
　(1)、税の使途について、業界団体からは新たな基
金で運用をとの提案がある。沖縄県観光振興基金が既
に存在するが、新たな基金について県の見解を伺う。
　(2)、今後、北谷町や石垣市、竹富町など独自で導
入を検討している自治体とどのように協議していくの
か、また配分額について自治体とどのように協議を続
けていくのか伺う。

　７、土木環境行政について。
　(1)、持続可能な国際観光景観モデル事業につい
て、宮古・八重山地域は本事業の成果を踏まえ良好な
沿道景観形成の取組を展開していくことになっている
が、追加は検討されているのか伺う。
　(2)、７月に発生した台風３号で上原港近くの県道
白浜南風見線沿いの電力柱が護岸擁壁崩壊で倒壊寸前
の被害があった。県道沿いの電力柱が倒壊すると西表
西部地区及び鳩間島、船浮地区まで全て電気・電話・
ネット等が使用できず孤立してしまう。このような地
域から優先的に無電柱化に取り組むべきだと考えるが
見解を伺う。
　(3)、与那国町の樽舞湿原は平成28年から令和３年
度にかけて現地調査及び文献調査が実施され、沖縄県
のレッドデータブック掲載種や環境省のレッドリスト
掲載種が確認されている。この調査結果を踏まえ、さ
らに希少種の状況等を追加・補足調査する必要がある
のではないか、見解を伺う。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　本日もよろしくお願いいたします。
　次呂久成崇議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
訪米の手応えについてお答えいたします。
　今回の訪米においては、国務省・国防総省、連邦議
会議員、有識者など多くの方々と面談し、沖縄の基地
負担の現状等について直接伝えることができました。
面談した議員からは、性的暴行事件などについて書簡
を提出するとの発言があったほか、民主党のプログ
レッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、議員補佐官を
集めたブリーフィングといった議会に関する新たな取
組を行いました。また、今回初めて共和党系シンクタ
ンク、ハドソン研究所で講演を行ったほか、ジョー
ジ・ワシントン大学やコロンビア大学でのシンポジウ
ムでも私が英語で講演を行いました。シンポジウムに
参加した学生からは、沖縄の問題解決のために自分た
ちに何ができるかなど、多くの方々から質問や意見が
あり、県の考えが米国の方々に着実に伝わったのでは
ないかと手応えを感じています。今後、面談した連邦
議会議員等との継続的な意見交換やネットワークを構
築することが重要と考えており、引き続きワシントン
駐在によるフォローアップ等に取り組んでまいりま
す。
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　次に１の(2)、オキナワ道路早期整備の要請につい
てお答えいたします。
　令和６年８月17日に、ボリビア国サンタクルス県
でコロニア・オキナワ入植70周年記念祭典が執り行
われ、県からは池田副知事を派遣いたしました。現地
での現場視察、沖縄県人会等との意見交換により、オ
キナワ道路の未舗装区間が移住地住民の生活に多大な
支障を及ぼしている現状を把握いたしました。
　沖縄県としては、これらの現状を改善する何らかの
対応が必要であると判断し、８月30日に私から外務
大臣宛て、オキナワ道路の早期整備について要望を行
いました。オキナワ移住地とサンタクルス市を結ぶ未
舗装区間の早期整備についてボリビア国等に働きかけ
を行うこと、特にオキナワ移住地内の未舗装区間につ
いては、政府として早急な舗装整備の検討を行うこと
を求めたところです。対応した穂坂政務官からは、大
臣にしっかりと伝えるとの発言があり、現在、外務省
において対応が検討されているものと考えておりま
す。
　次に、公共交通の構築についての御質問の中の５の
(1)、わった～バス利用促進乗車体験事業の今後の展
開についてお答えいたします。
　沖縄県では、９月４日から29日までの毎週水曜日
と日曜日の路線バス運賃を終日無料とする、わった～
バス利用促進乗車体験事業を実施いたしました。この
事業を通じて、多くの県民がバスでの移動を体験し、
自家用車のみならずバスでも移動できることを認識し
ていただくことができたと考えております。私も、
初日の９月４日と最終日の29日にバスに乗車させて
いただきました。そして、車内でも県民の方々からい
ろいろな声を聞かせていただくことができました。今
後、乗客者数のデータや交通量の変化、県民アンケー
トの結果など様々な効果を検証し、年内には中間取り
まとめを行いたいと考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(3)のア、沖縄振興予算概算要求に対する受け止め
についてお答えします。
　内閣府は、総額2820億円の令和７年度沖縄振興予
算の概算要求を行いました。今回の概算要求では、離
島住民等の移動費負担軽減に係る経費等が新たに項目
立てされたほか、沖縄振興一括交付金などの地方向け
補助金が増額要求されるとともに、事項要求として水

道施設の緊急整備等が盛り込まれるなど、御配慮いた
だいたものと考えております。しかしながら、概算要
求額は、県が要望した3000億円台に届かなかったこ
と、沖縄振興一括交付金は、県と市町村が求めてきた
所要額となお乖離があるものとなっております。
　同じく１の(3)のイ、今後の沖縄振興予算について
お答えします。
　沖縄振興予算については、沖縄が抱える特殊事情か
ら生じる政策課題に対応するために措置されるもので
あることから、これらが解消されるまでは継続される
必要があると考えております。特に沖縄振興一括交付
金は、沖縄振興に資する事業を県と市町村が自主的な
選択に基づき実施できる制度として創設され、離島の
不利性や子どもの貧困問題など、全国一律の政策では
解決困難な課題や地域が抱える課題への対応に大きく
貢献しております。
　県としましては、今後も国直轄事業を含む沖縄振興
予算の総額が確保されるとともに、沖縄振興一括交付
金をはじめとした地方向け補助金の所要額が確保され
るよう関係機関と連携し取り組んでまいります。
　次に４、県職員及び教職員、病院事業局職員の居住
確保についての(1)、離島に赴任する県職員の人数及
び職員住宅の入居割合についてお答えします。
　知事部局職員のうち、令和６年４月に宮古地域に赴
任した者は58人、八重山地域に赴任した者は47人と
なっております。そのうち、宮古地区においては入居
を希望した職員42人のうち約８割に当たる33人が、
八重山地区においては入居を希望した職員35人全員
が職員住宅に入居しております。
　知事部局においては、令和６年度から宮古地区にお
いて民間賃貸物件の借り上げを行い、住宅確保に取り
組んでいるところです。引き続き、借り上げ戸数の増
など、職員の負担軽減を図ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(4)及び(5)、特定利用空港・港湾についてお
答えいたします。１の(4)と１の(5)は関連しますの
で、一括してお答えいたします。
　政府の説明によると、特定利用空港・港湾とは、民
間との共用を前提に、自衛隊等が利用できるよう、整
備または既存事業の促進を図り、併せてインフラ管理
者との間で円滑な利用に関する枠組みを設ける施設と
のことでありました。現時点において、軍事目標等を
規定するジュネーブ条約との関係や米軍の利用、整備
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後の運用など、不明な点が残されていることから、引
き続き国に対し確認を行うなど適切に対応してまいり
たいと考えております。
　次に７、土木環境行政についての(1)、持続可能な
国際観光景観モデル事業の取組についてお答えいたし
ます。
　本事業は、沖縄らしい世界水準の観光地にふさわし
い良好な沿道景観の形成を図り、観光振興に資する事
業となっております。県では、本事業を活用して、重
点管理路線の５か所について、魅せる沿道景観の整備
や官民連携による維持管理体制の構築などを実施する
こととしております。これら以外の宮古・八重山地域
を含む重点管理路線については、本事業の成果及び他
事業を活用し、良好な沿道景観形成の取組を展開して
いくこととしております。
　次に同じく７の(2)、無電柱化の取組についてお答
えいたします。 
　無電柱化については、防災性の向上、安全で快適な
歩行空間の確保及び良好な景観の形成等を目的として
おり、緊急輸送道路及び離島地域において重点的に取
り組んでおります。整備に当たっては、電線管理者及
び市町村等の理解・協力が不可欠であることから、引
き続き関係者との合意形成に努め、無電柱化を推進し
ていきたいと考えております。また、道路施設が被災
した場合についても、関係機関と連携しながら早急な
復旧に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、農水産行政について
の中の(1)、畜産農家への支援実績と今後の取組につ
いてお答えいたします。
　県では、畜産農家の経営安定を図るため、令和４年
度からこれまでに、飼料価格高騰対策や肉用子牛価格
安定対策として、27億7000万円を支援してきたとこ
ろです。また、経営が厳しい畜産農家に対し、様々な
相談に対応するため相談窓口を設置し、肉用牛経営緊
急サポート体制の強化に努めるとともに、制度資金の
利子補給、返済期間の延長を含めた償還猶予等に取り
組んでおります。引き続き、生産者や市町村、関係団
体と連携し、畜産農家の経営安定に努めてまいりま
す。
　同じく２の(2)、畜産農家への飼料に係る支援策に
ついてお答えいたします。
　県では、飼料価格高騰対策として、令和４年度より
配合飼料購入費の一部補助等を実施しておりますが、

粗飼料生産への支援に対する要望があると認識してお
ります。本県は、他県と比較して牧草の生産性が高い
ことから、草地整備や機械導入事業等の粗飼料生産支
援を行っております。また、各家畜保健衛生所に相談
窓口を設置し、粗飼料生産に対する技術指導を強化し
ております。引き続き、生産者や市町村、関係団体と
連携し、飼料自給率向上に向けた支援に取り組んでま
いります。
　同じく２の(3)、鶏卵農家の支援についてお答えい
たします。
　県内鶏卵生産量は、令和元年から令和５年にかけ
て年間約１万8000トン前後で推移しております。国
は、鶏卵の取引価格が補塡基準価格を下回った場合に
差額の９割を補塡する鶏卵生産者経営安定対策事業を
実施しており、県は、当該事業における生産者積立金
の一部補助を行っております。また、鶏卵農家の収益
性向上を図るため、畜産クラスター事業による機械導
入支援を行っております。
　県としましては、引き続き関係団体等と連携し、鶏
卵農家の支援に取り組んでまいります。
　同じく２の(4)、サトウキビに係る県の施策につい
てお答えいたします。
　サトウキビ生産は、近年、台風等の気象災害や農家
の高齢化、耕作放棄地の増加等が課題となっておりま
す。
　県としましては、①ハーベスタ等の導入による機械
化の促進、②生産法人の育成、作業受委託組織の支援
等による担い手育成対策、③農地耕作条件改善事業等
を活用した耕作放棄地の解消、④さとうきび増産基金
を活用した気象災害からの生産回復など、生産性の向
上に取り組んでおります。引き続き、関係機関と連携
し、サトウキビの生産振興に取り組んでまいります。
　同じく２の(5)、ヤギ生産の課題と今後の展望につ
いてお答えいたします。
　ヤギ肉は、伝統的に食されている沖縄独特の畜産物
であると認識しております。県では、飼養頭数の増加
や経営改善の面からヤギ肉の供給安定を図るため、管
理技術向上の実証試験や講習会の実施、収益性のある
モデル農家を調査しており、今後の優良な農家育成に
努めているところです。また、沖縄県山羊振興協議会
では、ヤギ肉量を増加させるため、体型を大型化する
改良目標を定め、ヤギ肉の安定供給を図っていくこと
としております。引き続き、ヤギ生産振興に努めてま
いります。
　同じく２の(6)、農地法に係る事務処理についてお
答えいたします。
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　国が定める農地法に係る事務処理要領では、許可権
者は事業者に対し、速やかに事業計画どおり行うよう
指導した上、従わない場合には勧告する必要がありま
す。一方、事業計画の変更を行うことで転用目的を実
現する見込みがあると認められるときは、勧告に代え
て変更手続を行うよう指導することが適当とされてお
ります。本事案は、建築物の高さ制限に係る石垣市風
景づくり条例の見直しを踏まえ、計画変更の手続が可
能となることから、これらの動向を注視するととも
に、変更手続について事業者と調整しているところで
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　３、教育・福祉医療行政
の御質問の(1)、病院総務システムの開発についてお
答えします。
　病院総務システムは、県立病院における事務の効率
化等を図るため、令和４年度に導入を決定したもので
すが、当時の契約締結に係る監査委員からの指摘、導
入後の追加改修の経緯を振り返りますと、導入及び改
修の過程において反省すべき点があったものと受け止
めております。また、このたびのシステム稼働後の手
当の支給誤りに対しては、現在対応中であります。対
象となった職員に御迷惑をおかけしており、申し訳な
く思っております。他方、勤務実績の見える化、ユー
ザーインターフェースの配慮など、職員から一定の評
価もいただいており、今後ともシステムの安定的な運
用に努めてまいります。
　同じく(2)、病院事業局の内部統制についてお答え
します。 
　病院事業局においては、これまで各病院の事務部各
課に係長を配置し、事務執行のチェック機能を強化し
たほか、本庁に財務事務の適正化を行う担当者を配置
する等、体制整備を図ってきたところです。しかしな
がら、依然として定期監査において会計処理等に関し
て指摘を受けていることから、今後も法令遵守や事務
の適正化等についての取組を強化する必要があると考
えており、病院現場の状況も踏まえながら実効性のあ
る取組について検討してまいります。
　同じく(3)、県立病院の医師・看護師不足の現状と
対策についてお答えします。
　医師については、令和６年７月１日現在、欠員が
68名となっております。医師の確保・定着に向けた
取組を行うとともに、県内外の医療機関からの応援派
遣や会計年度任用医師の任用等により、必要な医療を

提供できるよう対応しているところです。看護師につ
いては、令和６年７月１日現在、欠員が101名となっ
ております。採用者数の増加に向け試験実施方法の見
直しや周知の強化を図るほか、住宅の確保など勤務環
境の整備にも取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
　同じく(4)、旧八重山病院跡地利用計画の進捗につ
いてお答えします。
　旧県立八重山病院跡地の利活用については、地元と
の意見交換や関係部局と協議を重ねているところで
す。
　病院事業局としましては、できる限り早期に地域医
療体制にも配慮した跡地利用の考え方を提示できるよ
う取り組んでまいります。
　４、県職員及び教職員、病院事業局職員の居住確保
についての御質問の(1)、宮古・八重山に赴任する職
員の人数及び職員住宅の入居割合についてお答えしま
す。
　病院事業局においては、令和６年４月に宮古病院に
赴任した職員は96人、八重山病院に赴任した職員は
84人となっております。そのうち、宮古病院におい
ては赴任した職員の約２割に当たる20人が、八重山
病院においては約４割に当たる35人が職員住宅また
は借り上げ住宅に入居しております。
　病院事業局としましては、離島に赴任する職員の勤
務環境の整備に向け、職員住宅の修繕・整備や民間賃
貸物件の借り上げなど、住宅確保の支援に取り組んで
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　３、教育・福祉医療行政に
ついての中の(5)、八重山急患搬送用ヘリポートの検
討状況についてお答えいたします。
　県では、県立八重山病院、石垣市及び関係者から挙
げられてきた意見等を勘案しながら、様々な案を検討
しているところであります。これまで石垣市からは、
地上型ヘリポート案に対して、土地利用の高度化への
影響を懸念する意見があったことから、その影響が最
小限となるよう、飛行経路をＬ字型とする新たな地上
型ヘリポート案を作成し、９月18日に石垣市に対し
提示したところです。
　県としましては、提示した案に対する石垣市からの
回答を待っている状況であり、引き続き地元関係機関
と丁寧な調整に努めてまいります。
　以上になります。
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○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　４、県職員及び教職員、病院事
業局職員の居住確保についての中の(1)、宮古・八重
山に赴任する教職員の数等についてお答えいたしま
す。
　県立学校の教職員のうち、令和６年４月に宮古地区
に赴任した者は108人、八重山地区も同じく108人と
なっております。そのうち、宮古地区においては入
居を希望した教職員59人のうち約３割に当たる19人
が、八重山地区においては入居を希望した教職員30
人のうち７割に当たる21人が教職員住宅に入居して
おります。
　県教育委員会としましては、離島に赴任する教職員
が職務に従事できる環境整備に向けて、民間賃貸物件
の借り上げなど、住宅確保の支援について検討してま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　５、公共交通の構築について
の中の(2)、第一航空の石垣発着路線の課題等につい
てお答えいたします。
　令和６年１月から就航した第一航空の石垣発着路線
については、路線の周知不足をはじめ、運航曜日や時
間帯について、使いづらい等の声が上がっていると聞
いております。そのため、就航自治体や関係団体で構
成される分科会において、運航曜日や時間帯の検討に
加え、需要喚起策についても取り組んでいるところで
す。具体的には、ＳＮＳ等を活用した離島地域のプロ
モーション強化や就航自治体によるイベントを実施し
ているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　６、特定目的
税（宿泊税）導入についての(1)、新たな基金と観光
振興基金についてお答えいたします。
　宿泊税の税収については、適切な管理執行の観点か
ら、基金を設置して他の歳入と区別して管理するもの
とし、積み立てた基金から特定事業の財源として充当
する予算編成の仕組みを検討しております。宿泊税を
導入する段階で、同税を管理するための新たな基金を
設置し、既存の観光振興基金を廃止する方法または観
光振興基金で宿泊税を管理する方法が想定されます。
具体的な方法については、今後、観光関連団体等と意

見交換を重ねながら検討してまいります。
　同じく６の(2)、独自で導入する自治体との協議と
配分についてお答えいたします。
　観光目的税（宿泊税）の導入を予定している市町村
は、本部町、恩納村、北谷町、宮古島市、石垣市の５
市町村となっております。竹富町は、オーバーツーリ
ズムなど持続可能な観光地づくりの課題に対応するた
め、使途を定めない法定外普通税である訪問税（仮
称）の導入を目指していると聞いております。
　県としては、納税者の過重な負担とならないよう、
宿泊税の導入を予定している市町村と丁寧な調整を行
うとともに、竹富町とは課税標準が異なりますが、情
報共有など連携を図ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　７、土木環境行政について
の(3)、樽舞湿原での希少種調査の実施についてお答
えいたします。
　県が、平成28年度から令和３年度にかけて、県全
域における生物多様性を総合的に評価等をするために
行った野生動植物の生息・生育状況調査において、樽
舞湿原についても調査を実施し、県レッドデータブッ
クの掲載種を確認しております。現在、令和８年度の
レッドデータブックの改訂に取り組んでいるところで
すが、専門家で構成する分科会において、同湿原にお
ける希少種の生息・生育状況等を踏まえ、補足的な調
査が必要かどうか検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　再質問を行います。
　農水産行政についてなんですけれども、私がこの肉
用牛繁殖農家、また肥育農家と意見交換する中で多
かった要望、支援―どういった支援が必要かという
ことで、やはり今経営維持に必要な運転資金の確保の
ために、新たな基金を設置してほしい。そしてまた、
今借入れをしている利子の助成といった内容がとても
多かったというふうに思います。その中で具体的に、
例えば母牛１頭当たり10万円から15万円の支援をし
てほしいとか、あとは返済期間の延長、そしてその利
子の据置期間の間の利子助成。こういった具体的な要
望がありました。こういった運転資金に係る支援の要
望については、これまでも経済労働委員会のほうで取
り上げているんですけれども、改めて県の認識と取組
について伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
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○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、令和６年９月に県内各金融機関に対して、
返済期間、据置期間の延長等の配慮を求める文書を発
出いたしました。その際に、沖縄振興開発金融公庫、
そしてＪＡおきなわなど関係機関と現状について意見
交換などを行っております。同公庫、ＪＡおきなわに
おける畜産関係資金については、元金据置きや償還期
間の延長などの条件変更が行われております。また、
畜産農家の負債整理資金である畜産特別資金では、希
望者４名に対しまして審査会を実施し、償還期間の延
長、償還額などの条件変更を行っております。引き続
き、畜産農家の経営安定に努めてまいります。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　この飼料高騰対策、そして肉
用子牛安定価格対策、こちら先ほど答弁のほうでもこ
れまで27億7000万の支援をしてきたということなん
ですけれども、それでもやはり経営を維持していくに
は本当に今大変な状況なんですね。例えば窓口でその
飼料、肥料等を購入する際に支援はあるんですけれど
も、例えば１月から３月に購入したものに関しては、
その３か月後、四半期ごとの支払いになるわけですか
ら、その後に農家のほうに入ってくるわけですよね。
ところが、窓口で買うとき、今買うときのお金がな
い。資金がない。これが現状なんですよ。ですから、
今制度の問題とかありますけれども、本当に今必要な
支援は何なのかということを、県はしっかりと関係機
関、また生産農家とも意見交換をして、ぜひそういう
施策を展開していただきたいなと思います。
　そしてもう一つ、この現状として、今子牛価格の下
落ということが報道されているんですけれども、もう
一つ、この競り市場に行って確認をすると、今この成
牛の上場頭数が増加しています。これは妊娠牛も多い
んですけれども、これが離島の家畜市場では本当に顕
著であるというふうに思っています。この成牛、妊娠
牛のこの平均価格―中には妊娠していない牛もいま
すけれども、八重山では、１頭19万8000円、黒島で
は15万5000円、宮古でも15万6000円という状況な
んですね。このような状況が続けば―県が掲げてい
るこの増殖目標というのが令和６年２月に公表されて
いるんですけれども、増殖目標は９万330頭なんです
よ。ところが、このように成牛が競りに出されるとい
うことは母牛が減っていくわけですから、この目標を
達成することはやはり困難になるというふうに思いま
す。ですから、今じゃあどういった支援が必要なのか
というのは、やはり真剣に考えないといけない。ぜひ
対応をお願いしたいのですが、県の見解を伺いたいと

思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、いまだ厳しい経営状況が続い
ていることから、６月補正にも飼料価格の高騰対策で
すとか、肉用子牛の価格安定対策ということで拡充し
てきたところではありますけれども、それだけではな
くて、技術指導も併せて強化していくと同時に、様々
な相談に対応するように窓口を設置しまして、現在、
家畜競りの開催日に合わせて家畜保健衛生所のほうで
ブースを設けておりまして、いろんな相談ですとか技
術指導、また優良繁殖の―何ていうんですか、増殖
に関する相談等様々な相談ということで、サポート体
制を強化しております。また、制度資金の利子補給と
か返済期間の延長も含めた取組も行っておりますけれ
ども、また、国のほうにも８月に関係団体と一緒に支
援の要請ということで行っておりますので、引き続
き、関係団体と連携しながら、畜産農家の経営安定を
継続して進めてまいりたいと思っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　離島では、この配合飼料や肥
料等畜産資材の本島の価格と離島地区の価格格差、こ
ちらのほうを助成してほしいといったそういった切実
な声もあります。
　知事、11月３日に県畜産共進会が開催されますが、
このような厳しい状況だからこそ知事が自ら出席し
て、直接農家の皆さん、また関係者の皆さんと意見交
換しながら激励をしていただきたいと思いますが、ぜ
ひ前向きに検討していただきたいと思います。
　次に、ヤギ生産について伺います。
　ヤギは、沖縄の伝統的食材、食文化という認識があ
るということで、飼養頭数増加の取組も行っていると
いうことなんですが、現実的にはこの供給が需要に追
いつかない。そして、飼養頭数や飼養戸数も減少して
いるというのが現状なんですね。先ほど和牛のほうで
は増殖目標というのが設定されているんですけれど
も、ヤギに関してはそういう増殖目標であったり、将
来的なビジョンというのがやはり見えないんです。そ
れについて、県は畜産界においてこのヤギというのを
どのような位置づけにしているのかというのを、私は
やはりしっかりと方向性を示さないといけないという
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ふうに思っております。これは要望なんですけれど
も、来月16日、17日に宮古島市で全国山羊サミット
宮古島大会があります。ぜひ県のほうも出席をして、
この生産者や関係機関と意見交換をしながら、この沖
縄の畜産業におけるヤギ生産の方向性、将来的なビ
ジョンというものをしっかりと意見交換していただき
たいと思います。
　次に、県職員及び教職員、病院事業局職員の居住確
保について伺います。
　先ほどの答弁を聞いても、やはりこの住居不足とい
うのがそれぞれ知事部局また教職員、病院事業局のほ
うでも分かるかと思います。住宅手当の上限というの
は２万8000円で、これは家賃５万9000円以上の場合
が上限２万8000円ということですよね。この宮古・
八重山では民間物件の家賃高騰によって、やはりこの
格差があるわけですよ。そこにどれだけの格差がある
かという、ぜひ実態調査というものを行っていただき
たいと思います。八重山病院のアンケート調査では、
この職員宿舎があれば入居希望と回答したのは94％
あったわけですから、ぜひこのような実態調査を実施
していただきたいと思いますが、見解を伺いたいと思
います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　特に宮古地区におきまして、
家賃高騰により職員の負担が増しているという状況に
ついては把握しております。今議員おっしゃっていま
したように、住居手当の上限が２万8000円というと
ころにつきましては、国や他県、民間の支給状況、職
員の家賃負担の状況等を総合的に勘案し、公民の格差
を考慮して行われる人事委員会勧告を踏まえて必要な
改定を行っているという状況がございます。一方、離
島赴任職員につきましては、特地勤務手当、準特地勤
務手当の支給がなされているところではございます。
ただ、おっしゃるとおり、負担する家賃が高騰すると
いうこともございますので、議員御提案のあります調
査について、離島赴任に係る職員負担の実態を把握
し、その対策に資するような取組、それにつながるよ
うな把握の仕方について検討していきたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　公共交通の構築についてなんですけれども、この離
島航空路線について伺います。
　当初の利用見込み人数と実際の乗客数が乖離してい
る現状がありますが、この両路線の搭乗率について伺

います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　石垣―多良間路線、石垣―波
照間路線、両路線ございますが、１月の運航開始から
８月までの搭乗率になりますが、両路線合わせまして
11.9％の搭乗率となっております。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　この両路線は、チャーター便
ですよね。それで、この運航コストが高くなっている
んですけれども、その赤字は県と町村が負担し、負担
割合は県と町村で２対１ということになっていて、県
が約9400万、多良間村が2600万、竹富町が2000万
の想定なんですけれども、現状はさらに増す可能性が
あるというのが今の搭乗率でも分かるかと思います。
やはりこの財源規模が小さい町村というのは、そうな
るとかなり厳しい状況に置かれると思いますが、この
両路線の維持に向けた取組について再度伺いたいと思
います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　答弁でも御説明いたしました
が、現在その搭乗率の増加に向けて就航自治体を中心
にイベントの開催であるとか、ＳＮＳを活用した就航
の周知であるとか、そういったものに取り組んでおり
ます。それから、第一航空においてもコストの低減で
あるとかそういったところも取り組んでおります。搭
乗率がかなり低調ということがございますので、今後
財政負担を減らす意味でも搭乗率のアップに向けて取
り組んでまいりたいと思っております。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　離島の足を維持するために、
しっかりと連携して取り組んでいただきたいと思いま
す。
　最後に、宿泊税についてです。
　この宿泊税の運用は、沖縄観光振興戦略検討会議
（仮称）を設置し、沖縄観光コンベンションビュー
ローに事務局を委託する考えだと一部報道されていま
したが、税収入の使途、運用を外部団体等に委託、委
ねることは可能なのでしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　宿泊税の運用に当たりましては、使途の検討や事業
効果の検証などを行うこととして、沖縄観光振興戦略
検討会議―仮称でございますが、それを設置するこ
とを今検討しております。沖縄観光コンベンション
ビューローにつきましては、同検討会議の事務局とし
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ての役割を担っていただくことを想定しております。
なお、宿泊税は当然ながら県の歳入でございますの
で、県において予算編成、事業の執行を行い、議会で
予算を審議していただくことになります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　あと、この課税対象なんです
けれども、例えばこの離島の児童生徒でも多い生徒に
関しては、年に五、六回ほど県大会への派遣等があり
ます。また、通院、出張、そして冠婚葬祭などで本島
から離島に行く回数と離島から本島に行き、宿泊施設
を利用するケースというのはやはり圧倒的に多いわけ
なんですね。そこで税導入の目的が観光振興で、受益
者は観光客ということであれば、観光に関わりのない
県民、特に離島住民の宿泊はやはり課税対象外とする
べきではないかというふうに思いますが、見解を伺い
ます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　現在、観光関連団体や有識者等で構成する委員会、
これを設置してその中で離島住民または県民の課税免
除についても議論しております。
　県としましては、総務省との意見交換や同検討委員
会の議論等を踏まえて、今後判断していきたいと思っ
ております。
　以上です。
○中川京貴 議長　次呂久成崇議員。
○次呂久　成崇 議員　あと、配分額についてなんで
すけれども、独自で税導入を検討している自治体との
配分額の協議内容なんですけれども、現在税導入を検
討していなくても、宿泊施設が多い自治体が導入を検
討している自治体との協議状況によっては、今後独自
の税導入を検討するということも十分に考えられると
いうふうに思います。また、地域によって観光入域客
数も違います。八重山のように、例えば宿泊は石垣市
内の宿泊施設、そして観光は竹富町の島々とか、また
与那国のほうに日帰りをするといった場合に、やはり
この自然環境の負荷であったり、地元住民の生活、ま
たオーバーツーリズムの問題というのは、その地域の
住民の皆さんにかかってくるわけですから、こういっ
た地域における課題に即した政策が必要という観点か
らすると、やはりそういう必要な財源を確保する手段
として、この観光客の受益者負担による宿泊税を活用
したい、拡大したいと考える自治体が今後増えるとい
うふうに私は思いますが、そういった自治体が今後増

えるという―まあ想定なんですけれども、これにつ
いて今後県はどのような対応をしていくのか、見解を
伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　今現在、５市町村が予定をしております。今後のこ
とについてはちょっと今コメントを控えますが、今現
在の検討委員会での議論の中では、当然その５市町村
と県の配分の状況もそうですし、残りの税を導入しな
い市町村に対する補助金なり交付金の議論もしており
ます。そちらの状況を見てしっかり判断をして、今め
どとして最終的には10月、委員会で制度設計案をつ
くっていきたいと思っていますので、その結果を踏ま
えてまた議論していきたいと思っています。
○次呂久　成崇 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　この際、報告いたします。
　説明員として出席を求めた阿波連光公安委員会委員
長は、所用のため本日の会議に出席できない旨の届出
がありましたので、その代理として、當間秀史公安委
員会委員の出席を求めました。
　引き続き代表質問を行います。
　比嘉瑞己議員。
　　　〔比嘉瑞己　議員登壇〕
○比嘉　瑞己 議員　おはようございます。
　日本共産党県議団の比嘉瑞己です。
　代表質問を行います。
　まず初めに、10月１日に石破新政権が発足いたし
ました。このことは質問通告後に発生した重要な問題
でありますので、議長と執行部には連絡を済ませてお
り、先例を踏まえて質問を行います。
　新しく発足した石破新政権について。
　(1)、石破首相は、集団的自衛権の行使を可能とす
るアジア版ＮＡＴＯの創設や非核三原則の見直し、核
兵器の共有、憲法９条改憲などの持論を訴えておりま
す。軍事同盟強化、軍拡路線をさらに推進する危険な
政権ではないでしょうか。
　(2)、石破首相は米国内に自衛隊訓練基地を造るた
めの地位協定改定を述べておりますが、今必要なのは
日米同盟強化のための改定ではなく、米軍の特権的地
位を認めている日米地位協定の国内法適用のための抜
本改定ではないでしょうか。
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　(3)、石破首相は党幹事長時代には、当時の自民党
県選出・出身国会議員に辺野古新基地建設の県外移設
の公約を撤回させ、その記者会見の光景は多くの県民
の誇りと尊厳を傷つけました。新政権でも辺野古新基
地建設を推進する立場です。沖縄に米軍基地の負担を
押しつける石破新政権に対する知事の見解を伺いま
す。
　次に通告ですが、１番目、知事の政治姿勢につい
て。
　(1)、過重な基地負担や相次ぐ米兵による女性暴行
事件などを当事者である米国に直接伝える自治体外交
は重要です。就任以来４度目の訪米行動の成果と今後
の取組について伺います。
　(2)、沖縄の米軍基地問題解決のために、米国政府
や米国連邦議会などに直接要請するワシントン駐在の
役割は重要です。辺野古新基地建設やＰＦＡＳ汚染に
関する活動成果を問うものです。
　(3)、知事は昨年９月の国連訪問で、辺野古新基地
建設や日米地位協定、ＰＦＡＳ汚染など沖縄の米軍基
地問題を訴えました。国連訪問の成果を生かし、国際
社会への理解と協力をさらに広げるべきです。今後の
取組を問います。
　(4)、岸田前政権は台湾有事をあおり、与那国島な
どの住民ら計12万人の避難計画を示しています。こ
れは、先島諸島を戦場とすることを前提とした計画で
はありませんか。疎開船対馬丸の悲劇や捨て石とされ
た沖縄戦と同じ構図であり絶対に許されません。沖縄
を二度と戦場にさせないためにも、南西諸島への自衛
隊配備増強に反対すべきです。
　(5)、来月、県内で予定されている日米共同統合演
習キーン・ソードでは、米軍及び自衛隊のオスプレイ
を使用した訓練が計画されています。オスプレイは屋
久島沖での墜落事故や９月にも米国内でエンジンから
出火する事故を起こしており、構造的欠陥は明らかで
す。欠陥機オスプレイの即時運用停止・配備撤回を求
め、日米共同統合演習にも反対すべきです。見解を問
います。
　２つ目に、相次ぐ米兵による女性への暴行事件につ
いて。
　(1)、1997年に日米合同委員会で在日米軍に係る事
件・事故発生時における通報手続が合意されました。
合意以降の米軍関係者による凶悪犯について、国から
県への通報件数及び県警による検挙件数を問うもので
す。
　(2)、米軍犯罪の通報手続についての政府の新たな
運用方針は、可能な範囲で県に伝えるなど多くの問題

点を持っています。米軍の蛮行を放置するような姿勢
を許してはいけません。政府の新たな運用方針につい
ての見解を問います。
　(3)、昨年12月の米兵による少女誘拐暴行事件は、
公務外の事件であり、犯行現場は基地外にある容疑者
の自宅でした。現行の日米地位協定の下であっても逮
捕が可能であったのに、なぜ県警は容疑者を逮捕しな
かったのですか。また、警察行政を管理する公安委員
会としても今回の対応を正すべきだと考えますが、い
かがですか。
　(4)、被害者の人権よりも米軍を最優先する日米地
位協定は、抜本的に改定すべきです。見解を問いま
す。
　次に３、辺野古新基地建設について伺います。
　(1)、沖縄防衛局は県との事前協議を一方的に打ち
切り、軟弱地盤を抱える大浦湾でのくい打ち工事を強
行しましたが、進捗状況や工事費の支出から見ても、
政府の設計変更計画は既に破綻をしているのではない
でしょうか。
　(2)、宜野湾市の佐喜眞市長が普天間基地の返還時
期の明確化や所属機の段階的移駐を求めても、防衛大
臣は答えることができませんでした。完成する見込み
のない辺野古新基地建設は断念し、普天間基地の無条
件撤去を求めるべきであります。
　(3)、政府は、辺野古新基地建設に使用する埋立土
砂について、奄美大島からの調達を計画しています。
貴重な自然環境を守るために沖縄県外来生物侵入防止
条例を厳格に適用すべきです。県の対応を問います。
　(4)、海水温の上昇でサンゴの大規模白化が懸念さ
れております。沖縄防衛局がサンゴ移植を中止した理
由と県による潜水調査結果及び今後の対応を問うもの
です。
　(5)、安和桟橋での土砂搬出ダンプトラックによる
交通死傷事故について伺います。
　ア、車両乗り入れ部の許可を受けた事業者や発注者
である沖縄防衛局の安全管理義務を問います。
　イ、今回の事故は、沖縄防衛局が遅れている辺野古
新基地建設を急ぐために、安全確保よりも工事の進捗
を優先させた結果ではないでしょうか。見解を問いま
す。
　ウ、県警による捜査結果と沖縄防衛局の再発防止策
を問うものです。
　次に４、沖縄振興予算について。
　(1)、一括交付金の目的と2025年度の県要求額の必
要性と積算方法について問います。
　(2)、2025年度の概算要求額について、一括交付
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金や地方向け補助金など県の要求額は確保されました
か。内閣府の概算要求額への見解を問います。
　(3)、辺野古新基地建設に反対するオール沖縄の県
政が誕生して以降、国直轄事業額と地方向け補助金の
推移はどうなっていますか。沖縄振興特別措置法の目
的からも、基地と振興策のリンクはあってはなりませ
ん。見解を問います。
　５、公契約条例について。
　(1)、実効性ある公契約条例にするために以下の提
案を行います。県の見解を問います。
　ア、適正な労働条件を確保するための賃金下限額の
設定。
　イ、総合評価方式における賃上げ事業者への加点評
価。
　ウ、法令遵守のための下請事業者を含めた賃金支払
状況等の報告制度。
　６つ目に、住宅政策について伺います。
　(1)、高齢者、障害者、ひとり親世帯、低所得世帯
からの住宅確保に関する相談が増えております。家賃
補助制度を推進すべきと考えますが、いかがでしょう
か。
　(2)、入居後の不安から要配慮者に対する大家の拒
否感も大きいものがあります。住宅施策と福祉施策の
連携を強化するためにも、市町村の居住支援協議会の
設置を促進すべきです。県の対応を問います。
　最後に７、介護保険制度について４つお聞きしま
す。
　(1)、制度開始時と比べて高齢者の介護保険料は幾
らになりましたか。
　(2)、介護職の平均給与は全産業平均と比べて幾ら
ですか。
　(3)、介護報酬改定によって訪問介護の報酬が引き
下げられました。地域で最も身近な訪問介護の状況は
深刻です。訪問介護事業所がゼロ、あるいは１つしか
ない県内自治体は幾つありますか。
　(4)、安心できる介護制度にするために国庫負担の
引上げを求めるべきです。見解を問います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　比嘉瑞己議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、知事
訪米の成果についてお答えいたします。
　今回の訪米においては、米軍人による相次ぐ性的暴
行事件について、速やかに国務省・国防総省、連邦議
会議員等に対し、直接伝えることができたと考えてお

ります。また、議員との面談においては、辺野古新基
地建設問題やＰＦＡＳ汚染問題、オスプレイの安全性
など、沖縄に関連する問題に取り組んでいただいてい
る議員を中心に面談を行いました。面談した議員から
は、性的暴行事件等について書簡を提出するとの発言
があったほか、沖縄の現状について認識を共有し、今
後も問題解決に向け連携していくことを確認すること
ができました。今後、面談した連邦議会議員等との継
続的な意見交換やネットワークを構築することが重
要と考えており、引き続きワシントン駐在によるフォ
ローアップ等に取り組んでまいります。
　次に１の(3)、国連訪問の成果を生かした今後の取
組についてお答えいたします。
　昨年９月の国連訪問では、国連人権理事会本会議に
おいてスピーチを行うとともに、講演会、国連関係者
との面談などを実施しました。面談した国連関係者の
１人である、有害物質と廃棄物に関する国連特別報告
者のマルコス・Ａ・オレリャーナ氏については、沖縄
の基地とＰＦＡＳの問題に強い関心を示されたこと
から、本年11月に沖縄に招聘することといたしまし
た。来県の際には、関係者との面談や米軍基地周辺な
どの現地視察、シンポジウムでの基調講演などを予定
しております。
　沖縄県としましては、このような国際社会からの理
解と協力を得る取組を行うことで、沖縄県の取組を後
押しする国際世論を形成し、基地問題の解決の糸口に
したいと考えております。
　次に、辺野古新基地建設についての御質問の中の
(2)、普天間飛行場の無条件撤去についてお答えいた
します。
　普天間飛行場の危険性の除去は、政府と沖縄県、宜
野湾市の共通した課題であると考えております。去る
９月27日に就任挨拶で来庁された佐喜眞宜野湾市長
も、手法は異なるものの、普天間飛行場の固定化の回
避については一致した考えを示していただいたと理解
をしております。
　沖縄県としては、普天間飛行場の辺野古移設では、
同飛行場の一日も早い危険性除去にはつながらないと
考えていることから、引き続き政府に対し、普天間飛
行場負担軽減推進会議の早期開催、同飛行場の速やか
な運用停止を含む一日も早い危険性の除去、県外・国
外移設及び早期閉鎖・返還を求めてまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
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○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)、ワシントン駐在の活動成果についてお
答えいたします。
　ワシントン駐在は、米国政府や連邦議会関係者等に
対し、辺野古新基地建設問題やＰＦＡＳ汚染問題など
の沖縄の基地問題に関する精力的な働きかけを行って
おります。その結果、本年５月には、連邦議会下院に
おいて、海外の米軍施設とその周辺における米軍起因
のＰＦＡＳ汚染問題に関し、受入れ国と地元自治体へ
の速やかな通知等の義務づけを内容とする国防権限法
の修正案が提出されました。また、６月には、下院議
員から米国会計検査院に対し、普天間飛行場代替施設
建設事業の実現可能性等について調査を求める書簡が
送付されております。これらは、ワシントン駐在の日
常的な連邦議会議員及び補佐官への働きかけや意見
交換などの活動の成果であると考えております。今後
も、知事が訪米で面談した方々をはじめ、米国政府や
連邦議会関係者等との継続的な意見交換やネットワー
クを構築することが重要と考えており、引き続きワシ
ントン駐在によるフォローアップ等に取り組んでまい
ります。
　同じく１(4)、政府が示す避難計画及び南西諸島へ
の自衛隊配備増強についてお答えいたします。
　国民保護図上訓練については、特定の事態を想定し
たものではありませんが、令和４年度から、武力攻撃
の発生には至っていないが、事態が緊迫し、沖縄県に
おいて住民避難が必要となる武力攻撃予測事態を想定
し、先島５市町村の住民避難の要領について検討して
おります。自衛隊については、米軍基地の整理縮小、
さらなる米軍基地の返還を求めているところ、自衛隊
の配備増強が重なると、県民は不安を抱かざるを得な
いと考えております。このため県は、政府に対し、自
衛隊配備の予定及び検討状況等について事前に丁寧に
説明を行うこと等を要請しているところです。
　同じく１(5)、オスプレイの運用停止を求めること
等についてお答えいたします。
　オスプレイについては、昨年11月の屋久島沖にお
ける事故のほか、昨年８月にはオーストラリアで３
人が死亡する事故や平成28年には名護市安部で墜落
する事故が発生したほか、今年９月には米国内の空軍
基地においてエンジンから出火する事故が起きており
ます。このような中、県内の民間空港等においてオス
プレイによる訓練を実施することは、県民に事故の危
険性への不安等を生じさせるものであります。このた
め、今般計画されている日米共同統合演習について
は、県内における米軍及び陸上自衛隊のオスプレイの

使用自粛を求めたところです。引き続き、米軍及び日
米両政府に対して、オスプレイの配備撤回等を求めて
まいります。
　次に２、相次ぐ米兵による女性への暴行事件につい
ての中の(1)、1997年合意以降の凶悪犯通報件数につ
いてお答えいたします。
　知事公室における1997年の日米合同委員会合意以
降の米軍関係者による凶悪事件の国からの通報件数に
ついては、保管している資料を精査するとともに、沖
縄防衛局にも照会しているところです。
　同じく２の(2)、政府の新たな方針に対する見解に
ついてお答えいたします。
　本年６月に発生した米海兵隊員による不同意性交等
致傷事件については、９月20日に沖縄防衛局から在
日米軍による犯罪における国内情報共有体制に基づく
情報提供がなされております。今回の政府からの通報
は、事件発生から２か月以上が経過しており、県とし
ては事件の再発防止や県民・地域住民の安全確保の観
点からは、早期に通報がなされることが重要と考えて
おり、引き続き政府に対して速やかな通報を求めてま
いります。
　同じく２の(4)、日米地位協定の改定についてお答
えいたします。
　日米地位協定は、一度も改正されないまま締結から
94年が経過しており、安全保障を取り巻く環境や社
会情勢の変化、人権や環境問題などに対する意識の高
まり等の中で、時代の要求や国民の要望にそぐわない
ものとなっていると考えております。日本国が裁判権
を行使すべき米軍人等の被害者の拘禁移転について
は、日本国の要請に対し米国が好意的考慮を払うとの
運用改善が示されております。しかし、過去には明確
な理由が示されないまま、起訴前の身柄引渡しを拒否
された事例があることから、米側に裁量を委ねる形と
なる運用改善だけでは不十分であり、同協定の抜本的
な見直しが必要であると考えております。
　次に８、石破茂新政権の発足についての中の(1)及
び(2)、石破新政権による軍事同盟強化や日米地位協
定の改定等についてお答えいたします。８(1)と８
(2)は関連しますので、一括してお答えいたします。
　石破総理が就任以前のメディア取材等において、ア
ジア版ＮＡＴＯの創設や米国の核兵器の共有等につい
て述べていることは承知しております。一方で、昭和
35年に締結されて以来、64年間一度も改定されてい
ない日米地位協定の改定に取り組む考えも示しており
ます。石破新政権においては、日米地位協定の改定を
はじめ、沖縄の過重な基地負担の軽減に真 に取り組
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んでいただきたいと考えております。また、アジア太
平洋地域におけるさらなる発展と安定を維持するため
には、抑止力の強化だけでなく、域内における緊張緩
和と信頼醸成を促進することを目指すべきとの県の考
え方を十分に説明していきたいと考えております。
　同じく８(3)、石破新政権の辺野古新基地建設推進
に関する見解についてお答えいたします。
　県は、普天間飛行場の危険性の除去は辺野古移設に
関わりなく実現されるべき喫緊の課題であると考えて
おり、宜野湾市の佐喜眞市長も手法は異なるものの、
普天間飛行場の固定化の回避については一致した考え
を示していたと認識しております。石破新政権におい
ては、沖縄の民意に向き合い、普天間飛行場の辺野古
移設が唯一の解決策との固定観念にとらわれることな
く、沖縄県との対話の場を設けていただきたいと考え
ております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　すみません。先ほど私の答
弁の２の(4)の日米地位協定の改定についての答弁の
中で、日米地位協定は一度も改正されないまま締結か
ら94年が経過しておりと答弁しております。正しく
は、64年が経過しておりの間違いでございます。
　また、同じく、日本国が裁判権を行使すべき米軍人
等の被害者の拘禁の移転というふうに発言しておりま
した。正しくは、被疑者の拘禁移転となりますので、
訂正しておわびいたします。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　２、相次ぐ米兵による女性
への暴行事件についての御質問のうち(1)、1997年合
意以降の米軍関係者による凶悪犯の検挙件数について
お答えをいたします。
　1997年以降、本年9月末までの凶悪犯検挙件数の
総数については、78件となっております。内訳につ
いては、殺人が４件、強盗が43件、放火が２件、強
姦、刑法改正後の不同意性交等が29件となっており
ます。
　続きまして同じく２の(3)、昨年12月発生の事件の
被疑者を逮捕しなかった理由についてお答えをいたし
ます。
　個別事案の詳細についての答弁は差し控えさせてい
ただきますが、御指摘の事件については、認知の当初

より米軍側から必要な協力を得るなどにより、証拠収
集など所要の捜査を遂げ事件を送致したものでありま
す。
　続きまして３、辺野古新基地建設についての御質問
のうち(5)のウ、事故捜査状況についてお答えをいた
します。
　現在捜査中の事案であり、具体的状況については答
弁を差し控えさせていただきますが、県警察といたし
ましては、実況見分、関係者からの聴取など必要な捜
査を行い、事故原因等の究明を行っているところであ
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　公安委員会委員。
　　　〔當間秀史　公安委員会委員登壇〕
○當間秀史 公安委員会委員　２、相次ぐ米兵による
女性の暴行事件についてのうち(3)、警察行政を管理
する公安委員会として、今回の対応を正すべきではな
いかについてお答えします。
　現行の法制度において、県公安委員会は、警察運営
についての個別的または具体的な指示を行うのではな
く、大綱方針を定めて事前事後の監督を行うものとさ
れております。
　御指摘の件については、公安委員会定例会におい
て、事件の概要や県等関係機関への情報提供の取組に
ついて報告を受け、性犯罪被害者のプライバシー保護
とその後の支援を適切に行うとともに、県民に対する
説明を適切に行うよう指導したところでございます。
　公安委員会としましては、引き続き県警察を適切に
管理してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、辺野古新基地建設に
ついての(1)、沖縄防衛局の設計変更についてお答え
いたします。
　令和２年４月に沖縄防衛局が公表した資金計画に
よると、全体経費が約9300億円、埋立工事に要する
費用が約7200億円とされております。また、沖縄防
衛局によると、令和５年度末までの支出済額は、約
5319億円との回答があったことから、仮に変更後の
埋立工事に要する費用に対する比率を算定すると、約
74％と推計されます。大浦湾側においては、国内で
前例のない深度までの地盤改良工事が予定されている
ことなどから、埋立工事に要する費用は、今後さらに
増加するものと考えております。
　次に同じく３の(5)のア、車両乗り入れ部の安全管
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理義務についてお答えいたします。
　安和桟橋における民有地への車両乗り入れ部につい
ては、国道449号のバイパスを整備する際、利用状況
を勘案して県が設置したものであります。県は道路管
理者として、道路法に基づき適切に維持、修繕等の管
理を行っております。また、道路利用に当たっての安
全対策については、事業者である沖縄防衛局において
も検討がなされるべきものと考えております。
　次に同じく３の(5)のイ及び(5)のウ、事故の原因
と再発防止対策等についてお答えいたします。３の
(5)のイと３の(5)のウは関連しますので、一括して
お答えします。
　県は、安和桟橋における死傷事故の発生を受け、沖
縄防衛局に対し、事故原因の究明、再発防止対策、そ
れらがなされるまでの間の土砂運搬作業の中止を文書
により求めております。沖縄防衛局は、去る８月22
日より安和桟橋における土砂の運搬作業を再開してお
りますが、現時点において、沖縄防衛局から県に対
し、事故原因や再発防止策等について、文書による回
答はありません。なお、事故の原因については、現在
県警において検証中と認識しており、状況等を注視し
てまいります。
　次に５、公契約条例についての(1)のイ、総合評価
落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点
評価についてお答えいたします。
　土木建築部では、建設業の賃金上昇に向けた取組と
して、令和４年２月から「労務費見積り尊重宣言」促
進モデル工事を試行しております。この取組は、元請
企業が下請企業へ見積依頼する際に、下請企業から労
務費を内訳明示してもらい、これを尊重するとの宣言
を公表した元請企業を、総合評価落札方式において加
点評価するものであります。また、沖縄県所得向上応
援企業認証制度で認証された企業の加点評価につい
て、令和８年度からの実施に向け取り組んでいるとこ
ろであります。
　次に６、住宅政策についての(1)、低額所得者世帯
への家賃補助制度の推進についてお答えいたします。
　県は、沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低
廉化事業を令和６年９月から実施しております。本事
業は、低額所得の高齢者世帯、子育て世帯などに対し
て、家賃の負担低減に取り組む市町村に県が補助を行
うものであります。家賃補助上限額は、県と市町村を
合わせて月額２万円となっており、補助率は市町村が
４分の１、県が４分の３となっております。県は市町
村に対して、説明会の開催や手続に関する様式を提供
するなど、本事業の推進に取り組んでおります。

　次に同じく６の(2)、市町村居住支援協議会の設立
促進についてお答えいたします。
　改正住宅セーフティネット法が令和６年６月に公布
され、国土交通省と厚生労働省との共管法となりまし
た。改正法では、市町村居住支援協議会の設置が努力
義務化されたことから、住宅施策と福祉施策との連携
による地域の居住支援体制の強化が期待されておりま
す。県では、市町村居住支援協議会の設立促進に向け
て、国の支援プログラムの活用や市町村説明会を開催
するなど、引き続き支援してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　３、辺野古新基地建設につ
いての(3)、外来生物侵入防止条例を厳格に適用する
ことについてお答えいたします。
　県においては、奄美大島からの埋立用材調達に関す
る報道を受け、沖縄防衛局に確認したところ、石材の
調達を検討する中で、奄美大島で調査を行うとの回答
がありました。石材を含む埋立用材を県外から搬入し
ようとするときは、条例に基づき届出する必要があり
ますので、県としては、条例に基づく届出があった場
合は届出された内容について確認し、専門家等の意見
を聞いて厳正に対応していきます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、辺野古新基地建設に
ついての中の(4)、沖縄防衛局のサンゴ移植中断理由
並びに県の潜水調査結果及び今後の対応についてお答
えいたします。
　沖縄防衛局によると、移植対象の小型サンゴ類の一
部に白化傾向が見られたことから、環境監視等委員会
の委員の指導等を踏まえ、当面の間、サンゴ類の移植
を中断したとのことです。また、移植先のサンゴ類の
白化状況を確認するため、令和６年９月４日に県が実
施した調査では、全体の白化率は群体数ベースでは
83％、面積ベースでは74％となっております。
　県としましては、沖縄防衛局の動向を注視しつつ、
水産資源保護の観点から適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　４、沖縄振興予算についての
(1)、沖縄振興一括交付金の目的等についてお答えし
ます。
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　沖縄振興一括交付金は、沖縄振興に資する事業を県
と市町村が自主的な選択に基づき実施できる制度とし
て創設され、離島の不利性や子どもの貧困問題など、
全国一律の政策では解決困難な課題や地域が抱える課
題への対応に大きく貢献しております。一方で、社会
経済情勢の変化等により重要性を増した課題、顕在化
した新たな課題の解消に取り組んでいく必要があるほ
か、特にハード交付金については近年減少傾向が続く
中で、事業効果発現の遅れにより様々な分野で県民生
活への影響が懸念されます。このため、一括交付金の
要望については、市町村からの意見や要望も踏まえた
上で、内閣府の概算要求基準を勘案して必要額を精査
し、1296億円（ソフト577億円、ハード719億円）を
要望したところでございます。
　同じく４の(2)、沖縄振興予算概算要求に対する見
解についてお答えします。
　内閣府は、総額2820億円の令和７年度沖縄振興予
算の概算要求を行いました。今回の概算要求では、離
島住民等の移動費負担軽減に係る経費等が新たに項目
立てされたほか、沖縄振興一括交付金などの地方向け
補助金が増額要求されるとともに、事項要求として、
水道施設の緊急整備等が盛り込まれるなど、御配慮い
ただいたものと考えております。しかしながら、概算
要求額は、県が要望した3000億円台に届かなかった
こと、沖縄振興一括交付金は、県と市町村が求めてき
た所要額となお乖離があるものとなっております。
　同じく4の(3)、国直轄事業と地方向け補助金の推
移等についてお答えします。
　沖縄振興予算における国直轄事業について、平成
27年度は1194億円で総額に占める割合は36％であり
ました。その後、おおむね横ばいで推移しており、
令和６年度は1200億円、45％となっております。一
方、沖縄振興一括交付金を含む地方向け補助金につい
て、平成27年度は2146億円、64％。その後、減額傾
向で推移しており、令和６年度は1478億円、55％と
なっております。
　県としましては、関係機関と連携を一層密にし、今
後の予算編成過程において、事項要求を含む地方向け
補助金のさらなる増額により、総額3000億円台が確
保されるよう努めてまいります。また、在沖米軍基地
の返還及びさらなる整理縮小と沖縄の自立的発展や豊
かな住民生活の実現に向けた沖縄振興策は、それぞれ
別として取り組むべきものと認識しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　亨　商工労働部長登壇〕

○松永　享 商工労働部長　５、公契約条例について
の(1)のア、賃金下限額の設定についてお答えしま
す。
　本県における公契約条例は、有識者等懇談会での意
見等を踏まえ、平成30年４月に理念型の条例として
制定したところです。また、令和４年度の沖縄県契約
審議会において、賃金下限額の設定について審議した
ところ、条例改正によらず、取組方針に掲げる施策の
推進により、条例の実効性を確保することが適当であ
る旨の答申を受けたところです。
　県としましては、この答申を尊重し、現行の条例に
基づく取組方針に掲げる施策を推進し、条例の実効性
を確保しているところです。
　同じく５の(1)のウ、賃金支払状況等の報告制度に
ついてお答えします。
　令和４年度の沖縄県契約審議会の答申におきまし
て、賃金支払状況等の報告は事業者の事務作業が発生
するため、企業の生産性の向上が妨げられるおそれが
ある旨の意見がございました。また、賃金の支払いは
労働法に基づき遵守されることから、条例で賃金支払
状況等の報告義務を定めることは適当ではない旨の意
見もいただいたところです。
　県としましては、この答申を尊重し、賃金支払状況
等の報告制度は設けず、取組方針に掲げる施策を推進
することにより、条例の実効性を確保しているところ
です。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　７、介護保険制度に
ついての(1)、介護保険料についてお答えいたしま
す。
　現行の県平均の介護保険料は6955円で、介護保険
制度が始まった平成12年度の3618円と比べて3337円
増加しております。
　同じく７の(2)、介護職の平均給与についてお答え
します。
　介護職員の給与月額は、令和５年賃金構造基本統計
調査によると、沖縄県の全産業平均26万5400円に対
して20万9100円であり、全産業の79％程度となって
おります。介護職員の給与等については、令和６年４
月に介護報酬のプラス改定、処遇改善加算の加算率引
上げが行われております。県では、加算の新規取得や
上位加算取得に向け、実践的セミナーの開催や事業所
への専門家派遣を実施しております。
　県としましては、引き続き介護職員の処遇改善に努
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めてまいります。
　同じく７の(3)、訪問介護事業所の指定状況につい
てお答えします。
　令和６年４月１日現在で、通常指定の訪問介護事業
所がない自治体は10町村で、訪問介護事業所が１事
業所のみは６町村となっています。一方、訪問介護事
業所がない10町村は、渡嘉敷村等の離島であり、特
例により保険者が緩和した基準により、訪問介護事業
所が指定されております。その指定を含めると、全て
の市町村において訪問介護事業所があり、介護サービ
スが提供されております。
　同じく７の(4)、介護保険財政の国庫負担割合の引
上げについてお答えします。
　県では、介護保険の費用負担の仕組みについて、介
護保険制度が将来にわたり安定したものとなるよう、
国庫負担割合を引き上げるなど必要な制度の改善を図
ることについて、全国知事会を通し、国に対し要請し
ているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　比嘉瑞己議員。
○比嘉　瑞己 議員　ありがとうございました。
　それでは、辺野古の問題について再質問を行いま
す。
　埋立費用7200億円のうち、既にもう5300億円が支
出されております。それで、今現在の辺野古の様子な
んですけれども、沖縄防衛局がボーリング調査を行っ
ております。設計変更申請のときに県があれほど求め
てきたボーリング調査。また、知事が不承認の最大の
理由としたＢ27地点のボーリング調査。その付近で
やっているんですね。結局、代執行で工事を着工した
ものの、やっぱり軟弱地盤が気になる、ボーリング調
査をやらなければいけない、そういった判断かもしれ
ません。
　質問ですが、沖縄防衛局が現在行っているボーリン
グ調査について、県の見解を聞かせてください。この
調査結果によっては、再度の変更申請が必要になるは
ずです。防衛局に対して、この調査結果の提出を求め
て県としても検証すべきではありませんか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　沖縄防衛局が行っている
土質調査につきまして、内容について確認をいたしま
したところ、施工管理の一環として地盤改良や埋立て

による地盤の状況の変化を確認するために行っている
ということ、それからＢ27地点の力学的試験を行う
ものではなく、地盤の状況の変化を確認するためのも
のであるという回答を得ているところでございます。
○比嘉　瑞己 議員　結果の提出を求めて検証すべき
ではないですか。
○前川智宏 土木建築部長　失礼いたしました。
　調査結果につきましては、沖縄防衛局のほうに問合
せをしていきたいというふうに考えているところでご
ざいます。
○中川京貴 議長　比嘉瑞己議員。
○比嘉　瑞己 議員　しっかり求めるべきだと思いま
す。
　続いて、土砂条例の件ですが、県が沖縄防衛局に確
認したところ、防衛局は奄美大島から調達するのは石
材であると、このように回答しているみたいです。一
方で、国からの変更申請の際に、県は防衛局に石材の
調達について質問をしていると思います。当時の防衛
局の回答はどういったものでしたか。もし当時との変
更があるのであれば、新たな変更申請が必要ではあり
ませんか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　令和２年に沖縄防衛局が県に提出いたしました変更
承認申請に係る協議におきまして、県が防衛局に対し
石材の調達先について確認をいたしましたところ、現
時点では県外からの調達は考えていないとの回答が
あったところでございます。環境保全図書の変更が必
要となった場合には、当初承認の留意事項に基づきま
して変更承認を行う必要があるものと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　比嘉瑞己議員。
○比嘉　瑞己 議員　知事、今言ったように、まだま
だ課題がたくさんあると思います。今回知事が訪米し
て、こういった辺野古の問題を伝えて、米国でもかな
り反響があったし、理解者も増えたと思います。こう
した辺野古の問題を米国社会に訴えることができまし
たが、この広がった沖縄への理解者の皆さんに、これ
からどういう働きかけをするかが大変重要だと思いま
す。訪米行動の成果を生かして、米国にいる沖縄への
理解者をここ沖縄に招聘するお考えはありませんか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の訪米におきまして、知事はアメリカン大学の
ピーター・カズニック教授と面談し、同氏が今年１月
の、沖縄での米軍辺野古新基地建設を中止するよう求
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める国際声明などにおいて中心的な役割を果たすな
ど、沖縄の現状を世界に向けて発信していただいてい
ることに対してお礼を述べたところでございます。そ
の上で、カズニック教授にはぜひ沖縄を訪れ、自国の
軍隊が他国でどのような影響を及ぼしているかなど、
沖縄の現状について米国内での情報発信に御協力をい
ただきたいということも伝えております。カズニック
教授からは、来沖に関して前向きな発言がございまし
たので、年度内の招聘に向けて調整を進めたいという
ふうに考えております。
　以上です。
○比嘉　瑞己 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　比嘉瑞己議員。
○比嘉　瑞己 議員　次に、米兵による女性への暴行
事件について、公安委員にお聞きしたいと思います。
　委員、先ほどの答弁では、公安委員会の仕事として
は、警察の大綱方針に関する問題に関わるんだと。私
今回の問題は、まさにこの大綱方針にも関わる重大な
問題だと思います。なぜ現行の問題ある地位協定で
あっても、この公務外、しかも基地外で起きたこの事
件に対して県警が逮捕ができないのか。ここについ
て、この自国の領土で起こった犯罪を、自国の警察が
捜査して逮捕する。この警察権という主権に関わる大
変大事な問題なんです。やはり公安委員会、こういう
ときにしっかり民主警察を維持していくために、皆さ
んの役割が問われているんですよ。もう一度見解くだ
さい。
○中川京貴 議長　公安委員会委員。
○當間秀史 公安委員会委員　お答えします。
　先ほど申し上げたとおり、県の公安委員会というの
は、警察運営についての個別的または具体的な指示を
行うのではなくて、大綱方針を定めて事前事後の監督
を行うということとされております。
　昨年12月に発生した米軍構成員による性犯罪事件
については、県警察において、法と証拠に基づき捜査
して事件送致がなされているものと承知しております
が、公安委員会が個別の事件における逮捕権行使の是
非について県警察を指導することは、法令上予定され
ておりません。
○中川京貴 議長　比嘉瑞己議員。
○比嘉　瑞己 議員　16歳に満たない少女の人権がま
たもや踏みにじられたんですよ。県民は見ています

よ。ぜひ役割を果たしていただきたいと思います。
　最後に、公契約条例について伺います。
　土木建築部が２年後の実施に向けて動いていること
を高く評価したいと思います。ぜひ頑張ってくださ
い。
　商工労働部にお聞きします。
　今年の６月に、国会で、建設業が社会的役割を将来
にわたって果たし続けられるように、いわゆる担い手
３法が全会一致で成立をしております。深刻な人材不
足への対策として、賃上げなどの処遇改善を法は求め
ています。先ほどの答弁では、２年前の県の契約審議
会ではなかなか進まなかったみたいですが、沖縄県と
してはどのように考えているのか。今回の法改正の趣
旨からも提案している賃金下限額の設定、下請事業者
を含めた賃金支払状況等の報告制度など、これ法も求
めている趣旨なんですよ。県としてはどのように考え
てますか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　担い手３法の対象となる建設業は、社会資本整備の
主体として、国民生活を支える重要な役割を担ってい
ると考えております。
　県としましては、今回の担い手３法の改正を踏まえ
まして、建設業の担い手が確保され、労働者の処遇改
善が図られるよう、議員から御提案のありました件に
つきましては、国の動向等を注視するとともに、沖縄
県の契約に関する取組方針に反映させられるかどうか
など、関係部署と協議しながら調査研究してまいりた
いというふうに考えております。
○比嘉　瑞己 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　引き続き代表質問を行います。
　高橋　真議員。
　　　〔高橋　真　議員登壇〕
○高橋　真 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午前11時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○高橋　真 議員　皆さん、こんにちは。
　公明党を代表して質問をさせていただきます。
　まずは、先日、能登半島を襲った豪雨災害によりお
亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げる
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とともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上
げます。いまだ地震の爪痕が残る中での豪雨災害であ
り、一日も早く復旧・復興ができるよう祈念をしてお
ります。
　質問に入る前に、一言所見を申し上げます。
　先日開催された、第15回公明党全国大会において
８期15年代表を務めた山口那津男前代表から石井啓
一新代表が誕生、就任をいたしました。公明党は、今
年11月17日に結党60年の節目を迎えます。「大衆と
ともに」の立党精神を五体に染み込ませ、現場第一主
義に徹し、大衆直結の政治が公明党の存在意義であ
り、これからも党の持ち味である小さな声を聴く力と
国と地方のネットワークによる政策実現力を遺憾なく
発揮してまいりたいと新代表は挨拶で述べておりまし
た。私も同じ心意気でスタートする思いで、代表質問
を務めさせていただきます。
　それでは通告書、質問要旨の１、知事の政治姿勢に
ついて。
　(1)、内閣府による2025年度沖縄関係予算の概算要
求について見解と評価を伺います。また、８つの新規
事業について知事の見解を伺います。
　(2)、平和・地域外交推進政策について。
　我が会派は、６月の県議選において明年終戦80年
に合わせて平和創造アクションプログラムを作成し
て、沖縄らしい平和とＳＤＧｓの取組を公約、政策に
掲げております。
　以下、質問をさせていただきます。
　ア、戦後80年を迎える来年2025年に向け、沖縄戦
を永遠に継承するため各地域の戦争遺構の保存・整
備・活用の取組について伺います。
　イ、遺骨収集事業の推進と遺族への返還に向けた取
組強化について伺います。
　ウ、沖縄県営平和祈念公園の整備について伺いま
す。
　エ、地域外交基本方針について。
　(ｱ)、アジア太平洋地域の平和構築に貢献する国際
平和創造拠点が明記され、国際機関誘致がうたわれて
おります。沖縄と国連との連携を強化していくため、
６月23日慰霊の日、沖縄県平和祈念式典に国連関係
者を招待して「沖縄のこころ」を世界に発信してはど
うか見解を伺います。
　(ｲ)、具体的な計画期間を設けて検証ができるよう
な実施計画や行動指針などが必要ではないか伺いま
す。
　続いて２、福祉、子育て政策について。
　共同通信の全国自治体調査によりますと、今年３月

から７月の５か月間で、障害者の年間解雇者数が過去
最多記録に匹敵する水準で推移することが今年の８月
に明らかになったことを受けて、沖縄県の実態を伺い
ます。
　(1)、就労継続支援Ａ型事業所の閉鎖、休止による
障害者の解雇、退職の実態について。
　ア、事業所数、人数の推移について伺います。
　イ、課題が発生している状況なのか伺います。
　ウ、解雇、退職した利用者の実態調査について伺い
ます。
　エ、ハローワークなど労働部局との情報共有の在り
方など今後の取組方針を伺います。
　(2)、重度障害者等就労支援特別事業が制度化され
ているが、令和５年度時点で沖縄県内では取扱実績が
ない状況です。制度の周知を含めて県の取組方針につ
いて伺います。
　(3)、認知症施策推進について。
　ア、政府の認知症基本法に基づく基本計画案が示さ
れ、新しい認知症観が打ち出され、自治体において計
画策定が努力義務として課されました。沖縄県の見解
を伺います。
　イ、新しい認知症観を定着させる沖縄県の取組方針
と具体的施策を伺います。
　(4)、帯状疱疹ワクチン接種費用の公費助成につい
て。
　ア、接種費用並びに独自助成している県内市町村の
取組状況について伺います。
　イ、利用者ニーズについて沖縄県の見解を伺いま
す。
　ウ、国は定期接種化の意向を示しました。今後の取
組方針を伺います。
　(5)、児童手当の拡充に伴い、円滑な支給について
県は具体的に国や市町村とどのように連携していくの
か伺います。
　３、防災減災の取組について。
　(1)、沖縄県の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の
現状と課題について伺います。
　(2)、文科省は、学校支援チームをはじめとする各
種人材の派遣に関する枠組みの名称をＤ―ＥＳＴ（仮
称）と発表しました。沖縄県の見解を伺います。
　４、観光振興政策について。
　(1)、観光目的税の導入について沖縄県の見解を伺
います。
　(2)、ユニバーサルツーリズムの取組について伺い
ます。
　(3)、心のバリアフリー認定制度の普及について伺
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います。
　５、地域課題について。
　(1)、公立沖縄北部医療センターの運営主体となる
財団法人設立について、沖縄県の関わりと早期整備に
向けた取組について伺います。
　(2)、東部海浜開発地区（潮乃森）、中城湾港泡瀬
地区について、県施工部分の事業推進の現状と今後の
早期整備に向けた見通しについて伺います。
　壇上からの質問は以上です。
○中川京貴 議長　ただいまの高橋真議員の質問に対
する答弁は、時間の都合もありますので午後に回した
いと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午後１時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前の高橋真議員の質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　高橋真議員の御質問にお答えい
たします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
沖縄振興予算概算要求及び新規事業への見解について
お答えいたします。
　内閣府は、総額2820億円の令和７年度沖縄振興予
算の概算要求を行いました。今回の概算要求では、新
規事業として、これまで沖縄振興特別推進交付金で実
施していた駐留軍用地跡地先行取得事業、沖縄離島住
民交通コスト負担軽減事業、沖縄農林水産物条件不利
性解消事業の３事業、約120億円が新たに項目立てさ
れました。関係団体から要望があった沖縄航空関連産
業クラスター形成促進事業などが新たに盛り込まれた
ほか、離島支援策が拡充されています。また、新たに
事項要求として、水道施設の緊急整備が盛り込まれて
おり、御配慮いただいたものと考えております。しか
しながら、概算要求額は、県が要望した3000億円台
に届かなかったこと、沖縄振興一括交付金は、県と市
町村が求めてきた所要額となお乖離があるものとなっ
ております。
　沖縄県としましては、関係機関と連携を一層密に
し、今後の予算編成過程において、事項要求を含む地
方向け補助金のさらなる増額により総額3000億円台
が確保されるよう努めてまいります。
　次に１の(2)のエの(ｱ)、沖縄全戦没者追悼式に国
連関係者を招待することについてお答えいたします。
　沖縄全戦没者追悼式は、戦没者の御霊を慰めるとと

もに、世界の恒久平和を願う「沖縄のこころ」を発信
し、沖縄戦の歴史的教訓を正しく伝え、次世代の子ど
もたちに平和の尊さを継承することを目的としており
ます。
　沖縄県としては、戦後80年の節目の年に、国際の
平和及び安全を維持することを目的の一つとする国際
連合の関係者を御招待し、直接メッセージを発信して
いただくことは有意義なことと考えておりますので、
その実現に向けて関係機関と調整してまいりたいと考
えております。
　次に、観光振興政策についての御質問の中の４
(1)、宿泊税の導入についてお答えいたします。
　沖縄県では、世界に誇れる観光リゾート地として発
展することを目指すとともに、県民生活と調和した持
続的な観光振興を図る観点から、観光目的税（宿泊
税）の導入に向けた検討を進めております。本年８月
からは、観光関連団体や有識者等で構成する観光目的
税制度の導入施行に関する検討委員会において、制度
の詳細を議論いただいているところです。観光目的税
の導入に向けては、県民生活・社会との調和、観光と
の相乗効果を活用した産業振興、多様な生態系や環境
の保全などＳＤＧｓの取組と沖縄観光の方向性を重ね
合わせながら、税の使途や税率設定の在り方などにつ
いて観光関連団体、市町村等と丁寧に協議を進めてま
いります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、知事の政治姿勢についての
中の(2)のア、戦争遺跡の保存・整備・活用の取組に
ついてお答えいたします。
　戦争遺跡は、沖縄県の歴史の正しい理解のために欠
くことのできないものであることから、その保存と活
用を図ることは重要と認識しております。
　県教育委員会としましては、沖縄戦の実相を後世に
正しく伝えていくため、戦争遺跡の文化財指定を促す
文書を市町村教育委員会に対して定期的に発出してい
るところであり、引き続き市町村と連携して取り組ん
でまいります。
　続きまして３、防災減災の取組についての中の
(2)、被災地の学校支援の枠組みについてお答えいた
します。
　文部科学省では、今年８月に、今後の大規模災害へ
の備えとして、被災地の子どもたちの学びの継続や学
校の再開に資する人材を派遣する枠組みの構築につい
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て、中間まとめを公表いたしました。
　県教育委員会としましては、災害時における地方公
共団体間の支援として行われる学校支援チームの派遣
や教職員派遣等の取組について、引き続き国や他都道
府県の動向を注視してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問のうち(2)のイ、遺骨収集の推進と遺族
への返還についてお答えいたします。
　戦没者の遺骨収集については、戦没者の遺骨収集の
推進に関する法律により国の責務であることが明記さ
れており、遺骨収集に係る集中実施期間については、
令和５年６月に同法が改正され、令和11年度まで延
長されております。県では、平成23年７月に設置し
た戦没者遺骨収集情報センターにおいて、遺骨情報の
一元化やボランティア団体への支援など、新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画においても戦没者遺骨収集
の取組強化について掲げているところであり、遺骨収
集の加速化を図っているところです。引き続き、国と
連携し、戦没者遺骨の収集及び御遺族への返還のため
の遺骨のＤＮＡ鑑定の推進に取り組んでまいります。
　続きまして２、福祉、子育て政策についての御質問
のうち(1)のア、就労継続支援Ａ型事業所の廃止事業
所数、人数の推移についてお答えいたします。
　就労継続支援Ａ型事業所の廃止事業所数及び利用者
数については、中核市である那覇市を除き、令和３年
度は６か所53名、令和４年度は３か所８名、令和５
年度は７か所19名となっております。令和６年度は
４月から７月末までに廃止事業所が13か所、利用者
は155名となっております。
　続きまして同じく２(1)のイ、Ａ型事業所の閉鎖に
よる課題についてお答えいたします。
　障害者総合支援法において、事業者は事業を廃止ま
たは休止するときは、利用者が必要なサービスを継続
的に提供されるよう便宜の提供を行わなければならな
いとされております。県は、事業者が法令を遵守する
よう指導を行っているところですが、今般の事案を受
けて利用者の相談窓口である市町村に確認したとこ
ろ、事業者から利用者に対し十分な説明がなかったこ
とや、別の事業所を探すまでの時間が短くて困った
等、事業者の対応が十分ではない事例の報告がありま
した。
　県としましては、事業者が廃止及び休止時の責務を
果たすよう指導を強化するとともに、併せて関係機関

と連携して利用者が希望するサービスを受けられるよ
う取り組んでまいります。
　続きまして同じく２(1)のウ、解雇、退職した利用
者の実態調査についてお答えいたします。
　県では、今回の新聞報道を受け、廃止した事業所の
利用者の実態・動向を把握するため、市町村に対し利
用者の状況について実態調査を行いました。その結
果、市町村からの報告によると、Ｂ型事業所を利用
している人が約50％と一番多く、別のＡ型を利用し
ている人が約20％、一般就労が約５％、求職中が約
16％となっております。また、市町村の計画相談員
が利用者の希望を踏まえ次の行く先を探したり、一緒
に事業所の説明を聞くなど支援を行っているとの報告
がありました。
　続きまして同じく２の(1)のエ、ハローワーク等と
の情報共有の在り方についてお答えいたします。
　障害者雇用促進法では、障害者を解雇する場合、一
般の求職者と比べ再就職が難しい障害者の早期再就職
に向けて迅速な支援を行うため、事業主は解雇の通知
後、速やかにハローワークに解雇届を提出することに
なっております。沖縄労働局によりますと、10名以
上解雇した事業所については定期的に利用者のその後
の動向を確認すると聞いております。県では、現在廃
止事業所のリストを沖縄労働局に提供しており、利用
者が希望するサービスを継続して受けられるよう、引
き続き関係機関と連携を図ってまいりたいと考えてお
ります。
　続きまして同じく２の(2)、重度障害者等就労支援
特別事業に係る周知等の取組についてお答えいたしま
す。
　雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別
事業は、就労する重度障害者等に対し、職場における
介助や通勤の支援を行うものです。実施主体は市町村
となっており、令和６年11月から、県内の１自治体
において事業を実施する予定となっております。
　県としましては、当該事業の周知に向け、本年10
月16日に国の職員を招聘し、市町村や福祉サービス
事業者に対し事例紹介を行うセミナーを開催すること
としております。引き続き、重度障害者等の就労支援
に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)のウ、平和祈念公園の整備についてお答え
いたします。
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　平和祈念公園は、平成７年度に事業着手し、これま
で広場や園路、駐車場等の整備を行っております。ま
た、国内外の観光客や修学旅行生等が多く訪れる本公
園において、強い日差しや降雨時の環境を考慮して、
屋根つき休憩スペースの必要性を認識しております。
屋根つき休憩スペースの規模や設置場所等について
は、関係機関と意見交換しながら検討していきたいと
考えております。
　次に５、地域課題についての(2)、泡瀬地区県施工
分の事業進捗と早期整備の見通しについてお答えいた
します。
　泡瀬地区埋立事業の進捗状況については、令和５年
度末現在、県事業費ベースで約72％となっておりま
す。令和５年度に補正予算を確保し、橋梁上部工及び
県埋立部の地盤改良工事に着手しております。引き
続き、沖縄市及び国等関係機関と密に連携を図りなが
ら、事業推進に向け取り組んでいきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)のエの(ｲ)、地域外交の実施計画等につ
いてお答えいたします。
　県では、本年４月に平和・地域外交推進課を設置
し、アジア太平洋地域の平和構築と相互発展に向けた
沖縄独自の地域外交と平和行政を一体的に推進するこ
ととしております。地域外交の推進に当たっては、毎
年度の取組を定める実施計画を策定し、進捗確認を
行っていくこととしております。今後は、県の海外事
務所との連携を強化するとともに、外部有識者から構
成される沖縄県地域外交アドバイザリーボードを設置
し、委員から聴取した意見を施策に反映させるなど、
より幅広く地域外交を展開してまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　２、福祉、子育て政
策についての(3)のア及び(3)のイ、認知症基本法に
基づく県計画及び新しい認知症観の定着のための取組
についてお答えします。２の(3)のアと２の(3)のイ
は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたし
ます。
　認知症は、高齢者のみならず若年者も含め誰もがな
り得る病気であり、認知症の人が自ら望む生活を営む
ことができる地域社会の構築は大変重要と認識してお

ります。県では、令和６年１月に施行された共生社会
の実現を推進するための認知症基本法に基づき、令和
６年３月に沖縄県認知症施策推進計画を策定しており
ます。現在、国が策定を進めている認知症施策推進基
本計画（案）において、認知症になってもできること
や、やりたいことがあり、住み慣れた地域で自分らし
く暮らすことができる新しい認知症観が示されており
ます。
　県としましては、認知症に関する正しい知識の普及
啓発や若年性認知症の人の支援など、官民が連携した
認知症バリアフリーの推進に取り組み、認知症の人が
希望を持って暮らせる地域社会の構築に取り組んでま
いります。
　同じく２の(4)のア、帯状疱疹ワクチン接種に係る
県内市町村の取組状況についてお答えします。
　帯状疱疹ワクチンは、生ワクチンと不活化ワクチン
の２種類があり、生ワクチンは１回の接種が必要で、
その接種費用は7000円から１万円、不活化ワクチン
は２回の接種が必要で、その接種費用は１回当たり
２万円から３万円となっております。県内では、現時
点で４町村が50歳以上の方を対象に、接種費用の助
成を独自に行っております。助成実績は、令和５年度
80回、令和６年度は８月31日時点で867回を確認し
ております。
　同じく２の(4)のイ、利用者ニーズに係る県の見解
についてお答えします。
　帯状疱疹の患者数は、平成22年４月から平成29年
10月までに国内で実施された研究によりますと、全
国的に増加傾向であることが報告されております。こ
れに加え、県内で帯状疱疹ワクチン接種費用を助成し
ている４町村での実績を踏まえると、本県においても
接種を希望されている方が一定数あるものと考えてお
ります。
　同じく２の(4)のウ、今後の県の取組についてお答
えします。
　国においては、現在定期接種化に向けて、厚生科学
審議会（予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針
部会）で、対象年齢等について議論しているところで
す。
　県としましては、全国衛生部長会を通して、定期接
種化について国に要望しているところであり、引き続
き国の動向を注視し、情報収集に努めてまいります。
　続きまして３、防災減災の取組についての(1)、Ｄ
ＭＡＴの現状と課題についてお答えします。
　沖縄県の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）は、令和
６年９月現在で、県内16病院に34チームが編成され
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ており、これまでに平成28年の熊本地震や令和２年
の九州等の豪雨災害への派遣のほか、今年１月に発生
した能登半島地震においても、40名のＤＭＡＴ隊員
が現地の病院支援等の活動を行ったところです。
　県としては、災害発生時の医療活動においてＤＭＡ
Ｔは非常に重要な役割を果たしていると認識してお
り、引き続き医療機関等と連携しながらＤＭＡＴの体
制確保に取り組んでまいります。
　続きまして５、地域課題についての(1)、北部医療
財団の法人設立と早期整備に向けた取組についてお答
えします。
　県、北部12市町村及び北部地区医師会は、公立沖
縄北部医療センターの運営主体となる一般財団法人北
部医療財団の令和７年度の設立を目指し、定款や組織
体制について協議を進めております。北部医療セン
ターの整備につきましては、財源確保のための国への
要請を行うとともに、北部医療組合において実施設計
に取り組んでおります。今後は、関係機関と連携し、
医療従事者の確保、統合する２つの病院間のスタッフ
の交流や意見交換を深め、同センターの早期整備に向
け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　２、福祉、子育て政策
についての(5)、児童手当拡充に伴う円滑な支給につ
いてお答えいたします。
　県では、令和６年10月からの制度改正に向けて、
県のホームページや新聞、ラジオ、ＳＮＳ等を活用
し、改正内容について広く県民への周知に取り組んで
いるところであります。今般の制度改正では、所得制
限の撤廃や高校生年代までの対象年齢の拡大等によ
り、新たに申請が必要な方がいることから、国作成の
リーフレットを活用し、市町村等と連携して周知を
図っているところであります。引き続き、国や市町村
等と連携して円滑に支給できるよう取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　４、観光振興
政策についての(2)と(3)、ユニバーサルツーリズム
の取組と心のバリアフリー認定制度の普及についてお
答えいたします。４の(2)と４の(3)は関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えします。
　県では、沖縄を訪れる全ての観光客が、年齢や性

別、国籍、障害の有無等にかかわらず沖縄を楽しめる
よう、おきなわユニバーサルツーリズム推進事業を実
施しております。具体的な取組としては、観光案内
所、ポータルサイト、国内外の展示会等で来県時に役
立つ交通、宿泊、観光におけるバリアフリー等の情報
発信を行っております。また、令和５年度の観光事業
者の取組状況調査に加え、令和６年度は、障害者・高
齢者の旅行実態調査を行うこととしており、その結果
も踏まえつつ関係機関と連携し、さらなる効果的な施
策の展開を図ってまいります。観光庁が推進する心の
バリアフリー認定制度の普及については、観光事業者
を対象としたセミナーの開催やアドバイザーの派遣を
通して制度の周知を図り、認定の促進に向けて取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　早速ではありますが、再質問をさ
せていただきます。
　質問事項の(2)のア、戦争遺構を継承する事業につ
いてでありますけど、定期的に各市町村に文書を発出
して文化財の指定をしていただいているんだというよ
うな御答弁でありましたけど、それにしては時間がか
かっているような雰囲気がありますし、どんどんその
時間がたつにつれて戦争遺跡といいますか、遺構とい
いますか、それはどんどん失われていくものだと思う
んです。具体的に今どのぐらい指定をお願いしている
文化財があって、何が課題なのかお伺いしたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会においては、平成10年度から平成17
年度の分布調査におきまして、県内全域に1077か所
の戦争遺跡が存在することを把握しているところであ
ります。さらに、平成22年度から平成26年度に確認
調査を行いまして、その中からより重要度の高い145
か所を絞り込み、平成28年度からこの145か所の文化
財指定を促す文書を市町村教育委員会へ定期的に発出
しているところであります。
　県教育委員会としましては、戦争遺跡の多い南部市
町村と意見交換を行いながら地域の実情に応じた戦争
遺跡の保護が図られるよう、引き続き連携して対応し
ていきたいというように考えているところです。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　これだけの数があるわけでありま
す。145か所ですか。全部で1077か所のうち、重要
だと認識されているわけでありますが、なかなか整備
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とか保存が―保全といいますか、それが進まないよ
うな状況があるんだろうなというふうに認識をしてお
ります。その課題というのが、やっぱり市町村に取組
を御依頼しているというところであると思うんですけ
ど、でも一番その大切な重要性を認識しているのは、
沖縄県ではないでしょうか。その沖縄県が市町村任せ
にして、そしてその戦争遺跡を保存してくださいとい
うふうな働きかけというのは、若干弱い取組であるな
と思っていますし、どんどん時間が過ぎていくことが
大きな課題だろうと考えております。例えばではあり
ますけど、そういう戦争遺跡の保存というのは大切で
はありますけど、先に画像とか映像とかをデジタル化
してしまって、まずは記録を残しておいて、そして優
先順位やその関係性の度合いなどを比較しながら、そ
ういう事業の取組を進めてもよいかと考えております
が、いかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会においては、これまでの取組でありま
すけれども、埋蔵文化財センターの調査結果に基づく
企画展、これを定期的に開催しまして、戦争遺跡に関
する情報の普及啓発を行い、この戦争遺跡の活用に努
めているところでありますが、今議員御提案の件につ
きましては、今後関係機関とも連携を進めまして、戦
争遺跡の活用についてどのような取組ができるのか、
検討していきたいと考えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　これマスコミ報道でもありました
が、県や市町村が文化財を指定する判断をするにも、
歴史的な価値や意義に関する統一的な見解が必要だと
いうことで、沖縄県としては指針づくりを急がねばな
らないという指摘があるとおり、これは沖縄県の姿勢
を明確にする必要があろうかと考えております。この
戦争遺構―遺跡についての指針づくりは急務であろ
うということを指摘させていただきますけど、この辺
は恐らく平和行政を担う知事公室と文化財を保存する
県教育委員会と部局がまたがるんですね。その取組と
いうのを、しっかりと知事や担当副知事にその方向性
を御答弁いただきたいものですが、いかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　照屋副知事。
○照屋義実 副知事　答弁いたします。
　戦争遺跡につきましては、県教育委員会において市
町村と連携した文化財指定等を通して、その保存・整
備に努めているところであります。議員の御提案につ
きましては、関係部局等と連携を図り、戦争遺跡の活

用についてどのような取組が可能なのか検討してまい
りたいと考えています。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　しっかりと取り組んでいただきた
いと思います。
　次、イの遺骨収集事業についてであります。
　こちらは、いわゆる集中実施期間であるということ
で、戦没者遺骨収集情報センターを中心にしっかりと
国と連携して取り組んでいくということでありまし
た。この一つの側面から再質問をさせていただきま
す。
　この遺骨というのが集中して発見される場所という
のは、戦争遺跡として考えられるのではないかとい
う、そういう可能性も鑑みまして、こういう保全も一
緒にしていく取組もできないものか、見解をお伺いい
たします。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　御質問ありがとうござい
ます。
　戦没者遺骨の収集に際しましては、戦争遺跡の適切
な保全といった側面も尊重しながら、収集の作業前
に、ボランティアの皆様にしっかりと市町村へ届出を
行っていただいたり、そういったことも踏まえても
らって遺跡に配慮した収骨について、県の広報媒体で
すとか、戦没者遺骨収集情報センター等を通じて周知
を図っていきたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ありがとうございます。
　それでは、具体的にお伺いします。
　遺骨収集作業がどれぐらい進捗されている現状なの
か、事業予算、そして事業の見通しなど、具体的な数
字でもってお答えください。よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　まず、遺骨収集の実績についてということでござ
いますが、沖縄戦におけます日本人の戦没者数は18
万8136人と推計されておりますが、令和６年３月末
現在で収容された御遺骨は18万5523柱、率にして約
98.6％というふうになってございます。しかしなが
ら、いまだ収容がかなっていない御遺骨が2613柱と
なっております。また、近年の状況としましては、令
和３年度は49柱、令和４年度は46柱、令和５年度は
60柱の遺骨が収容されております。戦没者遺骨収集
の取組をなお一層進めていくために、遺骨に係る情報
などがありましたら、県や市町村の援護の窓口または
戦没者遺骨収集情報センターへ情報を寄せていただき
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ますよう、チラシや県の広報媒体を通じて積極的に周
知を図っていきたいと存じております。
　それから予算についてですけれども……。
　少し休憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○北島智子 生活福祉部長　先ほどの戦没者遺骨収集
事業に関する予算についてでございます。
　令和６年度の予算が2620万7000円というふうに
なってございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ありがとうございます。
　このいわゆる遺骨収集の事業も今進捗している状況
でありますが、併せて文化財保護という観点も必要で
あろうと思っております。そういうことも含めて、ど
ちらも時間の経過とともに、いわゆる困難が増す取組
であるのは想定できますので、迅速に取り組んでいた
だくことを要望いたします。先ほど副知事に答弁いた
だきましたので、しっかりと取り組んでいただきます
よう、要望したいと思います。
　そしてウ、沖縄県営平和祈念公園の整備についてで
あります。
　土木建築部長に御答弁いただきましたが、私がお尋
ねしたかったのは、公園内のハード面の整備のみなら
ず、平和祈念資料館の果たす役割についてもお尋ねを
したいと考えております。沖縄戦の実態や、例えば戦
後は核ミサイル基地となっていた歴史もあるんだと、
各地域の戦争遺跡などの情報発信の拠点としての機能
を強化して、公園内にある平和祈念資料館をしっかり
とこのＤＸを図りながら進めていくべきではないで
しょうかということで、再質問をさせていただきま
す。見解を求めます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　平和祈念資料館の件についてでございます。
　平和祈念資料館は、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次
世代に伝え、恒久平和の樹立に寄与するため、県民
個々の体験を結集して設立されております。ただ、同
資料館は開館して24年目を迎えるところなんですけ
れども、一度も展示内容の更新が行われていないとい
う状況でございます。このため、現在、有識者から構
成する監修委員会での検討を踏まえ、沖縄県史との整
合―先ほど御指摘がありましたＤＸの推進などによ

る発信力の強化など、時代に即した展示更新を図り、
平和発信拠点としての役割を果たせるように今取り組
んでいるというところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　前向きに御検討をよろしくお願い
いたします。
　この平和祈念公園は、毎年内閣総理大臣をはじめ、
国内や世界中からいろんな方が訪れる公園でございま
す。この平和発信拠点とも言うべきこの地を、世界中
の人たちが訪れている現状がありまして、その中にあ
る平和の礎は、もう世界遺産登録してもよいのではな
いかと考える次第であります。一方、酷暑や雨天でも
式典が開催できるような施設整備が必要ではないかと
いう視点で再質問をさせていただきます。
　式典での酷暑や雨天などの対策は御検討できるもの
なのでしょうか。見解をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後１時59分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　沖縄全戦没者追悼式の暑
さ、雨天対策についてという御質問だと思います。
　お答えいたします。
　沖縄全戦没者追悼式における暑さ対策に関しまして
は、高齢者を含む参列者の負担軽減の観点から重要で
あるというふうに考えております。その上で、暑さ対
策といたしましては、従来から高さと広い空間を確保
できる大型テントを設置して風通しをよくしているこ
とに加えまして、令和５年度からは参列者席の両側に
ミストつき扇風機40台を設置しております。また、
参加人数に応じた大型テントを設置することにより、
強い日差しだけでなく、雨天時にも対応できるものと
なっております。今後も引き続き、ほかの施設、ほか
のイベント等も参考にいたしながら、暑さ対策等の事
例を積極的に集めまして参列者の負担軽減に努めてま
いりたいと思っております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　よろしくお願いいたします。
　それでは、次はエのほうです。地域外交基本方針に
ついてであります。
　知事より前向きな御答弁だったような印象でありま
すが、この国連の関係者をいわゆる招聘するというこ
とについてでありますが、来月11月にも国連関係者
を沖縄県は招聘していると伺いました。それはどのよ
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うな理由で、そしてどういうテーマでその国連との関
わりを持とうというふうに考えていらっしゃるので
しょうか。見解をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時１分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　国連関係者の招聘につきましては、まず知事が去年
の９月に、ジュネーブのほうの国連を訪問いたしまし
て国連人権理事会等においてスピーチをさせていただ
いて、そのときに複数の関係者と面談を行いました。
その中で、今回招聘を予定していますマルコス・Ａ・
オレリャーナ氏につきまして、有害物質と廃棄物に関
する国連特別報告者になるんですけれども、その方と
お話しした際に沖縄について強い関心を持っていただ
いたということで、その同氏について、沖縄に来て沖
縄の現状を見て、またさらに沖縄の方々と話し合って
いただけないかということでいろいろ調整した結果、
今回11月に招聘をするということがかなったという
ところでございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　私が考えているその連携の在り方
というものは、確かに沖縄の基地問題とか様々な点も
それは含まれるんですけど、それだけではないと考え
ています。つまり、地域外交基本方針でうたっている
のは、アジア太平洋地域の平和構築やＳＤＧｓを推進
していくための国連との連携であろうというふうに考
えておりまして、国連が何かしてくれるわけではな
く、国連のグローバルな活動に貢献し得る発想を沖縄
県としては持って、具体的に連携を検討すべきだとい
うふうに考えているわけであります。そうしないと、
沖縄県の事情ばかりをずっとずっと発信し続けるとい
うのは、それはちょっと違うんじゃないかなと考えて
おりまして、例えば、那覇市では国連大学と包括連携
協定を締結して連携をスタートさせております。そし
て、私ども公明党も６月にはユニセフ東京事務所の代
表を沖縄にお呼びしまして意見交換を行いました。す
なわち、具体的な連携強化というのを今後沖縄県とし
てはどういうふうに考えていくのか。関係者なのか地
域なのか国なのか、様々あると思いますが、このお互
いが対話できるプラットフォームをつくっていくとい
うことが非常に重要ではないかと考えています。例え
ば、広島や長崎では国連事務総長を御招待した事例も
ございます。どうでしょうか。これは本気で取り組ん

でいただけないでしょうか。沖縄県の見解をお伺いし
たいです。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回、国連の特別報告者を
招聘したというのは、先ほど言った経緯でございま
す。当然、我々地域外交基本方針を作成しまして、
様々な貢献をしていくことを検討しておりますので、
それだけではなくて、議員御提案のそういう国連との
関係等も国際機関の誘致あるいは会議等の開催、個別
の方々の招聘等、様々なことを検討しないといけない
とは思っております。ただ今回は、去年知事がお会い
した方を招聘したという、その一事例というふうに捉
えていただければよろしいかと思います。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　いわゆる、相手の意見も聞かなけ
ればいけない立場ですよねということであります。一
方的にこちらの主張を言うだけではないですよねとい
うことであります。
　最後の再質問になります。
　２の(2)、重度障害者の部分でございます。
　こちら今まで使われていなかったということは、す
なわち本当に利用したい人に情報が届いていなかった
との嫌いがあります。どうか情報発信の努力を続けて
いただけないでしょうか。
○中川京貴 議長　総時間が終わっているんですけれ
ども、ルールにのっとってこれで代表質問を終わりま
す。
○高橋　真 議員　分かりました。ありがとうござい
ました。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
　　　〔瑞慶覧長風　議員登壇〕
○中川京貴 議長 休憩いたします。
　　　午後２時６分休憩
　　　午後２時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○瑞慶覧　長風 議員　会派沖縄社会大衆党ヌ瑞慶覧
長風ヤイビーン。
　ウチナーヌ　ミルクユニガティ　代表質問ウンヌキ
ヤビラ。
　１、米兵による性暴力事件について。
　(1)、相次ぐ米兵による性暴力事件をはじめ、沖縄
に押しつけられる数々の不条理の解決を米国に直接訴
えた今回の知事訪米行動における成果とワシントン事
務所の役割の重要性について伺います。
　(2)、日米両政府に対し、責任所在の明確化と具体
的な再発防止策を講じさせるための今後のさらなる取
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組について伺います。また、多くの県民から、県議会
と知事の連携の下に開催が熱望される県民大会の開催
について、知事の見解を伺います。
　２、地域外交の推進について。
　これまでの県の地域外交施策における具体的な成果
を伺います。
　３、与那国町における離島振興・環境保全と宮古・
八重山圏域の首長との対話について。
　(1)、先日視察で訪れた与那国町では、自衛隊配備
以降も地場産業の衰退は進み、もともとの町民や子ど
もの数も減少、一方で町長はさらなる軍拡の推進に邁
進する状況に対し、住民からは未来への希望が見いだ
せないという悲痛な声が上がっています。県としても
2005年に町が策定した与那国・自立へのビジョンの
実現に再び着目し、町の自立経済並びに自治の再興に
向けた努力をする必要があると考えるが見解を伺いま
す。
　(2)、町の発展へ、民間交通の要である祖納港の早
期改修が望まれるが、進捗状況と今後の取組を伺いま
す。
　(3)、与那国町長が発表した比川地区の新港建設計
画を県はどう捉えるか。日本の重要湿地500の一つで
ある琉球列島最大規模の樽舞湿原や比川沖リーフトン
ネル等の保全に向けた環境調査を実施すべきではない
でしょうか。
　(4)、南西諸島への急激な軍事拡大がなし崩し的に
進められる中で、住民の疲弊や分断が進んでいること
を大変懸念しています。特に、軍拡が顕著な離島地域
において知事が先頭に立ち、政治的立場を超えて首長
との対話や住民との意見交換を実施することが求めら
れているのではないでしょうか、伺います。
　４、沖縄鉄軌道計画とフィーダー交通整備につい
て。
　鉄軌道導入に向け、特例制度創設や整備事業主体の
決定に係る費用便益比等の課題など、国との調整はい
まだ決着がつかない状況であります。関連するフィー
ダー交通整備の調査計画と県の新たな費用便益比等の
試算について、いつまでに実施するか伺います。
　５、県庁におけるＤＸ推進について。
　職員の業務効率化については、昨今の県庁における
若手職員大量離職問題を見ても早急に改善を進めなけ
ればならないと考えます。生成ＡＩの導入などＤＸ推
進について現状課題と今後の対応を伺います。
　６、教職員の業務負担軽減等支援について。
　(1)、教職員の働き方改革について、全国学力・学
習状況調査後における自校採点・入力業務の見直しや

県教委への提出物等の軽減など、県に求められている
事項において何を実現できたか伺います。
　７、不登校児童並びに保護者支援について。
　日本における10代の死因は、自死が１位かつその
要因は多くが学校問題であり、不登校も命に関わる重
大な課題として捉え、社会全体で支援体制を広げてい
かなければなりません。教育機会確保法やこども基本
法にも基づき、さらなる支援拡充を求め、以下につい
て見解を伺います。
　(1)、市町村や民間団体と連携した不登校児童並び
に保護者への支援体制づくりについて。
　(2)、フリースクール等の民間団体・施設で学ぶ費
用に係る経済的支援について。
　(3)、同じくフリースクール等の民間団体・施設な
ど学校外での学びにおける出席認定や評定の在り方の
課題について。
　８、包括的性教育の推進による若者の心と体の支援
拡充について。
　(1)、若年妊娠の比率が全国平均の２倍以上と突出
する沖縄県の状況において、若者たちの人生の選択や
体を守るための包括的性教育の推進や相談支援につい
て、県の取組と今後の対応を伺います。
　(2)、今後、県の公的な事業としてのユースクリ
ニック設置も必要だと考えるがどうか伺います。
　９、ひとり親家庭医療費助成事業について。
　ひとり親家庭の経済状況や多忙な状況を鑑み、当該
事業の給付方法を現在の償還払いから現物給付へと改
定を求める自治体の声を伺っています。子ども医療費
助成における国のペナルティーが廃止された状況も鑑
み、改定についての見解を伺います。
　10、健康長寿県復興に向けた取組について。
　1995年の沖縄世界長寿地域宣言から約30年。現在
沖縄県の平均寿命は転落の一途をたどり、生活習慣病
の蔓延により20代～64歳の働き盛り世代における死
亡率は全国ワースト３位に入る状況にあります。その
ような中、８月25日に県内若手医師や医学部学生も
参画する若手組織ＧＳＣＯ（グローバル・シェイパー
ズ・コミュニティー沖縄ハブ）から健康長寿復活へ向
けた提言書が県に提出されました。幅広い世代への健
康課題アプローチに向け期待をするところであります
が、今後の継続的な連携について見解を伺います。
　11、私宅監置遺構の保存・活用について。
　かつて国の精神病者監護法に基づく制度として、私
人が行政庁の許可を得て精神障害者を小屋等に隔離収
容する私宅監置という非人道的な措置が日本全国各地
で実施されていました。1950年に同制度が廃止され



- 90 -

た後も米軍統治下に置かれた沖縄では、精神保健医療
や社会保障制度体制も不十分なまま、琉球政府の行政
手続の下に私宅監置施策が継続され、日本復帰まで多
くの当事者が人権侵害の被害に遭い続けました。現
在、沖縄島北部地域に残る私宅監置遺構は、日本で現
存する唯一の遺構であり、精神保健医療の歴史と教訓
を学び残す拠点として、県の公的な取組の下に保存・
活用が求められるが見解を伺います。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　瑞慶覧長風議員の御質問にお答
えいたします。
　米兵による性暴力事件についての御質問の中の１の
(1)、知事訪米の成果とワシントン駐在の重要性につ
いてお答えいたします。
　今回の訪米においては、国務省・国防総省、連邦議
会議員等に対し、米軍人による相次ぐ性的暴行事件と
通報体制に関する問題点を訴えたほか、辺野古新基地
建設問題をはじめとした沖縄の基地負担の現状がいか
に不条理であるかを直接伝えることができたと考えて
おります。ワシントン駐在につきましては、性的暴行
事件等の発覚後、速やかに米国政府関係者と面談し、
事件の経緯や県の日米両政府に対する抗議・要請の内
容、県民の反応等を説明したほか、連邦議会軍事委員
会所属議員などに抗議・要請の内容をメールで送付す
るとともに、多くの補佐官と面談し、説明を行ってお
ります。また、今回の訪米においても、日頃から培っ
てきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者等との面
談の手配や共和党系シンクタンクでの講演、民主党の
プログレッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、議員補
佐官を集めたブリーフィングといった新たな取組の実
現など、大きな役割を果たしております。
　沖縄県としては、米国内において沖縄の基地問題に
関するより一層の理解と協力を得るためには、このよ
うなワシントン駐在の活動は非常に重要であると考え
ております。
　次に、地域外交の推進についての御質問の中の２の
(1)、これまでの取組の成果についてお答えいたしま
す。 
　地域外交に資する私の海外出張では、昨年度は中
国、スイス、ハワイ、東南アジア、今年度は米国のワ
シントンＤＣとニューヨークの国連本部を訪問いたし
ました。また、両副知事が韓国、中国、ボリビア、ペ
ルー等を訪問し、それぞれの訪問先において、沖縄県
の地域外交の考えや平和を希求する「沖縄のこころ」

を発信するとともに、経済分野における交流やウチ
ナーネットワークとの連携の強化を図っております。
さらに、福建省沖縄訪問団との交流、駐日インド大使
館と連携した観光・物産ＰＲイベント沖縄ＤＡＹの開
催、北東アジア地域自治体連合へのオブザーバー加入
等に取り組んでいるところです。これらの取組によ
り、北京・福州との直行便の就航、パラオ共和国や韓
国済州特別自治道をはじめとする海外自治体とのネッ
トワークの構築等につながってきたものと考えており
ます。
　次に、県庁におけるＤＸ推進についての御質問の中
の５の(1)、県庁におけるＤＸの推進状況についてお
答えいたします。
　県庁内においては、モバイルパソコンやＷｉ―Ｆｉ
環境の整備といったデジタルを活用した働きやすい環
境づくりやデジタル技術に関する職員研修など、ＤＸ
に向けた取組を実施しております。また、生成ＡＩに
ついては、他県の動向を踏まえながら、庁内において
も活用に向けてどのような業務が効率化できるのか実
証を進めているところです。
　沖縄県としては、より効率的で働きやすい職場環境
をつくり、職員の意見も幅広く聞きながら、ＤＸの推
進に取り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米兵による性暴力事件
についての中の(2)、再発防止策と県民大会について
お答えいたします。
　県は、米軍人による性的暴行事件が相次いで発覚
したことを受け、米軍及び日米両政府に対し、リバ
ティー制度の厳格化や教育の徹底などを求めていると
ころです。また、在日米軍司令官が日本政府と連携し
創設するとしている新たなフォーラムにおいて、リバ
ティー制度や教育プログラムの内容等の具体的な取組
を確認していく必要があると考えております。
　県民大会の開催を求める意見は、このような悪質な
事件が二度と繰り返されてはならないとの思いが広
がっていることの表れであると受け止めております。
県民大会は、県民が主体となって取り組むとともに、
多くの県民、団体の賛同が必要であると考えておりま
す。
　次に３、与那国町における離島振興・環境保全と
宮古・八重山圏域の首長との対話についての中の
(4）、離島地域の市町村長との対話等についてお答
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えいたします。
　県では、知事が直接現地を視察し地元の方々の意見
を聴き、県政に反映させることを目的に知事行政視察
を実施しており、今年度は４月に石垣市を視察したと
ころです。また、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協
議会、いわゆる軍転協においては、米軍及び自衛隊基
地に関する諸問題について、県と基地所在市町村が相
互に協力し解決を図るための議論を重ねているところ
です。
　県としては、引き続き知事行政視察や軍転協等を活
用しながら、地元の方々や市町村長と意見交換を実施
していきたいと考えております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　３、与那国町における離島振
興・環境保全と宮古・八重山圏域の首長との対話につ
いての中の(1)、与那国町の自立経済及び自治の再興
についてお答えいたします。
　与那国町において、役場、議会、住民が一体となっ
て策定した与那国・自立へのビジョンには、自治と自
律の島、交流の島、自立経済の島をはじめとした目指
すべき将来像等が定められております。県では、離島
振興計画に基づき、与那国町において、交通・生活コ
ストの負担軽減などの生活基盤の整備のほか、ＩＣＴ
を活用したテレワーカー等の人材育成、離島の魅力を
生かした産業振興などに取り組んでおります。
　県としましては、引き続き与那国町等とも意見交換
を行いながら、離島振興に関する施策を推進してまい
ります。
　次に４、沖縄鉄軌道計画とフィーダー交通整備につ
いてお答えいたします。
　県では、令和６年度、鉄軌道と有機的に接続する
フィーダー交通の導入可能性調査を行っており、調査
結果を踏まえ、フィーダー交通の導入について検討し
ていきたいと考えております。
　鉄軌道については、構想段階の計画から事業化判断
を行う計画段階へ移行させるため、国が課題としてい
る費用便益比のさらなる向上に向けた調査検討を行っ
ており、令和７年度以降、これらの調査結果を用いた
新たな費用便益比の再算定を行うこととしておりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、与那国町における離

島振興・環境保全と宮古・八重山圏域の首長との対話
についての(2)、祖納港の進捗と今後の取組について
お答えいたします。
　祖納港は、与那国島の地域振興を支える重要な港湾
と考えており、平成25年度から静穏度向上を目的に
事業を進め、平成29年度に波除堤整備を完了したと
ころです。現在、船尾岸等の整備を進めているところ
であり、引き続き予算確保に努め早期完了に向けて取
り組んでまいりたいと考えております。
　同じく３の(3)、比川地区の新港建設計画に対する
県の見解についてお答えいたします。
　与那国町における新たな港湾の整備については、現
在、祖納港で実施している静穏度対策事業の整備効果
等を踏まえた上で、その必要性について検討していく
必要があると考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　３、与那国町における離島
振興・環境保全と宮古・八重山圏域の首長との対話に
ついての(3)のうち、樽舞湿原等の保全に向けた環境
調査についてお答えいたします。
　樽舞湿原がある区域一帯は、既に国指定鳥獣保護区
等に指定されておりますが、自然環境豊かな地域であ
り、平成28年度から令和３年度にかけて県が実施し
た全県的な調査において、同区域についても調査して
おります。また、リーフトンネルは、サンゴ礁により
形成される地形ですが、県は自然環境の保全に関する
指針において、与那国島周辺海域を自然環境の厳正な
保護を図る区域である評価ランクⅠとしており、平成
22年度の県全域調査においても同海域のサンゴ調査
を実施しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　６、教職員の業務負担軽減等支
援についての中の(1)、教職員の働き方改革について
お答えいたします。
　県教育委員会では、昨年度実施した業務改善に関す
るアンケート結果等を踏まえ、「私たちのピース・リ
スト2023」と題した取組目標を策定し、令和８年度
までを集中改革期間として推進しているところであり
ます。具体的な50項目の取組目標には、全国学力調
査後の自校採点・入力業務の見直しの検討や学校へ依
頼する調査・報告等の整理・削減等を掲げ、全庁体制
で働き方改革の実現に向けて議論を進めております。
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引き続き、働き方改革とメンタルヘルス対策を一体的
に推進してまいります。
　続きまして７、不登校児童並びに保護者支援につい
ての中の(1)、市町村や民間団体と連携した支援体制
づくりについてお答えいたします。 
　文部科学省の通知において、不登校児童生徒への支
援については、学校等の公的機関は民間施設等の取組
の自主性や成果を踏まえつつ、より積極的な連携を
図っていくことが望ましいとされております。
　県教育委員会としましては、学校と民間団体等が連
携した不登校児童生徒やその保護者への支援体制の在
り方について、他県の実施状況等を踏まえ、研究を進
めてまいります。
　同じく(2)、フリースクール等で学ぶ費用の支援に
ついてお答えいたします。
　県では、子どもの貧困対策として、一定の要件を満
たしたフリースクールを利用する生徒に通学費を支援
しております。フリースクールで学ぶ費用の支援の在
り方については、他県の実施状況等を踏まえ、研究し
てまいります。
　同じく(3)、学校外の学びにおける出席認定等につ
いてお答えいたします。
　文部科学省の通知においては、民間施設等の学校外
の施設を利用する不登校児童生徒については、一定の
要件を満たした場合、指導要録上出席扱いとすること
や、その成果を評価に反映することができると示され
ており、その促進が図られております。
　県教育委員会としましては、引き続き文部科学省の
通知の各学校への発出や管理職研修会、市町村との連
絡協議会等を通して、不登校児童生徒の出席扱い等に
ついて理解を深め、児童生徒の努力の成果が適切に評
価されるよう努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　８、包括的性教育の推
進による若者の心と体の支援拡充についての(1)、包
括的性教育の推進等に係る県の取組等についてお答え
いたします。
　子どもたちが将来について考え、責任ある人生の選
択を行うには、人権等を含めた性や妊娠に関する正し
い知識を身につけることが重要だと考えております。
このため県においては、子どもの居場所等に助産師等
を派遣し、子どもたちへの性教育などを実施しており
ます。また、性や健康の悩み等に関する養護教諭等へ
の研修や思春期の悩み、予期せぬ妊娠等に悩む者に対

する相談支援などを行っているところであり、引き続
き性等に関する正しい知識の普及に取り組んでまいり
ます。
　続きまして同じく８の(2)、ユースクリニックの設
置についてお答えいたします。
　ユースクリニックは、若者を対象に性に関する疑
問、性感染症、避妊、デートＤＶなど幅広い相談につ
いて、助産師をはじめとする専門家が対応する施設で
す。県内では１か所のユースクリニックが令和５年４
月より運営されており、名護市や浦添市の児童セン
ターや学校等において、医師や看護師等による相談支
援が実施されています。
　県としましては、今後、当該クリニックの相談支援
の状況や地域のニーズ等の把握を行い、設置の必要性
や支援の在り方等について検討してまいります。
　続きまして９、ひとり親家庭医療費助成事業につい
てお答えいたします。
　本事業における現物給付については、10市町村が
導入を希望しているものの自動償還等の維持を求める
市町村が大部分となっております。
　県においては、国に対し、全国統一的なひとり親家
庭等に関する医療費助成制度の創設と国庫負担減額調
整措置、いわゆるペナルティーの廃止を要望している
ところです。現物給付の導入については、県のみなら
ず、実施主体である市町村の費用負担も生じること等
から、引き続き市町村と意見交換を行ってまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　10、健康長寿県復興
に向けた取組についてのうち、若手組織ＧＳＣＯとの
継続的な取組についてお答えします。
　今年８月、県に対して、県内の若手医師や医学部生
等から構成される若手組織ＧＳＣＯから本県の健康課
題に関する提言書が提出されております。提言内容と
しては、ウチナーンチュの生活を朝型へ、新たな伝統
行事ハーフカジマヤーで健康促進などといった斬新な
視点での提言がされております。当該組織との今後の
連携につきましては、ネット等を活用し意見交換の場
を設けるなど、若い世代の意見を積極的に取り入れて
健康長寿復活に生かせるよう検討してまいります。
　続きまして11、私宅監置遺構の保存・活用につい
てお答えします。
　私宅監置については、1900年の精神病者監護法に
より規定された制度であり、医療機関に入院できない
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精神障害者を自宅等で家族が監護せざるを得なかった
こと、日本本土では1950年に廃止されたものの、米
軍統治下にあった沖縄では復帰前まで行われていたと
いう事実は、精神医療の歴史の教訓として検証してい
くことが重要であると考えております。遺構の保存等
については、当該監置所跡が私有地にあり、保存や公
表に係る遺族や所有者の合意が得られていないことか
ら、丁寧に意向確認を行った上で、地元自治体や地域
住民との意見交換を行うなど、慎重に検討してまいり
たいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風  議員　御答弁ありがとうございま
す。
　まず知事におかれましては、訪米行動、大変お疲れ
さまでした。就任から６年、沖縄県知事という重責を
背負いながら日々県民のために尽力されていることに
心から敬意を表します。
　それでは再質問を行います。
　２番の地域外交の推進について。
　大変精力的に地域外交施策に取り組んで来られてお
りますけれども、これまでの取組に係る経済波及効果
についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　経済波及効果というものを
直接的に言うのはなかなか難しいんですけれども、例
えば、昨年度から今年度にかけての成果としまして
は、知事の中国出張後に実現したビザ申請手続の緩和
により、北京―福州との直行便の就航といった個別の
成果において経済的な効果が発生しているというふう
に考えております。また、ＭＯＵに係る取組の経済的
効果の事例として、パラオ共和国とのＭＯＵにおいて
は、パラオ海域でのマグロのはえ縄漁業の操業確保に
向けた重要な取組であり、本県の水産業の振興に大き
く寄与しているというふうに考えております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　平和的な構築もそうですけれ
ども、地域外交においてはこういった経済的な効果と
いうのも非常に大切なことだと思っております。今
後、こういったことの数値化ということに取り組んで
いただくことも大事なことかなと考えておりますが、
見解をお伺いします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今、説明いたしましたもの
についての数値化でございますが、今のところ経済波

及効果を数値として表すことはなかなか難しいと考え
ておりますが、今後どのようにしてできるかというの
は少し研究したいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　それでは３番、与那国町の離島振興に移ってまいり
ます。
　まず、(1)から。
　与那国町は、かつて台湾との交易の中で繁栄した時
代には、１万2000人もの人口がおりました。現在も
姉妹都市である花蓮市と学校教育に関する交流を行っ
ていますが、僅か111キロ先にある台湾に、509キロ
離れた那覇を経由しなければならない状況です。町の
悲願である直接航路の開設については、これまで国境
交流特区構想や花蓮市―与那国間の高速船往来の社会
実験事業へのチャレンジなど様々な取組が行われるも
いまだに実現しておりません。ぜひ今後、県としても
与那国町の地理的優位性を生かした自立経済の構築
へ、台湾との直接航路の実現に向け取り組んでいく必
要があるのではないでしょうか。知事の見解をお聞か
せください。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　与那国町のほうで、航路で
あったり航空路であったり、そういったものの開設を
求めている、動いているということは承知しておりま
す。そのためにかつて特区制度を活用した制度の要望
もなされたというふうな形を聞いております。今後も
引き続き、与那国町からそういった特区の活用につい
て御相談があれば、県としても必要な支援をやってい
きたいと考えております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ぜひ県としても、積極的にこ
の実現に向けて取り組んでいただきますようお願いい
たします。
　それでは(2)番ですけれども、この祖納港は、なか
なか改修が完了しないということですけれども、どの
ような課題があるかお伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　祖納港は、沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハー
ド交付金により整備を行っております。予算確保の課
題に加えまして、離島地域の人手不足等に起因いたし
ます不調不落等についても課題であると考えておりま
す。
　県としましては、予算の確保に加えまして地域の実
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情に応じた不調不落対策を講じることによって、祖納
港の早期整備に向け取り組んでまいりたいと考えてい
るところでございます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　次の(3)で挙げております比川
地区の新港建設計画についても、この祖納港の通年運
航における課題から来ております。町を訪問した際
に、町議会議長、教育長とも意見交換をしましたが、
祖納港が整備されれば、町長が発表している非現実的
な振興計画など望むところではないとの見解も分かり
ました。予算等様々な課題があるかと思いますが、今
後の与那国町にとって非常に重要な祖納港の改修事業
について、あらゆる方策をもって早期完了へ力を尽く
していただくことを再度お願い申し上げますが、でき
れば副知事からも御答弁お願いいたします。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　土建部長からも答弁させていた
だいたように、特定空港・港湾などにつきましても
ビー・バイ・シーなどが求められております。祖納港
につきましては、必要な改修についてきちんと予算が
確保できるように取り組んでいきたいと思います。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　特段の取組をお願いしたいと
思います。
　それでは(4)に移ります。
　この離島地域においては、石垣市長による住民投票
実施の拒否や与那国町長においては住民に対して、一
部がキャンキャンわめいているというような発言をす
る独善的姿勢など、軍拡に伴い自治や民主主義もない
がしろにされている状況があります。知事におかれま
しては、県内においても地域外交方針の「万一にも軍
事衝突等の不測の事態が発生しないよう平和的な外
交・対話による問題解決を求めています。」といった
方針を共有し、共に連携をしていただけるよう首長や
地域住民との対話を重ねていきながら、地域の民主主
義も回復できるよう努めていく必要があるのではない
でしょうか。知事の言葉をお聞かせください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県は、特に経済の振興ある
いは住民の生活にとって、離島の振興なくして沖縄の
振興なしという思いで全般的な振興計画を進められる
ように取り組んでおります。そのためには、やはりそ
れぞれの市町村の首長と住民の皆さんがしっかりと対
話を重ね、そこに私たち県も一緒になってどのような
課題や問題に対して一緒に、あるいは個別に解決する
ために協力していくかということが大事だと思いま

す。ましてや、今、軍拡が顕著だというような表現を
議員使っておられますけれども、この離島地域におい
ての自衛隊の配備についても、地域住民への十分な説
明と協力への理解が必要であるということは言うまで
もないと思います。ですから、かねてから政府に対し
ましても、自衛隊の配備について、特に先島において
の配備等においては、住民にしっかり説明をし、対話
をしていただきたいということを要望しております
し、私もそのような平和構築の観点からの積極的な協
力につきましては、惜しみなく取り組んでいきたいと
いうように考えております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　離島においては、やはり住民
に配慮がされていないという状況がありまして、住民
からもぜひ知事に直接声を聞いてほしいと、そのよう
な思いも私今日は背負ってここに立たせていただいて
おります。これからの取組をぜひよろしくお願いした
いと思います。
　それでは４番の沖縄鉄軌道計画に移ります。
　昨日の新聞記事では、伊東沖縄担当大臣が沖縄鉄軌
道計画に関心を示していることも紹介されておりま
す。大臣との対話も含め、今後の国との調整に全力で
取り組んでいただきますようお願いいたします。あわ
せて、フィーダー交通整備の調査において、那覇市の
ＬＲＴ整備計画とも連携しながら、もともとの県営軽
便鉄道ルートである与那原―那覇線や糸満―八重瀬―
那覇線の整備についても検討をいただきたいと思いま
すが、見解をお願いします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　フィーダー交通の検討につき
ましては、これまで鉄軌道の利用者増という考え方を
基に検討しておりましたが、地域公共交通の充実、そ
ういった観点からいいますと、鉄軌道が先か、フィー
ダー交通が先かということではなくて、可能なものか
ら検討を進めていこうというふうな形で今進めている
ところです。そういった観点で、令和６年度はフィー
ダー交通についても可能性調査を実施していくことと
しております。特に南部地域につきましては、南部の
市町村の皆様とも既に協議会のほうを立ち上げており
ますので、そういったところを活用しまして、地域の
皆様といろいろ議論をさせていただきたいと思ってお
ります。
○瑞慶覧　長風 議員　大臣に対するところも答えら
れれば。
○武田　真 企画部長　大臣のほうの鉄軌道の取組に
ついては、我々も期待しているところでございます。
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○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ぜひこれから県の本気の取組
をお願いいたします。
　それでは７番に移ります。
　不登校児童支援に関して、経済的支援についてです
けれども、他府県の事例を見ますと、フリースクール
等民間施設の利用料の公的補助が東京都、茨城県、三
重県、富山県などで行われております。沖縄県でも、
全国の2.2倍に当たる子どもの相対的貧困率を考える
と、利用料の補助は当然必要な施策であると考えま
す。今後の検討の在り方について、教育長、見解を伺
います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　不登校児童生徒の対策について
は重要であるというふうに考えておりまして、特にこ
のフリースクール等民間施設との連携の在り方につい
ては、現在県教育委員会においてその利用状況等、実
態把握に向けた調査を実施しているところであり、そ
れを今取りまとめているところであります。今後その
調査の結果であったり、今議員御紹介のありました他
県の状況等も踏まえて、フリースクールと学校の連携
の在り方についてしっかり研究してまいりたいと考え
ております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ありがとうございます。ぜひ
よろしくお願いいたします。
　(3)に関しても、この学校長の判断によっては民間
施設等での学びが出席認定や評定に反映されず、成績
がオール１などにされて進路選択が狭まってしまうな
ど、学校外の学びに関しては様々な課題が山積してい
ます。
　そこで(1)の民間と連携した支援体制に戻ります
が、南城市ではフリースペースやフリースクール、Ｎ
ＰＯ等の民間団体と教育委員会が連携し、不登校児童
や保護者支援に関する情報交換会がスタートしていま
す。私はぜひ県においてもこのような取組を行ってい
ただきたいと思います。先日10月１日には、県内各
地の学校外の子どもの受皿となっている20の関係団
体が集まり、沖縄フリースクール居場所等運営者連絡
協議会も設立されました。今後このような民間団体の
声も真 に聞いていただき、不登校支援施策の拡充
に努めていただきたいと願いますが、改めていかがで
しょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　フリースクール等を利用してい
る児童生徒につきましては、先ほどお話があった、例

えば出席の扱い、あるいはその評価をどのように反映
していくかということについて、これは文科省におい
てもしっかりと、一定の条件を満たした場合には推進
するようにというふうなことがうたわれているところ
でありますので、まずは学校に周知をしながらしっか
り理解を図っていくことが重要であるというふうに考
えております。そのような取組も踏まえつつ、先ほど
お話しましたとおり、その関係機関との連携の在り方
についてもしっかり研究をし、今後進めていきたいと
いうふうに考えております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　前提として、公教育において
誰もが安心して通える学校をつくる努力というのは必
要ですけれども、現在学校に通えない子どもたちの支
援については、公的機関の役割として、責務として、
全力で取り組んでいただきたいと思います。
　それでは８番、最後に包括的性教育について。
　10代の若年妊娠の多くは意図しない妊娠であり、
相手が避妊してくれないということや、避妊の知識が
十分でないことの背景があります。それは日本の性教
育において、国の定める学習指導要領に「妊娠の経過
は取り扱わないものとする。」という一文、通称はど
め規定が壁となり、妊娠など肝腎なことが教えられな
いという課題から来ております。県としては、国際的
な指針である健康教育、人権教育としての包括的性教
育に着目し取り組んでいただきたいと願います。
　先ほど御紹介ありました名護市の県内初のユースク
リニックですけれども、このユースクリニックと県が
連携して公的な位置づけとして継続的な予算支援を行
うことで、さらなる環境づくりを行っていただくこと
も今後の取組として提案したいと思いますけれども、
併せて見解を伺います。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　先ほど答弁のほうでも、今後設置の必要性や支援の
在り方について検討をいたしますということで答弁さ
せていただきました。ユースクリニックですけれど
も、現在、こども未来応援助成事業という形で助成を
受けながら活動されているところでございます。た
だ、この事業というのが最大３年までというような不
安定な事業でございますので、答弁で申し上げました
とおり、今後の支援の在り方をしっかり検討して、安
定的なものにつながるように検討してまいりたいとい
うふうに考えております。
○瑞慶覧　長風 議員　質問を終わります。
　イッペーニフェーデービル。
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○中川京貴 議長　代表質問を続けます。
　大田　守議員。
　　　〔大田　守　議員登壇〕
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大田　守 議員　こんにちは。
　維新の会の大田守でございます。
　さて、少しだけ所見を述べさせていただきたいと
思っております。
　言霊という中で、尊厳という言葉がございます。私
は行政や政治で一番大事な言葉だと思っております。
人権ではない、尊厳ですね。これは、生きている人間
含め亡くなった方、そしてその地域、国、そして民
族、そういった方々の精神的な支柱。それとともにそ
の地域や国、民族の文化そして芸術、これまで含まれ
るものだと思っております。政治の中でやはり一番大
きなものは、この尊厳をいかにして守るか。そして、
相手の尊厳をいかにして受け止めるか。これが必要だ
と思っております。今、この私たちの世界中で様々な
紛争が起きております。もうこれはこの議場にいらっ
しゃる方、そして市民・県民の皆様方もよく知ってい
ると思っております。しかし、沖縄県でも女性の人権
や子どもの人権、これを毀損するようなことがござい
ました。これは人権ではなくて、尊厳の毀損だと私は
思っております。
　今から150年前、ペリーがこの琉球に来航しまし
た。そのときに、一部の方々が琉球の女性に対して大
変な行為をしてしまいました。当時の琉球の男性は、
自分たちの尊厳が壊された、そう考えて行動に移した
と私は思っております。こういったことも含めて、や
はり守るべきときには守る、これが必要だと思ってお
ります。
　以上のことを私自身、肝に銘じながら政治活動を続
けていきたいなと思っております。
　では、質問に移らせていただきます。
　１、令和７年度沖縄振興予算概算要求について。
　(1)、今回の概算要求の中で、県の最も重要とする
施策は何なのか伺います。
　(2)、大学院大学（ＯＩＳＴ）の概算要求が振興費
の中で約230億円つけられていますが、これまでの総
額と沖縄県の経済振興に貢献した実績を伺います。
　２、教育行政について。
　(1)、義務教育時の不登校が児童生徒の将来に大き
な影響を与えている。小中学校の不登校児童数の推移

と対応について伺います。
　(2)、小中学校と中高一貫校の県教育事務所ごとの
数の推移と成果、課題について伺います。
　(3)、本県は、中高卒業時の進路未決定者が多い。
その要因は学力不足や進路決定の遅さ、目的意識の低
さや経済的な理由も大きく影響していると考えます。
素行や学力不足から定員内不合格になる現状と中途退
学者数の推移と対策を伺います。
　(4)、県内の技術職の人材不足への対応には、専門
高校の現状に対する認識とそれを踏まえた課題解決が
求められます。専門高校に対する県の今後の展望を伺
います。
　(5)、小中学校における児童生徒の課題に対する対
応等は、各教育委員会含め地域の関わりが見えてまい
りますが、義務教育終了後は行政や社会的な関わりが
薄くなってきております。それが成人後のひきこもり
にもつながり社会問題となっています。県としての対
応を伺います。
　３、農業行政について。
　(1)、沖縄県は農業従事者と生産額の減少が続いて
おりますが、農業６次産業化は全国的に見ても増加率
が高い傾向にあります。その現状と６次産業化の推移
を伺います。
　(2)、鹿児島県のこうじ菌を活用した畜産関連の視
察を行ってまいりました。畜産の課題解決（悪臭・働
き方など）を事業者自らが行い、行政はその足りない
部分の補助を行っております。本県の畜産農家に対す
る悪臭対策、事故率の低減、飼料費の負担軽減、品質
向上に向けた取組を伺います。
　(3)、畜産以外の農業も資材高騰の影響を受け厳し
い状況となっております。10月以降、肥料の価格が
大きくアップとなります。資材や輸送費等の補助拡大
に対する県の対策を伺います。
　４、水産業行政について。
　(1)、沖縄県の未利用水産資源調査と活用実績につ
いて伺います。
　(2)、糸満漁港は、県内唯一の第３種漁港で全国の
漁船を対象とする港であります。糸満漁港の整備計画
の中で高度衛生管理型荷さばき施設は完成しています
が、漁具倉庫・製氷施設・一次加工処理施設の整備状
況と取扱量増に向けた課題と具体的な対応策を伺いま
す。
　(3)、糸満漁港内で19トンクラスの漁船まで対応で
きる船揚げ場整備が今後行われますが、そのときの
しゅんせつと岩礁除去についてどのように考えている
のか伺います。
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　残りは、質問席から質問させていただきます。よろ
しくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　大田守議員の御質問にお答えい
たします。
　令和７年度沖縄振興予算概算要求についての御質問
の中の、沖縄振興予算概算要求の最重要施策について
お答えいたします。
　沖縄振興予算は、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄
振興計画に掲げた各種施策を、総合的かつ計画的に推
進するために措置されるものであります。このため、
どの事業も沖縄振興を推進する上で重要なものである
と考えております。特に沖縄振興一括交付金は、沖縄
振興に資する事業を県と市町村が自主的な選択に基づ
き実施できる制度として創設され、離島の不利性や子
どもの貧困問題など、全国一律の政策では解決困難な
課題や地域が抱える課題への対応に大きく貢献してお
ります。
　沖縄県としましては、今後も国直轄事業を含む沖縄
振興予算の総額が確保されるとともに、沖縄振興一括
交付金をはじめとした地方向け補助金の所要額が確保
されるよう関係機関と連携して取り組んでまいりま
す。
　次に１の(2)、沖縄振興予算におけるＯＩＳＴ関連
予算の総額及び経済振興への貢献についてお答えいた
します。
　ＯＩＳＴ関連予算の総額は、平成17年度から令和
６年度までの20年間で約3300億円となっておりま
す。ＯＩＳＴは、設立目的である沖縄の振興に寄与す
るものとして、モズクやクルマエビ等の品質向上に資
する研究、サンゴの再生に向けた研究等を行ってお
り、県内事業者とも共同研究を積極的に進め、地域経
済の課題解決に貢献しております。さらに、沖縄県と
連携したスタートアップ創出支援等を行っており、こ
れまで25社が起業し、その１つが環境スタートアッ
プ大臣賞を受賞し、資金調達に成功する等成果を上
げつつあります。令和７年度には、新たに２棟のイン
キュベーション施設が竣工予定であり、これによりＯ
ＩＳＴ発のスタートアップの増加や産業振興につなが
ることが期待されています。
　次に、農業行政についての御質問の中の３の(1)、
６次産業化の現状と推移についてお答えいたします。
　６次産業化の推進は、農林漁業者の所得向上や農山
漁村の活性化を図る上で重要であると考えておりま
す。国の調査によりますと、沖縄県の６次産業関連

事業の令和４年度年間販売額は226億2300万円であ
り、平成24年度と比較して65.3％増で、伸び率が全
国でも上位となっております。
　沖縄県としましては、６次産業化に取り組む事業者
のステージに応じた支援等、様々な施策に取り組み、
多様なニーズに対応する戦略的な販路の拡大と加工・
販売機能の強化及び地域資源の活用、域内循環の創出
による地域の活性化などを推進してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　２、教育行政についての中の
(1)、不登校児童生徒数の推移と対応についてお答え
いたします。
　文部科学省が実施する問題行動等調査によると、
沖縄県の国公私立小中学校の不登校児童生徒数の推
移は、平成30年度から令和４年度にかけて3125人、
3406人、3663人、4435人、5762人となっており、
増加傾向にあります。
　県教育委員会としましては、校内自立支援室事業に
よる不登校児童生徒等への支援を市町村教育委員会と
連携して取り組むとともに、引き続きスクールカウン
セラー等を活用した初期対応及び関係機関と連携した
組織的な支援等に取り組んでまいります。
　同じく(2)、小中一貫校及び中高一貫校についてお
答えいたします。
　小中一貫校は、９年間を通じた教育課程を編成し、
系統的な教育を目指しており、国頭地区に３校、宮古
地区に１校設置されております。また、中高一貫校
は、与勝緑が丘中、開邦中、球陽中、名護高等学校附
属桜中が設置されております。開邦・球陽高校の両校
は大学進学においても高い実績を上げており、難関国
立大学の令和５年度現役合格者数は、球陽高校、開邦
高校合わせて22名となっております。
　県教育委員会としましては、引き続き児童生徒の学
習意欲の向上を図るとともに、教員の指導力向上のた
めの支援を行ってまいります。
　同じく(3)、定員内不合格者及び中途退学者の推移
と対策についてお答えいたします。
　県立高等学校入学者選抜における定員割れのあった
高校での不合格者数については、令和４年度45名、
令和５年度62名、令和６年度70名と推移しておりま
す。また、県立高校における中途退学率は、令和２年
度1.5％、令和３年度1.3％、令和４年度1.4％と推移
しております。
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　県教育委員会としましては、高等学校へ入学意思の
ある子どもたちへ学ぶ機会を提供するとともに、中途
退学の減少に向けて、引き続き丁寧に関わり続ける支
援・指導を行ってまいります。
　同じく(4)、専門高校の現状等についてお答えいた
します。
　専門高校においては、実践的・体験的な学びを通し
て、地域産業界の担い手となる人材の育成に努めると
ともに、生徒のキャリア発達を促し、主体的な進路選
択が実現できるよう取り組んでおります。
　県教育委員会としましては、地域産業の魅力発見及
び将来の担い手育成を目的として、専門高校と地域を
つなぐコーディネーターを配置しているところです。
引き続き、地域の産業界等との連携・協働により、地
域で活躍できる人材の育成に努めてまいります。
　同じく(5)、小中児童生徒の課題に対する対応につ
いてお答えいたします。
　県では、進路未決定のまま中学校を卒業する生徒や
その保護者から同意を得て、相談機関へつなげる体制
を構築しております。具体的には、悩みや不安を抱え
る子ども・若者の様々な相談に対応する、沖縄県子ど
も若者みらい相談プラザｓｏｒａｅへ生徒の情報を提
供し、進学や就労などに向けた相談を通して社会的な
自立に向けた支援を行っております。
　県教育委員会としましては、引き続き関係機関と連
携し、生徒一人一人の状況に応じた支援に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　２、教育行政につい
ての(5)のうち、県のひきこもり対策についてお答え
します。
　県は、平成28年10月にひきこもり専門支援セン
ターを設置し、ひきこもり当事者や家族の意向を確認
しながら支援内容を検討し、相談支援、訪問支援、相
談対応者の人材育成研修等を行い、必要に応じて子ど
も若者みらい相談プラザｓｏｒａｅ等関係機関と連携
を図っています。また、より身近な市町村で相談でき
る体制が求められていることから、市町村におけるひ
きこもり相談体制整備の支援のため、地域連絡協議会
の開催や市町村担当者からの相談対応等を行っていま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕

○前門尚美 農林水産部長　３、農業行政についての
中の(2)、畜産農家の課題解決に向けた取組について
お答えいたします。
　畜産農家においては、悪臭問題や事故率の低減など
の課題があると認識しております。そのため、①沖縄
県畜産臭気対策マニュアルを活用した悪臭対策、②事
故率の低減に向け、家畜の所有者が遵守すべき飼養衛
生管理基準に基づく指導、③飼料費の軽減に向け、牧
草生産に必要な草地整備や機械導入、飼料作物奨励品
種の育成・普及、④優良種畜の確保による品質向上に
取り組んでおります。引き続き、関係団体等と連携
し、畜産農家の課題解決に向けた支援に取り組んでま
いります。
　同じく３の(3)、耕種農業への物価高騰対策につい
てお答えいたします。
　近年の農業資材や輸送コスト等の上昇により、農業
者の経営は依然として厳しい状況にあります。このた
め県では、農業用ハウスの新規導入や既存ハウスの補
強・改修、農業用機械の整備、生産資材等の補助など
に取り組んでおります。また、県産農林水産物の県外
出荷に係る輸送費については、農林水産物条件不利性
解消事業において補助を行っております。引き続き、
関係団体等と連携し、生産者の経営安定に向けて取り
組んでまいります。
　次に、水産行政についての中の(1)、未利用水産資
源の調査実績についてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づ
き、漁業調査船・図南丸を活用し、本県の地域特性を
最大限に生かした水産資源探索等の調査研究を行って
おります。資源探索に係る実績としましては、平成
30年度から５年間で大東諸島及び大陸棚周辺海域に
おける有用資源の漁獲調査を実施しております。その
結果、まだ小規模ではありますが、キンメダイなど新
たな水産資源の活用に結びついています。引き続き、
持続可能な水産業振興に向けた調査研究に取り組んで
まいります。
　同じく４の(2)、糸満漁港の施設整備状況と取扱量
増加に向けた取組についてお答えいたします。
　糸満漁港では、令和４年度に製氷施設や一次加工処
理施設、漁具倉庫等が沖縄県漁業協同組合連合会によ
り整備されております。また、公募により県有地を借
り受けた民間事業者による加工場施設の建設も進めら
れているところであります。これら施設の整備によ
り、徐々に取扱量は増加しておりますが、大型漁船の
補修や点検を行う船揚げ場がないことなどが課題と
なっております。そのため県では、19トンクラスま
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で対応した船揚げ場等の整備を進めるほか、引き続き
関係者と連携し、市場利用に関するプロモーション等
を行うことにより、取扱量の増加に取り組んでまいり
ます。
　同じく４の(3)、糸満漁港内のしゅんせつと岩礁除
去についてお答えいたします。
　県では、糸満漁港において、令和８年度から水産流
通基盤整備事業を活用して大型漁船に対応した船揚げ
場の新設を行う予定としております。船揚げ場から離
れた水域のしゅんせつと岩礁除去については、当該水
域を漁業活動に必要な漁港施設として定める必要があ
りますが、現状においては船揚げ場利用のための漁港
施設への位置づけが難しいものと考えております。引
き続き、糸満市及び関係団体と検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　まず、教育行政のほうから伺って
いきたいなと思っておりますけれども―すみませ
ん、ＯＩＳＴのほうから先まいりましょうね。令和７
年度の沖縄振興予算の概算要求について、そちらを先
にさせていただきます。
　このＯＩＳＴ予算が一応振興費の中に組まれている
のですが、振興費の中の約8.3％ですか、結構大きな
率になるんですよね。ＯＩＳＴ設立のときに、沖縄振
興に資する、それとともに世界を股にかけた研究をや
るということで、それはそれで私はいいと思うのです
けれども、しかしスタートアップ事業がまだ２桁です
よね。25社とか20社とか、これでは少ないんじゃな
いかなという気はしております。京大・東大、同じよ
うなクラスの大学であれば、もう３桁なんですよ。そ
の点に関しまして、ＯＩＳＴとの関連、この沖縄振興
策との関連をどのように考えていますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　ＯＩＳＴにつきましては、強
い沖縄経済の実現に資するスタートアップ支援や質の
高い教育・研究環境を維持するための経費という形で
沖縄振興予算のほうに計上されております。議員から
25社というふうな数字が少し少ないのではないかと
いうような御指摘がありますが、東大・京大に比べま
すと、その歴史であるとか、学校の規模であるとか、
そういったものが異なりますので、一律に比較できる
ものではないというふうに考えております。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　私は、このＯＩＳＴはやはり沖縄
振興で重要な位置づけだと思っております。論文数は
そんなに多くはないと思いますけれども、ただし国内

であれば１番ですよね、質とすれば。それで、世界で
も質のほうはたしか７位か９位、10番以内には入っ
ていると思います。だからそういったすごい教育施
設・研究施設、やはりこれをもっとこの沖縄の振興、
経済振興に資するように私はやってほしいなと思って
おりますし、そしてこれを沖縄県民が知らない。大変
もったいない。これぐらいの大きな教育・研究機関で
あれば、私はもっともっと沖縄の教育に関わってほし
いなと思っております。確かに新聞では、どこどこの
中学校でＯＩＳＴから出前授業がありました、小学校
でありました、高校でありました、これはあるんで
すが、やはりもっともっと関わっていただきたいなと
思っています。この点に関しまして、今後、令和７年
度以降、県としてもっとＯＩＳＴとお話をしてどこま
でそれができるのか。やはり、基礎研究部分であれば
これは厳しいものがございます。振興であればそれを
基にしたスタートアップ事業、これがあと幾らぐら
いできるのかというお話と、そしてこの沖縄の児童生
徒、学生に対するモチベーションのアップ、そのため
の出前授業がどれぐらいできるのかどうか、これを私
はしっかりと話合いをしたほうがいいんじゃないかと
思っております。それに関しまして、教育庁と企画部
のほうではどのように考えておりますか。お聞きいた
します。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　ＯＩＳＴの人材育成につきま
しては御承知だと思いますが、科学の出前講座をはじ
め様々なプログラムを通じて人材育成についても力を
入れているところです。それで、御指摘のＰＲ不足な
ところもあろうかと思いますが、今ＯＩＳＴは市町村
も含めた地域連携についても力を入れて取り組んでい
るところです。そういったところにつきましては県の
ほうもしっかり後押しをしながら、ＯＩＳＴの知見を
県内の沖縄振興の観点からまた広げていきたいという
ふうに考えております。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　本県の子どもたちが学校生活の
中で学ぶ上で目的意識をしっかりと高めていく、これ
が重要であるというふうに思っております。そのため
にはやはりしっかりとした体験活動、経験をすること
が重要であると思います。県内にこのような高度な研
究機関であるＯＩＳＴがございますので、しっかりと
連携を図りながら今御紹介がありました出前講座等、
しっかりと体験活動を進めていきたいというふうに思
います。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
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○大田　守 議員　ＯＩＳＴ関連、またよろしくお願
いいたします。
　あとは、教育行政のほうに移ってまいりたいと思っ
ております。
　今、小中一貫校、これが５校ありますということで
ございました。国頭教育事務所の４校、あと宮古のほ
うで１校ということで聞いております。国頭のほう
は、多分、学校統廃合に基づいての小中一貫校だと思
うんですよね。そこは義務教育を担っている各市町村
の教育の在り方を基にしたやり方だと思っております
けれども、ただ本来であれば、質向上のための小中一
貫校、これが本来の目的でないとおかしいと私は思っ
ております。そういった中で、しっかりと新しい小中
一貫校をまた探っていただければと思っております。
島尻のほうでは、糸満のほうで小中一貫校、これをや
ろうと。そこは行政の予算的な面ではなくて、本当に
小学校６年間と中学校３年間をかけた９年間の長期教
育、これをすることによって子どもたちの人材育成に
充てようということでやっております。ぜひとも県の
ほうも御協力よろしくお願いいたします。
　あと、もう一つは中高一貫校です。思春期の初めの
中学生とそして終了間際の高校の６年間というのは、
人間の形成に一番重要な時期です。そのときにこの感
覚や思いが一緒の中高を一緒にすることによって、私
はすごい教育ができると思っておりますし、ただ、今
県のほうの中高一貫校は進学のための一貫校、そのよ
うにしか見えないんですよね。進学校に附属中学校を
造る、そのようにしか見えないんです。360度海に囲
まれている自治体は北海道と沖縄県だけです。これは
もう海洋県だと言っても私は間違いないと思っており
ます。そういった中、沖縄県本来の中高一貫校の教育
に特色を出すのだったら水産関係の中高一貫校。私は
これを目指した場合に、この沖縄からすごい人材が出
てくると思います。今の水産高校でもすばらしい成績
でもって確かに国公立大学に入学する、卒業する生徒
も出てきております。ただ、私たちの県立沖縄水産高
校はこのような学校ではないと思います。これを中高
一貫校にすることによって、もっともっと大きな人
材、これができると思いますけれども、それに関しま
して教育長のお考えをお聞きしたいなと思っておりま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。

○半嶺　満 教育長　中高一貫の意義については、議
員御指摘のとおり、６年間の教育課程をしっかりと組
むことによって充実した、継続した教育ができるとい
うことだと思います。御指摘のあった中高一貫にどの
ような学科を設けるか、さらにはどのような特色を持
つ教育内容にするかは、各設置者において適切に判断
することになっております。制度上は、その視点で可
能であります。専門高校への中高一貫の設置について
は、やはり小学校の段階で進路を選択する必要がござ
います。そうしますと、やはり小学校の段階から１つ
の分野に進路を絞って決定するという状況が出てきま
す。また、そういった子どもたちをしっかりと確保し
ていくというふうなこともありまして、やはりこの進
路選択、あるいは生徒の確保の観点から検討すべき課
題があろうかというふうに思っておりますので、そう
いった課題等も踏まえながらどういったことができる
のか、少し研究してまいりたいというふうに思いま
す。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　課題は課題であると思います。６
年間の教育の中であれば、その中でやっていてもまた
新しい道を探す子も出てくると思います。それが教育
だと思っております。そういった教育を私はやればい
いと、それができると思っております。そういった教
育をぜひともよろしくお願いいたします。
　あと、農業行政についてお伺いいたします。
　今、畜産はやはり沖縄県内での消費にも満たない、
そういった状況が生まれております。そして、畜産の
新しい場所を造ろうとした場合、やはり近辺から特に
悪臭問題、それが大きな問題として指摘されておりま
す。今、そういった対策もやっておりますということ
ではございますけれども、やはりまだまだなっていな
い。私たちが鹿児島に行ったときに、これは沖縄の泡
盛を造るもとになります黒こうじ菌、これを使った消
臭効果、そしてこれを使ったこの母体―母豚や母牛
のこの母体をよくすることによって事故率が相当減る
のです。そして、悪臭も減るんですよね。沖縄で生ま
れ育ったこの黒こうじ、これを鹿児島で活用しながら
鹿児島の黒豚のブランド、鹿児島の黒毛和牛、これが
出来上がっているのです。私は沖縄のこの黒こうじ、
もっともっと可能性があると思っております。これに
関しまして、やはりこうじ菌を使った、そういった沖
縄由来の菌を使った研究をもっともっとするべきだと
思っておりますけれども、それに対していかがでしょ
うか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
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○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　ただいま議員から御指摘がありましたように、本県
ではこうじ菌を活用した飼料化の事例は現在ございま
せんが、泡盛蒸留かすの飼料化ですとか、豚や子牛へ
の給与試験などで泡盛の蒸留かすを使った事例等があ
ります。一方他県では、黒こうじを添加した飼料の豚
への給与試験において、１日当たりの増体量や枝肉重
量などが増加しまして、生産量が向上したという報告
事例がありますので、畜産業におけるこうじ菌を活用
した飼料については、他県の事例等を踏まえ検討して
まいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　よろしくお願いいたします。
　せっかく沖縄由来の黒こうじです。これをほかの県
で有効に使って、沖縄県でなかなか使っていない。こ
れ、大変もったいない。やはりそこは沖縄県の農業の
在り方として、私はすぐ視察をやって、これが沖縄県
でできるかどうか、こういったことをやってほしいな
と思っております。ぜひともよろしくお願いいたしま
す。
　あと、水産業行政のほうにまいります。
　ソデイカ漁が今最盛期というか、大きな水揚げ量に
なっております。糸満のほうも知念も与那原も、それ
ぞれ。ただ、それが資源の減少なのか、どんどん遠く
なっているんですよね。そうなってくると、やはり新
しい未利用の水産資源の調査を図南丸でやって、そし
て事業者の皆さん方にその調査結果を教えていただい
て、どこにどの資源がある、どれぐらいの資源があ
る、やっぱりこれをやるのが県の仕事じゃないかなと
思っております。これに対しまして、今後それをやる
のかどうか、それをお聞きしたいなと思っておりま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時27分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　先ほど答弁させていただきました大東諸島とか大陸
棚周辺海域における漁場調査ということで、キンメダ
イですとかアラなどの未利用・低利用資源の活用の可
能性調査をしてまいりましたが、現在、籠網による漁
場の調査等も行っております。また、沖縄近海の深海
性のエビとかカニとか、その他有効資源の漁場開発を
目的に、図南丸による調査を進めておりますので、ま

た今後、未利用資源、低利用資源の資源としての活用
ということで、図南丸の試験研究に取り組んでまいり
たいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　今後ともよろしくお願いいたしま
す。
　尖閣周辺は、今大変危険な状態というか、なかなか
漁ができない状態でありますけれども、そこでも50
年前に調査をやっております。ただ、これはもう50
年前です。やっぱり新しい調査が必要だと思っており
ます。その点も踏まえて、調査のやり方を検討されて
ください。よろしくお願いいたします。
　そして、糸満漁港。今回19トンクラスの船揚げ場
ができます。そこに岩礁があるのは御存じなのでしょ
うか。お聞きいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　岩礁があるという情報提
供は受けてございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　情報提供を受けていると思います
し、たしかそこでの船の事故報告も県のほうにはいっ
ていると思います。ただ、そこが漁港の範囲内かどう
かという微妙なものがあるということも聞いておりま
す。ただしかし、糸満漁港の範囲に入っていないとい
う場所でさえ、水産庁の船を着けるための接岸部分は
きっちりとしゅんせつしてこれからやっていくとい
う、その話も聞いております。やり方はいろいろある
と思います。そこで19トンクラスの船揚げ場ができ
るのであれば、そういった岩礁の破壊、そしてしゅん
せつ、私はこれをしっかりと検討していただきたいな
と思っております。これに対しまして、関係団体との
話合いもできるのかどうか、それぐらいは聞いておき
たいなと思っております。いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　本件につきましては、糸満市及び関係団体と意見交
換を行っていくとともに、また補助事業の活用の可能
性についても国と調整してまいりたいと思っておりま
す。
　以上でございます。
○大田　守 議員　ありがとうございました。
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○中川京貴 議長　以上をもって代表質問は終わりま
した。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明４日定刻より会議を開きます。

　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後３時31分散会



- 103 -

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瀬　　長　　美 佐 雄

会議録署名議員　　徳　　田　　将　　仁





令和６年10月４日

　
令和６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第４号）





- 105 -

令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

令和６年10月４日（金曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第４号
令和６年10月４日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　（質疑）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号ま　　　
　　　　　で
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第２号議案　令和６年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第４号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第９号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第13号議案　県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　認 定第１号　令和５年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認 定第２号　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第３号　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第４号　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第５号　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第６号　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第７号　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第８号　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第９号　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第10号　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第11号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
　　　　　　　　　　　　 　ついて
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平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１
号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認
定第24号までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　おはようございます。
　沖縄自民党・無所属の会の島袋大でございます。
　本日は沖縄関係予算から聞きたいと思っておりま
す。よろしくお願いします。
　令和７年度概算要求は、2820億プラス事項要求で
決着はついておりますけれども、沖縄自民党としまし
ても、市町村からの要望を受けて、特定事業推進費を
15億円増額して100億。そして、北部振興費を５億増
額して50億。そして、子どもの貧困対策事業を２億
円増額の22億円。お亡くなりになられました松川前
宜野湾市長から強い要望があった駐留軍用地跡地先行
取得事業費を新規で68億円。これは、今まで一括交
付金でありましたけれども、特に重要になるので新た
な柱として新設したということになると思っておりま
す。また、離島の方々からも、これまでの一括交付金
で、県の裁量だとなかなかできないということでハー
ドルが高かったものがありましたけれども、今回強い
要望がありまして、不利性解消事業、交通コストの負
担軽減事業、無電柱化などを新規事業として特出しを
しております。自民党沖縄振興調査会でも声を大にし
まして、要望は全て受けてくれと強く訴えましたけれ
ども、結果は要望どおり全ての概算要求の中に今回新
規として盛り込んでもらっております。沖縄自民党と
しては、私は100点満点の予算編成だと大変満足して

おりますけれども、なかなかいろんな面で希望に達し
ない面もあるかもしれませんけれども、県として令和
７年度の概算要求の評価をお聞かせください。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　今議員から御紹介いただきま
したように、内閣府は総額2820億円の令和７年度沖
縄振興予算の概算要求を行いました。今回の概算要求
では、新規事業として、これまで沖縄振興特別推進交
付金で実施していた駐留軍用地跡地先行取得事業、沖
縄離島住民交通コスト負担軽減事業、沖縄農林水産物
条件不利性解消事業の３事業、約120億円が新たに項
目立てされました。関係団体等から要望があった沖縄
航空関連産業クラスター形成促進事業などが新たに盛
り込まれたほか、離島支援策が拡充されました。ま
た、新たに事項要求として、水道施設の緊急整備が盛
り込まれており、御配慮いただいたものと考えており
ます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ひとつ代表質問も確認しました
けれども、県が要求しているものよりはなかなか少な
かったかもしれないけれども、何も汗をかいてない県
政与党のオール沖縄の皆さんに、私はどういうことか
と話を聞きたいぐらいですよ。我々が一生懸命、今回
特出しのためにどれだけ努力したかというのは、知事
も分かるでしょう。一緒に沖縄振興調査会に出て、カ
レーライス食べて、いろんな面で議論して、お互いや
りましょうねと。これが対話ですよ。何もやらない与
党のオール沖縄の県会議員の皆さん方に言われたくな
いですよ、私は。
　次に、水道料金の引下げについてお聞きします。
　今回の概算要求で、沖縄自民党から強く要望したの
は、水道料金の引下げに係る予算計上であります。そ

北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長

本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
渡嘉敷　道　夫　　代 表 監 査 委 員
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れが今回事項要求となりました。当然皆さんも御存じ
のとおり、事項要求とは、現時点において幾ら必要な
のかが不透明なので、12月の予算決定のときまでに
決めようということで、今お互いかんかんがくがくし
ているところですよ。我々も一緒であります。現在、
企業局と内閣府でこの事項要求の金額を明確にする
べく議論がなされていると思いますけれども、これは
我々沖縄自民党からの提案ですけれども、この水道料
金の値下げについては、ぜひ補正予算を活用してほし
い。それを強く国に要望してほしいと私は考えており
ます。総裁選挙が終わり、総選挙があるかもしれませ
んけれども、いずれにしても補正予算は必ず来るんで
すよ。去年の補正予算は約40億円だったと私は記憶
しております。私は、沖縄の補正予算の金額としては
非常に小さいと考えておりますから、今度土曜日に伊
東大臣も来ますので、しっかりとその辺は対話しなが
らこの思いを私も伝えたいと思っております。補正予
算の突破口としてほしいと私は考えておりますけれ
ども、県としての考え、意欲について聞かせてくださ
い。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　水道施設の整備に係る予算に
ついては、先ほど議員から御案内があったように、事
項要求していただきました。事項要求も含めてなんで
すが、補正予算があれば、またあらゆる機会を捉えて
増額確保に向けて全力で取り組んでいきたいというふ
うに考えております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ぜひ補正予算はチャレンジして
いただきたいと思ってます。これは沖縄自民党からの
正式な提案であります。当然我々も予算獲得に向けて
最大限努力をしますけれども、今102円が10月１日か
ら125円になる予定だったのが、４億円の補正予算を
組んで120円で10月１日からスタートしています。最
大135円にしようとしているのを、我々はＲ７の来年
度にしっかりとこの補正予算も前倒しで組んで、どう
にかこの物価高騰の中での県民の苦しさを圧縮しよう
ということで沖縄自民党は努力したいと思っているん
ですよ。そこはしっかりと理解していただきたいなと
思ってますし、補正予算は強く要求していただきたい
なというふうに思っております。
　次に移ります。
　安和桟橋の安全強化についてであります。
　ネットや新聞報道では、あの痛ましい事故は、抗議
活動の人が飛び出したから、いや、沖縄防衛局が強引
にダンプカーを２台出したからとか、情報が錯綜して

おります。
　土建部長、土建部長は歩道の管理者として、沖縄防
衛局から映像を見せてもらったと思っておりますけれ
ども、どうですか、見ましたか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　土木建築部では、沖縄防
衛局が安和桟橋における土砂運搬作業を再開する際、
説明に来られたときに防犯カメラの映像について提示
を受け、視聴したものでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　どうですか、御覧になって。女
性が飛び出したんですか。トラックが突っ込んでいっ
たんですか。どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　捜査中の案件ということ
もありまして、映像の詳細についての言及は避けたい
と考えております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、副知事、防衛局は、お二
人に見てほしいと言ったけれども、なぜ映像を直接確
認していないんですか。死亡事故ですよ、死亡事故。
これは知事、副知事に何度も映像を見せてお会いした
いと言っても、あんた方逃げ回っているんですか。ど
のような対応をしているんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　県といたしましては、今後の安全対策等を防衛局と
話合いをする上で参考になると考えましたことから、
実務担当部である土木建築部において映像を確認した
ものでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大  議員　これは、もうらちが明きませ
ん。私も自民党の県連会長として、そして委員会は仲
里土木環境委員長が就任しておりますので、委員会と
して映像を確認するようにお願いをしております。沖
縄防衛局に対しても映像を出すように委員会から要求
すると思います。皆さん、どうですか。私も安和桟橋
の現場に行きましたよ。あそこは全部カメラだらけで
すよ、カメラだらけ。映像を見てしっかりと検証しま
しょうよ、委員会で。そうじゃないと安全強化の議論
が進みません。責任転嫁して、県側はどうしようかと
する姿すら、動きすらしないんですよ、皆さん方は。
どうぞこれ委員会でしっかりと確認の上で、議論して
いただきたいと思ってます。答弁要りませんよ。
　少し別の角度から質問したいと思っております。
　知事、事故発生後、琉球セメント、本部港の港湾施
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設使用に係る連絡会、また地元の名護市安和区から
も、知事に対して安全対策の要請がされていますよ
ね。これらの団体から事故前後に具体的にどのような
要請を受けたんですか。内容を教えてください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午前10時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　港湾使用に係る連絡会からの申入れの内容につきま
してですが、関係のない者の立入りを禁止する、積込
み作業を妨害しようとする者を指導し退去させるなど
の要請が寄せられております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　事故から既に３か月が経過して
いるんですけれども、現在の安和桟橋、本部港で、管
理者たる県の立場において、どのような安全対策を
取っているんですか。聞かせてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　安和桟橋……。ちょっと
休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時11分休憩
　　　午前10時11分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　失礼いたしました。
　まず、安和桟橋につきましては、沖縄防衛局と安全
対策等について北部土木事務所において話合いを行っ
ているところでございます。その内容を踏まえまし
て、関係法令に照らして対策を講じていきたいと考え
ております。
　本部港旧塩川地区につきましては、作業に関係のな
い者の立入りを遠慮していただくような看板を設置し
ている状況でございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大  議員　３か月たっております。そし
て、今回の悲惨な事故は、知事宛ての沖縄防衛局長要
請文によれば、警備員の静止を聞かず、左折して出よ
うとする進行中のトラックの前方に出たことから、警
備員がお亡くなりになりましたと書かれております。
そうであれば、妨害者の危険な妨害活動によってお亡
くなりになった警備員の御遺族の悲しみは、想像して
余りあるものであります。非常に悔しい思いだと思っ
ておりますよ。詳細は控えますが、御遺族はこのよう

に言っているそうであります。報道やＳＮＳでは、妨
害者に非はなく、非があるのは強引な警備などではな
いかとの誹謗中傷がほとんどであり、妨害活動が問題
ないことにされ、家族の死がなかったことのように扱
われることに対して、精神的につらく心を痛めていた
ところ、最近では妨害者を褒めたたえる声さえあり、
さらに憤りを強く感じ、つらく許せない思いである
と。そして、車椅子でも抗議活動を再開するなどもあ
り、負傷フェニックスだの褒めたたえているようであ
ります。今までで一番憤りを感じる記事でした。本当
に本当に許せないですし、とてもつらいですと。娘さ
んは高校生ですよ、知事。亡くなられて３か月間、何
ら対策もしない。県内の報道ベースの２紙はそういう
―この方をかばうような形で差し止めて亡くなった
んですよ。映像を土建部長は見たと。知事、副知事は
見てくださいと言われても見もしない。逃げ回り。だ
から委員会の中でしっかり審議してくれということな
んですよ。もう一人の方もおけがをされて入院中であ
ると思っておりますけれども、それをしっかりと守ろ
うとした警備員の方が亡くなっているんですよ。家族
の思いは、新聞報道を見てもＳＮＳを見ても警備員が
悪いというふうな様子で、家族はどう思いますか、知
事。そこをしっかりと考えていただきたいなと、私は
そう思っているんですけど。
　では、安和桟橋の出口で死亡事故が起こった。じゃ
あ、なぜ入り口にはポールが立っているんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　入り口付近に立っている
ポールにつきましてですが、道路利用の中で植栽帯に
乗り入れる車両があるなどの現状が見られ、そういっ
たところからポールを設置しているというような土木
事務所からの報告を受けているところでございます。
（発言する者多し）
○中川京貴 議長　静粛にお願いします。
　答弁中です。
○前川智宏 土木建築部長　また、公道において歩行
者の通行を妨げるようなポール以外のガードレール等
については、設置は歩行者の自由な通行を妨げること
から適切ではないと考えているところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午前10時16分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　島袋大議員。
○島袋　　大 議員　休憩、休憩。
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○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午前10時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　大変失礼をいたしまし
た。
　安和桟橋入り口の車止めにつきましてですが、これ
は道路法第24条の許可申請におきまして、事業者か
らの申請により事業者が設置したものでございます。
これは当該交差点において、国道の旧道方面からの右
折車両の車道から歩道への侵入を防ぐ目的で事業者に
おいて設置されたものということでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　部長、私はこれ以上深く―怒
りたくないけどさ、あなた方は今事業者が立てたって
言っているけれども、安和桟橋のこの出口は死亡事故
が起きたから事業者が設置していいですかって、あん
た方断っているだろうが。
　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ガードレールの設置につ
きましては、事業者のほうから設置の要望があったわ
けでございますが、これにつきましては先ほど答弁い
たしましたが、歩行者の自由な通行を阻害するという
観点から設置は好ましくないということで考えたもの
でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏  土木建築部長　申し訳ございません。
ちょっと答弁が不足しておりましたが、設置してある
のは車止めのポール状のものでございます。今般、事
業者から事故のあった箇所で設置したいと希望があっ
たものはガードレールでございまして、ポール状のも
のとは異なりまして、歩行者の自由な通行を妨げるお
それがあるというところから設置については好ましく
ないという判断をしたものでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　部長、じゃあガードレールと言

うと、我々の認識ではガードレールですよ。これが
ポールとなったら、じゃあポールは設置していいとい
うことで理解していいですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ポールにつきましては、
歩行者の自由な通行についてある程度自由度がござい
ますし、その点につきまして、現在沖縄防衛局と北部
土木事務所において調整をし、ポールにつきましては
設置の可能性はあるものというふうに考えておりま
す。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　今の認識では、じゃあ設置した
いということだったら設置できるということで理解し
ていいですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この点については協議中
でございますが、設置の可能性はあるものと考えてお
ります。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島袋　　大 議員　前回の議会は、ガードレールだ
ろうがポールだろうが認められないと言われたんだ
よ。今になってポールが立てられるとはどういうこと
ですか。３か月も放置した間に今度はポールが立てら
れるって、何で二転三転するんですか。だったら最初
からガードレールつけなさいよ。ここは知事、副知
事、どう思いますか。これだけ被害者の御家族も含め
て大変悲しみに苦しんでいる中、何も沖縄県知事は対
応しないんですかと言われているんですよ。どうです
か、知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　御遺族の悲しみにも思いを致し
ながら、安全対策については今北部土木事務所と沖縄
防衛局とで実務的な話合いが進められております。一
方で、県警でもその事故に関する詳細な捜査が続いて
おります。我々は、そのような推移を見守り、よりよ
い安全対策が取れるように努めてまいりたいというこ
とを願っております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　見守る前に早めに行動してくだ
さい。大変なことですよ、これは。御遺族のお気持ち
を十分尊重の上、引き続きこれ県警に刑事事件化を検
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討していただきたいなと思ってます。
　本部港について聞かせてください。
　港内至るところで妨害が行われ、安和桟橋以上に危
険な状態となっております。過去、繰り返し立入禁止
措置をやるように要請があると思いますけれども、事
故が繰り返されないように、立入禁止措置を講じるべ
きではないですか。いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現時点におきまして、本
部港旧塩川地区については作業中の立入りを御遠慮い
ただくような看板を設置しているところでございま
す。また、本部港旧塩川地区からの土砂の搬出は今休
止をしている状況というふうに認識をしております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　当初、設置して撤去された看板
と同じものを設置してくれと我々言っているんですけ
ど、そこはどうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘の看板につき
ましては、設置をした後に市民団体等と協議をいたし
まして、安全が確保されるということが確認できたと
ころから、元の状態に戻したものでございます。現状
の看板におきまして、作業中の立入りを御遠慮いただ
くような措置を継続して行っているところでございま
す。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大  議員　この言われた市民団体といえ
ば、気に食わなかったから県庁のロビーに何百名と押
しかけて、わーわーわーわーと反対、反対と言って、
最後は副知事が引き取って、はい、外しますよと、
こういう団体ですよ。命に関わる問題だから柵をしま
しょうと言っているんですよ。法的根拠がないから何
もできないというのは、これは管理者としての責任放
棄ですよ。このような危険状況を放置してまた事故が
発生したら、県の管理責任は確実に問われますよ、知
事。どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　土木建築部といたしまし
ては、安和桟橋入り口及び本部港旧塩川地区の安全対
策につきまして、継続して検討、取り組んでいきたい
と考えているところでございます。
○島袋　　大 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時24分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。

　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ちょっと順序変わります。
　次に、補正予算についてお聞きします。
　地域総合整備資金貸付事業についてお聞きします。
　事業対象が琉球新報社の印刷設備更新とありますけ
れども、これは印刷する輪転機の理解でいいですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時25分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企画部長。
○武田　真 企画部長　輪転機を含め印刷設備全体の
更新となっております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　輪転機に８億5300万の税金を出
すわけですよね。しかも、無利子の長期融資ですよ。
まあ、外部の第三者委員会もあると思いますけれど
も、私はこのような印刷設備、輪転機などは、まさし
く新聞社の根幹として民間企業である新報が長期計画
的に買換えを考えるべきじゃないかなと私は思ってお
ります。８億5000万を融資するに当たって、この輪
転機のスペックはどれぐらいの精査をしていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時26分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企画部長。
○武田　真 企画部長　ふるさと融資という制度です
ので、地方振興に資するというふうな要件がございま
す。今回の事業者の投資につきましては、印刷機の効
率性や環境性等を備えた次世代型の新機種、そういっ
たものに更新するものであります。それに伴って、印
刷速度の向上等に伴って、作業時間の短縮、コストの
縮減、受託印刷の拡大などによる労働生産性の向上が
見込まれるというふうなことでの産業政策への寄与が
期待されるところです。
○島袋　　大 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時27分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　（パネルを掲示）　2019年10月
19日の新報、タイムスの記事です。約５年前の記事
でありますけれども、記事にはこう書かれておりま
す。琉球新報社と沖縄タイムス社は、次期輪転機共同
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購入を目指して断念をしたと。長い期間、印刷部門は
一緒にやろうねと両者で印刷会社も立ち上げていたわ
けですよ。しかし、協議が調わなくて断念した。私が
一番納得いかないのは、両者の協議が決裂して自分た
ちで買うのが大変だから、税金で輪転機を買ってもら
えませんかということを言っているんじゃないです
か。印刷設備というのは新聞社の心臓ですよ。それが
いつ頃老朽化するか、それまでの間、計画的に計画を
立てるのが筋だと思ってますけれども、この協議を見
て県は融資したんですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　パネルにございます両者の共
同の事業化につきましても、実は平成31年２月に両
者のほうから、ふるさと融資の活用についての御相談
もあったようです。先ほどのパネルにもございました
とおり、その後断念という形での対応がなされたとい
うふうに理解しております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　（資料を掲示）　ですから、こ
のふるさと融資全国版を見ていますよ。どこを見ても
―要するに造船とか、いろんな面で全県民に係るも
のをやっているんですよ。新聞社でこれ使うところな
いですよ、私はいかがなものかなと思います。いずれ
にしましても、沖縄自民党はこの補正予算に対しては
しっかりと精査していきたいと思ってます。
　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時28分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島袋　　大 議員　次、農業・畜産業についてであ
ります。
　令和６年度配合飼料価格差補助緊急対策事業におけ
る支給金額及び１農家当たりの支給金額を伺いたい。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和６年度配合飼料価格差補助緊急対策事業の予算
額は11億1750万3000円であり、配合飼料契約数量か
ら各畜種ごとの予算配分及び１農家当たりの支給金額
について……。すみません、訂正します。
　もう一度言います。
　予算額でございますけれども、14億1750万3000円
でありまして、配合飼料契約数量から各畜種ごとの予
算配分及び１農家当たりの支給金額について試算した
ところ、肉用牛は約３億３万円で１農家当たり約19
万円、乳用牛は約6027万円で１農家当たり約100万

円、養豚は約６億9541万円で１農家当たり約1022万
円、養鶏は約３億5470万円で１農家当たり約622万
円、ヤギは約４万2000円で１農家当たり約２万円と
なっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　和牛子牛の競り価格の下落が止
まりませんけれども、今後どのような対策を取るのか
伺いたいです。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、子牛価格下落に対する支援や配合飼料価格
安定対策のほか、中長期的な生産基盤強化に向け、高
齢繁殖牛から優良繁殖牛への更新の支援に取り組んで
いるところであります。また、経営が厳しい畜産農家
に対し、様々な相談に対応するため相談窓口を設置
し、肉用牛経営緊急サポート体制の強化に努めるとと
もに、制度資金の利子補給、返済期間の延長を含めた
償還猶予等に取り組んでおります。引き続き、市町
村、関係団体と連携し、畜産農家の経営安定に努めて
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ですから、今おっしゃった相談
窓口も設けていますけれども、融資先を紹介しても融
資ができない状況もあると聞いているんですよ。その
先に何ができるのか、答えが出ないのであれば相談し
ても意味のないことになっているというのが農家の声
なんですよ。いま一つ和牛繁殖農家の経営改善、今置
かれている農家の支援を早急にお願いしたいと思うん
だけれども、その辺どうですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、畜産農家の経営安定を図るため、配合飼料
購入費の補助拡充、子牛競り価格下落に対する補助拡
充に加え、優良繁殖雌牛更新に係る支援について、本
年６月議会において17億8000万円を予算措置したと
ころであります。しかし、議員御指摘のとおり、飼料
価格の高騰、子牛競り価格の下落により、畜産農家の
経営状況が厳しいことは十分認識しております。その
ため、肉用牛経営サポート体制の強化や優良な子牛生
産のための技術指導、県内金融機関へ返済期間延長な
どの配慮を求める文書の発出など様々な支援に取り組
んでおります。また、本年８月には、関係団体と共に
国に畜産農家に係る支援の要請を行っております。引
き続き、国の動向を注視しつつ、畜産農家の経営安定
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に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、知事の活動報告に、令和
６年３月13日、県内畜産農家現場視察及び関係者と
の意見交換があり、特に肉用牛繁殖農家は子牛価格下
落の影響を強く受けておりますと言っていますけれど
も、赤字運営が続き、経営逼迫や離農者が増えている
状況など、様々な対策を取ることを願いたいんですけ
れども、国などに次年度予算の概算要求を行っていま
すか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、畜産農家は大変経営が厳しい
ということを認識しております。県では、畜産農家の
経営安定化を図るため、令和４年度からこれまで飼料
価格高騰や肉用子牛価格安定対策として27億7000万
円を支援してきたところでありますけれども、また、
少し繰り返しにはなるんですけれども、本年８月に配
合飼料価格安定制度の見直しと予算確保について、関
係団体と国へ要請を行ったところであります。今後も
国の動向を注視しつつ、国に対し、また意見交換、そ
して要請等を行ってまいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　次年度の予算について、農林水
産部としてここが問題だからこうしてくれということ
で予算要求が来ると思っています。今やっていると思
いますよ、僕は。最終的に県全体の知事部局がどう判
断するかだと私は理解しております。そこをしっかり
と次の議会でも確認しますから、ちゃんと農林水産部
が求めている予算がクリアできるように努力していた
だきたいと思っています。
　もう一点、地方創生推進交付金ですけれども、11
月、12月―まあ、デジタル田園都市国家構想交付
金もそうですけど、11月、12月に次年度予算の申請
をすることによって交付が見込まれると思いますけれ
ども、その辺の考えはありますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　デジ田交付金についても、来
年度に向けた作業をそれぞれ取り組む時期になってお
ります。議員の御指摘は、畜産農家の支援ということ

だと考えておりますが、今現在、国においては物価高
対策を含め、地方創生対策も含めた経済対策を策定し
ているというふうに聞いております。その中で、また
新たな交付金も創設されるかもという期待も持ってお
ります。農家支援ということで、それらの交付金が対
象となるかどうかの確認をしつつ、その交付金全体の
有効かつ有意義な活用に努めてまいりたいと思ってお
ります。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　次移ります。
　サトウキビ収穫機（ハーベスタ）の沖縄県内の補助
事業導入実績を教えてください。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、サトウキビの生産性向上を図るため、市町
村、ＪＡ、製糖企業、各地区さとうきび生産振興対策
協議会等と連携し、機械化一貫体系の確立に向け、
ハーベスタの機械の導入を行っております。令和５年
度実績でございますけれども、中型ハーベスタを石垣
市に１台、小型ハーベスタを宮古島市に３台、糸満市
に１台導入しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ですから、これは申請してこの
台数がついたと思うけれども、申請を何件して、何件
通ったのか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和６年度のハーベスタの県内要望数は10台であ
り、そのうち３台が採択されております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大  議員　県内のサトウキビの収穫機
（ハーベスタ）は、製糖期に何台稼働していますか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和５・６年期のサトウキビ収穫機の稼働状況でご
ざいますが、北部が78台、中部40台、南部160台、
宮古151台、八重山44台で、県全体で473台が稼働し
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
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○島袋　　大 議員　サトウキビ収穫機械、このハー
ベスタの法定耐用年数は何年ですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　ハーベスタの法定耐用年
数は、減価償却資産の耐用年数等に関する法令に定め
られておりまして、７年となっております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　今、稼働しているのが473台。
耐用年数が７年。今沖縄県全体のハーベスタはちょこ
ちょこ直しながら、直し直しで回しているんですよ。
沖縄を守る、国土を守る。そういったサトウキビが第
１次産業って言っておきながら、申請した10台のう
ち３台しか受け付けていない。これ予算がないからで
すか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、国のさとうきび農業機械等導入支援事業な
どに採択された計画に対しまして、上乗せ補助を行
い、ハーベスタなどの高性能農業機械の導入支援を
行っております。近年は、地域の高齢化などにより、
ハーベスタ等収穫機械での収穫率が88％と年々高く
推移している一方で、過去に導入したハーベスタの老
朽化などから、ハーベスタ導入の要望が高い状況にあ
るというのは認識しております。
　県としましては、導入要望のある地域の実情につい
て関係機関との意見交換により把握に努めるととも
に、当該事業の実情につきましては、国と意見交換を
行うとともに、ハーベスタ導入事業の予算確保に係る
要請を引き続き行ってまいります。
　以上でございます。
○島袋　　大 議員　予算があるのかないのかと聞い
ているのに。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　この事業のほうは、国が
採択した計画に対しまして上乗せ補助を行うというこ
とで、そういう仕組みになっていますので、国の事業
で採択されたものに対して導入支援を行っているとい
うことで、県のほうの予算は確保しても、計画が採択
されなければ導入に至っていないというふうに認識し
ておりますので、この地域の実情ですとか、また国と
意見交換を行いながら、ハーベスタの導入ということ
で引き続き行ってまいりたいと思います。

　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　部長が言いたいのは分かります
よ。私は、手助けしたいから質問しているんだよ。今
市町村で稼働して止まっているところあるよ。金武町
も止まっているでしょう。何度申請してもみんな却下
されているんだよ。国がどうこうじゃないですよ。離
島を守る。国土を守るんだよ。国は金を出しますよ。
出さなければ我々に要請してくださいよ。皆さん方に
私が言っているのは、申請しても採択されたものしか
オーケーしていないでしょうが。知事、根幹たるサト
ウキビが、ハーベスタがパンクしたらどうなります
か。収穫できませんよ。和牛生産農家も大変ですよ。
こういう無利子の８億を新聞社に貸付けして、こうい
うことするんだったらこういうハーベスタや繁殖農家
の皆さん方に無利息で貸付けするべきでしょうが。こ
こが大事なんですよ。優先順位ですよ、優先順位。こ
こはしっかりと考えていただきたいなと思っています
よ。知事、知事も視察に行ったんだから、その辺どう
ですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私も、農家の皆さんやあらゆる
現場の方々からの要請を受け、それを県の事業に反映
させるべく、各部局にもその要求や、あるいは県民の
皆様の声を伝えるように努めております。なお、予算
の配分に当たりましては、国との連携あるいは市町
村、ＪＡ、サトウキビの場合には各地区さとうきび生
産振興対策協議会などがありますので、しっかりと連
携をしながら、県庁の事業において、優先度かつバラ
ンスを考慮した予算の配分を心がけるよう努めており
ます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　次です。
　政策調整監についてでありますけれども、どのよう
な流れで決まっているんですか。お聞きします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　任用手続について御説明い
たします。
　政策調整監の任用に当たっては、任期付職員等選考
要領に基づき、知事公室にて選考委員会を設置し、書
面考査及び面接考査を行っています。選考委員会にお
いては、業務に必要とされる高度の専門的な知識・経
験を有しているか、公務員として求められる一般的な
資質を有しているかという観点で審査を行っていると
いうところでございます。
　以上です。
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○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　選考委員会は何名ですか。誰が
最終的に決裁をするんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　選考委員会の人数としまし
ては、４名でございます。
　失礼いたしました。
　決裁といたしましては、知事の決裁というふうにな
ります。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　この職は何かを決裁する権限と
かあるんですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　決裁権限はございません。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　明らかに政治任用だから、そこ
はしっかりとその政治の中でやっていると思います
よ。
　今、現在―目の前にいますからあれですけれど
も、小川氏は豊見城市の副市長もされた方ですけれど
も、今パワハラ問題で係争中ですよ。係争中の中、皆
さん方は選考委員会で知事が最終的に決裁するんです
か。兵庫県もパワハラ問題でいろんな問題があるの
に、こういう係争中の方々を部長級に任命するという
のは、知事、どういう判断でやったんですか。これ豊
見城市民が見ても誰が見てもちょっとおかしいんじゃ
ないかと思うんだけれども。知事、あなたが決めたん
ですよね。説明してください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほども申し上げましたけ
れども、政策調整監は知事が特に命ずる重要事項につ
いて、庁内や関係機関との調整などを担っていただく
こととしております。豊富な行政経験や高度な政策判
断能力、幅広い人脈などを有することが求められるこ
とから、選考手続を経て、小川和美氏が任用されたと
いうことでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　理解します。こういう方と私理
解していますよ。本人目の前で大変失礼ですけど、パ
ワハラ問題で今係争中なんですよ。係争中と分かって
いる人を任命するんですかと聞いているんですよ。中
身は分かっているよ。

○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現在行われている裁判とい
うものは、豊見城市との間で行われているということ
で、小川氏自身は当事者ではないというふうに承知し
ております。
　県としましては、繰り返しますが、豊富な行政経験
や高度な政策能力が求められることから、小川和美氏
を任用したということでございます。
○島袋　　大 議員　時間終わっているけど、待て待
て待て。休憩。
　豊見城市と係争って、そのときの副市長は誰です
か。ここまで話ししないといけないのか、私が。そう
いう言い方をするんだったら、やりましょう、徹底的
に。こういう答弁は、議事録を起こしたら大変なこと
になるよ。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　沖縄自民党・無所属の会、又吉
清義です。
　ちょっと順番を変えて質問は５、６、７、８、そし
て１番に戻って行いたいと思いますので、部長、準備
よろしいでしょうか。
　まず、５番の道路行政についてです。
　国道や県道の道路標識の案内表示や看板に、観光客
やドライバー等に対する機能を果たしていない設置状
況が見受けられるが、県内の状況を伺う。
　部長、それについていかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県では、道路標識などの
道路施設について日常の安全パトロールなどにより、
劣化状況や修繕箇所の把握を行っております。道路標
識・標示板の修繕については、劣化状況等を勘案し、
優先度が高い箇所から順次実施をしております。引き
続き、道路の適正な維持管理に努めてまいります。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　（パネルを掲示）　部長、私も
ちょこっと調べてみました。道路標識でブルーの、こ
ういうやつですね。また、グリーンのやつです。こう
いうふうに全くないやつ。（パネルを掲示）　そし
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て、この白い看板ですね。こういうふうに３種類の色
の看板がある中で、皆さん順次やっているということ
なんですが、分かる範囲でよろしいです。大体どのぐ
らいあるか把握をしておりますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　視認性の悪い標識、標示
板の数について現在調査中ではございますが、現時点
で把握している視認性が悪い標識の数は、290基程度
となっております。引き続き、調査を進めてまいりま
す。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○又吉　清義 議員　本当に290基というのは半端な数
字じゃないんですよ。ですよね、部長。それで、これ
が主にどこにあるかというと、私が見た範囲ですよ、
まだ全部は調べてないです。県道85号線、75号線、
74号線に非常に多いです。もう普通じゃないです。
ですから、私は皆さんにぜひ要望したい。我が沖縄県
は車社会であり、また世界に誇れる観光立県を目指し
ております。本当にこういった状況は情けない状況で
す。このような道路標識は、やっぱり早めに整備をし
てもらいたい。ぜひ、12月定例会前には見えづらい
道路標識の県内の実態調査をしっかりして、いつまで
に整備をするのかプランをつくっていただきたいんで
すが、部長いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　引き続き調査を進めてま
いりまして、修繕計画についても検討してまいりま
す。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　本当にこれは観光立県として恥
ずかしい沖縄の実態です。知事、これについてどう思
いますか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　部長からも答弁ありましたとお
り、やはりその視認性の悪い標識については調査を続
けて、国等とも協議を行いながら対応してまいりたい
と思います。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　県道、国道ですね。たくさんあ
るということを、ぜひ皆さん認知してください。
　次に、６番に移ります。

　首里城火災の被害から一日も早い復元のため、たゆ
まぬ努力を重ねておりますが、火災原因の究明はその
後どのようになりましたか、御説明ください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　火災原因の究明について
でございますが、沖縄県警察の捜査結果及び那覇市消
防局の発表におきまして、首里城火災発生の原因は特
定されませんでした。県は、令和３年度に外部有識者
で構成する首里城公園管理体制構築検討委員会を設置
いたしまして、同公園における火災の再発防止策を含
みます管理体制の構築に向け検討を行っているところ
でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　いいですね。この首里城火災の
原因が今、明らかになろうとしております。この実態
が見えてきた、これをしっかりとひもといた方がいま
す。まず、そういった情報は皆さんに入っているで
しょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今、議員から御発言にあ
るような内容の詳細については、把握をしていない状
況でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　それでは、ちょっと読み上げま
す。
　 谷氏は、京都技術士会の４月例会で「首里城火災
は本当に原因不明か？」というタイトルで講演を行っ
たと。これまで原因不明と結論した那覇市消防局火災
原因判定書及びその根拠の一つとなった燃焼試験につ
いて精査し、問題点を指摘した。また、発火源となっ
た分電盤室に設置された見学用照明灯のコードの発火
メカニズムを解明した。特に、通電していたコードに
は溶融痕が検分されたが、近傍の電源を切った送風機
のコード類には溶融痕が検分されない事実から、溶融
痕は火災時の高温ではなく、ショートによる電気的な
高温により生成したと結論した火災原因の講演を行っ
たと、これが明らかにされております。これが明らか
になった場合、今後首里城についてはどのような展開
が予想されますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県は、施設の管理者とし
ての責任があるものと考えております。施設管理者の
責務といたしまして、先ほど申し上げました委員会を
設置して、同公園の再発防止策を含みます体制の構築
に向け検討を行っているというところでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
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○又吉　清義 議員　ぜひ原因を明らかにしないと、
非常に危惧します。びっくりしたのですが、この文書
でもう一つあります。一番肝腎な正殿には、煙探知器
もなかったと。これがあればそういう大火災にもなら
なかった。そして、原因も今ようやく明らかにされよ
うとしております。これを県はどのように受け止める
か、そして今後どのように生かすか、私は大きなポイ
ントだと思いますよ。そういった意味で皆さん、今後
何がどう変わるか、大変大きなポイントになるかと思
います。一応指摘をしておきます。
　次に移ります。
　７番目の知事公約の給食費無償化についてです。
　小学校、中学校の無償化について伺います。
　今どのように進捗しているか御説明お願いします。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　学校給食費無償化につきましては、６月の第１回市
町村説明会後に行ったアンケートやヒアリングを踏ま
え、９月の第２回市町村説明会において、補助対象経
費や上限額等の制度設計について意見交換を行ったと
ころであります。現在、県の予算編成に向けて各市町
村の令和７年度要望額の調査を行っているところであ
り、市町村とのさらなる調整を踏まえ、令和７年１月
末までに補助金交付要綱を策定し、同年４月からの実
施に向けて取り組んでまいります。今後の拡充につき
ましては、その効果検証や国の無償化制度の動向等を
踏まえて検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　何も無償化について私は待つべ
きものではないと思いますよ。今、各子育て世代の皆
さん、物価高騰で非常に困っております。ですからそ
こで無償化以前に、例えばその物価高騰の分も何とか
拠出できないか、皆さんは検討を進めるべきだと思い
ます。それにちなんで同じく認可保育園、認可外保育
園等の無償化についての県の考え方と取組状況につい
てお伺いします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　まず、認可保育所についてでございますが、認可保
育所については、国、県、市町村の負担において、２
歳までの非課税世帯等に対して給食費の全額が無償、
それから３歳以上の低所得者世帯等に関しましては、
副食費が無償という形になっています。認可外保育施
設につきましては、県の事業として保育を必要とする
低所得者世帯に対し、給食費の免除等を行う施設に対

して補助を行っているというような状況でございまし
て、併せて食材費の高騰分に関する支援も行うことと
いうことにしております。県では、誰もが良質な保育
等のサービスを受けられるよう幼児教育、保育の完全
無償化につきましても、国のほうに求めているという
ような状況でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ぜひ、我が国の宝である子ども
たちを健康で健やかに育てるためにも、これまでどお
りの栄養や量を保った給食を維持していくことは、非
常に必要であります。食は、人間が生きる上で基本で
あります。しかし、食材が高騰する中、各保育所関係
者はそのやりくりに非常に苦慮しております。そこ
で、食材料費が高騰する中、県にはどのような対策・
支援があるのか、物価高騰の中でどういう対策を打ち
出しているのか伺います。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　物価高騰の食材費の負担軽減事業といたしまして
は、令和４年８月の臨時議会において採決いただきま
して、現在取り組んでいるところでございます。スケ
ジュールになりますと、今年度、各市町村への説明会
は７月に終えまして、現在、市町村におきましては、
補正等の予算要求をしているところもあるということ
で確認をしております。年度内に早めに交付決定をし
て、４月に遡って支給をしてまいりたいというふうに
考えております。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　部長、スピード感を持って進め
ていただきたいなというのをぜひお願いします。
　そして教育長、やっぱりこのように保育園、認可外
でも物価高騰に対してやっているんですよ。ぜひ教育
委員会も何らかの形を示すべきだと思います。子育て
世代の皆さん、みんな困っております。困っておりま
す。これを切に訴えておきます。
　次に、８番に移らせていただきます。
　公共施設の男子トイレへのサニタリーボックスの設
置について県の状況を伺います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉  総務部長　県庁舎におきましては、現
在、多機能トイレにサニタリーボックスを設置してい
るため男子トイレには設置しておりません。近年、病
気治療の影響や加齢などにより、男性がおむつ等を使
用する場合があること、トランスジェンダーの観点に
配慮する必要が高まっていることは承知しておりま
す。男子トイレにサニタリーボックスを設置すること
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につきましては、ニーズや他自治体の実施状況等を踏
まえ、設置箇所や衛生面、一般利用者への影響等を考
慮しながら検討してまいります。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　このサニタリーボックス、九州
でもほぼ普及し始めてきているんですよ。しかし、我
が沖縄県は残念ながらまだないと。ぜひ、これもう時
代に対応するように皆様方には強く要望したい。それ
はなぜかといいますと、この排せつトラブルを抱える
男女や介助者の多くの方々が捨てる場所がないとのこ
とで、臭いや漏れへの不安が外出を楽しめない要因の
一つになっているとのアンケートが新聞記事に載って
おりました。ですから、生きてる限り健康で笑顔であ
るためにも、まずは県管理の施設から実施をしていた
だき、各市町村に普及させていくべきだと解します
が、ぜひ部長、取り組んでみませんか。そうすると
我々男性の皆さんも、もっと行動範囲が広くなります
よ、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　そういう要請が高まっている
ということは認識しております。設置に係る課題とし
ましては、衛生面に配慮しつつ個室に一定程度の広さ
を確保しなければいけないため、どの場所に設置でき
るのか。また、サニタリーボックスに廃棄された廃棄
物の処分方法等について清掃業者との調整も要すると
いうふうに考えておりますが、こういったことを調整
しつつ設置場所、設置数を検討していきたいと思って
おります。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ぜひ早期に進めてください。
　じゃあ１番に移ります。
　10月から接種予定のレプリコンワクチンについて
伺います。
　まず(1)、レプリコンワクチンとは、従来と何がど
う違うのか、御説明お願いします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　従来の新型コロナワクチンというのは、組換えタン
パクワクチン及びメッセンジャーＲＮＡワクチンとい
うのが用いられてきました。メッセンジャーＲＮＡワ
クチンについては、ウイルスのたんぱく質をつくるも
とになる遺伝情報の一部を注射することで、この情報
を基にウイルスのたんぱく質の一部がつくられ、これ
に対する抗体ができることでウイルスに対する免疫を
獲得するという仕組みでございました。今回のレプリ
コンワクチンについては、このメッセンジャーＲＮＡ

ワクチンの一つの種類なんですが、接種された遺伝情
報が細胞の中で一時的に複製されるような設計となっ
ているため、ウイルスのたんぱく質がつくられる時
間が長いという特徴がございます。このため、既存の
メッセンジャーＲＮＡワクチンよりも強く免疫が誘導
され、抗体の持続期間が長いということが特徴として
確認されております。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ですから、俗に自己増殖型と言
われております。自己増殖型というのがどういったも
のか、これからまた質問の中で進めていきたいと思い
ます。
　では、このレプリコンワクチン、どのように承認さ
れ、議事録ではどのようになっているか。また公開さ
れているのかどうかを伺います。県としてどのように
把握をしておりますか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　ワクチンの承認過程及び議事録の内容等についてで
すが、ワクチンの薬事承認は、企業のほうから医薬品
等の製造販売の承認申請を受け、厚生労働大臣が承認
をするものとなっています。さらに、薬事承認で得ら
れた有効性・安全性の知見を踏まえ、国の厚生科学審
議会（予防接種・ワクチン分科会）で評価をし、定期
接種において使用されることとなっておりまして、そ
の内容は厚生労働省のホームページで公開され、県と
しても把握をしているという状況でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　説明によると、大体今の感じで
すね。しかしこれが本当にそうなのか、検証したのか
ですよ。
　ではこれから具体的に入っていきます。
　このワクチンのベトナムでの治験状況はどのような
結果が出たか伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　ベトナムで治験が行
われた結果については、独立行政法人医薬品医療機器
総合機構―ＰＭＤＡと言うんですけれども、そちら
の審査報告書というのがありまして、レプリコンワク
チンの開発に当たっては、デルタ株が流行していたベ
トナムにおいて、約１万6000例の大規模な治験が実
施されまして、この効果としましては、重症化予防と
しては95.3％、発症予防は56.6％の有効性が認めら
れております。また、接種後の有害事象についても、
発熱、頭痛などの症状は確認されましたが、軽度また
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は中程度のものであり、当該ワクチンの接種と因果関
係のある重篤な有害事象は認められなかったという報
告がなされております。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義  議員　その報告プラスもっと厳しく
―ある民間団体が調べた内容によりますと、約
6000余りのこのレプリコンでありコロナワクチン
を接種した方々、38名が死亡。そしてレプリコンを
打った方々18名が死亡と。そして、治験をしたこの
ベトナムは、一切これを製造しない、認証しないと。
そういう結果があることは御存じでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　ベトナムの先ほどの１万6000名余りの治験の中
に、この治験のグループについては２つのグループに
分けまして、その治験薬―ワクチンを接種した方
8059名、そして比較対象に生理食塩水というのを接
種した方も8041名という、このグループに分けて観
察をしたところ、そのワクチンを接種した群において
５例の方、そして対象の生理食塩水を接種したグルー
プにおいて16例の方の死亡例が確認をされたという
報告がございます。ただ、ワクチンを接種した因果
関係については否定をされているというふうな形であ
りまして、逆にその生理食塩水を接種して亡くなった
方々についても、特に治療薬との因果関係等は明らか
にされなかったというふうな報告は把握しているとこ
ろです。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ここで部長と中身をどうのこう
の議論しても何の前進もありませんのであえて言いま
せん。
　生理食塩水とは何か御存じでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　生理食塩水とは、体
液に近い形の構成、いわゆるリンゲルと言われるよう
な点滴で使われるもので、有害性がないのでこういう
コントロールの際によく使われているものと理解して
います。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義  議員　ですから、何で生理食塩水を
打って皆さん害が出るんですか。おかしいと思いませ
んか。
　じゃあ、このワクチン、動物や人への治験はどのよ
うに取り組まれてきたか御存じでしょうか。

○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　先ほどのＰＭＤＡと
いう医薬品医療機器総合機構の審査報告書によります
と、医薬品の申請者からワクチンの効力を裏づける試
験として、マウス、カニクイザル及びアカゲザルでの
試験が提出されております。加えて、ワクチンの有効
性・安全性に関する評価指標として、成人を対象に実
施された４つの試験が提出され、同機構では新型コロ
ナウイルス感染症に関する有効性が示され、安全性は
許容範囲というふうに判断したという報告書がござい
ます。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　じゃあ、今の部長の説明は、全
てこれはレプリコンワクチンをそのようにやったとい
うふうにして理解してよろしいですか、今の治験の説
明は。間違いないですか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　このレプリコンワク
チンの審査報告書になりますので、今御質問になって
いるレプリコンワクチンの結果ということで御理解し
ていいと思います。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　その辺を私はぜひ検証していた
だきたいということを強く要望しておきます。
　まず、レプリコンワクチン。それを発明したアメリ
カでは製造もしない、そして認証もしない。日本で製
造しなさい、認証しなさい。そしてなおかつ、接種も
しなさいとなっております。そして、今ネット上で出
ているいろんな関係機関、ちゃんとした公共機関から
出ているレプリコンワクチン、人間への治験は一切あ
りません。マウスの５匹から６匹だけやって終わった
と。前のＪＮ．１以外のものは同じ人間の治験も行い
ました。大事なのはＪＮ．１をこういうふうにやった
かどうかなんですよ。ですから、ぜひ部長には本当に
治験を行ったのかどうか、私は再度確認をしてもらい
たいと思います。この辺に非常に疑義が生じており
ます。そして、世界中でこのワクチン接種を５回、６
回、７回と実施している国はどことどこの国がありま
すか、お分かりでしたら御説明してください。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　世界での接種の状況
ですが、ワクチンの接種を５回以上した国というのは
把握していないんですけれども、オックスフォード
大学の研究者が中心となって運営しているウェブサ
イトの情報によりますと、人口100人当たりのワクチ



- 120 -

ン接種回数は、令和６年８月12日時点でキューバが
416回で世界で１位となっており、次がジブラルタル
の353回、そして日本が347回で３位、チリが342回
で４位、台湾が291回で５位というデータがございま
す。世界での平均は約170回となっているという状況
です。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　100人当たりじゃなくて、100人
当たりは別に数字を出してこのように出るかと思いま
す。５回、６回、７回と続けて接種をしている国はど
こどこがありますかと聞いているわけですよ。調べて
あるのかないのか、ないんでしたらなくていいんです
よ。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　こちらのほうも追加
接種回数の国ごとの比較データを探したんですけれど
も、その回数のデータは見つからなかったので、先ほ
ど100人当たりの回数で答弁させていただいたという
ことです。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうですよ。ですから、100人
当たりにするとこういう数字になるわけですよ。た
だ、５回、６回、続けて接種をした国が世界中でどこ
があるかということなんですよ。まず私が検証してい
るところでは、もう日本だけと言っても過言ではない
です。ヨーロッパなんか１回、２回で終わっています
よ。ですから、そういったことがあるから、皆さん
しっかり検証してくださいということを言っておりま
す。
　次に、このレプリコンワクチンの製造、認証、接種
の３つの要件を満たして、それを実施している国は世
界中でどこがありますか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　レプリコンワクチン
については、世界で初めて日本で製造販売を承認され
たワクチンとなっており、独立行政法人医薬品医療機
器総合機構の報告書によりますと、令和６年８月末現
在では、ワクチンが承認または使用許可となっている
のは日本のみとなっている状況です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうですね。だから日本のみな
んですよ、部長。何で日本のみだけですか。ワクチン
を５回、６回も打ったのは世界で日本だけ。このレプ
リコンも製造、認証、接種は日本だけ。本当にすばら
しいものであれば、世界中で急に広がりますよ。世界

中は否定しているということを、皆さん、私はそうい
う理論を持っているから聞いているんですよ。部長は
どんなお考えですか。すばらしいものであれば世界中
に広まりますよ。何で世界中が否定するんですか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　現在は日本だけとい
う状況ですけれども、この製造会社であるＭｅｉｊｉ　
Ｓｅｉｋａの社長のインタビューというか、報道記事
によりますと、今ヨーロッパのほうで開発申請の準備
も進んでいるというふうなことでございますので、今
後の動向のほうをしっかりと注視をしていきたいとい
うふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ちょっと休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○又吉　清義 議員　そしてもう一つお伺いします。
　これまで日本は７回もワクチン接種を実施しました
が、ワクチン接種を実施した年としなかった年とのコ
ロナ感染者数の年間比較を問います。どういった結果
が出てますか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　新型コロナウイルス
につきましては、国内で初めて感染者が確認されたの
が令和２年１月です。それに対してワクチンが接種さ
れたのは、令和３年２月からというふうになっており
まして、令和５年には感染症法上の位置づけ変更に
伴って、感染者が定点把握となったということで、令
和２年、３年、４年の国内の感染者数を比較します
と、ワクチンをまだ接種していない令和２年は約23
万4000名の陽性者。ワクチン接種開始以降では、令
和３年は約149万4000名、そして令和４年は約2743
万9000名というふうに増加をしている状況でござい
ます。しかし、令和３年、令和４年では御承知のよう
に病原性や感染力が異なる変異株というのが新たに発
生したということがありますので、単純な比較は難し
いものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　このようにワクチンを打てば打
つほど感染者数は増えていった。そして、変異株があ
るからということでワクチン接種をしましょうという
ことでさらに患者が増えていった。それが結果だと思
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いますよ。
　そして、次伺います。
　このレプリコンワクチン接種について、様々な情報
が飛び交う中、知事及び担当部局として検証をしっか
り行っているか、どこまで行っているかちょっと伺い
ます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　レプリコンワクチン
については、ＳＮＳ等において様々な情報が発信をさ
れていると認識しております。また、県の担当課のほ
うにも様々な不安、御懸念について寄せられていると
いう状況ですけれども、県としては厚生労働省のほう
に確認をするなど、厚生労働省等の公的な機関が発信
する情報を基準として、その正しい情報を周知すると
ともに、必要に応じて県内の専門家からも意見を聴取
し、対応するというふうな形で今対応しているところ
でございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義  議員　部長が対応しているのであれ
ば、しっかりと検証をしてどうするか、やはり進めて
もらいたいなということを要望いたします。ちなみ
に、各病院では10月からこの定期接種が始まるとい
うことなんですが、レプリコンを接種する県内の各医
療機関にどのようなばらつきがあるか御存じでしょう
か。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　今レプリコンワクチ
ンの答弁をしていますけれども、実際に使用されるワ
クチンにつきましては今回５種類ございまして、メッ
センジャーＲＮＡワクチン３種類、それから組換えタ
ンパクワクチン、そしてレプリコンというふうな形と
なっています。それは各市町村によって契約している
医療機関がどのワクチンを使用するかということで選
択できるようになっておりますので、那覇市などはそ
れをホームページで公表して、どこの医療機関に行け
ばどの種類のワクチンが打てるかというふうな形がご
ざいますので、それを県民の皆様が判断して接種する
かしないかというふうなことができるかと思います。
全体的な流通量としては、これまでのメッセンジャー
ＲＮＡワクチン等が約７割程度ということで多く流通
しているというふうなデータがございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　このように今社会はこのレプリ
コンワクチンで揺れ動いているわけですよ、部長。で

あるならば、県として先頭を切ってこれをしっかり検
証していただきたいということを強く要望したいな。
なぜかといいますと、８月７日、一般社団法人日本看
護倫理学会からレプリコンについて非常に問題がある
と出されました。どのようにまとめられているかとい
うと、まず安全性について未知数であると。無理もあ
りません、人体実験なんかしていませんから。そして
治験期間が短いと。これが全く信じられないと。そし
てもう一つは、シェディングの可能性があると。人か
ら人にうつると。感染力は今のワクチンの数倍どころ
ではないと言われております。そして、世界初のワク
チンで日本だけが承認をしていると。そして、これに
反対している多くの方々がいると。こういう不安があ
るのが事実なんですよ。であるならば、県としてもそ
れをしっかり検証していただきたいと強く要望すると
同時に―ちなみに、県が管理する県立病院ではこの
ワクチンを使用しますか。するしない、どちらです
か。お分かりでしたらお答えください。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　県立病院のほうには
こちらのほうから問合せをさせていただいたところ、
これまでのメッセンジャーＲＮＡワクチンというもの
を入荷するというふうな情報となっております。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうですよね。これまでのワク
チンで何とか我慢をしようと。このレプリコンは使用
しませんよというのが県立病院です。他の民間病院も
大体半々か、３分の１程度はこれを使っているのかな
という傾向があるものですから、やはり県は今みたい
な検証をしっかりとしていただきたいということをぜ
ひ強く要望いたします。
　では次、これまで接種されたワクチン関係の後遺症
や被害状況について、実態調査や現状について県はど
のように把握をしておられるか伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　ワクチンを接種した
後の副反応等について―ワクチンの後遺症は把握は
していないんですけれども、県では令和３年３月から
ワクチン接種後の副反応疑いを含む相談窓口というこ
とで、ワクチンに関するコールセンターを設置してい
ます。そこの相談実績では、令和６年８月末までの合
計が３万402件というふうになっております。ただ、
ワクチン接種に関する場所だったり、いろんな相談も
含めての数ということで御理解いただきたいと思いま
す。そして、被害状況については、県内の予防接種後
健康被害救済制度に係る申請件数は、令和６年８月末
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現在で148件ございまして、そのうち認定されたのが
97件、否認されたのが33件、現在審議中のものが18
件ということで、副反応あるいは健康被害等の報告
ルートがございますので、それを通して今把握をして
いるという状況でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　部長のほうで率先して、やはり
これは県民の命を守る、暮らしを守る、健康を守る意
味で積極的に私はもっとＰＲをして進めていただきた
いなというのをぜひお願いと、また要望いたします。
　実は、第102回厚生科学審議会予防接種・ワクチン
分科会副反応検討部会というのがありまして、これの
医療機関からの副反応疑い報告書によりますと、まず
接種後死亡したのが日本全国で2204名もいますと。
そして、副反応の報告として３万7000人余りの方々
が副反応で大変なことになっていると。うち、重篤
者が9014名もいますということを照らし合わせた場
合、沖縄県でこの死亡者―今副反応という中で重篤
者、死亡者というのは、どのぐらいの数字になってい
るか、お分かりでしたらお答えください。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　予防接種後健康被害救済制度の申請件数がこれまで
148件沖縄県でございました。審議の状況は先ほど述
べたものでございまして、医療費、医療手当が認定さ
れた方が94人、それから死亡一時金の認定が３件と
いうふうな状況となっております。これらの情報につ
いてはホームページのほうでも公表を今しているとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　全国比率から見た場合に、まだ
まだもしかしたら連絡先が分からなくて泣き寝入りし
ている方がいるかもしれません。県としてはしっかり
とこれを周知徹底していただきたいと思います。
　次に３番目、名護市安和桟橋における交通死傷事故
について伺います。
　その後、死傷事故の検証の取組について、どのよう
に進行しているか御説明ください。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　県警察の捜査につきまして
は、現在捜査中の事案ということで、具体的状況につ
いては答弁を差し控えさせていただきますが、県警察
といたしましては、実況見分、関係者からの聴取など
必要な捜査を行い、事故原因等の究明を行っていると
ころでございます。
　以上でございます。

○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　部長にお伺いします。
　県土建部、そして県警と、その事故後、今まで打合
せまたはどのような情報交換をしているか、それにつ
いて伺います。具体的にそういったものもあるのかな
いのか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　担当者、担当課間におい
て、必要な情報は交換しているものという認識をして
おります。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義  議員　認識をしているということは
やっていないということなんでしょうね。
　じゃあ、部長に改めて伺います。
　先ほど、部長は監視カメラの映像を見たということ
なんですが、これはいつどこで見たか、まずそれから
お答えください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　沖縄防衛局から提示がご
ざいまして確認しましたのは、８月22日でございま
す。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　（パネルを掲示）　８月22日に
この監視カメラの映像を見たと。これは知事、副知事
には報告をしたのかしなかったのか。また、知事、副
知事にはそれを見てもらいたいというそういった要望
もあったのかなかったのか。その２点についてお伺い
します。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　映像を確認したことにつ
きましては、知事、副知事に口頭ですが報告をしてお
ります。また、知事、副知事がこの映像を確認するか
どうかについてでございますが、土木建築部といたし
ましては、安全対策を今後防衛局と話し合う上で担当
部局である土木建築部において確認をすればよいとい
う判断の下、土木建築部で確認をしたところでござい
ます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　知事と副知事にお伺いします。
　８月22日に土建部長は既にちゃんと映像を見た
と。しかし要望があった知事と副知事はいまだに忙し
くて見ていないと。見る時間的ゆとりはないんです
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か。それを見ない理由は何ですか。忙しくて見ること
ができないんですか。知事と副知事にお伺いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　土木建築部からはこの映像を確
認したということで報告を受けており、引き続き北部
土木事務所、本庁含めてそれらの行政と沖縄防衛局と
の間で実務的な話合いをするようにということで指示
をしております。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　副知事は。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　見なかった理由については、担
当部局においてしっかりと確認をしているという報告
を受けているということであります。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　先ほど、知事、土建部長からも
ありましたように、道路管理者としての検証を今北部
土木事務所で行っているということで、その対応を任
せているという形でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　人が亡くなったんですよ。こん
な大きな大事件を部長１人に丸投げするというのは、
皆さん責任逃れじゃないですか。ちゃんと部長１人
じゃなくて、最高責任者である知事、副知事も見て検
証をしていかに解決をするか、これが最高責任者であ
るトップの役割と私は思いますが、違うんですか。ま
ずいのは部下に押しつけですか、部長。何ですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　県知事は県庁の責任者として各
部署で行われるそのような事業についての監督を有す
るということにおいては、当然その責任を持っている
立場であります。現在は、土木建築部北部土木事務所
において沖縄防衛局と協議を進めており、また県警に
おいては実況見分なども含めて捜査が行われていると
いうことを注視をしているということでしっかりと管
理をさせていただいております。
○又吉　清義 議員　時間がありませんので、ありが
とうございました。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
　　　〔宮里洋史　議員登壇〕
○宮里　洋史 議員　皆さん、おはようございます。
　沖縄自民党・無所属の会、宮里です。

　通告に基づき、一般質問を行ってまいります。
　１、防災・減災について。
　(1)、６月議会で質問した西原町小那覇工業団地の
水害であるが、抜本的な解決策はあるのか。その後の
経過を伺います。
　(2)、４月の津波警報後、中頭の東海岸線地域は高
台への距離の長さや避難路が少なく、大いに不安を感
じている。各地、防災道路・防災タワーが必要との声
が上がっていると感じるが、県の考えを伺います。
　２、東海岸の発展・まちづくりについて。
　(1)、大型ＭＩＣＥ施設の入札不調による今後の影
響を伺います。
　(2)、中城公園整備の進捗状況を伺います。
　(3)、上記防災でも触れましたが、中城村の国道
329号地域から東西道路の要望が以前よりあると思い
ます。状況を伺います。また、西海岸のような臨港道
路の構想はないか伺います。
　３、健康おきなわ21にある歯・口腔の健康につい
て、現状を伺います。
　４、大学生等海外インターンシップ事業の成果と現
状について伺います。
　５、深刻な火葬待ちの現状をどのように受け止めて
いるのか伺います。
　６、沖縄県差別のない社会づくり条例第８条の教育
及び啓発の現状を伺います。
　７、我が会派の代表質問との関連については、取り
下げます。
　以上です。よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　宮里洋史議員の御質問にお答え
いたします。
　東海岸の発展・まちづくりについての御質問の中の
２の(1)、大型ＭＩＣＥ施設整備事業についてお答え
いたします。
　大型ＭＩＣＥ施設整備は入札不調となりましたが、
沖縄県としては、再度の入札公告に向けて取り組むこ
ととしております。今後は、事業者への聞き取り、Ｍ
ＩＣＥ需要調査等を行った上で、有識者で構成する委
員会で事業手法、事業範囲、事業効果、ホテルの整備
手法等を検証し、可能な限り早期の入札公告を目指し
てまいります。
　沖縄県としては、引き続き大型ＭＩＣＥ施設整備を
推進し、経済の活性化や産業の振興を図るとともに、
東海岸地域の振興による県土の均衡ある発展につなげ
てまいります。
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　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、防災・減災について
の(1)、西原町小那覇工業団地内の水害対策について
お答えいたします。
　県では、西原町小那覇工業団地内の浸水被害対策に
取り組んでいるところであり、南西石油背後地水路の
導流堤整備を完了し、現在残りの工事について発注手
続を進めているところです。
　県としては、引き続き関係機関と連携しながら、浸
水被害対策に取り組んでまいります。
　次に同じく１の(2)、市町村による避難路の整備に
ついてお答えいたします。
　土木建築部においては、沖縄振興公共投資交付金に
よる市町村の道路事業の促進を図っております。市町
村が地域の実情に合わせて避難路としての市町村道整
備を行うことは、沖縄振興公共投資交付金を活用した
道路事業として実施可能と考えております。引き続
き、市町村への支援を行い、防災・減災に努めてまい
ります。
　２、東海岸の発展・まちづくりについての(2)、中
城公園の進捗状況についてお答えいたします。
　中城公園は、平成９年度に事業着手し、これまで遊
具広場を有する自然共生エリアなどを供用しており、
多くの県民、観光客に利用されております。令和５
年度末時点の進捗状況は、事業費ベースで約87％と
なっており、引き続き早期完成に向け、整備に取り組
んでまいります。
　次に同じく２の(3)、宜野湾横断道路の検討状況等
についてお答えいたします。
　宜野湾横断道路は、国道329号から普天間飛行場を
横断し、沖縄西海岸道路までをつなぐ、普天間飛行場
の跡地利用において重要な道路であります。当該道路
の中城地区については、平成29年度から調査検討を
進め、現在橋梁及び地滑り対策等の検討を行っている
ところであります。また、国において整備が進められ
ている国道329号南風原・与那原バイパス及び西原バ
イパスは、東海岸地域の発展・まちづくりに寄与する
ものと考えております。引き続き、国や関係機関と連
携・協力しながら事業を推進してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、防災・減災についての

中の(2)、津波避難タワー等の整備についてお答えい
たします。
　知事公室では、緊急避難場所及び避難経路の確保、
避難指示の伝達等について定めた市町村の津波避難計
画作成を支援するため、沖縄県津波避難計画策定指針
を策定しており、海岸線のある全ての市町村で作成済
みとなっております。また、ハード面では、津波避難
困難地域がある市町村に対して、一括交付金や過疎債
を活用した津波避難タワー整備等を促進してきたとこ
ろです。
　県としましては、必要に応じて計画の見直しが図ら
れるよう、引き続き市町村を支援してまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　３、健康おきなわ21
にある歯・口腔の健康についての中の、歯科疾患罹患
の状況についてお答えします。
　県の歯科疾患罹患状況は、５歳から17歳の全ての
年齢で、むし歯有病者率及び未処置歯のある者の割合
が全国より高く、全国下位に位置しています。また、
成人期においても、進行した歯周炎を有する者の割
合が、過去の調査と比較すると増加傾向を示していま
す。県では、令和６年３月に健康おきなわ21（第３
次）及び沖縄県歯科口腔保健推進計画歯がんじゅうプ
ラン（第２次）を策定し、ライフステージ別に具体的
な目標を設定し、取組を推進しております。
　続きまして５、深刻な火葬待ちの現状についてお答
えします。
　令和４年における県内の死者数は、１万5054人で
前年より1472人増加し、また、火葬場の不足や炉の
修繕等による影響で火葬待ちが起こりやすく、広域調
整が必要な状況です。このため県では、特定の火葬場
に御遺体の搬送が集中し、火葬待ちが長期化すること
を防ぐため、市町村、火葬場及び葬祭事業団体に対
し、広域的な火葬に対する協力を依頼しております。
　県としましては、さらなる広域利用のため、火葬場
を持つ自治体と未整備の自治体との協定締結を促すな
ど、今後も市町村等と連携し、円滑な火葬を行うため
の環境整備に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　亨　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４の(1)、大学生等海外イ
ンターンシップ事業の成果と現状についてお答えしま
す。
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　県では、就職に関する視野を広げ、積極性とチャレ
ンジ精神を醸成し、若年者の失業率改善につなげるた
め、平成24年度から令和２年度まで大学生等海外イ
ンターンシップ事業を実施いたしました。同事業にお
きましては、大学生等1039名をタイやシンガポール
などの日系企業等に派遣し、参加者からは将来沖縄と
海外をつなげる仕事に就きたいなどの声が寄せられ、
実際に59名が海外で就職するなどの成果が得られた
ところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　６、沖縄県差別のない
社会づくり条例第８条の教育及び啓発の現状について
お答えいたします。
　近年、インターネット上の誹謗中傷等が社会問題と
なっていることから、インターネットの適切な利用に
関する教育及び啓発が重要であると考えております。
このため県では、インターネットリテラシー普及啓発
用リーフレットの学校等への配布や啓発動画を条例の
特設サイトに掲載するなど、広く県民等への周知啓発
に努めているところです。
　県としましては、差別や偏見のない優しい社会の実
現に向け、引き続き周知啓発に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　サンライズベルト構想等
の上位計画におきまして、先ほど答弁いたしましたよ
うな国道バイパスなどが位置づけられておりまして、
臨港道路という位置づけの整備予定は現在のところな
いというところでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○宮里　洋史 議員　順次再質問を行っていきます。
　１の(1)、導流堤整備を完了してさらに進めていく
というところなんですけれども、今回、南西石油のお
話も答弁の中で出てました。南西石油は昔埋め立てら

れたあの場所ですね。北側のほうを今回しゅんせつし
て工事したと思うんですけれども、中央口と南口があ
ります。この水路というか、この部分に関して、そも
そも大雨が降ったときに対しての断面として足りてい
るのかという調査は行われたことありますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　御指摘の水路につきまし
て、流量をはくための断面として十分かどうかという
調査でございますが、これにつきましては、県として
は行っていない状況ではございます。この地域排水等
の検討につきましては、管理者である町において検証
する必要があると考えているところでございまして、
西原町におきましては、町域全体を対象として雨水管
理総合計画の策定を予定しているというふうに聞いて
おりまして、そういった中でその断面の妥当性等につ
いても確認がされるものというふうに考えているとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　水路なら分かりますけれども、
あの場所は埋立地域です。公有水面になりますよね。
あの埋立てはすごい昔に埋立許可したのは分かってい
るんですけれども、今の埋立てだと、例えば20メー
トル、30メートルぐらい空けたりしますよ。多分
あっちは７メートルと聞いているんですよ。そしてこ
この―ここ水路じゃないですよね。ここの調査は町
が行うべきという答弁でよろしいんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　埋立当時の状況について
は詳細な資料がございませんが、恐らく埋め立てた当
時と現在では、地域の土地利用のされ方に変化がある
ものというふうに考えております。土地利用の変化が
ございますと、当然その雨水の流況といいましょう
か、流れる状況が変わってまいりますので、現在の状
況を踏まえた対策につきましては、先ほど申し上げま
したような雨水管理総合計画等の中で検討がなされる
べきものというふうに考えているところでございま
す。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　改めて確認します。
　あの埋立ての幅でいいよと許可したのはどこです
か。許可主体はどこですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時51分休憩
　　　午前11時52分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
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○前川智宏 土木建築部長　今ちょっと手元に埋立当
時の資料がなく、埋立自体が古いものですから、許可
権者については、現在詳細な答弁はいたしかねるとこ
ろでございます。申し訳ございません。
○宮里　洋史 議員　議長、休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午後11時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　申し訳ございません。こ
の埋立てでございますが、1970年代前半に、当時の
石油等の民間会社等の出願により行われたというとこ
ろはございますが、許可権者については、申し訳ござ
いませんが、ちょっと手元に資料がない状態でござい
ます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午前11時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　申し訳ございません。今
ちょっと報告がございましたが、沖縄県による許可と
いうことでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　今回の大雨の被害、相当な被害
がありました。企業からどれぐらいの被害が出たかと
いうのは調査というか、お話をお聞きしましたか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該箇所の雨水被害につ
きましては、私直接は要請等の場において、被害の状
況を近隣の住民及び企業等から聴取をしたところでご
ざいます。一定程度の被害があったというふうに認識
をしております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　数千万の被害が出た、１社でで
すよ。数千万の被害が出た会社もあるんですね。今
回、先ほどお話しした北側の、この埋立地域の北側の
―今水路と仮称で言いますけど、水路の部分は導流
堤の工事を完了していただきました。今回砂が詰まっ
ていたと言われる中央口が、砂が空いたから今後はけ
るかなという話もありますけれども、今後―僕が質
問したかったのは、抜本的な解決策の部分なんです
ね。僕が言っているのは、水路、排水に関しては、一
義的には町の調査、責任、計画にあると思います。た
だ、あそこ埋立てされているんですよ。あの断面、足
りているのかどうなのかというのは、県も一緒に調査
すべきじゃないですか。その点いかがですか。

○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、土
木建築部といたしましても、関係機関と協議しなが
ら、抜本的な対策につきまして一緒に検討してまいり
たいと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　分かりました。
　じゃあこの部分、埋立地域、あの地域全体の調査を
共にやっていくという答弁という認識でもよろしいで
すか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　地元関係機関等と協議し
ながら、県も一緒になって対策については検討してま
いりたいと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　ありがとうございます。よろし
くお願いいたします。
　次の質問に行きます。
　防災について、道路事業でオーケーということがあ
りましたけれども、この津波避難タワーについても一
括交付金等の活用が過去にあります。この一括交付金
はソフトですかハードですか、どちらですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　ソフト交付金を活用しているということでございま
す。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　あらゆる仕事の順番として、や
はり緊急性と重要性があることについてが多分一番初
めにやることだと思います。その後、緊急性、重要性
についてなんですが、緊急性が高くて重要性が高いも
の、どちらが選ばれるかという話です。通常は―す
みません、何度も同じことを言いますけれども、緊急
性が高くて重要性が高いものが１番にこの仕事として
選ばれると思います。その後、緊急性があって重要性
が低いものと、緊急性が低くて重要性が高いものがあ
ります。順番的には重要性が高くて緊急性が低いもの
を選ばないといけないと思っているんです。それが僕
は防災だと思っているんです。何を言いたいかという
と、やりたいことではあるんだけれども、すぐ来ない
から、今までこうだから、なかなか手を出しづらいこ
とが防災だと思うんですね。県は、今回津波避難のこ
ともありましたけれども、各市町村の防災計画につい
てサポートしているとあります。僕はもっともっと大
きい声を出して各市町村がやるように、いろいろ取り
組んでいけるように、県としてもっと指導していくべ
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きだと思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょ
うか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　議員御指摘のように、近
年、１月の能登地震にしかり、４月の台湾沖の地震に
より、沖縄県においても津波警報が出るというような
形で、また今回も能登のほうで大雨による被害が出た
ということで、各地で相当な被害が出ております。で
すので、防災についてはやはり喫緊の課題だというふ
うに考えておりますので、沖縄県としましても市町村
とより強く連携して対策に取り組む必要があろうかと
いうふうに考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史  議員　しかしながら、喫緊の課題に
なっていないことが僕は問題だなと思っているんで
す。重要な課題なんです。でも、喫緊ではないから、
なかなか市町村は動けない。また市町村はそれに対し
て財源もないんですよね。ソフト交付金もハード交付
金も減らされている中でそこに投資しようかってなか
なかできません。
　県として、この防災―特に旧地域があるところは
道路が狭いです。防災道路だったりとか、海岸線沿い
は津波避難タワーが造られたところもあるけど、造ら
れていないところもある。民間で建てているところも
ある。それを沖縄県として別枠で国に要請することと
かってできないんですか。いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午前11時59分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国のほうにおきましては、
緊急防災・減災事業債というものの活用というのも促
進しております。また、津波避難タワーにおきまして
は、一般財源と市町村の起債で建てたという事例もご
ざいますので、そこら辺をぜひ市町村にも周知してい
きたいというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　市町村もそれがしたくても、基
本的な学校の建て替えや基本的な町道整備に予算が振
り分けられるわけですよ。そちらのほうが緊急性が高
いから。ただ、重要性はそこが高いという部分なんで
す。県として、別枠をつくる取組が必要じゃないかと
いう質問です。
○中川京貴 議長　休憩いたします。

　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としましては、市町村の
関係機関と連携して防災意識、あるいは普及啓発に取
り組んでいるところでございまして、その防災関係の
意識というのが少しでも上がるように今までも取り組
んでいるところです。やはり予算につきましては、先
ほども言いました既存事業の活用プラス国がやってお
ります防災・減災事業債等の活用等を促進していきた
いというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　市町村に対して津波に関係する
防災について、県はいろいろ指導助言する立場にある
と思いますし共にやっていると思いますので、今後、
そこはソフト面ももちろんなんですけど、ハード面
も、聴取も、ぜひお願いしたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。
　次の質問に行きます。
　大型ＭＩＣＥ施設です。
　現在、73億9691万8000円をこの事業に県は使っ
ております。そのうち69億が用地取得なんですけれ
ども、これだけ使っているこの事業で10年も進んで
いないわけなんですけど、これ相当政治力が問われて
いると思うんですけど、知事はどのようにお考えです
か。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　調査から現在まで10年近く、いろんな事情があっ
て現在に至っているわけですが、今回入札不調という
ことで、先般、再度また入札公告を実施していくとい
うことで発表したところでございます。県につきまし
ては、去る事業選定委員会でも両町長から直接、再度
の入札公告に向けて再度取り組んでほしいと強い要望
もありましたので、過去の事情はいろいろございます
が、引き続き全力でその整備に向けて取り組んでいき
たいと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　地域は―この事業が採択され
てもう11年前ですか、ここに進めます、この場所に
なりますと言って、民間事業者も相当動いているんで
す。あの地域は飲食業がなくなったという話も分かる
と思います。このことに対して、県がやる事業だから
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といって、うちの町でも企業誘致を断念した部分もあ
ります。そのことに対してどのようなお気持ちなんで
すか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　今般、入札不調になった理由としましては、コロナ
禍の影響等もあって、事業者のほうで物価高、人材の
確保が非常に厳しいという状況で不調に至っておりま
す。その間、地元の両町含め、いろいろなお金もかけ
て、人も割いて、地域づくりに取り組んできておりま
す。それについては非常に残念ではございますが、今
後、しっかりそこの条件も整備した上で、新たな整備
に向けて地域と一緒になって共に取り組んでいきたい
というふうに考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　また、この大型ＭＩＣＥ施設は
サンライズベルト構想の核であります。サンライズベ
ルト構想というものが、県土の均衡ある発展の背骨と
書いております。出ばながくじかれた形になっている
んですけれども、東海岸の発展は沖縄県の一丁目一番
地の―　一丁目一番地じゃなくても、大変重要な課
題であります。知事の決意をお聞かせください。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　サンライズベルト構想は、本
島東海岸地域にもう一つの大きな南北に伸びるような
経済の背骨をつくるという構想でございます。ＭＩＣ
Ｅ施設の入札不調については大変残念ですが、整備に
向けて取り組むという姿勢は変わりませんので、引き
続きサンライズベルト構想についても、その構想の実
現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　ぜひ、東海岸の発展に向けて力
強く取り組んでいただきますよう強く要望して、次の
質問に行きたいと思います。
　中城公園、東西道路の質問についてでございますけ
れども、こういった地域の整備事業―事業化されて
事業が進むことによって地域の期待は相当高まってお
ります。やはり道が通ると、またまちづくりが進んで
いくのかなと。公園整備がしっかり進むと、もっとよ
りよくなってくるのかなと思うんですけれども、その
辺の期待が高まっていることに対してはいかがでしょ
うか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　中城公園及び関連道路の
整備につきましては、地域振興が大きく発展するもの

というふうに考えております。県の事業、それから国
の事業様々ございますが、連携して、今後とも早期整
備に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　引き続きスピード感を持った取
組をよろしくお願いいたします。
　次の質問に行きます。
　健康おきなわ21です。
　沖縄県の歯の状況は全国で下位であるということ
でありますけれども、健康おきなわ21（第３次）第
５章の63ページに書かれております主な課題に「永
久歯のむし歯の有病状況は改善傾向にありますが、全
国最下位の状況が続いており、更に改善させる必要が
あります。未処置歯のある者の割合の改善に向け取り
組む必要があります。」、「むし歯の有病状況の地域
差や個人差等の健康格差の縮小のために最も有効とさ
れる集団でのフッ化物洗口実施拡大に向けて取り組む
必要があります。」と沖縄県のほうで書かれており
ます。施策の展開として、「むし歯の有病状況の健
康格差の縮小に有効とされる集団でのフッ化物洗口の
実施拡大を推進します。」とあります。その中で64
ページに目標項目・指標というのがあって、そこには
「フッ化物洗口を実施する施設の増加」とあります。
保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特
別支援学校―これは令和元年、令和３年のデータで
ございますけど205か所とあります。その中で、小中
学校で実施されているところはどこがありますか。ど
れぐらいありますか。数でいいです。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時７分休憩
　　　午後０時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　ただいまの指標に関する205か所というふうに書い
ている内訳ですけれども、保育所が179、こども園が
６、幼稚園が10、小学校が７、中学校が３、特別支
援学校がゼロという状況でございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　まず、県としてフッ化物洗口は
これだけ推奨していると書いてあるので危険だとは
思っていないですよね。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
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　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　県としましては、効
果的な虫歯予防につながる安全な対策だというふうに
考えて周知をしているところです。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　これ県外で調査された内容もあ
るんですけれども、これ医療費の削減効果もあるとい
う話もありますし、この状況、全国最下位の状況を沖
縄県はまずいと思っていますか。その認識についてお
聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　学校におけるフッ化
物洗口を集団で行うというものについてですけれど
も、全国の中でもやはり令和５年の県の調査でも小学
校８校で3.1％、中学校３校で2.1％という状況でござ
います。先ほど御案内の計画の中にも関係者と話合い
をして、各フッ化物洗口を広げていくというふうな目
標は立てているんですけれども、なかなか特に学校で
の洗口が広がらないというふうなことがございますの
で、この県の協議会の中には、学校関係者、教職員組
合の方も含めて入っておりますので、どういうふうな
理由、事情があって、なかなか広がらないのかという
ことは常に議論をしているという状況で、県としては
この状況を早く改善したいというふうに思って取り組
んでいるところではございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　この件に関しては、我々もいろ
いろ方々調査しておりまして、各市町村、そして全国
的にもすごい広がりを見せている。だから沖縄県が最
下位で本当に大変な状況だと思います。今数字で出て
いるように、学校で進まないんですよ。学校で進まな
い理由は様々あると思います。教員の負担だったりと
かいろいろあると思うんですけれども、じゃあ全国は
どのように進めているのか。どのようにこれを進めて
いったのか。調べると、やはりトップダウンなんで
す。知事が大号令をかけて、フッ化物洗口しましょう
と教育委員会にも組合にも説得をしてお願いをして、
子どもの口腔環境を守ろうということでやって、それ
が医療費削減の効果にもつながっているわけですよ。
ここはトップが出ないといけないんじゃないですか。
知事いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県では、平成31年３月に沖
縄県歯科口腔保健の推進に関する条例というものを制
定しております。その条例の中では、県の責務、そし
て医療業務関係者の責務、県民の責務など、取り組む

べき方向性とその努力にぜひ努めていただきたいとい
うことで申し上げております。ですから、この子ども
たちの歯の健康については県民を挙げて、やはりしっ
かりと進めていこうということはもうそれが前提に
なっている上で、沖縄県歯科口腔保健推進計画歯がん
じゅうプラン（第２次）も策定をさせていただいてい
るというようなこともありますので、ぜひ県民を挙げ
て、子どもから大人まで歯の健康について、これが健
康の入り口だという認識で取り組んでいただきたいと
いうことをこれからも啓発していきたいというように
考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史  議員　知事、それは知事が、この学
校、教育委員会、もしくはこの組合にお願いするとい
う認識でもう捉えていいんですか。やっぱり知事が
―全国の事例でも長崎でも佐賀でも、知事がお願い
をしてやってくれ、やってくれと。どうにかして小中
学校でできないかと、やってくれと言うから進んでい
くわけですよ。リーダーとしてそこはいかがですか。
再度お聞きします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　保健医療介護部と十分議論をし
ながら、そのような計画についても検討・研究してい
きたいと思います。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　ぜひ力強い取組をよろしくお願
いいたします。
　次に行きます。
　現在、行われておりません大学生等海外インターン
シップ事業。
　長野県では令和２年から４年は中止しているんです
が、令和５年から再開しております。沖縄県の「主な
取組」検証票という中の４、取組の改善案に「令和３
年度における本事業の実施は困難であるが、アンケー
ト調査やこれまでの事業成果を踏まえ、大学生等を対
象に職業観の育成や就労意識の向上を目的とした施策
の展開を検討する。」とありますけれども、アンケー
ト調査しましたか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時13分休憩
　　　午後０時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　同事業につきましては、インターンシップに参加し
た後の学生からアンケートを取っておりまして、例え
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ば、国際的な視野を持つためのきっかけをつくること
ができたということでありますとか、将来沖縄と海外
をつなげる仕事に就きたいなどの意欲的な声が寄せら
れているというところでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　これを復活する予定はあります
か。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　大学生を対象とした海外研修事業としましては、現
在、琉球大学が事務局を務めて県も構成員となってお
ります沖縄産学官協働人材育成円卓会議におきまし
て、企業からの寄附金により、県内企業インターン
シップと海外研修をセットにした事業が実施されてい
るというところでございます。一方、県の事業として
復活させるかというところでございますが、この海外
インターンシップの実施につきましては、先ほど申し
上げました円卓会議の海外研修事業の実施状況を確認
しながら、また関係者の意見も伺いながら検討してま
いりたいというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　県は、これ今民間のお金でやっ
ているから、民間のお金でやっているよというのもあ
ると思うんですけど、これ一括交付金でできるわけで
すよね。沖縄振興予算の中で、内閣府が出している資
料の中でも、この事業が項目に載っていました。それ
ぐらい大学生に対して、こういった海外に行く人材育
成は、沖縄県の中で重要な課題だと思うんですよ。そ
れは一括交付金でできるはずなんです。復活するだ
け。なおかつ令和４年のソフト交付金は19億円不用
額を出しているんですよ。できない理由はないと思う
んですけれども、民間のお金を使えているからではな
くて、税でもって沖縄振興の中でできるのであれば税
でやるべきだと思うんですよ。いかがですか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　同事業につきましては、平成24年度から実施して
おりましたが、県内の様々な産業分野において人手不
足が顕在化していたということと、あと令和元年度の
下半期からコロナ禍で海外への渡航が困難になったと
いうことがありまして、県内企業とのマッチングを図
る取組を重点的に行うということで令和２年度でもっ
て事業を終了したという経緯がございます。ただ、議
員が御指摘のように、成果というところは県としても
認めておりますので、この円卓会議の海外事業の実施

状況を確認しながら、また関係者の意見も伺いなが
ら、県としては検討してまいりたいというふうに考え
てございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　今の枠組みもあるかと思います
ので、新たな形で、この振興予算でできることがあれ
ばぜひ取り組んでいただきたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。
　次の質問に行きます。
　火葬場についてでございます。
　今、南部地域で修繕等を行っているから、なかなか
―もう火葬の人数も減ってきているという部分はあ
ると思うんですけれども、今後の死者数の見込みって
大きく増えていくと思うんですけれども、それにも沖
縄県は今後対応できそうなのかどうかお聞きしたいと
思います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　まず、今の火葬場の
設置状況でございますけれども、令和６年９月末現
在、県内で22か所の火葬場がございまして、それぞ
れの火葬場のほうにお話を聞くと、１日当たり最大
81件の火葬が可能であるというふうな数字が出てい
るところでございます。そのうち、沖縄本島は13施
設で60件というふうな形となっています。ただ、稼
働については、火葬場それぞれの御判断といいます
か、休みの取り方とかいろいろありますので、単純
に計算するのは難しいんですけれども、それが一つ
の今、県の供給側のものとなっております。これが
2025年、令和７年度あるいは令和９年度に、今後沖
縄市を中心としたもの、あるいは今修繕中のものが
あって、それが令和９年度には沖縄本島では１日最大
30件増えるというふうな状況となっていますので、
それと今後の死亡者数の見込みというのを見ながら行
くんですけれども、一つの時期としては令和９年度ま
でには幾つかの、１日当たり30件の増設が可能にな
るというふうな形で考えていますので、そこは一つの
目安になるのかなと思っております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　では、令和９年には１日当たり
30件増えるということで、今、見込みと大体合って
くるだろうという計算ということでお間違いないです
か。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　これはなかなか精緻
な計算というのができないんですけれども、今の火葬
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の状況から見ますと、令和９年というのは火葬の能力
といいますか、数はかなり増えていく時期になると考
えています。
○宮里　洋史 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時19分休憩
　　　午後０時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○糸数　公 保健医療介護部長　今机上で計算をして
いるということと、それからやはり整備についても予
定どおりできるかどうか、あるいは炉の稼働状況等も
少し変動が出たりするということがございますので、
足りる足りないの判断はなかなか今の時点では申し上
げにくいんですけれども、一つの目安として令和９年
にはかなり増設をされて、今の状況よりは逼迫度は改
善されるというふうに考えている状況です。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　改善されるという答弁を、充足
するというふうな答弁で受け止めたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
　この件、もうコロナから始まって、もう今新聞にも
載って12日延びているという現状があって、僕47都
道府県を調べました。都道府県で公益の火葬場を持っ
ているのは、東京都しかありませんでした。都立火葬
場という形で。それはもちろん市町村、広域自治体で
やることではあるんですけれども、今沖縄本島の状
況、12日というのが令和９年で解消できればもちろ
んいいし、沖縄市も造るし、南部葬祭場も含めて炉の
修繕が終わるという計算はあるんですけれども、今後
沖縄県がさらに発展していく中で、やはりこの見積り
が甘くなる可能性もあります。やはり県の大きな課題
になると思いますし、なぜこれ大きな課題でなかなか
進まないかといったら、市町村に財源がないというの
も大きな問題だと思うんですよ。だからこれを沖縄の
問題として国に訴えてさらに予算を獲得していくとい
う動きが必要かなと思うんですが、いかがですか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　財源の確保につきま
しては、議員が御指摘のように、今墓地埋葬法の中で
市町村のほうで火葬場の運営ということが規定されて
いるということで、全国的にもほとんど多くが市町村
の地方公共団体で運営をされているという状況でござ
います。国からの補助についても、県のほうから、国
庫補助制度の創設への要請はしておりますけれども、
まだそれはかなっていない状況でございます。一方
で、市町村においては独自で沖縄振興一括交付金等の

活用をしながら整備をしているというふうなところも
ありますので、県としましては、今逼迫した場合に、
御自分の地域以外のところでも火葬ができるように、
いわゆる広域的な利用ができるようにその御案内をし
てほしいということを市町村に依頼をしたり、あるい
はその予約状況について各火葬場のほうの情報収集が
できないかというふうな調整をしているというところ
でございまして、それで今逼迫の解消というところを
見ているという状況でございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　これは県の大きな課題だと思っ
ております。沖縄県の―市町村が実施主体でありま
すけど、県の大きな課題の一つだと思っておりますの
で、県として予算も含めて新たな取組ができないかの
検討を要望して、次の質問に行きたいと思います。
　差別のない社会づくり条例第８条のリーフレットを
学校へ、そしてサイトにも掲載しておりますというの
がありました。そのリーフレットをいただきまして今
見たんですけれども、大変すばらしい内容になってい
ると思います。沖縄県と教育委員会、沖縄県警がやっ
て、その中で情報の信憑性というのがありました。エ
コーチェンバー現象、フィルターバブル、確証バイア
ス。要するに、インターネットはテレビとは違って、
自分が、例えばいいなと思う表現とか情報にどんどん
どんどんのめり込んでいってしまうということがある
のは皆さん御存じだと思いますけれども、この誹謗中
傷が僕は本当に大変な問題だと思っておりまして、県
としてもより強く取り組んでいただきたいと思ってお
ります。
　リーフレット、これ大変すばらしいんですけれど、
なかなかそういうのをネットで検索しない方が多いの
で、大きなシンポジウムを開くとか、人権デーの中で
またさらに何かもっと誹謗中傷に特化して取り組むと
か僕は必要だと思うんですよ。皆さん、教育委員会が
とても頑張って子どもたちに教えているよとあるんで
すけれども、僕は知事も正直誹謗中傷を受けていると
思うんですよ。ネットを見ればたくさんのことが書か
れているし、僕こういう社会はよくないと思います。
それに公職だからまだ、みたいな部分があるのかもし
れません。それも正直よくないと思うんですが、本当
に誹謗中傷は不当な暴力だと思っております。大変な
ことは、自分の子どもたちだけを守れればいいという
話じゃないんですよ。子どもたちに教えればいいとい
うだけの話じゃないんですよ。自分の身内が知らない
うちに加害者になっている可能性だってあるんです
よ。だから私が今回この件で言いたかったのは、大人
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にも教えるべきだと思うんです。だからもっと啓発す
べきだと思うんですよ。その点いかがですか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　議員の貴重な御提案、どうもありがとうございま
す。
　現在、広報啓発という形でリーフレットを作成し
て、いろんな啓発活動をさせていただいていますけれ
ども、今作成しているこのリーフレット、これは一般
県民を意識したような汎用性のあるパンフレットに
なってございます。現在、インターネットを活用する
世代は、本当に小学生からお年寄りまで幅広く活用さ
れていますので、そういった形でも様々な御意見を拝
聴しながら、大人向けの広報、それからシンポジウム
等に関しまして検討してまいりたいというふうに考え
ております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　僕は本当に相当な危機感を感じ
ております。オレオレ詐欺とかすごく発信するじゃな
いですか。あれ並みにやらないといけないと思うんで
すよ。それぐらい傷つく人が増えていく社会になって
いくし、それはさらにどんどん激化していくと思うん
ですよ。その危機感があるので、今回この質問をさせ
ていただいております。県知事として、どのように取
り組むかお聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県差別のない社会づくり条
例の基本的な考え方は、やはり人権の尊重です。子ど
もからお年寄りまでそれぞれの生き方や考え方が尊重
される中で社会が構成されているということを我々が
深く認識をするということが、まずその根底にあるべ
きだと思いますし、そのためには、どのような生活を
するか、どのような言葉遣いをするか、どのように考
え方を正しく伝える自分の技術を身につけるかという
ことが教育の中でしっかりと培われていく、養われて
いくことが、その未来への確かな方向性になるだろう
と思います。議員おっしゃるように、やはり誹謗中傷
によって自分の生涯を閉じざるを得ないという状況に
追い込んでいくのは、まさに犯罪です。その犯罪をな
くしていくためには、議員の御提案のように、さらに
シンポジウムや様々な機会を通して、我々のこの考え
を県民と共有していけるような、そういう方向性を
しっかりとつくっていきたいと思います。引き続き御
指導よろしくお願いいたします。
○宮里　洋史 議員　ありがとうございました。以上
です。

○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時27分休憩
　　　午後１時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　仲村家治議員。
　　　〔仲村家治　議員登壇〕
○仲村　家治 議員　議場の皆様、こんにちは。
　沖縄自民党・無所属の会の仲村でございます。
　本日、一般質問をさせていただきます。その前に所
見を述べさせていただきます。
　１月の能登半島の大地震、そして去る８月のまた同
地区における大雨による被害に遭われました皆様にお
見舞いと御冥福をお祈りいたします。
　ある報道番組を見ておりますと、去年家を新築した
ばかりで、１月の地震のときは無傷で終わったと。し
かし、今回の大雨で避難所から戻ってきたら家がな
かったと。残ったのはローンだけですと。神様はいな
いんですかねというこの切実な言葉を聞いたときに、
災害における行政とまた地域のコミュニティーの皆さ
んとの協力関係が大変重要だと痛感をいたしました。
災害は忘れた頃にやって来るのではなく、いつ来るか
分からない。そういった備えをぜひ沖縄県、また市町
村と合わせて議会の私たちも協力関係をつくっていか
ないといけないなと思っております。
　それでは、一般質問通告書に基づきまして質問をさ
せていただきます。
　１、知事公約の給食費無償化について。
　市町村との調整はどうなっているか状況を伺う。特
に11市との調整をお答えください。
　２、教育行政について。
　(1)、学校現場での働き方改革の状況について伺
う。
　(2)、県立特別支援学校における教職員による校内
駐車場の交通誘導について把握しているか。本来の業
務ではないと思うが、県の改善策を伺う。
　３、スポーツアイランド構想について。
　新Ｊリーグ規格スタジアム建設に向けての進捗状況
を伺う。
　４、沖縄県のＩＴ産業関連について。
　今やＡＩの技術革新が職場や日常生活等に普及しつ
つある。ＡＩによる県内ＩＴ産業の雇用に対する影響
について、どのようにＩＳＣОは対応しているか伺
う。
　５、海の安心・安全について。
　(1)、沖縄県の水難事故の現状及び直近１月～９月
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の暫定値を伺う。どのような傾向があるのか伺う。
　(2)、令和６年度から文化観光スポーツ部で実施し
ている巡回パトロールの状況を伺う。
　(3)、知事に伺う、観光立県としてマリンレジャー
等の安全確保や予算に対してどのようなビジョンをお
持ちなのか伺う。
　６、戦後処理問題について。
　(1)、日本軍による旧小禄村土地接収の代償事業の
概要を伺う。
　(2)、小禄地域の自治公民館の老朽化による建て替
えについて。
　小禄地域は、戦前戦後の旧日本軍飛行場・米軍那覇
基地、復帰後は那覇空港・自衛隊基地等と国や県に多
大な貢献をしてきました。今回の建て替えは国と那覇
市が主体ではあるが、自治会員の負担を軽減するため
にも沖縄県として補助事業を創設して支援すべきであ
るが、見解を伺う。
　７、離島振興について。
　台風の影響により一般食品、飲料品、野菜や冷凍食
品を輸送する船便が長期にわたり欠航が続き、南北大
東島等の小規模離島の住民に多大な影響が出ているこ
とから、備蓄倉庫を設置する必要があると考えるが、
見解を問う。
　８、我が会派の代表質問との関連について。
　花城大輔議員の１(4)、知事訪米でワシントン事務
所がどのような役割を果たし、どのような成果を得ら
れたか、十分な費用対効果が得られたか聞きたい。
　次に、２の(4)、県民の生命・身体の安全を守る知
事として、どのようなリーダーシップを発揮するか考
えをお聞きする。
　続きまして、島尻忠明議員の３の(6)、観光目的税
の導入に当たって課題は山積しており、どのような課
題認識とスケジュール感を持って進捗を図っていくの
かお聞きします。
　以上で壇上からの質問は終わりますけれども、残り
時間は再質問させていただきます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　仲村家治議員の御質問にお答え
いたします。
　スポーツアイランド構想についての３(1)、Ｊリー
グ規格スタジアム整備の進捗についてお答えいたしま
す。
　沖縄県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画にお
いて、Ｊリーグ規格スタジアムをスポーツコンベン
ションの核に位置づけ、その整備を推進しておりま

す。Ｊリーグ規格スタジアムについては、令和６年度
から基本計画の改定に取り組み、令和７年度以降に法
手続と並行して、整備事業者の選定、設計・建設工
事を行い、令和13年度の供用開始を目指しておりま
す。去る９月27日には、県内唯一のＪリーグチーム
であるＦＣ琉球の2025シーズンクラブライセンスの
交付が決定されたところであり、引き続きＦＣ琉球、
那覇市、関係機関等と連携し、スタジアムの早期整備
に向けて、全力で取り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、知事公約の給食費無償化に
係る市町村との調整状況についてお答えいたします。
　学校給食費無償化につきましては、６月の第１回市
町村説明会後に行ったアンケートやヒアリングを踏ま
え、９月の第２回市町村説明会において、補助対象経
費や上限額等の制度設計について意見交換を行ったと
ころであります。現在、県の予算編成に向けて、各市
町村の令和７年度要望額の調査を行っているところで
あり、市町村とのさらなる調整を踏まえ、令和７年１
月末までに補助金交付要綱を策定し、同年４月からの
実施に向けて取り組んでまいります。今後の拡充につ
きましては、その効果検証や国の無償化制度の動向等
を踏まえ検討してまいります。
　続きまして２、教育行政についての中の(1)、学校
現場での働き方改革の状況についてお答えいたしま
す。
　県教育委員会では、昨年度実施した業務改善に関す
るアンケート結果等を踏まえ、「私たちのピース・リ
スト2023」と題した取組目標を策定し、令和８年度
までを集中改革期間として推進しているところであり
ます。具体的な50項目の取組目標には、春季休業期
間の日数の確保や通知表の見直し等を掲げ、各学校や
地域の実情に応じた取組を推進しているところです。
　県教育委員会としましては、引き続き「みんなの学
校！ピースフル・プラン」と題した働き方改革の推進
計画に基づき、働き方改革とメンタルヘルス対策を一
体的に推進してまいります。
　同じく(2)、特別支援学校における交通誘導につい
てお答えいたします。
　特別支援学校における保護者等の送迎については、
児童生徒の安全管理の観点から、校内への車両乗り入
れを許可し、車両の誘導については教職員が行ってい
るところです。
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　県教育委員会としましては、引き続き学校の要望を
踏まえ、教職員の負担軽減の取組について研究してま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４、沖縄県のＩＴ産業関
連についての(1)、ＡＩの普及による雇用への影響と
対応についてお答えします。
　ＡＩは、労働生産性の向上や人手不足の解消等に資
することが期待される一方、その普及に伴い雇用が減
少することが懸念されております。このため県では、
ＩＳＣＯをはじめとする関係団体等と連携し、今後の
ＡＩ時代に対応した高度ＩＴ人材の育成やビジネスモ
デルの高度化等に取り組んでおります。また、成長分
野等への労働移動を促すリスキリング支援を行うとと
もに、労働力のミスマッチ解消に取り組むなど、ＡＩ
の普及による影響等を見据えた取組を推進してまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　５、海の安心・安全につい
ての御質問のうち(1)、水難事故の現状及び傾向につ
いてお答えをいたします。
　令和６年９月末現在の水難事故は、暫定値で発生
件数102件、前年同期比14件増加。罹災者数114人、
同じく18人減少。死者数32人、同じく13人の減少と
なっており、以前として厳しい状況となっておりま
す。また本年は、一般外国人が罹災する水難事故が
18件発生し、前年同期比11件増加をしていることか
ら、海浜において外国語パンフレットを配布するなど
広報啓発を強化しているところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　５、海の安
心・安全についての(2)、巡回パトロールの状況につ
いてお答えいたします。
　文化観光スポーツ部では、５月２日から沖縄本島、
座間味島、宮古島及び八重山圏域で自然海岸の巡回を
実施しており、９月末時点で、２万2445名に海の安
全啓発リーフレットの配布とライフジャケットの着用
及び離岸流の危険性などの注意喚起を行っておりま
す。巡回については、アンケートで、ライフガードか
ら現地で直接説明があり、説得力があるとの声が寄せ

られているほか、宮古島の自然海岸ではシュノーケル
から浸入した海水を誤飲し溺れている観光客を発見、
救助した事例等も報告されております。
　同じく５の(3)、マリンレジャー等の安全確保や予
算についてお答えいたします。
　県では、令和６年度予算を３倍に拡充し、観光客の
水難事故防止対策として、スマートフォンで確認でき
るハザードマップなど海の安全啓発ツールの周知、ラ
イフガードによる自然海岸巡回の通年実施、海域調査
等による事故パターンの検証、ハワイからの講師招聘
など、取組を強化しております。今後は、事故の発生
状況や特徴などを踏まえた効果検証を行うとともに、
関係機関との役割分担の下、必要な予算の確保、水難
事故防止対策に取り組み、観光客の水難事故件数及び
死者数の逓減を図ってまいります。　
　続いて８、我が会派の代表質問との関連についての
(5)、観光目的税の導入についてお答えいたします。
　県では、世界に誇れる観光リゾート地として発展す
ることを目指すとともに、県民生活と調和した持続的
な観光振興を図る観点から、観光目的税（宿泊税）の
導入に向けた検討を進めており、本年８月からは、観
光目的税制度の導入施行に関する検討委員会で制度の
詳細を議論いただいているところです。
　県としては、納税者の過重な負担とならない、簡素
で分かりやすい制度となるよう観光関連団体、市町村
等と丁寧に意見交換を行いながら、導入に向けて取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　６、戦後処理問題についての
中の(1)、日本軍旧小禄村土地接収の代償事業の概要
についてお答えいたします。
　本事業は、那覇市が実施主体となり、那覇空港南側
エリアにおいて、那覇地区漁業協同組合が利用する船
だまり整備に対し補助する事業です。事業期間は平成
30年８月から令和10年３月を予定しております。
　県としましては、船だまりの着実な整備に向けて、
引き続き那覇市と連携して取り組んでまいります。
　同じく６の(2)、小禄地区の自治公民館建て替えに
対する県の補助事業創設についてお答えいたします。
　自治会は、地域住民相互の連絡、環境美化、防犯・
防災対策、伝統文化の継承など、良好な地域社会の維
持及び形成を図る活動を行っており、自治公民館はそ
れらの活動の拠点となっているものと認識しておりま
す。小禄地区を含めた那覇市の自治公民館の建て替え
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については、那覇市において検討されるものと承知し
ており、県としては、相談に応じて活用可能な地方債
や支援制度を紹介するなど、可能な支援を行ってまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　７、離島振興についての
御質問のうち(1)、小規模離島の備蓄についてお答え
いたします。
　災害に備えた備蓄については、災害対策基本法によ
り、食料や生活必需品等を市町村で備蓄する義務があ
りますが、県においても市町村を補完する立場から、
発災から３日間に必要となる物資の備蓄を進めている
ところです。離島を多く抱える本県では、県や各市町
村の備蓄物資を離島等の被災地へ輸送する手段の確保
が課題となることから、各家庭による自助や自主防災
組織等の共助による備蓄を推進するとともに、複数の
離島を抱える市町村においては、各離島単位での備蓄
を呼びかけているところです。今後も、県民へ円滑に
物資供給ができるよう市町村と連携し、災害に備えた
備蓄の強化に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　８、我が会派の代表質問と
の関連についての中の(1)、訪米においてワシントン
駐在が果たした役割等についてお答えいたします。
　今回の訪米に際し、ワシントン駐在は、日頃から
培ってきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者等と
の面談に当たっての人選及び取付けや民主党のプログ
レッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、議員補佐官を
集めたブリーフィング、共和党系シンクタンク、ハド
ソン研究所での講演といった新たな取組の実現など、
大きな役割を果たしております。
　同じく８(3)、県民の安全を守る知事のリーダー
シップについてお答えいたします。
　知事は、危機事象に対し、危機管理対策本部長とし
て、県民の安全・安心の確保に全力で取り組んでおり
ます。本年４月３日の津波警報発表時や５月27日の
北朝鮮の衛星打ち上げ時においても、直ちに指揮を執
り、国、市町村等との連携を図りながら、全庁を挙げ
て県民の安全・安心の確保に取り組んだところであり
ます。
　以上になります。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。

○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時１分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　家治  議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　それでは再質問をさせていただきます。
　まず、給食費無償化についてなんですけれども、先
ほど教育長からありましたけれども、特に、私地元
那覇市ですので、那覇市に確認したら、小学校が現
在９億9000万、中学校５億4500万の予算がついてい
るということなんですけど、小学校が月4500円、中
学校が月5000円の給食費を徴収していると。その中
で、大枠で言うと15億3900万の予算を、今那覇市で
は予算配分していると。その中で就学援助分、中学
校が１億900万、それと今物価高騰対処分ということ
で、中学校が8460万ということなんですけれども、
今のスキームからすると、この就学援助分と物価高騰
分は対象外ということなんですが、その考えで当たっ
ていますでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず、就学援助分についてであ
りますけれども、考え方としまして、就学援助制度に
つきましては、学校教育法に基づく市町村に実施義務
がありまして、市町村への地方交付税において、地方
財政措置がなされていることを踏まえて、対象外とい
うふうになっているところであります。
　物価高騰分の考え方につきましては、本事業は保護
者の経済的負担の軽減を図ることを目的としているこ
とから、市町村の条例等で、保護者の負担額を明確に
していただいて、その額を補助対象として支出するこ
ととしております。そのため、物価高騰分について
も、市町村が条例等で定める学校給食費に加えていた
だきたいという考えでありまして、今議員の御紹介あ
りました、令和６年度那覇市につきましては、この条
例で定めたものと物価高騰分は分けて計上されている
というふうに思いますので、次年度においてこの物価
高騰分についても、この条例等で保護者負担の額に反
映させていただければ、県として補助対象となるとい
うことでございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　もともと知事が学校給食費を無
償化するということを公約で発表して以来、沖縄県の
小中学校の父兄は無償化に向けて前進するのかなとい
うことで、相当期待をしました。
　そして急遽、今年の６月ですか、５月ですか、２分
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の１という案が出てきたんですけれども、当初は２分
の１を市町村が負担すれば、県は２分の１を出します
よということであったのですけど、市町村の猛反発
で、２分の１を負担しなくても県が２分の１を負担す
るということに方向転換しました。知事、まず公約と
いうのは、実現に向けて選挙のときに有権者に約束を
することです。無償化するというのは、もう全額とい
うふうに受け止められるんですけれども、それが教育
委員会等々関係部局と相談をして、総額幾らになり、
また就学援助分は含まないとか、いろいろ除外になる
分野が出てきておりますけれども、そういう精査をし
ないまま、知事選で公約に掲げたのでしょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　公約の部分について申し上げた
いと思います。
　私は、学校給食の無償化に向けて取り組むというこ
とで、そのときには全体像としてお示しをさせていた
だきました。そして、今般いよいよ教育委員会の調査
などによって、やはり負担が大きい中学生の家庭か
ら、まずは２分の１を県が負担するというような方向
性で第一歩をお示しをさせていただいたということで
すから、着実に公約の実現に向けて取り組んでいける
ものというように考えております。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　知事はそうおっしゃいますけれ
ども、市町村の首長さんはそうは考えていなかった。
そして今もこのような対象外という部分も出てきてお
ります。ましてや小学校は対象外、将来的には小学校
も対象にするおつもりなんでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず、今中学校の２分の１とい
うことでありますので、まずその方針、これをしっか
りと踏まえて、来年４月から実施をしまして、その実
施状況等を検証しながら、また今国の動きもございま
すので、国の制度等の動きも注視しながら、今後の拡
充については検討していきたいというふうに考えてい
るところです。
○中川京貴 議長　仲村家治議員
○仲村　家治 議員　来年の４月から、この２分の１
を補助するということをおっしゃっておりましたけれ
ども、これはずっと継続するおつもりですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　まずは実施をさせていただい
て、その全体像についても、今後の検証を見ながら検
討していくことになろうかというふうに思います。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。

○仲村　家治 議員　教育長は現場を見ておりますの
で、そういうふうな答弁しかならないと思うんですけ
ど、知事、この中学校の給食費２分の１補助というの
は継続してやるという方針でよろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　教育長からも答弁がありました
とおり、国の動向等も注視をしながら、継続的に行っ
てまいりたいと思っております。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治  議員　那覇市にまた戻りますけれど
も、中学校の給食費、中学生は全予算が総額５億
4500万円。試算では、１億7066万円が県から無償化
の対象になると。この５億4500万、そして県から来
る１億7066万。誰が見ても２分の１ではないんです
よ。だからこれは間違ったメッセージになっているの
で、２分の１というこの言い回しをやめていただけな
いですか。実際２分の１は出していないんですから。
これは広報の仕方ですよね。県が２分の１を出してい
るという間違ったメッセージになっているという御意
見があるものですから。この辺はどうでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　那覇市の試算につきましては、
この就学援助の費用の取扱いによって、そのような解
釈が違ってきているというふうに思います。基本的に
は那覇市の試算においては、就学援助を含めた額と
なっておりますが、我々としては、就学援助について
は先ほど申し上げましたとおり、制度が別というふう
に考えておりますので、その中でしっかりと検討して
いく必要があるというふうに考えております。したが
いまして、この就学援助の費用を除いた分につきまし
ては、我々支援する額がその２分の１に相当するとい
うふうに捉えているところです。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　一般の県民・市民はそのように
聞こえないんですよ。だから明確に、この就学援助と
かを除く２分の１だと明確にやっていただかないとい
けないと思います。
　そして今、那覇市では中学校の給食費が5000円な
んですけれども、これが２分の１に、要は父兄から
頂くのが2500円になるという考え方でよろしいです
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　基本的には保護者負担額につい
ては、市町村のほうで判断をしていただきますが、こ
の条例等でその保護者負担、給食費の額を例えば仮に
今議員が御紹介いただきました5000円というふうに
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定めているところでありましたら、基本的にはその２
分の１が我々の補助分と、支援分になるというふうに
理解しております。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　市町村もこの辺の給食費の算定
というのは大変難しい部分があると思いますので、単
純に今父兄から徴収している給食費が２分の１になる
かというのは、やはり各市町村の事情があると思いま
す。ですからこれはもうちょっと慎重に、最終的に来
年度の４月からこれが施行されるのであれば、この辺
の部分というのは、説明を十分になさっていかないと
いけない。また、将来は小学校まで拡大していくとい
うことも定期的に協議をしながらやっていただかない
と、２分の１というこの部分が、皆さんもう先入観で
入ってしまっているので、この辺の部分というのを今
度は市町村が説明しないといけなくなる部分が出てく
ると思いますので、この辺は十分気をつけていただき
たいなと思いますけど。この辺はどうでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　ただいま来年４月の実施に向け
て、各市町村との制度設計に向けての説明会、それか
ら意見交換等を行っているところであります。そう
いったことを踏まえてしっかりと来年１月までには交
付金の実施要綱を定めてまいります。その際にはしっ
かりと公表し説明申し上げたいというふうに思ってお
りますし、またそれに基づいて各市町村も、保護者の
方々に丁寧な説明がなされるものというふうに思って
おりますので、この辺、丁寧に進めていきたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治  議員　ぜひ丁寧に説明していただい
て、小学校まで最低でも２分の１補助にするように予
算の確保をお願いいたします。
　次に飛びますけれども、７番の離島振興についてな
んですけれども、先ほど御答弁いただいたのは、災害
における備蓄という観点から御答弁いただいたんです
けれども、私が話しているのは、台風13号、14号の
影響で大分海がしけて、大東島に船便が約20日間も
定期便が行けなかった。すなわち物資が運べなかった
ということで、スーパーマーケットからほとんど商品
がなくなっていたという状況があります。災害という
観点ではなくて、沖縄は離島県で、航空便で輸送がで
きない小規模離島というのはもう船便でしかこの物資
を運べない状況で、ただ地震とか津波とかそういう災
害とは違って、台風というのはある程度、今気象技術
が発展して、何日にここに来るという予想ができるわ

けです。そうなると、その予想に合わせて前もって物
資をちょっと普段より多めに輸送して、そこで備蓄倉
庫にある程度の品物を備蓄する、そういう倉庫が必要
だということを、僕は離島の皆さんから言われたんで
すけれども、離島振興の中でそういう考え方というの
はあると思うんですが、これは企画部長ですか、ぜひ
答弁お願いします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　南北大東村は定期線が週に１
便程度で、ほかの離島に比べても運行回数が非常に少
ない離島でございます。それから港の構造上もクレー
ンによって荷物の荷下ろしの作業を行うので、波の影
響を受けやすいというところから言うと、欠航や入港
できない、そういったある意味不利性を持っている地
域だというふうに考えております。今、議員御指摘の
備蓄倉庫等々については、まず市町村のほうにそう
いったニーズがあるのかどうか、そういったものをま
ず確認させていただきたいというふうに考えておりま
す。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　どうしてもそれなりの維持管理
というか経費がかかりますので、多分声を上げづらい
部分もあると思うんですよ。だから最低限のそういっ
た備蓄、常温状態でもできるような、その辺の部分を
ちょっと相談しながら、いろんな補助メニューを活用
して、ぜひ市町村、特に小規模離島の皆さんと相談し
て―来るのを待つんじゃなくて、こちらからそうい
う話を持ちかけて、離島苦の解消に向けてということ
でどうですか、部長。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　こちらのほうからも積極的な
形で確認をさせていただきたいというふうに考えてお
ります。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治  議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　続きまして、戦後処理の問題についてなんですけれ
ども、先ほど船だまりの―県は大分時間がかかりま
したけれども、ある程度進捗が見えてきたということ
で、地元の―特にこちらは字大嶺というところなん
ですけれども、長年のそういう希望がかなえられると
いうことで大変喜んでおりますので、那覇市と一緒に
なって一日も早く完成に向けて頑張っていただきたい
なと思っております。
　(2)番の自治公民館は、実は旧運輸省、あと防衛庁
と協力して補助で建設した経緯がありまして、当時は
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復帰前ですので、防衛庁とか運輸省の補助金で８割補
助ぐらいで建てたと思うんですけれども、ただ、今那
覇市が進めているメニューからすると、自治会の持分
が結構大きい部分があるものですから、ぜひ戦前・戦
中・戦後、この小禄地域における騒音もありますし、
いろんな形で貢献している部分がありますので、ぜひ
何らかのメニューで県のほうも協力していただいて、
自治会の人たちの負担が軽減するように―ゼロとは
ならないと思いますけれども、軽減するように努力し
ていただきたいんですけれど、どうでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　議員御指摘のとおり、可能な
支援についてはさせていただきたいというふうに考え
ております。引き続き、県のほうでもできる対応を
やっていきたいと考えております。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　企画部長御承知だと思うんです
けれども、旧軍飛行場問題、昭和18年問題で、今大
嶺と鏡水の自治会館はその補助メニューで補償で建設
されて、多分８割は国、１割は県、１割は那覇市とい
うことで負担をなさっていると思うんですよ。ですか
ら、その辺の影響が地域にありますので、ぜひよろし
くお願いいたします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　家治  議員　我が党の代表質問の中で、知
事、ワシントンに行かれたんですけれども、令和６年
９月８日の知事の日程はどうなっておりますでしょう
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　９月８日は、ちょうど訪米
に向けての移動日となっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　その日は宜野湾市長選挙の投票
日ではなかったですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　９月８日日曜日は投票日で
あったと承知しております。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　知事、なぜ宜野湾市長選挙の投
票日にわざわざ出発しなければならなかったんです
か。

○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　例年、知事訪米につきまし
ては、１週間単位で知事が沖縄県を空けるということ
で、年度当初から時期及び内容について幾つか検討を
進めている状況でございます。そんな中、今年６月に
米軍人による性的暴行事件が相次いで発覚し、通報体
制に関する問題も明らかになっております。６月議会
においても、知事が年内の早い時期に訪米して関係機
関に強く申し入れるべきだという御意見もございまし
た。我々も早く訪米をすべきだろうということで、こ
の日程になったということでございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　知事は政治家ですよね。仲間が
戦っているその投開票日に行かれるというのはいかが
なものかと思うんですけれども、日程の変更とか指示
はなさらなかったんですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　あらかじめ先方があって、スケ
ジュールを決めておくということが―議員の御予定
を立てる場合にも、先方との調整を十分踏まえた上で
日程をお立てになると思います。そのような方向性の
中で、残念ですが松川市長が病気により急逝されたこ
とによって、宜野湾市長選挙が繰り上げて実行される
ということになったのではありますが、我々としては
やはりこの時期に訪米を行う必要があるという認識か
ら、その予定どおり組ませていただき実行させていた
だきました。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　政治家だったら、私は１日遅ら
せてこの投開票を見届けてから行くと思うんですけれ
ども、まあいいでしょう。知事のそういったリーダー
シップの在り方というのは問題があると思うんですけ
れども、ぜひ身内の皆さんも、このような知事でいい
のかと思っていただきたいなと思っております。
　以上で終わります。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　すみません、まず休憩お願いし
ます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　淑豊 議員　それでは、一般質問を進めさせ
ていただきます。よろしくお願いいたします。
　まず４番、６月議会で質問した、沖縄都市モノレー
ル那覇空港駅の動く歩道について今後の方針を伺いま
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す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　動く歩道の修繕につきま
しては、関係機関や各種団体等と意見交換を行うなど
様々な面から検討をしてまいりました。今後の方針と
いたしましては、駅舎向け上り勾配の動く歩道は、修
繕を行うことで利用者の移動負担軽減を図り、また空
港向け下り勾配の動く歩道は撤去することで通路幅を
広げ、より利用しやすい移動空間を確保していきたい
と考えております。
　県といたしましては、今後も関係機関と連携しなが
ら施設の適切な維持管理等に努めてまいります。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　私も車椅子ユーザーの方から直接お話を伺いまし
た。その案で問題ないと思います。ただ、この後、こ
の動く歩道の修繕がやりやすいようにぜひ考えていた
だきたいなと思っておりますし、また空港ビルから駅
まで、また逆のルートもそうなんですけれども、車椅
子利用者のルート表示がなかなかなされていないとい
うようなお話も聞きましたので、それもぜひ―担当
課にもお伝えしてありますので、そこのほう対応して
いただきたいと思っております。また、今回こうやっ
て関係団体の方々としっかりとお話をしていただいた
ということは非常によいことだと思っておりますの
で、今後ともお願いいたします。
　続きまして２番、沖縄県の離島振興の取組につい
て。
　離島の大会補助拡充のクラウドファンディングがど
うなったか伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会としましては、部活動派遣費支援の充
実を図るため、令和６年度から新たにクラウドファン
ディング型ふるさと納税を実施しております。広報活
動としましては、新聞やＳＮＳでの周知、商業施設へ
のチラシ、ポスターの配布・掲示、県外事務所を通し
た県人会等への周知等、様々な方法で行ってきており
ます。今年度の募集期限は９月末でありましたが、多
くの皆様方に御協力をいただき、寄附金額は約214万
円の申込みがございました。今後とも派遣費の補助を
継続し、離島地域の生徒の負担軽減が図れるよう努め
てまいります。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　42.8％ということでありますけれども、この214万

円、この中で県外からの寄附というのはどのような割
合になっているかというのをお聞かせいただきたいと
思います。なぜなら、県内の市町村からだと、ただ市
町村の住民税が県に変わるだけで―控除の分です
ね、その移動にしかならないというふうに思っており
ますので、これ県外へのアプローチを中心としてやっ
ていただきたいというふうに思ってますので、その割
合がもし分かれば教えてください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　申し訳ございません。今手元に
資料がございませんので、後ほどまた提供させていた
だければと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　あと、目標金額が500万というところでありました
ので、当初の目標と今回の実績、この乖離がなぜあっ
たのかしっかりと検証していただきたいと思っており
ますし、あと県庁の内部、これいろんな部署があると
思います。様々な広告とか情報発信されておりますけ
れども、これは県庁自体としていろんなところに発信
をするわけですから、一つの組織としてぜひ横断的に
こういった目標値とか効果的な戦略をつくるという広
告専門の部署が、専門的な方を入れた部署があっても
いいんじゃないかというふうに私は思っておりますの
で、そちらのほうを提案させていただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　教育長、先ほどの件、お伺いできたら。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　申し訳ございません。先ほど御
質問いただきました県外からの寄附額でございます
が、現時点で88万5000円の申込みがございました。
失礼しました。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　やっぱり県内の方が多いので、
これはぜひ県外からお金を引っ張ってくるような施策
というか広告というものをしっかりやっていただきた
いと思っております。よろしくお願いいたします。
　それでは、我が党関連に行きます。
　花城大輔議員の１の(1)、知事の政治姿勢において
１期目の達成率、２期目に持ち越した施策の数、２期
目の新たな施策の数、そして２期目の達成率を伺いま
す。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　まず、１期目の達成率につい
て答弁させていただきます。
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　県では、１期目の知事公約の実施状況について、１
期目終了時点において、291施策のうち、完了し継続
して取組を推進している８施策を含め、287施策につ
いて取組を推進中と整理しております。
　続きまして、２期目に持ち越した政策について御答
弁させていただきます。
　１期目と２期目では、公約の作成時点における表現
方法なども異なりますので、単純に比較することは難
しいのですが、１期目の公約に掲げた施策につきまし
て、完了し継続して取組を推進している８施策を含め
た、先ほど答弁した推進中の287施策及び着手した４
施策、合計291施策全てについて基本的に２期目にも
その理念や取組が継承されているというような考えで
いるところでございます。
　２期目の新たな施策数について答弁させていただき
ます。
　２期目の公約においては、１期目の取組の中でより
深化させていく施策を推進施策として110項目、重要
性を増した課題等を踏まえ、特に重要と考えられる施
策を重要施策として71項目位置づけております。合
計181項目あります。その中で、２期目に新たに加え
た施策としましては、新型コロナ対策や学校給食無償
化、中部地区への特別支援学校の開設など、重要施策
が23項目、推進施策が６項目、合計29項目が２期目
において新たに明記された公約であると考えておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　我々の会派の代表質問におきまして、知事は花城議
員に対して、達成状況は県民に評価していただきたい
というような御答弁をされておりました。ここでＲＢ
Ｃの投稿に関するヤフーニュースのコメント欄から
抜粋して、２つほど読み上げたいと思います。前段
ちょっと略しますけれども、「１期目、２期目で米軍
問題以外で何に全身全霊取り組んできたのでしょう
か。給食無償化ですら達成できず公約違反の誹りを受
けても反論できないのでは。最高裁判決には従わず、
辺野古基地反対派を擁護し、公約達成率の低調さを県
民の目線から逸らすための公費海外旅行の数々と沖縄
本島マスメディアの援護射撃とも取れる花火の打ち上
げ。オール沖縄等という虚言を使うのは止めてくださ
い。貴方の背後から「民意」なる肩書は消え失せまし
た。先の県議会議員選挙や宜野湾市長選挙を真 に受
け止め残りの任期を県民のための県政に重点指向した
公益重視の県政をお願いします。県政の私物化だけは

勘弁願いたい。」。そして、「デニーさん部下にばか
り答弁させないでご自身の言葉で語って下さい」とい
うような、ちょっと辛口のコメントがありました。こ
れはまさに、私は知事の現在の県政に対しての評価、
本当に厳しい評価だと思っております。そこに対しま
して、茨城県のつくば市長、こちらが市政運営に対す
る住民評価を退職金に反映させる方針を示したという
ことで、今日議決されるという話ですけれども、まあ
否決されるかもしれませんけれども、知事も公約達成
に自信がある、県民が評価するというのであれば、例
えばこの退職金に住民評価を反映させるということを
私は取り組んでもいいのではないかと思っておりま
す。また、同じく花城議員の３の(4)、マイナンバー
普及に関してということに関連ですけれども、マイナ
ンバーカードを持つ者が評価をできるという制度に
なっておりますので、全国最低の取得率の向上にも役
立つと思っておりますけれども、この点いかがお考え
でしょうか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　知事は、一般論として任期中
における施策の評価は県民に委ねるとの趣旨で発言さ
れたものと承知しております。知事等の特別職の退職
手当については、職責に応じた支給割合及び在職期間
の月数に応じて支給する制度となっており、他の都道
府県と同様の制度となっております。議員御提案の県
民評価につきましては、公正な評価の実施、退職手当
への反映方法等様々な課題が想定され、これまでの退
職手当制度の趣旨や知事以外の特別職との整合を図る
ことが困難であると考えますので、現時点では活用は
考えておりません。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　御自分の評価に対して、やっぱ
り厳しい評価があるんだなということを受けているの
だと私は思っております。自信があるならしっかりと
受けていただきたい、そのように思います。
　さて、続けて同じく花城大輔議員の３の(7)、病院
事業局のシステムエラーについてです。
　まず、正確に何人の職員に影響があったのか、そし
て金額はどれぐらいの影響があったのかお伺いしま
す。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
　病院総務システム稼働後の手当の支給誤りについて
は現在対応中ですが、プログラム修正後の再計算の結
果、過不足払いが確認された職員数は1160人で、金
額は不足払いが約2900万円、過払いが約70万円、合
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計約3000万円となっております。これらの支給誤り
に対しては、10月例月給与において追給等を行う予
定です。対象となった職員には大変御迷惑をおかけし
ており、大変申し訳なく思っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これですね、なぜそのような状
況になっているのか、これ原因は分かっているのか教
えてください。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
　エラーの原因は、同システムで管理する職員の休日
勤務等の実績を整理・集計し、給与システムと情報連
携を行うプログラムの一部に誤りがあったため、勤務
実績に基づき計算する一部の手当に支給誤りが生じた
ものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これは、いつ正常に稼働するの
か、当初のスケジュールと比較してどのようになって
いるのか教えてください。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　今回のシステムエラーの
対応のため、現在プログラム改修を進めているところ
であり、給与支給誤りの原因となった情報連携プログ
ラムエラーの大部分は解消しております。残るエラー
についても、早期に解消するとともに引き続きシステ
ムの安定的な運用に努めてまいりたいと考えておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これは、当初はいつから稼働を
する予定だったのか、そして幾らの予算だったのか、
そして今現在幾らになっているのかというのを教えて
ください。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　ちょっと休憩お願いしま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○本竹秀光 病院事業局長　当初が去年の11月、それ
からいろいろ病院現場との意見のやり取りで２月、最
終的には８月稼働になったんですけれども、追加改修
に時間を要したのは、やはり私が考えるに、医師の働

き方改革でかなり勤務が複雑になっているのもありま
して、病院現場から意見を聴取しながらそれに対応し
ながらやるということで、かなり時間を要したものと
認識しております。
　以上です。
○新垣　淑豊 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時36分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○本竹秀光 病院事業局長　合計額で１億5000万で
す。当初の、初期の導入の金額は5000万円だと認識
しています。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　これ当初の３倍ですよね。時間も大分延びている。
これも実は我々野党だけではなくて、与党側からの指
摘もあった。システムを見直すようにしたほうがいい
んじゃないか、別のシステムを導入したほうがいいん
じゃないかということを病院事業局は全く無視したわ
けですよ。それでこういう状況に陥っている。これ民
間事業所だったらこれ首ですよ、首、担当者。それぐ
らい、今我々は病院事業局がやっていることに対して
本当に不信を感じています。それで今、病院事業局の
判断には、私これ信頼を置けない状況になっていま
す。例えば、今回質疑としては取り上げませんけれど
も、中部病院の件も、地元の声というのも重要ですけ
れども、私のところには、病院の医療者からも現地建
て替えには不安がありますよというような匿名での
メールが来ています。それで、こういったことを考え
たときに、中部病院の在り方というのは、本来は医療
者をしっかりと育てるとか、医療者がちゃんといると
いうことが必要だと思ってますけれども、こういった
ことも実は私のほうに来ておりますので、ちょっとこ
の場でお伝えをさせていただきたいと思っています。
　次行きます。
　沖縄県におけるたばこ税の状況と沖縄県の受動喫煙
対策の状況について伺います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　たばこ税の状況についてお答
えします。
　令和５年度の県たばこ税の収入額は20億5369万円
で、県内の市町村たばこ税の収入額は125億7736万
円となっており、合わせて146億3105万円となって
おります。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
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○糸数　公 保健医療介護部長　分煙施設の整備の取
組についてお答えいたします。
　分煙環境の整備は、受動喫煙を防ぐための対策とし
て、施設の管理者が各施設の個別の状況に応じて喫煙
場所の設置を判断していく必要があると考えており、
県としては健康増進法の基準を満たしているかどうか
喫煙室の設置などについて、今保健所等含めながら指
導助言を行っているところでございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　たばこ税が県に20億、市町村に
125億ということで非常に大きな金額になっています
よね。例えば、宮古島は葉たばこの生産が全国でも
トップクラスということで、産業の一角を担っており
ます。反面、私も非喫煙者です。なので、受動喫煙は
非常に気にしております。避けたいと思ってます。し
かし、国際通りなどを通ったときに、知らないがため
に路上喫煙の禁止区域でたばこを吸っている人もいれ
ば―これは観光客もそうです、県民もそうです。そ
こにしっかりと受動喫煙を避けるための喫煙所の整備
というものを、私はこれはしっかりと県が率先してや
るべきだというふうに思っておりますけれども、この
点についてはいかがお考えでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　喫煙につきましては、受動喫煙を防止するというの
が健康増進法で規定をされているところですが、これ
までは、例えば公共的な施設であれば敷地内禁煙、そ
れから一般的な施設であれば原則屋内禁煙、そして特
定の喫煙所を設けるというような形で職場等で設置が
されているということがあって、沖縄県の健康増進計
画、健康おきなわ21でも受動喫煙に関する指標は、
職場、それから家庭、いわゆる屋内で受動喫煙が起き
ないような対策について指標にしているところでござ
いました。ところが、県民の調査の中を見ると、や
はり路上での受動喫煙というのも数が出ておりますの
で、路上での受動喫煙をどうやって防いでいくかとい
うのは今後議論が必要であるというふうに考えており
まして、その中の一つの方策として、今あるように屋
外に喫煙所を設けるかどうかというのも関係部局ある
いは他県の動向なども確認しながら、専門家の意見も
交えて検討していくというふうに考えているところで
す。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　喫煙所があれば、そこをお勧め
できるんですよ。ないから、じゃあどこに行って吸っ
たらいいのかという話になって、結局どこかでたばこ

を吸って、それをちゃんと吸い殻入れに入れる人もい
れば、路上に投げる人もいる、こういった状況になっ
ているものですから、ぜひこれは県として取組をして
いただきたいと思っております。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　喫煙については、単一の因子でかなり健康被害があ
るということで、県としてはこれまでは喫煙者を減ら
すような取組ということをずっと行ってまいりまし
た。今回は、通知が総務省のほうから来ていて、もち
ろん受動喫煙防止とも書いてあるんですけれども、た
ばこ税を確保するための方策というふうにも書いてあ
りますので、県としてはなるべく喫煙者を減らすとい
うふうなこれまでの取組との整合もございますので、
先ほど言いました議論の中ではそういうふうな議論も
していきたいと思っております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　分かりました。ありがとうござ
います。また今後、議論させていただきたいと思いま
す。
　３番、夜間中学校の設置について。
　これは玉城デニー知事の１期目からの公約の一つで
あり、１期目には進捗が最も遅い施策でありました。
公立夜間中学校の設置の状況と知事が設置に向けてど
のような取組を直接行ったか伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会におきましては、平成29年度に県、
市町村、有識者で構成する検討委員会を立ち上げ、
ニーズ調査や設置主体案の取りまとめを行いました。
その結果を基に、通学の利便性等の観点から、市町村
に対し設置検討を促しているところであります。ま
た、県内12市町への訪問や市町村教育長研修会にお
いても早期の設置検討等を依頼するなど取り組んでま
いりました。
　県教育委員会としましては、現在設置を検討してい
る３市村の検討状況について、調査を行っているとこ
ろでありまして、その結果を踏まえ今後の在り方を検
討してまいりたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これは、どなたの公約ですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　知事の公約の中に入っていると
いうふうに思います。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　では、知事は直接これに関して
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何か働きかけをされたことはありますか。先ほど言っ
た公約の達成状況の中でも一番遅いものですよ。どう
やって知事はこの実現に向けて取り組んでいるんです
か。教えてください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　まず教育庁におきまして、県内
12市町への訪問、市町村教育長研修会においても早
期の設置の依頼を呼びかけ、今３市村でそのことにつ
いて検討を進めていただいているという報告をいただ
いております。引き続き、可能な限りこの公立夜間中
学の必要性、そして設置の可能性について市町村と意
見を取り交わして、実現に向けて努力をしてまいりた
いと、そしてそのことをまた、教育庁にも頑張ってい
ただきたいというように考えております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これですね、知事がやれという
のは簡単なんですよ。一番難しいのは、やれと言われ
たときに課題があって、これは教育庁だけではできな
いものが多分いろいろあるんですよね、市町村間の調
整など。それを一番進捗が遅いものに関して、本来で
あれば知事がしっかりと旗を振ってやらないといけな
いわけですよ。先ほど話もありました。全て部長たち
に丸投げ、そういった状況に見受けられるわけです
よ。だから、私はこれ知事が直接何をやったか、どう
いうことをしていますかということを聞いているわけ
です。実際にこの件について、何が課題だと思われて
いますか。何でできないんですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほども申し上げましたが、や
はりそのニーズ調査を踏まえて、利便性を求める声が
高いということを踏まえまして、今市町村にお願いを
しているところでございます。市町村において様々な
観点から市町村独自の検討を行っているところであり
まして、やはり進めていく上での市町村におけるニー
ズの把握でありますとか、その体制づくり、そういっ
た部分で市町村においても検討がなされているという
ふうに考えているところであります。その点につい
て、我々、市町村のほうも訪問しながら情報交換も行
い、また、先進県の状況等も把握しながら情報交換を
し提供してきたところでありますので、しっかりと市
町村の考えを踏まえて、県としても今後の在り方を検
討していきたいと思っております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これですね、１期目の公約なん
ですよ。もう６年たっているですよ。あと２年ででき
るんですか、知事。２年で造るんですか。ここで明言

してください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　教育長の答弁にもありますけれ
ども、やはりニーズ調査、設置主体への取りまとめ、
それから通学の利便性などなど、この生活における状
況と市町村の取組はしっかりと取りまとめていかない
と、実現に向けての一つ一つ丁寧な作業が必要になっ
てくるということでございます。引き続き、その作業
を取り進めていきたいということです。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　６年前にやると言ったじゃない
ですか。そこなんですよ。６年たってもまだニーズも
調査されていないんですよ、今。それを私は今指摘し
ているんですよ。もういいです。
　次行きます。
　沖縄県の文化芸術に対する取組について伺います。
　本年度予算計上された文化芸術に対する奨励金制度
について、現在、詳細を詰めている段階であると聞い
ているが、進捗を伺う。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県としては、現在、他県の事例、関係団体の意見等
を勘案しつつ、制度設計を行っているところであり、
10月からの募集開始、年内の対象者決定を目指すと
ともに、対象者が活用しやすい制度にしたいと考えて
おります。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これもちろん税金なのでしっか
りと用途は説明がつくようにしなければならないとい
うのは承知しております。ただ、本当に今部長おっ
しゃったように、使いやすいということに、ぜひ注力
していただきたいと思っております。これを受けて、
受けなければよかったというふうにならないように、
ぜひお願いいたします。
　続きまして、平成26年に定めたおきなわ文化芸
術・結の都（仮称）沖縄県立芸能シアター・文化発信
交流拠点整備基本計画の現状について伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では、県立郷土劇場に代わる施設の在り方を検討
し、文化発信交流拠点整備基本計画、実施計画(案)を
策定の上、芸能団体等と意見交換を行ってきました。
一方で、県内で新たな施設整備が進むなどの状況変化
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を踏まえまして、令和５年度に調査を実施した結果、
新たな拠点設置のニーズは少なく、駐車場を備えた稽
古場や道具類の保管場所のニーズが多く示されまし
た。
　県としては、本調査結果を踏まえて、既存施設の有
効利用と保管場所等に対する支援等の在り方、あと事
業化に向けた検討を今行っているところでございま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　(3)番行きます。
　2022年の文化活動実態調査では、芸術家人口4680
人に対し調査は104人余り、僅か２％です。回答者の
地域は、那覇と中部。沖縄県の全域にわたるニーズを
つかめていない上に、年代も10代、20代が各１％、
70代以上が40％と大きな偏りがあるように思われ
る。若手や地方の声を聞く仕組みをつくる必要がある
と思うが、どのように考えているか伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では、専門的知識を有するハンズオンアドバイ
ザーの助言の下、各地域の伝統芸能等の実態把握、課
題解決支援を行っており、地元の人々との交流を図る
中で、若者を含む地域の意見を聞いております。ま
た、各地域の伝統芸能団体への実態調査では、県内
296団体のうち125団体から回答があり、ハンズオン
支援を希望する57団体については、文化振興相談員
による支援を行っております。
　県としては、引き続き若者や地域の声を踏まえつ
つ、沖縄文化の保存・継承・創造とさらなる発展に取
り組んでまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　今(2)番、(3)番を踏まえて、県
の中では、劇場はもうそろそろそろってきているん
じゃないかというような声がありますし、ただ稽古場
は欲しいよね、道具類の保管場は欲しいよねというよ
うな声があります。そこの整備もしっかりとしていた
だきながら、また、沖縄県内にはいろんな文化財レベ
ルのものが残っているというお話も聞いております。
例えば、舞台芸術であったりとか文芸の原稿、昔の写
真のネガだったり、あと映像、こういったものも存在
しておりますので、これはまず適切な保管をするべき
だと思いますが、先ほど言った稽古場とかこういった
ところに併せて保管場所を造っていくということが求

められると思っておりますけれども、そういうものに
ついてぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、い
かがでしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　先ほど答弁したように、ニーズ調査でとりあえず稽
古場であるとか保管場所を造ってほしいという声が多
くありましたので、ぜひ事業化を来年に向けてしてい
きたいということで、今年度鋭意取り組んでいるとこ
ろです。その状況を見据えて、また意見交換をして、
議員提案の部分についても引き続き事業化ができるの
かどうか検討してまいりたいと思います。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　そういった施設を造るに当たっ
て、やっぱり僕は前から提案していますけれども、こ
こに必要なのは、その文化芸術に関する専門員。県の
中にそういった専門員が職員としていることで、対外
的な人たちとの意見交換や交流というものがもっと進
むと思います。ぜひまたそこの部分をしっかりとやっ
ていただくことと、あとやはり芸大の卒業生の進路の
問題も前に触れさせていただいていますけれども、例
えばそういった方々が沖縄県内で活躍できる、そう
いった環境をつくるべきだと思っております。例え
ば、宮古とか石垣、それぞれやっぱり文化圏が違いま
す。もちろん本島の中でも北部から南部まで全く違う
文化圏というのもありますので、そこで小さなサテラ
イトを造っていって、それぞれの地域文化の件に関し
て取りまとめをするということも必要だと思っており
ますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　今、２点あったかと思いますけれども、専門人材、
これについても文化関係団体等から過去、現在に至っ
て、ぜひ専門職をというお話があって、これについて
も実は今研究をしているところです。現状、行政職員
がやっていますが、県立博物館・美術館、あと文化振
興会等外郭団体もございますので、その辺とも連携し
ながら今実施しているところです。要望として、ぜひ
本庁のほうで専門職をというお話もありますので、そ
れについては今役割分担とか機能、あと任用、いろい
ろ課題もあります。その辺も今研究しているところで
す。
　もう１点、サテライトにつきましては、当然ながら
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御指摘のあるように、本島だけではなくて、非常に沖
縄県というのはバラエティーに富んだ文化・芸術の特
徴を有していますので、その辺についても併せてどう
いう形で連携してできるかを検討させていただきたい
と思います。
　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　前向きな御答弁ありがとうござ
います。
　このアーカイブというところに関してですけれど
も、(4)番に行きます。
　ユネスコで2025年までに磁気テープ―カセット
テープとかビデオテープとかそういうところを含め
て、こういった音声や映像をデジタルファイル化しな
いと、その物自体の劣化だったりとか、あと機材を使
う人材、そして機材自体、こういったものが使えな
くなってしまうんじゃないかということで、マグネ
ティック・テープ・アラートというものが2019年に
発されております。県内の貴重な映像、言語であった
りとかこういったものをしっかりとデジタル化すると
いうことが、もう急ぎ必要だと思っております。そ
の点については、どのような取組がなされていますで
しょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　今議員おっしゃるように、ユネスコが発信するマグ
ネティック・テープ・アラート、これにつきまして
は、再生機の生産と保守の終了、テープの経年劣化等
から2025年頃に磁気テープのデータ移行が難しくな
るという内容ということで承知しております。県立博
物館・美術館が収蔵する磁気テープの資料や作品につ
いては、一部デジタル化を進めており、今後も順次取
り組んでいきたいと考えております。また、アーカイ
ブ化に関する取組としては、現在、しまくとぅばを継
承していくことを目的に、地域の話者の音声録音など
にも取り組んでいるところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　我々自民党本部の文化立国調査会という会議体もあ
りますけれども、そこでも文化・芸術の振興を国成長
の原動力として提案をしております。本当に沖縄県内
の貴重な言語や音源、過去の戦中戦後など、この沖縄
の振興策の根拠となっている時期の映像とか、まさに
沖縄のためには残して継承するべきものだと思ってお

ります。沖縄県民が継承・発展させていく文化・芸術
活動というのは、沖縄の基幹産業としての観光に対し
てもより効果・影響をもたらすということは言うまで
もないかと思っておりますので、いろいろ観光につい
ても、今宿泊税の議論がされておりますけれども、
しっかりとそこでも予算立てをしていただければあり
がたいなと思っておりますが、この辺いかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　文化観光スポーツ部は、名称のとおり文化・観光・
スポーツということで３つの分野がございます。当
然、文化もスポーツもこの観光とリンクして、資源と
して連携しながら推進していくということの組織に
なっておりますので、文化につきましても当然ながら
十分な予算を今後確保して、引き続き推進していきた
いと思っております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　続きまして７番、沖縄の観光についてですけれど
も、1000万人観光の復活も目前となっております。
宿泊税の議論も進み、日々県内では新たな観光の取組
をなすために、産学官協働して動いております。しか
し、オーバーツーリズムの声が国内外、様々に聞こえ
てきております。本県でも交通渋滞、水の供給、ごみ
処理、あと観光客の医療対応など様々な課題が出てく
るかと思います。特に那覇市内においては宿泊施設の
増加、これによる平均客室単価の伸び悩みがあると。
そして、人手不足による稼働率の低下、人件費の高騰
や資材高などで利益を圧迫しているということで、本
当に悪循環になっているという話も聞いております。
今、観光が牽引して土地価格の上昇もあり、所得との
バランスが崩れ、沖縄県民の土地取得、我々生活者の
住居費などにも影響が出ているというようなお話もご
ざいます。また、もちろん資本主義社会下であります
ので、民間の動きに規制をかけるというのもなかなか
難しいとは思いますが、住民生活のバランスを考えた
ときに、沖縄県は自治体として規制と緩和、様々な手
段を使って、いろんなコントロールをしていかなけれ
ばいけないと私は思っております。
　この持続可能な観光というものの実現に沖縄県はど
のように取組をするのか教えていただければと思いま
す。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
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ます。
　県では、世界から選ばれる持続可能な観光地の形成
に向けて、県民、観光客、観光事業者それぞれの満足
度を高めるとともに、環境容量の範囲において観光産
業の成長と維持を目指すこととしております。そのた
め、県民や観光事業者等の意向を踏まえつつ、オー
バーツーリズムの未然防止や人手不足対策等に取り組
んでいるところです。ちなみに、現在令和６年度予算
で言うと、３億近くをその対策、２次交通含めてもろ
もろ取り組んでおります。この部分につきましても、
今議論をしています観光目的税、当然その目的税の趣
旨の一つの大きな柱ですので、その部分については、
制度を創設した暁にはその予算も十分に活用して対策
をしていきたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　この件ですけれども、先ほど言いましたように例え
ば水ですね。水利用も、リゾートにいらした方に水の
制限をすることなんかできないわけですよ。シャワー
入るなよとかできないわけです。我々今年１月には渇
水状況が非常に危機的な状況で、知事が渇水対策のお
知らせをしたということもありました。この辺りとい
うのは大丈夫なのか、教えていただけますか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　一つのオーバーツー
リズムの例として、水のお話で宮古島の報道がござい
ましたので、それに関連する答弁をさせていただきた
いと思います。
　今年の４月に宮古島においてホテル建設に伴う水需
要の増加により、将来水不足のおそれがあるという報
道があったことは承知をしております。令和７年度の
水道施設整備に係る国庫補助要望調査を実施したとこ
ろ、宮古島市では水需要の増加に伴う安定給水を図る
ため、伊良部島浄水場の再稼働及び新たな水源移動、
開発等を計画しているということで、そのような対応
を行っているというふうな状況でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これは沖縄県内の水の件につい
ては特に問題ないというような感じでしょうか。本島
内。今離島の話でしたけど。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　企業局においては、沖縄県観
光振興基本計画、これに基づく入域観光客数の伸びな
どを見込んだ上で、水道用水の供給計画を策定したと
ころでございます。先島地区等は除きますけれども、
今計画としては１日最大水量が58万トン、一方で実

績としては46万トンということで、まだ余裕はある
という状況にございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　水道も含めて、例えばごみの処理、こういったとこ
ろも出てくると思いますけれども、県民と観光客の間
に敵対心が芽生えて、例えばオランダみたいに、観光
客来るなキャンペーンとか、こういうことができてし
まうともう手後れになりますので、まさに今もう本当
にしっかりと計画を立てる時期だと思っておりますの
で、どうかその辺は業界団体の皆さんともしっかりと
意見交換をしながらやっていただければと思っており
ます。
　最後です。
　フジロックフェスティバルにおいて、知事とステー
ジを共にした津田大介氏は、過去には昭和天皇の肖像
を燃やす作品を展示するなど、反日的・反政府的思想
が強過ぎる「表現の不自由展・その後」の芸術監督を
されている。また最近はポリタスＴＶというネット番
組で、自民党に入れ続けるのはというタイトルで講演
をすると発言した際に、出演者の青木理氏が、一言で
終わりそうじゃない、劣等民族だからって。という発
言に対して高笑いをしておりました。非常に差別的な
発言であり、そのような発言をいさめることなく迎合
した人とのステージに意味はあるのかと思ってしまい
ましたが、この青木氏の発言と津田氏の反応につい
て、差別のない社会づくり条例を定め、同じステージ
に立った知事の考え方をお伺いしたいと思います。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　沖縄県差別のない社会づくり条例でございますけれ
ども、不当な差別の解消に関して基本理念を定め、
県・県民・事業者の責務、それから県が講ずる施策の
基本となる事項を定めることで県全体で不当な差別の
解消を推進し、差別のない社会の形成を図ることを目
的としているものでございます。
　御指摘の発言等につきましては、個人としてのお考
えを述べたものと理解しており、大変恐縮ではござい
ますけれども、県としてのコメントは差し控えさせて
いただきます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　お答えしてよろしいですか。
　まず、フジロックフェスティバルのアトミックカ
フェで津田大介さんが司会を務められたということ
を、少し紹介したいと思います。
　このザ・アトミックカフェは、反核や脱原発を目的
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として始まったトーク・アンド・ライブのイベント
で、近年では今議員からお名前が上がっております
ジャーナリストの津田大介氏を司会として、エネル
ギー問題、安保法制、言論の自由などあらゆる社会
問題について考える場として定着しているということ
は、我々も当然承知をしております。
　県としては、やはりこのイベントに、日本最大規模
の野外音楽イベントの一つとして行われるザ・アト
ミックカフェに私が出させていただき、沖縄の過重な
基地負担や辺野古新基地建設問題等を広く県外の皆様
に伝えることは、私たちが通常行っている県外でのい
わゆるトークキャラバン同様に、国民的議論の機運醸
成を図るよい機会になると考え、出演を決めたもので
あります。なお、津田大介氏のこの起用などについて
は、アトミックカフェの事務局のほうでなされたもの
というように承知をしております。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　大屋政善議員。
　　　〔大屋政善　議員登壇〕
○大屋　政善 議員　こんにちは。
　お昼の後、眠たい時期ではございますが、ひとつよ
ろしくお願いします。
　自民党・無所属の会の大屋と申します。
　まず、一般質問を始める前に、中城湾港について６
の(3)を取下げさせていただきます。
　それでは始めていきます。
　１、農業振興について。
　(1)、ゆがふ製糖工場についてお尋ねします。
　ア、今期の沖縄本島内のサトウキビ生産量の見込み
についてお伺いします。
　イ、製糖工場設備の老朽化への対応についてお伺い
します。
　(2)、農業生産者に対する支援金の交付についてお
伺いします。
　ア、農薬・肥料等の購入費やハーベスタの借上げ料
に対する支援金の交付についてお伺いします。
　２、県立中部病院について。
　(1)、中部病院の建て替えについて、医師や看護師
などの現場関係者は、どのような意見・要望を持って
いるのかお伺いします。
　(2)、建て替え後の病室数及び駐車場の規模等につ
いてお伺いします。
　(3)、ヘリポートの設置及び救急医療体制の強化に
ついてお伺いします。
　３、道路行政について。
　(1)、まず県道20号線について。

　去る６月議会での答弁で高原交差点の設計調整、用
地・物件取得に時間を費やし、整備が遅れているとの
ことであったが、胡屋十字路からこどもの国入り口に
おいては中部都市圏の顔として設計も完了、用地や物
件も取得されているが、植栽も中途半端の状況でほっ
たらかされている。前回の答弁は納得できない。中部
都市圏の中心地、子どもたちの情操教育、観光拠点と
しての同区間の完成をほっておくこと自体、県の怠慢
と考えるが、観光立県として観光部局と土木建築部の
見解をお聞かせ願います。
　(2)、県内の道路整備状況として、ジャングリア開
園によるアクセス道路の整備遅れ、南城市のコストコ
周辺道路の渋滞問題、中部都市圏でのはしご道路によ
る渋滞発生など、これらの問題を改善・解決する方法
について県の考え方をお聞かせください。
　次に(3)、伊計平良川線について。
　県は去る６月議会の答弁で、伊計大橋建設と同路線
の整備目的は企業活動、地域活動、観光振興等の目的
意識で復帰以後、格差是正に取り組んで来ているとの
答弁でありました。伊計大橋は復帰後すぐに、当時の
―今はお亡くなりになられました山中元大臣が伊計
島を訪れ、島民の伊計大橋の要望に即、俺に任せてく
れとの力強い返事に皆さん感激し、大臣の言葉どお
り、県内長大橋の第１号として、昭和57年３月に架
橋されたものであります。しかし、その後は宮城島、
伊計島の道路整備事業が遅れ、両地元の地域振興も
遅々として進まない。このことを山中元大臣が聞いた
ら、きっと俺の約束は何だったのかと怒ったに違いな
い。
　そこでお伺いします。
　伊計大橋が開通して40年余りになるが、伊計平良
川線沿い地域の活性化は全くと言っていいほど進んで
いない。この点について、地域出身の知事として、活
性化が進まない理由及び今後の活性化への取組につい
て、知事の考え方をお聞かせください。
　(4)、伊計島の振興を図るには、伊計港から伊計大
橋までの間を整備することが不可欠と考えるが県の見
解を伺う。
　(5)、伊計平良川線のうち、宮城工区４キロメート
ルの用地取得計画について伺う。
　(6)、うるま市議会議員時代に、伊計平良川線の宮
城工区の道路管理者はうるま市なのか、沖縄県なのか
を質問したところ、市の職員は、県の担当職員から
は、宮城工区は市道でもあり、県道でもあるとの回答
があった。そういうふうに答弁しておりますが、市道
でもあり、県道でもあるということがあり得るのかお
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聞きします。
　(7)、上原土地改良区から、上原集落内に通じる坂
道は道幅が狭い上に急カーブになっているが、この道
路の形状は道路法上問題はないのかお聞きします。
　(8)、標高100メートルのシヌグ堂は、島嶼地域の
中で風光明媚な眺望地点として、地元の行事、観光客
の眺望に多く利用され、県もポケットパークとしての
駐車場の整備に向けて、地元うるま市との協議、検討
が進められていると思うが、シヌグ堂周辺の公園整備
に向けて、県とうるま市とどういった協議を行ってい
るか、お聞かせ願います。
　４、津波対策について。
　(1)、沖縄を巻き込む巨大津波が発生する可能性に
ついて見解を伺います。
　(2)、巨大津波が押し寄せた揚合の被害について、
中南部都市圏の水没範囲はどの程度になると予想して
いますか。
　(3)、中南部都市圏が水没した場合に被害を受ける
学校庁舎、自治体庁舎はどの程度になると予想してい
るか。
　(4)、琉球大学の津波の専門の先生は、金武湾に巨
大津波が入ってきた場合、津波が石川から恩納村に抜
けるとの見解を示している。この点について見解を伺
う。
　(5)、金武湾に巨大津波が入ってきた揚合、真っ先
に海中道路が被害を受けると考えられるが、その場
合、海中道路はどの程度の津波に耐えられるか。ま
た、海中道路の耐震構造の検討、再整備が必要と考え
るが見解を伺う。
　(6)、巨大津波などによって海中道路が使用不能と
なった場合、島嶼地域は船を活用することになるが、
各島々の港はいつでも使用できるように管理されてい
るか。島嶼地域の港ごとにその現状についてお聞かせ
ください。
　(7)、令和６年３月に緊急輸送道路ネットワーク計
画が変更され、宮城島と伊計島が同計画から抜けてい
る。両島について大災害が発生した場合、県はどのよ
うに対応するのか伺う。
　５、鉄軌道について。
　鉄道整備については、復帰前から国鉄導入の動きも
あり、いろいろな調査を行って、北部圏域の皆さんと
県民の方々に長い間夢を与えてきましたが、現時点で
は投資効果の面で足踏みしている。昭和62年の国鉄
分轄民営化により、昭和49年３月の国鉄導入に関す
る意見書の決議、その後の国鉄導入調査委員会設置、
同研究報告書などの動きもしぼんでしまった。県はそ

の間多くの人件費、調査費を費やしてきているが、計
画は遅々として進んでいない。
　そこでお尋ねをします。
　(1)、鉄軌道について、うるま市から名護間、那覇
からうるま市間の利用客、建設費、ビー・バイ・シー
(費用対効果)について伺う。
　(2)、中南部都市圏の交通問題の解決策として、国
道58号から国道330号を通るモノレール導入について
検討する価値はあると思うが、県はなぜ継続的な取組
ができないのかお聞かせ願います。
　６、中城湾港について。
　(1)、中城湾港工業団地等から集中して発生する交
通量について北中城、沖縄南、沖縄北インターへの利
用状況について伺う。
　(2)、平成31年３月のうるま市交通基本計画に、中
城湾港発着の車両の利用状況が示されている。その中
で、沖縄南・北インターの利用度が低いとされている
理由についてお聞かせください。
　７、中部東道路について。
　中部東道路に関連して、同道路については、２市２
町合併のまちづくりを念頭に、安慶名中心核近傍を通
るルートが市の上位計画でまとめられている。しか
し10年後、20年後のうるま市のまちづくりを考える
と、同道路の機能として、中心部のキャンプ・コート
ニー、キャンプ・マクトリアス、天願桟橋、陸軍貯油
施設返還時開発の支援道路、金武湾エネルギー基地と
しての金武湾開発の支援道路、さらには嘉手納基地北
側とロイヤルゴルフクラブの間を通って読谷58号、
残波リゾート地まで延長することで西海岸道路との接
続、残波のリゾート地域と勝連半島、島嶼地域を結ぶ
ことにより中部最大の拠点が生まれる。
　そこでお尋ねをします。
　(1)、当該道路をうるま市の中心部から読谷まで延
長することによって、観光拠点を結ぶ新たなルートと
して検討の価値はあると思うが、文化観光スポーツ部
長、道路部局の見解を伺う。
　(2)、沖縄がブルーゾーンとして世界５大長寿地域
の一つと発表され、読谷村は地域一体となってその実
現に取り組んでいるが、県として当該取組に対する支
援について、どう考えているか伺う。
　８、中城湾港東ふ頭岸壁延伸事業に関連して。
　(1)、令和６年８月29日に中城湾新港地区協議会及
び中城湾港開発推進協議会から、県知事・県議会議長
に対して、国の事業期間に合わせて岸壁背後の埠頭用
地及び港湾関連用地、上屋等の整備に取り組むよう要
請がありましたが、どのようなスケジュールで事業計
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画を考えているのかお聞かせ願います。
　(2)、令和４年２月７日の地方港湾審議会における
質疑・答弁で、那覇港と中城湾港の特性を考慮し、上
屋やモータープールも含めて物流機能を確保する取組
を進めていきたいと回答しているが、具体的な整備計
画はどうなっているかお伺いします。
　(3)、沖縄市の人口島潮乃森における県施工部分の
埋立完成予定が2025年から４年間遅れる見込みとの
ことであるが、遅れた理由と今後の計画について。ま
た、東埠頭の岸壁延伸でも同様の事態にならないため
の対応について伺う。
　９、令和６年８月29日の津波避難タワーの整備要
請について。
　(1)、要請に対して、副知事は、市の地域防災計画
に反映させた上で連携していきたいと答弁している
が、県として具体的にどのように連携していくことを
想定しているか。また、県の果たすべき役割について
どのように認識しているのか伺う。
　(2)、津波災害警戒区域（イエローゾーン）の指定
について、中城湾港新港地区内でも一部指定されてい
ない箇所があるが、どのような条件で津波災害警戒区
域を指定しているのか伺う。
　(3)、上の(2)を踏まえて、区域指定されていない
箇所に位置する企業等に対して、津波警報が出た際に
どのような対応、避難行動を推奨するのか伺う。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　大屋政善議員の御質問にお答え
いたします。　
　中部東道路についての御質問の中の７の(2)、読谷
村のブルーゾーンの取組についてお答えいたします。
　沖縄県では、健康長寿復活を目指して健康おきなわ
21（第３次）を今年３月に策定し、重点的に取り組
む事項として、肥満の改善、働き盛り世代の健康づく
り、市町村等との連携を掲げております。市町村にお
いては、読谷村商工会などで構成する一般社団法人読
谷ブルーゾーン研究協議会が発足し、持続可能な観光
地域づくりを実現するため、観光資源・文化を生かし
たまちづくりや健康増進・生きがいづくり推進に関す
る事業等を行っていることを把握しております。この
ような読谷村における取組に対し、健康づくりの観点
から今後どのような連携ができるか研究してまいりた
いと考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。

　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　１、農業振興についての
中の(1)のア、本島内サトウキビ生産量見込みについ
てお答えいたします。
　令和６年産のサトウキビ生産見込みについては、７
月時点で県全体で約74万トンとなり、そのうち沖縄
本島は10万4000トンで、前年より約6000トン多く
なっています。現在の状況は、沖縄本島への台風来襲
が少なく降雨も多い状況から、生産量の増加が期待さ
れています。
　同じく１の(1)のイ、ゆがふ製糖工場の老朽化への
対応についてお答えいたします。
　ゆがふ製糖工場は沖縄本島唯一の製糖工場であり、
生産農家の経営や関連産業への影響も大きいことか
ら、老朽化対策が重要であると認識しております。県
では、製糖工場の建て替えについてゆがふ製糖株式会
社や市町村、関係機関等と検討を重ねてきましたが、
建設費用、事業実施主体、財源の確保等が大きな課題
となっております。現在、同社において見積りの再徴
収が行われており、精査後の見積額を踏まえ、引き続
き国や市町村、関係機関等との協議を進めてまいりま
す。
　同じく１の(2)のア、農薬等の資材購入やハーベス
タの導入支援についてお答えいたします。 
　県では、サトウキビの持続的な安定生産を図るた
め、国と連携し、各種施策を行っています。具体的に
は、さとうきび増産基金を活用して、気象災害からの
生産回復のための農薬・肥料等の助成や国のさとうき
び生産性向上緊急支援事業を活用し、堆肥や有機質肥
料の助成を行っているところです。また、ハーベスタ
の導入に当たっては、国や県で導入経費を助成し、利
用者の負担軽減等を図っているところであります。引
き続き、ＪＡ、市町村等関係機関と連携し、サトウキ
ビの生産振興に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　２、県立中部病院の御質
問の、中部病院の建て替えに対する現場関係者の意見
等についてお答えいたします。
　中部病院の建て替えに当たっては、県立中部病院将
来構想検討委員会で約１年をかけて検討を行い、現地
建て替えにより南病棟への早期対応、本館狭隘化の改
善、将来果たすべき役割・医療機能を担うことが十分
可能であるほか、将来の医療需要の増加にも十分対応
できることが示されております。一方、医師や看護師
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などの現場関係者から、駐車場の確保やヘリポートの
設置等の意見、要望がございます。このような意見等
があることを踏まえ、中部病院の建て替えについて
は、ヘリポートの設置等の基礎調査を実施しながら対
応してまいりたいと考えております。
　同じく(2)、中部病院の建て替え後の病室の数及び
駐車場の規模についてお答えします。
　建て替え後の病室の数は、現在の許可病床の559床
です。規模は、これまでの検討の結果、現病院の約
1.6倍の１床当たり103.2平米、延べ面積で５万7700
平米の施設整備が可能であり、さらに将来の医療需要
の増加にも十分対応できることが示されております。
また、駐車場につきましては、最大で現病院の約３
倍の1420台を整備することが可能と示されておりま
す。
　病院事業局としましては、これまでの検討結果を踏
まえつつ、基本計画において病院職員と共に具体的な
検討を進めることとしております。
　同じく(3)、中部病院におけるヘリポートの設置及
び救急医療体制の強化についてお答えします。
　検討委員会においては、中部病院におけるヘリポー
ト設置や救急医療の強化・拡充の意見がございます。
また、病院事業局としましても、中部病院が本県唯一
の基幹型災害拠点病院であり、かつ３次救急医療機関
であることから、ヘリポート設置等は重要なものであ
ると認識しております。このようなことを踏まえ、ヘ
リポート設置等につきましては、県の関係部署や他の
災害拠点病院等と協議・調整を行いながら、基本計画
において具体的な検討を進めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　３、道路行政
についての(1)、胡屋十字路からこどもの国入り口ま
での道路の植栽についてお答えいたします。
　県では、世界から選ばれる持続可能な観光地の形成
を目指し、基盤となる旅行環境の整備として沖縄らし
い風景づくりに取り組むこととしております。沖縄こ
どもの国については、広域的な児童・青少年の健全育
成拠点及び観光拠点としての活用を促進することとし
ているため、周辺の良好な景観の形成は観光客の満足
度向上につながるものと考えております。
　文化観光スポーツ部としては、引き続き関係部局と
連携し、良好な景観形成に向け取り組んでまいりま
す。
　続いて７、中部東道路についての(1)、中部東道路

をうるま市から読谷村まで延長することについてお答
えします。 
　観光等の産業振興や県民生活の向上のため、シーム
レスな乗り継ぎ環境の構築や体系的な道路ネットワー
クの構築が重要であると認識しております。文化観光
スポーツ部では、観光客の移動の円滑化を図るため、
空港・港湾と観光拠点エリアを結ぶ公共交通機関の利
便性向上など、観光２次交通の機能強化等に取り組ん
でいるところであり、引き続き関係部局と連携し、観
光客の移動の円滑化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、道路行政についての
(1)、県道20号線の整備状況等についてお答えいたし
ます。
　土木建築部においては、県道20号線の胡屋交差点
から高原交差点までの区間を街路事業の胡屋泡瀬線と
して整備を行っております。胡屋交差点からコザ中学
校前までの延長約680メートルの区間については、令
和５年３月に暫定４車線供用を行ったところでありま
す。県では、今年度から当該区間の舗装工事等に着手
し、早期完成に向けた整備を推進するとともに、主要
渋滞箇所である高原交差点の整備に向けた手続にも取
り組んでいるところであります。引き続き、沖縄市と
連携を図りながら取り組んでまいります。
　次に同じく３の(2)、県内の道路整備状況等につい
てお答えいたします。
　県では、慢性的な交通渋滞の緩和に向けて、広域的
な交通網の整備による抜本的な対策として、国と連携
し、沖縄本島の南北軸と東西軸を有機的に結ぶハシゴ
道路ネットワークの構築に取り組んでおります。ま
た、短期的な渋滞ボトルネック対策として、国や県等
の関係機関で構成する沖縄地方渋滞対策推進協議会に
おいて、沖縄地方における渋滞対策の検討や効果検証
を行っております。引き続き、国や関係機関等と連携
し、体系的な道路ネットワークの構築に取り組んでま
いります。
　次に同じく３の(3)及び(4)、うるま市与那城伊計
地域の道路整備についてお答えいたします。３の(3)
と３の(4)は関連しますので、一括してお答えしま
す。
　主要地方道伊計平良川線の起点から金武湾港伊計地
区までの間は、うるま市が管理する市道となっており
ます。当該道路の整備については、その必要性も含め
うるま市と意見交換を行っていきたいと考えておりま
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す。
　次に同じく３の(5)及び(7)、伊計平良川線宮城島
工区の進捗状況等についてお答えいたします。３の
(5)と３の(7)は関連しますので、一括してお答えし
ます。
　伊計平良川線宮城島工区については、上原地区と桃
原地区の整備を優先的に進めており、現在、上原地区
の用地取得に向け取組を推進しているところでありま
す。上原地区の先に位置する宮城・池味地区について
は、事業中区間の進捗状況を踏まえ事業化に取り組む
こととしております。引き続き、うるま市と連携を図
りながら、事業予算の確保に努めるとともに早期の整
備に向けて取り組んでまいります。
　次に同じく３の(6)、宮城島工区の道路区域につい
てお答えいたします。
　伊計平良川線は、道路法の規定に基づき路線の認定
及び道路の区域の決定を行い、道路整備に取り組んで
きたところであります。宮城島工区の上原地区につい
ては、うるま市道の一部を県道として整備する必要が
生じたことから、市道に重複して県道の道路区域の変
更を行ったものであります。
　次に同じく３の(8)、シヌグ堂周辺整備に関するう
るま市との協議についてお答えいたします。
　伊計平良川線宮城島工区に隣接するシヌグ堂につい
ては、うるま市において、観光拠点や地域の憩いの場
等として活用できる周辺整備計画があると認識してお
ります。
　県としては、うるま市から道路整備に併せたシヌグ
堂周辺整備に関する要望があることから、継続的に意
見交換を行ってまいりたいと考えております。
　次に４、津波対策についての(5)、伊計平良川線に
おける海中道路の耐震構造及び再整備の必要性につい
てお答えいたします。
　海中道路に架かる橋梁については、耐震補強を実施
しているところです。また、津波に対する検討手法は
確立されていないことから、海中道路の再整備の必要
性については今後の検討課題と考えております。
　次に同じく４の(6)、津波災害発生時における港湾
使用の現状についてお答えいたします。
　伊計平良川線の海中道路は、本島と平安座島ほか３
島を連絡する緊急輸送道路の一部となっております。
津波災害発生時において、支援物資の輸送等に必要な
陸上ルートを確保できないことが想定されることか
ら、海上ルートの確保が重要と考えております。
　県としては、引き続き各港湾における港湾機能の維
持に努めてまいります。

　次に同じく４の(7)、緊急輸送道路ネットワーク及
び災害発生における県の対応についてお答えいたしま
す。
　緊急輸送道路は、災害直後から発生する緊急輸送を
円滑かつ確実に実施するための道路となっており、沖
縄本島から宮城島及び伊計島についても指定されてお
ります。道路管理者としては、災害発生により道路閉
塞が確認された場合、沖縄における道路啓開計画に基
づき、関係機関等と連携し道路啓開作業を適切に行っ
てまいります。
　次に６、中城湾港についての(1)、北中城インター
チェンジ、沖縄南・北インターチェンジを利用する交
通量についてお答えいたします。
　中城湾港から沖縄自動車道へ向かう経路に位置する
主要道路の日当たり交通量は、国が公表した全国道
路・街路交通情勢調査によると、県道宜野湾北中城線
が約２万5000台、県道沖縄環状線が約２万台、県道
36号線が約１万5000台となっております。当該調査
は、将来の道路整備の方向性を明らかにすることが目
的であるため、中城湾港から沖縄自動車道の個別のイ
ンターチェンジを経由する交通量について調査結果か
ら把握することはできません。
　次に同じく６の(2)、中城湾港発着車両の沖縄自動
車道の利用状況についてお答えいたします。
　うるま市交通基本計画は、うるま市において平成
31年３月に策定された交通に関する基本方針を定め
た計画であります。うるま市によると、貨物車両等の
走行データを用いて、中城湾港発着車両の沖縄南イン
ターチェンジ及び沖縄北インターチェンジの利用状況
が北中城インターチェンジより少ないことを把握でき
たものの、その理由については確認していないとのこ
とであります。
　次に７、中部東道路についての(1)、中部東道路の
検討状況についてお答えいたします。
　土木建築部が所管する中部東道路については、新広
域道路交通計画の構想路線に位置づけられた道路であ
ります。現在、うるま市、国及び県で構成される中部
東道路連絡調整会議において、想定されるルートや必
要性等について意見交換を行っているところでありま
す。引き続き、うるま市や国と連携して事業化の可能
性を検討していきたいと考えております。
　次に８、中城湾港東ふ頭岸壁延伸事業に関連して
の(1)及び(2)、岸壁背後の埠頭用地等の整備につい
てお答えいたします。８の(1)と(2)は関連しますの
で、一括してお答えします。
　中城湾港新港地区において、県では、国直轄事業に
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よる東埠頭岸壁延伸整備と連携して、岸壁背後に埠頭
用地や上屋等の整備を推進することとしております。
また、モータープールについては、令和２年10月に
供用を開始しており、さらなる拡張に向けて令和６年
度から舗装工事に着手しております。
　県としては、立地企業の生産性向上等を支援するた
め、産業支援港湾としての機能強化を推進してまいり
ます。
　次に同じく８の(3)、泡瀬地区県施工分の埋立てが
遅れた理由と東埠頭岸壁延伸整備の対応についてお答
えいたします。
　泡瀬地区県施工分の埋立事業が遅れた要因として
は、沖縄市から早期暫定使用の強い要望がある人工
ビーチの整備を優先的に進めてきたことや近年のハー
ド交付金の減少などから事業スケジュールを見直す必
要があったこと等により、埋立完了を令和11年度と
しております。
　また、県としては、国直轄事業による新港地区東埠
頭岸壁延伸整備と連携して、岸壁背後の埠頭用地など
の整備を推進し、岸壁の早期供用に向け取り組んでい
くこととしております。
　次に９、令和６年８月29日の津波避難タワーの整
備要請についての(1)、津波避難施設の整備に向けた
県の連携と役割についてお答えいたします。
　津波避難対策については、津波防災地域づくりに関
する法律等に基づき、市町村が策定する津波避難計画
等に沿った一体的な取組が重要であると考えておりま
す。国の基本方針に基づき、都道府県は津波浸水想定
を設定し、津波災害警戒区域を指定する等の役割があ
ります。また、市町村は、津波浸水想定等を踏まえ総
合的な推進計画を作成し、津波避難施設等を位置づけ
整備することができます。
　県としては、市町村による具体的な津波避難対策と
連携して取り組んでまいります。
　次に同じく９の(2)、津波災害警戒区域の指定につ
いてお答えいたします。
　県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づ
き、平成31年３月までに、南風原町を除く40市町村
に対し、津波災害警戒区域の指定を行ったところで
す。津波災害警戒区域は、琉球海溝や沖縄トラフ等を
震源とするマグニチュード8.1から9.0の地震を想定し
た最大クラスの津波による浸水想定範囲を基に設定し
ております。また、警戒区域は、浸水深さに加え、津
波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを考慮した
区域になっており、関係市町村の同意を得て指定を
行っております。

　次に同じく９の(3)、津波災害警戒区域外における
避難についてお答えいたします。
　津波災害警戒区域外は、災害が発生する危険が高い
とされている区域に含まれておりませんが、水路沿い
や周りに比べて低い土地において浸水する可能性も想
定されることから、注意が必要となります。国では、
津波災害警戒区域と基準水位等を踏まえ、屋内外にお
ける垂直避難や不要不急の外出を控える行動も避難の
一つとしております。企業等においては、市町村から
の避難情報等を参考に、必要に応じて水平避難するこ
とも推奨されるものと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　４、津波対策についての中
の(1)、巨大津波の発生可能性についてお答えいたし
ます。
　国の地震調査研究推進本部による地震活動の長期評
価によると、南西諸島周辺及び与那国島周辺の巨大地
震の発生確率は不明となっており、巨大津波の発生の
可能性を具体的にお示しすることは困難であります。
他方、県内では、1771年の明和の大津波や1960年の
チリ地震津波など、これまでも津波による被害が発生
しております。このため県では、地震被害想定調査に
おいて、沖縄本島南東沖地震３連動により死者１万
1109名、全壊３万5308棟の被害となる津波を最大の
ものとして想定し、沖縄県地域防災計画を策定して対
策を進めているところです。
　同じく４の(2)、巨大津波による中南部の水没範囲
についてお答えいたします。
　平成27年に公表した沖縄県津波浸水想定では、最
大クラスの津波が発生した場合、沖縄本島中南部では
16市町村で約6870ヘクタールの浸水が想定されてお
ります。
　同じく４(3)、中南部の水没による学校及び行政庁
舎の被害想定についてお答えいたします。
　沖縄本島中南部において浸水が想定される学校は
39校、市町村の行政庁舎は１施設です。
　同じく４(4)、津波が石川から恩納村に抜けるとの
見解についてお答えいたします。
　琉球大学島嶼防災研究センターに確認したところ、
津波がうるま市石川から恩納村に抜けるとの見解につ
いては把握していないとのことです。また、最大クラ
スの津波を想定した平成27年の沖縄県津波浸水想定
では、石川から恩納村の間を越えるような浸水は想定
されておりません。
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　以上になります。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真  企画部長　５、鉄軌道についての中の
(1)、うるま市から名護市、那覇市からうるま市間の
費用対効果等についてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄
県総合交通体系基本計画において、県土の均衡ある
発展、県民及び観光客の移動利便性の向上等の観点か
ら、那覇と名護を１時間でつなぐ鉄軌道の導入を目指
しております。そのため、現時点では、那覇から名護
までの区間全体での利用客、建設費、費用対効果を算
出しているところでございます。
　同じく５の(2)、モノレールの導入に向けた継続し
た取組についてお答えいたします。
　県では、平成30年度及び令和３年度に、モノレー
ル延伸について沖縄本島南部や東海岸方向など５ルー
トの可能性調査を行いましたが、費用便益比及び採算
性について課題があることを確認しております。本年
度は、鉄軌道と有機的に接続するフィーダー交通とし
て、新たに古島駅やてだこ浦西駅から普天間方面への
モノレール延伸可能性調査を実施しており、同調査の
結果も踏まえながら、引き続きモノレールの導入可
能性について幅広く検討していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時49分休憩
　　　午後４時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　沖縄自民党・無所属の会の仲里
全孝でございます。よろしくお願いします。
　まず、我が党関連から行いたいと思います。
　花城大輔議員の１の(4)、訪米においてのワシント
ン駐在が果たした役割などについて。
　１、これまで知事、副知事などが訪米を行っている
が、米国政府と沖縄県との間でやり取りをした公文
書、要請書や関係文書が県のホームページで一つも公
表されていない。訪米の成果などを示すものとして公
文書を確認したい。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ワシントン駐在の設置以降
における、翁長知事と玉城知事のこれまでの訪米につ
きましては、スケジュールや訪米団員、国務省・国防

総省の連邦議会議員等の関係者等との面談などの活動
内容を報告書としてまとめ、県のホームページに掲載
しており、今回の訪米についてもまとまり次第掲載し
てまいります。また、今回の訪米におきましては、国
務省・国防総省の日本部長と面談した際、沖縄の基地
負担軽減に係る国務長官及び国防長官宛ての書簡を手
交しており、これにつきましても報告書がまとまり次
第公表したいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　公文書のやり取りを紹介しても
らえないですか。公文書のやり取り。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　これまでの訪米活動におき
ましては、公文書のやり取りというのはなかったと承
知しております。これまでも公文書を出すべきだとい
う指摘を受けていたこともありまして、今回沖縄から
基地負担に係る文書というものを手交したということ
でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　公文書のやり取りはない。ワシ
ントン事務所の目的を教えてください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時13分休憩
　　　午後４時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県では、辺野古新基地建設問題をはじめとする米軍
基地問題の解決については、日本政府のみならず一方
の当事者である米国政府に対しても、沖縄県自らが直
接訴えることが重要と考えていることから、平成27
年度にワシントン駐在を設置したものでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　皆さん、ちょっと届いていない
と思うんですよ。私はこれまで皆さんと質問のやり取
りでいろんなことを意見交換してもらったんです。公
文書はあるんですよ。公文書あります。玉城デニー知
事が、例えば米国環境保護庁長官などに正式に公文書
を送っているんですよ。回答も来ています、回答も。
何でこれを答弁しないんですか。ちゃんとあります
よ。これ私、皆さんのホームページから取ったものな
んですよ。何でないと言うのか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時15分再開
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○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　御質問が知事等の訪米に係る公文書ということでお
伺いしておりましたので、そのような回答をしたとい
うことでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　皆さんのやり取りは本当に不思
議。何でこれ、ワシントンにわざわざ事務所を構える
目的があるんですよ。私が言いましょうか。基地問題
解決、情報収集、対相手は国務省、そして連邦議会議
員、ちゃんと明記されているんですよ。そこに玉城デ
ニー知事もやっています。私も確認して、回答も来て
いますよ。これ、ここから検索したんですよ、私。
（資料を掲示）　皆さんのホームページのワシントン
駐在の活動、そこから私検索して出したものなんです
よ。これ正式な公文書じゃないですか。公文書じゃな
いですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しで恐縮ですけれど
も、今回の御質問が訪米に係る公文書というくくりで
御質問されていたのでそのような回答をしたというこ
とでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　通告する意味ないね。全然、通
告する意味がない。我々、ちゃんと公文書を確認した
いというふうに皆さんに通告しているから……。次に
確認します。公文書はないようでありますので。
　米国のビザには、就労ビザ、就学ビザ、観光ビザな
どの種類があるが、ワシントン事務所の職員は、どの
ようなビザを取得しているのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　就労ビザを取得しております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　就労ビザの内容を教えてくださ
い。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時18分休憩
　　　午後４時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　就労ビザとは、米国で非移民として一般的に就労す
る場合、米国移民法により仕事の種類に応じて特定の

ビザが必要となるということで、そのために就労ビザ
が必要だということでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　それは事業者ですか、公の人で
すか、公務員ですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県の職員ですから、公務員
となります。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　私も確認しました。地方公務員
の職員はＡビザには該当しませんが、Ｂ１、Ｂ２のビ
ザが必要でありますと。皆さんはこのＢ１、Ｂ２とい
うビザの許可は下りてないんですよ。これどういうこ
とですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　Ｂビザは、公務で短期間滞在する場合に取得するも
のであるとされております。ワシントン駐在につきま
しては、専門の弁護士の指導の下、Ｌ１ビザが最も適
しているということで米国大使館とも調整の上、取得
をしているところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　皆さんが取得しているのは事業
者のビザじゃないですか。公務員は、こちらに明記さ
れていますよ、Ａビザを取得すること。しかし、地方
公務員においては、Ａビザは該当しないんですけれど
も、Ｂ１、Ｂ２のビザは必要ですと。それを拒否した
場合、ビザ申請資格を永久的に失うことになると書い
てあるんですよ。違法滞在じゃないですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　議員御指摘のように、Ａビ
ザにつきましては国家公務員、外交官が対象であり、
地方公務員は取得できません。Ｂビザにつきまして
は、先ほど御説明したように短期間滞在する場合に取
得するというものでございます。それも、我々の駐在
には該当しないというところで、Ａビザ以外の選択肢
を弁護士と検討した結果、最終的にＬビザが適当であ
るとの結論に至っています。それで、在米の日本政府
関係組織、独立行政法人などはＡビザを取得できない
ため、やはりＬビザを取得しているようでございま
す。そのほかの地方自治体も米国内の事務所の職員は
Ｌビザを取得しているという状況でございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　私が確認したいのは、これ違法
滞在じゃないですかと言っているんですよ。



- 155 -

○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　我々は、専門の弁護士とも
相談して、米国領事館とも相談して行っておりますの
で、特に違法であるというふうには承知しておりませ
ん。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　弁護士を通して取得したと思う
んですけれども、沖縄県の職員が、公務員が、国と国
との事業をするとかそういう名目の場合は、必ずＢ
１、Ｂ２のビザを取得しなさいと、そういうふうに明
記されているんですよ。これ確認取ったことあります
か。これ業界とかは事業者のビザを取得しているんで
すよ、職員が。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しで申し訳ないんで
すけれども、Ｂビザにつきましては、短期間で滞在す
る場合に取得するものであるというふうに承知してお
ります。ですので、我々は専門の弁護士あるいは領事
館と相談してＬビザを取得しているというところで、
特に問題はないというふうに承知しております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ビザを申請するときの目的、申
請内容を教えてください。通告しているんですけど、
全然答えてくれないから。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時24分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　ビザの申請につきまして
は、個人で行うことになっております。ですので、個
人で出すものについて、実際こう書いていますという
のが今言えなくて申し訳ないんですけれども、我々の
一緒に出すレター等については、ワシントン駐在にお
いて勤務するという、それで、これこれこのぐらいの
キャリアがありますということを申し添えているとい
うことでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　公室長、個人で申請していない
ですよ。地方公務員でしょう、職員２人。皆さん、中
身を伺わないで申請させるのか。だから私は違法行為
じゃないですかと言っているんですよ。今滞在してい
るのは公務員が滞在しているんですよ。日本大使館だ
とか外務省だとか、滞在しているのは公務員。知事の
決裁がないと申請できませんよ。だから私、中身を教
えてくださいと言っているさ。何でそれを教えてくれ

ないのか。今、手元にあるはずなんですよ。
　職員の国外派遣、旅費規程を教えてください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　海外事務所への職員の派遣と
いう形になりますけれども、通常の職員配置という形
になりますので、地方公務員法に基づく転任という形
になります。それで、海外事務所を所管する所属課へ
の移動と併せて駐在を命ずるという人事発令を行って
いるところです。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　職員の住宅手当もろもろありま
すよね。どうなっていますか。中身を教えてくださ
い。国外の旅費規程を教えてください。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　海外事務所に勤務する職員の
給与につきましては、沖縄県職員の給与に関する条例
に基づき給与を支給しておりまして、給料月額は沖縄
県内で勤務する場合と同額です。また、扶養手当、期
末手当、勤勉手当も給与条例に基づき支給されており
ます。また、外国で勤務するという特殊性を踏まえて
特殊勤務手当の一部ではありますが、外国勤務手当を
支給しております。また、赴任に係る旅費につきまし
ても旅費条例に基づき、その渡航に係る航空運賃であ
るとか、あるいは移転に係る移転費用であるとか、そ
れから着後手当―現地に到着後すぐに入居ができな
い場合等々の雑費に当たるような着後手当、これらが
支給されます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　旅費交通費は、年間何回支給さ
れるんですか。例えば、航空運賃だとか家賃手当だと
か、ちょっと教えてください。帰国するのは年に何回
帰国するんですか。職員が沖縄に帰ってくるとか、規
定がありますよね。何回帰ってくるんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ビザ等の更新のため、半年
に１回ほど帰るということはございませんで、業務と
しまして事業報告等を兼ねて年に１回程度は沖縄のほ
うに帰っているというのが実態でございます。



- 156 -

○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝  議員　だから年に１回程度、これ私
―公務員は半年に一遍、公務員法で決まっているん
ですよ。年に１回と言ったじゃないですか。だからビ
ザ申請のときに公務員が申請する、民間人が申請す
る、企業が申請する、これ全部申請のやり方が違うん
ですよ。だからこれ虚偽記載じゃないですかと言って
いる。これ不法滞在だよ。だって規定がないのに、国
外規定に。１年に１回とか２年に１回とかこれ皆さん
が決めるんでしょ。誰が決めているのか。申請も個人
で申請しているじゃないですか。非常にこれ疑問があ
るね、このワシントン事務所。皆さんは派遣している
んですけど、職員は相当不利益を被っているんじゃな
いですか。相当被っていますよ。だから、昨日から私
に全然提示してくれなかった。ずっと待ってました
よ、私は。朝持ってくると言うから。何でこれ我々に
開示してもいいんじゃないのか。ホームページで調べ
てもないんですよ。非常に疑問がある。
　次に移ります。
　２番、凶悪事件などで県警のホームページで公表さ
れている令和５年12月に発生した米兵による不同意
性交等事案について。
　職員がホームページでの公表を確認した日はいつな
のか伺う。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　当該事案につきまして―当該事案といいますか、
知事公室では、６月中旬頃に12月に事件が発生して
いるという記載を確認しております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　検索した日付は分かりますよ。
前から６月頃、６月頃って。こんな大事なことを皆さ
ん平気でこう言えるね。海外での玉城デニー知事、マ
スコミからいろんな質問が出てたじゃないですか。国
外のマスコミから３人、国内から１人。これいつ検索
したのか。教えてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　確認は、６月議会に向けて
資料作成を行うために、統計資料を確認したのが６月
中旬ということでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　知事公室長、この６月中旬、い
つだったんですかと前から言っているんですよ。その
時点で、知事公室長は上司に報告すると思いますよ。
何でしなかったのか。県警に何で皆さん照会をしな
かったんですか。日付を把握しているって答弁してい

ますよ。５月８日以後、把握しているんじゃないです
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになって申し訳ご
ざいませんが、あくまで統計資料として確認をしたこ
とから、その確認した日を担当者は記録等はしていな
いということでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　記録にないって残念だね。いや
本当残念ですよ。これやっぱりマスコミも何で知事部
局でこういうふうに県警と共有ができないのかと、い
ろんなことを言っていましたよ。私見ましたよ。これ
知事部局として怠慢まではいかないと思うんだけれ
ど、その日で報告すべきでしょう。少なくとも我々軍
特委のメンバーには報告すべきだったよ。分かってい
るんだのに。
　次に移ります。
　花城大輔議員の代表質問に関連する質問を行いま
す。
　４(2)、松くい虫被害状況と防除策について。
　県の松くい虫の防除対策はいつから始まったのか。
また、これまでの対策費は幾らだったのか教えてくだ
さい。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県における松くい虫対策は、昭和48年度から開始
しており、令和５年度までの間、対策費用は約96億
円となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これまで51年間で96億か
けて、効果はありましたか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、沖縄型森林環境保全事業等を活用し、公益
的機能の高い松林を中心に重点的な防除対策を実施し
ておりまして、被害の多い市町村を中心に連携して道
路周辺や貴重な松林等の防除対策に取り組んでおりま
す。防除対策を実施したことにより、国頭村の蔡温松
や今帰仁村の仲原馬場などの貴重な松林が保全されて
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　防除対策を処置した松、いわゆ
るスタンプ済みの松なんですけれども、枯れているの
を見かける。久米島、恩納村などで松くい虫の大きな
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被害が出ているとのことだが、具体的に県はどのよう
な手法（伐倒、樹幹注入など）で防除対策を処置して
いるのか伺う。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　まず、予防対策としまして薬剤散布と薬剤樹幹注
入、また駆除対策としまして被害木を伐倒後、焼却ま
たは薫蒸処理などを実施しておりまして、被害木の分
布状況や立地条件等を勘案し、貴重な松林の保全や道
路周辺の危険木除去について重点的に取り組んでおり
ます。引き続き、市町村等と連携しまして、防除対策
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これ手法を変えたほうが
いいですよ。51年間―私もよく知っていますよ。
当時は、伐倒したり埋めたりいろんなことをやってい
た。それで樹幹注入もしていた。あれ５年に１回やら
ないといけないですよね。それもされていない。これ
手法を変えないと。例えば、部長、今全国的にもド
ローンを使って薬剤散布の予防対策をしている。そう
いう手法に変えたほうがいいですよ。いかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　ただいま議員御提案のありましたドローンによる薬
剤散布についてでございますけれども、薬剤散布量の
低減、そしてまた作業効率の向上及び経費削減のメ
リットがあるとされておりますけれども、一方、実施
に当たっては、生活圏からの距離の確保ですとか希少
生物への影響、また地域住民の理解を考慮する必要が
ございますので、県としましてはドローンによります
薬剤散布箇所の選定ですとか地域住民の理解を確認
し、引き続き実用化に向けて検討してまいりたいと思
います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひ部長、これ市町村とそして
周辺の自治体と調整して取り組んでほしいと思いま
す。
　次に移ります。
　６の(4)、伊平屋・伊是名架橋、伊平屋空港の検討
課題について。
　伊平屋空港の整備に当たり、県の計画では滑走路の
方向、長さ（800メートルか、1400メートルか）は
どうなっているのか。伊平屋空港の整備に当たっては

何か技術的な問題があるのか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　伊平屋空港の現在の計画
における滑走路は野甫島の北側に位置し、おおむね北
東向きとなっております。また、滑走路の延長は環境
に配慮して埋立てを回避するとともに、就航が見込ま
れていた航空機材を踏まえて800メートルとしており
ます。引き続き、伊平屋村・伊是名村と連携しながら
課題解決に取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　1400メートルにできないのは、
やっぱり埋立てが関わってくるからですか。それは埋
立てしか工法はないんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　埋立てを回避するために
800メートルとしたものでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、仮に埋立て以外の工法が
あれば、事業は1400メートルで取り組むことができ
るのか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今、伊平屋空港の現計画
は野甫島のほうに計画をしておりまして、当該地域で
埋立てを避けて1400メートルを構築するのは難しい
と考えております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　あのね部長、今皆さんが800メー
トルの滑走路を進めているのはよく存じているんで
すけれども、これ造るんだったら1400メートルにし
て、県内だけではなくてインバウンドがありますの
で、ぜひこれ1400メートルを検討してほしい。埋立
以外でもできますから。これ1400メートルからいつ
の間に800メートルになったのはこの事情で、埋立て
がなければ、僕は事業を検討できると思うんですよ。
いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　滑走路長につきまして
は、就航意向のある航空会社などとの調整等におき
まして検討されるものと考えております。現在、800
メートルにおいても、波照間空港などでは不定期便が
就航しているという状況を踏まえまして、伊平屋空港
におきましては800メートルの検討をしているという
ところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、1400メートルも検討でき
ますか。
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　具体的な就航の需要予
測、航空会社の就航意向などを踏まえる必要があると
考えております。
○仲里　全孝 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　次に、２番の県道84号線の工事
早期完了について、知事の考え方を伺う。
　(1)、着工から既に10年が経過しているが、完了予
定はいつかを伺う。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　名護本部線は、北部地域
における観光振興等に資する重要な路線であり、早期
の整備が必要であると認識しております。現在、主
に渡久地橋の架け替え工事を進めているところであ
り、令和５年度末の進捗率は事業費ベースで約51％
となっております。完了時期につきましては、用地取
得状況等から現時点で明確にお示しすることが難しい
状況であります。引き続き、本部町と連携を図りなが
ら、所要額の確保に努め、整備を推進してまいりま
す。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　次に、ハード交付金の減額で大
幅に工事が遅れているということがありますけれど
も、内容をお願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　沖縄振興公共投資交付金
で実施をしております道路事業につきましては、各路
線の進捗状況等を勘案し、選択と集中により効果的な
予算配分に努めております。名護本部線を含め、各路
線とも予算配分に苦慮しておりますが、引き続き地元
市町村と連携を図りながら、予算確保に向け取り組ん
でまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひ市町村と調整して取り組ん
でください。
　次に１、名護市安和の車両死傷事故について、知事
の考え方を伺う。
　(1)、女性を制止しようとした警備員が事故に巻き
込まれる様子が防犯カメラに映っていたようだが、事
故現場の検証内容を伺う。
○中川京貴 議長　警察本部長。

○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　県警察では、９月16日、事故現場でダンプカーの
運転手などの立会いの上で、実況見分を行ったところ
でございますが、その具体的な内容については、現在
捜査中の事案であり、答弁を差し控えさせていただき
ます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　次に、違法行為の有無などを慎
重に調査しているとのことだが、捜査状況を伺う。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　現在捜査中の事案であり、具体的状況については、
答弁を差し控えさせていただきますが、県警察では、
実況見分、関係者からの聴取など必要な捜査を行って
おります。事故につきまして、誰がどのような刑事責
任を負うのか、あらゆる観点から事故原因等の究明を
行っているところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　次に、午前中もありましたけれ
ども、土木建築部や知事公室は、防犯カメラの映像を
確認されましたか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　土木建築部では、沖縄防
衛局が安和桟橋における土砂運搬作業を再開するに当
たり、県に対して安全対策を求める要請文についての
説明を受けております。同説明時に沖縄防衛局より防
犯カメラの映像について提示があり、県としては今後
の安全対策を検討する上で参考になると考えたことか
ら確認をしております。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　知事公室では映像は確認しておりません。
　以上です。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　知事公室長、映像の把握はされ
ていましたか。土建部が映像を確認したという答弁が
ありましたけども、知事公室はこの映像を把握されて
いましたか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　知事公室では、映像は確認
していないということでございます。
○仲里　全孝 議員　把握されていましたか。
○溜　政仁 知事公室長　映像があるという話は議会
の中でもお話があったところなので、そのようなこと
は把握はしております。
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○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　いや、土建部長が映像を確認し
たとき、知事公室長もそれを把握されていましたかと
いうことなんですよ。
　部長、これ知事、副知事に午前中もありましたけれ
ども、報告されていますか。内容。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　映像を確認したことにつ
きましては、知事、副知事に口頭ですが報告をしてお
ります。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　知事、カメラの映像の報告を受
けていると思うんですけれども、まず知事、副知事、
１人ずつ認識をお願いします。映像を確認したと報告
がありましたよね。どうでしたか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　説明を受けながらその映像を確
認したということの報告がありました。
○仲里　全孝 議員　それでどうでしたか、認識は。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　土建部長のほうから映像を確認
した―防衛局からの要請のときに映像も確認したと
いう報告は受けております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　まず副知事からちょっと確認し
たいんですよ。報告の内容を教えてください。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　今お答えしたとおり、今後の参
考のために映像を確認したという報告を受けておりま
す。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　参考にするというのは、これは
土建部長から先ほど答弁がありました。映像の内容を
皆さん報告受けているんですよ。その内容を受けて、
どういう認識ですかって。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○仲里　全孝 議員　議長、休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時51分休憩
　　　午後４時51分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　報告を受けておりますが、逐一
どのような内容で、何がどう動いてどうあったという
ことまでは伺っておりません。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。

○仲里　全孝 議員　知事、副知事、これ部下が上司
に報告する報告書じゃないですよ。ちゃんと報告され
ているんですよ。通常の一般の行政の中で、トップの
部長が副知事、知事に報告するときは、ちゃんと内容
もこうでした、ああでしたよと報告するんじゃないで
すか、一般常識から言うと。失礼だよ。何ね、逐一と
いうのは。こういった逐一という報告がありますか。
報告を受けているはずなんですよ、皆さん。いや、こ
れ失礼だね。県民に対して。
　走行しているダンプへ飛び込もうとしている女性を
制止しようとする映像を確認できたのか、それを確認
します。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　捜査中の事案であるとい
うふうに認識をしておりますので、画像の詳細につい
ては言及を差し控えさせていただきます。
○仲里　全孝 議員　休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　今後の防衛局との協議に
参考になるというふうに判断したことから、映像を確
認したものでございまして、その防衛局との協議の中
で策定される安全対策等についてまとまりましたらま
た考えていきたいと思っておりますが、視聴した画像
の詳細等につきましては、お答えは差し控えさせてい
ただきます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　差し控えるって、内容を―今
安全対策の話が出た。これ県に安全対策の件で瑕疵は
なかったですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　道路法第42条第１項で
は、「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つよ
うに維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ばさ
ないように努めなければならない。」と規定されてお
り、県においては適切に管理を行っております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時54分休憩
　　　午後４時54分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　先ほど答弁いたしましたとおり、瑕疵はなかったも
のというふうに考えております。
○仲里　全孝 議員　最初からそう言えば時間もあれ
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なんですよ。警察本部長に確認しますよ。
○中川京貴  議長　もう質問時間が終わりましたの
で。質問時間が切れておりますので、御理解賜りま
す。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
　　　〔座波　一　議員登壇〕
○座波　　一 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　それでは、思いを述べてから一
般質問に移りたいと思います。
　玉城知事は、翁長知事の後継者として知事に就任し
６年が経過しました。翁長知事はイデオロギーよりア
イデンティティーとして保革の主張を腹八分にまと
め、辺野古阻止を軸にオール沖縄をリードしてきたわ
けでございます。しかし、今、オール沖縄は退潮し、
組織の瓦解が始まっております。県議選や宜野湾市長
選で辺野古問題は争点にならず、普天間基地を抱える
宜野湾市での大敗は、まさに玉城知事のリーダーシッ
プにあったようであります。しかし、それよりも重要
なのは県民が辺野古反対よりも未来に夢を託す沖縄の
振興策を選んだことであります。県民は、アイデン
ティティーよりも生活の向上を選択したのでありま
す。翁長氏の後継者としての政治的優位性を完全に
失った玉城知事は、辺野古関連訴訟にことごとく敗
れ、沖縄予算は減る一方、県庁内の統率力を失い、辺
野古反対運動も激減している。それでも知事は、辺野
古問題をいまだに対話で解決するとうそぶいている。
全く対話への努力も戦略もないのであります。あえて
言います、基地問題と予算はリンクしないと幾ら主張
しても自らの立場を守るために、政府との対峙を続け
れば予算に影響するのは明らかであります。その被害
を被るのは沖縄県民であることを知事は肝に銘じるべ
きであります。
　それでは質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、安和桟橋死傷事故の真相究明と安全対策につ
いてであります。
　(3)、東アジアにおける沖縄県の主権及び権益を守
る決意と地域外交について伺います。
　(4)、自治法改正による国の指示権拡大に対する知
事の考え方について伺います。
　２、大型施設周辺における県道の渋滞対策への取組
について伺います。

　(1)、８月に出店したコストコ周辺県道の渋滞で、
地域住民と事業者に大きな弊害が出ております。出店
決定時から予想された渋滞への対策要請に対して、県
は渋滞を想定した事業は困難として現在に至っている
のであります。南城市及び市議会から要請のある３車
線化を含めた交差点改良等の取組を伺います。
　(2)、交差点の右折帯設置やラウンドアバウト化
は、渋滞を解消して安全性を高める有効性がありま
す。都市部、地方部の主要交差点の改良事業を道路整
備計画に入れ、平準的に予算化することで県内の交通
渋滞の解消につながるのではないか伺います。
　３、子どもの貧困とギャンブル依存症の因果関係に
ついてであります。
　沖縄の子どもの貧困の連鎖の背景に、親のギャンブ
ル依存を指摘する声が多いのであります。国のギャン
ブル等依存症対策基本法を受け、沖縄県は依存症対策
推進計画の策定に着手しているが、子どもの貧困と密
接に関連する沖縄特有の問題としてギャンブル等依存
症対策計画に反映するべきだが県の考え方を伺いま
す。
　４、南米の県系人社会への支援と経済交流について
であります。
　(1)、ボリビア国のオキナワ道路の建設は県系社会
の悲願であり、日本政府も開発援助に理解を示してい
るが、現地の政情で遅れております。早期実現に向け
日本とボリビア政府へ沖縄県がもっと積極的に働きか
ける必要があるが、県の対応を伺います。
　(2)、オキナワ移住地は穀物の一大生産地で、道路
整備により輸出拡大が期待され、沖縄県の飼料高騰対
策にも期待できるが、経済交流活性化に向けた沖縄県
の考え方を伺います。
　(3)、県系人社会は沖縄県との経済交流を切望して
おります。沖縄県が南米事務所を設置する意義は大き
く、我が国との人材や経済交流のかけ橋になり得る
が、県の考え方を伺います。
　５、我が会派の代表質問に関しては取り下げます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　座波一議員の御質問にお答えい
たします。
　南米の県系人社会への支援と経済交流についての御
質問の中の、オキナワ道路の早期整備についてお答え
いたします。
　令和６年８月17日に、ボリビア国サンタクルス県
でコロニア・オキナワ入植70周年記念祭典が執り行
われ、県からは池田副知事を派遣いたしました。現地
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での現場視察、沖縄県人会等との意見交換により、オ
キナワ道路の未舗装区間が移住地住民の生活に多大な
支障を及ぼしている現状を把握しております。
　沖縄県としては、これらの現状を改善する何らかの
対応が必要であると判断し、８月30日に、私から外
務大臣宛て、オキナワ道路の早期整備について要望を
行いました。オキナワ移住地とサンタクルス市を結ぶ
未舗装区間の早期整備について、ボリビア国等に働き
かけを行うこと、特にオキナワ移住地内の未舗装区間
については政府として早急な舗装整備の検討を行うこ
とを求めたところであります。対応した穂坂政務官
からは、大臣にしっかりと伝えるとの発言があり、現
在、外務省において対応が検討されているものと考え
ております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、知事の政治姿勢につい
ての御質問のうち、安和桟橋死傷事故の真相究明につ
いてお答えをいたします。
　現在、捜査中の事案であり、具体的状況については
答弁を差し控えさせていただきますが、県警察といた
しましては、実況見分、関係者からの聴取など必要な
捜査などを行い、事故原因等の究明を行っているとこ
ろでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、安和桟橋の安全対策についてお答えいた
します。
　安和桟橋の安全対策については、事業者である沖縄
防衛局においても検討がなされるべきものと考えてお
ります。現在、事故が起きた国道449号を管轄する北
部土木事務所と沖縄防衛局との間で実務的な話合いを
行っております。引き続き、沖縄防衛局と調整を行
い、県警による捜査結果等も踏まえ、関係法令に基づ
き県の取り得る対策を検討してまいります。
　次に２、大型施設周辺における県道の渋滞対策への
取組についての(1)、南城市等からの要請に対する県
の対応についてお答えいたします。
　大型商業施設の開業に伴う周辺の交通状況の変化に
ついては、関係法令に基づく手続において、開業後に
事業者が取り組むべき内容が示されております。開業
前に南城市が開催した交通対策会議においては、市や

事業者等が実施する交通安全対策等が確認され、開業
に合わせそれらの対策が実施されております。
　県としては、引き続き、同会議の場において対応の
必要性や実施主体等も含め検討されるものと考えてお
ります。
　次に同じく２の(2)、交差点における交通渋滞対策
についてお答えいたします。
　県では、慢性的な交通渋滞の緩和に向けて、広域的
な交通網の整備による抜本的な対策に取り組むととも
に、交差点改良等による短期的な渋滞ボトルネック対
策に取り組んでおります。短期対策は、沖縄地方渋滞
対策推進協議会において特定された主要渋滞箇所を優
先することとしております。主要渋滞箇所に特定され
ない交差点への対応については、地域の実情に応じた
検討が重要であることから、地元自治体からの要望に
基づき意見交換を行いたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(3)、沖縄県の地域外交についてお答えいた
します。
　県としましては、領土・領海など国の主権に関わる
問題は、一義的には政府間において解決されるべきも
のと考えております。また、アジア太平洋地域の平和
と安定を図り、県の持続的発展を果たすためには、関
係国等による平和的な外交・対話が極めて重要である
と考えております。このため、政府に対し、機会ある
ごとに平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成
に取り組むよう強く求めているところです。県では、
今年３月に策定した沖縄県地域外交基本方針に基づ
き、沖縄県の有する歴史的・文化的特性等のソフトパ
ワーと国際ネットワークを最大限に活用し、アジア太
平洋地域の平和構築と相互発展に貢献してまいりたい
と考えております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の(4)、地方自治法改正に対する知事の考え方につい
てお答えいたします。
　国が地方自治体に対応を指示できる補充的な指示に
ついては、想定外の事態に万全を期す観点からその必
要性は理解しております。県では、国による補充的な
指示の運用について、地域の実情を踏まえた独自の取
組を阻害することがないよう、また、憲法で保障され
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た地方自治の本旨に反し安易に行使されることがない
よう、衆参両院の総務委員会の附帯決議を十分に踏ま
えた対応がなされるべきであると考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　３、子どもの貧困と
ギャンブル依存症の因果関係について、ギャンブル等
依存症対策推進計画についてお答えいたします。
　ギャンブル等依存症は、多重債務や貧困といった経
済的問題に加え、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題
や鬱病等の発症など健康問題を生じることも多く、複
合的な支援が求められます。ギャンブル等依存症対策
を官民一体となって総合的に推進していくことは、沖
縄県の重要課題である子どもの貧困の解消にも資する
ことから、現在策定中の同依存症対策推進計画におい
ては、関係機関相互の必要な連携・調整が図られるよ
う検討を行っているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　４、南米の県
系人社会への支援と経済交流についての(2)、経済交
流の活性化についてお答えいたします。
　現在、オキナワ移住地がボリビア国内有数の穀倉地
帯に発展し、その功績はボリビア政府からも高く評価
されていると承知しております。県では現在、ボリビ
アを含めた南米と沖縄県との経済発展等の可能性調査
を実施しており、同調査結果を踏まえ、農産物も含め
た経済交流の活性化について検討してまいります。
　同じく４の(3)、南米事務所の設置についてお答え
いたします。
　県では、現在、沖縄と南米との相互ニーズの把握、
交流促進や経済発展につながる可能性調査を実施して
おります。南米事務所の設置については、関係部局及
びＪＩＣＡ沖縄等の関係機関と連携し、現地の沖縄県
人会との意見交換、本調査結果等を踏まえ検討してま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　この安和桟橋の件なんですが、
この事故の真相究明の焦点は、なぜ警備員がトラック
の進行方向に入ったのか。あるいは、事故現場が車道
なのか歩道なのかに尽きます。私は映像を見ました。
警備員や運転手の不注意ではなく、ましてや警備員が
トラックの進行方向に飛び込んでもいない。人命を守

るために取ったとっさの行動であるわけです。これは
土建部長、そのように私は理解できると思いますよ。
そして、不意をついて飛び出した女性を守るために身
を した行動なのであり―まあ捜査の最中ですので
それ以上は言いませんが、私は人間として、沖縄県民
の一人として一人の県民の命を救った正義ある行動を
とった警備員に感謝し、心からたたえたいと思いま
す。知事はこの行動をどう思いますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時14分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　事故画像につきまして
は、沖縄防衛局からの説明の中で提示があり、今後の
調整に参考になると考えたことから視聴したものです
が、その内容の詳細については言及を差し控えたいと
思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今土建部長から答弁をさせてい
ただきましたけれども、現在北部土木事務所と沖縄防
衛局との間で実務的な話合いを行っており、そして県
警においては捜査を進めているということから、その
内容については公表を差し控えたいということであり
ます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　先ほどから、土建部長、見た人
にしては本当にとぼけたことを言って、県知事も本当
は分かっているだろうがそれに触れようとしない。今
のその対応はしようがない対応ですよ。メディアも暗
黙のルールを守らなかった警備会社と強引に工事を進
める国が悪いとして、事故の真相にも触れようとしな
い。警備員の死を本当に何だと思っているんでしょう
か。沖縄県にも問題があります。危険性を指摘し、安
全対策を要請されても３年間も放置してきた。玉城知
事が反対運動を擁護し、過激な運動を容認した結果
が、このような事故につながったのであります。まさ
に県政の堕落であり行政の不作為であります。辺野古
問題で行き詰まった沖縄県政のゆがみの結果ではない
か。管理者としての責任をどう考えているんですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　道路管理者としてその道路の管
理については、先ほど来、土建部長から答弁させてい
ただいているとおり、毀損のない管理体制であるとい
うことであります。今般の事故につきましては、本当
に心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思いま
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すが、他方、やはり新聞の報道などでもトラックの乗
務員の方々からも様々な声が上がっているということ
もございます。ですから、我々沖縄県としましては、
そのような全体的な内容を警察がどのように捜査を
行っていくかということが非常に重要であると考えて
おりますし、当然安全対策については、沖縄防衛局と
の間でどのような安全対策を取ることが可能かという
ことも、この捜査の方向性と合わせながら考えたいと
しているものであります。ですから、安全対策をしな
いということではなく、どのようなことが双方の責任
において可能かということを真 に議論をしていると
いうことを御理解いただきたいと思います。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　知事ね、もう管理者としての責
任は逃れられないですよ。私はそう確信してます。反
対のためなら何をしてもいいというようなことは、こ
の沖縄で本当にこんなことはもう起こってはいけな
い。それこそ非民主的な無法国家なんですよ。私は特
別委員会を立ち上げるべきだと会派内では主張してお
ります。
　県警本部長は、法と証拠に基づいて事件・事故の両
面から捜査すると思われます。
　１つだけ伺いたい。事故現場が歩道か車道かを伺い
ます。そして県にも伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　県警察といたしましては、どこで事故が発生したか
を含めまして現在捜査中でございますけれども、一般
論として申し上げますと道路交通法第２条１項３号に
おきまして、「車両の通行の用に供するため縁石線若
しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によ
つて区画された道路の部分」、これは車道である。こ
のように規定をされております。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　道路法におきましては、
車道は専ら車両の通行の用に供するもの。歩道は専ら
歩行者の通行の用に供するものというふうに、道路構
造令においては記載がございます。当該箇所につきま
しては、歩行者も車両も通行する区間でございます
が、道路管理者としましては歩行者の安全等を主眼に
設計等を行っているというところでございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時19分休憩
　　　午後５時20分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　県警本部長の条文の読み上げの
とおり、やはり道交法上では車道であるということに
私は確信を持っているところでありますが、県はそれ
を認めていないということで、まあどちらでもないと
いうような言い分であるということでありますが、そ
の後の捜査を待ちたいと思っております。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　１の(3)、地域外交について。
　今回の訪米時に知事への記者のぶら下がりで、地政
学的に沖縄は危険性があると話しております。その意
味は、外国からの脅威なんでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　地政学的に沖縄県は危険性があ
ると思いますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時22分休憩
　　　午後５時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　一般論で申し上げますと、
沖縄県というのは日本と台湾、中国、あるいは朝鮮半
島のちょうど中間に位置しており、中国、北朝鮮等に
も近いということで、そういう意味では地政学的にも
危険性があるというふうに言われていると承知してお
ります。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　まさに公室長、そのとおりなん
ですよね。地政学的に利点もあれば、そういう危険性
もあるというのが一般的な認識だと思いますよ。ま
あ、国際秩序の法律を無視した国が台頭するこの東ア
ジアのど真ん中に、この沖縄が、孤高の島沖縄として
あるわけですね。そこが80年間も戦争に巻き込まれ
なかった。平和だったということ。これも事実であり
ます。それを今後の沖縄独自の地域外交で沖縄の主権
を守っていこうと考えているんでしょうか、知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど知事公室長から答弁させ
ていただきました、アジア太平洋地域の平和と安定を
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図り、その中で沖縄県の持続的な発展を遂げていくた
めには、関係国等による平和的な外交や対応が極めて
重要であるということを発信していきたいということ
であります。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　ハドソン研究所では厳しい質問
も相次いだようですね。訪米時には、全ての米国の関
係者が知事の行動を好意的に評価したわけではないと
いうことも事実なんです。全てを知事はいいように報
告しているんですが、実際にはそうではなかったとい
う一面もあるわけです。
　そしてまた、この地域外交の非常に懸念するところ
は、最近沖縄の帰属問題をテーマにした中国の琉球研
究センターが設置されたということなんですね。これ
は、もうまさに知事の外交の結果なんです。沖縄の帰
属問題はないとはっきり主張して、世界に示すべき
じゃないですか、知事。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　中国において、沖縄をめぐ
る研究を行うため琉球研究センターを設立する計画が
あるという報道については承知しております。同セン
ターがどのような機能を有するかなどについては、引
き続き情報収集に努めたいと思います。
　沖縄県としましては、いずれにしましてもアジア太
平洋地域の平和と維持、平和と持続可能な発展に向け
て、観光や経済、文化等の幅広い分野で地域外交を展
開することにより、日中両国の友好的な関係構築に貢
献したいというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　平和外交の理念は私も理解でき
ますが、もうあまりにもこの誤ったメッセージを送り
続けると、このような危険な外交に発展するというこ
とが本当に心配されている。それをぜひ分かっていた
だきたい。
　次に自治法改正による指示権拡大なんですが、辺野
古裁判で、まさに県は国と法定受託事務の問題で争い
ました。それで負けました。指示権拡大は、国と地方
の役割を明確にするためにも必要であり効率的にもい
いと考えている、必要性を理解していると県も先ほど
答えています。しかしながら、やはりそこの裏には、
独自の取組を阻害されてはいけない、あるいは地方自
治に影響してはいけないという、また沖縄県特有の考
え方があるわけです。これを本当に地方自治の侵害に
及ぶと考えているんですか、知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。

○玉城デニー 知事　今般、地方自治法の一部を改正
する法律案に対しては、附帯決議が４項目つけられて
おります。その４項目の最後の１項目を私から朗読し
て紹介したいと思います。
　「生命等の保護の措置に関する指示については、地
方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮し、個別法
を制定又は改正するいとまがない場合であって、か
つ、当該指示以外の措置では目的を達成することがで
きないと認められる場合に限定してこれを行うように
すること。また、当該指示の内容は、目的を達成する
ために必要最小限のものとするとともに、地方公共団
体の意見や地域の実情を適切に踏まえたものとするこ
と。」という内容が添えられています。これは我々が
―言葉は違いますけれども、いわゆる憲法で保障さ
れた地方自治の本旨をそれに反して安易に施行される
ことがないようにということが、この附帯決議でも
しっかりと書かれているというように認識をしており
ます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　それでは、特段、反対の意思を
表明するということではないですね。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　地方自治の本旨に反し安易に行
使されることがないよう、我々からも求めていきたい
と思います。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　次の渋滞対策についてでありま
す。
　現在、起こったコストコ周辺の渋滞。これ予想以上
の渋滞となってしまいました。付近住民も本当に生活
に支障が出て、外出もできないという大変な状況が続
いたわけでございますが、先ほど答弁で当初の協議の
とおりやった結果であるということなんですけれど
も、実際にはもう予想以上の渋滞となっている。本当
に生活に困っている人たちが出た周辺は、県道で囲ま
れたところなんですよ。そういったところで、できる
ことはやるというのが県の姿勢じゃないかと思うんで
すけど、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　開業前に南城市が開催し
ました交通対策会議において、様々検討がなされてお
ります。
　県としましては、引き続き同会議の場において、対
応の内容等について検討がなされるものと考えてお
り、県として実施可能な部分については、積極的に取
り組んでまいりたいと考えております。
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○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　もうあの辺では、どうしてジャ
ングリアは１年後の開業なのに取り組んでいて、ここ
は２年も前から要請しているのに、何もしてくれない
ということで、私はかなり言われております。そこら
辺を本当にどう答えるのかと、いい答えがあったら
言ってみてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　今、議員御発言の大規模大型商業施設の開業に当た
りましては、周辺の交通状況が変化することが予想さ
れましたので、関係法令に基づく手続の中で、開業後
に事業者が取り組むべき内容等が示され、そのように
実施されたというふうに考えております。しかしなが
ら、駐車場の規模等の問題等が原因と推察しておりま
すが、そういったところから一時的に渋滞が発生して
いるというところもございますので、引き続き南城市
はじめ事業者等と協議して、実施可能な対策について
は検討をしてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　ちょうど、垣花三差路に向けた
一直線のコースは、幅員に非常に余裕があるんです
よ。そこを３車線にすることによって、地域住民のこ
の出入りが非常に助かる。ですので、こういうできそ
うで可能なところは積極的に取り組むと言えばいいん
ですよ。コストコの駐車場がどうのって今言わないで
いいんです。やってくださいよ。お願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　対策会議等の場におい
て、事業者及び南城市等と協議し、実施可能な対策に
ついては積極的に取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　そして交通渋滞に関して先ほど
から議論がありますとおり、やはりボトルネック対策
というのは、もう都市部の主要交差点のパーソント
リップ調査による順位づけでは地方の問題は解決しな
い。ですので、交差点改良工事がいかに有効かという
のは大体分かってますから、右折帯の設置をする、あ
るいはラウンドアバウトに変えるとか。こういう有効
的なものを今後どんどん地方にもやっていかなけれ
ば、この沖縄の車社会の渋滞はなくならないと思いま
すよ。それを沖縄の県政の土木行政の中で、しっかり
と平準化していって、この各種交差点の信号機をなく
すぐらいの取組でやっていったほうが現実的ではない
かなと、私は考えております。そのような考え方はど

うでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　沖縄地方の渋滞につきま
しては、渋滞対策推進協議会において検証等を行って
おります。各交差点ごとの対応につきましては、その
交差点ごとの状況に応じて、様々対策は考えられるか
と考えております。ラウンドアバウトにつきまして
も、解決の手段としては有効であるというふうに考え
ておりまして、その交差点ごとに検討されていくべき
ものと考えております。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　車社会ならではの沖縄特有の課
題として、年次予算にそういった要請をするような、
この姿勢を示すべきですよ。これだけでも全然変わっ
てきますから、地方の交通渋滞もですね。
　次に、子どもの貧困とギャンブル依存症との関係な
んですが、先ほど前向きな答弁だと私は捉えておりま
すが、このギャンブル依存症は、やはり子どもの貧困
の原因につながっている大きな問題であります。親の
ギャンブル依存症ですね。この実態を調査することに
よって、子どものそういった貧困問題の解決の糸口に
なるというふうに思ってますので、ぜひともこの推進
計画にその視点を持って取り組むということで、もう
一度答弁をお願いします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　先ほども答弁しましたけれども、ギャンブル依存症
の患者の合併症といいますか、健康問題、社会問題、
そして経済的な問題といろんな問題が複合的に起きる
というふうなことがございますので、対策に当たって
は相談支援機関のほうとその関係機関がしっかり連携
するということが、その御家族等への支援にもつなが
るということで、これは今計画策定の中でしっかりと
確認をしていきたいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　沖縄だけの問題ではないんです
けれども、例えば大型遊技施設の駐車場で放置され、
置き去りにされた子どもが車の中にいると。それが事
件となって現れたところもありますけど、沖縄でも結
構起こっているらしいんですね。そういった問題に対
応するためにも、やっぱりこれも子どもの問題ですか
ら、ぜひともそういった問題も含めて、総合的に貧困
問題の解決、連鎖を断ち切る意味では有効だと思いま
すよ。知事、いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
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○玉城デニー 知事　沖縄県では、沖縄県民のそれぞ
れの地域あるいは世代などによって、広域的にあるい
は世代間でそのギャップが生まれることがないよう
に、有機的なつながりを持ってあらゆる対策を取って
いきたい。それが子どもの貧困のみならず、社会全体
の健全な将来性を確立させていくというためには、こ
のような依存症対策計画等も含めて、あらゆる観点か
らのサポート支援が必要であると思います。引き続き
しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　南米への支援と経済交流なんで
すが、我々の帰国後早々に、知事は素早く外務省に要
請した。これは非常にいいことだと思っております
が、ただ残念なことに、事前に超党派的にでも、この
県選出の国会議員と共に事前に調整して協力してやっ
たほうが、もっと効果的ではないかと私は思ったんで
すね。そういった考えなかったのかなと思いますよ。
ぜひ、今後はそのようなことも―もう、１回要請し
たからいいのではなくて、継続的にやってこれが実現
するまでやるとお約束できませんか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回のこのオキナワ道路につい
ての件にしましても、それから議員御質問の穀倉地帯
からの沖縄に対する支援にしても、やはりこれは先人
の沖縄県系の移民の方々が苦労して成し遂げてきた成
果であり、また我々に対する大きな力添えだと思って
おります。ぜひ党派を超えて、県議会でもぜひ与野党
で協議をしていただいて、同時に各国会議員の先生方
にも協力をしていただいて、これこそ全県的に要請が
できるようなそういう体制に、ぜひ御理解・御協力を
いただきたいと思います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　お答えしま
す。

　今後も現地の県人会関係者を通して、ボリビア国や
サンタクルス県の動向を含めた現地の情報を収集しな
がら、オキナワ道路の早期整備に向けて、引き続き政
府やＪＩＣＡ等関係機関と連携して対応してまいりま
す。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　もう世界的な飼料高騰、これは
簡単に終わる問題ではないような気がしますので、ぜ
ひ南米との連携、これからウチナーンチュの力で日本
全体にもいい経済効果が現れると思いますから、ぜひ
とも南米事務所を設置するというところまで検討し
て、経済交流・人的交流をもっともっと深化させてい
ただきたい。その辺のことについても、ぜひ一言お願
いしたい。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　かねてからブラジルなどの県人
会からも、南米事務所を設置してほしいという要望が
あるということは承知をしております。この事務所の
設置については、やはり関係部局、ＪＩＣＡ沖縄等の
関係機関と連携し、さらにまた現地の沖縄県人会とも
もっと意見交換を進めていって、我々もしっかりとま
た調査も行っていきたいというように考えております
ので、着実な展開ができるように鋭意努力してまいり
たいと思います。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　ありがとうございました。終わ
ります。
○中川京貴 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。　
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、10月７日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日はこれをもって散会いたします。
　　　午後５時40分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

令和６年10月７日（月曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第５号
令和６年10月７日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　（質疑）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号ま　　　
　　　　　で
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第２号議案　令和６年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第４号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第９号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第13号議案　県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　認 定第１号　令和５年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認 定第２号　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第３号　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第４号　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第５号　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第６号　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第７号　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第８号　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第９号　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第10号　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第11号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定
　　　　　　　　　　　　 　について
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35　番　　新　垣　　　新　議員
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46　番　　花　城　大　輔　議員
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　　　　　　認定第12号　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第15号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第16号　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第17号　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第18号　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
　　　　　　　　　　　　 　ついて
　　　　　　認定第19号　令和５年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第20号　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第21号　令和５年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第22号　令和５年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第23号　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第24号　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
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平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
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○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に申し上げます。
　質問においては、議員の質問時間に加え、質問、答
弁を合わせた往復時間を設けており、規定の往復時間
を超過した場合、質問時間が残った状態であっても、
質問は終了となりますので、説明員の皆様におきまし
ては、答弁に際しては、簡潔に、要点をまとめ、明瞭
に答弁していただくよう御協力をお願い申し上げま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１
号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認
定第24号までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　比嘉　忍議員。
　　　〔比嘉　忍　議員登壇〕
○比嘉　忍 議員　おはようございます。
　それでは、沖縄自民党・無所属の会、比嘉忍、９月
定例会一般質問をさせていただきますが、その前に所
見、地域の行事を紹介させてください。
　沖縄では、この季節は豊年祭の季節になっているか
と思います。旧暦８月15日を中心に多くの地域で豊
年祭が行われております。主に、豊年祭では、家内安
全、無病息災、子孫繁栄、豊年満作などが祈願されて
おります。まあ、それぞれの皆様方の地域でも執り行
われていると思いますが、我が名護市においても55
か字ございますがほとんどの地域で行われておりま
す。屋部区や中山区、宮里区や仲尾次区などでも行わ

れました。今週、金・土曜日には私と山里県議の居住
区であります、大西区をはじめとする大東区、大中
区、大南区、大北区の５区で構成する―これ、ポン
ガネクと言いますが、今申し上げました大―東区、
中区の前に大がつきます。これ昔、町政時代の大兼久
という字で、その名残で大という字がついている５
地域で構成しています。ポンガネクと方言で言います
が、豊年祭が今週金・土に大中区の公民館で開催され
ますので、どうか皆さん公民館にお越しいただきまし
て、北部名護市の伝統芸能を楽しんでいただけたらな
と思います。
　それでは通告に従いまして、一般質問をさせていた
だきます。
　１、犯罪被害者支援条例及び支援計画について、以
下のとおり答弁を求めます。
　(1)、制定の意義、経緯について。
　(2)、市町村との連携について。
　２、令和６年９月18日に提出された安和桟橋出入
口付近及び本部港本部地区（旧塩川地区）における安
全対策の申入れについて答弁を求めます。
　３、国立自然史博物館の誘致に向けて、県の取組状
況について答弁を求めます。
　４、普天間基地代替施設建設をめぐる国との裁判に
ついて、次のとおり答弁を求めます。
　(1)、これまでの裁判結果の知事の評価について。
　(2)、全ての裁判費用額について。
　５、教育環境行政について、次のとおり答弁を求め
ます。
　(1)、県立高校におけるＷｉ―Ｆｉ環境の状況につ



- 172 -

いて。
　(2)、高校生へのタブレット購入補助金について。
　(3)、県立高校学生寮の運用状況について。
　６、観光行政について、次のとおり答弁を求めま
す。
　(1)、宿泊税は定率にすべきと考えるが、県の見解
について。
　(2)、関係団体との連携状況について。
　(3)、インバウンド誘客を強力に推進すべきと考え
るが、県の見解について。
　７、ジャングリアへのアクセス道路（県道）の渋滞
対策について。
　以上を質問し答弁を求めます。２次質問は質問席に
て行います。よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　本日も真 に答弁に努めてまいります。
　比嘉忍議員の御質問にお答えいたします。
　国立自然史博物館の誘致に向けて、県の取組状況に
ついてお答えいたします。
　沖縄県では、これまで県内外でのシンポジウム開催
などで機運の醸成を図ってきており、来月には沖縄市
でシンポジウムを開催することとしております。ま
た、平成29年度から国等へ要請を行っており、昨年
度は５回の要請を行うなど、国への働きかけを強化し
ております。加えて今年度からは、県民に対して、よ
り具体的なイメージを示し、県民会議の設立につなげ
ること等を目的として、誘致に当たってのコンセプト
など調査検討に現在着手しております。
　沖縄県としては、引き続き国立自然史博物館の早期
実現に向けて取り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　１、犯罪被害者支援条例
及び支援計画についての御質問のうち(1)、条例を制
定した意義と経緯についてお答えいたします。
　犯罪被害者やその家族は、犯罪により生命・身体・
財産に直接的な被害を受けるばかりではなく、心身の
不調や生活上の問題などの様々な二次的被害に直面し
困難を抱えております。県では、犯罪被害者等を支援
するため令和４年７月に沖縄県犯罪被害者等支援条例

を制定し、令和５年６月には同条例に基づき、犯罪被
害者等支援を総合的かつ計画的に推進するため、沖縄
県犯罪被害者等支援計画を策定したところです。今後
とも各関係機関と連携して犯罪被害者等の支援に取り
組んでまいります。
　続きまして同じく１の(2)、犯罪被害者等支援にお
ける市町村との連携についてお答えいたします。
　犯罪被害者等支援においては、警察や行政機関、司
法機関、民間支援団体等と連携して対応することが重
要であります。経済的・身体的・精神的な困難に直面
している犯罪被害者等にとって、特に市町村は、必要
となる様々な行政サービスや各生活支援制度を実施す
る主体であり、支援において極めて重要な役割を担っ
ております。
　県としましては、犯罪被害者等のニーズに応じた途
切れない支援を適切に行っていくため、今後も市町村
との連携を強化してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、安和桟橋及び本部港
旧塩川地区における安全対策の申入れへの対応につい
てお答えいたします。
　安和桟橋及び本部港旧塩川地区の安全対策について
は、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされ
るべきものと考えております。現在、事故が起きた国
道449号を管轄する北部土木事務所と沖縄防衛局との
間で実務的な話合いを行っております。引き続き、沖
縄防衛局と調整を行い、県警による捜査結果等も踏ま
え、関係法令に基づき県の取り得る対策を検討してま
いります。
　次に７、北部テーマパークへのアクセス道路の整備
についてお答えいたします。
　北部テーマパーク開業に向けたアクセス道路の整備
については、庁内に設置された沖縄本島北部大規模
テーマパーク開業に伴う課題等に関する連絡会議にお
いて、多岐にわたる課題への対応の方向性を確認して
おります。県では、地元からの要請等を踏まえ、事業
者が検討した開業後の交通量予測結果に基づき、県道
名護本部線への右折帯設置に向け取り組んでいるとこ
ろであります。引き続き、関係部局等と連携し交通対
策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　４、普天間基地代替施設建
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設をめぐる国との裁判についての中の(1)及び(2)、
裁判結果の知事の評価及び裁判費用についてお答えし
ます。４(1)と４(2)は関連しますので、一括してお
答えします。
　辺野古新基地建設に関連し、県と国との間で生じた
訴訟は14件であり、訴訟の結果については、和解等
により取り下げたものが４件、敗訴が９件、係争中が
１件となっております。これまでの一連の裁判は、県
が公有水面埋立法その他関係法令に基づき厳正に判断
した処分等に対して国が行った裁決など関与の適法性
について、司法による判断を求めるために提起または
応訴したものであり、必要な対応であると考えており
ます。また、これらの裁判に直接要した費用は、応訴
費用も含め、１億1352万3545円となっております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　５、教育環境行政についての中
の(1)、県立高校のＷｉ―Ｆｉ環境についてお答えい
たします。
　県立高校のＷｉ―Ｆｉ環境については、普通教室に
おける整備率は100％となっており、普通教室以外の
整備についても、各学校からの追加要望に基づき進め
ているところです。また、ネットワーク機器の増強等
により、通信環境の改善も行っているところでありま
す。家庭にＷｉ―Ｆｉ環境がない生徒には、各学校か
らモバイルＷｉ―Ｆｉルーターを貸し出しておりま
す。
　県教育委員会としましては、１人１台端末を活用し
た授業等が円滑に行われるよう、引き続き良質な学習
環境の確保に努めてまいります。
　同じく(2)、高校生へのタブレット購入補助につい
てお答えいたします。
　県教育委員会においては、保護者等が購入する学習
端末の購入費の一部を補助しており、購入の際には、
市場よりも低価格で購入できる県指定ＥＣサイトを構
築しております。令和５年度は、新入生の約79％に
当たる１万1062人に補助し、令和６年度は、新入生
の約80％に当たる１万1303人の生徒が補助を申請し
ております。学習端末を購入できない生徒には、端末
を貸し出しており、引き続き保護者等の負担軽減に努
めてまいります。
　同じく(3)、県立高校寄宿舎等の運用状況について
お答えいたします。
　県立高校の寄宿舎の管理運営については、各学校が
主体となっており、校内の学寮委員会等を中心に運営

を行っております。さくら寮の運営は、北部12市町
村で構成する名護市県立高等学校北部合同寄宿舎運営
協議会が担っており、県教育委員会は当団体に対し、
舎監の配置と補助金を交付しております。
　県教育委員会としましては、引き続き生徒が安心し
て学業に励むことができるよう、教育環境の整備に取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　６、観光行政についての(1)、
宿泊税を定率にすることについてお答えします。
　税率については、税収入を必要とする財政需要額を
確保する手段として定めることとなります。したがい
まして、税収額は、財政需要額の範囲内となります。
税率設定に当たっては、行政サービスから受ける受益
と税負担の観点、納税義務者等が理解しやすい簡素な
税制とすることなどに留意する必要があります。現
在、観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会に
おいて税率設定の議論が進められており、定率制につ
いても協議がなされております。県では、同委員会で
取りまとめられた意見を踏まえ、判断してまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　６、観光行政
についての(2)、関係団体との連携状況についてお答
えいたします。
　観光目的税（宿泊税）については、本年５月に税導
入予定市町村長及び観光関連団体と池田副知事との間
で意見交換を実施したところです。また、８月から
は、観光関連団体や有識者等で構成する観光目的税制
度の導入施行に関する検討委員会において、県と市町
村の税の配分など、制度の詳細を議論いただいている
ところです。
　県としては、納税者の過重な負担とならない、簡素
で分かりやすい制度となるよう、観光関連団体、市町
村等と丁寧に意見交換を行いながら、導入に向けて取
り組んでまいります。
　同じく６の(3)、インバウンド誘客の推進について
お答えいたします。
　県では、東アジアを重点市場、東南アジアを戦略開
拓市場、欧米豪を新規開拓市場等と位置づけ、特に沖
縄の認知度が低く誘客拡大の余地のある有望な市場に
対して、戦略的な誘客活動を展開しております。具体
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的には、沖縄の自然、歴史文化、ホスピタリティー等
のソフトパワーを生かす多彩で高付加価値の観光の推
進を図り、リピーター獲得を図る東アジア、直行定期
便が就航して間もない東南アジア、長期滞在が期待で
きる欧米豪からの誘客に取り組んでいるところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○比嘉　忍 議員　それでは、再質問は大問２から行
きます。その次１、その次３という形で行きましょう
ね。
　今、土建部長のほうから安和の件でしたが、塩川と
いうこともございました。６月議会において、去る土
木環境委員会のほうでも取り上げていただきまして現
地踏査、誠にありがとうございます。それから、これ
までの我が党の代表質問や一般質問等でもございまし
たが、現場の踏査―視察という形で、玉城知事は現
場を訪れましたでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　知事の現場視察ですが、７月14日に現場のほうを
確認しております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍  議員　これはどちらですか。安和です
か、塩川ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　安和桟橋のほうでござい
ます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　塩川は訪れていないということで
よろしいんでしょうか。ということと―どうぞ、知
事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　安和桟橋、旧塩川港、両方視察
をしてまいりました。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　じゃ現地を視察いただいて、どの
ような所見をお持ちですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　特に安和桟橋の車両の出入口付
近を視察しまして、安全に国道に出るには事業者にお
いて周辺の状況に細心の注意を払う必要があるだろう
ということを感じました。

○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍  議員　細心の注意を払う必要がありま
す。これは当然でありまして、しっかり業者におかれ
ても細心の注意を払いながら対応されていると思いま
すが、それから土建部長になりますか、知事にもお伺
いした―道路交通法第２条第１項第３号の条文、お
尋ねしたいと思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　道路交通法第２条１項３号におきましては、「車両
の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これ
に類する工作物又は道路標示によって区画された道路
の部分」ということについて、これは車道であると、
このように規定をされております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　今の条文を知事も聞いていたと思
いますが、これが現場を確認しておりますと、この条
文に該当するような場所なんですね。縁石線、まさし
く車道と歩道が分かれていまして、さらに白線でされ
ていますよね。知事、御覧になったかと思いますが、
歩道と車道とでちゃんと歩道は５センチぐらい上がっ
ていまして、縁石線、白線でもされています。明らか
に車道、歩道ということが現場で確認が取れたと思い
ます。これはまさしく車道で起こってしまった悲惨な
事故ということが今明らかになったかと思います。
　そこで、６月の議会でも答弁がございましたが、反
対派の皆さんが走行中のダンプの前に飛び出してきた
と。これが車道か歩道か分からないという答弁があり
ましたけれども、今の条文で―現場はまだ捜査中で
ありますので、しっかりと定義されたわけではござい
ませんが、知事も御覧になったということであります
ので、この定義に、この条文に当てはまる車道である
ということは認識されると思います。私も現場を確認
に行って、それに当たるんじゃないかなというふうに
思いました。それから、先ほどの土建部長の答弁―
部長の答弁ですから、しっかり知事もそのような判
断、知事の代弁という形で捉えさせていただきますけ
れども、現場の安全対策については、事業者である沖
縄防衛局において検討がなされるべきであるというこ
とで、検討をされて、事業者側がしっかりと安全対策
をやりたいという方策を持ってきた場合にはそれはも
うオーケー、よしということでよろしいんでしょう



- 175 -

か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在、沖縄防衛局との間
で実務的な話合いを行っております。この調整結果を
踏まえ、関係法令等に基づき、県の取り得る対策を検
討してまいります。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　検討、検討よろしいですが、具体
的にいつまでに結論を出すと今決められないですか。
捜査も大体進展していっていると思います。現状も、
場所も、知事は御覧いただいたということでございま
すので。検討をしていると、もう６月から去る代表質
問でも一般質問でもこれまでにありますが、具体的に
いつまでに結論を出しますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在協議中でございまし
て、時期につきましては、現時点で明確にお答えでき
ない状況でございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　それでは、結びに―結びという
か、ちょっと所見を述べて今度塩川に行きたいと思い
ます。
　反対行為―反対活動の行為は否定しませんが、法
律違反までしての反対行為は許容できないと思いま
す。許されることではないと思います。知事も副知事
もそういう認識をされると思います。
　道路交通法、先ほどもありました第２条１項３号で
定義されております車道上、そして道路交通法第13
条の違反行為で起きた事故だと。これは―私法律家
ではないのですが、素人の私が見てもそういうふうに
認識させる行為だと思います。警備員にも運転手にも
何の瑕疵はございません。逆に、その行為によりお二
人―亡くなったんですが、ドライバーさんも含めて
私は被害者だと言わざるを得ないと思います。特にド
ライバーさん。警察に拘束も逮捕もされていない。こ
れが現実でございます。それが事故の事実でございま
す。知事はその事実をしっかり受け止めて、防犯カメ
ラの映像を確認して、部下である部長が見ているの
に―見たという報告は受けたようですが、通常でし
たら、中身についてもちょっと聞くべき事案だと思い
ますが、それもされていないという答弁でありますの
で、しっかりとカメラの映像を確認して、部下や防衛
局に任せるのではなく、知事自ら危険性を判断して安
全対策をしっかりと講じるように指示を出すべきだと
考えております。これが県民の求めている声だと思い
ますので、しっかり今こそ県民の声に応えていただき

たいと思っております。
　それでは、塩川。
　看板を設置したと答弁でおっしゃっていました。内
容について答弁を求めます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　現在残っている看板でございますけれども、「作業
中危険」と書いてありまして、「本部港（本部（旧塩
川）地区）産業拠点港湾です。大型車両の往来があり
危険ですので、作業中の立入りはご遠慮下さい。」と
いう内容になっております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　「立入りはご遠慮下さい。」です
よ。なぜ禁止にしないんですか。前は禁止の看板でし
た。それを外して、一般質問等で出てきたら設置はし
ましたけど、「ご遠慮下さい。」ということは、それ
を見た方の判断になりますか。なぜ立入禁止にしない
のか、答弁を求めます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　港湾施設内を支障のない
ように歩行するというところを規制することはできな
いというふうに考えておりまして、「立入りはご遠慮
下さい。」という表示にしているものでございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　もうトーンダウンしていますよ。
ですので、そういう状況で設置はしていますが、今回
請願という形でこの事業者の方々が―６月議会もた
くさん述べさせていただきましたが、今回も我が党の
代表質問や一般質問等でも多くの同僚、先輩議員たち
がやっておりますので、その答弁ではもういたちごっ
こという感じがしますが、今後、しっかりと土木環境
委員会で審査されると思いますので、土木環境委員会
の皆さん、よろしくお願いいたします。
　それでは次に、犯罪被害者支援条例についてです。
　条例、この支援計画でたくさんの取組がございます
が、全ての確認を本当はしたいわけなんですが、時間
がございませんので、主な支援計画の実績について答
弁を求めます。
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○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　犯罪被害者支援に係る取組としましては、県の各関
係部局が連携してその施策を推進しているところでご
ざいます。生活福祉部におきましては、沖縄県犯罪被
害者等支援総合窓口を設置いたしまして、令和５年度
は86件の相談を受け付けております。また、沖縄県
犯罪被害者等支援アドバイザーを設置いたしまして、
相談窓口の対応や市町村を巡回訪問して市町村の出前
講座を行ったり、それから犯罪被害者週間というのが
ございますので、そこで各種広報啓発活動に取り組ん
でおります。また、被害者支援を行う活動員を育成す
るために、被害者支援活動員養成講座というものを年
２回開催してございます。このほか各支援において、
部局間の連携を取りながら犯罪被害者の支援に取り組
んでいるところでございますが、今年度はさらに被害
者から強い要望がございました、見舞金制度のほうを
令和４年の条例制定から検討を重ねてきまして、本年
の９月９日に沖縄県犯罪被害者等見舞金制度を創設し
たところでございます。当該見舞金は、今年の４月に
遡って適用されることになってございます。今後とも
引き続き関係機関の窓口を通じて、広報・周知して制
度の活用につなげてまいりたいと思います。
　以上です。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　条例が令和４年、それから支援計
画が令和５年度から計画されております。この見舞金
が60万という形で今年の９月から、４月に遡ってと
いうことでありますが、現時点での申請件数等がある
のかどうかということと、先ほど部長の答弁で、やは
り市町村は極めて重要な役割を果たしているというこ
との認識ではございますので、市町村との連携をやっ
ぱり強く県がリーダーシップを発揮して行っていかな
きゃいけないと思っておりますが、現時点で41市町
村の中で条例制定されている市町村はどのくらいござ
いますか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　現在、制定されている市町村はまだございません。
ただ、名護市が制定に向けて今積極的に活動を行って
いると伺っております。それから、先ほどの御質問の
うち、見舞金制度の申請はどのくらいあるかというこ
とでございますが、これはまだ申請はございません。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　これもやはり創設されたじきとい
うことで、周知徹底が必要だと思いますが、その辺の

方法についてはどのようにお考えですか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　犯罪被害者等見舞金制度をせっかくつくりましたの
で、活用していただけたらと思います。その周知の方
法につきましては、ホームページでの掲載、それから
マスコミの皆様の取材をお受けして、現在テレビ、新
聞等で発信していただいております。それから各市町
村の犯罪被害者等の施策の担当課が全市町村にござい
ますので、そちらのほうにその要綱等、市民が気軽に
手に取れるようなチラシのほうを置いていただいてお
ります。それから、連絡協議会加盟機関の団体ですと
か、この犯罪被害者の支援審議会というのを設けてお
りますので、そちらのほうで関係機関ですとか当事者
の方も含めた話合いのほうもしていきながら、それを
ホームページに掲載していきたいというふうに考えて
おります。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　市町村で制定されている箇所はな
いということでありますので、だがゆえにその部分を
県の強力的なリーダーシップで、全市町村に条例を制
定させるという形が重要じゃないかなと思っており
ます。例えば、ある市町村で制定されて見舞金が10
万、20万だった場合に県は60万、これは合算になり
ますか。それとも別になりますか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　沖縄県が制定しております見舞金制度では、制度
上、市町村などのほかの自治体がそういった見舞金制
度を制定した場合には重複を制限する規定はございま
せんので、減額する予定はございません。ただ、市町
村のほうの条例の内容によるかと思います。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　そういう形でありますので、やは
り被害者の救済という形で、先ほども述べさせていた
だきましたけれども、名護で起きた悲惨な事故につい
てもこういった形で出てきますし、各市町村での条例
制定も―県は独自にという形でやっていますが、
しっかりと市町村も対応できるようにやっていただき
たいと思います。
　これは他府県での事例ですけれども、同じ箇所で起
きた事件で―事件・事故どっちかな、被害者の市町
村によって、この条例が制定されている制定されてい
ないという形で、非常に救われた遺族の方とそうじゃ
なかったという方が出てきたらしいんですね。そう
いった状況を今の時点に置くと、どこも条例制定され
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ていないから県だけのという形になりますが、できれ
ば市町村全部一挙にできるような形でリーダーシップ
を取っていただけたらなと思っておりますので、よろ
しくお願いします。
　３に関しましては、１次答弁のとおりでしっかり関
係団体と連携して取り組んでいただきたいと思いま
す。
　４についてでございます。
　裁判の結果、先ほどございました県の敗訴が９件、
和解が３件、取下げ１件、係争中ということで１億
1300万余りかかってきていると。言い換えれば申し
訳ないのですが、ゼロ勝ですね。ゼロ勝。勝利のない
裁判なんですよ。この時間とやっぱり経費というのは
県民の税金で賄われている。これはもう無駄遣いじゃ
ないかなと、県民から言われるような事案だと思って
おります。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○比嘉　忍 議員　知事はその結果が出るたびに、判
決を否定したり、そのような発言をしておりますが
―ちょっと時間がありませんので、知事は以前は衆
議院議員でありました。衆議院議員、立法府ですよ。
裁判所の裁判官の皆さん方は、その法律に基づいて判
決を下す。その法律を制定する立法府に身を置いた経
験のある知事がこのような発言をされると、自身の
昔、過去を自分自身で否定しているようなことにつな
がるんじゃないかと県民から懸念があります。かつ、
その時代に一緒にいた同僚や仲間たちをも否定してい
る。立法府での経験もある知事が、このようなことで
は非常に県民から首をかしげられるような状態である
ということを指摘させていただきたいと思っておりま
す。今後はこのような１勝もできない、負けてばっか
りで予算の無駄遣い等は本当におやめになったほうが
よろしいかと思っております。よろしくお願いいたし
ます。
　それから５番、教育環境行政。
　普通教室は100％ということでしたが、特別教室へ
の割合についてはどのくらいになっておりますか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　特別教室のＷｉ―Ｆｉ環境整備率については、令和
６年３月時点で68.1％となっております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。

○比嘉　忍 議員　タブレットの購入の実績がござい
ましたが、この補助金額、それとタブレット１台当た
りの購入金額はお幾らぐらいになりますか。タブレッ
トの金額と補助額。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　補助金については、１人当たり１万5000円となっ
ておりまして、このＥＣサイトで扱う端末については
３機種ございます。まず１点目、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏ
ｋが２万9660円、これは購入補助金を差し引いた額
であります。ｉＰａｄプラスキーボードにつきまして
は５万4080円。Ｗｉｎｄｏｗｓにつきましては４万
4730円となっております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍  議員　補助金額を引いて２万、４万、
５万という形になりますので、もうちょっと補助額を
上げられないかなという保護者の方からの要望もござ
いますし、その辺は財源の観点もあるかと思います
が、子どもたちを拾うという観点から、しっかりまた
検討していただきたいなと思っております。
　それから、寮に関する給食なんですが、それぞれの
管理する学校直轄とか、先ほどの名護のさくら寮は
12市町村組合という形になりますので、そこに働き
かけて保護者への対応をしていただきたいと思ってお
ります。
　あと県道、ジャングリアについては、今回補助金で
補正されていまして、しっかりとまた対応していただ
けると思いますけれども、地元の皆様とという形で、
この地元は名護市、今帰仁村、本部町という形でよろ
しいですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　庁内に設置しております連絡会議の交通対策部会に
おきまして、参加しておりますのは名護市及び今帰仁
村の担当者ということになっております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　もう時間がございませんので、名
護市と今帰仁村。今後もこの伊豆味線だけではなく、
ほかのアクセス道路の件もございますので、しっかり
地元の声を拾い上げて対応していただきたいなと思っ
ております。
　県道に関しましては、南城市の大型店舗もございま
すので、その辺も周辺全部県道という形でございます
ので、北部だけではなく南部においても整備がされて
いきますようにお願い申し上げまして終わります。
　ありがとうございました。
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○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　休憩します。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時46分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教  議員　まず、一般質問に入る前に、
ちょっと所見といいますか思いを述べてみたいと思い
ます。
　沖縄自民党・無所属の会の宮古選出の下地康教であ
ります。
　今年１月の能登半島地震発生から９か月がたってお
ります。地震からの復興がままならない中、さらに９
月の集中豪雨の度重なる災害に見舞われてしまいまし
た。お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りする
とともに、一日も早い復興とさらなる復興支援をお誓
い申し上げ、一般質問に入りたいと思います。
　質問の順序をちょっと変えていきたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。
　まず１、知事の政治姿勢についてであります。
　(2)、台湾有事における住民避難計画についてであ
りますけれども、国民保護法における国民保護共同訓
練の内容を説明していただきたいと思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　令和５年度に行った国民保
護共同図上訓練についてお答えいたします。
　本年１月30日に実施した国民保護共同図上訓練で
は、特定の事態を想定したものではないんですけれど
も、先島諸島から住民避難に関して重要な交通手段で
ある航空輸送力についてエアライン各社の御協力の
下、さらなる具体化が図られ、要配慮者の避難につい
ては、市町村ごとの対象者数の把握や入所施設からの
避難の基本的な流れなど一連の成果が得られておりま
す。一方、要配慮者の人数の正確な把握や県外への輸
送手段の確保など様々な課題があることから、引き続
き今検討を進めているという状況でございます。
○下地　康教 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　国民保護の共同訓練―国

の重点訓練についてでございますが、都道府県単位で
は実施困難かつ高度な訓練を国の主導の下に実施し、
国、都道府県、市町村及び関係機関相互の連携を強化
するとともに、国民保護措置への理解の促進を図るこ
とを目的として実施されるものでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　沖縄県における台湾有事という
のは、我々の沖縄県における有事の問題ではないとい
うことを私は訴えていきたいと思っているんですね。
つまり、その国民保護の法律というのは全国的にそう
いった危機問題、そういったものが発生するときにど
ういう対策を取るのかというところから始まって、
今、台湾有事においてはこういうことをやりますよと
いうような流れだというふうに理解しております。そ
して、自民党政調会の安全保障調査会では、迅速な避
難の検討、それと避難に資するインフラ整備、円滑な
受入れのための検討などを中間報告として今示してお
りますけれども、今現在、沖縄県における避難計画、
そのスケジュール等を含めたものをお伺いしたいと思
います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほど、令和５年度の取組
を御説明させていただきました。そして、それをさら
に進めるために令和６年度におきましては、関係部局
とのさらなる連携強化を図りながら、これまでの課題
として検討してまいりました輸送力確保の具体化、要
配慮者の避難に加え、避難先における生活安定確保に
ついても、国、市町村、指定公共機関等と緊密に連携
し検討を進めてまいります。また、令和８年度には、
本県において先ほど申し上げました国の重点訓練が予
定されており、引き続き関係機関と訓練・検討を積み
重ね、さらなる実効性の向上に努めてまいりたいと考
えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　国や市町村との連携を十分図っ
て、今後避難計画の熟度を上げていただきたいという
ふうに思っております。
　次の質問に入ります。
　(3)、安和桟橋出入口付近における安全対策につい
てですけれども、土建部長は、沖縄防衛局の防犯カメ
ラによる死傷事故の動画を視聴したというふうに答え
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ております。ダンプカーによって重傷を負った方の行
動目的は、どのようなものであったと判断をされるの
でしょうか。お伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　沖縄防衛局が土砂運搬を
再開する際の説明時に、沖縄防衛局から提示があり画
像を確認いたしましたが、画像の詳細につきまして
は、捜査中ということもあり詳細の言及は控えさせて
いただきます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これは、この事故は起きてはな
らない事故だったんですよ。それで、事故発生直後に
やらなければならないことは、関係者である事業者の
沖縄防衛局と警備会社、それと道路管理者が再発防止
に向けた対策を早急に講じなければならないというこ
とじゃないですか。そして、事故発生から３か月も
たっているのにもかかわらず、なぜ道路管理者として
安全対策を取っていないのですか、伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在、沖縄防衛局と調整
を行い、県警による捜査結果等も踏まえまして、関係
法令に基づき県の取り得る対策を検討しているところ
でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これはもう重大な問題ですよ。
対応が遅い。それと道路管理者としてどういうふうに
考えているのか、よく理解ができない。そして、道路
法では道路管理者の責務を道路の安全性や利用者の利
便性を常に確保をして、交通の円滑な運行を維持する
というふうに定めているんですよ。そして、その中で
道路の安全な利用を確保するために必要な整備や防護
柵を設置する、それが規定されているんです。なぜや
らないんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　現在、防衛局と調整を
行っているところでございまして、関係法令に基づき
県の取り得る対策を検討してまいりたいと考えている
ところでございます。御提案の内容も含めまして、検
討してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これはもう、へ理屈ですよ。道
路管理者としての業務をちゃんとやっていない、そう
いうことです。法令違反ですよ。そして、道路管理者
である玉城知事は、道路法による規定を無視をして、
県民を区別して道路管理を行っているということにな
るんですよ。これは、県知事自ら公共の福祉に反する

行為というふうに理解がされます。それは重要なこと
ですよ、ゆゆしきことです。県民を二分する行為とな
りますよ。知事、早急に安全対策を講ずることを強く
要望しますけれども、どうですか知事、答えてくださ
い。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　現在、県警が捜査中であり、ま
た、沖縄防衛局と調整を行いつつ関係法令に基づき県
の取り得る対策について検討してまいりたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　まずは実行するべきです。まず
は、対策を実行するべきです。それをしっかりやって
いただきたいというふうに思います。
　次の質問に入ります。
　今回、石破総理は、歴代の総理の中で極めて異例と
も言える日米地位協定の改定を正面から取り上げてい
ます。本県の地域外交における地位協定改定に関する
取組を伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　沖縄県地域外交基本方針で
は、国際平和創造拠点の形成の取組として、国際社会
に対し、軍事基地の存在を要因とする事件・事故、騒
音、環境汚染等の諸問題の解決について訴えていくこ
ととしております。また、このような米軍基地をめぐ
る諸問題の解決を図るためには、米軍に裁量を委ねる
形となる運用の改善等の見直しだけでは不十分であ
り、日米地位協定の抜本的な見直しが必要であると考
えていることから、あらゆる機会を捉え、日米両政府
に対し同協定の見直しを要請しております。石破総理
は、これまで同協定の改定に取り組む考えを示してい
ることから、沖縄県の考えを直接説明したいと考えて
おります。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　沖縄県は、令和６年３月に他国
地位協定調査報告書というものを作成しています。そ
の調査報告書の内容をお聞かせください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　平成29年からヨーロッパの
４か国、オーストラリア、フィリピン、韓国等を調査
しております。その中で、ドイツ等のヨーロッパ４か
国、オーストラリア及びフィリピンでは、自国の法令
を米軍に適用させ米軍の活動をコントロールしている
ということが確認されております。
　以上です。
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○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　報告書では、調査した国々の地
位協定では主権が守られているが、日本においてはそ
の主権が守られていないというふうに報告しておりま
す。その要因は、どういうふうに捉えますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　外務省等によりますと、そ
れぞれの安全保障体制の関係とその地位協定等のバラ
ンスといいますか、その関係でＮＡＴＯの地位協定と
日米地位協定はおのずと違う形になっているというふ
うに承知しております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これもっと深い意味があるんで
すよね。その歴史的な背景、そういったものもありま
す。そういった中で、これまで知事は地位協定の改定
を数多く訴えてきております。県民に対して、地位協
定の時代背景や改定がどれだけ困難であるか、また困
難であるがゆえに改定の糸口となる手法の提案を県民
や国民に示してきましたか。知事、答えてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県におきましては、地位協
定調査を実施して全国知事会や渉外知事会で説明を
行ったほか、知事のトークキャラバンやシンポジウム
等を通して日米地位協定の課題を説明し、その解決に
向けた関心を高め、国民的な議論の喚起を図る取組を
行っているところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　現在、日米安全保障条約によっ
て、世界の中で日本の安全が保障されているのは揺る
ぎない事実であります。日本の地位協定は、米国との
２国間のみの問題となっていて、欧州の場合は、米国
との関係はＮＡＴＯ加盟国同士の多国間の問題となっ
ているんですね。それで加盟国の主権の確保や基地の
相互融通が可能となっているんです。そして、日米地
位協定では、米国を多国間で共有する仕組みが存在し
ていないのです。これが日本の主権の確立を困難にし
ているとともに、その改定においてハードルを高くし
ているというふうに私は考えています。地位協定の改
定を可能にするためには、多国間で米軍を共有する仕
組みが必要であると私は考えるところでありますけれ
ども、その仕組みを可能にするためには、国とアジア
における友好国を増やし互恵関係を結べる、信頼関係
が構築できる国を地域外交の戦略によってつくってい
くことが必要ではないのかというふうに考えるんです
が、知事どうでしょうか。知事の考え方を聞かせてく
ださい。

○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　まさに、議員御提案のとおり多
国間で平和の関係を構築するということが、沖縄県の
地域外交の基本方針となっております。そのような安
全環境を構築するためには、やはり対話による信頼関
係の醸成が不可欠であるということにおいては、議員
の御意見のとおり、多国間でその安全が保てるような
平和の関係を構築することこそ重要であるというよう
に考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　要するに、日本の地位協定の問
題は、米国間との２国間のみの問題となっているのが
非常に大きなハードルだというふうに思います。そし
て、日米地位協定に翻弄されてきた沖縄県民の明るい
未来を築くためには、県民に分かりやすい確固たる戦
略を提示することが知事の役目だというふうに思って
おります。ぜひ、これを実行していただきたい、そう
いうふうに考えております。
　それでは、次の質問に移ります。
　(4)、水道料金の値上げについて伺います。
　これまでの料金値上げに関する理由と、その実施方
法を説明してください。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　企業局では、近年の施設更新
コストの大幅な増加や、電気料金の急激な上昇など事
業環境の変化に伴い内部留保資金が減少し、令和７年
度以降の企業債償還金が確保できなくなる見込みで
あったことから、水道用水の安定供給を継続していく
ため、去る10月１日に料金を改定いたしました。令
和６年度中の料金については、１立方メートル当たり
102円24銭から125円24銭へ改定するとしていたとこ
ろ、電気料金高騰対策のための一般会計からの補助金
を活用することで120円03銭とし、５円21銭の減額
をしたところでございます。その後、令和７年度から
は125円24銭、令和８年度からは135円70銭へ改定す
ることとしております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　今回の値上げは、30年越しの料
金改定というふうになります。これは、水道行政の怠
慢だというふうに理解しております。我々自民党は県
民の負担を少しでも減らすべく、これから努力をして
まいりたいというふうに思っております。
　次の質問に入ります。
　本会議における一般質問の日数について、４日間と
する理由について伺います。
○中川京貴 議長　総務部長。
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○宮城嗣吉 総務部長　一般質問の日数を１日当たり
６名の５日間とすることについては、散会時刻を早め
たとしても、質問聴取、答弁や想定問答の調整、翌日
の準備作業などの議会対応業務があり業務負担が減る
ことが考えにくく、一方、議会日数が１日増えること
で準備作業も１日分増えることとなり、業務負担は増
加するものと考えます。また、企業や住民への説明・
相談など対外的な日程も組みにくくなります。
　執行部といたしましては、引き続き一般質問を４日
間とすることに、ぜひ御理解と御協力をいただきたい
と考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　職員にとって、議会対応は特別
な業務であって職員の業務の範疇にないというふうに
思われますよ、そういう答弁では。まるで議会の対応
が、やっつけ仕事のようで議会軽視も甚だしいです
よ、これ。この議論は、まさに議会改革であるととも
に、職員の働き方改革に結びつけるものであります
よ。そして、議会が開催中であってもいかにして定時
で退庁することが可能となるのか、これ最初から無理
だと考えるべきではないんですよ。これやはり努力を
しないといけない。そして、ＡＩの活用やＤＸ化に
よって業務の効率化を図るべきであり、議会と行政は
共に努力をしていくべきだというふうに思いますよ。
これは我々にも責任があると思います。だから、情報
交換、また意思の疎通をしっかりやっていくべきだと
いうふうに思っております。
　次の質問に入ります。
　農林水産業について(1)、宮古島漁協荷さばき施設
及び製氷施設の整備について伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　宮古島漁業協同組合の荷さばき施設と製氷施設は、
整備から約40年が経過し、柱やはりのコンクリート
が剝離するなど老朽化が進んでおります。現在、荷さ
ばき施設については、同組合において建て替えに向け
た基本設計に着手されており、令和８年度の沖縄県水
産業構造改善特別対策事業による施設整備の検討が行
われているところであります。これらの施設について
は、市から相談を受けながら、既存施設の規模、そし
てまた直近の水揚げ量等を精査し、事業実施に向け、
市と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これらの課題解決に向けて、県
から指導をしっかりとしていただいて、早期の整備に

努めていただきたいというふうに思っております。
　(2)、配合飼料価格に対する追加支援対策について
伺います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教 議員　（パネルを掲示）　答弁お願い
いたします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、飼料価格高騰対策として本事業において、
令和４年度は約11億2000万円、令和５年度は約９億
円を支援しております。しかし、飼料価格の高止まり
が続いていることから、県では令和６年度当初予算に
加え、６月補正予算により、約14億1000万円の予算
を措置しております。また、本年８月には、配合飼料
価格安定制度の見直しと予算確保について、関係団体
と共に国へ要請を行ったところであります。引き続き
市町村、関係団体と連携し、畜産農家の経営安定に努
めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　このグラフでも分かるように、
国の支援が今年度、令和６年度からなくなっているん
ですね。これはいろいろ支援に対する、その仕組みが
そうなっているというふうに思うんですけれども、６
年度からは県の補助のみで支援がされているというこ
とでありまして、国の支援をこれから県としてやって
いく必要があると思いますけれども、どう捉えている
かお伺いいたします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　飼料価格の高止まりにより、畜産農家の経営状況は
厳しいということは十分認識しております。県では、
国の配合飼料価格安定制度が発動していないことか
ら、本年８月に本制度の見直しと予算確保について関
係団体と共に国へ要請を行いました。今後は、国の経
済対策等の動向を注視しつつ、飼料自給率や生産性向
上に向けた草地基盤整備や施設、機械整備等の推進、
経営緊急サポート体制の強化などによる支援を行って
まいります。引き続き市町村、関係団体と連携し畜産
農家の経営安定に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
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○下地　康教 議員　このグラフでも分かるように、
もう農家は1.25倍、つまり25％の負担がもう既にか
かっているんですよ。もうあっぷあっぷ。経営が逼迫
しています。それで、今現在、県からの支援しかな
い。これは国の制度を何とか変えていっていただきた
い。これが国に対する農家の切実たる思いでありま
す。それをぜひ、しっかりと捉えて支援の改善等もお
願いしたいというふうに思っております。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時11分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教 議員　(3)、たばこ税を活用した喫煙所
設置について、全国のたばこ税と県内のたばこ税収を
お伺いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　県たばこ税の歳入状況につき
まして、令和５年度で申し上げますと、県たばこ税
が20億5369万円、市町村たばこ税が125億7736万円
で、県分、市町村分合わせまして、146億3105万円
となっております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　国による税収は、約２兆円だそ
うです。それで、私は愛煙家ではないのですけれど
も、令和６年４月１日付で総務省自治税務局長より、
全国の都道府県知事宛てに地方たばこ税の安定的な確
保と望まない受動喫煙対策の推進のための分煙施設の
整備促進についてとの事務連絡が出ていますけれど
も、それに対する対策はどう考えていますでしょう
か。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　この通知によりまして、喫煙
者に対して分煙施設等の禁煙環境整備を計画的に進め
ていくことが、自治体にとっても貴重な一般財源であ
る地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保に資するも
のと考えておりまして、一方で喫煙は予防できる病気
の死因のうち、最も高い危険因子であり、がんや虚血
性疾患、脳卒中などのリスクを高めることから、喫煙
率を減らすための対策が重要であると考えておりま
す。分煙施設の設置に当たりましては、それぞれの管
理者において、望まない受動喫煙を防ぐための設置場

所の状況に応じた適切な措置を行う必要があるものと
考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　分煙施設の整備は、受動喫煙防
止と併せて住みやすい町の環境づくりに結びついてい
きます。したがいまして、分煙施設の整備を強く要望
したいと思います。
　次に３、社会資本の整備について(1)、宮古空港の
平行誘導路の整備を含めた機能強化についての取組を
お伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　宮古空港については、本
土直行便の増便や中型機の導入等により、旅客数が増
加しております。平行誘導路設置等の機能強化につい
ては、航空会社の意向等を踏まえ、検討していきたい
と考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　現在、宮古地区において、入域
観光客数や流動人口の増加により空港施設の機能不足
が非常に大きな問題となっていますので、平行誘導路
整備を含めた空港機能拡張の整備をぜひ行っていただ
きたいというふうに思っております。
　次に(2)、宮古空港横断トンネルの整備について伺
います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　宮古島市から要請のある
トンネルの整備については、宮古空港北側の県道平良
新里線から、南側の県道高野西里線を結ぶ空港を地下
で横断する区間を想定しているものと認識をしており
ます。当該トンネルにつきましては、県道平良城辺線
などの４車線道路の利用状況を踏まえ、道路ネット
ワークとしての必要性や航空機の安全運航への影響、
技術的課題、費用対効果などを検証する必要があると
考えていることから今後の検討課題と考えておりま
す。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　ぜひ今後検討を進めていってい
ただきたいというふうに思っております。
　次に(3)、与那覇前浜海岸の浸食対策について伺い
ます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　宮古島市前浜海岸については、令和５年台風６号に
より、東急ホテル前面の海浜が著しい浸食を受けてお
ります。そのため県では、応急対策に係る予算措置を
行い、現在、応急対策工事の工法を選定しているとこ



- 183 -

ろであります。工法選定を進める上で、宮古島市等の
関係機関との調整や、環境や景観に配慮した工法の選
定を進めており、引き続き応急対策工事の早期着手に
向けて、宮古島市等関係機関と連携して取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教 議員　（パネルを掲示）　これが宮古
島の位置図であります。それで、この辺りに前浜の海
岸があるというところです。（パネルを掲示）　それ
と、これが1995年の海岸の状況というところで、そ
れで現在この辺りの砂が非常に浸食されています。
　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教 議員　（パネルを掲示）　これが浸食
の状況です。ちょっと見にくいかもしれないんですけ
れども、ここに人が立っておりまして、大体２メート
ル余りのポールがここにあります。そして、これだけ
の差が浸食されているというところであります。それ
で、この対策をしっかりと取っていただきたいという
ふうに思っております。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教 議員　次に(4)、多良間村におけるふる
里海浜公園前の護岸整備について伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　多良間村のふる里海浜公園前の保安林につきまして
は、台風等の波浪により林帯の浸食が進行し、背後の
村道への影響が懸念されることから、県では、治山事
業による浸食防止対策の工法等について村と調整を
行っております。また、本工事の速やかな着手に向
け、国に対する補正予算の確保に向けた取組も進めて
おり、予算が確保でき次第、測量設計を実施し、工事
に着手する予定としております。

　引き続き村と調整を図りながら、早期復旧に向け取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教  議員　多良間村における海岸浸食対
策、ぜひしっかりと行っていただきたいというふうに
思っております。
　(5)、多良間村における村営住宅建築入札不落の対
応についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県では、離島における不
調・不落対策として、最新の資材単価での積算や見積
活用方式を採用するなど、適切に予定価格に反映して
おります。また、労働者の宿泊や輸送等の費用などに
ついては、受注者からの協議に基づき、支出実績等を
踏まえ設計変更等の対応を行っております。さらに、
現場代理人や主任技術者の確保については、主任技術
者の専任（兼任）の取扱いや現場代理人の常駐義務緩
和等の対策を実施しております。
　県の取組について、村と情報共有を図るとともに必
要な支援を行ってまいります。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　離島における民間の現地見積価
格と公共工事における実施単価の乖離というのが見ら
れる場合がありますので、それを十分検討しながら進
めていただきたいというふうに考えております。
　次に(6)、県所有の既設公共建築物の概要データの
公開について伺います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　県有施設の改修工事等を行う
場合、工事に係る図面はデータ化されることが一般的
となっています。いまだデータ化されていない県有施
設の紙図面につきましては、効率化及びペーパーレス
化を図るため、データ化を進めるための手法を検討し
てまいります。また、データ化した図面は、防犯上の
観点からホームページ上での公開は考えておりません
が、従来どおり契約受注者等関係者には提供すること
としております。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　ぜひ、既設公共施設の完了図面
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データの効率的なストック活用を可能にすべきだとい
うふうに思っておりますので、しっかりと取り組んで
いっていただきたいというふうに思っております。
　４、教育・医療・福祉について(1)、小学校６年生
に対する離島割還付の実態について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　沖縄離島住民等交通コスト負
担軽減事業においては、航空会社の運賃体系に沿った
形で運用を行っているため、同じ小学校６年生であっ
ても12歳は大人運賃、12歳未満は小児運賃を適用し
ております。そのため、負担額に差が生じているとこ
ろであり、小学校６年生の小児運賃の適用について、
現在対応を検討しているところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　運賃規定の年齢による旅費の取
扱いは、やはり民間業者、また法律によって決められ
ていると思うんですけれども、この差額はぜひ県が
しっかりと引き取って支援をしていただきたいという
ふうに考えておりますので、ぜひ検討していただきた
いというふうに思っております。
　次に(2)、離島に住むがん患者等の医療に係る負担
軽減について伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　第４次沖縄県がん対策推進計画では、離島及び僻地
において専門的治療や標準治療を提供できない血液腫
瘍等のがんについては、地域がん診療病院である県立
宮古病院、県立八重山病院とがん診療連携拠点病院と
の連携・役割分担により対応できる体制を整えること
としております。なお、治療内容によっては本島の専
門医療機関へ紹介となることもあるので、県はその際
の渡航費等に対する補助事業を実施しているところで
す。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　付添いの費用など、本当にがん
患者の家族の皆さん方は大変なところであります。そ
れなので、助成対象外の経費が負担となっているとこ
ろであります。その支援をぜひ検討していただきたい
ということと、また、血液がん患者については渡航が
困難であり、血液専門医及び腫瘍内科医の常駐、それ
と無菌室の設置等の医療環境を基幹病院である県立宮
古病院に整備していただきたいというふうに考えてお
りますけれども、それに対する意見をお伺いしたいと
思います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。

　まず、最初の御質問の付添人等に関する補助の拡充
につきまして、これは沖縄県と離島市町村で常時話合
いを持っていまして、必要な拡充の内容について検討
をし、全ての市町村で必要ということがあれば今まで
も拡充しているところですので、引き続き検討したい
と思います。
　それから、各病院における無菌室等の設置につきま
しては、県立宮古病院、県立八重山病院等の状況もご
ざいますので、現在は県立宮古病院については、県立
中部病院から月に１回、八重山病院についても同じく
中部病院のほうから月に２回、腫瘍・血液内科医が派
遣をされ、そこで診療、薬物療法あるいは相談等を実
施しているという状況でございますので、これは県立
病院のほうとも相談をしながら拡充が可能かどうかと
いうことについては、引き続き検討していきたいと思
います。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　やはりつらい思いをしている患
者さんの意見をしっかりと受け入れて対策を取ってい
ただきたいというふうに思っております。
　次に５、観光・環境・経済暮らしについてでありま
す。
　(1)、県内宅地価格、特に宮古地区における上昇は
顕著であります。その要因と島の経済における影響を
どのように捉えているのか伺いいたします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　宮古島を含む本県の宅地等の
地価上昇は、観光需要の増加など、回復の動きを強め
る県経済の動向と先行きへの期待感、堅調な土地需要
等の反映というふうに考えております。一方で、急激
な地価の上昇は、県民生活における負担増や事業コス
トの増加につながる場合があることに注意が必要であ
るというふうに認識しております。
　県としまては、引き続き土地価格動向の推移や土地
取引状況等を注視し、適切に対応してまいりたいと考
えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　現在、宮古島における地価の高
騰は、もう異常であります。そして、地価の高騰に
伴って建築単価も上昇しております。これでは、宮古
島の企業で働く若い人たちの給料では、自分の家を建
てられなくなるといったことがもう発生しておりま
す。そこで、県有団地のストック整備計画の見直しに
よる団地増設、それと県有地の宅地造成販売事業等を
検討することはできないのかということをお伺いした
いと思いますけれども、どうでしょうか。
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○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　宮古島地域における住宅行政の在り方等につきまし
ては、議員御指摘の問題点等も含めて宮古島市と一体
となって検討してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　県としては、具体的な対策をぜ
ひ示していただきたいというふうに考えております。
　次に(2)、赤土等流出防止対策について伺います。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　河川や海に流出しました赤土等は、水生生物やサン
ゴ礁生態系等に影響を及ぼします。また、漁業や観光
業への影響も懸念されるところであります。
　環境部におきましては、条例に基づく届出・通知の
審査や事業現場の立入調査、監視パトロール等を実施
しまして、流出防止対策を適切に講ずるよう指導等を
行っております。また、海域の赤土等堆積状況調査や
陸域の流出源調査、意識向上を図るための出前講座等
も行っております。こうした取組の結果、県全域の年
間赤土等流出量は、条例施行前と比較すると大幅に減
少しているところでございます。
　以上です。
○下地　康教 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　農地からの赤土等流出防止対策については、土木的
対策、営農的対策があり、その両面から総合的に取り
組む必要があります。土木的対策としましては、水質
保全対策事業などにより圃場の勾配抑制や沈砂池等の
整備を行っております。営農的対策としましては、一
括交付金による赤土等流出防止営農対策促進事業によ
り重点監視地域を中心として農業環境コーディネー
ターを育成し、地域農家に対する緑肥作物の栽培、グ
リーンベルトの設置、心土破砕などの普及を行ってお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。

○下地　康教  議員　赤土等流出防止対策に関して
は、今までも非常に重要な問題となっていて、その的
確な確固たる対応がなかなか取りづらいというところ
でありますけれども、しっかりと対応していただきた
いというふうに思っております。
　それと最後に、地位協定に対する捉え方、それと歴
史的な背景、そういったものをしっかりと県民に分か
りやすく伝えながら、具体的にその戦略を提示してい
ただきたいというふうに思っております。
　以上です。どうもありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時32分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣　新議員。
　　　〔新垣　新　議員登壇〕
○新垣　　新 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　１、教育行政について。
　(1)、教員のメンタルヘルス対策について、対策と
取組をお聞かせください。
　(2)、高校生のＧＩＧＡスクールにおける学習アプ
リの導入について、家計の負担軽減を行っていただき
たいとのことですが、見解を求めます。
　(3)、小中学校の給食費無償化について、進捗状況
をお聞かせください。
　(4)、中高生の通学におけるバス無料化の進捗状況
をお聞かせください。
　２、医療行政について。
　民間病院における研修医のニーズや医師不足が生じ
ている。改善すべきと考えますが、県の見解を求めま
す。
　３、国連機関の誘致について。
　令和６年６月定例会でも質問しましたが、国との連
携や課題等の進捗状況はどうなっていますか。見解を
求めます。
　４、農林水産行政について。
　(1)、物価高騰で和牛農家の経営は依然苦しい状況
でありますが、さらなる和牛農家に対する支援を行う
べきと考えますが、見解を求めます。
　(2)、これ度重なる質問を行ってきました。私が瞬
間冷凍、瞬間冷凍という質問をしてきましたが、この
問題等において、冷蔵庫でもない、冷凍庫でもない、
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新たな食品技術が出ています。県民の皆様、ＺＥＲＯ
ＣＯというものがユーチューブで出ています。今世界
が注目している技術でございます。新たに日本から誕
生しました。
　そこで質問を行います。
　ア、県はＺＥＲＯＣＯ視察を行いましたが、ＺＥＲ
ＯＣＯのメリットをお聞かせください。
　イ、もうかる農業、漁業並びに防災に貢献できる新
たな食品保存ＺＥＲＯＣＯを導入すべきだと考えます
が、県の見解を求めます。
　５、日米地位協定の見直しについて。
　沖縄県民の念願である日米地位協定の見直しに向け
て、玉城知事は石破総理と会談すべきだと強く思いま
すが、知事の見解を求めます。
　６、我が会派の代表質問との関連については、今回
は取下げします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　新垣新議員の御質問にお答えい
たします。
　日米地位協定の見直しについて、石破総理との会談
についてお答えいたします。
　沖縄では復帰以降も米軍人等による事件・事故が繰
り返し発生し、その対応をめぐっての問題も度々発生
しております。沖縄国際大学へのヘリ墜落事故等の航
空機事故における事故現場への立入り規制や米軍人に
よる事件における捜査の制限、米軍基地内での環境調
査のための立入り制限等、日米地位協定に起因する
様々な問題があるため、このような状況を解決するこ
とは重要であると考えております。石破総理は、昭和
35年に締結されて以来、64年間一度も改定されてい
ない日米地位協定の改定に取り組む考えを示していた
だいていることから、沖縄県の考えを直接説明したい
と考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　１、教育行政についての中の
(1)、教員のメンタルヘルス対策についてお答えいた
します。
　県教育委員会では、県立学校職員に対し、保健ス
タッフの学校訪問による相談対応及び管理職支援の強
化やＩＣＴを活用した相談窓口設置等の取組の充実を
図っております。また、那覇市と連携したモデル事業
において、専門家や民間企業とも協力しながら、教員

向けのオンラインによるセルフケア研修や復職支援体
制の整備など、効果的な取組の研究を昨年度から継続
して行っております。今後、モデル事業の成果と課題
等を各市町村とも共有し、連携強化を図りながら、働
き方改革とメンタルヘルス対策を一体的に推進してま
いります。
　同じく(2)、県立高校におけるオンライン学習アプ
リについてお答えいたします。
　県立高校においては、各学校の教育課程や生徒の実
態に合わせたオンライン学習アプリの導入が進んでき
ております。導入している学校においては各アプリの
特徴を生かし、個別最適な学び等の充実に向け効果的
な活用について研修・研究が進められているところで
す。
　県教育委員会としましては、高校における教科書や
教材等については、原則受益者負担と考えております
が、各学校の取組事例や研究成果を踏まえつつ、国の
動向を注視しながら、県としての支援の在り方につい
て研究してまいります。
　同じく(3)、学校給食費無償化についてお答えいた
します。
　学校給食費無償化につきましては、６月の第１回市
町村説明会後に行ったアンケートやヒアリングを踏ま
え、９月の第２回市町村説明会において、補助対象経
費や上限額等の制度設計について意見交換を行ったと
ころであります。現在、県の予算編成に向けて、各市
町村の令和７年度要望額の調査を行っているところで
あり、市町村とのさらなる調整を踏まえ、令和７年１
月末までに補助金交付要綱を策定し、同年４月からの
実施に向けて取り組んでまいります。今後の拡充につ
きましては、その効果検証や国の無償化制度の動向等
を踏まえ検討してまいります。
　同じく(4)、バス通学等の無料化についてお答えい
たします。
　県は、令和２年度から子どもの貧困対策として、高
校生のバス・モノレール通学費無料化を実施したとこ
ろです。これまで通学区域が全県域の中学校及び要件
を満たすフリースクールの生徒にも支援を拡大し、令
和５年度には約5200名を認定しております。また、
令和５年度からは、高額通学費が原因で進学等を断念
することがないよう中間所得層までの生徒の通学費の
一部補助を開始しております。制度のさらなる拡充に
ついては、持続可能な支援の在り方を引き続き検討し
てまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
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　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　２、医療行政につい
ての民間病院等における臨床研修医確保及び医師不足
についてお答えします。
　国においては、医師多数県から医師少数県へ臨床研
修医や各県の医学部地域枠定員等を移行している中、
沖縄県内の公的、民間病院では臨床研修医が減少して
いることは認識しております。県では、臨床研修医増
に向け、令和６年７月に知事が各臨床研修病院の代表
と共に厚生労働大臣宛てに臨床研修募集定員上限に係
る要請を行ってまいりました。また、将来の医師確保
に向け、地域枠制度の拡充についても、地域医療対策
協議会において、引き続き協議してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　３、国連機関の誘致について
の中の(1)、国連機関の誘致についてお答えいたしま
す。
　県では、これまで国際機関の誘致に向けて、国連機
関等の現地調査、国内で誘致に成功した機関や自治体
の訪問調査等に取り組んでまいりました。外務省沖縄
事務所とも国連機関などの誘致について意見交換を行
い、一般論として、まずは国連機関等の関係者との意
見交換や関係者による講演等の機会を探ることを通
し、長期的な視点で協力関係を築いていくことが重要
ではないかとの御意見をいただいたところです。引き
続き市町村とも連携、情報共有を図りつつ、課題の整
理や誘致の可能性がある機関の検討をしてまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　４、農林水産行政につい
ての(1)、和牛農家に対する支援についてお答えいた
します。
　国及び県では、肉用子牛価格安定対策として、畜産
農家に対し支援を行っており、令和５年度事業実績を
基に試算すると、母牛30頭規模の畜産農家への支援
額は約190万円となります。また、県では、経営が厳
しい畜産農家の様々な相談に対応するため、相談窓口
を設置し、肉用牛経営緊急サポート体制の強化に努め
るとともに、制度資金の利子補給等に取り組んでおり
ます。加えて、県内金融機関へ返済期間延長等の配慮
を求める文書を発出し、意見交換を行っております。
引き続き、畜産農家の経営安定に努めてまいります。

　同じく４の(2)のア及び４の(2)のイ、新たな食品
保存ＺＥＲＯＣＯの導入についてお答えいたします。
４の(2)のアと４の(2)のイは関連しますので、一括
してお答えいたします。
　ＺＥＲＯＣＯにつきましては、温度約０度、湿度
100％弱の環境をつくり出すことにより、長期の鮮度
保持を図ることが可能となる新たな技術であると認識
しております。ＺＥＲＯＣＯを含む鮮度保持施設の導
入には、売上規模や主要品目の見通し、販売先の確保
など十分な内容の検討や関係機関との調整が必要とな
ります。
　県としましては、実用可能な技術について、引き続
き関係機関と情報交換し、県産農産物流通の高度化に
つなげてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　質問の途中ではありますが、時間
の都合もありますので、新垣新議員の再質問は午後に
回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午後１時15分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣新議員の再質問を行います。
　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　再質問を行います。
　１、教育行政について、教育長に質問いたします。
　(1)の教員のメンタルヘルス対策について、改めて
質問を行います。
　今、体調面で苦しんでいる県教員の方々は、大体何
名いらっしゃいますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時16分休憩
　　　午後１時16分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　精神性疾患による病気休職者の
数でありますけれども、令和５年度については268人
となっておりまして、令和４年度229人ですので、39
人増加しているという状況になっております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　これだけ体調が厳しい教員が増
えている。教員がいないと子どもたちに学問を教える
機会ができない。この状況と代わりになる補充―助
手的な教員はどういう体制になっていますか。伺いま
す。
○中川京貴 議長　教育長。
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○半嶺　満 教育長　教職員が病休等を取った場合、
学校現場にその教員がいなくなりますので、その代わ
りとして代替教員の配置と臨時的任用教員の配置等を
行っているところであります。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　この問題においては、非常に深
刻な問題で、県と那覇市はこの教員に対するメンタル
対策を行っている。この県と那覇市の実績と成果をど
のように県は受け止めていますか。伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今議員御指摘のとおり、国の委
託を受けまして、各教育委員会において専門家や民間
企業と協力しながら病気休職の原因分析、あるいはメ
ンタルヘルス対策及び労働安全衛生管理体制の活用に
関するモデル事業を実証しておりまして、今現在、沖
縄県と那覇市が連携をして取り組んでいるところであ
ります。内容としましては、教員のメンタルヘルス不
調の要因、メンタルヘルス対策等について、校長ある
いは全教職員等にアンケートを取ったり、その分析を
行っているところであります。そういった取組を今現
在進めているところであります。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　分かる範囲でお聞かせいただき
たいんですけど、県と那覇市は財源等、国から補助等
をいただいているということを聞いているんですけ
ど、いかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　この事業につきましては、国の
委託事業でありまして、国から沖縄県に委託している
委託料につきましては1180万3166円。また、これは
沖縄県が委託を受けてさらに那覇市に委託をしている
ところでありますので、沖縄県から那覇市に委託して
いる金額につきましては1162万262円となっており
ます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　那覇市のこのモデルを沖縄県も
導入を検討していただいて―教員のメンタル、特に
教員が今50代からこのような形で体調が思わしくな
いという深刻な問題になっているんですけど、その問
題において、県教育委員会も那覇市と同様の状況等を
モデルにして行っていくことはいかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　まず、県においては、これまでも予防事業―教職
員のメンタルヘルスの対策としまして、予防事業、相
談事業、あるいは療養・復職等支援を行っておりま

す。今回の那覇市との連携については、さらに県が今
取り組んでおりますけれども、各市町村においても
しっかりとメンタルヘルス対策の取組を進めていかな
いといけないということで、そのモデルとなる事業と
して取り組んでいるところでありますので、我々県と
して今取り組んでいる取組に加えまして、那覇市と連
携して取り組んでいる事業内容の成果についても共有
しながらしっかり進めていきたいと思っております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　市町村においては、小学校・中
学校がメインになってきます。沖縄県においては、高
校。今、お話を聞くと、令和５年で268名、令和４年
で229名、約500名近くがこのような状況に、県の高
校の教員の体調が思わしくないと。やはり急いで、メ
ンタルヘルス対策を民間と共に県も早急に取り組んで
いただきたいんですけど、いかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今取り組んでおります那覇市と
連携している事業については、しっかりと民間の事業
者等にも委託をして、まず那覇市において取り組んで
いるところでありますので、しっかりその民間事業者
の様々な知見等も活用しながら取り組んでいきたいと
思っております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　この問題について、今文教厚生
委員会に請願書が出ています。これは非常に深刻な問
題と私は受け止めていますので、ぜひ那覇市の行って
いるモデルを県としても参考に導入していただいて頑
張っていただきますよう強くお願い申し上げます。
　続きまして(2)、高校生のＧＩＧＡスクールにおけ
る学習アプリです。
　先ほど、国の動向を注視しながら支援の在り方を研
究していきたいという答弁をいただきました。みんな
がみんな親が裕福ではない。この問題等においてソフ
ト交付金が活用できないか、あるいは貧困対策として
このアプリに対して活用できないか、導入していただ
けないか、改めて国との調整が求められますが、この
件について早急にこの問題に教育委員会に取り組んで
いただきたいんですけど、いかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今、このオンライン学習アプリ
については、議員御指摘のとおり、ＧＩＧＡスクール
構想によって１人１台端末が配備されて、その学習ア
プリの活用も進んでいるところであります。そのアプ
リにつきましては、活用することによって児童生徒の
習熟度に合った学習を提供できるという非常にメリッ
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トがあるというふうに考えております。このアプリの
導入予算等の件につきましては、答弁で申し上げまし
たが、基本的に教科書や教材と同様でありますので、
原則受益者負担となっているところでありますが、今
後、御指摘のありましたソフト交付金等の活用につき
ましても―他県でも今同じ状況がございますので、
それも踏まえましてどういったことができるのか今後
研究していきたいというふうに思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　研究していきたいという前向き
な答弁、本当にありがとうございます。しかしなが
ら、他県は他県、沖縄県は沖縄県で、みんながみんな
裕福ではないんですね。改めて教育長の見解と、また
知事、このアプリの問題において、やはり次年度、令
和７年度、急いでこれを貧困対策として取り組んでい
ただきたいんですけど、教育長と知事の見解を伺いた
いと思います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほど申し上げましたが、ソフ
ト交付金の活用についても今後研究していきたいと思
いますが、他県でも同様の状況がありまして、今現在
その予算等の要求につきましては、全国都道府県教育
長協議会を通じて国にこの学習用ソフト等の整備につ
いて必要な財源措置を講じるよう要請しているところ
でありますので、そういったことも進めながらどう
いった支援ができるのか検討していきたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　子どもたちの学びの環境を―
いわゆる何ていうんでしょう、より差別のない形で誰
もが受けられるようなそういうアプリを導入する、活
用するなど、いわゆる個別最適な学びの充実はやはり
欠かせないものというように考えております。先ほど
来、教育長から答弁がありますように、今後の様々な
その事例研究と併せて必要に応じて県としてもまた協
議をしていきたいというように思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　知事、教育長、ありがとうござ
います。
　実は、これ文教厚生委員会に陳情として上がってい
ます。高校生におけるＰＴＡの総意として、今部活で
もなかなか野球のグローブを買ってあげることもでき
ない。また、こういった負担、負担で物価高騰もあっ
て非常に苦しい。さらに沖縄は他県と違って所得が低
いと、そういった問題、状況があるもんですから、だ
から私はこれに一括交付金を使えないかということを

聞いているんです。親の負担軽減を兼ねて。ぜひ成果
が出るよう、知事、教育長をはじめ頑張っていただき
たいということを強く要望いたします。これは自民党
県連も一緒になってこの問題、貧困対策の一環として
頑張って取り組んでいきます。
　続きまして、(3)の小中学校の給食費無償化につい
て、進捗状況なんですけど、これは知事の公約で、無
償化に向けて実現のめどをまず伺いたいと思います。
小中学校の給食費完全無償化、いつですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　答弁でもお答えをいたしました
が、今現在、その制度設計に向けて市町村との説明会
を持ち、意見交換を行いながら進めているところであ
りますが、まず県としての方針、全ての市町村を対象
に中学生の２分の１の給食費の補助をしていくという
ような方針を立てておりますので、まずその実現に向
けてしっかりと今制度設計を行っているところであり
ます。今現在、予算編成に向けて市町村の要望額を調
整しておりますので、しっかりとそれをまとめまし
て、また１月には交付金要綱を策定しまして、来年度
４月に向けて取り組んでいきたいと、実施に向けて取
り組んでいきたいと思っております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　既に小中学校の無償化ができて
いる市町村もあると思います。そこは喜ぶと思いま
す。県が負担金を出してくれるから。しかしながら、
ないところはどうするかと、今市町村から早急過ぎる
という懸念の声も教育委員会、教育庁にダイレクトに
市町村の声が届いていると思うんですけど。
　改めて伺います。
　完全無償化のめどは、いまだ見通しが見えないとい
うことで理解してよろしいですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まずは、今出している方針の内
容をしっかりと取り組んでいきたいというふうに考え
ております。また、やはり今後の拡充につきまして
は、その効果検証あるいは国の今無償化に向けた様々
な動きがありますので、その動向を注視しながら検討
していきたいと思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　知事、伺います。
　これ知事公約です。知事の公約、思い事。そして
今、徐々に段階を踏んで進んでいこうと、中学校から
給食費の補助をしていこうという中で、知事、この問
題等において、知事自身、この予算等どういう考えで
教育委員会と向き合って、完全無償化に向けためど。



- 190 -

今、教育長からは国の動向もとあるんですけど、国も
去る総裁選挙の中でこの無償化という議論も上がって
いました。その中で、もし国が予算をつけなかった場
合、沖縄県が単独でつけないといけない、これ知事公
約だから。そこら辺に対する責任というのはどう考え
ていますか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　学校給食費の無償化に向けまし
ては、るる教育長から説明がありますとおり、市町村
と調整を進めて、令和７年４月から中学生の２分の１
相当分をまず県が補助をするという方向性で段階的な
スタートの第一歩であります。ですから、国において
も、様々な教育の無償化について今議論が行われてお
りまして、それによってどのような予算計上がなされ
るかということは非常に我々も注目をしているところ
であります。ですから、国の動向等も注視をしなが
ら、さらにまたこの拡充についても来年４月以降の効
果なども検証しながら、るる検討を進めていきたいと
いうように思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新  議員　政府は自民党・公明党ですか
ら、そこは早く予算をつけてくれたらうれしい。しか
しながら６年間、これを期待した声もあるということ
も、知事、受け止めていただきたいなと強く申し上げ
ます。
　重ねて、中高生の通学におけるバス完全無料化のめ
どをまずお聞かせください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　この無償化の取組につきまして
は、県としまして令和２年度から子どもの貧困対策と
して、まず低所得世帯等の高校生を対象にバス・モノ
レール通学費の無料化を実施しているところでありま
して、令和５年度からは高額通学費を負担する中間所
得層への一部補助を開始したところでありまして、段
階的にその拡充を図ってきたところであります。今後
の拡充につきましては、この持続可能な制度となるこ
とを念頭にしまして、予算規模や財源の在り方等を含
め、実施方法についても引き続き検討を重ねてまいり
たいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　段階的に努力していくという形
を受け止めます。
　そこで伺います。
　国が経済対策の一環として、地方創生交付金等がこ
れから経済対策として来ます。そこで改めて中高生の
通学に対する完全無料化を行っていただきたいんです

よ。これから入ってきます。それを、まずここに、親
の負担軽減も兼ねて予算をつけてほしいんですよ。原
資は国。これを完全無料化につなげていく。それを実
行していただきたいんですけど、まずは教育長の意見
を聞いて、知事の答弁を伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほども申し上げましたが、今
後の拡充につきましては、予算規模、財源の在り方、
今議員のほうから御提案もありましたが、国の動向
等、そういった動きもありましたらその辺も注視しな
がら段階的に検討していきたいというふうに考えてい
るところであります。しっかりと実施方法についても
検討を重ねてまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　現在、国のほうで補正予算の
編成作業が本格化しているというふうな話も伺ってお
ります。地方創生交付金の倍増とかそういう報道もな
されております。今後、国のほうから示されるその交
付金の交付対象、そういったものを確認しながら、有
意義に活用をさせていただきたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ぜひ地方創生交付金が入ってき
た場合、親の負担軽減―もう苦しいと、今物価高騰
で厳しいとよく意見があるんです。早急に取り組んで
いただくよう強く求めます。
　続きまして２、医療行政について。
　先ほど、医療協議会で諮っていくということを伺っ
たんですけど、この医療協議会は次いつやりますか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　先ほど申し上げまし
た医療協議会、医療法に基づく沖縄県地域医療対策協
議会ということで、都道府県における医師確保対策の
具体的な実施に係る関係者間の協議調整を行う場でご
ざいます。その初期臨床研修医あるいは地域枠の学
生、卒業生の派遣等についても具体的に話し合いま
す。年間おおむね３回ほど行う予定ですので、今年度
は今２回目が11月または12月になるのではないかと
予想していまして、今年度も３回行われる予定となっ
ています。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ぜひ11月か12月の２回目の医療
対策協議会でこれを諮っていただきますよう、ぜひ強
くお願いを申し上げます。頑張っていただきたいと思
います。
　続きまして３、国連機関の誘致。
　玉城県政になって、国及び外務省との連携をお聞か
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せください。先ほど、外務省沖縄事務所に行ったと。
なぜ本丸である外務省に行かなかったのか。玉城県政
になってなぜ本丸である国の外務省に意見交換、要請
等― 一緒にこういった大きなこのプロジェクトを
やっていこうという姿勢が見えない。私自身もこの玉
城県政になってチェックはしているんですけど、なぜ
これだけ約11年、沖縄21世紀ビジョンを掲げてこん
なに遅いのかと、期待していると。なぜこういう形な
んですか、伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県ではこれまで国連機関を含
む国際機関等の誘致に向けて様々な調査、それから訪
問調査なども実施してまいりました。外務省本省との
意見交換というのはまだ行っておりませんが、まずは
先日、外務省沖縄事務所のほうに出向いて、そういう
意見交換もさせていただいております。その際、いた
だいた意見として、やっぱり長期的な協力関係、そう
いったものを構築する必要があるのではないかという
ふうな意見もいただきました。少し時間がかかる取組
ではありますが、引き続き取組を進めてまいりたいと
考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　主体性ですよ。国連は幅広いで
す。いろんな事業をやっています。何と何をやりたい
という主体性をしっかりして行わないと、国も対応で
きないですよ。沖縄県がやりたいというニーズ、そし
て市町村も県がしっかりしないと、どういう形で―
誘致活動もできない。その中で私は聞きたいんですけ
ど、知事にまず伺いたいんですけど、もうこれは推進
室をつくるべきだと思うんですよ。この国連誘致に対
する形で推進室を。知事、改めて伺いたいんです。こ
れ知事です。このぐらいやらないと遅い。県民は期待
している。どうですか、知事。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　先ほど御案内したとおり、
様々な調査を行っております。企画部においても10
年近く取組をしておりますので、その辺の知見が蓄積
されている部分もございます。少しデータ自体をアッ
プデートしないといけない部分もございますが、引き
続き蓄積された知見を活用しながら関係部局とも連携
を図って取組を進めてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　こんな理解できる同じ答弁ばか
りじゃなくて、推進室をまずつくる。主体性は何をし
たい。そこで国、外務省と連携を取る。そして市町村
では誘致合戦が始まっていく。こういう体制ができな

いと盛り上がらないんですよ。機運も高まらないんで
すよ。だから私は聞いているんですよ、知事。どうで
すか、知事。もうこれ部長では限界があるんですよ。
知事は公約を打っている。ましてや知事は国会議員も
経験している。世界各国を見ている、知事も。その件
に関してどうですか。推進室をまずつくりましょう
よ、知事。やる気が伝わらない。もう11年目です、
これ。どうですか、知事。伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県では、外務省沖縄事務所
とも国連機関などの誘致について意見交換を行ってお
りますし、また様々なこれまで国際機関の誘致に成功
している、そういう自治体との情報共有もさせていた
だきたいということで調査に取り組んでおります。引
き続き、鋭意そのような強い気持ちで誘致に向けて取
り組めるよう進めていきたいと思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　もう平行線になるかもしれませ
んけど、辺野古の問題等においたらば、優秀なぐらい
熱意がある。この問題においては何か熱意が感じられ
ない。ぜひ頑張っていただくよう強く求めます。
　続きまして４、農林水産行政について。
　(2)ＺＥＲＯＣＯ導入について、先ほど関係機関と
の情報交換、協議等しながら検討していきたいという
答弁をいただきました。
　そこで伺います。
　このＺＥＲＯＣＯ導入ですが、もう北海道で実証実
験をやっています。沖縄の農家の所得を上げるために
は、やはりもう今の段階ではＺＥＲＯＣＯしかない。
この実証モデルを、北海道と同様に沖縄県の農業試験
場でこの実証実験を行って、農家の所得がどのくらい
上がるかというモデルケースを見ようではありません
か。部長、答弁を求めます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　ＺＥＲＯＣＯにつきましては、温度約０度、そして
湿度100％弱の環境をつくり出すことで、長期の鮮度
保持を図ることが可能となっている技術ということで
認識しております。農業研究センターでは、多様な
ニーズに対応するフードバリューチェーンの強化を図
るため、ゴーヤーやマンゴーなどの鮮度保持技術の開
発や輸送技術の検証を行っているところであります。
　県としましては、ＺＥＲＯＣＯを含む様々な鮮度保
持技術に関する情報や知見の収集に努め、引き続き生
産団体等の要望も踏まえ、戦略的な販路拡大と加工販
売機能の強化につながる試験研究を実施してまいりた
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いと思います。
　以上でございます。
○新垣　　新 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、鮮度保持に関する研究として、経済性とか
汎用性を考慮した上で品目ごとの特性に応じた適切な
温度や湿度、期間などの研究を農業研究センターのほ
うでしております。鮮度保持に関する技術は日々進歩
していることから、引き続きＺＥＲＯＣＯを含む様々
な鮮度保持技術に関する情報や知見の収集に努めてま
いりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　分かりました。
　続いて(1)、和牛農家に対する支援。
　代表質問、我が会派の議員からも質問がありまし
た。これから国の大型補正予算による地方創生交付金
等で和牛農家に対するさらなる支援を行っていただき
たいんですけど、ぜひこれ知事、この国から入ってく
る交付金等を和牛農家に支援していただきたいんです
けど、知事の見解を求めたいと思います。悲鳴がまだ
まだあります。お願いします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、畜産農家の経営状況が厳しい
ことは認識しております。県では畜産農家の経営安定
を図るため、配合飼料購入費の補助拡充、子牛競り価
格下落に対する補助拡充に加え、優良繁殖雌牛更新に
係る支援について、本年６月議会において17億8000
万円を予算措置したところであります。また、県や沖
縄県畜産振興公社等関係団体による肉用牛経営サポー
ト体制の強化、県内金融機関へ返済期間延長等の配慮
を求める文書の発出など様々な支援に取り組んでおり
ます。あわせて、本年８月に照屋副知事がＪＡなどと
共に国に対して本県の実情に即した支援制度の拡充や
農家経営の安定を継続させるための支援措置を要望し
たところであります。引き続き、重点支援地方交付金
を含む国の補正予算など、国の動向を注視しながら関
係団体と連携し、農業者の経営安定にしっかり取り組
んでまいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。

○新垣　　新 議員　分かりました。
　ぜひ交付金等が入ったら速やかに、早急に支援して
いただきますよう強く求めます。
　５、日米地位協定に移らせていただきます。
　まず、知事に伺います。
　日米地位協定があるということは、日米安保が前提
であります。知事は日米安全保障、日米同盟、賛成で
すか、反対の立場ですか。まず伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　沖縄県としましては、日米
安全保障条約に基づく日米安保体制が、我が国及び東
アジアの平和と安定に寄与しているものと承知してお
ります。
　以上です。
○新垣　　新 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時44分休憩
　　　午後１時44分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　公室長から答弁をさせていただ
いておりますけれども、日米安全保障体制は、我が国
の東アジアにおける安定と平和に寄与しているものと
いうように理解をしています。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ですから知事、賛成ですか、反
対ですか。これは誰でも言えることです。まず伺いた
いと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　寄与しているということを理解
している立場ですから、賛成の立場です。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　分かりました。
　知事、日米地位協定のどの部分を見直しに向けてこ
れから石破総理と会談に臨むんですか、伺います。日
米地位協定、28条まであります。どの部分を見直し
に向けて要請していくのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　具体的に総理との面談等が
決まっているわけでもなく、その内容もまだ決まって
おりませんので、具体的にどこをというふうなことは
なかなか申し上げられないんですけれども、我々が平
成29年に要請を行った際には11項目の要請を行って
いるというところでございます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新  議員　この分野において、知事に
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ちょっと見解を伺いたいんですけど、石破総理と会う
ときにちょっとお願いしたいんですけど、辺野古の問
題は会談のときに言わないで、地位協定だけ意見交
換、会談をなされていただきたいんです。知事、もう
辺野古の問題ははっきり裁判でも負けています。沖縄
県、敗訴しています。もう門前払いみたいな形で蒸し
返すような議論になるんですね。県民が今望んでいる
地位協定の見直しは、もう本当に念願なんですよ。そ
の件に関して地位協定だけ会談していただきたいんで
すけど、改めて伺います。知事です。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　石破総理との会談はまだ具体的
にスケジュール等決まっているわけではありません。
なおかつ、石破総理にどのような意見を述べさせてい
ただくかということはこれから詰めていきたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　これは、知事から会談の申入れ
をするのか、石破総理から来るのか。知事はどういう
スタンスで石破総理との会談―もう近々されるのは
分かっているんです。知事からこの会談を要請してい
くのか、石破総理から来るのを待っているのか。この
アポイントの判断と、この会談の中身を伺いたいと思
います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　時期等についてはこちらから申
し入れるタイミングを待って要望させていただきたい
と思いますし、またどのような内容でお話を伺うかと
いうことについても鋭意検討していきたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ぜひこの会談が―確かに今ま
で運用改善で事件・事故等が処理されてきた。やは
り、日本の法律でそういった問題等を主権国家として
裁けるのが県民の念願であると思います。そこにおい
て、知事、今地位協定で強調したいという部分―
28項目ありますので、どの部分を強調したいんです
か。知事に伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　まず我々は、地位協定の改定項
目11項目を要望させていただいておりますので、そ
れを中心に行っていきたいと思います。ですから、よ
り具体的にはどのような形でその中から抽出をするの
か、広げていくのか検討していきたいと思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ぜひ、この日米地位協定の見直

しにおいては、多くの県民が念願と思っていますの
で、知事、よい会談ができるよう期待をしています。
　以上で質問を終わります。ありがとうございまし
た。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時49分休憩
　　　午後１時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　徳田将仁議員。
　　　〔徳田将仁　議員登壇〕
○徳田　将仁 議員　皆さん、こんにちは。
　沖縄自民党・無所属の会、徳田将仁です。
　それでは通告に従って、一般質問を始めたいと思い
ます。
　１、国道507号整備について。
　(1)、工事が進まない箇所に東風平中学校前交差点
付近があります。朝夕の交通渋滞と学校に通学する児
童生徒の安全性の確保に問題があり、早めに工事をす
べき箇所だと思います。東風平中学校前周辺の整備工
事の状況を伺いたい。
　(2)、２度の事業完了工期の延長が行われていま
す。現工期で事業完了が可能なのか。具志頭交差点ま
での整備進捗、今後の年度ごとの事業計画を示してい
ただきたい。
　２、県立向陽高校における中学校併設について。
　(1)、県教育委員会では、北部に県立桜中学校、中
部に県立与勝緑が丘中学校、県立球陽中学校、南部に
県立開邦中学校を創設してきました。そのうちの開邦
中学校に進学している生徒数の内訳、入学前の那覇教
育事務所管内と島尻教育事務所管内の児童数、これま
での受験倍率、中学校体育連盟や中学校文化連盟はど
この教育事務所が管轄となっているか伺いたい。
　(2)、開邦中学校は2016年に創設されて、旧帝国大
学や難関私立大学等の入学実績があると聞いているが
その内容をお聞きしたい。
　(3)、向陽高校に向陽中学校を開設するには、開邦
中学校や球陽中学校の動向を見て判断すると県教育委
員会は言っていたと思うが、現在の状況、向陽中学校
の開設の可能性についてお聞きしたい。
　３、住宅ストック活用市町村助成支援事業につい
て。
　(1)、沖縄県住宅ストック活用市町村助成支援事業
補助金交付要綱では、令和７年度までしか記載がない
が、令和８年度以降も継続して実施市町村へ補助金交
付をしていくのか。
　(2)、補助率についても２分の１から５分の１へ



- 194 -

年々低下しているが、補助率を上げる考えはあるの
か。
　４、県道糸満与那原線バイパスの進捗状況につい
て。
　(1)、６月議会で言っていた地元自治体との意見交
換は行ったのか。またその結果は。
　(2)、地元自治体との意見交換で理解が得られれ
ば、早期事業化ができるのか。
　５、大型ＭＩＣＥ施設整備について。
　(1)、今回、入札公告により参加企業を募集した結
果、期限までに参加表明が提出されなかったが、その
原因または理由は何か。また沖縄県としては今回の結
果をどのように受け止めたのか。
　(2)、今回の結果を受け、どのように対応すること
としているのか。物価高騰など社会状況もどんどん変
化している中で早期実施が必要であると考えるが、再
度入札公告をするのであれば、いつ、どのような内容
で再度入札公告を実施する予定なのか。
　(3)、可能性として、再度入札公告をかけた結果、
今回と同様な結果となった場合は、どのように事業を
推進していくのか。修正をかけて何回でも入札を行う
のか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　徳田将仁議員の御質問にお答え
いたします。
　大型ＭＩＣＥ施設整備についての御質問の中の５の
(2)及び５の(3)、再度の入札公告についてお答えい
たします。５の(2)と５の(3)は関連しますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設整備の再度の入札公告に向けて
は、事業者への聞き取り、ＭＩＣＥ需要調査等を行っ
た上で、有識者で構成する委員会で事業手法、事業範
囲、事業効果、ホテルの整備手法等を検証し、可能な
限り早期の入札公告を目指してまいります。
　沖縄県としましては、新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画において、大型ＭＩＣＥ施設の整備とＭＩＣＥ
を中心とした魅力あるまちづくりを推進することとし
ており、県経済の活性化や産業の振興を図るととも
に、東海岸地域の振興による県土の均衡ある発展につ
なげてまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１の(1)及び１の(2)、国

道507号八重瀬道路の進捗状況等についてお答えいた
します。１の(1)と１の(2)は関連しますので、一括
してお答えします。
　国道507号八重瀬道路の令和５年度末の進捗率は、
事業費ベースで約53％であり、今年度は東風平中学
校前の歩道橋撤去、令和７年度から東風平交差点部の
整備完了に向け取り組むこととしております。具志頭
交差点までの完了時期については、用地取得状況等か
ら現時点で明確にお示しすることが難しい状況であり
ます。引き続き、予算の確保に努めるとともに、八重
瀬町と連携を図りながら、早期整備に向け取り組んで
まいります。
　次に３、住宅ストック活用市町村助成支援事業につ
いての(1)及び(2)、支援事業の継続及び補助率の見
直しについてお答えいたします。３の(1)と３の(2)
は関連しますので、一括してお答えします。
　沖縄県住宅ストック活用市町村助成支援事業は、民
間住宅の省エネ改修、バリアフリー化、耐久性向上工
事などのリフォームへの支援に取り組む市町村に、県
が補助するものであります。本事業は、需要が高く、
実施市町村からの継続要望もあることから、必要性に
ついて県も認識しております。令和８年度以降の継続
及び補助率については、現事業の効果等を検証し、検
討していきたいと考えております。
　次に４の(1)及び(2)、県道糸満与那原線バイパス
の検討状況等についてお答えいたします。４の(1)と
４の(2)は関連しますので、一括してお答えします。
　県道糸満与那原線バイパスについては、これまで検
討したルート案について、去る８月22日に南城市、
同月30日に与那原町と意見交換を行ったところであ
ります。引き続き意見交換を行い、地元自治体の合意
が得られ次第、事業化に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、県立向陽高校における中学
校併設についての中の(1)、開邦中学校の生徒数の内
訳等についてお答えいたします。
　開邦中学校の令和６年度在籍生徒数は、１年80
名、２年79名、３年80名となっております。１年生
80名のうち、那覇教育事務所管内出身の生徒数は48
名、島尻教育事務所管内出身の生徒数は18名となっ
ております。また、入学者選抜の過去３か年分の倍率
については、令和６年度入学者選抜は6.93倍、令和５
年度7.79倍、令和４年度7.50倍となっております。
なお、中学校体育連盟、中学校文化連盟ともに那覇教
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育事務所が所管となっております。
　同じく(2)、開邦中学校内部進学生の進学実績につ
いてお答えいたします。
　県立開邦中学校から開邦高校へ進学した内部進学生
の高校卒業時における難関国立大学への現役合格者数
は、１期生となる令和３年度卒業生は７名、令和４年
度卒業生は４名、令和５年度卒業生は７名となってお
ります。
　県教育委員会としましては、引き続き生徒の学習意
欲の向上を図るとともに、教員の指導力向上のための
支援を行ってまいります。
　同じく(3)、向陽中学校の開設の可能性についてお
答えいたします。
　現在、県内においては併設型中高一貫教育校が４校
あり、特色あるカリキュラムの編成や異年齢集団の交
流など、中高接続のメリットを生かした教育活動を推
進しております。今後の中高一貫教育の拡大について
は、県全体や地域の状況等を踏まえ、既設校の学級増
や新たな学科の設置など、様々な可能性を検討してま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　５、大型ＭＩ
ＣＥ施設整備についての(1)、参加表明が提出されな
かった理由と県の受け止めについてお答えいたしま
す。
　参加表明の受付期間終了後に、建設事業者に聞き取
りを行ったところ、参画意欲はあるものの、資材価格
の高騰、人手不足等の影響から、施設運営事業者及び
ホテル事業者と入札参加グループを組成できなかった
とのことでした。
　県としては、不調となったことは非常に残念ではあ
りますが、引き続き経済の活性化や産業の振興を図る
とともに、東海岸地域の振興による県土の均衡ある発
展に向けて、大型ＭＩＣＥ施設整備を推進してまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時３分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○徳田　将仁 議員　それでは、再質問をさせていた
だきます。
　１、国道507号についての(1)について、再質問さ

せていただきます。
　当該箇所には、旧道及び老朽化した歩道橋がありま
す。先ほど答弁にあったんですけど、歩道橋の撤去は
していただくということで、今年度にやっていただく
ということで答弁を受け取ったつもりではあるんです
けど、この旧道の整備も含めて再度答弁いただきたい
と思います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今年度は、東風平中学校
前の歩道橋の撤去を行います。また、令和７年度から
東風平交差点部の整備完了に向けて取り組むこととし
ているところでございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　ありがとうございます。
　ぜひ、撤去はすぐにでも行ってほしいと思います。
その中学校の前には、バス停留所があります。もとも
と屋根付だったバス停が、この道路拡張に伴って撤去
されました。だから、生徒のみだけじゃなく地域住民
のバス利用者のためにも、元あったとおり屋根付のバ
ス停を設置してほしいと地元からの大きな声があるん
ですけど、その点についてどうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　道路管理者が設置するバ
ス停上屋は、歩行者が道路を安全かつ円滑に通行でき
るようにするため、歩道幅員やバス利用者の状況を踏
まえて設置をしております。当該、東風平中学校前の
バス停上屋につきましては、道路整備の進捗状況を踏
まえ設置に向け検討したいと考えているところでござ
います。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　もともと、そうやってあった場
所ですから、また整備する際には必ずできるようにお
願いしたいと思います。
　続いて、１(2)の再質問をさせてもらいたいんで
すが、過去の沖縄県議会の議事録の中で、平成28年
の第３回定例会の県の答弁で、当時の土木建築部長
から、本事業は「平成20年度から事業着手してお
り、平成27年度末の進捗率は約50％となっておりま
す。」と答弁があります。「東風平三差路において
は、町道学校線の整備とあわせて十字路化を図ること
となっており、県道部分については、今年度から工事
を行うこととしております。今後とも地元の協力を得
ながら平成33年度の完成共用に向け取り組んでまい
ります。」と答弁されています。今僕が言ったのは、
平成27年度で50％、今さっき部長がおっしゃったの
は53％。この９年の間で何で３％しか進んでいない
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のかちょっとお聞きしたいんですけど、この工事が完
了できていない理由というのはどこにあるのか、そし
て今後の計画も見えない。まず誠意ある説明が地元に
なされてないんですよ。一体、いつまで完了時期を延
ばしていくのか。本当に、具体的に次年度はどこをや
りますよとか、そういった丁寧な説明をしてほしいん
ですけど、この事業の遅れ、９年でたった３％、その
理由を説明してください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事業の遅れでございます
が、事業延長が4.2キロメートルと距離が長く、用地
取得に時間を要しているというところが主な理由でご
ざいます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　最初の７年は50％、一気に行っ
たんですよ。八重瀬町も期待しました。その後からの
この９年、３％しか進んでいない。それで、何でです
よという説明もない。ただ延長、延長。今まで本当に
さんざん今までの県議たちも含めていっぱい質問して
きたと思います。このままこの現状が続いたら、八重
瀬町ももうどうしても黙っていられないということ
で、もしかしたら町民大会まで開いていくという地元
の覚悟もあるんですよ。そういった誠意ある説明を
しっかり八重瀬町に、今後早期にやってほしいと思う
んですけど、その点についての答弁ください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道507号八重瀬道路につ
きましては、議員御指摘のとおり事業が遅れている状
況でございます。その遅れている状況、それから今後
の整備計画等につきまして、地元八重瀬町等と協議を
してまいりたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　誠意ある説明しっかりお願いし
ます。
　２の再質問をさせていただきます。２の(3)への再
質問です。
　南風原町や八重瀬町など島尻地区の児童生徒数は増
加傾向にあり、南城市や豊見城市、糸満市、与那原町
を含めた向陽高校、向陽中学校へのニーズはかなりあ
ると考えていますが、県教育委員会ではどのように考
えているか答弁ください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今現在、県内においては４校の
中高一貫教育校がございますが、さらなる今後の中高
一貫教育の推進につきましては、まず考え方としまし
て、既設校の実績や課題、本県の難関大学進学の状

況、関係地域の児童生徒数や中学校への影響等を踏ま
えつつ、全県的な視点から様々な可能性を検討するこ
とが必要であるというふうに考えておりまして、その
方針を踏まえまして、このニーズ等も含めて関係市町
村、教育委員会や向陽高校とも必要に応じて、まずは
意見交換を図ってその状況等を確認していきたいとい
うふうに思っております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　桜中学校の生徒の多くは国頭教
育事務所管轄の小学校から、そして緑が丘中学校と球
陽中学校の生徒の多くは中頭教育事務所管轄の小学校
から、そして開邦中学校の生徒の多くは那覇教育事務
所管轄の小学校から入学してきます。県立向陽中学校
においても、島尻教育事務所管轄の多くの小学校から
入学できるような、県立学校の編成整備計画をお願い
したいと思いますが、いかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　編成整備計画につきましては、
現行の計画は令和４年度から13年度というふうに
なっておりまして、今現在の計画においては、具体的
な計画はございません。次期計画の策定時に、中高一
貫校の今後の在り方として全県的な視点から検討がな
されるというふうに考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　この向陽高校に向陽中学校併設
の議論は、今まで本当に多くの議員から提案があった
と思います。これも昔の議事録から引っ張ってきたん
ですけど、平成27年の県議会第２回定例会でも、県
立開邦中学校及び球陽中学校の両県立中学校での今後
の実績や課題等を踏まえて、向陽中学校については検
討したいと同じような答弁がされているんですよ。そ
して翌年の議会では、教育長から、６年待たずともこ
れは検討していきたいと前向きな答弁があったんです
よ。それからもう９年たっています。さっきも一緒。
さっきの国道507号の整備も一緒。この９年間、沖縄
県に何があったのか分からないんですけど。この子ど
もたちの９年、とっても貴重な９年が、今後の沖縄を
―これはただ一つの学校だけの話じゃありませんの
で、今後の沖縄を牽引していくようなリーダーたちを
育てていく。そしてそういう人材を育成していくこと
で、子どもたちの未来を切り開いていく。そういった
ことがこの国のやっぱり重要な、最重要な課題だと私
は思っています。この地理的にも人口的にもニーズが
あるというのは、もう分かっているんですよ。検証も
何年もされているんですよ。何年もしてきているんで
すけど、もういいかげん、この検討します、検証しま
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す、そこから前進してほしいんですけど、どうです
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　本県の中高一貫教育校は、沖縄
を―今お話があったとおり、牽引する人材の育成、
難関大学等への進学を目的として併設型中高一貫教育
を設置することで進めてまいりました。進学重視型の
中高一貫教育においては、難関大学等への進学を目的
としておりますので、この相応の志願倍率が必要であ
るというふうに考えておりまして、それを踏まえた
ニーズを見通していく。その辺の視点も重要であると
いうふうに思っているところであります。ちなみに、
開邦中、球陽中においては、現在２クラスとなった段
階におきまして、それでもおおむね４倍から６倍とい
うふうになっているところでありますので、やはりこ
の目的を踏まえて、成果等だけではなくてこれまでの
考え方を踏まえて、既設の今ある学校の学級増、新た
なそういった学科改編等、この辺も含めてやはり研究
する必要があるというふうに考えているところです。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　今、この既存の場所の検証をし
ていくという話があったんですけど、だから先ほどか
ら僕が言いたいのは、北部に１つあるでしょう。中部
に２つあるでしょう。南部に１つじゃなくて、那覇・
浦添に１つに今なってないかということで、南部に
造ってほしいという考えなんですよ。今回―ＭＩＣ
Ｅも含めてですけど、そういった検証委員会をつくっ
たりとかするじゃないですか。この向陽高校に対して
の検証委員会というのは、つくったことはあるんです
か。それとも今後つくるとか、そういった前向きな答
弁がほしいんですよ。そういった答弁をください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　議員御指摘のとおり、これまで
様々な質問、御要望等を頂いてまいりました。基本的
に教育委員会の中では、しっかりとその辺については
関係者で情報を共有し検討しているところでありま
す。今後、まずは―今議員からニーズのお話もござ
いました。やはりこの中高一貫校を沖縄県が進めてい
くこの目的も踏まえて本当にニーズがあるのかどう
か、この辺も含めて―先日も実は島尻教育委員会の
ほうに担当者が足を運んでおりますので、しっかりと
まずは向陽高校、当該の市町村教育委員会としっかり
連携を図ってみたいというふうに思っております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁  議員　あまり時間がないので、でも
もっともっと深く追求したいんですけど、とにかく検

証委員会をつくるなり何なり、前に歩いているという
ことをしっかり見せてください。お願いします。
　続いて４の県道糸満与那原線バイパスの進捗状況に
ついて再質問させていただきます。
　６月議会でもこの質問はさせていただきましたが、
地元への説明で―僕は何度も説明しましたけど、こ
の道路、糸満与那原線バイパスは、この場所に糸満ま
での道ができるので協力してくれと言って、港区と
いう地域を分断して協力をしてもらって道を開けま
した。その後、平成21年から何一つ変わらない現状
で、私たちも地元の方々から再三どうなっているのか
とずっと長年言われ続けているんですが、その当初の
約束をただしっかり守ってほしいと訴えているだけな
んですけど、その点についてはどうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　糸満与那原線バイパスの
整備効果等については土木建築部としても重要な道路
であると認識をしているところでございます。現在、
早期事業着手に向けまして、地元と調整を行っている
段階でございまして、地元自治体の理解が得られるよ
う今後とも取り組んでまいりたいと考えているところ
でございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　さっきの部長の答弁でも、何月
何日に話をしましたよと。でも、その結果どうでした
ということがまだ言えない状況。その時点でなかなか
進んでいないのかなと思いますので、それをしっかり
と言えるような状況まで持っていくのが仕事ですの
で、その地元との協議もしっかりとやってほしいで
す。この道路整備の問題は、今回の南城市のコストコ
の件も教訓になっていると思います。あれだけ地元南
城市議会から、そして県議から要請があったのに、道
一つ造れない。造らない。そんなことで県民が納得で
きると思いますか。今後のジャングリアの件もそうで
す。今回の補正にも入れてあるとは思うんですけど、
交通渋滞の予測というのは、誰が考えてもできるんで
すよ。道一つ開ける。車線を増やす。新たな交通機関
を施す。何か一つでも県民に示していただきたい。こ
の糸満与那原線も大型ＭＩＣＥ施設の供用開始までに
早期開通を強く要請したいのですが、どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　糸満与那原線バイパスの
重要性につきましては、先ほど答弁したとおりでござ
います。今後とも早期事業着手に向け取り組んでまい
ります。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
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○徳田　将仁 議員　それでは５、大型ＭＩＣＥ施設
整備について再質問させていただきます。
　今回、整備運営事業の入札の不調がないように頑
張ってきたとは思うんですけど、参加表明が仮にな
かった場合、スムーズに事業が進むような計画案とい
うのは立てていなかったのか、答弁ください。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　今回、残念ながら入札不調というふうな結果になっ
たんですが、当然ながらこれまで事業者とのサウン
ディングや専門委員会等での意見も聞いて、この間い
ろんな事情はあったんですが、入札が実施できるとい
うところまで来ました。ただ、昨今、やはり大きかっ
たのは、コロナ禍を経て状況が大きく変わってしまっ
たというところは事業者のほうも述べていましたの
で、今回不調になったことを踏まえて今後はしっかり
検証し、二度と入札不調が生じないように取り組んで
いきたいと思っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　いろいろな事情って何ですか。
そんな態度でいいんですか。今回のこの結果を受け
て、サウンディングまたは営業等の実施、事業提案を
行う新たな事業者を探すことも想定しているのか、聞
かせてください。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　今後は当然幅広く事業者にサウンディングをしてい
きます。それと、検証をしっかりやるためには、ＭＩ
ＣＥの需要調査もしっかりします。それを踏まえて専
門家で構成する委員会を立ち上げて年内に今２回程度
予定をしておりますが、そこでしっかり検証した上
で、入札公告、設計、建設という形で進めていきたい
というふうに考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　答弁で検証委員会という話がよ
くちらほら出てくるんですけど、この検証委員会を開
催すると言っていましたが、どういったメンバーでい
つ頃開催するのか聞かせてください。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　大型ＭＩＣＥ施設整備事業では、令和４年に公表し
た基本計画の策定や今回の入札公告における事業者の

選定に当たって、有識者で構成する委員会を設置した
ところです。そして９月20日に残念ながら選定はで
きなかったんですが、代わりましてそこでいろいろ御
意見も聞きました。今後は、事業条件の検証に当たっ
ても、これまで設置したこの委員会を参考にして、観
光、建築、ＭＩＣＥ運営、地域振興、ＰＰＰに知見の
ある法務及び金融分野での構成を予定しているところ
でございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　最大の魅力として、この与那原
マリーナも魅力の一つに挙げられると思うんですけ
ど、このマリーナの北側整備の状況が見えてこないの
も今回の入札不調の一端だと思いますけど、今後のマ
リーナの整備計画もお聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　与那原マリーナ北側の未
整備箇所につきましては、港湾計画で小型桟橋等の整
備を位置づけているところでございます。整備手法、
整備時期につきましては、引き続き調査を実施し、検
討していきたいと考えているところでございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　この検証委員会の中でそういっ
たこと、マリーナも含めていろんな形で検証をしっか
りとしてほしいと思います。このＭＩＣＥも含めて、
今までこの10年近くもそうですが、やはり地元与那
原町、そして西原町のこの地元の理解と協力が必要不
可欠だと思います。しかし、また今回供用開始時期が
見通せなくなったと。今どれぐらい待たせるかも分か
らない状況の中で、今後どのように地元と連携協力し
ていくのか、お聞かせください。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では、これまでも大型ＭＩＣＥ施設整備について
は、西原町、与那原町で説明会等を適宜開催してきま
した。今般、入札不調ということで、両町長からは残
念だけれどもしっかり県として取り組んでほしいとい
うお言葉もいただきました。今後はその検証委員会の
状況も見つつ、適宜住民に対しても説明をしていくと
いう機会を設けていきたいと思っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　このＭＩＣＥについては、やは
り地元はとにかくもう前に歩かせたい。とっても必死
なんですよ。今まで相当なお金も使ってきました。私
たちには県が覚悟を持って事業を行っているかが全然
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伝わってきていないんですよ。地元がどんな気持ちで
この場所を提供して、そしてどんな気持ちでこの10
年を過ごしているのかをしっかりと必死になって考え
てください。
　そこでお聞きしたいんですけど、事業条件の検証も
何が問題かまだ見えない状況。そして、ＭＩＣＥ施設
周辺の広大な土地も提案がなかった現状。いま一度Ｍ
ＩＣＥ施設の在り方を見直す時期にあると思います
が、マリンタウンベイサイドビスタのＭＩＣＥ計画か
ら切離しをして、地元への売却をしてほしいとの声が
上がっていますが、どうですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　答弁をさせていただきましたけ
れども、今般、有識者で構成する委員会で事業手法、
事業範囲、事業効果、それからホテルの整備手法等、
検証させていただきたいと思います。
　沖縄県としては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画で、魅力あるまちづくりを推進する、それは大型
ＭＩＣＥ施設を中心とするということもしっかりとう
たっておりますし、またサンライズベルト構想の中で
は、核となる施設となることは間違いないと思いま
す。ですから、県としても与那原、西原、両自治体と
もしっかりと議論をして、目に見える形で事業者が参
画できるようにしっかりと検証をしていきたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　この場所は、平成８年に協定書
を交わして、当時の大田知事と与那原町長がＡＢＣ方
式で与那原町が使いたいときは優先して考慮すると
言って与那原町と協議を交わした場所ですよ。こんな
10年も放置して、放置車両の管理も地元に任せてお
いて、いきなり大規模な金網も設置して、これ以上無
駄なお金は使わないでくださいよ。県もＭＩＣＥ施設
に向けてもう74億も使っているでしょう。県の構想
に沿ってしっかり地元が進めていくと言っているんだ
から、お金を生まない現状、それだけじゃなくお金
を垂れ流しにするんじゃなくて、お金を生み出してい
く、周辺地域に波及効果を生み出していく、そんな地
域を先につくってＭＩＣＥを含める。与那原町はこの
深い覚悟があるんですよ、今。そういった地元の意思
を酌み取っていただきたいと思いますが、最後、地元
である副知事、答弁お願いします。
○中川京貴 議長　照屋副知事。
○照屋義実 副知事　ありがとうございます。
　議員御承知のように、この大型ＭＩＣＥの与那原へ
の招致につきましては、私も商工会長として在任中か

ら精力的に当時の古堅町長と一緒になって取り組んで
きた大きな課題でございました。総決起大会も何度も
やりましたし、町民の集会にも参加する、シンポジウ
ムをやる、その他様々なイベントを重ねて、県土の均
衡ある発展という観点から、仲井眞県政から引き継い
だ翁長前知事が決断したというふうな経緯がありまし
た。図らずも私は今こういうふうな立場で、それを推
進する立場に立って２年半携わったわけでありますけ
れども、様々な事情というのは先ほど文化観光スポー
ツ部長からお話がございましたが、推進するに当たっ
て、これからいよいよ勢いつけてというところでこの
ような事態になったのは非常に残念に思っております
し、少なからず私もショックを受けているわけであり
ますけれども、経営は変化への対応というふうになっ
ております。したがって、何かへ変化する条件に合わ
せてしっかり今までの計画どおり進めていくことに変
わりはありません。デニー県政の不動の決意というふ
うに受け止めていただいていいと思います。私も一生
懸命頑張ってまいります。
○徳田　将仁 議員　覚悟を持ってお願いします。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　こんにちは。
　会派自民党・無所属の会の小渡良太郎でございま
す。
　質問に入る前に、少し所見を述べさせていただきた
いと思います。
　まず、沖縄市、今年で市制50周年を迎える形とな
りました。1974年に合併してから、もう50年がたつ
わけでございます。この人口については、国の統計・
推計をいい意味で裏切り続けて、今や14万人を超え
る人口になっておりますし、また沖縄アリーナ等の建
設だけじゃなくて、ＦＩＢＡバスケットボールワール
ドカップも無事成功させるという形で、近年特に元気
のある発展し続ける町として沖縄市発展し続けてきて
いるのですが、ただ、県が関与する部分に関しては、
なかなか前に進んでいないというのも正直なところで
ございます。この東部海浜―県でいうと、中城湾港
泡瀬地区開発事業と呼ばれているのですが、この合併
の当初から、ある意味、復帰前から要望が上がってい
るものにもかかわらず、遅々として進まないだけじゃ
なくて、当初の計画を大幅に超過している状況にあり
ます。県道20号線も同じように遅々として進まない
ということで、県に関連する部分で課題が非常に多い
というのが市制50周年を迎えての私個人の感想でも
あります。この市の発展の足を県が引っ張っていると
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いうふうにおっしゃる市民も出てきている状況で、ぜ
ひ玉城デニー知事も沖縄市出身ですから、今後はより
一層の事業推進をお願い申し上げていきたいと思いま
す。
　そしてもう一点、ちょっと質問通告をしていないの
で、所見の中で述べさせていただきたいのですけれど
も、この安和桟橋の事故について答弁をずっと聞いて
いると、交通安全の部分が議論の的になっておりま
す。県警は一貫して道路交通法という法律を基に答弁
されているのですが、土建部は道路構造令という法律
をちょいちょい持ち出しております。この道路構造令
というのは、道路を建設する際の技術的基準を定めた
法令になっていますから、道路の安全管理とか交通安
全という観点からは、持ち出すのにいささか不適切な
法令じゃないのかなというのを強く感じるわけでござ
います。この県が策定している第11次交通安全計画
を見ても、交通実態を踏まえた対策の推進をしてい
く、地域が一体となった安全対策をしっかりとやって
いくというふうに計画の中で位置づけられているにも
かかわらず、この当該地域に関してはそれは全く履行
されていないんじゃないかなというふうに強く感じる
わけでございます。特に答弁に関して、直接関係のな
い法令を持ち出して答弁をするというのは、適切な答
弁とは言えないわけですから、ぜひこれ以降は慎んで
いただいて、ちゃんと関連する法令を基に答弁をして
いただきたいと。これはもう要望でもないですね。申
し上げます。
　それでは質問に入るんですが、１点、最後の４番、
公衆衛生について。
　この火葬場に関しては、前の代表質問、一般質問で
も答弁が出ておりますので、取下げをさせていただき
たいと思います。ただ、この火葬に関しては、質問の
要旨にも記載してありますように、県民個人が最後に
受ける公共サービスということが言えると思います。
この整備主体は市町村なのかもしれないんですけれど
も、法の規定には、県が許認可するというふうにも定
められております。ぜひこの最近問題に―最近だけ
じゃないです。以前から、コロナ禍の時代から問題に
なり始めているこの火葬待ちの現状を一刻も早く解消
する調整をぜひ当局にはお願い申し上げますととも
に、また今後同様の問題が発生しないように、市町村
ともしっかりと連携を取って、整備に向けて県がサ
ポートしていくと。特に長期的な視点でサポート、対
応策を講じることを要望したいと思います。
　それでは要旨に従って、１番、知事の政治姿勢に関
して。

　これも先ほど来、様々な議員が質問をされている部
分なんですが、この沖縄が抱える積年の課題の一つで
あり、政治公約としても掲げていると思います、日米
地位協定の改定について知事の見解を改めて伺いま
す。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県としましては、米軍基地から派生する諸問題を解
決するためには、米側に裁量を委ねている形となる運
用の改善や補足協定の見直しだけでは不十分であり、
国内法の適用など日米地位協定の抜本的な見直しが必
要であると考えております。そのため、日米両政府に
対し、機会あるごとに同協定の抜本的な見直しを要請
しているところです。石破総理は、昭和35年の締結
以来、64年間一度も改定されていない同協定の改定
に取り組む考えを示していることから、沖縄県の考え
を直接説明したいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　ありがとうございます。
　聞いてもいない総理との会談についても述べていた
だいてありがとうございます。
　この日米地位協定、様々な観点から不平等な協定で
あるという形は共通の認識だと思うんですけれども、
その不平等性の泉源というのはどこにあるのか。県は
どのように認識しているのかお聞かせください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　日米地位協定については、
旧日米安全保障条約とともに締結された日米行政協定
を継承する形で1960年１月に現行の日米安全保障条
約とともに署名され、国会承認を経て同年６月に発効
したものであり、そのまま当時の不平等な状況を引き
継いでいるというふうに承知しております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時37分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　失礼しました。
　日米地位協定は他国の地位協定と比べて、まず原則
として国内法の適用がないということでございます。
そのため、基地内の管理権についても立入り権等の明
記がない、あるいは訓練・演習についても、航空特例
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法等により規制ができないなどの問題があるというふ
うに承知しております。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　国内法の適用がないという答
弁でした。確かにそれも一つ不平等性の原因になって
いると思います。刑事裁判権、よく取り沙汰される
と思うんですが、同協定17条で、「合衆国の軍当局
は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国
の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判
権を日本国において行使する権利を有する。」という
形で書かれています。簡単に言うと、軍人等に対して
は合衆国が持っている軍事司法制度に基づいて裁くよ
というふうに書かれているわけなんですが、これ国内
法にないんですね、軍事裁判制度が。それで、今答弁
いただいた部分も含めて考えると、地位協定の不平等
性というのは国内法の未整備によって発生していると
いう学説も存在をしておりますが、見解を改めてお聞
かせください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今議員御指摘のとおり、例
えば裁判権におきましては、一番大きなものは起訴前
の被疑者の身柄の引渡し等の問題でございます。それ
につきましては、運用の改善で日本側が要求したら米
国が好意的考慮を払うという運用改善がなされていま
す。しかしながら、過去には明確な理由が示されない
まま起訴前の身柄の引渡しを拒否された事例もござい
ます。
　ですので、県としましては、そういう米側に裁量を
委ねる形となる運用の改善だけでは不十分として、日
米地位協定の抜本的な見直しがやはり必要であろうか
というふうに考えております。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　ありがとうございます。
　つまり、この日米地位協定の改定のためには、今ま
で日本、戦前も不平等条約の改正ということでいろい
ろと御苦労した経験を持っているんですけれども、国
内法にないから法律を適用できないと。だったら国内
法を定めなければならないというふうな話につながっ
ていくと思います。じゃあ、この国内法を定めるため
には憲法９条をはじめとする各種法令を改正する必要
が―先ほど軍事裁判権が日本の法律にないという話
をしたんですけれども、出てくる可能性があります。
自衛隊を国内法で軍隊と規定をするとか、または関連
法令を制定することが必要であるというふうになって
いく可能性は十分に現時点でも考えられるんですけれ
ども、この地位協定改定のためにこれらの議論が進ん

でいくことに対して、県はどのように捉えるのか。見
解を教えてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としましては、今、日米
地位協定の抜本的な見直しというのを求めているとこ
ろですが、それが憲法改定まで結びつくというところ
までは、今まだ検討していない状況でございます。そ
のようなものについては、もう少し研究が必要かなと
いうふうに考えております。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　地位協定を改定したいんじゃ
ないんですか。そのために―議論が進みました。
じゃ憲法改正する必要があるかもしれない。いや、
待ってください。憲法改正するんだったら地位協定を
改定しなくてもいいですというぐらいの形式で今総理
との面談とかも求めているんですか。見解を聞かせて
ください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　憲法改定に関しては、国民の中
で議論があってしかるべきであるということが前提に
なると思います。我々は日米地位協定のどこに問題が
あり、どこをどのように改定して、国内法を適用させ
ることが可能であるという点においては、十分その国
内法の適用も地位協定の改定の中に含まれるという認
識であります。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　その国内法がないものを定め
ていくために、様々な法令の改定が必要になるとなっ
たときに、それが憲法改正という部分まで及んでもな
お、しっかりと地位協定改定を沖縄県は―知事は構
いません。政治的なスタンスがいろいろあろうと思い
ますから、知事に答弁は求めないんですけれども、県
はしっかりと求めていくという姿勢で今臨んでいるの
かどうかというところを聞いているわけであります。
そこのところをもう少しはっきり、直接議論に関わる
関わらないは関係ないです。そこまでしっかり覚悟を
持って地位協定改定に臨んでいく、押し進めていくと
いう姿勢が県にあるかどうかを聞いているわけですか
ら、ぜひ教えてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　我々としましては、日米地
位協定については、抜本的な見直しが必要であろうか
ということは、これまでるる申し上げているところで
ございます。ただ、当然それに関して、国内法の適用
というのもいろいろ見直しが必要であればそれは検討
されるべきであろうと。さらに、その憲法について、
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どのような関係があるかというのは、今のところまだ
県としてどういう関係があるかというのはよく理解し
ておりませんというか、研究しておりませんので、そ
こは今後研究していきたいというふうに考えておりま
す。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　そこら辺しっかりと検討した
上で、こういったものはちゃんとやっていただきたい
と。あらゆる可能性を考えた上でやっていくのが本来
の行政のあるべき姿だと思いますので、しっかりと検
討・議論進めていただいて、ちゃんと改定を求めてい
くという形の姿勢を強く県民にも示した上で、国との
調整を行っていただきたいと要望いたします。
　この地位協定の改定に関しては、与野党も問わず、
県民のある意味悲願でもあるという部分にもなりま
す。そこが一部の法令の関連性がとかというところに
なって、また姿勢が変わってくる。人によって言い分
が変わってくるという形になると、何でそこまで考え
ていなかったのかというふうな話になりますから、
ちゃんとあらゆる可能性を否定せずに、２度目なんで
すけれども、考えて国に求めていっていただきたいな
と要望して次に行きます。
　米軍構成員等による犯罪に関する情報提供の在り方
に関して、取りあえず現況の見解を伺ってから再質問
します。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　米軍人等の犯罪に関する情
報提供につきまして、本年６月に発生した米海兵隊員
による不同意性交等致傷事件については、９月５日に
県警から情報提供があり、同月20日に沖縄防衛局か
ら在日米軍による犯罪における国内情報共有体制に基
づく情報提供がなされております。今回の県警と政府
からの情報提供は、事件発生から２か月以上が経過し
ており、県としては事件の再発防止や県民、地域住民
の安全確保の観点から早期に情報提供がなされること
が重要と考えており、引き続き政府や県警に対し、速
やかな情報提供を求めてまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　この点に関して、私は県に一
つ苦言を申し上げたいと思います。
　このさきの議会において、軍特委でも様々な議論が
なされて、しっかりと要請まで行かせていただきまし
た。それで、情報提供については迅速に行われるべき
ということで、県当局も議会も見解は一致したと思う
んですけれども、この９月５日の事件の情報提供の際

に、議会に連絡が一本もなかったというふうに聞いて
おります。県当局と併せて車の両輪にも例えられてい
る県議会でありますし、県民の負託を受けている公の
機関でもあります。その中で県は知っているけど、県
議会は知らないというふうな状況を生んでしまってい
る今の県の姿勢はいかがなものかなというふうに考え
るわけであります。基地問題に関しても一緒になって
解決に向けて取り組んでいこうと言っている中で、県
からの情報提供は本来あるべきことなのかなと。前回
は国とかほかの機関からの県への情報提供ということ
だったので、ここまでは申し述べなかったんですけれ
ども、私は当たり前に共有されるものと思っていまし
た。でも、議会事務局に聞いても、そんなことは一切
なかったよというようなことでしたから、今後はちゃ
んと情報の提供をして、もしセンシティブな問題があ
るんだったら、それは議会事務局、議長の判断で全議
員には伏せておくとかという判断だってできるはずで
す。ぜひ議会に対しても情報の提供を求めていきたい
と思うんですが、改めて知事公室長、議会軽視と私は
今受け取っておりますので、そういうことにならない
ようにやっていただきたいんですけれども、見解をお
聞かせください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回、政府のほうから情報
提供を行う前提として、その被疑者のプライバシーの
保護に十分留意すること等が示されております。我々
は米軍に対して速やかな―何ていうんですか、綱紀
粛正と再発防止に取り組む立場、あるいはその周辺地
域に対して安全確保を行う必要があると考えて、県警
あるいは政府に対して情報提供を行っていただきたい
というふうに求めているところなんですけれども、政
府がそのようなプライバシーの配慮―情報は提供す
るんですけれども、県としてプライバシーの配慮等に
留意した対応をしてくださいという留保がついている
ものですから、これにつきましては、少し政府の関係
者等とも十分に検討して、どのような対応ができるか
というのは検討したいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　検討は別にしても構わないん
ですけれども、県はさんざん言ったじゃないですか。
何で情報が下りてこないんですかと、現場で起きてい
るのに。何で我々に知らせるのがこんなに遅くなって
いるのかというところが問題視されたはずです。私た
ちも今回の９月、県に情報提供があったというニュー
スがあって初めて知ったんですよ。それでいいのか
と。情報提供の在り方として。議会と県当局のコミュ
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ニケーションの中で本当にそれでいいのかというとこ
ろを問うているわけであります。（「隠蔽だよ」と発
言する者あり）　そこまでは言わないですけど、た
だ、しっかりと情報提供がされた後に、じゃあ我々は
議会のときに軍特委で確認をして初めて知るというこ
とは変わらないんですか。ある程度の伏せるべきとこ
ろは伏せるという判断は必要なのかもしれません。で
も、情報自体は共有してもいいはずでしょう。駄目と
言われたんですか。議会に提供したら駄目ですよ、ほ
かに漏らしては駄目ですよという形での条件付で情報
提供を受けたんですか。そうじゃないはずです。もし
必要があるのであれば、ちゃんと確認はするべきだと
は思うんですけれども、ぜひこの議会軽視と言われな
いように情報の共有の在り方については、県の共有の
在り方は県で考えて行動していっていただきたいとお
願いを申し上げて、次に行きます。
　２番の地域外交に関してなんですが、中川議長と共
に南米の議員派遣団でブラジル、ボリビア、ペルーに
行かせていただきました。改めてこのウチナーンチュ
の結束の強さ、あと交流密度をより上げていく取組が
必要なんだなということを強く感じたんですけれど
も、この南米事務所の設立―去年の南米派遣も私行
かせていただいたので、そのときは照屋副知事と一緒
にブラジルでいろいろこの行事に出させていただいた
んですけれども、この設立含めて現在の県の、この世
界のウチナーンチュ含めて、特に南米の県系人の方々
との交流等に関して、県の考え方と取組状況を伺いま
す。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では現在、沖縄と南米との相互ニーズの把握、交
流促進や経済発展につながる可能性調査を実施してお
ります。今後は10月から11月にかけて、ブラジル、
ボリビア、ペルー、アルゼンチンへ調査員を派遣し、
県人会や現地で活躍する県系人へ聞き取り調査を実施
するとともに、ＪＩＣＡ事務所、県系企業、ＷＵＢ関
係者等を訪問し、経済連携等に向けた情報収集を行う
こととしております。南米事務所の設置については、
関係部局や関係機関と連携しつつ、本調査結果を踏ま
えて検討してまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　このボリビアでの式典で、あ
る方から、ボリビアは農業国であると。そのボリビア
の農業に就かれている方々の中でも、沖縄の方々の占

める地位というのは非常に高いものがあるよというこ
とを聞かされました。今、ウクライナ情勢でいろいろ
と世界的に影響を穀物、飼料含めて受けているんです
けれども、太平洋側に立地しているからあまり影響を
受けていないよと。小麦とか家畜用の飼料もまだまだ
余力があると。だから、これまでの地縁・血縁に根差
した地域・文化交流だけじゃなくて、経済交流もぜひ
やっていきたいと。ただ、そのためには、県の取り組
む姿勢が非常に大切になってくるんじゃないかという
ふうな話を聞かされました。多くのウチナーンチュの
方々が経済交流含めた、もう一段二段高いステージの
交流を望んでおります。県はそれをしっかり音頭を
取って後押しをしていくべきじゃないかなと思うわけ
であります。県民が抱える目の前の課題様々あるんで
すけれども、例えば、効果が不明瞭で説明を聞く限り
自己満足の域を出ないワシントン事務所の設置とか、
また訪米というのを繰り返すよりも、南米事務所を置
いて、知事が南米諸国を歴訪すると。あちこちのウチ
ナーンチュの方々と交流を深めていくということを
やったほうが、より沖縄の県益に資する行動だと私個
人は考えます。なので、改めて知事、南米との交流を
深めていく、高めていくということについての見解を
お聞かせください。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　現地からは、人的交流だけではなくて、経済的交流
もしっかりやってほしいという要望もあります。その
ためには、やはり拠点となる事務所を設置して展開し
てほしいという声がありますので、今回調査を現地で
やっております。それをしっかり整理をして、設置に
向けて検討していきたいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　もう一つ、現地の方々からの
メッセージを知事にお伝えしたいと思います。
　以前は知事来てくれたけど、最近来ないという話も
ありました。ぜひ、知事にも来ていただきたいという
言葉を何名かの方々おっしゃっていましたので、ぜひ
南米にも足を運んで―副知事は両副知事行ったんで
すけれども、知事はまだだと思います。ぜひ次の機会
には行っていただきたいと要望して、次ちょっと１個
飛ばして３の(2)、マングースの防除事業に関して。
　現在、この北部地域での事業完了の見通しと、あと
当該地域以外で繁殖し活動領域を広げていることにつ
いての今後の対応をお聞かせください。
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○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県では、環境省と連携しまして、令和８年度までの
大宜味村塩屋から福地ダムを結ぶライン以北でのマン
グース完全排除に向けて防除に取り組んでおります。
マングースの防除区域の拡大につきましては、在来種
や生態系への影響、それから専門家からの意見等を踏
まえまして実施の必要性について検討する必要があり
ますが、本島中南部地域は市街地が広がっていること
などから、わなの設置や安全性の確保、分布状況の把
握等北部地域とは異なる様々な難しい課題があると考
えているところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　中南部でマングースがばっこ
していることが、県民の中で非常に問題視されている
部分が大きくあります。活発に活動している姿をあち
こちで見かけるんですね、道路を横切るとか。これに
関して、北部地域では環境に影響があるからというこ
とで、北部地域優先ということは理解できるんですけ
れども、じゃあ、人間がいるところでの生息に関し
て、どういう影響が出ているのかというのは調査もし
ていなかったはずです。そこら辺の調査も含めて―
９月ですか、奄美は全島で駆除が完了したんですね。
でも、沖縄は北もまだ終わっていない。じゃあ、いつ
北が終わるのか、そして沖縄本島全体からいつ外来種
であるマングースが駆除されるのかというメッセージ
を知りたがっている方々が結構多くいらっしゃいます
ので、ぜひ中南部の部分の方針も―今ないというこ
とだったので、検討していただいて、マングースをど
うしていくのかというところの方針を打ち立てていた
だきたいとお願いを申し上げて、私の一般質問を終わ
ります。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後３時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　皆様、こんにちは。
　宮古島市区選出、沖縄自民党・無所属の会、新里匠
です。
　一般質問をしてまいります。
　１、沖縄県執行部は美ぎ島美しゃ市町村会からの要
請について、どのような捉え方なのかお伺いをいたし

ます。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　去る７月31日、宮古・八重山
圏域の５市町村をもって構成する美ぎ島美しゃ市町村
会から、県に対して要請がございました。同要請に
は、石油製品価格低減への支援や航空燃料の安定的な
確保など、宮古・八重山圏域の共通課題のほか、５市
町村がそれぞれ抱える喫緊の課題など、計32項目の
要請がなされたところです。
　県としましては、市場規模の不経済性、高コスト構
造など、離島の条件不利性に起因する多くの課題が含
まれていることから、今回の要請を重く受け止めてい
るところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　私は、なぜこの質問をするのかお
話をします。
　各市町村の議会において、例えば、宮古空港の機能
強化について当局はどのような取組をしているのかと
いう質問に対して、美ぎ島美しゃを通して沖縄県に働
きかけをしていますというやり取りがあります。単独
市長の要請ではなく５市町村の首長の要請でありま
す。その答弁をもらうと、議員はそれ以上質問をしま
せん。これはかなりの説得力があります。けれども、
この要請に行くと知事はいない。ああ優先度が低いん
だなという印象を持ちます。これ、たまたまかもしれ
ませんけれども、２年連続副知事の対応になっており
ます。なので、重要というような答弁をいただきまし
たけれども、まずそこをはっきりさせたいなと思って
おります。県の対応、個別にちょっと見たいんですけ
れども、要請書の中に、多良間村からの要望で、村営
住宅の補助率アップ及び建築入札不調への県の支援に
ついてという要請がありますけれども、これについて
の方針を聞かせていただきたいと思います。その中
で、建築入札不調への県の支援については答弁いただ
いておりますので、まず、村営住宅の補助率アップに
ついて、方針を聞かせていただきたいと思います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　多良間村等の公営住宅整
備につきましては、沖縄振興公共投資交付金を活用し
事業を進めておりますが、要望額に対して低い配分率
にとどまっているところでございます。住宅事業にお
ける沖縄振興公共投資交付金の予算確保及び配分に関
しましては、引き続き関係市町村の意向を確認しなが
ら、連携して取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
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○新里　匠 議員　予算を獲得していくということで
ありますけれども、この要請の中に、いわゆる多良間
は相当な僻地であります。そういう中で建築業者も少
ないという中において、そして資材高騰であまり家も
造れないという中で、やはり補助率が低いという話で
ありますけれども、そもそもこの補助率が低い理由な
んですけれども、これは公営住宅建築予算の県の予
算が今年で言うと12.9億、市町村で言うと9.6億。こ
の市町村分の9.6億をみんなで取り合うじゃないです
か。そういう中で、例えば取り合う人が多かったら、
ゼロから70％までその割合が変わっていくというよ
うな状況があると聞いています。しかし、多良間にお
いては、やはり特別に別建てで、これやれないものか
と。特に―多良間も特にですけれども、各離島につ
いては、格段の取り計らいをするべきだと思っており
ますけれども、答弁をいただきたいと思います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　公営住宅の確保につきま
しては、離島市町村はじめ各市町村において重要な課
題であると認識をしております。沖縄振興公共投資交
付金の確保、配分につきましても、引き続き市町村の
意向を確認しながら、連携して取り組んでまいりたい
と考えております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　次に同じように、これも多良間か
らの質問でありますけれども、普天間港ターミナルの
建て替え工事についての要請について、県の方針をお
聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　多良間港普天間地区の
ターミナルは、多良間村の財産となっておりまして、
令和３年度には補修を行い、令和５年度には建物の耐
久性、耐震性の調査を実施されたと承知しておりま
す。村によりますと耐震性能は有しているものの、耐
久性を有していないため、建て替え工事を早急に実施
する必要があり、県に支援を求める要請内容となって
おります。
　県としましては、村による調査と今回の要請を受
け、新たな整備に向けて、多良間村と意見交換を行っ
てまいりたいと考えております
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　これは令和４年、令和５年と同じ
ように要請があります。その中において、この答弁で
すよ。令和４年と令和５年の方針の言葉なんですけれ
ども、令和４年は、多良間港ターミナルは多良間村の
財産となっており、令和３年度には補修を行ったと聞

いております。村において、建物の耐久性、耐震性を
把握していただき、意見交換を行っていきたいと考え
ております。令和５年の答え、多良間港ターミナルは
多良間村の財産となっており、令和３年度には補修を
行ったと聞いております。村において、建物の耐久
性、耐震性を把握していただき、意見交換を行ってい
きたいと考えております。同じ答弁、同じ方針が示さ
れているんですよ。今年変わったのが、耐久性、耐震
性を村が確認したんですよ。その中で、耐震性はある
けれども、耐久性はない。ちょっとあんまり意味が分
からないんですけれども。耐久性がなければ、耐震性
もないんじゃないかなと思ったりするんですけれど
も、そういう中で、県は村に対して、耐震性や耐久性
を確認しろと言った。そして、村は答えを出してきた
んです。それで、県はその答えをもって、どうにか方
針を決めないといけない。それをもっての方針をお聞
かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　建て替え計画の方向性、
手法などにつきましては、多良間村と意見交換を行い
ながら、どのような支援ができるか検討しているとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　僻地離島においては、輸送は命綱
です。その施設が40年、そして村のものだから、村
有だから頑張りなさいと言って、村は頑張りました。
そして、それ以上頑張れないからお願いしていますと
いうことであります。そして、何が言いたいかという
と、この対応もままならないわけですよ、この要請に
対して。５市町村の首長が、がん首そろえて要請に
行ってるんですよ。その中でも、なかなか進まないと
いう中で、美ぎ島美しゃ市町村会については、先島に
住む人々の最高の要請機関であることを認識するべき
です。それと一つ話しておきます。この要請とかをや
らないと、例えば水問題や体育館、下水、廃棄物問題
における先島住民の最後の望みは、沖縄県ではなくな
りますよ。今それが変わってきています。沖縄県から
どこへ変わってきているか、防衛予算ですよ。やらな
いと、防衛予算、防衛省がやってくれるということに
今なっています、現状として。遠くの親戚より近くの
他人ですよ。心に留めておいてほしいと思っておりま
す。
　次に行きます。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時30分休憩
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　　　午後３時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新里　匠 議員　我が党関連についてであります。
　１、花城大輔議員の質問中、６、離島過疎地域の振
興についての(1)についてです。
　補助要件の見直し等の影響もある中で、農林水産物
不利性解消事業が離島の第１次産業を支える意義は、
昨今の物価高騰の状況下でより一層大きいものがある
と。そして、令和５年度決算における同事業の成果と
課題についてお伺いをする質問でありました。答弁
が、成果として、持続可能な物流ネットワークを構築
し、農林水産業や離島地域の稼ぐ力の向上を目的に事
業を実施して、58団体に16億3200万円の支援を行い
ましたとあります。
　課題は、コールドチェーンの構築や出荷団体の集約
には、いまだ時間がかかるとしております。最終的な
結論として、モーダルシフトの促進による輸送費削減
が重要であるという答えはありましたけれども、現状
コールドチェーンの構築に時間がかかるということ
は、モーダルシフトへの移行ができない。すなわち、
稼ぐ力の向上という目標は、いまだ遠いというに等し
いです。また、補助要件の見直しで支援を受けられな
くなった農家は、いまだ放置されたままです。時間が
かかるというなら、農家への支援が必要だと思います
けれども、県はどうお考えですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時31分休憩
　　　午後３時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　船舶輸送を基本とするモーダルシフトについては、
コールドチェーン構築が重要であると考えておりま
す。県では、令和４年度より、輸送費補助に加え、持
続可能な物流ネットワークの構築に向けた自立的な取
組に対する補助を行っております。具体的には、民間
事業者が連携し、冷蔵コンテナを活用した輸送実証
や、離島地域における域内流通の効率化を進める取組
等への補助を実施しております。コールドチェーン体
制の確立に向け、引き続き離島市町村や生産者団体等
関係者と連携し、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　コールドチェーンが一向に進まな
いという答弁でした。３年間、何をしてきたのか分か
らないですね。進まないために、農家の負担が増して

いるけれども、農家の負担の現状は把握しています
か。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　農家の負担の現状を把握するため、令和６年度にお
いて、輸送コストに関する実勢運賃の調査を行ってお
ります。その調査を踏まえ、令和７年度からの補助単
価の改正に向けた作業に着手しております。また、本
事業の円滑な執行に向けて、生産者、出荷団体、市町
村などの関係者と個別の相談対応や意見交換を定期的
に行っているところであります。引き続き、生産者団
体等関係者と連携し、輸送費低減及び総合的な流通合
理化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　それができていない現状が今ある
んです。このままでは、離島の第１次産業は守れませ
ん。現状を踏まえた、意味のある農林水産物不利性事
業を考えるべきであります。見解を伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　今回の支援としまして、令和４年度からの農林水産
物条件不利性解消事業において、補助対象品目を米及
びサトウキビを除く全品目へ拡充するとともに、北部
離島地域では、農林水産物に加え、１次加工品の出荷
も対象とするほか、離島から本島への出荷に対しても
補助しております。あわせて、持続可能な県外出荷等
の物流ネットワークの構築に向けた、民間事業者や離
島市町村が実施するコールドチェーン体制の確立に係
る取組への補助を行っているところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　だからね部長、その構築ができて
いないから、それができるまでなんだ。私はもうこれ
10年ぐらいかかると思っています。その間に、やは
りこれまで空輸でしか運べなかったものですね、価値
を上げるために空輸で運んでいたものなどについて、
みんな切られているわけですよ。なので、その負担分
が農家に来ている。なので、このモーダルシフトへの
チェンジ、それに移行するまでは、やはり農家支援は
しっかりと別建てでやるべきだと言っているんですけ
れども、どうですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和７年度より内閣府新設の補助金を財源として実
施予定であります当該事業でございますけれども、
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21億6000万、総事業費27億円の国庫要求を現在行っ
ているところであります。内閣府直轄の補助事業とな
ることで、継続的な予算確保が期待できると考えてお
ります。これまで同様、出荷団体等を対象とした県外
出荷促進事業、北部離島市町村対象の北部離島地域振
興事業の２つの輸送費補助事業及び流通環境整備事業
を実施する予定でございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　部長、この国庫補助を求めている
ということでありますけれども、これまでどおり団体
とか、不利性のモーダルシフト等についての支援をし
ていくということなんですけれども、やはりこの団体
の構築が難しいという答弁を部長もやっていらっしゃ
るんですよ、今現段階においてはですね。なので、そ
れが構築されるまでは、小さな事業体についても、や
はり個別にしっかりやっていくように、これからの支
援はしていただきたいと思っております。
　次に行きます。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新里　匠 議員　次に、島尻忠明議員の質問中、子
ども子育て支援についての(5)であります。
　答弁が、公定価格における地域区分が８区分あるこ
と、沖縄県は全国市町村の７割が属する標準的地域に
区分されていること、全国知事会を通じて国に対し
て、処遇改善を求めることとの答弁がありました。
　そこで質問します。
　保育職に係る公定価格について、国家公務員の地域
区分を原則とし、地域の事情において一定の加算が認
められているが、沖縄県において加算されているかと
の質問については、沖縄は標準的な地域区分に分類と
いうことでありますので、答えは不要です。
　次なんですけれども、全国知事会を通しての要請の
結果をお伺いをしたいと思うんですけれども、国がで
きないのであれば、県や市町村が具体的な対応策を考
えていくべきではないかと思うんですけれども、いか
がでしょうか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　本県の保育士の給与ですけれども、全産業平均より
も低いことから、県ではこれまで全国知事会を通し
て、他産業と遜色ない水準までの保育士のさらなる処

遇改善を求めてきたところでございます。その結果、
国のこども未来戦略においては、民間給与動向等を踏
まえて、さらなる処遇改善を進めるとの考えが示され
たところでございます。公定価格の設定ルールの見直
しにつきましては、他の社会保障分野においても、公
定価格が用いられていることから、設定の考え方など
を確認しつつ、その在り方について、今後関係部局等
と意見交換等を行ってまいりたいというふうに考えて
おります。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　そもそも、全国知事会を通した要
請というのは、全国平等なものについて行われるん
じゃないかなと思っております。我が党の質問の中の
全国標準を上回る消費者物価指数の伸びの中で、生活
苦や離島での保育士確保の困難度なども前面に出し
て、全国知事会を通すのではなく、沖縄県独自のルー
トを生かして要請するべきだと思っているんですけれ
ども、いかがですか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　貴重な御意見ありがと
うございます。
　今現在、一応沖縄県の単独の取組といたしまして
は、保育士の処遇改善の観点から、正規雇用化に取り
組む事業者に対しまして一括交付金を活用して、１人
月当たりですけれども３万円、１年間に限りでござい
ますが、そういった支援も行っているところでござい
ます。
　議員提案の沖縄単独の引上げ、いわゆる設定ルール
の見直しについてでございますけれども、先ほども答
弁させていただきましたが、公定価格というのは保育
のみならず介護、それから障害福祉サービス等の社会
保障、その他の社会保障分野に及ぶものですから、こ
の県単独での処遇向上に取り組むに当たりましては、
財源等の課題の整理を含め幅広い議論が必要だという
ふうに考えております。ですので、公定価格の設定
ルールの見直し等については、今後関係部局とも意見
交換をしっかり行ってまいりたいというふうに考えて
おります。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　なので部長、今介護とか社会福祉
全体に影響を与えると言っておりましたけれども、そ
こについても報酬は少ないわけです。なので、沖縄全
体として、介護も福祉もそして保育も、やはり全体的
に底上げしていくことを沖縄県特有の要請としてやっ
ていくべきだと私は思っております。
　知事、アメリカのパイプをつくるということより
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も、まずは沖縄県の知事として、沖縄県の重要な課題
を再認識していただいて、そこら辺の日本政府との大
きなパイプを持つことが、僕は先だと思います。
　続きまして、質問をします。
　同じく島尻忠明議員の質問の中でありますけれど
も、健康保険・医療介護・生活福祉についての(3)で
す。
　答弁としては、小児救急が逼迫している理由とし
て、休日・夜間の救急病院の受診者が多いことや小児
科医の確保が困難であることが、一部サービス停止の
理由だということでありました。僕としては、患者が
必要ないのに病院に来ているというようなことなのか
なという印象を受けたんですけれども、そこについて
は質問しません。
　次に、離島では、ほかに行き場がないんですよ。こ
の状況をそのままにしておくわけにはいきません。な
ので、質問をします。ほかにできることはないのかと
いう質問なんですけれども。僕、ちょっとＡＩに聞い
てみました。そうすると、ＡＩ、こう言いました。離
島での医師育成プログラム、ゲネプロで離島で総合医
療を短期間で学ぶプログラムをすること、医師数の増
加については国立大学の医学部の定員を元に戻す、労
働環境の改善をする、代診医は県や技術指導をする
と、遠隔医療の推進があるというような答えをもらい
ました。これなるほどなと思ったんですけれども、い
かが思いますか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　本答弁においては、議員が御指摘のように受療行動
といいますか、適正受診、軽症者の方が休日・夜間に
多いというふうなことで、そこは県民への啓発によっ
て少し改善するのではないかということでそこをお話
しさせていただきましたけれども、医師を養成する側
についても琉球大学の学生の中から小児科を志す方々
―五、六年生に特定の診療科ということで奨学金を
出したり、あるいは地域枠の学生についても、小児科
等の領域を志す方についても上乗せでインセンティブ
がつくようなことは取り組んでいるところでございま
す。離島における医師確保―小児を含めてではあり
ますけれども、沖縄県の第８次医療計画の中では、や
はり今御提案のあった中から遠隔医療というのがやは
り離島にとっては非常に重要なツールになると考えて
おりますので、これについては引き続き関係者と連携
して取り組んでまいるというふうな内容の記載をして
おりますので、鋭意それに取り組んでいきたいと考え
ています。

○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　もちろん遠隔医療を推進するとい
うことも県がやっているのも聞いておりますし、将来
に向けての地域枠だったり、いろんな特典をつけたり
という部分は分かります。それは将来に向けては、う
まくいきそうだなということは僕も分かりますけれど
も、ただ、現状としては、この小児救急医療、宮古に
おいては小児科そのものについての医療体制がなかな
か難しいものがあるというところについて、現状を変
えてほしいということであります。
　このゲネプロなんですけれども、いわゆる医者とし
ての総合的な技術を身につけるために、例えば中部病
院とかは研修医が来るじゃないですか。そういうとこ
ろを離島につくれば、ここに研修しに来てくれるだろ
うと。そういうプログラムもあれば、医師が集まるの
かなとか思ったりしますので、検討のほう、よろしく
お願いをいたします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後３時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新里　匠 議員　続いて、同じように島尻忠明議員
の質問中５、農林水産行政についての(1)です。
　製糖工場の安定操業のために何らかのパッケージ施
策を取りまとめる必要があるのではないかという質問
があって、分蜜糖振興対策支援事業費及び含蜜糖振興
対策事業費があるとの答弁がありました。聞き取りの
１、２の質問は取り下げます。
　３、知事は安定操業が重要であると認識していると
答弁をしておりました。安定操業とは何を指している
か、お伺いをいたします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　安定操業でございますけれども、製糖工場における
安定操業とは、生産農家が生産したサトウキビを適正
な時期に買い入れ、適正な時期で製糖操業を終えるこ
とだと認識しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　続いての質問、宮古製糖伊良部工
場の令和４年・５年期の操業期間をお伺いいたしま
す。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　伊良部工場につきましては、昭和37年度に建設さ
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れておりまして、築60年以上が経過しております。
また、令和４・５年期の製糖開始日は令和４年12月
８日、製糖終了日は令和５年５月19日で、操業期間
は163日となっております。令和５・６年期の製糖開
始日は令和５年12月26日、製糖終了日は令和６年６
月９日で、操業期間は167日であります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　部長、これの解決策を教えてくだ
さい。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時48分休憩
　　　午後３時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和５・６年期の製糖操業におきまして、宮古製糖
株式会社では、城辺工場の操業終了後、伊良部地区の
サトウキビ原料を城辺工場へ搬入する取組を行ってい
るところです。伊良部工場の安定操業に向けた改善策
としまして、伊良部地区の原料を城辺工場の操業開始
前に城辺工場へ搬入する方法。また、城辺工場の操業
終了後、城辺工場へ搬入する方法。また製糖期間中、
毎日一定量の原料を城辺工場に搬入する方法などが考
えられているため、同社と国、宮古島市、関係団体等
と意見交換を行ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　これまでも―今の答弁、運用で
解決していくというような答弁であったと思います。
これまでも運用でうまくいかせようとしてきたのであ
りますけれども、昨年期も城辺工場に運びましたけれ
ども、結果として６月９日まで引っ張った。これっ
て、もう10年近くこの状態ですよ。これは安定操業
ではありませんよね。安定操業をするようにお願いを
したいんでありますけれども、今年も運用で解決する
というような方針を持っているということであります
けれども、うまくいくことを願っていますよ。けれど
も、うまくいかない場合、いよいよ根本原因である処
理量の拡大が必要となってくると思っております。そ
のことは、心に留めておいていただきたいと思いま
す。
　ところで、含蜜工場はなぜ一括交付金で更新ができ
て、分蜜工場はできないのか、お伺いをいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩

　　　午後３時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　分蜜糖でございますけれども、含蜜糖と異なり、農
林水産省の所管となっております。現状として、分蜜
糖工場全体の整備は、一括交付金で難しい状況にあり
ます。分蜜糖が鹿児島にもある中、沖縄の特殊性や製
糖工場が有する公益性などを説明し、工場内の設備等
については、一括交付金を活用して整備させていただ
いているという状況でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　そうですよね。なので、国にやは
り沖縄の特殊性、これは国境も含めています。国境に
人が住むことの重要さを再認識させて、更新のパッ
ケージ施策を要望するべきではありませんか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時52分休憩
　　　午後３時52分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　現在、分蜜糖工場の抱え
る老朽化の課題もそうなんですけれども、様々な課題
がございます。安定的な操業を図る観点から、課題解
決に向けきめ細やかな検討が必要となっておりまし
て、沖縄県分蜜糖製糖工場安定操業対策検討会議を設
置しまして、関係機関の協力の下、各機関から意見を
聴取し、具体的な方策について検討を深めている状況
です。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　次の質問行きます。
　５の(3)についてであります。
　答えとして、肉用牛農家支援に努めてまいるとの答
弁でありました。
　１、畜産クラスター協議会に対する申請書類作成等
の支援の成果を知りたいと思います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　畜産クラスター協議会への指導助言でございますけ
れども、この事業は優良県産ブランド和子牛生産支援
事業という事業でありまして、国が実施する優良繁殖
雌牛更新加速化事業の奨励金に対し、上乗せ補助を行
うこととしておりまして、県としましては、協議会事
務局が畜産農家の取組実績をまとめる際に、国への申
請内容に書類の漏れや不備がないようチェックなどの
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サポートをしております。サポートによって取りまと
め作業が迅速に行われることで、農家への補助金支払
いが一日でも早くなるよう努めている状況でございま
す。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　農家へのメリットを教えてくださ
い。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時54分休憩
　　　午後３時54分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新里　匠 議員　これは質問が附帯決議を踏まえて
と聞いているんですけれども、そもそもこの７月に
やったやつは附帯決議の前なんですよね。なので、附
帯決議の後のことを聞いています。その附帯決議の後
の支援体制について、今現在あるのかを聞きたいと思
います。これ今今の支援を求めています。この優良雌
牛の更新事業も５月から７月にはもう申込み終わって
ますから、もう実質できないんですよ。なので、今今
の支援をお願いしたいということでの質問をしており
ますから、その答弁をお願いします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　畜産農家に対しまして、１点目、配合飼料価格高騰
に対する補助拡充、２点目で、子牛競り価格下落に対
する補助拡充、３点目、優良繁殖雌牛の更新に係る支
援、４点目、子牛ブランド化による家畜市場の独自性
創出、５点目、肉用牛経営緊急サポート体制の強化、
６点目に、飼料基盤の整備による飼料生産コストの低
減など様々な支援に対しまして、県のホームページで
公開をするとともに、家畜競り市場のほうでブースの
設置ですとか、あとまた農家の巡回指導時の肉用牛農
家への周知などの支援に取り組んでいるところであり
ます。また、制度資金の利子補給、返済期間延長を含
めた償還猶予等に取り組むとともに、県内金融機関へ
返済期間延長などの配慮を求める文書を発出し意見交
換を行っております。加えて本年８月には、国に対し
て、本県の実情に即した支援制度の拡充や農家経営を
安定的に継続させるための支援措置を要望したところ
であり、今後も要望してまいります。引き続き、市町
村や関係団体と連携し、畜産農家の経営安定にしっか
りと取り組んでまいります。
　以上でございます。
○新里　匠 議員　これは７月に聞きましたよ。附帯
決議後の、まずはしっかりとした支援お願いします。
　失礼します。終わります。

○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時58分休憩
　　　午後４時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　こんにちは。
　会派沖縄自民党・無所属の会の西銘啓史郎です。
　早速、通告に従い質問に入りたいと思いますが、質
問の順番を多少変えさせてください。
　２番の県政運営から先に行きたいと思います。
　(1)、県庁内における随意契約について。
　ア、契約の目的、件数、契約金額について伺いま
す。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　随意契約は、一般競争入札を
原則とする契約方法の例外として、政令で定める一定
の場合に認められた契約方法であります。各部局等に
おいて公表している令和５年度の随意契約の件数及び
契約金額の合計は、2297件、564億8400万円となっ
ております。また、そのうち特命随意契約は、1566
件、369億4800万円となっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　続いてイ、部局別の状況につ
いて伺います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　本県における総契約に対する
随意契約の比率を算出することは困難でありますが、
各部局等において公表している令和５年度の随意契約
のうち、契約金額が大きい部局につきましては、文化
観光スポーツ部が200億8500万円、病院事業局が83
億4400万円、土木建築部が49億6500万円となってお
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　先ほど特命随意契約とありま
したけれども、特命随意契約とは何か簡単に御説明、
それからそのメリット・デメリットもお答えいただけ
ますか。よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　特命随意契約は、１者に対し
て契約するという随意契約で契約をするという形にな
りますが、契約を履行できる者が特定されるなど真に
やむを得ない特別な事情がある場合に、１者から見積
りを徴取し随意契約を結ぶものであります。
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　メリット・デメリットという部分につきましては、
真にやむを得ない特別な事情という、特別な事情によ
り迅速に契約ができるというようなメリットがござい
ますが、一方、デメリットというか、そういう契約者
を選定したという客観的な理由を説明する等、そうい
うような必要があるかと思います。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　私が申し上げたいことは、特
命随意契約―私はたまたま保健医療部の令和５年度
の第１・四半期分を見たら、もう百五十数件で40億
近くあったわけですね。ですから、特命随意契約をす
ることはいろんな業務の効率化、または先ほど説明が
あったようにいろんな理由があると思いますけれど
も、ややもするといろんな関係にデメリットになるの
かもしれませんけれども、公正性が保てなかった場合
にですね。そういうことがないように、特に保健医療
部―先ほど文化観光スポーツ部は200億と聞きまし
たけれども、ぜひ各部におかれましては、そういう随
意契約におきましては、その理由についてもしっかり
と精査をしていただきたい。これを強く申し上げたい
と思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時３分休憩
　　　午後４時３分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　続いて(3)、地域総合整備資金
貸付事業についてア、事業の目的、概要及び県内実績
等について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　お答えします。
　本制度は、県が金融機関と共同で地域振興に寄与す
る民間活動等を資金面で支援することを目的としてお
ります。手続の初めとしましては、県において、制度
を活用したい事業者から事前相談を受け、貸付要件等
の説明を行い、協議書の提出を受け、県とふるさと財
団相互において対象事業や対象費用などの要件確認を
行ってまいります。続いて、借入申込書の提出を受
け、県審査会において決定された事項をふるさと財団
への調査及び検討依頼と県の予算案の提案を併せて行
うこととしております。事業実績でございますが、こ
れまで平成２年度から令和５年度まで、県市町村合わ
せ全体で、貸付数は86件、貸付額の総額は約438億円
となっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　イですけど、補正予算計上の

経緯及び県とふるさと財団との事前調整等について伺
います。どのようなことを行ったのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今回の貸付けについては、令
和５年12月に事業者から協議書が提出され、本年５
月に貸付申込書を受理し、７月の県審査会を経て県規
程等に基づき補正予算を計上するものであります。県
とふるさと財団は、制度を活用したい事業者へ貸付要
件を説明後、事業者が提出する借入協議書や借入申込
書の作成について、貸付対象経費や記載内容の確認を
相互に行っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　私はこのふるさと融資の資料
を全て目を通しました。それで幾つか調べると、ふる
さと融資については、まず基本的には地域の振興や活
性化を目的とするとあります。先ほど部長から説明あ
りました、県・市町村の86の事業も全部目を通しま
した。これもＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとありまして、リ
ゾート観光であったり、地域産業振興という項目に分
かれてあります。私は、今回のこの輪転機―会社名
は別にしても、輪転機というものが地域の振興につな
がるのかどうかというのが非常に気になります。それ
ともう一つ、やはり融資というものは、事業者の返済
能力も含めて決算状況も含めて、県として把握してい
るのか伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　県の審査会においてもそう
いった審査をしておりますし、この貸付けについては
実は３つの団体が関与していると考えていただけると
分かりやすいのかなと思うんですが、まず県が貸付主
体として関与します。もう一つは、先ほどから述べて
いるふるさと財団、これは東京のほうにございます。
そちらのほうの審査も通ります。さらには与信をする
メインバンクになりますが、そちらのほうの審査も
行って、メインバンクのほうは県の貸付けに対する連
帯保証をつけるというのが約束になっております。そ
ういった形で３つの目でもって審査をされているとい
うふうに御理解いただければと思います。
○西銘　啓史郎 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○武田　真 企画部長　３年分の決算書を全て取り寄
せて確認しております。
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○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　数字をお答えください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企画部長。
○武田　真 企画部長　今手元にデータがあるもので
言いますと、2023年３月期の売上高、それから経常
利益でございますが、売上高が65億8400万円、経
常利益が9500万円、2020年３月期の売上高が66億
4900万円、経常利益が7100万円となっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　今、部長はあえて数字のいい
ものを発表しましたけれども、赤字のときもあります
よね。赤字決算もありますよね。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時８分休憩
　　　午後４時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企画部長。
○武田　真 企画部長　失礼いたしました。
　令和３年３月期は、営業利益が三角の……。ちょっ
と休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時10分休憩
　　　午後４時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○武田　真 企画部長　失礼いたしました。
　令和３年３月期の経常利益は、マイナスの４億
5100万円となっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　何を申し上げたいかといいま
すと、普通民間で貸付けする場合はその事業者の決
算って重要視するはずですよ。要は返済能力があるか
ないか、もちろん資産もありますよ。ですから私、こ
の７月の審査会でどういう審査をしたのか分かりませ
んけれども、2024年３月期の決算は62億の売上げに
対して、330万の経常利益なんですね。これで貸付け
８億、これを審査会でどのように審査をしたのか。こ
れは恐らく委員会でもしっかり審査をすると思います
ので、必要書類についても会派から提出を求めると思
いますので、しっかり必要書類を提出してもらいたい
と思います。
　私が申し上げたいことは、もちろんこのふるさと融
資、ほとんどが沖縄県で言えば、レジャーホテルだっ

たり、そういった雇用も確保しなさいという規定が
あったと思います。以前は10人のものが、今年は５
人になっていると思いますけれども、ある業者による
と、10人の雇用の増ができないので申請を諦めたと
いうようなこともありました。その中で今回は、雇用
の増についてはどのように考えていますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今回、本事業による新規の雇
用はございません。継続雇用としていることで、産業
政策への寄与が大きいとして、ふるさと財団の特例で
行っている雇用を維持できる人数を新規の雇用者とし
て算入するという形の特例措置を適用させていただい
ております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　それともう一つ、先ほど部長
の説明では、12月に申請があって、５月に受理をし
て、７月に審査会をということですけれども、もうこ
の会社は―８月にこの輪転機は稼働していると思い
ますけれども、これは決して違法ではないという理解
でよろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　これまでもこの貸付金につき
ましては、事業終了後の貸付けという形で事業に先に
着手をしているのがこれまでの通例になっておりま
す。そういう意味では、事業者のほうでは貸付けが行
われないというリスクもしょいながら整備を進めてい
るというふうな理解をしております。また、我々もそ
ういうふうな説明を事業者のほうにしております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これについては、後ほど委員
会でもしっかり審査をさせてもらいたいと思いますの
で、次に行きたいと思います。
　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時12分休憩
　　　午後４時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　３番に移りたいと思います。
　沖縄県内のマリンレジャー業界の現状と課題につい
て(1)、先般、りゅうぎん総合研究所の発表がござい
ました。文化観光スポーツ部長、県警本部長も御覧に
なったと思いますが、県の見解を、まず文化観光ス
ポーツ部長の見解から伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。



- 213 -

　去る９月17日に、沖縄県内のマリンレジャー業界
の現状と課題に関する調査レポートが発表されたこ
とは承知しております。調査では、本県のマリンレ
ジャーの市場規模、安全上の課題、業界の健全化に向
けた提言など、包括的な内容となっており、有用な資
料であると考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　御指摘のレポートにつきま
しては、現状と課題につきまして、多角的に、また総
合的に検討されたもので大変興味深く拝読をいたしま
した。
　県警察といたしましては、本件レポートを含めて各
業界団体に対するヒアリングなど様々な御意見を参考
にして、水難事故防止対策に取り組んでまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　（スクリーンに表示）　今、
タブレットに出してますので、皆さん御覧になれると
思いますけれども、りゅうぎん総研としては、このマ
リンレジャーの市場規模を134億円として推定をした
とあります。こういう数字が出たのも私の記憶では初
めてだと思うんですけれども、申し上げたいことは、
マリンレジャーいろんな事業、ダイビングであったり
スキューバだったり、またそれからマリンレジャー
ボートであったり、多岐にわたるんですけれども、そ
の業者の数、それから(2)番の質問にも関係しますけ
れども、マル優事業者というのがありますけれども、
県警本部長、直近の届出事業者数とマル優事業者数に
ついてお答えください。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　本年８月末現在のマリンレジャー事業者―海域レ
ジャー提供業者数ですが、3835事業者となっており
まして、そのうちマル優事業者につきましては、114
事業者ということで割合については、全体の約３％と
なっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　私も以前、この関連質問幾つ
かしたんですけれども、八重山において事故があっ
て、この方々が保険に入っていなくて裁判にもなった
ということが幾つかありました。今、県警でもいろん
な届出の事業の、いろんな立入りもして、取締りとい
うか、不正があった場合には調査もしていると聞いて
います。今、県警本部長からあったように、3835の

事業者があって、届出制ですので事前には部屋があり
電話がありということで、審査をして届出をした後
に、部屋を返して携帯だけでやっている実態もあるよ
うに聞いてます。そして、一部離島においては半グ
レのこともあったというふうに新聞にも載っていまし
た。そういう関係からすると、やはりマル優事業者
というのがしっかり増えていかなきゃ私はいけないと
思っているんですね。今、県警本部長の説明だと３％
とありましたけれども、そのためにはマル優事業者に
ある程度のメリットを与えないと、なかなかマル優事
業者になり得ない。もっと言うと、残り三千幾つの事
業者は言葉悪いですけれども、お客様は観光客も含め
てネットで調べて申し込んで、安かろう悪かろうで、
けがをして沖縄観光のイメージもダウンする。私は、
そういう観点からするとしっかりこの業界としての取
りまとめを行うべきではないかということもあり、
(3)に移りますけれども、業界健全化に向けた提言に
ついて、これ資料ちょっと出しますんで、（スクリー
ンに表示）　今出しているのは課題です。（スクリー
ンに表示）　そして、提言が出てますので、この件に
ついて文化観光スポーツ部長、それから県警本部長の
見解を伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　調査で示されている業界健全化には、事業者を含め
様々な主体が連携して取り組むことが重要であると考
えております。
　県としましては、現在スマートフォンで確認できる
ハザードマップの構築であるとか、リーフレットの配
布などを行っております。令和６年度からは新たにそ
れに加えて、安全で適切なマリンレジャー事業者が選
ばれるようモデル事業を実施することとしておりま
す。引き続き関係機関と連携して、観光事業者と水難
事故防止対策に取り組んでまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　県警察では、このマリンレジャー事業者に対して立
入調査強化チームを設置いたしまして、立入調査ある
いはその行政指導、処分というのを強化をしておりま
す。また、不良行為者らが関与する水上安全条例に基
づく届出義務違反事件などを検挙しているところでご
ざいます。今後、こうした活動を強化することに加え
まして、本年７月、県警察に水上安全条例改正プロ
ジェクトチームを設置しております。また、有識者会
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議も設置しておりまして、同条例の改正に取り組んで
いるところでございまして、様々な御意見を参考にし
ながら水難事故の防止に取り組んでまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ありがとうございます。
　実は私も、りゅうぎん総合研究所の社長それから担
当の方とお会いをして、いろんな話を聞いてまいりま
した。その中で、届出制からここに書いてある許可制
へというと、県警の以前の答弁では職業選択の自由に
触れるとかそういうこともありましたけれども、この
ことは議会でも話していいということだったので、銀
行の顧問弁護士に聞いても厳しい審査をする弁護士も
特に問題はないという発言があったようです。私はま
だ確認はしていません。ですので、届出制によるデメ
リット、許可制によりまたいろんな法的なあれがある
にしても、この中間に至るまでの―今、県警本部長
がおっしゃったように、水上安全条例の見直しも改正
も、二十何年ぶりに行っていただいたことには感謝を
申し上げますけれども、いろんな課題があって、この
一つ一つをステップを踏んでいかないと、結果的にマ
リンレジャー、沖縄のきれいな海もいろんなものも悪
いうわさが広がり、もう沖縄ではマリンレジャーをす
るべきじゃないみたいなことにならないように、これ
はしっかり県警、また文化観光スポーツ部連携して取
り組んでもらいたいと思います。そして一つ、議員
連盟の中にも観光スポーツ振興議員連盟がもう既に立
ち上がっています。今まで二十数名だったのが、今
回14期から48名全員が加盟して取り組んでいますの
で、これについてもしっかり勉強会をしながら執行部
にも提言をしたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　４番、交通渋滞解消対策につ
いてですけれども(1)、ＴＤＭについて。
　ア、ＴＤＭ施策推進プログラムの概要について伺い
ます。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県においては、平成16年度に
ＴＤＭ施策推進アクションプログラムを策定し、交通
渋滞の緩和や環境負荷の軽減を図る観点から、自家用

車利用者の交通行動の変更を促す交通需要マネジメン
ト、いわゆるＴＤＭ施策を推進しているところでござ
います。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ではイ、３つの目標と６つの
施策分野について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　アクションプログラムにおい
ては、「強くしなやかな自立型経済の構築を支える交
通体系の確立」などの３つの目標と「対流促進するた
めのシームレスな移動・輸送を支える交通体系」など
の６つの施策分野を示しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎  議員　では、ウに行きますけれど
も、３つの成果指標の目標値（令和６年度）と実績値
について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　アクションプログラムにおい
ては、公共交通利用者数の目標値が年間4800万人に
対して、令和４年度の実績値が年間3824万8000人と
なっております。乗り合いバス利用者数の目標値が年
間2736万2000人に対し、令和４年度の実績値が年間
2133万9000人となっております。モノレール１日当
たりの乗客数の目標値が１日当たり５万6900人に対
し、令和５年度の実績値は１日当たり５万4803人と
なっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　私もこの資料を読ませてもら
いました。四十何ページのものを。大事なことは、も
ちろん交通渋滞の解消には―この後また質問もしま
すけれども、いろんな要素が絡んでいるので、もう一
筋縄ではいかないと私は考えています。もちろん県民
の意識を変えたりとか、他の交通機関、公共交通の利
用であったりいろいろありますけれども、やはり県と
してはしっかり道路の整備も含めて、そういったハー
ド、ソフトもしっかり取り組むべきだという観点で質
問をしております。
　(2)は取り下げましたので、(3)に行きたいと思い
ます。
　那覇市内バスレーンの交通量の実態と対応策につい
てですが、ア、与儀十字路から那覇高校前までの交通
量について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
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○武田　真 企画部長　与儀十字路から那覇高校まで
のバスの交通量でございますが、この区間においては
朝の７時30分から９時までの間、バスレーン規制が
行われており、当該バスレーン規制時間中に開南バス
停を停車するバスの台数は、時刻表ベースですが49
台となっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　イ、国道58号の朝のバスレー
ンの交通量について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　国道58号の伊佐から久茂地ま
での区間においては、朝の７時半から９時までの間、
一部の区間を除いてバスレーン規制が行われておりま
す。当該バスレーン規制時間中において、上之屋バス
停を停車するバスの台数は、これも時刻表ベースで
56台となっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ウに行きたいと思います。
　開南交差点から那覇高校前までのバスレーンの解消
について、県の見解と課題について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　開南交差点から那覇高校まで
のバスレーンの解消についてですが、令和５年度に実
施したシミュレーションにおいて、開南交差点から那
覇高校までの朝のバスレーン規制を解除した場合、一
般車の流入による交通渋滞が発生し、それに伴いバス
の走行時間が増加するというシミュレーション結果が
示されております。そのためバスレーンの規制解除に
ついては、慎重な検討が必要であると考えておりま
す。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これもなぜこういう質問をす
るかというと、私が寄宮十字路で朝の街頭活動をして
いるときに、識名トンネルから与儀十字路に向けての
道路渋滞、それから１人乗りの運転手の方が多いこ
と、それから２人乗りだと親子連れで通学に使ってい
る方々がいらっしゃるのを見ると、やはり何らかの対
策をしないと、このままじゃ解決できないなという気
がしております。今のウの開南交差点から那覇高校前
までのバスレーンを解除することによって、バスの定
時性に影響が出るかというと、私は出ないと思いま
す。私自身は、開南から左折して右折して右折して那
覇高校前まで車で行く場合は戻るんですね。四角形の
４辺を３辺行くわけですよ。この僅か数分の交通量が
渋滞に全然影響は出ないと思っているので、あえてこ
の提言をしました。

　続いてエに移りますけれども、一部バスレーンにお
ける交通規制の実証事業について、以下の見解を伺い
ます。
　これ実は、この間ブラジルに行ったときに、サンパ
ウロで曜日によって―月曜日が末尾ナンバーが１・
２、火曜日が３・４とかですね、そういう規制をして
いる。シンガポールとか、たしかアジアでもそういう
のがあったと思うんですけれども、ナンバープレート
の末尾の数字による緩和であったり、先ほど言った相
乗りの乗用車による緩和をする実証事業をすることに
ついて、これは県警本部が答えるのか、それとも交通
政策課が答えるのか、どちら……。じゃ、企画部でお
答えください。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　国外において、ナンバープ
レートの数字を用いて、走行可能な自動車の総量をコ
ントロールする交通規制を行っている事例は承知して
おります。バスレーンの規制緩和に向けた実証実験に
ついては、バスの運行時間に影響を与え、バスの利便
性低下につながる可能性があることから、慎重な検討
が必要であると考えております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　いずれにしてもいろんな要素
が絡みますので、ただバスレーンを延長するだけでは
なくて、実態に合わせて解消したり、またはこの期間
だけは許可するとか、柔軟な対応も必要だと私は思い
ます。
　(4)番に行きます。
　信号機の表示時間について。
　ア、表示時間についてどのように設定しているのか
伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　通常、信号機の点灯秒数は、当該信号機を設置する
交差点の形状や交通量を基に設計をしておりまして、
曜日や時間帯ごとの交通量の変化も考慮して設定をし
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　イに移りますけれども、渋滞
地域の信号機に交通量データ取得機器を設置して、表
示時間の変更をＡＩ等で柔軟に対応することについて
伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　都市部などの渋滞地域における信号機につきまして
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は、交通管制センターによる集中制御、すなわち車両
感知器による交通量を常時分析をいたしまして、現在
の交通状況を反映した最適な秒数をシステムが自動算
出して、信号機に指令を行うという形になっておりま
す。御指摘のＡＩの活用についてでございますけれど
も、警察庁においてＡＩを用いた交通管制の研究が行
われたと承知をしているところでございまして、こう
した状況を踏まえつつ、効率的な交通量の実現に取り
組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　警察本部長、もう一つ県内の
信号機の設置数と、それから渋滞箇所。自動的にデー
タを取れるようになっていると聞いているんですが、
その件数―台数といいますか、お答えいただけます
か。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　本年８月末現在における県内の信号機の設置数は、
2124基であり、そのうち交通管制センターで制御し
ている信号機については770基でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これは警察本部長ぜひお願い
したいんですけれども、渋滞の定義が私はちょっとよ
く分かりませんけれども、よく交差点で人間のパワー
でカチカチやっているものを時々見かけます。そう
いった人手に頼らなくてもそういったデータを取れる
仕組みをつくって、より柔軟なこの信号の対応をする
ことで少しは渋滞が解消できるのではないかと思い、
あえて質問をさせてもらいました。
　休憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　１、知事の政治姿勢について
であります。
　(1)、知事訪米について。
　ア、日程調整を開始した時期と最終日程が確定した
のはいつか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　知事訪米の日程については、年度当初から時期及び
内容の検討を行ってきました。そのような中、今年６
月に、米軍人による性的暴行事件が相次いで発覚し、
さらに通報体制に関する問題も明らかになりました。
そのため、年内の早い時期に訪米し、関係機関に対し

強く申し入れる必要があると考え、７月上旬には９月
に訪米することを決め、他の日程等なども考慮の上、
最終的に７月下旬に訪米日程を９月８日から15日と
することを決定しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　イですけれども、今回の現地
手配、面談等はどこが行ったのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の訪米に際し、連邦議会議員や有識者等との面
談に当たっては、ワシントン駐在が人選及び面談の取
付けを行っております。また、各種シンポジウムでの
出席者との調整、講演資料の準備等、日程全体におけ
る各種調整業務についてはワシントン駐在職員が中心
に行っているということでございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ではウですけれども、ワシン
トン事務所とワシントンコア社、マーキュリー社もあ
ると思いますが、その役割について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の訪米においてワシントン駐在は、先ほども申
し上げましたけれども、連邦議会議員や有識者等との
面談の取付けや各種シンポジウムでの出席者との調
整、講演資料の準備等、日程全体における各種調整業
務を担っております。また、委託業者であるワシント
ンコア社は、面談する連邦議会議員や有識者等の提
案、面談や講演などで米国人に効果的に訴える方法の
助言などのほか移動手段の確保など、ワシントン駐在
の活動の支援を行っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　この中で、ワシントン事務所
について幾つか質問をしたいと思いますけれども、
今、表にこれを出してもらっていいですか。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時32分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　（スクリーンに表示）　この
26ページの報告書も私は全部目を通させてもらいま
したけれども、この中で幾つか疑問、訂正をお願いし
なきゃならないと思うものがあります。
　まず最初に、このページ、何ページかな……。
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　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　この成果事例というところの
最初に、連邦議会調査局（ＣＲＳ）報告書で70％と
修正されましたとあります。2019年６月13日。そし
て、2019年10月１日に「県民投票で72％が反対」と
記載されたとありますが、同じ日のＣＲＳの報告では
どのようにこの区域のパーセンテージが表示されてい
ますか、公室長。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　同年10月の報告では、全施
設の25％となっているという報告がございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　2021年２月の報告書ではどう
なっていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　この表記は修正されましたと
いうことを成果事例として書いているんですね。その
後、25％に戻っているんです。それまでずっと25、
25ですよ。それがこの６月13日だけ７割に戻って、
そこから25に戻っているわけです。修正されたのは
１回だけ。ですから、これは成果として上げちゃいけ
ないですよ。言っている意味分かりますか。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時35分休憩
　　　午後４時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　調査局の報告書の中では、
全施設の約25％という表記になっているものもござ
います。また、2023年６月の報告書においては、ま
た70％との記載もあるところでございます。連邦議
会調査局にワシントン駐在が確認したところ、沖縄県
の米軍専用施設面積が70％であることは十分理解し
ており、25％と70％のどちらを使うかは、その都度
判断しているということでございました。
　県としては、引き続き連邦議会関係者に対して沖縄
県の考えを説明し、理解を得てまいりたいというふう
に考えております。

　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎  議員　（スクリーンに表示）　で
は、あと同じこの中の５ページに書いていますけれど
も、面談実績、2023年度は1331名と過去最高とあり
ますが、この数字の内訳をちょっと御説明いただけま
すか。この棒グラフで結構です。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時38分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お待たせいたしました。
　連邦議会関係者が571人、有識者等が697人という
ふうになっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これ１年間で1331名を毎月に
平均すると、110名超えるんですよね。実際にもう一
つこの資料がありますね。（スクリーンに表示）　ワ
シントン駐在活動記録、これ月次で出されていると思
います。私もこれ４月から３月まで全て目を通しまし
た。公室長も目を通していると思いますけれども、月
何名と面談していますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　議員から提示いただいてお
ります資料によりますと、４月で９件の面談となって
おります。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　（資料を掲示）　私が申し上
げたいことは、皆さんはワシントン事務所を評価した
いがための資料を作っただけです。これにも事実じゃ
ないものがたくさんあります。事実と―要は過大評
価していると言わざるを得ないものがあります。そし
て、この文章の表現のいろんなところに、何々が期待
できますとなっているんです。期待ですよ。実現しま
したじゃないんです。こういう効果がありましたじゃ
ないんですよ、ほとんどが。期待できますということ
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は、期待できないかもしれないわけですよね。ですか
ら申し上げたいことは、県としては、このワシントン
事務所の評価をしっかり下して、次年度予算どうする
か、しっかり審議をしていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　知事公室長にお尋ねしますけ
れども、ワシントン駐在活動事業の報告書の平成30
年度、59ページに相当厳しい指摘があります。これ
以前も指摘しましたけれども、この中身をちょっと読
み上げてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　要旨について御説明いたし
ます。
　ワシントン駐在は、ワシントンコア社の助言を踏ま
え、ニュースレターや文書等の発出の際は、委託事業
者を呼び、専門家と事前に調整し、文書の形式、内容
の確保やネイティブチェック……。失礼しました。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時42分休憩
　　　午後４時42分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　大変失礼いたしました。
　平成30年度の報告書においては、沖縄県が作成し
た配布資料について、有識者への説明・説得という観
点で単語の選択が適切ではない。本県の意図を十分に
把握していなければ誤解してしまいそうな表現も多々
含まれており、こういった資料を配布することはリス
キーであるように思われたなどの記載がございまし
た。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　公室長、これ平成30年に指摘
されていて、その後、沖縄県は大統領就任でメッセー
ジを打ちました。翁長県政のときの―誰でしたっ
け。トランプさん。そして、バイデンのときに玉城県
政が打ちました。このときも指摘されました。私もこ
の文章を見ていて非常に気になったので、専門家の方
に見てもらうと、玉城知事が送ったその祝意の表現
は、おめでとうございますという祝意以外に要請が
入っていました。要は、基地問題こういうのがありま
す、こういうことにも御配慮くださいみたいなのが
あって、これは外交のマナー上失礼だそうです。こう

いったことを平気でやっていたわけですよ、ワシン
トン事務所も。ですから、私が申し上げたいことは、
（資料を掲示）　こういうふうにワシントンコア社か
ら平成30年に指摘をされたことが、令和２年、３年
でも修正されていない事務所のままだということを申
し上げたいわけです。この個人の批判じゃないです
よ。
　それともう一つは、この11月の今度スーパーチュー
ズデー、新大統領が決定しますけど、玉城知事は祝意
を出す予定でしょうか。お答えください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現時点ではまだその件につ
いては検討をしていない状況でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これ私は、個人的には、前回
も申し上げましたけれども、議会を通さない、私たち
も知らない、中身も知らない、それが県の思いで一方
的に出ていく。当時、公室長に聞いたら、47都道府
県で外国のトップにメッセージを出している県は沖縄
県だけだそうです。それで、このときも申し上げまし
た。大統領―アメリカの大統領に出せますけれど
も、中国の習近平にも出せますよ。私たちが知らない
ところで。北朝鮮にも出せます。これは問題ですよ。
中身を全く議会が知らないまま、知事公室と現地で翻
訳をして出す。私はこれは厳に慎しむべきだと思いま
す。それから以前、現地の所長が弔辞―日本で言う
弔電みたいなものも所長名で出していました。これも
大きな問題だと私は思っています。
　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時45分休憩
　　　午後４時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　ですから、ワシントン事務所
についてはまたこれも予算委員会で審査しますけれど
も、私はなくてはならないものではなくて、コロナの
ときも日本に７か月ぐらい滞在して事業ができたこと
を考えると、現地にある必要は全くないと強く断言し
たいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時45分休憩
　　　午後４時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　では、最後(3)ですけれども、
安和桟橋での事故について。
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　ア、事故原因捜査のさなかでの昨今のマスコミ報道
に関し、県の見解を問います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今回の安和桟橋における
死傷事故に関して様々な報道があったことは承知をし
ております。これらは、報道各社の取材に基づき行わ
れたものと考えており、県警において捜査中であるこ
とから、県として、その内容について見解を述べるこ
とは差し控えたいと考えております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　今報道の在り方について問い
ました。私は、個人的には、報道の自由というのはあ
ると思います。ただ、片方では社会的責任もあると思
います。まだ捜査中のことに対して、間違った情報を
提供すると、捜査に悪影響を私は与えると思います。
ですので、そういう意味では、今土建部長はそういう
答え方をしましたけれども、私はやはりいろんな意味
で関係者の配慮も必要であり、まだ捜査中の案件につ
いては、マスコミは報道については慎重にあるべきだ
というふうに私は思います。
　そういうことも含めて、玉城知事、最後に申し上げ
ますけれども、玉城知事は現地の視察もされたかどう
か分かりませんが、警備会社の方が亡くなったことに
対して、私たちは議会人としても深く哀悼の誠をささ
げると同時に、知事にも向こうに行って手を合わせる
ぐらいの気持ちがあってもいいと思います。そうじゃ
なければ、亡くなった方は浮かばれません。よろしく
お願いします。
　答弁大丈夫です―合わせましたか。失礼しまし
た。
　ではそういうことで、よろしくお願いします。あり
がとうございました。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　順番変えて、５、我が会派の花
城大輔議員の代表質問関連からやりたいと思います。
　１の(9)番、一般質問を１日当たり６名、５日間と
する提案に対する執行部の考えをもう一度お伺いいた
します。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　一般質問の日数を１日当たり
６名の５日間とすることについては、散会時刻を早め
たとしても、質問聴取、答弁や想定問答の調整、翌日
の準備作業などの議会対応業務があり、業務負担が減
ることは考えにくく、一方、議会日数が１日増えるこ
とで、準備作業も１日分増えることとなり、業務負担
は増加するものと考えます。また、企業や住民への説

明・相談など対外的な日程も組めなくなります。
　執行部といたしましては、引き続き一般質問を４日
間とすることに、ぜひ御理解と御協力をいただきたい
と考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　部長、じゃあ僕聞きますけど、
６時に終わって、例えば３時間調整の時間があったと
したら９時ですよね。５時に終わったら何時になるん
ですか。それでも９時ですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　散会時刻を早めますと、翌日
の準備作業が早くなるというふうに期待されるところ
ではあるんですけれども、執行部の現状を申し上げま
すと、質問に対しましては、できる限り丁寧な対応を
心がけているところでありまして、質問聴取をしなが
ら、質問通告に沿った内容の確認や、その趣旨、課題
意識、議論の方向性や展開など、詳細にその質問聴取
に沿った形の部分を把握しまして、それに沿った答弁
と想定問答を作るような形をしております。現状とし
まして、時間が許す限りそういった作業を複数人でや
るという形になっておりますので、そういう意味合い
で散会時間が早くなったとしても、全体の作業時間が
減るということは現状ではちょっと考えにくいという
ふうに申し上げております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　何、それだったら皆さんの今の
話を聞いてたら、早く終わっても９時までは帰さない
よとか、10時までは帰さないよという話か。そうい
うことか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　できる限り丁寧な対応を心が
けて、答弁なり、資料作成をしているということでご
ざいますので、この負担軽減に関しましては、議会の
協力を得ながら、引き続き検討していく課題ではある
かなと思っております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　私は委員会でこれをやっている
側の委員長ですからあんまり強く言えないんだけど
も、ただ、昨年13期のことを考えると、あれだけの
職員が辞めているわけですよ。定年退職だけではなく
て100名がね。今でもやっぱりメンタルをやられて休
んでいる方々もいらっしゃると思う。それを考えて
いったら我々は職員の負担軽減をすべきではないの
か。もし今、例えば22日間を我々議会の期間だとす
るんだったら、23日、24日延ばしても間に休みを入
れていってもいいよと。だから、議会の在り方自体を
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もう一回考えたらどうかと思うんだけど、どうか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　いろんな提案も含めまして、
議会の皆様の御協力も得ながら、今おっしゃる職員の
負担軽減につきまして、引き続き検討していく必要が
あるかと思っています。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　のらりくらりとかわそうとする
この在り方が―我々は今、与党が五、六名しかでき
ないとか、七、八名しかできないことに対して、僕は
おかしいと思う。ここは言論の府なんだからさ。ここ
でしっかり与野党関係なく、自分たちの関係者を―
やっぱりいろいろな問題があると思いますから、そこ
でちゃんと議論ができるようにしてあげないといけな
いというのが、この県議会だと思いますよ。そこはも
う少し考えたほうがいいと思います。
　同じく２の(7)、普天間基地跡地利用について、ど
のようなスタンス、関わり方を今後考えているのか、
県の考え方を聞きます。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　内閣府において、次年度の概
算要求額の中で駐留軍用地跡地先行取得事業等が新た
に項目立てされたことは、計画的な公共用地の取得に
資するものというふうに考えております。引き続き宜
野湾市、国と連携を図りつつ、取り組んでまいりたい
と考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　私は今度の選挙をやりながら、
ずっと市民の皆さんに訴えてきたんだけど、この内閣
府についた68億の予算案、これは松川正則前市長が
ある意味では命がけ。このお願いを内閣府にした翌日
に亡くなるわけですよ。だから僕はどうしてもこれは
認めさせたかった。だから、これは多分、佐喜眞市長
にならなければ流れる予算だろうなと思っています。
この68億は何かというと、あの普天間駐留軍用地跡
地、これを先行取得する予算ですよね。普天間飛行場
というのは、辺野古に移っても、そのまま残るんじゃ
ないかと言われている土地ですよ。それをやることに
よって、ああ普天間は返ってくるんだなというのを示
しているわけですよ。そうじゃないですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　国においても駐留軍用地の跡
地利用を円滑に行うため、計画的な公共用地の拡大が
必要だということで、予算計上を新たに立てたという
ふうに聞いております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。

○呉屋　　宏 議員　ですから、どうしてもこの68億
の予算は―これは内閣府から今財務省に行ってい
る。財務省でそれを認めれば、来年からこの先行取得
ができるようになる。これね、宜野湾市にとっては物
すごく大きいこと。だからこそ、普天間飛行場を一日
も早く返そう、そういうことをやっていた。これ県は
どうやって関わるつもりでいるんですか。皆さんは先
行取得事業を持っているのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　先行取得事業を行っているの
は、県及び５市町村となっております。宜野湾市もも
ちろんですが、浦添市、沖縄市、それから北中城村、
北谷町、あと県のほうも取得事業を行っているところ
です。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　あのね、これもちろん宜野湾市
のど真ん中にありますから、県も積極的に関わってど
うするかというのは真剣に考えてほしいと思います。
これは専門的にやりたいと思いますから、次回から
やっていこうと思っています。
　５の(4)、消防防災ヘリの導入について、今後どの
ように進めるスタンスで臨む考えなのかをお聞きしま
す。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　消防防災ヘリの導入に当
たっては、現在まだ２市、石垣市及びうるま市から意
見があり、承認いただける状況ではございませんの
で、県としては引き続き丁寧な説明を行い、消防防災
ヘリ導入に向けて取り組んでまいりたいと考えており
ます。
　以上です。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　皆さんが了解しているという39
市町村というのは沖縄県消防防災ヘリコプター導入推
進協議会可決議案に係る承認書という、このことを
言っているんだよね。これ最初に僕がもらったもの
は、那覇は反対ということになっているんだけど、違
うのか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　那覇市からも承認いただけ
ております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　私の手元に契り印がついた那覇
市の公印が入っている12月７日時点のものがあるん
だけど、これからどう変わったんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
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　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時57分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　那覇市について、いついつ
がそういう状況で、今は賛成という詳細は今把握して
ないんですけれども、当初反対だった市町村に対して
も、県あるいはその協議会から説明を行いまして、現
在は同意をいただいているという状況でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　公室長、これね、よく話し合っ
たほうがいいと思いますよ。これは確かにその後、
ひっくり返ったかもしれない。だけど、那覇市の議員
は承認していないと思っているよ。僕は電話で聞いた
んだもん。だから、私のところには反対のペーパーが
あるけど、これどういうことかということを聞いた
ら、いや、うちは反対ですよと言っていました。
　じゃあ、元に戻ります。
　１番の農林水産業について。
　現在のサトウキビの生産量と農家収入を伺う。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和５・６年期の沖縄本島のサトウキビについて
は、台風来襲や県全体で少雨傾向であったことから、
生産量が９万7907トンで、前年より約２万トンの減
少となっております。本島内の農家戸数は約4400戸
であり、農家全体の収入は約25億円となっておりま
す。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　農業の生産高の何％をこのサト
ウキビで占めているのか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時59分休憩
　　　午後５時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和４年の農業産出額は890億円で、サトウキビ
―県全体でございますけれども、166億円で18.7％
となっております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　沖縄本島内に製糖工場は幾つあ
るのか、お伺いします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　沖縄本島は、ゆがふ製糖工場、唯一の１社の製糖工

場でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　ゆがふ製糖についての現状をお
伺いします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　ゆがふ製糖工場ですけれ
ども、工場建屋や製糖工程の中核となるボイラー設備
等について、築60年以上が経過していることから、
老朽化対策の必要性が高い状況でございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　何か分かっていることを聞くの
は嫌だな。
　そもそも、この製糖工場は民間のものですよね。建
てたのは民間ですか、どこですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　1958年、昭和33年に竣工
年でありまして、民間の工場であります。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　これは補助が入っていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時２分休憩
　　　午後５時２分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　中の工場設備に関しましては、補助ということで整
備しているところであります。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　本題に入りますけどね、部長。
うるま市に―これはうるま市の市長から頼まれた質
問なんだよ。これね、何でかといったら、うるま市が
関与していると思っているらしいんだよ、周辺は。う
るま市にあるから。だから何とか、これは県全体のも
のなんだということは県議会でやってくれと言われて
俺今やっているんだけれども、向こうからの資料を見
たときにびっくりしたんだけど、皆さんは、この事業
主体をうるま市に頼んだことがあるんだね。うるま市
にこの事業主体をやってくれと言ったことがあるんだ
よね。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では令和２年度に沖縄県分蜜糖製糖工場安定操業
対策検討会を設置しまして、製糖事業者や市町村会、
関係団体等と工場の老朽化対策、そして事業主体につ
いて検討してきたところであります。その中では、地
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元のうるま市が事業主体になる場合ですとか、またゆ
がふ製糖工場が事業主体になる場合などということ
で、様々な事業主体に関しての検討を行ってきたとこ
ろであります。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　国頭から南部まで全部サトウキ
ビをやっている人がいて、なぜうるま市が事業主体に
なるという案が出てくるのか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時４分休憩
　　　午後５時４分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　今ある工場がうるま市ということと、あと移転予定
地のほうもうるま市であるということで、うるま市が
事業主体ということの案も―案というか、というこ
とも検討の中に含まれておりました。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　検討の中に含まれたんじゃなく
て、これはうるま市でやってくれないかと正式に頼ま
れたと言っているんだよ。こんな話がどこに通ります
か。僕は、皆さんを困らせたくて言っているわけじゃ
なくて、これ誰も答え出し切れない。ＪＡも断ってい
る。県も後ろ向きだ。これね、本島内のうち、令和
４年で12万トンが生産されているんだね。これ一体
―そうだよね。もしこの工場がなくなったらこれは
どうするのか。農林水産部はこれをどうするのか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　沖縄本島のサトウキビの生産がなくなった場合、農
家経済はもとより、雇用機会を確保している製糖企
業、また関連産業の経済損失の影響が大きいというこ
とを認識しております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　あのね、企画部長。これね、も
う農林水産部を超えているよ。これ整理したらどう
ね、真剣に。農家は困っているよ。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員から御意見があります事業実施主体でございま
すけれども、建設費用ということで、ゆがふ製糖工場
の整備につきましては、多額の建築費用を要するとい
うことで、関係市町村の費用負担ですとか、財源確
保、事業実施主体等の課題が大きいということは認識
しております。

　県としましては、ゆがふ製糖工場の老朽化対策の緊
急性が高いことから、引き続き関係機関と連携し、ゆ
がふ製糖株式会社を事業実施主体とすることも含めま
した工場整備の方策について、協議を進めてまいりた
いと思います。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　2019年に２か月ぐらい操業が止
まったんだよね。あのときにとっても困ったんだよ
ね。皆さんは、もうあのことを忘れたんですか。これ
ね、みんなの市町村にあると思いますよ、このサトウ
キビ。知事、最後にあなたに聞きますけど、これどう
するのか。部長に聞く話じゃない、もう。政治的に決
めて。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど来、農林水産部長から答
弁をさせていただいておりますが、製糖工場の建て替
え、非常に喫緊の課題であるということは、我々も非
常に強く認識をしています。他方で、多額の建設費用
を要すること、事業実施主体ですとか、費用負担、財
源の確保、そして、沖縄本島内での製糖の今後の推移
等様々な資料を基にして、この検討会議で会議が行わ
れているというように受け止めております。ですか
ら、そのことも含めてどのような方向性になるかとい
うことをできるだけ早期に決めていけるようにしたい
と思います。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　平成元年が78万トンですよ。本
島内。今12万トンだ。もうこれ生産しなくなるまで
待つか。それぐらいの話ですよね。真剣に考えてやっ
たほうがいいと思いますよ。知事にこんなこと言うの
は申し訳ないけど、これ誰一人じゃなくて、みんな
チャーヌクシーしてるから。この間の―金曜日か、
夜間学校の話も聞いていて、新垣淑豊さんの話を聞い
ていても、これじゃあな……。もうずっと取り残して
いるような状況ですから、真剣に考えてあげないと、
これヤンバルのオジー、オバーなんかも大変だと思い
ますよ。
　次に行きます。
　水産事業は順調に推移していますか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　水産業におきましては、新・沖縄21世紀農林水産
業振興計画に基づき、沖縄型つくり育てる漁業の振興
や多様なニーズに対応する戦略的な販路拡大と加工・
販売機能の強化等に取り組んでおります。その中で、
新たな養殖品種の育成や安定生産に向けた養殖技術の
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開発と普及を図るとともに、糸満漁港に開設したイマ
イユ市場における水揚げ物の高度衛生管理の推進に向
けた取組や未利用魚の加工方法の開発による高付加価
値化に関する事業等を行っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　海洋漁獲高と陸上養殖の割合は
今どれぐらいになっていますか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　本県における令和４年の漁業産出額は172億3100
万円となっております。そのうち、養殖産出額は72
億1000万円でありまして、漁業産出額の41.8％を占
めております。沖縄農林水産統計年報で把握可能な
陸上養殖は海ブドウ養殖であり、その産出額は７億
3400万円と、漁業産出額の4.2％となっております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　これだけ養殖が推移してきたけ
れども、皆さんが戦略的にやってきた魚の養殖はほと
んど失敗しているんだよね、これまで。伊平屋でやっ
たり伊是名でやったり、あるいは伊江でやったり、こ
れもう失敗だらけなんだよ。もっと真剣に考えていく
べきだと思うけど。
　それからもう一つ、僕は今の部長と議論をしまし
た。これは出口戦略が問題なんだよと。ここで安く取
引されているから、誰もそこに興味がない。もっと都
心を狙うべきではないのかと。あの議論はどうなった
か。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時12分休憩
　　　午後５時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　モズクを中心とした水産物に関して、関係部局と連
携を図りながら、本年８月に民間企業と意見交換を行
い、県内外流通状況や売れ筋の商品について情報収集
を行ったところです。また、コロナ禍で大きく変化し
た消費流通形態の課題抽出と対策による漁業協同組合
や県内外の民間企業とのビジネスマッチングの事業化
を検討しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　検討もいいけど、もう結論を出
して先に進まないと。失敗はしていいんだよ、幾らで
も。でもトライしていかないといつまでもテーブルの

上で話ばかりしたら、前に進まない。勝連の平敷屋
なんか言ったでしょうが、１キロ110円で浜買いされ
て、末端価格でモズクは600円で売られている。この
間何なのか。商社がもうかっているんだよ、苦労した
人がもうからないで。これをどうするかということを
真剣に考えてくださいよ。
　もう、ちょっとはしょってやりますけど、別に農林
水産だけを攻撃しているわけじゃないんですけど、畜
産の問題点はどこにあるんですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　本県の畜産経営における課題は、混住化に伴う悪臭
など環境問題の発生、高齢化や担い手不足による飼養
戸数、飼養頭数の減少が挙げられます。また、口蹄疫
やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の特定
家畜伝染病の発生リスクが高まっております。さら
に、近年の飼料価格高騰や肉用子牛価格下落により、
畜産経営は厳しい状況にあると認識しております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　おっしゃるとおり、畜産は、今
まで皆さんがやってきたことの失敗作がそこにあると
僕は思っていますよ。10頭、20頭のところで出す牛
のふん尿、あれを吸い取って周辺の畑にまいている。
あれは肥料にならない。肥料にするためには、２か月
ぐらいかかってくるんだよ。そういうことも整備され
ていない。そして、畜産団地が沖縄市の東南植物楽園
のところにあるけれども、あれ僕は成功例だと思って
いますよ。何であれをどんどんどんどん造っていかな
いのか。そういうこともやらないで今はあれ食べる、
今はこれ食べるとかってやっているんじゃなくて、成
功例があるんだからそれを広げていけよということ
が、あなた方がやることです。成功してもそこから広
がらない。僕は南部も見ました。中部も見ましたよ。
20頭ぐらいやっている牛の畜産農家は大変だよ。ふ
ん尿山積みだよ。あれが川から流れて海に行ったら、
実はサンゴを死滅させるんだよ。もう琉球大学の海洋
学部は分かっているんだよ、こんなこと。表に出さな
いだけであって。伏せている。こんなんじゃ駄目です
よ。もっと機械化して、どうしたら早くそういうこと
ができるのかということを真剣に考えてほしいと思い
ます。もうこれ以上やりません。
　あと、２番の沖縄21世紀ビジョンについて伺いま
すけど、2030年を目途とした長期構想である沖縄21
世紀ビジョンは順調ですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　令和３年度の県民意識調査の
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結果では、県民生活の充足度について、沖縄21世紀
ビジョン基本計画を策定した平成24年度の結果と比
較すると、自然・景観、子育て環境、新産業の創出、
国際協力、教育環境などにおいて向上しており、ビ
ジョンの実現に向けた各種取組は順調に推移している
ものと考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　後から出てくるけど、このビ
ジョンが本当に、僕は推移していると思いませんよ。
恐らく皆さんが見ているのは、この都市化していると
ころだけだよ。もっとこれは真剣に考えていただか
ないと多分厳しいだろうな。このビジョンは2010年
ですか、ですから2030年に完結をする。これは構想
だ、県の。振興計画はこれを取ってやっているんだけ
ど少しタイムラグがある。だけどね、皆さん、これは
もうあと６年しかないんだけど、これ全部点検も始め
てるのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　現在は、新基本計画の前期に
当たる３年目に当たります。そして、前期の３年目の
総点検を今行っているところになっております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　違う違う、俺が言っているの
は、その後期の計画を言っているわけじゃなくて、
10年計画を言っているわけじゃなくて、この21世紀
ビジョンは点検しているのかと。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　前期の10年については総点検
をしておりますが、ビジョンそのものについての総点
検はこれからの―あと７年ほどございますので、そ
れからの作業になってきます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　いやだから７年というのは、こ
れは振興計画の中でやっていることだけれども、あな
た方どうせあと６年したら、今度の構想をつくらない
といけないわけでしょう。構想ということは、この
20年の、2030年までにはやるこの構想を今度は整理
しないといけないわけだよね。それができているかと
いうことだよ。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今議員がおっしゃるのは2030
年以降の沖縄の将来像のことかと思いますが、それは
基本計画の成果指標の達成状況や新たな課題等に関す
る検証を行った上で行われるものと考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　皆さんは―僕らはこっちでい

ろいろ施策を議論しているんだけれども、沖縄振興計
画と知事の公約、どっちを優先するのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　いずれも大切なものだという
ふうに考えております。
○呉屋　　宏 議員　どちらを優先するんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時19分休憩
　　　午後５時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○武田　真 企画部長　どちらも整合的な形で進めて
いくものだというふうに考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　じゃあ、次回の議会で、これは
並べて全部話をしたいなと思っていますので、よろし
くお願いします。
　次に行きます。
　同じような振興計画の中に過疎対策があります。過
疎対策で一番難航しているのは何ですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県の過疎方針においては、生
活基盤の充実による定住条件の整備、地域の特色を生
かした産業の振興、さらにはそれを下支えするための
移住による人材の確保・育成等を施策展開の基本方針
としており、過疎対策を進める上では、いずれも欠か
すことができない重要な課題であると認識しておりま
す。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　じゃあ、今話した過疎の住宅対
策はどうやっているのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　住居につきましては、離島の
市町村も含め過疎地域も含め、市町村の意見を聞きま
すと、住まいを確保するというのは大変難しい作業だ
というふうには聞いております。私も８月に現場も見
に行きまして、過疎の市町村の皆様と意見交換もさせ
ていただきました。空き家を活用したような取組も最
近は行っております。そういった市町村の取組を横展
開するような形で、住まいづくりについて県としても
対応してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　伊平屋の村長から話を聞くと
―いいですか。３(2)のアとイまとめてやりますけ
ど、村が発注した定住促進事業、これが坪単価です
よ、この辺では恐らく100万前後ぐらいでしょう。
215万、坪単価。建物を造るのに。10坪造るのに
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2000万ですよ。これは公共事業。これを民間でやっ
たら幾らになるのか、個人事業が個人住宅造ったら
幾らになるかといったら、これの1.3倍から1.4倍。坪
単価で言えば、280万から300万。伊平屋でお家を造
るというのは坪300万かかるんだよ。10坪造るのに
3000万かかる。これをそのまま放っておくのか。過
疎は人がいなくなるから過疎になるんでしょう。そこ
を増やすためにどうするかを考えるんでしょう。住む
ところがなかったら増えないよ。どうするのか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　小規模離島や本島過疎地
域の住宅政策につきましては、地域優良賃貸住宅制度
による民間事業者への整備費助成、空き家再生等推進
事業による空き家の利活用など、国土交通省の補助が
あります。事業の活用に向けて、県では市町村に対
し、説明会の開催やヒアリングをするなど、情報提供
や必要な助言を行っております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　部長、今の答えの中で、この５
年間で、過疎地域で団地、アパート造ったのは何軒あ
るのか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　申し訳ございません。今
手元に過疎地域における議員御発言のような統計がご
ざいません。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　あのね、いいですか。過疎地域
は、那覇と一緒の同じようなレベルで暮らしたいとは
思っていないんですよ。僕は毎月行ってるから分かる
けど、普通に病院に行ける、普通に食料品が買える、
そして普通に移動手段がある、普通にお家を買うこと
ができる、仕事がある、義務教育で普通に充実してで
きる。これが全て過疎地域にはないんだよ。これ政治
の保守・革新の問題ではないんだよ。皆さん分からな
いと思うけど、名護市の東海岸の二見から奥まで、東
海岸にガソリンスタンドありませんよ。国頭村の東側
にある安田からガソリン入れるのに、辺士名まで行く
んですよ。往復で38キロぐらい、１時間だ、山越え
だから。これを見て見ぬふりしているんだよ、今ま
で。どうするのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　議員御指摘のとおり、昨年の

５月に東村唯一のスタンドのほうが閉店するというこ
とになりまして、今議員御指摘のとおり、あの地域に
ついては今ガソリンスタンドがない状態になっており
ます。それから東村といろいろ意見交換をやったり情
報提供を行っております。現時点においては、令和６
年度、東村のほうで整備に向けた実施設計、令和７年
度には工事の着手を行う予定だというふうに伺ってお
ります。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　最後聞こえなかったけど、何、
ガソリンスタンド造るのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今年度に実施設計、令和７年
度、来年度、工事に着手するというふうに伺っており
ます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　いいですか、部長、今ある意味
でＥＶをつくろうとする沖縄の企業がある。これと今
タイアップしてやっているんだけれども、頑張ってい
るんだけど、ＥＶ車だったら、お家にいてそのまま充
電すれば翌日使えるんだよ。それをなぜ環境部とタイ
アップしないのか。ガソリンを入れに行く必要ないん
だよ。そしてガソリン代も―電気代というのは、
ガソリン代の40％ぐらいだ。これが今やろうとして
いるのは190万ぐらい―後から出てくるけれども、
時間がないからここでやるけど、この190万ぐらいで
売れそうだなと言っているものに、経済産業省が35
万補助をする。皆さんがＥＶ補助を25万やれば60万
になる。そうすると130万ぐらいで車が買えるわけだ
よ、電気自動車が。皆さんのＥＶ補助というのは、皆
さんのこの対策というのは、全部公用車だけだよ。あ
なた方の公用車２億3000万を、１台25万で補助すれ
ば何台になるかといったら1000台だよ。1000台にな
るんだよ、１年に。それを自分たちの車だけを買おう
とする。それはおかしくないか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　沖縄県における二酸化炭素の排出量の部門におきま
しては、約３割ぐらいが運輸部門ということになって
おりまして、運輸部門における温暖化対策というのが
重要な形になっております。それにおきまして、県に
おきましては、この知事部局における電動車の転換と
いうのを図ってきているところでございますけれど
も、この財源は地方債であります脱炭素化推進事業債
を活用しておりますので、まずはこの地方公共団体が
対象という形でやっているところです。今議員から御
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指摘のありますＥＶ等への補助につきましては、公共
性の高いものということで、今現在我々としてはＥＶ
バスの導入に対して補助を行っているというような状
況でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　部長、ヤンバルで暮らしている
オジー、オバーが軽トラに乗って辺士名まで行くこと
を想像してごらん。こんな話ができるかね。あなた方
はここで飲食しているからいいさ。僕はね、そこはあ
なた方が今まで一生懸命した過疎対策、これをどうす
るかが問題であって、自分たちのところではなくて、
ほかのところにそのお金を回せば、もっともっと充実
した使い方ができる。だから、できない理由を探すん

じゃなくて、やる方法を考える。これが僕の最後の思
い。（資料を掲示）　そして、皆さんはこれ何でつ
くったのか、２年前に。これに全部ＥＶ補助すると書
いてあるんだよ。真剣に考えてください。
　以上です。ありがとうございました。
○中川京貴 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明８日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時29分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瀬　　長　　美 佐 雄

会議録署名議員　　徳　　田　　将　　仁
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令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

令和６年10月８日（火曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第６号
令和６年10月８日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　（質疑）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号ま　　　
　　　　　で
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第２号議案　令和６年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第４号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第９号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第13号議案　県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　認 定第１号　令和５年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認 定第２号　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第３号　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第４号　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第５号　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第６号　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第７号　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第８号　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第９号　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第10号　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第11号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
　　　　　　　　　　　　　 ついて
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38　番　　仲宗根　　　悟　議員
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　　　　　　認定第12号　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第14号　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第15号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第16号　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第17号　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第18号　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定
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　　　　　　認定第19号　令和５年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第20号　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第21号　令和５年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第22号　令和５年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
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　　　　　　認定第24号　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
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武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
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松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
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本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
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半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
渡嘉敷　道　夫　　代 表 監 査 委 員

 

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、知事から、お手元に配付いたしました議案１
件及び補正予算説明書の提出がありました。
　次に、９月18日から10月１日までに受理いたしま
した請願７件及び陳情26件は、お手元に配付の請願
及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に
付託いたしました。

　　　〔請願及び陳情文書表　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　この際、念のため申し上げます。
　質問においては、議員の質問時間に加え、質問、答
弁を合わせた往復時間を設けており、規定の往復時間
を超過した場合、質問時間が残った状態であっても質
問は終了となりますので、説明員の皆様におきまして
は、答弁に際しては、簡潔に要点をまとめ、明瞭に答
弁していただくよう御協力をお願い申し上げます。

○中川京貴 議長　日程第１及び日程第２を一括し、
これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案、甲第
２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び
認定第１号から認定第24号までを議題とし、質疑に
入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　おはようございます。
　沖縄自民党・無所属の会、新垣善之、一般質問を始
めてまいります。
　順序なんですが、３、４、５、その後、１、２とい

う順序で進めてまいります。
　それでは３番から。
　大問３、沖縄県総合運動公園について。
　(1)、レクリエーションプールは、地域住民や観光
客にとって重要な施設ですが、現在、幼児プールを除
いて利用停止となっています。閉鎖の理由や工事の進
捗状況、予算の確保など、今後の計画について伺いま
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　レクリエーションプール
については、令和５年３月に漏水による水位の低下が
確認されたことから、幼児プールを除いて利用を停止
しております。現在、漏水の原因を調査しているとこ
ろであり、原因が判明次第、改修工事を実施する予定
であります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時３分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　善之 議員　（パネルを掲示）　過去、コロ
ナもあったんですけれども、この入場者数は今どう
なっていますでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　コロナ前におきまして
は、約５万人から７万人で推移をしておりました。令
和２年度は、コロナ緊急事態宣言のため完全閉鎖した
ことから利用はございませんでした。令和５年度は、
幼児プールのみを７月から９月まで開放し、約１万
6000人の利用となっております。

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
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○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之  議員　やはりこのレクリエーション
プールにおいて、多くの方が入場してきますので、自
分も総合運動公園とっても大好きで、先週土曜日も
―４歳のワラバーがいるんですけれども、一緒に
行って、朝、自転車から始まって大型遊具施設に行っ
て、ルーチンがあるんですけれども、最後はプール
に行ってアイシングして帰るんですね。そういったと
ころで、やはり観光客だったりとか、地域の皆さんが
よく使う施設ですので、こういったウォータースライ
ダーなんかも沖縄の酷暑では、やっぱり劣化が始まっ
ていきますので、また修繕の対象になっていきますの
で、今後の計画を具体的に、私としては早く使用を再
開してほしいんですけれども、具体的な計画について
もう一度お伺いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどお答えいたしまし
たとおり、漏水の原因がいまだ特定できていないとい
うところでございます。漏水の調査を行いまして、早
急に原因を判明させまして、改修工事を実施したいと
考えているところでございます。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　漏水の原因がつかめないという
ところで、やっぱり入水のところなので、大型の修繕
工事が入るのか。本当にもう企業であれば死活問題で
すので、そういったところ県民の健康維持などありま
すので、本当にいつまでに調査を終えて、いつからま
た修繕に入るのか。本当に早めに早期にやってほしい
んですがいかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、レ
クリエーションプールにつきましては、広く県民に利
用されている施設であると認識をしております。一日
も早い漏水原因の究明に努め、早期修繕に取り組んで
まいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　続いて、(2)のかりゆし広場の改
修工事についてお伺いいたします。
　(2)、かりゆし広場の閉鎖の理由や今後の改修工事
の予定について伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　かりゆし広場の遊具につ

いては、老朽化が進んでいることから、令和３年３月
から利用を全面停止しております。令和５年度より誰
もが遊ぶことのできるインクルーシブ遊具を導入する
など、全面改修工事を実施しており、令和６年度内の
供用を予定しております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　（パネルを掲示）　このかりゆ
し広場も―ちょっと見えにくいんですけれども、こ
の遊具の下のところがラバーになっていて、ここが長
方形というか、安全マットになっているんですね。そ
こが小さいお子様もしくは支援の必要な方々にとって
は、これが障害になるわけですよ。なので、次の改修
計画については、この下のラバーはどうなっています
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　かりゆし広場の安全マッ
トにつきましては、経年劣化などによる剝れが生じて
おりましたが、遊具の改修工事と併せて安全性や利便
性の向上が図れるよう、ゴムチップ舗装への改修を予
定しているところでございます。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　地域においては、特別支援学校
であったり保育所だったりと、いろいろこのかりゆし
広場を利用してますので、そういったユニバーサルデ
ザインに応じた安全で快適な施設になるよう、よろし
くお願いいたします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時８分休憩
　　　午前10時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　善之 議員　続いて(3)、体育館フロアの床改
修の計画はどうなっているかお願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　体育館床については、経
年劣化が進んでいたことから、令和５年度にシート・
合板の重ね張り工法により改修を行っております。重
ね張り工法の採用により、既設床面との段差が生じて
いることから、現在、段差解消対策について検討を
行っているところであります。今後は、幅広く関係者
と意見交換を行うとともに、できるだけ早期の段差解
消に向けて取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　前定例会、高橋議員が障害者の
立場から段差について質問してました。私は競技者の
立場からお伺いします。
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　特に、バレーボールですよ。ボールをはじいて選手
がそれを追ってその段差のところに行ってしまうと、
やっぱり床は平面だと思ってしまいますので、そこで
足首をくじいたり、特にママさんバレーなんか一生懸
命ですので、そこでやってしまったら、もう一生松葉
づえですよ。そういったところもしっかり水平に保っ
ていけるように、やっぱり体育館はそういった施設だ
と思いますので、そういった件も含めて今後の修繕ど
うですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　競技の使用状況によりま
して、段差が支障になっていることは認識をしており
ます。今後、幅広く利用者の意見をお伺いしまして、
早期の段差解消に向けて取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　お願いします。
　続きまして(4)、あずまやは公園利用者にとって重
要な休憩スペースであるにもかかわらず、その利用が
あまり進んでいないと感じます。現状の認識と今後の
方針を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　あずまやについては、公
園内で38か所設置されており、休憩施設として多く
の来園者に利用されているものと認識をしておりま
す。一部のあずまやについては老朽化が進んでいるこ
とから、今後改修に向けて検討してまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　やはりあずまやも、おととい子
どもと自転車で回っているときも、やっぱり海辺のほ
うは劣化してもう使えない、使用不能な状態でネット
がされていました。そういったところも、子どもたち
が休憩して、そこで親子で海を見ながら会話したり水
を飲んだりとか、そういった場所。もしくは、イベン
トがあるときにも待ち合わせの場所、あずまや１で集
合しようなとか、いろんな活用方法、また地域の交流
の場としても活用できるところなので、そういったと
ころも含めながら、地域の交流と文化の中心であり、
公園を訪れる人々にとって重要な休憩場所であり、健
康維持やレクリエーションの場として役立ててほしい
と思いますので、今後のあずまやの活用についても検
討いただきたいなと思います。
　続いて(5)、駐車スペースについて、特にイベント
が重なったときの駐車場の不足や災害発生時の避難の
観点から立体駐車場の整備が有効と考えるが、現在こ
のような検討はなされているかお伺いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　駐車場については、公園
内で約1100台を確保しておりますが、大会やイベン
ト時の駐車スペースは不足している状況にあります。
今後、駐車場の増設を検討していくこととしており、
防災上の観点から立体駐車場の整備についても検討し
てまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　ありがとうございます。
　やっぱり先週土曜日もミニバスケットの大会があっ
たり、障害者スポーツの大会があったり、もういっぱ
いいっぱいで、ほかに使いたい、場所を使いたい方々
が待ってるわけですね。そういったところも立体駐車
場を造ることで解消したり、あとは災害時、特に津波
警報発令時の垂直避難場所として有効かなと思いま
す。限られた土地を活用しつつ防災対策としての機能
も期待でき、住民や利用者の安全確保に貢献すると思
います。例えば、４月の台湾沖地震についても、その
周辺の避難の状況、車の移動の状況はどうだったで
しょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　津波警報発令時の来園
者、避難状況につきましては、指定管理者におきまし
て避難を呼びかける園内放送を行うとともに、各施設
や園路を巡回し速やかに遠見台や陸上競技場スタンド
などの避難場所へ誘導をしているというふうに、指定
管理者のほうが対応をしているというところでござい
ます。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　園内にいる方々は、競技場、ス
タンドであったりとかあるんですけれども、車を使っ
て避難場所へ行くところはやっぱり渋滞があったと聞
いてますので、そういったところも何階まで上げられ
るか分からないんですけれども、そういった対策も私
は必要じゃないかなと感じますので御検討よろしくお
願いいたします。
　続いて大問４、河川整備について。
　(1)、国場川周辺地域では、近年の集中豪雨の頻発
により、度々浸水被害が発生しています。拡幅工事の
早期整備についてお伺いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国場川については、昭和
47年から河川整備に着手し、整備延長約8.3キロメー
トルのうち、河口部から平原橋付近までの約7.3キロ
メートルが概成しております。令和５年度末時点の進
捗率は事業費ベースで約93％となっており、令和13
年度の完成に向け、河道掘削及び護岸整備を行ってい
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るところであります。近年の浸水被害といたしまして
は、平成13年の台風19号により、床上浸水が３棟発
生しております。
　県としましては、引き続き浸水被害の軽減に向け、
早期整備に取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　この宮平地域の方からちょっと
意見がありまして、私の家の前に国場川が通っている
んだけれども、南風原・与那原バイパスが整備された
ことによって、その雨水排水が流れていると。そし
て、安里又川から来る河川についても同時に私のとこ
ろが合流地点、ポイントなので相当な勢いで来る。そ
こで渦を巻いて私の庭のところの土砂が削られている
んだよということがありましたので、そういった河川
周辺の方々の生命財産をしっかり守るべきでもありま
すので、早期に―もう93％まで来てますので、何
とか上流をしっかり整備、もう少しやってほしいんで
すが意気込みをお願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　防災・減災のため、河川
整備は重要でございます。議員御指摘のとおり、現場
の状況等もよく確認をしておりますので、早期の整備
に向けて取り組んでまいります。
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時15分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　続きまして大問４の(2)、国場川
の土砂の堆積により、川の流下能力が低下していると
感じます。現時点での土砂堆積の状況をどう評価して
いますか。また、川の氾濫や浸水被害が頻発している
状況を踏まえ、しゅんせつ工事が行われていない状況
をどのように考えているかお伺いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県管理河川において、河
積が阻害されている箇所については、危険性及び緊急
性の高い箇所から予算の範囲内で順次しゅんせつや除
草等を行っているところであります。国場川について
は、一部区間において土砂の堆積や雑草木の繁茂が見
られることから、県としてはしゅんせつ工事の必要性
を認識しており、しゅんせつの実施に向け検討してい
るところであります。引き続き、国場川の浸水被害の
軽減など、防災・減災に努めてまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。

○新垣　善之 議員　（パネルを掲示）　この写真を
御覧ください。これは宮平の地域なんですけれども、
やはりもう草木が繁茂していて、大体この辺りが道路
の上部になるんですけれども、ここの地域でもやっぱ
り雨水が排水されずに冠水するところがあるんですよ
ね。排水能力が低いわけですよ。やはり土砂をしっか
りしゅんせつしていけば排水して流れていきますの
で、豪雨が降ったときにここでよく車が二、三台やっ
ぱり止まるわけですよ。そういったところもあります
ので、これが宮平の上流。
　続いて、沖縄県立盲学校。（パネルを掲示）　こっ
ちが盲学校で、こっちが河川。先ほどの宮平の地域は
上流のほうなんですけれども、やはりここにおいても
―盲学校があります。この100メーター先では河川
が曲がって流れているんですよ。そこにおいても、も
しかしたら―ここまで行ったことないんですけれど
も、土砂がたまっている。もしくは、ここの国道329
号沿いも豪雨が降ったときには波打って冠水している
わけです。盲学校の生徒たちもいるわけですので、そ
ういった障害者への配慮だったり、盲の方々がここら
辺で生活しています。そういったところも含めて安全
対策をやっていかなければいけないと思いますが、来
年度、絶対つけてほしいんですがいかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　しゅんせつ工事等の財源
といたしましては、緊急浚渫推進事業債や県単の河川
維持費などがございまして、現在、緊急浚渫推進事業
債に係る国の動向を注視しているところでございま
す。令和７年度の予算確保に向けて検討してまいりた
いと考えております。
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　続いて大問５、道路整備と景観
について(1)、国道507号バイパスの津嘉山トンネル
は、雨天時の漏水や道路冠水が報告されています。改
善策や補修計画はあるか伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県では、トンネル等の道
路施設について、定期点検を実施するとともに長寿命
化修繕計画に基づく修繕、更新等の対策を進めており
ます。国道507号バイパスの津嘉山トンネル修繕につ
きましては、令和７年度に設計を行い対策を進めてま
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いります。引き続き、道路の適正な維持管理に努めて
まいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　このトンネル、６月の豪雨があ
りましたが、そのときにもトンネルとの 間で本当に
滝のように雨水が流れていたと。そこの道路も通行止
めにしていたと聞きますので、やはりここの国道507
号、一日にたくさんの車が往来します。いつ災害が起
きても安心できる管理体制、そして通行止めによる経
済的損失を出さないように、日頃からの維持管理をよ
ろしくお願いいたします。
　続けます。
　(2)、国道507号津嘉山バイパスのクニンドー橋付
近における擁壁道路の沈下、車線を覆う草木の繁茂、
そして不法投棄の問題について改善策はあるかお願い
します。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道507号津嘉山バイパス
のクニンドー橋付近において、道路区域内に雑草木が
繁茂し、ごみが散在している状況にあります。現在、
当該箇所の改善に向けた除草・清掃等を行っていると
ころであり、今後とも地元自治体と連携し、良好な道
路環境の維持管理に努めてまいります。
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　（パネルを掲示）　こちらが国
道507号、南風原南インターから上がってきたとこ
ろ。ここから迂回してクニンドー橋に行くんですけれ
ども、もう繁茂しています。（パネルを掲示）　迂回
したところで―警察本部長、画像を御覧ください。
この車線、車がしっかり通れる道路でしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この写真の箇所でござい
ますが、今、道路区域外等からの雑草木が繁茂してお
りまして、適切な通行空間が確保されていないという
状況でございます。
　県としましては、除草等によりまして、適切な道路
空間の確保に努めてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　この車線は草木が繁茂して通れ
ないわけですよ。地域の方々がよくこっちで交通事故
があると。国道507号から迂回してくるところで、こ

こら辺、また南風原南インターのオフランプから渋滞
しているので、通過交通をする車、これが朝の渋滞で
事故があるわけですよ。またここは南星中学校、学校
があって、子どもたちの通学路となってます。（パネ
ルを掲示）　そのところに今現在、不法投棄もありま
す。ほかにも―まだこれは一部ですけれども、ほか
にもたくさん自転車だったりいろんなものがあるんで
すよ。そういったところで今、交通の状況、不審者対
策、道路の草木の管理、これがなされていないので、
今後の管理計画を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県管理道路におきまして
は、道路パトロールによる発見ですとか住民の皆様か
らの通報を受けまして、その都度、維持管理業務にお
きまして不法投棄ごみの回収などを行っております。
不法投棄の多い箇所につきましては、引き続き注視を
してまいりまして、未然防止に努めてまいりたいと考
えております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　善之 議員　続いて大問５の(3)、県道82号
線、八重瀬町の字宜次公民館付近なんですけれども、
歩道街路樹が電線に接触したり、根っこがアスファル
トや隣家の塀に影響を与えています。改善策を伺いま
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県道82号那覇糸満線の八
重瀬町宜次においては、街路樹による舗装破損等を確
認しております。対策につきましては、舗装破損等の
原因である街路樹の撤去ですとか舗装補修工事の実施
を検討しております。引き続き、適正な道路の維持管
理に努めてまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　（パネルを掲示）　この隣家な
んですけれども、やはり木の実が落ちてきたり、たく
さん風があるときには来るわけですよ。根っこのとこ
ろももうアスファルトを割って、高齢者の多い地域で
すので、そこら辺も―何ですか、ちょっとした小さ
い車両で高齢者の方々もゆっくり、これが―何てい
うんですか、倒れる原因にもなりますので、そういっ
たところの根っこ対策。電線も台風が来たときに接触
して切断されるおそれもありますので、そういった対
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策。もしくは、もう今これが大木になっているので低
木でもいいんじゃないかなと、そういった変更なんか
も必要じゃないかなと思いますが、いかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　樹木の伐採等につきまし
ては、地元の皆様の御意見なども頂戴しながら、対策
については検討してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時25分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　善之 議員　続いて大問５の(4)、観光立県沖
縄として、名に恥じない路肩の雑草対策や景観美化、
交通安全対策の管理計画はどうなっていますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県管理道路の雑草対策に
ついては、沖縄県景観向上技術ガイドラインに基づ
き、性能規定方式による除草管理を導入し、草丈が常
に低い状態を維持する取組の効果が現れてきているも
のと認識をしております。また、「～美ら島沖縄～花
と樹木の沿道景観計画」に基づき、沖縄らしい世界水
準の観光地にふさわしい良好な沿道景観の形成にも取
り組んでおります。引き続き、道路利用の安全と良好
な沿道景観形成に努めてまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　（パネルを掲示）　これは道路
標識と、その下にも交差点の中央部でやっぱり―自
分、南風原に住んでいるんですけど、いろんなところ
で雑草の繁茂が高過ぎて、もう成長し過ぎて子どもた
ちの通学路の妨げになっている。ヒヤリ・ハットする
場面がたくさん見受けられます。そういったところ
も、本当に交通量が多いところは防草シートであった
りとか、通行を妨げないような管理の仕方が必要じゃ
ないかなと思いますけれども、いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　雑草繁茂につきまして
は、議員御指摘のとおり、歩行者の安全、車両の通行
の支障となるなど、場所によりましては危険な状況が
見受けられますので、その地域、場所の状況に応じた
対策を検討し、交通安全に努めてまいりたいと考えて
おります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　(5)です。

　道路案内の標識、看板が劣化により、機能を果たし
ていない箇所があります。修繕・交換計画の進捗や観
光・災害時の案内板の重要性を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県では、道路標識などの
道路施設について、日常の道路パトロールなどにより
劣化状況や修繕箇所の把握を行っております。道路標
識・標示板の修繕については、劣化状況等を勘案し、
優先度が高い箇所から順次実施をしております。道路
標識は、県民及び観光客のニーズ、観光立県沖縄とし
て大変重要であることから、引き続き道路標識の修繕
及び道路の適正な維持管理に努めてまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之  議員　やはり沖縄は車社会でありま
す。観光客もレンタカーに乗っていろんな観光地を回
るんですけれども、やはり昨日も又吉議員からあり
ました、290か所において道路標識が見えづらいと。
そういったところも―カーナビはあるんですけれ
ども、しっかりその場で確認して通行していきますの
で、雑草もそう、標示板もそう、ウトゥイムチの心で
観光客を迎えて―ハワイとかいろんな海外に行った
ときでも立派にやっていますよ。そこを沖縄県もしっ
かり観光立県沖縄としてやる必要がありますので、そ
ういった管理計画についてもう一度お伺いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　世界水準の観光地にふさ
わしい道路景観の形成を目指しまして、土木建築部に
おきましては、道路管理課に新しく沿道景観推進室を
設置するなどの取組を強化しております。引き続き、
道路景観の維持に努めてまいります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　善之 議員　１番に戻ります。
　大問１、重度心身障害者医療費助成制度について。
　現物給付（窓口無償化）を実現してほしいが、現状
と課題をお伺いします。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　重度心身障害者医療費助成の現物給付の導入につき
ましては、実施主体であります市町村へ令和５年４月
時点で意向調査を行っております。その結果、現物給
付での導入を検討したいとする市町村も一部ございま
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すが、自動償還方式の維持を希望する市町村が大部分
となってございます。その理由として、現物給付によ
る医療費助成を行う場合、国民健康保険の国庫負担の
減額調整措置が行われて、市町村財政に負担が生じる
ということになっております。
　県におきましては、全国知事会等を通して、国に対
し国民健康保険の国庫負担減額措置の廃止等を要望し
ているところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　こども医療費助成は国のペナル
ティーが廃止されたというふうに聞きました。この重
心に関しても―南風原町のデータしか今持ってい
ないんですけれども、子ども医療に関しては対象が
約9800、約１万人います。年間の助成が約２億8000
万、約１人当たり、単純計算ですよ、年齢別には調
べていないんですけれども、年間当たり約２万8000
円。一方、重心の対象者は717名。そして年間入院・
通院合わせて約5500万円使って、１人当たり７万
8000円。約二.一、二倍あるんですね。やっぱり家族
の負担、償還払いとなると、兄弟抱えている家族に
とっては―自分もそうです。教育費だったり、今子
ども・子育て助成で本当に助かっていますけれども、
そういったところで、やはり手持ちがないと家族の負
担になる。特に思春期の子どもたちなんか、薬の調整
がたくさんあって、本当に家族の負担が大変だと思う
んですよ。そういったところは、もう簡潔に窓口の無
償化でやってくれたほうが家族としては安心だし、低
所得者の方々に関しても上等だと思いますので、その
辺またいかがですか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　ありがとうございます。
　議員おっしゃるように、やはり大変な状況を抱えて
病院に行かれる方などのことを思いますと、できれば
窓口のほうで無償化をしていただくということが望ま
しいのではないかというふうに考えておりますので、
今後も引き続き国の動向を注視しまして、子どもの助
成金同様に、減額措置が廃止されるように要望してま
いりたいと思います。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　ぜひ、知事、これは実現してい
ただきたいなと思いますので、よろしくお願いしま
す。
　大問２番、子どもの体力向上について。
　(1)、小学校高学年への体育専科の導入は、より専
門的な指導を構築する上で体力・泳力の向上だけでな

く、将来の運動習慣の確保、運動不足に起因する社会
保障費の抑制、教員の負担軽減などメリットは大きい
と考えるが、見解をお伺いします。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会では、昨年度、離島を含めた県内の小
学校13校に体育専科等教諭を配置し、児童の体力向
上と教職員の負担軽減を図っております。スポーツ庁
が令和５年度に実施をしました全国体力・運動能力、
運動習慣等調査において、配置校においては８項目
中、６項目が全国平均を上回っており、体育専科等教
諭配置の成果が現れております。また、配置校の教職
員アンケート結果から、体育専科の配置により時間の
ゆとりが生まれ、業務改善につながっているというふ
うに聞いております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　多大なる効果が得られているわ
けですよ。なので例えば、県内小学校に３名の体育専
科を配置した場合の財政的な予算は出ますでしょう
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず小学校に体育専科を３人配
置した際の財源的な予算を試算しますと、約1800万
円が必要になると見込んでおります。また、この小学
校全校に３人を配置した場合においては、約46億800
万というふうに試算をしているところです。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之  議員　今年の教員採用試験で、体育
科、中・高・特支の受験生は何名いらしてましたか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　令和６年度実施教員候補者選考
試験においては、中学校が240名、高等学校が102
名、特別支援学校が36名の計378名が受験をしており
ます。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　やはり小学校の先生方、特に女
性の先生方は、この酷暑の中、外での体育指導、やっ
ぱり体育は専門的なものになりますので、子どもの体
の使い方だったり、教科がないときにはしっかり有効
活用できますので、そういったところも体育専科の導
入に向けてしっかりと御検討いただきたいなと思って
おります。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
　　　〔喜屋武　力　議員登壇〕
○喜屋武　力 議員　皆さん、おはようございます。
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　沖縄自民党・無所属の会の喜屋武力です。
　県民には優しく、執行部には厳しく質問を行ってま
いります。執行部の筋の通った簡明な答弁をよろしく
お願いします。
　１、環境行政について。
　(1)、ごみ・汚水・家畜汚泥など県民の生活から出
る産業廃棄物・最終処分場の対策について及び火葬場
について、県の今後の対策について伺います。
　(2)、地球温暖化で海水温が高くなり、各地で起こ
る気温上昇や洪水などの異常気象、海面上昇などの対
策で県が本格的に取り組んでいることについて伺いま
す。
　２、農林行政について。
　沖縄県の松くい虫、イモゾウムシ、セグロウリミバ
エの対策ほか、うるま市津堅島のイモゾウムシやセグ
ロウリミバエ、久米島のイモゾウムシの根絶に向け県
で行っている駆除の成果について伺います。
　３、沖縄の戦後処理について。
　第二次世界大戦が終わって来年で80年になります
が、沖縄県内では不発弾処理や遺骨の収集作業がま
だ終わっていない。不発弾は磁気探査で調べられます
が、戦争で亡くなり埋まっている遺骨の場所は、目撃
した生き証人の証言でしかその場所の特定ができな
い。県はその場所をどのように把握しているのか伺
う。また遺骨の埋まっている場所、数などの調査は終
わっているのか。遺骨収集が終わらない限り沖縄県の
戦後は終わらないと思いますので、それについてお伺
いします。
　４、中部病院の移転建て替えについて。
　中部病院の建て替えについて、私は地元選出の議員
として、地元地域の意見を尊重し現地建て替えを強く
推進しますが、病院事業局と病院側との意見の食い違
いが聞かれます。内容について説明ください。
　沖縄自民党・無所属会派の代表質問に対しては、重
複することもありますが、質問は行いません。よろし
くお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　喜屋武力議員の御質問にお答え
いたします。
　沖縄の戦後処理についての、戦没者の遺骨収集の現
状についてお答えいたします。
　戦没者の遺骨収集については、国からの業務委託を
受け、戦没者遺骨収集情報センターにおいて、遺骨情
報の一元化など、遺骨収集の推進に取り組んでおりま
す。未収骨箇所については、ボランティア及び地域住

民等から寄せられる情報や国から提供された海外の国
立公文書館などの資料を基に調査を進めております。
沖縄戦における日本人の戦没者数は18万8136人と推
計されており、これまで収容された御遺骨は、令和６
年３月末現在で18万5523柱、率にして98.6％、いま
だ収容がかなっていない御遺骨は2613柱となってお
ります。引き続き国と連携し、戦没者の遺骨収集に取
り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　１、環境行政についての(1)
のうち、県内の最終処分場の対策についてお答えいた
します。
　県内の令和４年度における産業廃棄物の排出量は
約186万トンで、そのうち48.2％はリサイクルされ、
47.6％は焼却処理等で中間処理がなされ、最終的に
4.3％の約８万トンが最終処分されております。県内
の最終処分場は、管理型最終処分場の残余容量が逼迫
していたことから、県では、令和元年度に安和エコ
パークを整備し、管理型最終処分場の残余容量を確保
したところです。
　県としては、引き続き産業廃棄物の発生抑制やリサ
イクルを促進し、持続可能な廃棄物処理体制の確保に
努めてまいります。
　次に、同じく１の(2)、地球温暖化に伴う気温上昇
等に対する県の取組についてお答えいたします。
　県では、令和３年３月に沖縄県気候変動適応計画を
策定し、暑熱対策として熱中症対策の啓発、洪水被害
を防御するため河川改修による流下能力の向上や、海
面水位上昇を考慮した海岸整備における設計潮位の見
直しなどの気候変動適応策に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き関係部局で連携し、気候
変動適応策を総合的に推進してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　１、環境行政につい
ての(1)のうち、今後の火葬場対策についてお答えし
ます。
　厚生労働省からの通知により、火葬場の経営主体
は、原則として市町村等の地方公共団体でなければな
らないとされています。一方、県では、特定の火葬場
に御遺体の搬送が集中し、火葬待ちが長期化すること
を防ぐため、市町村、火葬場及び葬祭事業団体に対
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し、広域的な火葬に対する協力を依頼しております。
　県としましては、さらなる広域利用のため、火葬場
を持つ自治体と未整備の自治体との協定締結を促すな
ど、今後も市町村等と連携し、円滑な火葬を行うため
の環境整備に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、農林行政についての
(1)、松くい虫、イモゾウムシ、セグロウリミバエの
対策についてお答えいたします。
　松くい虫対策については、沖縄型森林環境保全事業
等を活用し、重要な松林を中心に防除対策を実施して
おり、国頭村の蔡温松や今帰仁村の仲原馬場の松林が
保全されております。ゾウムシ類のうちアリモドキゾ
ウムシについては、久米島と津堅島において根絶を達
成しております。現在は、両島において、イモゾウム
シの根絶に取り組んでいるところであります。21年
ぶりに県内への侵入が確認されたセグロウリミバエに
ついては、蔓延防止に取り組んでおり、さらに９月補
正予算を計上し、防除対策を強化してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　４、中部病院の移転建て
替えについての御質問の(1)、中部病院の建て替えに
対する病院事業局と病院側の意見についてお答えしま
す。
　中部病院将来構想検討委員会では、中部病院長か
ら、現地建て替えによる医療機能の低下、工事期間中
の駐車場の確保などを理由に、移転による建て替えの
意見がございます。一方、検討委員会の検討の結果、
現地建て替えにより、南病棟への早期対応、本館狭隘
化の改善、将来果たすべき役割・医療機能を担うこと
が十分可能であるほか、将来の需要の増加にも十分対
応できることが示されております。
　病院事業局としましては、検討委員会の結果等を踏
まえ、中部病院の建て替えは現地を適地とする将来構
想を示したところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　再質問させていただきます。
　環境行政について。
　県内で発生するごみの再利用、リサイクル状況につ
いて伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。

　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　令和６年３月にまとめております廃棄物対策の概要
によりますと、産業廃棄物につきましての再生利用量
は45.2％となっております。有償物量と合わせまして
資源化量としましては、48.3％というような状況に
なっております。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　県内の最終処分場はどのように
なっているのか。それぞれの処分料金は今高騰して、
県民にとって大きな負担になっているが、当局の考え
をお聞かせください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　産業廃棄物の処理は、それを排出する排出事業所の
責任で処理することが基本となっております。
　県内におきましては、管理型処分場、安定型処分場
という形でありますが、県内で処理が困難なもの等に
つきましては、県外で処理されているというような形
もございます。そうしたものにつきましては、管理型
最終処分場で処分する廃棄物が多いと思うんですけれ
ども、県におきましては、先ほどもお答えいたしまし
たけれども、名護のほうに安和エコパークという公共
関与の管理型処分場を整備して、そういったものの残
余容量というものを確保しているというような状況で
ございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力  議員　その最終処分場が完成した場
合、市民の負担となっているそういった産業廃棄物の
処分料も幾らかは安くなるんですか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　管理型処分場とかは、民間
事業者等が経営しておりますけれども、その処理料金
につきましては、処分場によって様々変わってきま
す。また、廃棄物の種類によっても、その料金という
のは異なってきますので、県内で体制が取れたからと
いって、安くなるというようなことを一概にお答えす
るのは困難な状況にあります。また、仮に県外で処分
する場合におきましても、運搬費等の関係はございま
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すけれども、大量に同じ廃棄物が発生する場合には、
県外で処分するほうが安くなるという場合もございま
すので、そういったものも含めましてどういった状況
が安くなるというのは、一概にお答えするのはちょっ
と厳しいということでございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　次に移ります。
　うるま市内にある終末処理場、長尾苑であります
が、築42年で建て替え時期と聞いてます。現在、う
るま、嘉手納、読谷の公益事業で運営されてますが、
過去に石川終末処理場を利用していた恩納村、金武町
の受入れもあったため、石川終末処理場の閉鎖により
長尾苑での受入れに至ってる。中城湾港埋立地、県企
業局敷地内への移転が可能なのか当局の考えを伺いま
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　土木建築部では、関係部
局及び41市町村と連携し、令和４年度に沖縄県汚水
処理事業広域化・共同化計画というものを策定してお
ります。同計画におきまして、老朽化した市町村管理
のし尿処理施設長尾苑及び石川終末処理場内のし尿受
入れ施設を廃止し、県具志川浄化センターまたは石川
終末処理場の敷地内に新たなし尿受入れ施設を建設す
る統廃合案を位置づけております。現在関係市町村と
連携し、建設地を選定するための検討業務の実施に向
け、調整を行っているところであります。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　次に進みますが、沖縄本島内で
食材として家畜を育成し、県民の生活を支えている養
豚、養鶏、和牛などが多く生産されているのが中北部
であるが、それぞれ排せつ物の処理に頭を痛めている
農家が多い。県の対応と対策をお聞かせください。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、これまで各種補助事業を活用し、家畜排せ
つ物処理施設を整備しておりますが、一部の堆肥舎や
浄化処理施設において、施設や機械設備の老朽化など
の課題があります。このため県では、家畜排せつ物の
適切な堆肥化や浄化処理について指導を行うととも
に、各種補助事業を活用し、機械や施設整備の再整備
に取り組んでいるところであります。現在、うるま市
において共同堆肥化処理施設の整備要望があり、当該
施設整備に向け、調整を行っているところでありま
す。引き続き、市町村、関係機関と連携し、家畜排せ
つ物の適正処理を推進してまいります。
　以上でございます。

○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力  議員　部長、これ本当に和牛農家と
か、いろいろな家畜を養っている人たち相当困ってい
るんですよ。あちこちから臭いがするとか、今まで家
がなかったところにそういったものを造って生活して
いたのが、住宅地が多くなってくることによって風向
きとかで相当あちこちから叱られて、これをためてお
くことができないものですから、本当に自分たちが食
べて生きていくためには、そういった最終処分場も県
のほうで相当確保して、次は何が起こるのか、次はど
ういうふうに処分するのか、そういったものも考え
てやらなければ、この農家の方たちは後継ぎもいなく
なって辞めてしまうという傾向がたくさん出てますの
で、これから先じゃないかなと私は思います。人間で
もトイレがなくてどこでやるのといったら、相当困
りますよね。そういった問題ですよ。トイレを設置す
る。そういったものを処分するところを先にしなけれ
ば、次の運営ができないんですよ。そういったことか
ら先に、現場行って見て考えながら、これが先だろう
な、これをやらんと後で困るだろうなということはす
ぐ認識できますので、ぜひよろしくお願いします。
　次に進みます。
　近年各市町村で、火葬場の建設誘致問題が多く聞こ
えてきます。亡くなった人の火葬持ちで、長くなると
１週間近く、また十日、火葬ができず葬儀と初七日が
同じ日に当たることもあり、火葬までの安置費用が多
額で負担になっていると聞いており、生前に住民税を
はじめ多くの税金を納め本県を支えて亡くなった方々
に対し、県の対応として救済金など援助が考えられな
いのかお聞かせください。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　先ほど答弁いたしましたように、市町村のほうで火
葬場の運営等が今任されているという状況の中で、県
のほうから御遺族への直接的な支援というのは、まだ
行っていない状況であります。市町村によっては、火
葬待ちの間の補助を行っている自治体―宜野湾市等
がございますので、市町村との会議の中でそのような
ことを紹介して市町村にも促したりする、あるいは全
国的にも今市町村が予算不足ということがあるので、
都道府県から厚生労働省に整備補助の創設を要請した
りというふうなことを今県が行っています。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　市町村で行っている。また、県
で行っているほかの都道府県もあると、これ聞いてい
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ます。そういったことに対して、沖縄県もやっぱりや
るべきじゃないかなと思うんですが、今後どういうふ
うにやっていくのかお聞かせください。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　県と市町村で役割を
はっきり分けるというよりは、県は市町村と情報交換
をしながらどういう支援が必要かというふうなこと
を、特に逼迫が起こらないようにするために、どうい
う調整が必要かというのを今後とも市町村とよく話し
合っていきたいと思っています。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力  議員　じゃあ、よろしくお願いしま
す。
　提案ではありますが、私が言いたいのは、各市町村
が問題を抱えているような施設建設に対し、県のほう
で１か所に誘致できるところを公設民営を考えて確保
し、大型最終処分場やリサイクル処分場を検討できな
いものか。これを考えなければならない時代になって
いると思うんですよ、沖縄県は。あちこちでこれを造
ろうとしても、もう土地を確保するときから反対運動
が出て、あちこちもめていますので、県の埋立地やそ
ういった県の土地を利用する、使わせるということに
なった場合、各市町村助かると思うんですよ。そう
いったことも踏まえて、各市町村において、このよう
な施設誘致場所においては反対が多いものですから、
県の用地の利活用を強く求めて、この件に関しては終
わります。
　次に進みます。
　沖縄県の交通手段は、鉄軌道の配備の遅れから自動
車運行が重要となっている。二酸化炭素を排出しない
ＥＶ、ＦＣＶ車は、2028年度から量産を始めると聞
くが、水素ステーションが沖縄県にはほとんどない。
ＥＶ、ＦＣＶ車の普及に向け、コンビニ、大手スー
パー、公共施設、現在のガソリンスタンドなどに配備
を考えなければならないが、支援するための補助金は
考えているのか、お聞かせください。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　温暖化対策等の一環としまして、沖縄県におきまし
ては運輸部門の二酸化炭素の排出量が３割を占めてお
りますので、その運輸部門における対策というのが課
題となっております。県におきましても電動車の促進
でありますとか、水素を活用した燃料電池自動車等の
次世代自動車の普及啓発に取り組んでいるところでご
ざいますが、今御指摘のあります水素ステーションへ

の補助におきましては、国においてこの補助制度がな
されているというところでございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　事業の中で脱炭素、こういうこ
とを考えても、やっぱりそういった充電施設がなけれ
ば買おうと思っても買えないんですね。わざわざ充電
しに九州まで持っていくとか、そういったらまた船賃
も大変になりますので、持っていって戻ってきたらも
う充電切れと。そういったことになりますので、だか
らさっき言ったように何が先か、何が後か。これを最
初に設置しておけば、こういった購入する人たちも多
くなってくると思うんですよ。先に県が対応すること
で県民の生活にもゆとりというか、豊かな暮らしがで
きてくると思いますので、ぜひ力を入れるように早急
に取り組むことを求めて終わります。
　そして、本県の電力は火力発電が主になっている
が、今後の電力供給対策としての考えはどのように
なっているのか伺います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、温室効果ガスの排出削減を着実に進めるた
め、化石燃料への依存を低減し、再生可能エネルギー
へ転換する必要があると認識しております。このた
め、本県の地域特性に合った再エネ電源である太陽光
やバイオマス発電の導入拡大に取り組んでいるところ
です。また、将来的な再エネ電源の導入に向けて、洋
上風力の導入に適した候補地等の調査や陸上における
風力発電の導入に向けた風況調査、水素・アンモニア
などの次世代エネルギー利活用の推進に取り組むな
ど、2050年度における脱炭素社会の実現を目指して
まいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　今から早急に対策を行わなけれ
ばならないことですので、ぜひ早めに検討してくださ
い。よろしくお願いします。
　大きな項目の農林行政について。
　うるま市津堅島のイモゾウムシやセグロウリミバ
エ、久米島のイモゾウムシの根絶に向けて県で行って
いる駆除の成果について伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時４分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
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　ゾウムシ類のうちアリモドキゾウムシについては、
久米島、津堅島において根絶を達成しているところで
ありまして、まだ根絶が進んでおりませんイモゾウム
シについては、久米島、また津堅島ということで、根
絶に向けて取り組んでいるところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　セグロウリミバエの北部以外で
の生息状況について伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時５分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　セグロウリミバエの現在の生息状況でございますけ
れども、名護市と今帰仁村の一部地域で侵入が確認さ
れておりまして、それに対しまして今蔓延防止を図る
意味で、９月補正予算で防除の徹底ということで防除
対策を強化しているところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　久米島の松くい虫については、
久米島に生育したリュウキュウマツは全滅の危機にあ
ると聞いておりますが、本島内でも北部地域をはじめ
リュウキュウマツの紅葉が目立ってきています。県の
対策はどのようになっているのか伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　松くい虫の防除対策でございますけれども、森林病
害虫等の防除法に基づきまして、保安林などの公益的
機能が高い松林を保全松林に指定し、県及び市町村に
おいて、薬剤散布や伐倒駆除及び薬剤樹幹注入による
重点的な防除を実施しているところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　それと近年、沖縄のソテツにカ
イガラムシが異常発生しソテツの発育に異変が見られ
るが、そのままの状態では県内のソテツが枯れ、絶滅
危機になると考えるが、当局の考えと対策について伺
います。
○中川京貴 議長　環境部長。

○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　ソテツ林害を及ぼすカイガラムシの一種であります
ソテツシロカイガラムシ。これはタイ東南部のアジア
を原産とする昆虫でございますけれども、鹿児島県奄
美市において令和４年に初確認され、沖縄県において
も令和５年２月に国頭村で初めて確認されておりま
す。このカイガラムシにつきましては、急激に増殖し
被害が拡大するおそれがありますので、県としまして
は、令和５年３月の上旬に関係機関及び市町村等に対
して注意喚起等、それから防除方法について周知を
行っております。またプレスリリースを行って一般県
民にもこの防除方法等について周知を行っているとい
うところでございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　部長、これは公園とか路上とか
路肩に植えられているソテツだけじゃなくて、近年は
もう民家の庭にもソテツというのは生えているもので
すので、そういったものに対しても―やっぱり盆栽
とかを愛好している人たちにも、どういった駆除のや
り方がありますよと言わないと全部枯れてしまいます
ので、ぜひ広報でも流すようにしてくれたらなと思い
ますので、ぜひ力を貸してください。
　松くい虫は、本来沖縄県にはいなかった害虫と聞い
ておりますが、第二次世界大戦中、米軍が日本軍の水
上機雷を爆破処理するために、艦船を守るために米国
から沖縄に持ち込まれ流した大量の米木材から発生し
た害虫とも聞いております。戦後被害に当たるのでは
ないかと考えます。県は国に対してそのことを申し出
て、害虫駆除の予算確保を求めるべきだと思います
が、当局に伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　松くい虫被害発生の経緯につきましては、昭和48
年に沖縄本島北部の東村平良から名護市久志にかけて
発生したリュウキュウマツの枯損木からマツノザイセ
ンチュウが発見されたと沖縄の林業（昭和49年版）
に記載があります。また、被害の発生源は、土木工事
用資材として九州地方から移入された松材に付着して
いたマツノマダラカミキリと推測されております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　次に進みます。
　沖縄の戦後処理について。
　米軍が使用している基地内はどのようになっている
のか。これも戦後処理ですので、国に話を進め、国の
ために犠牲となった人々を弔う意味でも、国に予算を



- 243 -

申し出て一日も早く終わらせることが県を代表する知
事の責任だと考えるが、知事に伺います。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　米軍基地の中の未収骨情報ということについては、
戦没者遺骨収集ということで国から委託を受けまし
て、戦争体験者、また地域住民等の証言や市町村史等
の史実に基づいて、確度の高い未収骨情報が得られた
場合には、国に情報提供等を行っているところでござ
います。そういった情報を踏まえまして、埋没ごうや
基地の中に収集に行く場合で重機等を使う場合には国
のほうでやるということ、それから地表のほうで見つ
かった場合には、委託を受けて県が行うということに
しております。基地の中でも同様の対応となっており
ますので、地権者や関係機関の同意を得て、今後も確
認調査を行ってまいりたいと思っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　太平洋戦争末期、兵庫県出身の
沖縄県知事島田叡、栃木県現宇都宮市出身の沖縄県警
察部長荒井退造は、共に摩文仁の陸軍病院ごうを出て
消息不明、現在２人の遺体は未発見であるが、体を
張って20万人以上の県民の命を救ったと聞いていま
す。来年で戦後80年を迎えますが、県は聞き取り調
査などはちゃんと行ったのか伺います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　島守の塔の関係資料によりま
すと、沖縄戦で殉職した島田叡県知事、荒井退造警察
部長は摩文仁の丘を最後の地と定め、随行の部下に退
去避難を命じ、この山に構築されたごうで、自らの命
に終止符を打ったとされています。島守の塔の敷地の
中に、島田県知事、荒井退造警察部長、終えんの地と
して記念碑が建立されております。島守の塔の関係資
料によりますと、この場所は当時ごうから避難を命ぜ
られ生還した県職員を中心に探索し、三和村長並びに
摩文仁区長等によって終えんの地として確認されたと
のことであります。
　県としましては、それ以上の情報は把握しておりま
せん。この地が終えんの地とされておりますので、
今、再度調査することは考えておりません。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　時間がないので、これ次に行い
ます。
　中部病院の移転建て替えについてですが、この地で
現地建て替えをしても、精密な最先端医療ができな
い、救える命も救えないと聞こえてきます。今から建

て替え新築する建物に対して、医師会からの不満に対
し、議論はなされているのかお聞かせください。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
　初めに、現地での建て替えでは、現在の病院よりも
1.6倍の施設を整備することが検討委員会で示されて
おりまして、その中で働くということは狭隘化が改善
されますので、医師、看護師の働く環境、労働環境、
それから患者の療養環境も改善できるということを考
えています。それから医師会とは、中部地区医師会、
それから沖縄県医師会とも相互に連絡を取りながら、
特に医師会の先生方が懸念しているのは、医療機能の
問題なんですけれども、もう既に中部病院は先端医
療、特に10月に入ってロボットを使った手術も既に
始まっておりますし、それから現在は、放射線治療も
先端の治療機の更新が始まっております。そういう意
味で、医療機能はさらに拡充できるものと認識してお
ります。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　そこで働く医師や職員、スタッ
フ等多くの意見を重視し、医療を受ける患者、医療を
行う医師やスタッフが使用しやすいスペースの確保や
会議室、仮眠室、休憩室、体力を補う施設、庭園な
ど、いろいろな条件を満たすことで心身ともにゆとり
が生まれ、医療ができると考えますが、医師、医療ス
タッフの意見も取り入れて沖縄県民の命を救う、他の
県に劣らない基幹病院として現地建て替えを期待して
いますが、当局の考えをお聞かせください。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　先ほど説明したとおり、
働く環境は十分広げることができるし、それから今一
番中部病院で大きな問題は、やはり医師の教育―も
ちろん1.6倍の建物ができますので、そういうふうに
医局であったりとか、それからカンファレンスルーム
とか、それから今看護師の更衣室等々含めてかなり狭
隘です。そういうのは施設が大きくなりますので、
それは十分改善できるものと認識しています。それか
ら、やはり中部病院の一番の使命というか、医師の教
育、それはさらに離島の中核病院とか診療所への医師
派遣の機能がありますので、こういうのも含めてそう
いう研修医が研修する場所は十分に提供できるものと
認識しております。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　ぜひ、やっぱりここで働く人た
ちの意見も多く取り入れながら、本当にこっちで十分
落ち着いて―人の命を救うというのはやっぱり落ち
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着きがないとできないと思うんですよ。難しい。イラ
イラしていてはできないと思いますので、ぜひこれを
満たすような施設をお願いしたいと思います。
　現在の場所から移転することになりますと、中部病
院と共に生計を立てている多くの市民、アパート経営
者、周辺駐車場、飲食店、薬局ほか多くの商売をして
いる市民に打撃を与え、うるま市の経済にも大きく影
響すること、病院の周辺には多くの疾患を抱える高齢
者や病人がアパート暮らしをしており、病院が移転す
るとなると、この地域はゴーストタウン化してしまい
ます。地域住民の意見を聞き取り調査し、現地建て替
えを強く訴えますが、当局に伺います。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　中部病院の建て替えにつ
きましては、周辺自治会から現地での建て替え、医療
機能の強化拡充等の請願が出ています。建て替えに際
しては、移転した場合の周辺住民への影響や中部病院
が現在地に立地した歴史、地域住民とのつながりも考
慮しつつ、将来果たすべき役割、医療機能のほか、病
院事業全体の収支見通しやヘリポート設置等の基礎調
査を実施しながら検討していく所存です。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力  議員　中部病院の移転建て替え用地
は、うるま市の無償提供ですか、県が新たに買取りす
るのか。また、うるま市が無償提供した場合、うるま
市民の税金で賄うことになるのか、国や県から何らか
の補助金で補うことができるのか。それとも病院事業
局の借金になるのかお聞きします。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　上江洲・仲嶺の土地の提
供方法につきましては、うるま市から具体的な提案が
ありませんので今承知しておりません。公的病院、県
立病院の建て替えに際しましては、一般的に病院企業
債を活用することになり、将来にわたりこれを償還し
ていくことから、もちろん病院経営への影響も考慮す
る必要があります。基本的には、病院企業債で賄うこ
とになると思います。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　移転予定地域はバス路線が少な
くて、現在中部病院前は多くの路線が通っていて、多
くの利用者の方が助かっているが、そのことからして
も現地が適切と考えるが当局の考えを伺います。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　中部病院の前、県道75号
線は複数のバス路線が走っていますし、患者の利便性
は高いものと認識しております。

　このことから病院事業局としましては、中部病院の
建て替えに際しましては、交通アクセス等の利便性に
考慮しつつ、総合的に判断して、現地が適地と将来構
想を示したところでございます。今後は、基礎調査を
実施しながら、類似事例等の情報収集を行いながら、
患者が快適に過ごせる施設の整備に取り組んでまいり
たいと考えております。
　以上です。
○喜屋武　力 議員　よろしくお願いします。終わり
ます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
　　　〔大浜一郎　議員登壇〕
○大浜　一郎 議員　ケーラネーラ　ミシャーロール
ンネーラ。
　沖縄自民党・無所属の会の大浜でございます。会派
の最後の登壇者として頑張ってまいります。
　それでは一般質問の項目に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、令和７年度沖縄振興予算概算要求について。
　ア、次年度沖縄振興予算概算要求に対する知事の評
価及び今後の取組について。
　イ、概算要求における新たな事業項目への知事の認
識について。
　(2)、石破新総理と沖縄振興及び辺野古移設等の対
話への取組について。
　(3)、八重山地域におけるインフラ強靱化整備及び
住民保護等について。
　ア、石垣市、与那国町が要望する特定利用空港・港
湾指定への知事の認識について。
　イ、住民保護計画、シェルター整備等における知事
の認識について。
　(4)、沖縄周辺地域における不透明な中国の軍事圧
力への知事の認識について。
　２、八重山地域の課題について。
　(1)、県立八重山病院の経営課題（地域医療支援病
院指定・職員住宅整備含む）及び医師・看護師不足
等、地域中核病院としての安定した離島医療体制への
取組について。
　(2)、建設関連資材、人件費等高騰によりコスト高
に直面する建設産業について。
　ア、県発注公共工事における物価スライドの運用の
対応状況と改善点について。
　イ、離島地域特有の事情による諸掛かり経費の対応
状況と改善点について。
　(3)、農地転用許可が遅滞している現状を改善すべ
く迅速な事務処理について。
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　(4)、子牛価格低迷による畜産事業者への継続した
支援強化と肉用牛改良増殖への取組の現状について。
　(5)、西表島、与那国島の県道沿いの街路樹、高木
等が管理不備から繁茂し、交通の安全性、野生生物の
ロードキル等、住民の懸念への対策について。
　(6)、西表島県道215号線浦内橋での現況破損箇所
の早急な処置対応と仮設道路整備の迅速化について。
　(7)、全国で優秀な成績を積み重ねている離島児童
生徒の島外部活動への充実した支援体制への取組につ
いてお伺いします。
　３、我が会派の代表質問に関しましては、再質問に
入れ込みましたので取下げます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　大浜一郎議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
ア及び(1)のイ、沖縄振興予算概算要求に対する評価
と新たな事業項目についてお答えいたします。１の
(1)のアと１の(1)のイは関連しますので、恐縮です
が一括してお答えいたします。
　内閣府は、総額2820億円の令和７年度沖縄振興予
算の概算要求を行いました。今回の概算要求では、新
規事業として、これまで沖縄振興特別推進交付金で実
施していた駐留軍用地跡地先行取得事業、沖縄離島住
民交通コスト負担軽減事業、沖縄農林水産物条件不利
性解消事業の３事業、約120億円が新たに項目立てさ
れました。関係団体等から要望があった沖縄航空関連
産業クラスター形成促進事業などが新たに盛り込まれ
たほか、離島支援策が拡充されています。また、新た
に事項要求として、水道施設の緊急整備が盛り込まれ
ており、御配慮いただいたものと考えております。し
かしながら、概算要求額は、県が要望した3000億円
台に届かなかったこと、沖縄振興一括交付金は、県と
市町村が求めてきた所要額となお乖離があるものと
なっております。
　沖縄県としましては、関係機関と連携を一層密に
し、今後の予算編成過程において、事項要求を含む地
方向け補助金のさらなる増額により、総額3000億円
台が確保されるよう努めてまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の中の(2)、石破新総理と沖縄振興の対話への取組に

ついてお答えいたします。
　石破新総理は平成26年に初代地方創生担当大臣に
就任され、地方への思い入れは人一倍強いとする報道
もございます。
　県としては、対話を通じて本県の課題を御理解いた
だき、沖縄振興策を国家戦略として総合的に推進する
ことを明記した骨太の方針に基づき、本県の自立的発
展と県民一人一人が豊かさを実感できる社会の実現に
向け、国との連携を図れるよう取り組んでまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)、石破総理との辺野古移設等の対話につ
いてお答えいたします。
　県は、かねてから辺野古新基地建設問題は対話によ
り解決策を求めていくことが重要であると考えてお
り、様々な機会を捉えて政府に対し、沖縄県との対話
に応じることを求めております。石破総理は、総裁選
における報道機関が実施した沖縄政策に関するアン
ケートにおいて、知事から対話を求められた場合、適
宜適切に対応すると答えております。また、普天間飛
行場の辺野古移設に関し、危険性除去や負担軽減のた
め、日米合意による現実的な解決策だとしているもの
の、地元と対話を重ね、丁寧に説明すると答えており
ます。石破政権においては、普天間飛行場の辺野古移
設が唯一の解決策との固定観念にとらわれることな
く、沖縄県との対話の場を設けるよう求めてまいりま
す。
　同じく１(3)イ、国民保護計画、シェルター整備等
に関する認識についてお答えいたします。
　県としては、国際情勢の厳しさが増し複雑化してい
く中、引き続き政府に対し、平和的な外交・対話によ
る緊張緩和と信頼醸成の取組を求めているところで
す。一方、万が一の場合に備え、国民保護措置の対処
能力の向上を図ることは重要と考えており、国民保護
計画に基づき、令和４年度から国民保護訓練に取り組
んでおります。また、シェルター整備については、先
島５市町村それぞれの実情に合わせ、会議室や駐車場
など平時における活用を含め、国と調整を行っている
ものと承知しております。一方、地域の方々からは
様々な意見があるため、県としては、丁寧な説明を行
い、十分な理解を得た上で進めていくことが重要であ
ると考えております。
　同じく１(4)、中国の軍事圧力に対する認識につい
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てお答えいたします。
　去る７月に、複数の中国海軍艦艇が数回にわたり沖
縄周辺海域を航行し、９月には、中国海軍空母など３
隻が与那国島と西表島の間を初めて航行し、一時、接
続水域に入ったことが政府によって発表されておりま
す。空母などが接続水域に入ったことに対し、政府
は、領空侵犯などのこれまでの動向を踏まえれば全く
受け入れられないとして、中国に対して深刻な懸念を
表明しております。
　県としては、アジア太平洋地域の平和と安定は日本
にとって重要であると考えていることから、引き続き
政府に対して平和的な外交・対話による緊張緩和や信
頼醸成に取り組むよう強く求めてまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)のア、特定利用空港・港湾についてお答え
いたします。
　政府の説明によると、特定利用空港・港湾とは、民
間との共用を前提に、自衛隊等が利用できるよう、整
備または既存事業の促進を図り、併せてインフラ管理
者との間で円滑な利用に関する枠組みを設ける施設と
のことでありました。現時点において、軍事目標等を
規定するジュネーブ条約との関係や米軍の利用、整備
後の運用など、不明な点が残されていることから、引
き続き国に対し確認を行うなど、適切に対応してまい
りたいと考えております。
　次に２、八重山地域の課題についての(2)のア、県
発注工事におけるスライド条項の運用についてお答え
いたします。
　県では、離島における不調・不落対策として、最新
の資材単価での積算や見積活用方式を採用するなど、
適切に予定価格に反映しております。また、物価の急
激な変動に基づく工事請負代金額の変更については、
工事請負契約書第26条、いわゆるスライド条項によ
り適切に運用しております。令和５年度におけるスラ
イド条項の運用実績は15件となっております。引き
続き、価格動向を注視し、地元業界団体と意見交換を
行うとともに、沖縄県建設業セミナーでスライド条項
を説明するなど適切に対応してまいります。
　次に同じく２の(2)のイ、離島地域特有の経費への
対応についてお答えいたします。
　県では、離島の工事において、遠隔地からの労働者
で対応せざるを得ない場合に、旅費や宿泊費等の追加
分の費用について、実績に応じて設計変更できる取組

を実施しております。令和５年度は、石垣島、宮古島
等の離島工事において、計22件の工事が適用対象と
なっております。引き続き、地元業界団体と意見交換
を行うとともに、入札公告及び特記仕様書に対象工事
であることを記載するなど、適切に対応してまいりま
す。
　次に同じく２の(5)、西表島、与那国島における街
路樹等の管理についてお答えいたします。
　県管理道路における街路樹等については、主に交差
点部や信号機等の視認性を阻害する箇所の剪定を優先
的に実施しております。また、民地などから道路に越
境する雑木などについては、現場条件や優先順位を勘
案し、適宜、伐採などの対応を行っております。引き
続き、必要な予算の確保及び効果的・効率的な植栽管
理に努め、交通安全確保に取り組んでまいります。
　次に同じく２の(6)、浦内橋の補修と仮設道路整備
の迅速化についてお答えいたします。
　浦内橋は、昭和44年の完成から50年以上が経過し
ており、耐震性能不足や老朽化が著しいことから、令
和３年度から架け替え工事に着手しております。橋の
破損箇所については、これまで応急処理を実施してき
たところですが、今年度末までに補修工事を実施する
予定となっております。また、仮設道路については、
仮橋の整備を進めているところであり、引き続き予算
確保に努め、迅速に仮設道路の整備を進めてまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　２、八重山地域の課題に
ついての御質問の、八重山病院の経営課題及び安定し
た離島医療体制への取組についてお答えします。
　県立八重山病院においては、入院患者の減少等によ
る収支の悪化や軽症の外来患者増加による医師の負
担、職員の住宅の確保等が経営課題となっておりま
す。また、小児科等の医師や看護師に欠員が生じてお
り、医療体制の維持に影響を及ぼしております。
　病院事業局としましては、紹介患者中心の医療提供
を強化することにより、地域医療支援病院の認定を受
け、収益の増加や医師の負担軽減につなげるととも
に、小児科等への医師の応援派遣や看護師採用の強
化、職員住宅の整備に取り組むことにより、安定的な
医療の提供に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
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○前門尚美 農林水産部長　２、八重山地域の課題に
ついての(3)、農地転用許可の事務処理についてお答
えいたします。
　県では、市町村農業委員会の審議を経て県へ進達さ
れた農地転用許可申請について、農地法及び農地法関
係通知等に定められた基準に照らし、適正に審査を
行っております。許可基準を満たす場合は、速やかに
許可を行っています。なお、農振法に基づく農用地区
域からの除外は、同法及びガイドライン等で定める基
準に従い、農振整備計画を見直す必要があることか
ら、市町村と連携し適切に対応してまいります。
　同じく２の(4)、畜産農家への支援と肉用牛改良増
殖についてお答えいたします。
　県では、子牛競り価格の下落に対する補助拡充など
様々な支援とともに、経営が厳しい畜産農家に対する
肉用牛経営緊急サポート体制の強化に取り組んでおり
ます。加えて、県内金融機関へ返済期間延長等の配慮
を求める文書を発出し、意見交換を行っております。
また、本県でしか購買できない魅力あるブランド子牛
を生産するため、家畜市場での評価が高い県有種雄牛
美百合の利用促進を図るとともに、継続して優良種雄
牛を造成し、肉用牛の改良増殖を推進してまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、八重山地域の課題について
の中の(7)、部活動派遣費の補助についてお答えいた
します。
　県教育委員会では、離島から本島での県大会や九州
大会及び全国大会に参加する生徒に対し、県高文連等
の関係団体を通して派遣費を補助しており、部活動派
遣費支援の充実を図るため、令和６年度から新たに、
クラウドファンディング型ふるさと納税を実施してお
ります。
　県教育委員会としましては、経済的事情により子ど
もたちの可能性が狭められることがあってはならない
と考えており、今後とも派遣費の補助を継続し、生徒
の負担軽減が図られるよう努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　再質問は八重山地域の課題から
させていただきたいと思います。
　農地転用が遅滞していると全ての方が感じているわ
けでありますけれども、それはあまり遅滞していると
いう感覚はないか。あるかないかでいい。お願いしま

す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　農地の転用許可の事務処理についてでございますけ
れども、法令に基づいて適正に執行しているところで
あります。しかしながら、補正が必要な状況が多いと
いうことも認識してございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎  議員　それと、農業基本法の改正に
よって、農地の総量確保の観点から農振除外とか農地
転用が厳しくなるという見方があります。八重山地域
における今後の住宅整備とか観光整備について懸念が
あるというような声も聞こえてきます。その点はどう
なのでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　政府が食料安全保障強化の一環として、農地の総量
確保に向け、農用地区域からの除外に国が関与をする
など、農振法の改正については承知しております。
　県としましては、国の動向を注視しながら、今後の
土地利用の影響に考慮しつつ、適切に対応してまいり
たいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　非常に地域で心配事の一つとし
て上げられているので、ちょっと注視していきたいと
思います。
　それと(5)、西表島、与那国島の県道沿いの管理不
備から来る繁茂なんですけど、これ高木の繁茂によっ
て、実は西表島ではバスのバックミラーが何回か吹っ
飛んでいるんですよ、ぶつかって。ロードキルについ
ても早く対応しないと、今後県に責任があるんじゃな
いかというふうに問われても仕方ないと思いますよ。
どれぐらいの迅速さで対応するつもりですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　道路法におきまして、
「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように
維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさない
ように努めなければならない。」とされております。
　県としましては、現場状況を勘案の上、早急に対応
したいと考えております。
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○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　それでは、知事の政治姿勢に移
ります。
　最初の概算要求における知事の評価及び取組ですけ
れども、知事、これまで議会答弁を聞いていますと、
振興予算に対する知事の頑張ったなという足跡がなか
なか見えないんだ。結局、県は説得力のある根拠の詳
細を金額で示せなかったわけですよ。ですので、内閣
府が眉をひそめて、いかんなと思うのもこれ当然だと
思います。また、知事と政府の信頼関係がいまだに全
く醸成されていないことも影響しているかもしれな
い。逆に、沖縄自民党や県経済界、市町村会等はあら
ゆるルートを使って政府に働きかけをして、結果が概
算要求に示されている。知事は、この件をどう考えま
すか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉  総務部長　今回の概算要求に向けまし
て、自民党沖縄県支部連合会におきまして、市町村を
はじめとする地元自治体が各種事業を確実に実施する
ために必要な予算額の確保を要望するとともに、沖縄
振興特定事業推進費、また水道施設の老朽化、あと離
島住民交通コスト、防犯カメラ等の予算措置につい
て強く働きかけたということは承知しております。ま
た、市長会、町村会におきましても、様々な要請を
行っているということも承知しておりますし、県でも
様々な要請、それから内閣府との事務的な打合せ、調
整等を行ってきたところでございます。これらの自民
党沖縄県連の後押しは大変心強いものでありますが、
県、市町村の取組に加えまして、県連の皆様の要請活
動などが内閣府、それから内閣府沖縄担当部局や関係
要路の御理解を得て、今回の概算要求につながったも
のだと考えております。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　知事が、概算要求に大変残念だ
とコメントをされました。知事は実は今回の概算要求
の全体像を理解できていないから、県をあたかも冷遇
していると思い込んでいるかもしれません。私は今回
の予算概算要求のフレームは、振興計画の中間見直し
が迫る中、とても意義あるものではないかと評価して
いるんです。知事は今回の予算概算要求の全体像、フ
レームをどう理解しているか、ちょっとお聞きした
い。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　今回の概算要求では、離島住
民等の移動費負担軽減に係る経費等が新たに項目立て
され、航空関連産業クラスター形成促進に係る経費な

どが新たに盛り込まれたほか、離島支援策が拡充され
ました。あわせて、沖縄振興一括交付金などの地方向
け補助金が増額要求されるとともに、事項要求とし
て、防災・減災、国土強靱化対策や水道施設の緊急整
備が盛り込まれるなど御配慮いただいたものと考えて
おります。一方で、総額3000億円台に届かなかった
こと、増額要求となっている沖縄振興一括交付金につ
いても県と市町村が求めてきた所要額となお乖離があ
るということから、残念というふうにお伝えしたとこ
ろであります。しかしながら、事項要求では防災・減
災、国土強靱化対策や水道施設の緊急整備が盛り込ま
れるなど、今後の予算編成過程において、概算要求か
らの増額確保の芽出しを行っていただいていることか
ら、内閣府の御尽力、それから沖縄県との連携につい
て期待するものでありまして、県としましては、関係
要路の一層の御支援を賜りながら、水道施設の緊急整
備をはじめとする事項要求を含む所要額の確保を含
め、沖縄振興予算の確保に今後努めてまいります。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎  議員　長々とありがとうございまし
た。
　私は知事に、全体像の感想を聞いたんですけどね。
こうやって部局が答えるから、やっぱり熱量を感じな
いわけだね。12月末の閣議決定までまだ時間はあり
ますよ。知事はこの振興予算の政治対話、どうやって
積み上げていくかという政治対話について、主体的か
つ具体的にどうしていくつもりなのか。これは知事が
答えてもらわないと困る。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほども答弁させていただきま
した、今般、内閣府が総額2820億円の令和７年度沖
縄振興予算の概算要求を行っております。さらに、条
件不利性解消事業等３事業、約120億円の新たな項目
立て、そして、駐留軍用地跡地の先行取得事業などの
予算等、配慮いただいたものというように考えており
ますが、やはり県や市町村が求めてきた一括交付金の
所要額の確保などなど、まだまだ我々も求めていくも
のがあると思います。ですから、ぜひその11月に向
かって、しっかりとまた政府にその点も内閣府ととも
に要請をしていきたいというように思います。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　ぜひ足跡を残してください。
　イ、概算要求における新たな事業項目についてお伺
いしますが、私は、特に離島振興政策に関わる予算が
国庫補助として提示されたことについては、離島政策
継続の重要性から配慮がされたと思っています。離島
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の首長の皆さんの地域の切実な訴えが反映されたとい
うように思うんです。知事は、前回の議会答弁で、離
島の発展なくして沖縄の発展は語れないとおっしゃっ
たわけですよ。ならば知事は、特に離島振興政策の充
実のために、何を離島の切実な具体的事案として予算
要求を提起したのか。それは反映されていますか。
ちょっとお聞きしたい。これは知事がお答えくださ
い。部局ではありません。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午前11時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　離島住民の直接の声を伺う、あ
るいは関係者の方々のその状況をしっかりと見させて
いただくために、私が就任してから17の離島に視察
を行い、それぞれの離島の状況についてもしっかり
と、県の事業はもちろんですが、次年度の予算に反映
できるような形での取組を進めさせていただいており
ます。その中には、離島だけではないんですけれど
も、例えば、畜産振興や様々な課題については離島と
も共通する予算の部分もあるというふうに考えており
ますので、例えば、離島住民交通コスト負担軽減事業
などでしっかりと芽出しができるものと、明確に項目
立てできるものと、そしてその中にまた、離島住民も
含む県域全体の予算として要求したものもこの中に
しっかりと盛り込まれているというように受け止めて
おります。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　それ提起したことが反映されて
いるという認識があるんですか、知事。あるかないか
でいいです。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　はい、そのように受け止めてお
ります。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　知事、離島の首長ともっと話を
したほうがいい。そして、本当に真に迫る具体的な案
というものは今後も必要になりますからね。ぜひ話合
いの場を持ってもらいたいと思います。私は反映され
ているかどうかはちょっと疑問に思っています。
　次に、石破新総理との対話についてでありますけれ
ども、歴代の知事は歴代の総理との対話で、辺野古移
設問題については対話に応じていないと常に言ってい
るわけですよ。しかし知事は、実は対話より何度も政
府との裁判において司法の場でその解決を求めてきた

事実もあるわけです。最高裁の司法判断にもあらがい
続けている。このような知事が総理と対話したいと
言っても、まともな対話が成り立つか。これ非常に疑
問なんですけれども、知事の意気込みをちょっと教え
てもらいたい。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　これまでの一連の裁判は、県が公有水面埋立法その
他関係法令に基づき厳正に判断した処分等に対して、
国が行った裁決など、関与の適法性について司法によ
る判断を求めるために提訴または応訴したものであ
り、必要な対応であると考えております。一方、政府
に対して対話を求めることにつきましては、直近で
は、先日10月５日に来県していただきました伊東沖
縄及び北方担当大臣に対しても、普天間飛行場の一日
も早い危険性の除去、県外・国外への移設及び早期閉
鎖・返還のほか、辺野古移設計画の断念、辺野古新基
地建設問題の解決に向けて沖縄県との対話に応じるこ
となどを求めており、機会あるごとに求めているとこ
ろでございます。
　以上です。
○大浜　一郎 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時56分休憩
　　　午前11時56分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　これは知事に答えていただきた
かったんですが、次は答えてください。
　対話が実現しても、政府の方針は変わりません。地
位協定の抜本的改定は相当に時間がかかる、極めて
ハードルの高い話であります。知事は従来と違う対話
の重要なポイントは何だと思っていますか。これは知
事がお答えください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は、かねてから辺野古新基地
建設問題は対話により解決策を求めていくことが重要
であるというように訴えております。例えば、そのた
めには普天間基地にどのような機能が今残されている
のか、その機能をどこであれば維持できるのかという
ことも対話の一つであると考えております。ですか
ら、そういうことは対話によって一つ一つ課題を明ら
かにしていきながら、お互いの考え方を意見交換する
ということは非常に重要だと思いますし、地位協定の
見直しについても、私は憲法改正の必要がない、国内
法の改正で十分できるということを11項目として政
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府に要求していますので、そのような考えもぜひ対話
の中でお互いの意思疎通を図っていきたいというよう
に考えている次第です。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　対話が成功することを祈ってお
ります。
　次に、インフラ強靱化整備について、特定利用空
港・港湾指定の件ですけれども、部長、この答弁にお
いて、軍事目標等を規定するジュネーブ条約との関係
とか、米軍の利用とか、整備後の運用など不明な点が
あるとしているが、これ何のことかさっぱり意味不明
ですよ。国は、軍事基地を造ると言いましたか。米軍
が平常時に頻繁に使うと説明しましたか。他県と本県
では国の説明が異なるのかと。一体何を根拠にこの活
動家みたいな答弁しているんですか。それが知事の認
識では、これは大問題ですよ。これちょっときっちり
答えてくれませんか。全くおかしい。これは何という
答弁かなと思って聞いてましたよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　島嶼県である本県におき
まして、空港・港湾は離島における人流・物流を支え
る住民にとって欠くことのできない社会資本であると
認識をしております。こうしたことから、空港・港湾
の民間利用においては支障があってはならないという
ふうに考えております。そのため、施設の管理・運営
等に関する内容について確認を行っているところであ
ります。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　８月23日に鹿児島県知事の特定
利用空港・港湾への同意のコメントがあったんです
よ。これ実に明快で、実に説得力がある。これ見習う
べきだなと。知事は、鹿児島県知事のこの件について
のコメント読まれましたか。部局、誰か読んでいます
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　申し訳ございません。議
員御発言の内容については、今詳細な資料が手元にな
い状態でございます。
○大浜　一郎 議員　知事は読んでないですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　どのような内容かについては、
残念ながらまだ読んでおりません。

○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　ちゃんとこういう問題があるな
ら、どういうことを皆さん考えているかというのを、
同じ説明聞いているんだからね。ちょっと読みましょ
うか、少しかいつまんで。「国からの説明を受けて以
降、各種不明な点等を確認してまいりました。国から
は、「これまでの空港・港湾の運用と変わらず、円滑
な利用に関する枠組みについては、あくまでも民生利
用を主とするものであること。自衛隊や海上保安庁の
優先利用のためのものではないこと。関係法令に基づ
く管理者の権限や運用が変わらない。」ということを
確認しました。」また、「自衛隊や海上保安庁専用の
施設を整備するものではない、ということを確認いた
しました。」また、「自衛隊や海上保安庁が各空港・
港湾の状況に精通することで、災害対応時に迅速に対
応でき、能力を最大限に発揮することが期待できる」
というふうにまとめているわけですよ。何でこれが
ジュネーブ条約云々になっていくのか、同じ説明を聞
いて。おかしくないですか。米軍が使うと言ってます
か、規定の中にも入ってないよ、こういうのは。もう
一度答弁してください。今までの答弁が正しいかどう
か、適切かどうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　先ほどもお答えいたしましたけれども、島嶼県であ
る本県におきまして、空港・港湾は重要な社会資本で
ございます。これらのことから、民間利用に支障が
あってはならないと考えており、施設の管理や運営に
つきまして内容等の確認を行っている状況でございま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　ちゃんと鹿児島県知事のコメン
トを読んで、学習していただきたいと思います。
　それと、この整備にはビー・バイ・シーを勘案する
ということになってますけど、今言ったように、平時
は民生利用なわけですよ。そういった意味でもし何か
起こったとき、有事の際にはインフラの強靱化が必要
不可欠なことはもう言うまでもないわけです。知事は
これまでの答弁で、ビー・バイ・シーと住民の命をは
かりにかけているんじゃないかと私は思ったりもして
いるわけです。ビー・バイ・シーがあるからなかなか
できない。これは、ちょっとおかしな話ですよ。早め
にこれをしっかりと整備することによって、一刻でも
早く絶対に住民の命を救うんだという、この知事の思
いをしっかりと形にしてもらいたいと思うんですけど
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ね。この整備については、知事どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　費用対効果につきまして
ですが、「総合的な防衛体制の強化に資する公共イン
フラ整備」に関するＱ＆Ａというものが国から出され
ておりまして、その中で特定利用空港・港湾において
も、他の公共事業と同様に、コスト・ベネフィット分
析等を行い、民生利用の必要性が確認されるというふ
うに記載をされております。
　県としましては、民生利用・民間利用において、費
用対効果は事業化において必須のものであるというふ
うに考えているところでございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　住民保護と費用便益、これが同
等で語られるはずがないんですよ。ですので、これは
住民保護にとってとても大事なインフラだということ
を指定をするために、国と話をすればいいんですよ。
そういうことをしっかり交渉の場で国と話をしてくれ
ませんか。
　それと、住民保護計画のシェルターについて、知事
の認識についてお伺いしますけれども、知事は前回の
議会後、九州各県の知事と住民避難の受入れについて
面談して、謝意と具体的な協力依頼をされています
か。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後０時４分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　九州知事会におきまして
は、６月３日の九州知事会におきまして、先島諸島か
らの住民避難の受入れ検討の議題がありまして、九州
各県からはその受入れ検討を前向きに受け止めていた
だき、積極的に取り組んでいく旨が表明されたことに
対して、池田副知事から謝意を伝えたところでござい
ます。
　以上です。
○大浜　一郎 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　九州知事会の機会がまだご
ざいませんが、本年８月２日に知事は全国知事会に出
席し、九州・山口各県における沖縄県先島諸島からの
住民避難の受入れ検討に言及して、各県知事に理解を

求めたところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　じゃ、自分が九州に行ったわけ
ではないんだ。自分から出向いてしっかりと話をしに
行ったわけではないわけだね。アメリカには訪問でき
るんでしょう。何でアメリカには行って、この住民保
護の重要な支援体制を行う九州には赴くことができな
いのか。一体どういうわけですか、これ。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時７分休憩
　　　午後０時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　直接赴くことも非常に重要なこ
とでもありますし、また機会を得て、その方々と会え
るときに謝意を伝えるということも重要だと思ってお
ります。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　これは失礼でしょう。自分が赴
いて、受け入れると県で表明しているわけだから、具
体的な案でもって。赴いて、お願いしますと。何か
あったときは頼みますというのが筋なんじゃないです
か、知事。これね、知事、今の答えでいいんですか。
僕は残念だな。がっかりするよ。
　知事はまた、有事の際に利用する避難シェルターの
整備について、知事は様々な意見があると難色を示し
ているわけですよ。住民の身体・生命の保護の重大性
を超える様々な意見というのは、どういう意見なの
か。具体的に答えてほしい。命より大事な、重さを超
える様々な意見というのは何ですか。この様々な意見
は。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　シェルターに関する住民の
意見につきましては、まず石垣市の住民意見交換にお
いては、障害者の要望を踏まえて取り組んでもらいた
い、あるいは市民の税負担が増えることはないか、見
切り発車ではないかなどの意見があったと承知してお
ります。また、与那国町の住民意見交換では、シェル
ターを島に造る話を聞いているが、各家にシェルター
を造るなど危ない―危険性があるなら島にとどまり
たいなどの意見があったというふうに承知しておりま
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す。
　以上です。
○大浜　一郎 議員　休憩します。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時９分休憩
　　　午後０時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　難色を示すということでの様々
な意見という答弁はしていないと思います。我々は、
地域の方々からは様々な意見があるので、県としては
丁寧な説明を行い、十分な理解を得た上でシェルター
の建設などについても進めていただくことが肝要です
というようにお話をさせていただいています。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　それは安心しました。様々な意
見をお聞きして、早急に整備に前向きに取り組んでい
ただきたいと思います。
　沖縄周辺地域における不透明な中国の軍事圧力の件
ですけど、知事は中国の頻繁な軍事圧力による領土・
領海については我が国が対応すべき、米軍基地の問題
は県民生活に関わるから県として関与するというふう
におっしゃっておりますけれども、沖縄、先島周辺海
域・空域への中国の軍事圧力の影響は、県民生活に関
わる問題ではないというふうな認識をされているんで
すか、知事。ちょっとお答えください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　領土・領海におけるそのような
国と国との在り方については、やはり国同士でその問
題解決に当たっていただきたいということでありま
す。他方で、日米同盟の中で、沖縄に70％以上もの
米軍専用施設面積が集中していることは、県民の生活
にも―これは離島も本島も限らず、県民の生活にも
必ず影響しているというところから、それを改善して
ほしいということを要望しているということでありま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時11分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　県民の安全・安心を守るという
観点から、国と国による対話による信頼関係の構築、
平和環境を維持していただきたいということは、離島
に限らず、全ての県民が幸せに暮らしていく中での必
要な事項であるということは、重ねて申し上げており
ます。

○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　知事、私たちの地域は十数年前
の地域と今では全然変わってしまいました。今では、
先島地域への防衛力の整備とか、海上警備の体制の環
境は本当に大きく変化しました。住民保護計画も含
め、先島に防衛力整備をせざるを得ない状況を生み出
した原因は何かと。これは知事の認識をもってしっか
り答えてほしい。私たちの生活環境が変わってきたん
です。これをやったのは誰なんですかということを
しっかりお答えください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄を取り巻くアジア周辺諸国
の環境は、議員おっしゃるように、例えば10年など
の一区切りの前の状況とは非常に違う状況、厳しい状
況になっているということは認識をしております。
○大浜　一郎 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時13分休憩
　　　午後０時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　環境の変化には、国際社会の情
勢など様々な状況があると思います。それをアジア地
域の安全保障環境が厳しいということに当てはめる
と、中国の軍事力の増強、北朝鮮の度重なるミサイル
の発射など、これまでもそのような懸念があるという
ことは、議会においても答弁をさせていただいており
ます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　であるならば、中国にこういう
ことはやめなさいと。住民生活がおかしくなりますよ
と。恐怖に思っていますよと。平和の海を守るために
は、私たちを脅かすことはやめてくださいぐらいのこ
とは言えるでしょう。こういうことは知事が言わない
と駄目なんですよ。
　そして、実は中国は軍事力の圧力に加えて、琉球問
題と称して、琉球は中国に属するなどと巧みな歴史修
正の認知戦を行っています。大量にです。知事がこれ
まで―今の答弁もそうだったけれども、今のような
中国に忖度した態度でいれば、これは中国に完璧に利
用されるだけです。知事は、そういう認識を持って地
域外交を含め発言もしなければいけないんですよ。知
事、そういう認識はありますか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国と国との外交においては、信
頼関係の構築、対話による関係性の向上に努めていた
だきたいということを要請させていただいております
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し、また、地域外交としては、多方面の取組によって
その地域の安定・安心を図っていくということは、非
常に重要であるというように考えております。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎  議員　もう時間がないですけど、知
事、やはりこの住民保護の問題、そしてインフラの問
題、そういったものは本当にどういうことがこの根底
になっているかということ、そして、これから今後想
像されること、これは国としっかり話合いをしてくだ
さい。そして、今必要なものは何かということをしっ
かりと理解されて事を進めていただきたいというよう
に思います。
　また、沖縄振興予算については、この一番の責任者
は知事なんですよ。知事が、県民を背負って、県民の
ためにしっかりと足跡を残して振興策をやるんだと、
そして未来はこうなるんだということを堂々と胸を
張って言える知事になってもらいたいな。今のままで
は、部局の皆さんに答えさせてばかりいて、知事の足
跡がまるで見えない。本当に見えないですよ。だか
ら、そこをしっかり11月―今もう10月に入っても
う12月、ばたばたする中かもしれないけど、最後の
閣議決定までまだ時間がある。ぜひ、知事、しっか
りと沖縄県のために汗を流していただきたいと思いま
す。
　以上です。ミーファイユー。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時17分休憩
　　　午後１時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　糸数昌洋議員。
　　　〔糸数昌洋　議員登壇〕
○糸数　昌洋 議員　議場の皆様、県民の皆様こんに
ちは。
　午後のトップバッターを務めさせていただきます、
公明党の糸数昌洋です。
　早速ですが、一般質問を行います。
　初めに１、農林水産行政について伺います。
　(1)、昨年６月に遊漁船業の適正化に関する法律が
一部改正され、本年４月１日より施行された。改正遊
漁船業法について以下問う。
　ア、改正の目的とポイント及び周知状況はどうなっ
ているのか。
　イ、法改正に伴い、登録事業者は９月末までに新し
い業務規程の提出が義務づけられた。本県における登
録事業者の現状と業務規程の届出状況を伺う。

　ウ、業務規程には、案内する漁場とともに、利用者
を立入禁止の場所に案内しない旨の明記が必要とな
る。生計に係る事業者等への影響と対応について伺
う。
　(2)、本県におけるクロマグロの配分・漁獲・放流
の状況と、来漁期の漁獲枠の見通しについて伺う。
　(3)、クルマエビ養殖事業について、高水温の影響
や施設の老朽化等により、クルマエビの生産量が落ち
込んでいると聞くが、現状と対策について伺う。
　(4)、和牛畜産農家の深刻な状況が続いている。６
月補正後の状況と今後の支援の取組について見解を伺
う。
　(5)、製糖業における残業規制の影響と対策につい
て伺う。
　２、火葬場の逼迫問題について伺います。
　一昨年はコロナ禍の中で火葬待ちが最大２週間にな
る非常事態が発生しました。今年は７月半ばより再び
逼迫してきている。広域的観点から県の支援対応を伺
う。
　３、教育行政について伺います。
　(1)、部活動の地域移行について、運動部と文化部
それぞれの取組状況と課題を伺う。
　(2)、小中学校における水泳授業について、児童生
徒の安全確保や教職員の負担軽減等を図るために、外
部人材の活用をもっと促進すべきである。放課後や休
日のプールの水質管理も教員の負担となっており、県
事業予算の拡充について見解を伺う。
　４、松くい虫対策について伺います。
　(1)、県内における過去の被害実態と対応、その後
の状況について伺う。
　(2)、久米島町では侵食の勢いがさらに増している
状況にある。今後の対策について伺う。
　(3)、他の離島における水際対策を強化すべきと考
えるが見解を伺う。
　５、離島振興について伺います。
　(1)、居住離島で出産が困難な妊産婦や難病患者等
が、安く長期滞在できる宿泊施設の整備の必要性につ
いて見解を伺う。
　(2)、県立離島児童生徒支援センターの早期拡張に
ついて見解を伺う。
　(3)、次年度以降の沖縄離島住民等交通コスト負担
軽減事業の取組について伺う。
　(4)、県が本年度実施予定の小規模離島における海
洋温度差発電の導入可能性調査事業について、事業の
概要と進捗を伺う。
　６番目の我が会派の代表質問との関連については取
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り下げます。
　以上、壇上での質問を終わります。御答弁よろしく
お願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　糸数昌洋議員の御質問にお答え
いたします
　農林水産業についての御質問の中の１の(4)、畜産
農家の６月補正後の状況と支援についてお答えいたし
ます。
　沖縄県では、畜産農家の経営安定を図るため、配合
飼料購入費の補助拡充、子牛競り価格下落に対する補
助拡充に加え、優良繁殖雌牛更新に係る支援につい
て、本年６月議会において、17億8000万円を予算措
置したところであります。しかし、いまだに畜産農家
の経営は厳しい状況にあることから、様々な相談に対
応するための肉用牛経営緊急サポート体制の強化に努
めるとともに、制度資金の利子補給等に取り組んでお
ります。また、県内金融機関に対し、返済期間延長等
の配慮を求める文書を発出し、意見交換を行っている
ところです。
　沖縄県としましては、引き続き畜産の生産振興に取
り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　１、農林水産行政につい
ての(1)のア、遊漁船業の適正化に関する法律の改正
の目的及びポイント並びに周知状況についてお答えい
たします。
　遊漁船業の適正化に関する法律は、利用者の安全性
向上と地域の水産業との調和を目的として、その一部
が改正されております。改正ポイントとしては、利用
者の安全確保等が国の基準に適合する業務規程を提出
すること、定員１人当たりの損害賠償額を5000万円
以上の保険に加入すること、利用者の安全確保等に関
する情報の公開等が挙げられます。県では、ホーム
ページによる情報発信を行うとともに、遊漁船業者に
対し令和６年２月から３月にかけて、県内７か所にお
いて説明会を開催し、８月から９月に周知文を発出し
ております。
　同じく１の(1)のイ、遊漁船業者の登録状況と業務
規程の届出状況についてお答えいたします。
　本県における遊漁船登録事業者数は、令和６年９
月末時点で、本島及びその周辺離島で523、宮古島諸

島で118、八重山及び与那国諸島で161、合計802事
業者であります。業務規程の提出状況は合計639事業
者で、全体の79％にとどまっていることから、県で
は、引き続き業務規程提出に向けた指導を行ってまい
ります。
　同じく１の(1)のウ、法改正に伴う遊漁船業者への
影響と対応についてお答えいたします。
　遊漁船業では、船釣りのほか、防波堤等に利用者を
案内する瀬渡し業務があります。法改正の影響につい
ては、瀬渡し業務において、管理者により施設利用が
認められない場合、業務の縮小につながる可能性が考
えられます。
　県としましては、利用者の安全性向上のため、引き
続き遊漁船業者への業務規程の遵守について指導して
まいります。
　同じく１の(2)、クロマグロの漁獲状況と来漁期の
漁獲枠についてお答えいたします。
　令和６管理年度における本県の漁獲枠は173.1ト
ン、漁獲実績は168.1トンとなっております。また、
漁業者からの聞き取りによると、採捕停止命令後の放
流量は約174トンと推定されております。来漁期の本
県の漁獲枠については、本年７月の中西部太平洋まぐ
ろ類委員会北小委員会において、日本の大型魚の漁獲
枠を現行の1.5倍に拡大することが合意され、本会議
で正式決定される予定であり、12月上旬の水産政策
審議会への諮問を経て決定されることとなります。引
き続き、過去の漁獲実績を反映させた配分となるよ
う、漁業関係団体と共に国に強く求めてまいります。
　同じく１の(3)、クルマエビ養殖の現状と対策につ
いてお答えいたします。
　本県のクルマエビ養殖は、コロナ禍の影響により令
和４年の生産量は372トンまで落ち込みましたが、令
和５年には速報値で500トンまで回復しております。
一方、生産現場における課題として、高水温や疾病等
による歩留り低下が問題視されていることから、県海
洋深層水研究所においてクルマエビの新規系統の導入
や養殖に多大な被害を与える疾病に抵抗性を有するク
ルマエビの養成試験等を実施しているところです。こ
れらの取組により、引き続きクルマエビ養殖の振興に
努めてまいります。
　同じく１の(5)、製糖業における残業規制の影響と
対策についてお答えいたします。
　働き方改革関連法の改正に伴う勤務体制の見直しへ
の対応等により、県内製糖工場における製糖期間の人
員確保については、特に離島地域において、季節工の
確保が難しくなっていると認識しております。一方、
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製糖事業者や市町村においては、これまで国や県の補
助事業等を活用し、製糖工場の省力化設備や労働力確
保、季節工等の宿舎整備等を実施しているところで
す。引き続き、製糖工場の操業に影響が生じないよう
国や関係団体と連携し、製糖工場の労働力確保に向け
対応してまいります。
　次に4、松くい虫対策についての(1)、過去の被害
実態と対応、その後の状況についてお答えいたしま
す。
　県内における松くい虫被害は、沖縄本島北部を中心
に平成15年度の４万3980立方メートルが最も多く、
その後、重点的な防除対策を行った結果、令和２年
度には647立方メートルまで減少してきました。しか
し、令和３年度の久米島町での発生以降、令和５年度
時点においては、１万3890立方メートルと増加して
おります。また、離島においては、平成５年度に宮古
島で発生しておりますが、松林の分布が点在している
ことに加え、県と市町村で連携し、徹底した防除を実
施したことにより被害は拡大しておらず、平成17年
度からは、新たな被害は発生しておりません。
　同じく４の(2)、久米島町の対策についてお答えい
たします。
　久米島町における令和５年度時点の被害量は１万
864立方メートルで、前年度の被害量の約4.6倍と
なっております。防除対策については、関係機関及び
有識者で構成する久米島町松くい虫防除対策会議にお
いて、島内全域の駆除は困難であるとの判断により、
防除戦略を策定しております。防除戦略は、貴重な松
以外は、あえて被害木を放置して、マツの本数密度を
低下させる戦略的放置、また、松くい虫被害を繰り
返さないための樹種転換の検討であり、県としまして
は、町と連携して、防除対策を進めてまいります。
　同じく４の(3)、離島の水際対策の強化についてお
答えいたします。
　松くい虫被害が確認されていない離島については、
被害木の移動と利用の制限、被害の早期発見、早期駆
除が重要であることから、市町村及び関係団体に対
し、これらの注意喚起と監視体制の強化を依頼してお
ります。また、発生していない地域においても、被害
を早期に発見できるよう市町村の職員を対象に勉強会
を実施するとともに、マツノザイセンチュウが確認さ
れた場合には、初期の防除対策を徹底するよう関係機
関に対し指導しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕

○糸数　公 保健医療介護部長　２、火葬場の逼迫問
題についての、火葬場の広域利用についてお答えしま
す。
　令和４年における県内の死者数は、１万5054人で
前年より1472人増加し、また火葬場の不足や炉の修
繕等による影響で、火葬待ちが起こりやすく、広域調
整が必要な状況です。このため県では、特定の火葬場
に御遺体の搬送が集中し、火葬待ちが長期化すること
を防ぐため、市町村、火葬場及び葬祭事業団体に対
し、広域的な火葬に対する協力を依頼しております。
　県としましては、さらなる広域利用のため、火葬場
を持つ自治体と未整備の自治体との協定締結を促すな
ど、今後も市町村等と連携し、円滑な火葬を行うため
の環境整備に努めてまいります。
　続きまして５、離島振興についての(1)、離島患者
等が滞在できる宿泊施設の整備についてお答えしま
す。
　県では、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経
済的負担を軽減するため、平成29年度から離島患者
等通院費支援事業を実施しており、当該事業では、宿
泊施設に加え、ウィークリーマンション等の利用を対
象としております。宿泊施設の整備につきましては、
対象疾病に応じて通院する医療機関の所在地が異なる
等の課題があると考えております。
　県としましては、引き続き離島の医療提供体制の状
況や市町村の要望等を踏まえ、離島における患者等の
負担軽減に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　３、教育行政についての中の
(1)、部活動地域移行の取組状況等についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、昨年度、沖縄県公立中学校の学
校部活動地域移行推進計画を策定するとともに、今年
度は国の委託事業を活用して、コーディネーターを県
及び７市村に配置し、各市村の受皿となり得る団体等
との連携に取り組んでいるところであります。課題と
しましては、受皿となる地域クラブの不足、指導者や
財源・活動場所の確保等が挙げられます。
　県教育委員会としましては、引き続き関係機関等と
連携し、休日の部活動の地域連携・地域移行に取り組
んでまいります。
　同じく(2)、水泳事業とプール管理についてお答え
いたします。
　県教育委員会では、平成24年度から県内の小学校
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を対象に、水泳学習の実技指導協力者派遣事業を行っ
ております。令和５年度は、離島を含めた県内の小学
校32校に派遣し、児童の安全確保と教員の負担軽減
を図っております。また、プールの水質管理につきま
しては、設置者である市町村教育委員会が施設管理業
務を担っており、一部の市町村ではプール管理人を配
置し、水質管理を行っていると聞いております。
　県教育委員会としましては、引き続き市町村と連携
し、教職員の負担軽減に努めてまいります。
　続きまして５、離島振興についての中の(2)、離島
児童生徒支援センターの拡充についてお答えいたしま
す。
　沖縄県離島児童生徒支援センターの入寮状況につい
ては、定員120名に対し、５月１日時点で令和５年度
は108名、令和６年度は115名が入寮しております。
令和３年度から空き室への特例入舎を含め公募したと
ころ、最終的に入寮を希望する全ての生徒を受け入れ
ております。施設の拡充については、入寮者の推移等
も踏まえ整理する必要があると考えております。
　県教育委員会としましては、引き続き関係市町村と
連携し、生徒が安心して学業に励むことができるよう
教育環境の整備に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　５、離島振興についての中の
(3)、次年度の交通コスト事業の取組についてお答え
いたします。
　県では、離島住民の定住条件の整備を図るため、沖
縄離島住民等交通コスト負担軽減事業を実施し、離島
住民等を対象に船賃や航空運賃の負担軽減を実施して
おります。当事業は、令和７年度の内閣府概算要求に
おいて新たに国庫補助事業として計上されております
が、国は県への間接補助を予定しており、これまでど
おり沖縄県が実施主体となると聞いております。
　県としましては、引き続き国と連携し、離島住民の
負担軽減に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　５、離島振興についての
(4)、小規模離島における海洋温度差発電可能性調査
事業の概要と進捗についてお答えします。
　県では、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネル
ギーの導入拡大や地域特性に合ったエネルギーの地産
地消を促進するため、小規模離島における海洋温度差

発電可能性調査を実施しております。同事業では、海
洋温度差発電の国内外における技術動向や発電特性等
を情報収集するとともに、久米島における実証の成果
や離島の地理的特性等を踏まえた商用化可能性等につ
いて調査分析を行っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　それでは、御答弁ありがとうご
ざいました。
　再質問・要望等を申し上げていきたいと思います。
　４番目の松くい虫対策についてから、取り上げたい
と思います。
　これまでも多くの議員が取り上げてまいりまして、
なかなか、特に久米島におきましては、被害の拡大が
今抑えられないという状況になってまして、私も毎月
島に帰るんですけれども、帰るたびにどんどん状況が
悪くなってるという事態がずっと続いております。本
当に心の痛い状況が続いておりまして、島民の皆様に
とりましては、本当に毎日の生活の中で、この枯れた
松が、最初は茶色からどんどん白くなっていっている
と。山のほうはほとんど真っ白な状態になっていると
いう状況もありまして、何とか一日も早い終息を待ち
望んでいるという状況でございます。
　先ほど過去の被害実態をお聞きしましたけれども、
宮古島については、この松の木が密集するような山が
ないとか、久米島と同じ離島でも大分条件が違うとい
うことで、今のところ終息から被害は起きてないとい
う状況も確認をいたしました。そしてこの久米島で
は、被害が確認された令和３年から町と県で対策を協
議しながら取り組んでまいりました。この枯れた木の
伐倒駆除、それから薬剤の樹幹注入、また薬剤散布等
を行ってきましたけれども、なかなか終息できないと
いうことで勢いが―今年は特に台風が少ないという
ことも相まって、なかなかやっぱり終息しない状況に
なっております。重要な松を守るということで、五枝
の松とかナガタケ松並木とか、防除戦略を立てており
ますけれども、町のホームページでも紹介をされてお
ります。５年で松を守れる島にする戦略的放置と先ほ
ど答弁もございました。この方法が本当に成功するか
どうかということが、やはり今後のポイントになって
くるだろうと思います。
　そこで、まずお聞きしますけれども、この戦略的放
置というのは県内ではあまり前例がないのではないか
と思いますけれども、その有効性というものはどうな
のかということをお尋ねしたいと思います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
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○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県内で戦略的放置と位置づけて対策に取り組んだ事
例はございませんが、国の研究機関が示した対応方針
の一つとして、放置して非松林化を促進させることが
記載されております。また、久米島町松くい虫防除対
策会議で有識者から、放置することにより松の本数密
度が低下し、松くい虫被害の発生源が少なくなること
で被害の流行をなくし、貴重な松の保全につながるこ
とから、有効な防除対策であるとの提言があり、対策
方針としております。ただし、貴重な松の保全及び道
路周辺等の危険木の除去については、引き続き久米島
町及び関係機関と連携し、防除対策を実施してまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　ほかに有効な手段というか、今
回はこの戦略的放置でまず挑戦をしてみるということ
ですけれども、実際に、どのぐらいの期間で終息を見
込んでいるのかというところはありますでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　現時点で終息までの具体的な期間を明らかにするこ
とは困難でありますけれども、宮古島においては、被
害発生から終息までに10年以上かかっております。
今後も久米島町及び関係機関と連携し、できる限り早
期に被害が終息できるよう、継続して防除対策に取り
組んでまいります。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　それと、この戦略的放置とあわ
せて、枯れた松からまたさらに芽が生えてということ
が、また次の被害を生んでいくということを想定し
て、樹種転換ということが言われております。この松
に代わり別の木を植えるというような方策も今回立て
られておりますけれども、具体的な取組というのはど
のように行っていくのか、検討されてるのかお尋ねし
ます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　樹種転換については、貴
重な松の周辺にある松林を松以外の広葉樹などに転換
する防除対策で、松以外の森林にすることで、松くい
虫の発生源をなくし、貴重な松を保全する対策となり
ます。松枯れ後に広葉樹などが生育している場合は残
置し、生育していない場合は広葉樹等を植栽し、森林
を造成する必要があります。そのため久米島町におい
ては、貴重な松の周辺にある松林の枯損後、植生状況
を確認するとともに、植栽樹種の選定後、樹種転換に

ついて町と検討してまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　樹種転換については、久米島は
松の島と言われて、一生懸命植えてきたという経緯も
あって、非常にそこについてはいろんな意見がありま
す。ただ、今の時点でそれをしなければ、さらなる被
害が広がっていくというところは、よくよくまた検討
されて、進め方はお願いしたいなと思います。
　それとあわせて、先ほどやはり10年ぐらいかかっ
たという話もありました。令和３年から広がってます
から、それからいくとあとやっぱり５年以上かかる計
算になりますので、今保護している松の周辺もどんど
ん松枯れが起きている状況の中で、五枝の松はじめ、
本当に守れるのかというところは非常に懸念をしてる
ところですので、ぜひ、ここは本当にほかに有効な対
策がないのかどうかも含めて、しっかり町と連携しな
がら研究して追求していただきたいというふうに、こ
れは要望を申し上げたいと思います。
　土建部長に伺いますけれども、９月前になりますけ
れども、あまりにもひどい状況を私もまた動画に撮ら
せていただいて、それを直接見ていただきました。や
はり住民の生活圏の被害がどんどん広がっておりま
す。それから、県道周辺に限らず、非常に大きく広
がってる状況の中で、これまでも安全対策としての伐
倒を推進してきましたけれども、町からもっとしっか
り進めてほしいという強い要望が上がっております。
これはもう安全対策も含めて、景観の問題ですね。こ
れからまた秋口観光客もいっぱい来ますし、そして冬
に向かうこの時期にやっぱりしっかり対応しないと非
常に厳しいということで、この伐倒対策をもっと強化
すべきだと思いますけれども、予算措置含めてぜひ見
解を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　久米島町内における県管
理道路におきましても、令和６年度は被害について９
月末現在で約300本というふうに報告を受けておりま
す。県では、被害木の倒木などによる事故防止や安全
確保を目的に対応しているところでございまして、引
き続き関係機関と連携し、予算の確保、適切な倒伐処
理、防除に努めてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋  議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　なかなか９月の補正では組めなかったという状況も
聞いておりますので、ぜひ次の補正予算に向けて、予
算措置のほうをお願いしたいと思います。
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　県道以外にも久米島病院の敷地内とか、至るところ
で松枯れの状態が発生しておりますので、そこも他の
部局の関連するところとぜひ連携しながら、ぜひ対策
をお願いしたいというふうに思います。
　それと他の離島、私全部見てまいりました。まだそ
ういう松枯れの状況―渡嘉敷で少し心配な木があっ
て調査をしたけれども、それは大丈夫だったというこ
とも聞いております。小さな離島は、一旦侵入しちゃ
うと、本当にもう一気に広がると思いますので、先ほ
ど職員でしっかり監視をしていくという話がありまし
たけれども、職員はどうしても少ないですから、住民
の皆さんにしっかり周知をして、そういう状況を一本
でも発見したら、すぐ連携が取れる体制をつくってい
ただきたいなというふうに思いますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
　それでは、１番目の改正遊漁船業法について、お尋
ねしたいと思います。
　先日、そしてまた昨日も地元紙での報道がありまし
たけれども、私は７月末ぐらいから、この事業者の方
を含め相談をいろいろいただいておりまして、水産
課、港湾課含め、いろいろやり取りをさせていただき
ました。それでちょっと確認をしたいんですが、今回
の法改正を受けて、事業者や釣り業界などからの相
談、問合せがどういう状況にあるのかお聞かせいただ
きたいと思います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　遊漁船業者からの相談内容についてでございますけ
れども、最も多い相談内容については、瀬渡しする防
波堤などの立入禁止区域の確認についてであります。
そのほか、利用者への損害賠償に関する保険契約の増
額に関する期限や、無線機器などの通信設備と非常用
位置発信装置などの救命設備に係る設備期限に関する
相談を受けているという状況でございます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　今ありましたけれども、やっぱ
り瀬渡し、那覇で言えば一文字の沖防波堤とかです
ね。これがまた報道等でも報じられております。そこ
の瀬渡しで大体収入の８割を補ってきたというところ
もありますので、非常に影響が大きいなというふうに
感じております。それ以外にも、今ありましたように
今回の法改正に伴って新たな人員確保、それからまた
設備投資等義務的な負担が生じるとされておりますけ
れども、この辺はどうなっていますでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。

　今回の法改正により、遊漁船業者においては、利用
者への損害賠償に関する保険契約の増額、無線機器な
どの通信設備や非常用位置発信装置などの救命設備の
整備、瀬渡し後の安全確認、陸上の連絡責任者の選任
などの義務が追加されております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋  議員　ぜひ負担になる部分について
は、これ補助金があるのかとか、問合せも様々あろう
かと思いますので、丁寧に対応いただきたいなと思い
ます。
　港湾課にお聞きしますけれども、40年間防波堤へ
の渡し業務で生計を立ててきた事業者もいるという中
で、この立入禁止の防波堤等での釣り客の渡しには管
理者の同意が必要とありますけれども、今後どのよう
な対応になるのか伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県管理港湾の防波堤等に
つきましては、転落等の危険があることから、現状に
おきましては立入禁止としておりまして、引き続き安
全を優先し立入禁止の措置を講じてまいりたいと考え
ております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　一部報道では、管理者の同意が
あればできるみたいな書き方もされてまして、この辺
は事業者の間でもそういう問合せが来るわけですよ。
そこはどういうふうにきちんと―これは届出の中で
書き込むということになってますけれども、水産課と
の連携を含め、その辺の対応は大丈夫ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　港湾施設を釣り場として
開放することに当たりましては、まず防波堤等であれ
ば、転落防止柵を設置するなどの安全対策、それから
事故防止及び緊急時対応のための人的管理体制の構築
などの様々な課題があると考えております。
　土木建築部といたしましては、関係機関と連携し
て、今後の対応等については、国の動向などを注視し
てまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　そもそも今回の法改正は、一昨
年ですか、北海道知床沖での観光船の事故がありまし
て、それを受けての法改正ということで、ただ、やっ
ぱりそういう法改正で影響がこういう形で大きく出て
るという状況があります。ですので、これまではある
意味で黙認していた状況から、今回こういう形で管理
という側面が出てこようかと思います。この監視の目
が行き届かないところが多いと思います、防波堤につ
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いては。遠いですし。このルールを守る人もいれば守
らない人もいると。事業者としては、やっぱりそこを
非常に懸念しているんですね。例えば、ここについて
はどういうふうに管理体制をつくっていくのか。それ
から、違反した場合の罰則等についてはどうなるのか
ということについて伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現時点におきまして、港
湾施設におきましては、安全を第一に考えておりまし
て立入禁止の措置を講じております。今後とも引き続
きその措置を講じていく考えではございます。先ほど
答弁いたしましたとおり、港湾施設を釣り場として開
放するためには、様々課題があるかと考えております
ので、土木建築部としましては、関係機関と連携し
て、他港湾管理者の取組事例や国の動向を注視してま
いりたいと考えております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　最後になりますけれども、沖縄
は磯釣りの大会などでも、本土からもいっぱいお客さ
んが来るという非常に盛んなところです。全国では釣
り文化振興モデル港ということで、国交省の港湾局等
が全国で今21か所指定をして、堤防での釣りの許可
を与えているという事例もあります。今後、沖縄県と
しても、そのような検討というのは考えられるのかど
うか、それについて答弁お願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　釣り文化振興モデル港と
いうものが全国で指定をされておりますが、モデル港
の指定要件につきましては、先ほど申し上げましたよ
うな安全対策ですとか、地元関係者等から成る協議会
が組織されていることなど、指定要件が様々ございま
すので、指定港の状況などを調べまして、研究してま
いりたいと考えております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　法改正を受けてまた様々課題等
出てくると思いますので、しっかり整理をされて、ま
た丁寧な対応、ぜひともよろしくお願いしたいと思い
ます。
　続きまして、クロマグロの漁獲枠の案件ですけれど
も、ここは要望申し上げたいと思います。
　先ほど答弁にもありましたけれども、平成30年か
ら知事管理漁業として厳格運用が始まってもう６年目
ということで、漁の最盛期に採捕が停止になるという
状況で、昨年は５月９日、今年は５月７日に、大体
170トンで今年は終わっております。ただそれでも、
停止後にどうしても釣れるわけですね。釣れるけれど

もこれはもう漁獲してはいけないわけですから、放流
されたマグロが939本で約174トンということで、漁
獲したマグロと同じぐらいの量がそのまま放流されて
いる状況にあるという現状は、これちょっと重く受け
止めていただいて、今回ぜひとも―特に沖縄は過去
の最大実績というところで漁獲枠が決まるわけですけ
れども、最大配分枠の割合がマイナス47％になって
るわけですよ。だから、ほかの県と比べても非常に配
分割合が低いということが指摘されておりますので、
ぜひとも先ほどありましたように、今回12月に決定
するわけですから、1.5倍の枠になったときに、最大
の漁獲枠を沖縄が確保できるように取組をしっかりお
願いしたいと思います。
　続きまして、クルマエビの養殖事業についてであり
ますが、先ほど回復しているという答弁ございまし
た。養殖場によってはやっぱり生産量が半減したとい
うところもありますので、ぜひともそれぞれの養殖場
の状況等よくお聞きいただいて、適切な支援をお願い
したいと思います。
　和牛畜産農家への支援につきましては、私も久米島
での競り市場を見学させていただきました。本当に価
格が表示されるたびに、農家が落胆する姿を見て大変
胸が痛む思いをいたしました。厳しいお話もたくさん
聞いてまいりました。今議会でも多くの議員が取り上
げております。できる限りの支援の拡大をぜひともお
願いしたいと思います。
　それから、製糖業における残業規制の影響ですが、
５年間の猶予期間を経て、いよいよこの冬から残業規
制が実行されるということで、この５年間様々取り組
んできていますけれども、なかなかやっぱり人員の確
保ができないというところで、私も何か所か直接声を
聞きましたけれども、いろんな工夫をして、この少な
い人員の中でやりくりをしようとしている状況にあり
ます。１つは、季節工を含めて全体数を増やして、２
交代から３交代に移行するケースとか、２交代維持し
ながら、これもやはり全体数を増やして１人当たりの
休日を増やすとか、それぞれの工場によって全部対応
が違うという状況の中で、やっぱりそれぞれの課題も
また違いますので、ここもぜひとも各工場に寄り添っ
た支援を引き続きお願いしたいと思います。
　続いて、火葬場の逼迫問題についてであります。
　先日、いなんせ斎苑の逼迫で公明党の那覇市議団、
浦添市議団がそれぞれ市長に要請を行いました。この
要請項目の中に、沖縄県と協力して、本島内の火葬場
予約、利用状況に関して、総合的に情報提供ができる
体制を構築することということがそれぞれの市長に要
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望として出されておりますけれども、それについての
県の見解を伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　火葬場が逼迫して火葬待ちが発生してるような状況
においては、火葬場の予約、それから利用状況を広域
的に情報提供できる体制を構築することは、火葬場の
効率的な利用や御遺族等の負担軽減につながるものと
考えております。ただ、調整するポイントはかなり多
くあると思いますけれども、県としましては、火葬場
の経営主体である市町村等と連携し、円滑な火葬を行
うための環境整備として検討してまいりたいと考えて
います。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　ありがとうございます。
　市町村は火葬待ちで発生する遺族の費用負担、ここ
を何とか和らげられないかという支援も検討してるよ
うですので、ぜひとも県も一緒になって、そこも含め
て支援をぜひお願いしたいというふうに思います。
　教育行政についてですけれども、部活動の地域移
行、特に文化部ですね。吹奏楽部とか合唱部、ここの
地域移行は課題が多いと聞いております。これ文化財
課が担っていると思いますけれども、課題と対応を伺
います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　文化部における地域移行につき
ましては、特にこの人材確保に力を入れて取り組んで
いるところでございます。具体的には、日本吹奏楽指
導者協会沖縄支部の役員の方々と地域移行や部活動指
導員について情報交換を行っておりまして、まだ部活
動指導員が未配置の市町村教育委員会に対して情報提
供を行い、指導者協会から講師を派遣してもらうな
ど、速やかに部活動指導員が配置できるように努めて
いるところでございます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　最後に、小規模離島への海洋温
度差発電の導入可能性調査事業についてであります。
　久米島で平成24年から行ってきた実証実験の成果
と、この事業の今後の展望について、最後伺いたいと
思います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、平成24年度から平成30年度にかけて、久
米島町において、海洋温度差発電の技術的実証事業を
行ってまいりました。
　同事業におきましては、連続自動運転の確認や、電

気や海水温等の変化による発電量への影響等のデータ
取得に成功したことに加え、発電後、海水を利活用で
きること等の成果を得ることができました。一方、同
技術の実用化に向けては、発電効率の向上や建設コス
ト、ランニングコストなどの採算性等に課題があると
されたところでございます。以上を受けまして県で
は、今年度の海洋温度差発電可能性調査におきまし
て、離島の地理的特性を踏まえた商用化可能性につい
て調査分析を行い、課題等を整理することとしており
ます。
　また、久米島町では、県のこれまでの取組を発展さ
せ、産学官が連携して、発電規模の拡大に向けた実証
事業が進められていると聞いております。県では次年
度、本調査事業において得られる課題や、久米島町に
おける取組等を研究するとともに、関係市町村や発電
事業者等と意見交換を行ってまいりたいというふうに
考えてございます。
　以上です。
○糸数　昌洋 議員　ありがとうございます。終わり
ます。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
　　　〔松下美智子　議員登壇〕
○松下　美智子 議員　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○松下　美智子  議員  　ハイタイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　公明党の松下美智子です。
　一言申し上げます。
　私ども、公明党は昭和39年、1964年11月17日に
当時の池田大作創価学会第３代会長によって大衆福祉
の公明党として創設され、真に大衆の声を、そしてそ
の願いを実現させるための歩みを進め、来月11月17
日に結党60周年という大きな節目を迎えます。公明
党の実績は、義務教育の教科書無償配布や児童手当の
創設など、今では当たり前になっている、しかし、か
つては誰かの願いだったものが大半です。福祉を政治
の中心に押し上げてきたのが公明党です。今回、新た
に選出された石井啓一代表を中心に、「大衆ととも
に」との初心を忘れず、全国約3000人の議員のネッ
トワーク力を発揮し、希望の未来を実現してまいりま
す。
　それでは、通告に従いまして一般質問を行います。
　１、沖縄県差別のない社会づくりの取組について。
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　(1)、性の多様性・ＬＧＢＴＱの啓発イベントの開
催について。
　さきの６月議会で、県は今年度予算も確保し、パー
トナーシップ制度導入の機運醸成を図るための事業を
計画しているとのことでした。そこで一昨日、浦添市
で開催された沖縄カミングアウト物語の上映を県とし
ても取り組んでいただきたい旨、提案をさせていただ
きました。取組についてお伺いします。
　(2)、パートナーシップ（ファミリーシップ）制度
の今年度導入の進捗についてお伺いします。
　２、沖縄・奄美連携交流促進事業について。
　(1)、平成28年７月から開始されている沖縄本島と
奄美群島を結ぶ航空路運賃及び航路運賃に対しての運
賃低減の取組について、その内容をお伺いします。
　(2)、実際は、他の離島に比べ運賃の軽減になって
いない現状に改善を望む声が多く届いております。改
善することについてお伺いします。
　３、県総合運動公園テニスコートの2034年までの
改修方針について、県の意向をお伺いします。
　４、がん患者の方のアピアランス（外見）ケア支援
事業について。
　さきの議会で提案させていただいた令和６年度から
スタートした県の事業の申請要件を緩和することと
は、申請の際の県のがん相談支援センターでの相談に
関する要件を撤廃してほしいとの要望です。その後の
進捗についてお伺いします。
　５、遷延性意識障害について。
　疾病、外傷により、種々の治療にもかかわらず脳の
広範囲が活動できない状態のことで、慣習的に植物状
態とも言われています。現在、障害者手帳にも遷延性
意識障害と記載されることがないため、家族会を結成
するにも掌握が難しい現状とのことです。
　そこで本年12月15日、啓発活動の一環として、県
立博物館・美術館（おきみゅー）において家族の会主
催の講演会が開催予定です。県としての支援について
お伺いします。
　６、認可外保育施設への支援について。
　(1)、認可外保育施設への家賃補助を全市町村に拡
大することについて。
　(2)、認可外保育施設への給食ケータリング事業を
全市町村に拡大することについて。
　７、教職員の働き方改革・メンタルヘルス対策の取
組について。
　(1)、県全体の精神疾患による病休者の現状につい
て。
　(2)、精神疾患を罹患する要因と対策について。

　(3)、教職員が安心して受けることのできる復職支
援プログラムの実施について。
　８、アスベスト（石綿）の解体費用の補助につい
て。
　(1)、国土交通省の住宅・建築物アスベスト改修事
業について。
　(2)、県のアスベスト改修事業の補助内容と実施実
績について。
　９、屋外広告物の適性な申請と管理について。
　良好な景観の形成と公衆の安全を守るための取組に
ついてお伺いします。
　10、浦添市施設型共同墓地の土砂崩れの安全対策
について、県としての取組をお伺いいたします。
　以上で、壇上からの質問は終わります。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　松下美智子議員の御質問にお答
えいたします。
　沖縄県差別のない社会づくりの取組についての御質
問の中の(2)、パートナーシップ制度導入の進捗につ
いてお答えいたします。
　沖縄県では、令和６年度中のパートナーシップ制度
の導入に向け、現在、有識者、当事者、支援団体等で
構成する検討委員会を開催し、制度の要件や利用可能
となる行政サービスについて意見を聴取しているとこ
ろです。制度の対象者としては、性的マイノリティー
当事者の要望を踏まえ、子や親など近親者も家族とし
て届け出ることができる、いわゆるファミリーシップ
制度の導入を検討しております。今後、パブリックコ
メントの実施や市町村と意見交換を行いながら、年度
内に制度を導入したいと考えております。
　沖縄県としましては、全ての県民がその個性や能力
を十分に発揮し、個人の尊厳と多様性が尊重される社
会の実現に向け、引き続き、全力で取り組んでまいり
ます。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　１、沖縄県差別のない
社会づくりの取組についての(1)、性の多様性の尊重
に関する啓発イベントについてお答えいたします。 
　浦添市主催で上映された映画については、当事者が
抱える苦悩が描かれ、多様なセクシュアリティ―を自
然に受け入れる社会の実現が重要であることを改めて
認識したと、参加した職員から報告を受けておりま
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す。県では現在、パートナーシップ制度の導入に向け
た機運醸成を図るため、啓発イベント等を計画してい
るところです。本映画は、性の多様性に対する県民の
理解増進を図るためにも有益なものであり、今後、県
の啓発イベント等での活用を含め検討させていただき
たいと考えております。
　続きまして６、認可外保育施設への支援についての
(1)及び(2)、認可外保育施設への家賃補助等を全市
町村に拡大することについてお答えいたします。６の
(1)と６の(2)は関連しますので、一括してお答えい
たします。
　認可外保育施設への家賃補助については県内では宜
野湾市及び浦添市の２市が、給食ケータリング事業に
ついては浦添市及び豊見城市の２市が、それぞれ市事
業として実施しております。県では、認可外保育施設
における入所児童の処遇及び保育の質の向上を図るた
め、給食費や健康診断費、保育材料購入費等の支援を
行っているところです。
　県としましては、認可外保育施設における入所児童
の処遇向上が図られるよう、市町村に対し、先進的な
取組を情報共有してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　２、沖縄・奄美連携交流促進
事業についての中の(1)、運賃低減の取組についてお
答えいたします。
　県では、沖縄と奄美群島の地理・自然・歴史・文化
などのつながりを踏まえ、沖縄と奄美群島間の交流を
促進し、また、両地域間の移動しやすい環境を構築す
ることを目的に、沖縄・奄美連携交流促進事業を実施
しております。具体的には、沖縄県と鹿児島県が連携
し、割引運賃を設定する航空路や航路事業者に対し、
低減額を両県の折半で負担することにより航空路及び
航路の運賃低減を図っております。
　同じく２の(2)、運賃軽減における現状の改善につ
いてお答えいたします。
　本事業では、航空路４路線及び航路８路線の運賃低
減を実施しており、具体的には、那覇―奄美間におい
て、航空路は片道最大3900円、航路は片道2030円の
運賃低減を図っております。運賃の負担額について
は、鹿児島県と調整の上決定することから、さらなる
運賃の低減については、鹿児島県の考え方も踏まえつ
つ、事業の実績、効果等を見極めながら、関係者間で
慎重に検討する必要があると考えております。
　以上でございます。

○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、沖縄県総合運動公園
テニスコートの改修方針についてお答えいたします。
　沖縄県総合運動公園テニスコートの改修について
は、令和16年国民スポーツ大会に向け、幅広く意見
を聴取し、関係機関と連携しながら検討してまいりま
す。
　次に８、アスベスト（石綿）の解体費用の補助につ
いての(1)、住宅・建築物アスベスト改修事業につい
てお答えいたします。 
　住宅・建築物アスベスト改修事業については、飛散
するおそれがある吹きつけアスベストを対象としてお
り、除去等を行う費用について補助する内容となって
います。民間事業者が除去する場合の交付率について
は、国が３分の１以内、県及び市町村が３分の１以内
となっており、民間事業者の負担は３分の１程度とな
ります。
　次に同じく８の(2)、アスベスト改修事業の補助内
容と実績についてお答えいたします。 
　本県のアスベスト改修事業は、吹きつけアスベスト
を対象に除去等を行う費用について補助する内容と
なっており、平成17年度以降で公共10件、民間６件
の実績があります。このうち、民間６件については、
那覇市での除去４件、うるま市での含有調査２件と
なっております。本事業の民間事業者への支援に当
たっては、市町村が補助制度を設ける必要があること
から、県としては、アスベスト改修の支援に向け、市
町村と連携し取り組んでまいります。
　次に９、屋外広告物の取組についてお答えいたしま
す。 
　県では、沖縄県屋外広告物条例を制定し、良好な景
観の形成や風致の維持、公衆に対する危害を防止する
ために屋外広告物について必要なルールを定め、適正
な規制や誘導を行っております。同条例では、一定規
模以上の屋外広告物等の許可並びに適正な管理及び点
検を義務づけております。あわせて、毎年９月の屋外
広告物適正化旬間において県民への周知や違反広告物
取締りパトロール等に取り組んでおります。
　次に10、浦添墓地公園における県の取組について
お答えいたします。
　浦添大公園に隣接する浦添墓地公園において、一部
のり面で土砂崩れが発生している箇所があります。当
該箇所の安全対策については、浦添市と連携して検討
を行っており、早期の安全確保に向けて取り組んでま
いります。
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　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　４、がん患者の方の
アピアランス（外見）ケア支援事業についての申請要
件を緩和することについてお答えします。 
　アピアランスケア支援事業の申請要件として定めて
いるがん相談支援センターへの事前相談については、
事業を実施している市町村から意見を伺い、それを踏
まえ、要件緩和に向けて市町村及び関係機関との調整
を始めたところです。
　県としましては、調整が整い次第、できるだけ早い
時期に要件の見直しができるように努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　５、遷延性意識障害につ
いての御質問の遷延性意識障害者・家族の会主催の講
演会への支援についてお答えいたします。 
　本年12月15日に、遷延性意識障害者・家族の会が
主催する講演会が、県立博物館・美術館で開催される
予定であります。遷延性意識障害とは、事故や病気で
意思疎通や自力での移動ができないなど、常時介護を
要する状態が３か月以上続いていることを言い、当講
演会は、当事者とその家族が交流を図り、介護技術を
学ぶことで安心して暮らせる社会の実現を目的として
おります。県では、後援の支援を行っているほか、関
係機関へのチラシやポスターの配布を予定しており、
当講演会を通して、遷延性意識障害についての理解が
広がり、家族の会について広く周知されることを期待
しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　７、教職員の働き方改革・メン
タルヘルス対策の取組についての中の(1)、精神性疾
患による病気休職者の状況についてお答えいたしま
す。
　沖縄県教育職員の精神性疾患による病気休職者数と
在職者に占める割合は、令和４年度229人、1.45％、
令和５年度268人、1.69％となっております。また、
文部科学省の令和４年度公立学校教職員の人事行政状
況調査によると、全国の教育職員の精神性疾患によ
る病気休職者数と在職者に占める割合は、6539人、
0.71％となっております。

　同じく(2)、教職員の精神疾患の要因と対策につい
てお答えいたします。 
　精神疾患の要因は、職務内容に加え家庭の状況や生
活環境等も考えられますが、那覇市で実施した教員ア
ンケートでは、メンタルヘルス不調の主な要因とし
て、仕事の質、仕事の量、職場の人間関係等が挙げら
れております。県教育委員会では、県立学校職員に対
し、保健スタッフによるＩＣＴを活用した相談窓口設
置等の取組の充実を図っており、また那覇市と連携し
たモデル事業において、教員向けのオンラインによる
セルフケア研修会や復職支援等、効果的な取組の研究
を昨年度から継続して行っております。引き続き、市
町村と連携強化を図りながら、働き方改革とメンタル
ヘルス対策を一体的に推進してまいります。
　同じく(3)、教職員の復職支援プログラムについて
お答えいたします。 
　県教育委員会においては、精神性疾患により休職中
の教職員の円滑な職場復帰及び疾病の再発防止を目的
として、沖縄県教職員の職場復帰前支援プログラムを
実施しております。当該プログラムは、希望する職員
が所属する学校において、復職前に出退勤時刻や職場
での滞在時間、作業内容等を段階的に調整しながら職
場復帰に向け取り組むものとなっております。引き続
き、休職者の円滑な職場復帰と再発防止に向けて取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　一通り御答弁いただきありが
とうございます。
　早速、再質問をさせていただきます。
　まず１、沖縄県差別のない社会づくりの取組につい
ての、性の多様性・ＬＧＢＴＱの啓発イベントの開催
につきましては、先ほど部長からも御答弁いただきま
したけれども、一昨日、浦添市で開催された講演会に
県の職員の方２名、最後まで御参加をいただきまし
た。ありがとうございます。また御答弁もこの性の多
様性を理解する上で、大変有益な映画なので活用を検
討していくということでしたので、ぜひともよろしく
お願いいたします。
　そして、(2)番のパートナーシップ、ファミリー
シップ制度に関しましても、しっかりと取り組んでい
くという、着々とこの令和６年度の制定に向けて取り
組んでおられるということでしたので、この愛知県が
制定されているファミリーシップ宣誓制度もぜひ参考
にしていただいて、パートナーの中に事実婚も含めら
れた制度になっておりますので、ここも御参考にして
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いただきたいのと、県内で先駆けて実施されている那
覇市、浦添市ともぜひ連携をしていただくように重ね
てお願いをしておきます。よろしくお願いいたしま
す。要望で終えたいと思います。
　次に、２の沖縄・奄美連携交流促進事業についてで
す。
　奄美は私の夫の両親のふるさとであり、在沖の奄美
郷友会の皆様と大変親しく交流をさせていただいてお
ります。令和３年７月には、奄美大島、徳之島、沖縄
島北部及び西表島の世界自然遺産登録が正式に決定も
しております。歴史的にも太古から交流がある奄美と
沖縄の連携が深まるように、まずは行き来しやすい環
境をつくることだと思っております。ともかく運賃が
大変高い現状です。宮古、八重山の倍以上となってい
ます。さらに航空路の復路は直行便もありません。大
変不便です。今年８月、玉城知事は第８回宇検村対馬
丸慰霊祭に御出席されました。ありがとうございま
す。公明党の金城泰邦衆議院議員も参加させていただ
きましたが、知事御自身も運賃が高いことをこのとき
に実感していただいたかなというふうに思っておりま
す。先ほど御答弁にもありましたけれども、鹿児島県
とまたしっかり話合いをしたいということなんです
が、ぜひ改善に向けて御検討お願いしたいと思います
が、再度御答弁よろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　交流促進ということで、昨
年、奄美群島との交流拡大に関する連携協定も結ばせ
ていただいております。その中でも、住民及び交流人
口の往来の円滑化に関することも一つ大きな柱として
連携させていただいております。運賃のお話につきま
しては、鹿児島県とも連携しながらどういったことが
できるのか、引き続き検討させていただきたいと思っ
ております。
○中川京貴 議長　松下　美智子議員。
○松下　美智子 議員　これに関しては、在沖の奄美
郷友会の皆様もしっかり声を上げていきたいというこ
とですので、引き続き取り組んでいきたいと思ってお
りますので、よろしくお願いいたします。
　続きまして、３の県総合運動公園テニスコートの改
修方針について、部長からはとっても短く御答弁をい
ただきました。意見が二分されている大変難しい問題
で、県ソフトテニス連盟と県テニス協会それぞれから
陳情が提出されて、私もお話を伺いました。またそれ
ぞれの会長が新聞の論壇にも寄稿されております。さ
きの答弁にもありましたけれども、10年後の改修に
向けて国民スポーツ大会の各競技団体による協議を実

施していくというふうに―ごめんなさい、新聞の中
にありましたけれども、まずは早めに両団体と県との
協議会を開催して、それぞれに意見を聞くと。それぞ
れの意見が本当にもっともだなというふうに思うんで
すけれども、一堂に会して双方の意見を伺ってはどう
かと思いますが、この点いかがでしょうか。お伺いし
ます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御提案の内容も含め
まして、今後、テニスコートの改修方針については検
討してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　松下　美智子議員。
○松下　美智子 議員　あと10年はありますけれど
も、あっという間にやってまいりますので、しっかり
意見交換をしていただいて、双方が納得がいくような
結果を、結論を導いていただければというふうに思っ
ております。また後は委員会でしっかり議論していた
だきますように、よろしくお願いいたします。
　それでは４のアピアランス（外見）ケア支援事業に
ついてですけれども、糸数部長からの御答弁が今ひと
つ、ちょっと私のほうに届かなかったのですが、もう
一度御答弁いただいてよろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　ではまず、本答弁の
ほうをもう一度読み上げさせていただきます。
　アピアランスケア支援事業の申請要件として定めて
いるがん相談支援センターへの事前相談については、
事業を実施している市町村から意見を伺い、それを踏
まえ、要件緩和に向けて市町村及び関係機関との調整
を始めたところです。
　県としましては、調整が整い次第、できるだけ早い
時期に要件の見直しができるように努めてまいります
というふうに答弁いたしました。
○中川京貴 議長　松下　美智子議員。
○松下　美智子  議員　できるだけ早くというのが
ちょっとよく分からないのですが、もう少し明確に御
答弁いただけますでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　この支援事業につきましては、市町村と県のほうで
共に補助をするということになっておりまして、見直
しに当たりまして現在、県の要領改正等の事務手続を
今急いでいるところですが、それと同時に各市町村へ
通知をしまして、各市町村でも要領改正等の手続をお
願いすることになりますので、その市町村等との調整
を踏まえ、年度内に見直せるように今取り組んでいる
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状況でございます。
○中川京貴 議長　松下　美智子議員。
○松下　美智子 議員　明快に、この要件に関しては
撤廃していただくという理解でよろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　６月議会でも御指摘
がありましたように、既に治療が大分進んでいる方も
いらっしゃるというところで、改めてがん相談支援セ
ンターに相談をするという要件は必要ないという形で
今進めているということです。
○中川京貴 議長　松下　美智子議員。
○松下　美智子 議員　ありがとうございます。
　ようやくはっきり御答弁いただけました、ありがと
うございます。現在実施されている13市町村にも要
領などの変更に伴う事務的作業がありますので、少し
でも早くこのことを通達をしていただいて、スムーズ
な改善に向かうように御努力をお願いしたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　それでは５、遷延性意識障害についてです。
　部長から御答弁を頂戴いたしました。私も今回、家
族会九州「つくし」の代表にお会いするまで、大変申
し訳なかったんですが、この遷延性意識障害というの
を知りませんでした。今回の講演会の講師は、ちゅう
ざん病院の田島病院長と伺っております。しっかり講
演を聴き、支援をさせていただきたいと思っておりま
すが、せっかくの沖縄での講演会のチャンスですの
で、再度周知についてもう一度御答弁をお願いいたし
ます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　ありがとうございます。
　会の皆様が、県庁のほうにお見えになりまして、や
はりこの状況を皆様に知っていただきたい、また家族
の会というのがあることを当事者にも知っていただき
たいという思いがございまして、私どももそれに共感
した次第でございます。その上で今回、後援の手続を
取りまして後援させていただくのと、あとパンフレッ
トやポスターをその会のほうでお作りになっていると
いうことですので、それを頂きまして関係機関への配
布ですね。市町村、あと市町村の障害福祉課等にも講
演会の周知を行っていくというふうに予定してござい
ます。
○中川京貴 議長　松下　美智子議員。
○松下　美智子 議員　最初に部長が御紹介ください
ましたように、本当に家族の方はこの意識障害の家族
の方を抱えて大変な思いをされていると思います。今
回の講演会でそういう家族会の方を探し出すことがで

きて、支援の輪が拡大していけばと願っておりますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、６の認可外保育施設への支援について
は、先駆けて実施している自治体の事業をしっかりと
紹介をしてくださるという御答弁を頂戴いたしました
ので、ぜひよろしくお願いいたします。引き続きの御
支援よろしくお願いいたします。
　そして７の、教職員の働き方改革についてですけれ
ども、既に複数の議員の方がこの問題を取り上げてお
られます。また、全会派の議員が紹介議員となり請願
も提出されていますことから、県議会としてもしっか
り支援をしてまいりたいと思っております。また、私
は所管の文教厚生委員でもありますので、委員会で
しっかり審査をさせていただきたいと思いますので、
引き続き取り組んでまいりたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
　それでは８の、アスベストの解体費用の補助につい
てです。
　前川土木建築部長、６月議会で浦添大公園の干支橋
の石張り舗装の改修をお願いさせていただいたとこ
ろ、年内での改修をと御答弁いただいたんですが、９
月２日には、早速きれいに改修をしていただいており
ました。早い取組に感謝をさせていただきます。その
上で、８番のアスベストの解体費用の補助についてで
すけれども、これは８月27日の一般紙の一面に掲載
をされました。その中に、2021年度施行の大気汚染
防止法改正で、全てのアスベスト含有建材が規制対象
となり、罰則も強化、外壁のアスベスト含有が判明す
ると工費も工期も数倍になる。しかし一方で、規制強
化に伴う公的補助は皆無というふうに出たものですか
ら、調べてみましたら国、県でこういう補助があると
いうことが分かり、先ほど部長が御答弁していただい
たとおりなんですけれども、各自治体でもこの補助要
綱をつくらないと国、県の補助が受けられないという
こともありますので、先ほどおっしゃっていました、
しっかり周知をお願いしたいと思います。また現在
は、飛散性の吹きつけアスベストのみの補助となって
いますので、今後、非飛散性アスベストについても補
助対象になるよう、国とも連携し、県としても、しっ
かり声を上げていただきますよう要望したいと思いま
すが、部長いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御提案の内容につき
ましても、国としっかり連携して取り組んでまいりた
いと考えております。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
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○松下　美智子 議員　どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　それでは９番の、屋外広告物の適正な申請と管理に
ついてです。
　この件は、県の広告美術協同組合からのお声を受け
て、今回初めて取り上げさせていただきました。広告
物の適正な管理体制の構築について、まず適正な申請
がなされていないため、適正な点検が行われていない
現状を組合員としては大変危惧されておりました。県
の御答弁では、しっかりこの辺はやっているというこ
とだったんですけれども、これまで組合と県の担当者
が意見交換をされる、そういう場がなかったというふ
うにもおっしゃっていましたので、今後県の良好な景
観形成と落下などによる被害防止のための協議会の開
催を、ぜひ早期に開催していただきたいということを
提案したいと思いますが、部長いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　屋外広告物を取り扱って
おります民間団体につきましては、県の屋外広告物の
講習会の講師に招くなどこれまでも連携した取組を
行ってきたところでございます。危険な広告物をなく
すためにも、今後さらなる情報共有、意見交換などを
行いながら関係団体等と連携し、必要な施策を検討し
てまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　ぜひ、よろしくお願いいたし
ます。
　組合のほうからは、もう申請自体が、本来申請すべ
き５％ぐらいしか申請されていない状況があるという
ことで、これは県の見解とは大きく離れてはいるんで
すけれども、そういう状況にある。災害や地震などが
起きたときに、沖縄県は塩害も大きく進んでいますの
で、大変大きな被害が出るのではないかということを
大変心配されておりましたので、しっかり両者でお話
合いをお願いしたいと思っております。
　それでは最後10番の、浦添市施設型共同墓地の土
砂崩れの安全対策についてです。
　部長の答弁では、市と連携して早期の改善を図って
いきたいというふうに御答弁いただいたんですが、こ
れ去年の夏の台風で土砂崩れがありました。そのとき
は大きな被害がなかったのですが、もう１年以上たっ
ております。市だけでこれを改善するには莫大な予算
がかかりますので、しっかり市と連携をしていただい
て、早期の改善を強く要望したいと思います。最後に
御答弁をお願いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　現在、当該箇所ののり面
については、測量などによる現場確認を進めておりま
す。引き続き、浦添市と連携を行いまして、早期の安
全確保に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　具体的に測量を手がけていた
だいているということで感謝いたします。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　以上で、一般質問を終わります。ありがとうござい
ました。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
　　　〔上原　章　議員登壇〕
○上原　　章 議員　こんにちは。
　公明党会派の上原章でございます。
　通告に沿って一般質問を行いたいと思います。
　まず初めに１、農林水産業の振興についてお尋ねし
ます。
　(1)、農業経営をめぐる情勢は大変厳しく、資源高
騰や価格転嫁等が進まず危機的状況です。農業関係９
団体から沖縄県農業政策確立に関する要請決議が提出
されており、早急な支援が必要と思うが対策を伺いま
す。
　(2)、日台漁業取決めに関する監視業務が縮小さ
れ、関係者から切れ目のない監視や燃料高騰への対応
を含め積算日数・単価見直しの声が寄せられていま
す。県の対応を伺います。
　次に２、交通行政についてお尋ねします。
　(1)、バス無料化事業の効果と課題及び継続につい
て伺います。あわせて、生活費の少ない高齢者の皆さ
んから通年無料化を望む声があるが対応を伺います。
　(2)、沖縄県法人タクシー共通配車アプリの導入に
ついて見解と支援を伺います。
　(3)、ゆいレールを活用した、てだこ浦西駅パーク
アンドライド駐車場でのカーシェアリングについて取
組を伺います。
　次に３、防災・減災対策についてお尋ねします。
　(1)、消防防災ヘリ導入の課題と取組を伺います。
　(2)、沖縄県トラック協会が提案している防災セン
ター建設について見解と支援を伺います。
　次に４、教育、福祉行政についてお尋ねします。
　(1)、令和７年４月実施の学校給食費無償化につい
て課題と取組を伺います。
　(2)、県は緊急連絡先や支援内容を記載するヘルプ
カードの導入について、市町村や関係団体と意見交換
を進め、ゆいレールにおけるヘルプマークの活用につ
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いては沖縄都市モノレールと調整するとしているが、
進捗状況を伺います。
　次に５、県営住宅についてお尋ねします。
　(1)、県内の空き室状況及び対策を伺います。
　(2)、北大東村の県営団地の入居状況について、12
戸のうち４戸しか入居していない理由及び対策を伺い
ます。
　次に６、沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃
低廉化事業の進捗状況及び今後の事業継続について伺
います。
　次に７、奥武山公園の防犯カメラ設置について強化
が必要と思うが対応を伺います。
　８、我が会派の代表質問との関連についてお尋ねし
ます。
　我が会派の高橋真議員の質問の中で、内閣府によ
る2025年沖縄関係予算の新規事業、こどものウエル
ビーイング実現に向けた調査研究等事業について、６
月議会でも質問しましたが、県は国等の動向を注視し
つつ、今後情報収集や関係機関と意見交換を行うとし
ていました。今回、同事業に１億7500万円の予算が
計上されております。取組を伺います。
　よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　上原章議員の御質問にお答えい
たします。
　交通行政についての御質問の中の、バス無料事業の
効果と課題及び高齢者の移動の負担軽減について、お
答えいたします。
　わった～バス利用促進乗車体験事業においては、満
車により普段の利用客が乗車できない等の課題もあり
ましたが、多くの県民等がバスでの移動を体験し、自
家用車のみならず、バスでも移動できることを認識し
ていただくことができたと考えております。今後の展
開については、乗客数等のデータや交通量の変化、県
民アンケートの結果など、その効果や課題を早期に検
証し、具体的に検討したいと考えております。なお、
高齢者の移動の負担軽減につきましては、本年６月に
設置いたしました公共交通利用促進連絡会議におい
て、検討してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　１、農林水産業の振興に
ついての(1)、沖縄県農業政策確立に関する要請決議

に対する対応についてお答えいたします。
　当該要請を受け、県では、本年８月にＪＡなどと共
に国へ持続可能な農業経営基盤の確立に向けて、①畜
産振興対策、②サトウキビ生産振興対策、③生産資材
価格高騰等の対策に関する要請を行いました。また、
本年６月議会において配合飼料購入費の補助拡充、子
牛競り価格下落に対する補助拡充等について予算措置
するとともに、相談窓口の設置により肉用牛経営緊急
サポート体制の強化を図り、畜産農家の支援に取り組
んでいるところであります。引き続き、関係機関と連
携し、生産者の経営安定に努めてまいります。
　同じく１の(2)、沖縄漁業基金事業の監視業務縮小
への対応についてお答えいたします。
　沖縄漁業基金事業は、日台漁業取決めの影響を受け
ている漁業者の経営安定において、大きな役割を果
たしております。平成28年以降、漁業関係団体と共
に、国に対して沖縄漁業基金の予算措置等を求める要
請を行っており、本年８月20日にも農林水産省に対
し、①基金の安定的かつ継続的な予算措置を図るこ
と、②毎年の情勢・需要に応じて柔軟に事業実施でき
るよう、運用改善を図ることを求めたところでありま
す。引き続き、漁業関係団体と連携し、基金の予算措
置等について、国に対し求めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　２、交通行政についての中の
(2)、法人タクシー共通配車アプリについてお答えい
たします。
　沖縄県ハイヤー・タクシー協会においては、大手の
タクシー配車アプリに関する利便性や手数料等の課題
を踏まえ、同協会を中核に県内タクシーを効率的に配
車する新たなアプリやシステムの開発及び導入を目指
しております。
　県としましては、同協会の取組が利用者の利便性向
上に寄与するものと認識しており、同協会と連携しな
がら事業化に向けた支援等を検討していきたいと考え
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、交通行政についての
(3)、てだこ浦西駅パーク・アンド・ライド駐車場で
のカーシェアリングについてお答えいたします。
　同駐車場におけるカーシェアリングについては、指
定管理者が自主事業として実施する方向で進めてお
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り、現在、事業計画の検討を行っていると聞いており
ます。
　県としては、自主事業の計画書が提出された際に
は、関係法令等に基づき適切に対応してまいります。
　次に５、県営住宅についての(1)、空き家の状況及
び対策についてお答えいたします。
　県営住宅の管理戸数は、令和６年３月末時点で１万
7551戸であり、そのうち、退去に伴う空き家が1384
戸、老朽化に伴う建て替えで入居者仮移転先の空き家
が451戸、合わせて1835戸であります。空き家につ
いては、入居者が退去後、修繕が済み次第、速やかに
入居手続を進めることとしております。引き続き、指
定管理者と連携しながら、その解消に向けて取り組ん
でまいります。
　次に同じく５の(2)、県営北大東団地の空き家の理
由及び対策についてお答えいたします。
　県営北大東団地につきましては、空き家の割合が高
いことから令和５年度に２回、令和６年度に１回公募
を行いましたが、入居者はおりませんでした。この理
由として、利便性等の条件の可能性も考えられます
が、今後は、北大東村から地域の実情等について情報
収集しながら、空き家解消に向けて取り組んでまいり
ます。
　次に６、沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃
低廉化事業の進捗状況と今後の継続についてお答えい
たします。
　県は、沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低
廉化事業を令和６年９月から実施しております。現
在、市町村に対して、説明会の開催や手続に関する様
式を提供するなど、本事業の推進に取り組んでおりま
す。令和７年度の事業実施について、県は市町村から
の要望を取りまとめるなど、予算要求に向けた準備を
進めております。本事業が活用されるよう、引き続き
市町村と連携した取組を進めてまいります。
　次に７、奥武山公園の防犯カメラの増設についてお
答えいたします。
　奥武山公園の防犯カメラについては、武道館の屋上
に１台設置されており、第１駐車場や陸上競技場など
を広く確認できることから、安全・安心な公園管理に
寄与しております。奥武山公園の防犯カメラの増設に
ついては、関係機関との意見交換を踏まえて、検討し
てまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　３、防災・減災対策につい

ての中の(1)、消防防災ヘリ導入の課題と取組につい
てお答えいたします。
　消防防災ヘリの導入に当たっては、１機の先行導
入、日中の運航、市町村からの隊員派遣、全県域での
活動等、基本的な項目について全市町村の同意を得た
上で協議会を設立し、協議してまいりました。同協議
会において、市町村と具体的な検討を進め、ヘリ基地
の場所、先島及び大東地域まで航続可能な機体とする
こと、同地域の負担金や隊員派遣頻度の軽減等を可決
し、39の市町村から承認を得ております。現在、石
垣市及びうるま市からは、２機体制とすることや夜間
運航の実施、ヘリ基地の場所等について意見があり、
承認いただけておりません。
　県としましては、引き続き丁寧な説明を行い、消防
防災ヘリ導入に向けて取り組んでまいります。
　同じく３(2)、県トラック協会による防災センター
建設についてお答えいたします。
　トラック協会が提案している防災センターの建設に
ついては、昨年度トラック協会が立ち上げた行政、専
門家、学識経験者等で構成する検討委員会が開催され
ました。委員会では、被災リスクの高い立地や運用方
法、財政支援制度の活用等の課題が示され、建設計画
の取りまとめに至らず委員会は解散しております。
　県としましては、トラック協会において、新たな建
設計画を議論するための検討委員会が立ち上がり、意
見を求められた場合は、関係機関と連携し検討してま
いります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　４、教育、福祉行政についての
中の(1)、学校給食費無償化の取組等についてお答え
いたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組の
第一歩として、令和７年度から、県内41市町村全て
に対して、中学生の学校給食費の２分の１相当額を補
助することとしております。制度設計に向けて６月の
第１回市町村説明会後に行ったアンケートやヒアリン
グを踏まえ、９月の第２回市町村説明会において補助
対象経費や上限額等について意見交換を行ったところ
であります。現在、県の予算編成に向けて、各市町
村の令和７年度要望額の調査を行っているところであ
り、市町村とのさらなる調整を踏まえ、令和７年１月
末までに補助金交付要綱を策定し、同年４月からの実
施に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
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○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　４、教育、福祉行政につ
いての御質問のうち(2)、ヘルプカードの導入及びヘ
ルプマークの活用に係る進捗状況についてお答えいた
します。
　ヘルプカードは、内部障害や難病など援助や配慮を
必要とする方が周囲に自己の障害への理解や支援を求
めるため、緊急連絡先や必要な支援内容を記載し所持
するカードであります。現在、九州各県の取組状況等
を確認し、具体的な運用等について検討しており、市
町村や関係団体の意見も聴取しながら、導入に向けて
取り組んでいるところでございます。また、ゆいレー
ルにおけるヘルプマークの活用につきましては、沖縄
都市モノレール株式会社から車両内への掲示について
了承を得られており、現在、啓発用ステッカーの発注
準備を進めているところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　８、我が会派の代表質
問との関連についての、沖縄におけるこどものウエル
ビーイング実現に向けた調査研究等事業についてお答
えいたします。
　琉球大学は、おきなわこどもまんなかウェルビーイ
ングセンターを研究拠点に、教育・保健医療・福祉等
が融合した分野横断的な研究を行うこととしておりま
す。これらの研究成果が、沖縄におけるこどものウエ
ルビーイングの実現に寄与するものと期待しておりま
す。県では、これまで国や琉球大学等と今後の連携等
について、意見交換を行ったところです。今後、県内
の課題解決に資するため、どのような研究が求められ
るかなどを含め、連携の在り方について検討してまい
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　どうも、御答弁ありがとうござ
いました。
　幾つか再質問をさせていただきたいと思います。
　まず、県は沖縄県農業政策確立に関する要請を受け
て、それを一緒に国に要請をしたという先ほどの答弁
でしたが、６月補正予算でも、特に畜産農家の本当に
厳しい状況に予算を組んで今支援をしてるということ
は評価をしたいんですが、それでも今大変厳しい、そ
ういった状況がございます。今回のこの政策確立に関
する要請を受けて、県は新たな支援策等を御検討され

ているのであれば、何かお聞かせ願えませんか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、厳しい経営状況にある畜産農家の経営安定
を図るため、配合飼料購入費の補助拡充、子牛競り価
格下落に対する補助拡充に加え、優良繁殖雌牛更新に
係る支援について、本年６月議会において17億8000
万円を予算措置したところです。また、肉用牛経営サ
ポート体制の強化ですとか、優良な子牛生産のための
技術指導、県内各金融機関へ返済期間延長等の配慮を
求める文書の発出など、様々な支援に取り組んでおり
ます。加えて、本年８月には、関係団体と共に、国に
畜産振興に係る支援の要請を行っております。引き続
き、重点支援地方交付金を含む補正予算など国の動向
を注視しつつ、関係団体等と連携し、畜産農家の経営
安定に向けて取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　この畜産農家の厳しい状況はお
互い共有してると思うんですけれども、関係者の方か
らいろんなお話を聞く中で、今、５年前と売上げを比
較すると７割減っているとか、また、生産コストの上
昇、借入金の返済等でもう生活費を切り詰めて、中に
はアルバイトに行って対応してるという方もいらっ
しゃいました。あと、このまま畜産業を続けていける
のか、もう本当に未来が見えないということで、新た
な支援を本当に必要としてるという声がございまし
た。その中で、この子牛の買い手、購買者は、９割が
県外から訪れているということなんですが、この子牛
の買い手、購買者の旅費とか輸送費も畜産農家が持っ
ていることが多いらしいんですね。そういったところ
への支援を本当にお願いしたいという声もあったんで
すが、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　県では、肉用子牛の生産
振興を図るため、沖縄県畜産振興公社において、肉用
牛経営安定対策補完事業を実施しております。
　当該事業では、県内及び県外購買者が本県の家畜市
場で子牛を購入した場合、子牛１頭当たりの輸送費に
対し補助を行っております。また、本年８月には当該
事業の拡充と予算確保について、関係団体と共に国へ
要請を行ったところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章  議員　現在やっている補助というの
は、何割の補助なんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
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　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○上原　　章 議員　じゃ、その補助を受けている畜
産農家は、100％受けているということで認識してい
いですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　家畜市場に牛を出荷して、それが購買―売れた場
合は全部該当するという認識でございます。なので、
全部対象になっております。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　分かりました。
　私が関係者の方から聞いた話では、この負担分が相
当大きいらしいんですね。ですから、それは今この対
象じゃないと言うんですけど、ぜひ拡充してこういっ
た輸送費、あと購買者の旅費等にもしっかり対応して
いただきたいと思います。
　あと、先ほどのこの金融機関への特段の配慮、これ
今、本当に返済で大変厳しい畜産業の皆さんですけれ
ども、これはぜひこの条件緩和、この返済猶予の形を
全対象者にまた周知していただきたいと思うのです
が、いかがですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　県では、経営が厳しい畜
産農家に対し、様々な相談に対応するために相談窓口
を設置しておりまして、肉用牛経営緊急サポート体制
の強化に努めているところであります。ホームページ
への掲載はもちろんですけれども、家畜市場―毎月
とか隔月で開催されるんですけれども、その場合も
ブースを設けて呼びかけをしているところでありま
す。緊急サポート体制の中では、制度資金の利子補
給、また返済期間の延長を含めた償還猶予等に取り組
んでいるところです。本年９月には、県内各金融機関
に対しまして、返済期間、据置期間の延長等の配慮を
求める文書を発出し、その際に沖縄振興開発金融公
庫、ＪＡおきなわなどと現状について意見交換を行っ
ております。また、同公庫、ＪＡおきなわにおける畜
産関係資金については、元金据置きや償還期限の延長
等の条件変更が行われております。加えて、畜産農家
の負債整理資金である畜産特別資金では、希望者４名
に対しまして、審査会を実施し、償還期間の延長、償
還額などの条件変更を行っております。引き続き、畜
産農家の経営安定に努めてまいります。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。

　あと、日台漁業取決めに伴うこの監視業務なんです
けれども、これ当初は30日監視という事業だったの
が、今15日に縮小されているんですね。関係者の皆
さんからは、この監視というのは切れ目なくやること
に意味があって、その辺をしっかり元の30日、そし
て今、燃油高騰という大変厳しい中で、この単価も配
慮してほしいという声があるんですけど、いかがです
か。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時26分休憩
　　　午後３時26分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　議員御指摘のとおり、沖
縄漁業基金事業は、日台漁業取決めの影響を受けてい
る漁業者の経営安定において大きな役割を果たしてお
ります。平成28年度以降、漁業関係団体と共に要請
を行っているところですけれども、本年もまた８月
20日に農林水産省に対しまして、基金の継続的な予
算措置ですとか運用改善ということを求めたところで
あります。引き続き、基金の予算措置等含めて、しっ
かりとまた国に対し求めてまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章  議員　この監視業務に携わっている
方々からは、半分監視をしなくていい形になった場
合、そこに付け込んでくると。ですから、そのための
監視業務ですから、よろしくお願いしたいと思いま
す。
　次に、知事、バスの無料化。
　本当に多くの方々が、今まで行きたいところもあっ
たけど今回無料ということで行ったと。課題もいろい
ろあったということを聞いてますけど、特に高齢者の
方々は、本当に今回の取組でもう何十年ぶりに自分の
ふるさととか行きたいところに行ってきたとか、いろ
んな声があるんですよね。しかし、有料だとなかなか
乗ることができないという方が多いんですよね。です
から、高齢者の皆さん、免許返納したらバス会社が少
し特典をしていただいている事業はあるんですけど、
沖縄県の場合、やっぱりしっかりこういった方々へ本
当にバスを―少ない年金で生活している方々に、普
段からこういう外に出かける環境をつくるということ
は私は重要かなと思うんですが、いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回のこのバス無料化事業、実
証実験として水曜日と日曜日にバス乗り放題にしてみ
ようということで―国の交付金を活用しての事業で
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はありますけれども、佐賀県の先例を沖縄型に当て
はめてみて、それをぜひやってみようということで
やらせていただきました。当然、これから先、具体
的にアンケートの結果やデータなどを活用して課題
をあぶり出し、そして方向性を見いだして、早期に具
体的にどうすれば、どれだけの規模であれば、どう
いう内容であればこれが継続できるのかということを
考えていきたいと思います。なお、やはり高齢者の皆
様からも久しぶりに遠出ができたということ。それか
ら初日、私、那覇バスターミナルから県庁北口まで一
駅なんですけれども、バス停一区間乗せていただいた
んですが、もう朝、私９時の登庁に合わせてバスター
ミナルで待っていたんですけど、名護行きの長い列が
できていまして、初日から非常にその関心が高かった
ということ。また最終日に私、今度は沖縄市から那覇
まで乗りましたけれども―日曜日の朝ですが、高校
生の方々と話をしたら、久しぶりに中部から那覇に行
くと、那覇で友達と待ち合わせしてますと。もう10
月からは毎週日曜日でもいいですという、そういう本
当に明るい率直な意見も聞かせていただきました。で
すから、沖縄県民が車に頼らず、そして安価で、ある
いは無料で移動できる交通手段を確立していくために
は、どのような関係者とさらに一致協力していくべき
か、そして国に対してどのような協力を求めていくか
も、より具体的にその内容等について検討していきた
いというように思います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　ぜひ車社会の沖縄だからこそ、
この事業は非常に重要かなと思います。やっぱり公共
交通をどこまで充実させるかが、私はこれから多くの
方々に喜んでいただけるかだと思います。よろしくお
願いします。
　あと、タクシー共通配車アプリの導入についてなん
ですが、関係協会からは沖縄振興特別交付金、特定事
業推進費を活用して、この沖縄県タクシー利便性高度
化事業を令和７年度からスタートしてほしいんだとい
う要望なんですね、具体的に。その点いかがですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今、ハイヤー・タクシー協会
とも様々な調整をさせていただいております。国が今
現在、経済対策のほう取り組んでおります。今後、補
正予算も計上されていきますので、その中でも使える
財源がないのか、そこも含めて今、内部でいろいろ検
討しているところです。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。

　パーク・アンド・ライド駐車場のこの活用も自主事
業として、ぜひお願いしたいと思います。
　あと、消防防災ヘリの導入。
　私、これ具体的に運航開始計画まで発表していたと
思っていたんですが、これは現在どうなっているで
しょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今後のスケジュールとしま
しては、まず全市町村から承認が得られることを前提
としまして、得られた後にヘリ導入の事業を進めるこ
ととしており、機体及び装備品の製造、あるいはヘリ
基地の建設、隊員の教育訓練の実施等について２年半
から３年程度を見込んで、運用を開始する流れという
ふうになっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　じゃ現時点では、いつ運用開始
という見通しはないということですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　全市町村の承認というのが
やはり前提になるというところですので、残りの２市
について、今、全力で調整をしているところでござい
ます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　議会でもいろんな議員の方が取
り上げているわけですけど、今、日本全体いつ何が起
きても―災害がないにこしたことはないんですけ
ど、こういった備えというのは非常に重要でございま
す。今、47都道府県で独自の防災ヘリがないのは沖
縄県だけでございます。自衛隊やまた海上保安庁、い
ろんなときに頑張っていただいているんですが、私は
防災ヘリを独自で沖縄県が持つ。これはもう離島も含
めて、ぜひ早期の実現をお願いしたいと思っています
ので、よろしくお願いします。
　次に、トラック協会が提案している防災センター、
これは沖縄県との協定に基づいて災害発生時における
政府からの支援物資の緊急輸送―プッシュ型輸送の
要請に対応すべく、またその一環としてのセンターと
も聞いてますけれども、ぜひこちらも、このいろんな
関係者の皆さんとしっかりとした意見交換を、合意形
成を図っていく。これが重要かなと思うんですが、再
度答弁お願いできますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　トラック協会からは、令和６年２月の検討委員会に
おいて、会議概要報告書をまとめ、５年後の施設完了
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を目標に検討を進めていくというふうに聞いておりま
す。
　県としましては、トラック協会において検討委員会
で示された課題を踏まえた新たな建設計画を議論する
ための検討委員会が立ち上がり、意見を求められた場
合には、関係機関と連携して検討してまいりたいとい
うふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　あと、知事、給食費の無償化に
ついてなんですが、まず来年４月より中学校からス
タートしていきたいと。これ41市町村で４月から実
施すると表明している市町村は今幾つになりますか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今現在、令和７年４月の実施に
向けて、要望額等を各市町村に調査をかけているとこ
ろでありますので、その調査を待っての状況になると
いうふうに考えております。今のところは少しまだ調
査中であります。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　すみません、知事、もう一度。
今回、知事は公約でこの無償化に取り組みますという
中で、公約を掲げた当初から半額ということだったの
でしょうか。それとも今後、まずスタートをして、こ
れを県としては全額に持っていく、そういった思いで
ございますか。お聞かせください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　学校給食の無償化につきまして
は、やはりその最終的なゴールは完全無償化です。そ
のためには、国の動向も注視しつつ、市町村ともよく
よく連携をしていかないと、市町村それぞれにまたそ
の財源をどのように捻出できるかというようなことも
あると思います。他方で、現在の物価高騰の状況を考
えると、家庭のそういう支援をどのように行っていく
か、しかもそれを公平公正に行っていくかということ
も、県にとっては重要なテーマというふうに考えてお
りました。ですから、最終的には完全無償化を目指し
つつ、まずは段階的に中学生から来年４月、県の２分
の１補助からスタートしていきたいということで、今
市町村と調整を進めていただいております。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　知事、私が聞いているのは、国
の動向とか、それから市町村の財政とかそういうこと
ではなくて、知事が公約であれだけ無償化を目指しま
すと言った。多くの県民、それから市町村も本当に期
待したわけですよね。ですから、知事はそのときに全

額無償にする決意であの公約を掲げたのか、それとも
当初から半額というような判断だったのか。そこを聞
いているんです。公約ですよ。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は公約においては、具体的な
ことではなくて、学校給食の無償化というように掲げ
ておりました。その無償化をするためにどう具体的に
進めていくかということを、その財源なども先ほど答
弁をさせていただいたとおりに検討していったわけで
ございます。そして、それを段階的に完全無償化に向
けて進めていくということで、来年スタートするもの
であります。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章  議員　申し訳ないです、今の答弁は
ちょっと残念ですね。あれだけ公約に掲げるというこ
とは、多くの県民は、ああ知事が無償化を目指すんだ
と。これを国の、もしくは市町村の財源も当てにして
公約として掲げたということであれば、私はちょっと
違うんじゃないかなと思っておりますので、この点
はっきり私は言うべきじゃないかなと思うんですが、
もう一度どうぞ。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　小学校、中学校合わせて総額62
億円かかるという推計を出させていただきました。そ
れに対して、将来無償化するために、まず最初のス
タートをどうやって進めていくかということでの取組
ですので、私の思いは将来の無償化であります。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　62億、あといろんな市町村が頑
張っている就学援助、いろんなものも含めて、私は、
知事、であるならば公約を掲げるときに、国や市町
村と協力して無償化を目指しますというぐらい言わな
いと、知事は自分で無償化をしますとあれだけ言っ
て、全市町村、多くの首長も期待をした中で、突然こ
うやって半額ですと、また中学校からですというのは
ちょっと違うんじゃないかなと。私はちょっと感じて
ます。よろしくお願いします。
　それで今後、この小学校の実施はいつ考えているの
か。お聞かせください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず、学校給食費無償化の第一
歩として、中学生の２分の１の相当額を補助するとい
うふうに方針を定めて今、取り組んでまいります。そ
の後の拡充等につきましては、しっかりとこの実施の
状況と、また今国の動きがございますので、その辺の
動きも注視しながら、検討していきたいと考えており
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ます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章  議員　県内には私学もございます、
小・中と。こちらの対応はどうされますか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　私立学校の給食提供につきま
しては、ケータリング事業者の活用や学生寮で調理す
るなど様々な形態があります。このことを踏まえ、県
では、現在、県内の各私立中学校を訪問し、学校給食
の提供方法や給食費の保護者負担の状況等について、
現状確認及び今後の支援に向けた意見交換を行ってお
ります。私立学校へ通う生徒の保護者への支援につい
ては、公立学校における給食費無償化に係る取組との
均衡を考慮して、引き続き検討してまいります。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　均衡を考慮するということは、
県立・公立と同じようにしっかり無償化にしていく、
保護者の負担がないようにしていくということで理解
していいですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　公立学校における保護者の支
援の内容、それから導入時期等について均衡が図れる
ように検討してまいります。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。
　次に、県営住宅の空き室対策なんですが、先ほど
１万7551戸のうち、1835戸が今修繕、空き―１割
以上ということになりますが、修繕待ちの空き室とい
うのが先ほどの1384戸になりますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　先ほど、退去に伴う空きは1384戸と申し上げまし
たが、その中で修繕待ちの空き家は838戸でございま
す。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　この838戸の修繕待ちで一番長い
のは何年ですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　修繕費の未納などの要因
により、最長ですが14年というのがあるようでござ
います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　部長、県営住宅の自治会の皆さ
んと意見交換をすると、結構この空き室が長く続いて
いる分、やっぱりこの運営管理の共益費も入ってこな
いということで、この自治会の皆さんにとっても空き
室対策は本当に重要だと聞いています。その早期解消
により入居枠の拡充も図れると思うんですが、これは
もうしっかり取り組むべきだと思うのですが、14年
も待つというのはちょっとこれどういう事案なんです
か。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この空き家につきまして
は、修繕費が納められていない、未完納な空き家とい
うところで、長期間において空き家になっているとい
うところでございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　これは入ってこない、ずっと待
つしかないんですか。それとも県が予算を組むような
仕組みはないんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後３時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　可能な限り空き家が計画
的に修繕できるよう、県による建て替え等についても
検討してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　ぜひ空き室対策を強化して、年
１回の募集を年２回に―那覇市も年２回やっていま
すけど、多くの人が団地に入りたいという希望がある
んですが、いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県としましては、公営住
宅の設置目的等を達成するために、可能な限り空き家
が出ないように、住宅の管理に取り組んでまいりたい
と考えております。
○上原　　章 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
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　　　午後３時46分休憩
　　　午後３時46分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏  土木建築部長　大変失礼をいたしまし
た。
　募集の回数についてでございますが、回数につきま
しては、指定管理者との調整が必要ということでござ
いまして、実施の可能性についてはちょっと調整して
いきたいと思います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。
　住宅確保要配慮者への家賃支援、これ１万5000円
を県が、そして市町村が5000円、月２万円の支援と
いう仕組みで、今回の補正予算で50戸をまず目指す
と。現時点でこれ何戸スタートしていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後３時47分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今年度実施予定の市町村
が１つあるというふうに聞いておりますが、入居の実
績はまだございません。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　1225万円の補正予算を組みまし
た。そのうちの700万が委託料となっています。この
内容をお聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この委託業務につきまし
ては、２つの内容で構成をされております。１つは居
住支援ネットワークモデル構築加速化業務ということ
で、市町村居住支援協議会などと連携しまして、住宅
確保要配慮者の複合的な課題を解消するためのネット
ワークの構築及び勉強会を行うものでございます。２
つ目は、住宅セーフティネット制度普及拡大業務とし
まして、周知動画―アニメーションや簡単な映像を
用いた動画を作成しまして、分かりやすく県民に情報
を提供する。この２つの業務で構成されているところ
でございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　６月補正を組んで、まだ１件も
入居がないというのはちょっとあまりにも―もう少
ししっかり強化しないといけないのかなと思うのです
が、これは契約で入居する人しか対象になっていない
と聞いてますけど、私は今既存の入居している人たち
も対象にする仕組みをつくるべきだと思うのですが、

いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　住宅セーフティネット法
は、民間の空き家、空き室を有効に活用して住宅確保
要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進する
ことを目的としております。このことから国の補助制
度では、新規入居希望者を補助対象としているところ
でございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　来年以降、これは国の事業に移
行していこうというのが今の県の考えですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　住宅セーフティネット制度では、住宅確保要配慮者
に対し、国、県、市町村の重層的な連携が必要である
と考えております。このため、補助制度が安定的かつ
継続して活用されるよう、国からの予算を確保しなが
ら市町村を支援していきたいという考えでございま
す。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　最後に、この月２万円の家賃支
援、これ10年ということでございますので、私は今
本当に生活費の苦しい高齢者や、また事情のある方々
は本当に今住むところ、また今現在住んでるところの
家賃を払うと、もう年金も残らないというようなとこ
ろも多いんですよね。そういう意味では、今住んでい
る人たちも対象にする制度を私は新規でつくるべきだ
と思うんですが、いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在県で進めております
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業につき
まして、まずは市町村に居住支援協議会の設置を促す
など取り組んでまいりまして、住宅確保について配慮
が必要な方々への公営住宅の提供に努めてまいりたい
と考えております。
○上原　　章 議員　ありがとうございました。終わ
ります。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時52分休憩
　　　午後４時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　維新の会の當間盛夫でございま
すが、どうぞ執行部の皆さん、よろしくお願いいたし
ます。
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　まず初めに、沖縄振興予算の概算要求が行われてお
りますが、3000億円の要求の中で2800億円というよ
うな数字にはなっているんですが、その中というより
も、今回、経済団体等からの、まず初め特定事業推進
費に新規事業として盛り込まれるよう要請していると
いうＧＷ2050 ＰＲＯＪＥＣＴＳ構想について、県の
考え方、対応策ということで聞いてはいるんですが、
新規事業として盛り込まれるのではなくて、何かもう
交付されたというような新聞報道もありましたので、
その点も踏まえて御答弁ください。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　経済団体が内閣府に求めた、
ＧＷ2050 ＰＲＯＪＥＣＴＳの予算につきましては、
先月末、特定事業推進費の中で交付決定がなされて
おります。額としましては、約１億6000万円の交付
決定がなされております。このプロジェクトについて
は、那覇空港エリアの拠点空港化と駐留軍用地跡地利
用の一体的な開発を目指す構想であるというふうに認
識しております。これは沖縄21世紀ビジョン基本計
画において、「世界最高水準を見据えた拠点空港等の
整備」や「中南部都市圏の形成と駐留軍用地跡地の有
効利用」を位置づけていることから、将来的な空港機
能の強化に加え、臨空・臨港産業の振興を見据えた周
辺開発は重要な視点であるというふうに考えていると
ころです。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　部長、この中でやはりこのＧＷ
2050と言ったら……。この推進協議会の中に、何で
県が入ってないんですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　協議会のホームページを見る
と、経済界主導で、かつその跡地を実際に抱えている
市町村と連携をして、まずは計画を策定するというよ
うに書かれております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫  議員　沖縄振興の基本方針の部分で
は、国が基本方針を策定してやるわけね。その振興計
画というのは、県が策定するというふうにうたわれて
いるわけですよ。今度のこれ、僕は経済界主導だとか
市町村巻き込んでやるということ、ましてやこの基地
返還跡地利用含めた、沖縄の経済のエンジンである那
覇空港の機能強化ということは大事な部分があると思
うんですよ。しかしこの中には、県がやっぱり中に
入って県全体の、普天間からキャンプ・キンザーから
那覇軍港から、肝腎な那覇空港からということですか
ら、県全体のマスタープランとやっぱり整合性を持っ

てやっていかないと、僕は駄目だと思っているんです
よ。その辺はどう考えているんですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県においては、これまで21世
紀ビジョンづくり、それからそれに基づく基本計画、
そういったものを作成するに当たっては、県内各界各
層から様々な意見をいただいております。今回この経
済界を中心とした構想づくりについても、実は今、ま
さしく公募をしている段階でどういった計画づくりに
なるかというのは、まだこれからの取組だというふう
に考えております。この調査結果などを今後踏まえま
して、次の展開についても議論していきたいと考えて
おります。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　計画的に見ても、2050年にはこ
ういう新ターミナルの供用を開始するんだと、埋立て
も含めてそういう20年後を含めた計画だという分が
あるんですけど、これに県が入っていないのがみそだ
わけさ。結局、経済団体、今言う宜野湾、浦添、那覇
を団体構成として入れている。それが、国の裁量で決
まる特定事業推進費というもので予算的なものが出て
くる。この事業の協議団体の中に県が入ってくると、
国は了解しないだろうというところも、僕は働いてい
るんじゃないかというのもあるんですけど。沖縄タイ
ムスの社説で、県外しが一層鮮明になっているという
社説のうたわれ方しているわけですよ。この辺はどう
考えられますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　先ほども御案内したとおり、
そのビジョンづくり、基本計画において県内各界各層
から御意見をいただいているところです。今回はそう
いった経済界が主導する計画づくりの一環だというふ
うに捉えております。少なくともまだ計画の中身につ
いても確認が―今からの作業ですので、それが作成
された後にまた次の展開についても議論していきたい
というように考えております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　ぜひこれは、沖縄県全体のマス
タープランも含めて、那覇空港というやはり県が関与
する空港でもありますので、国の部分でもあるんです
けど、やはりその辺はもっと沖縄県が積極的にこのこ
とに関わっていかないと、僕はいい形で前に進んでい
かないというふうに思ってますので、県の積極的な関
与もぜひお願いしたいなというふうに思っています。
　(2)になりますけど、鉄軌道等導入課題詳細調査と
いうことで、調査ばっかりなんです。それで、前に進
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んでいないということなんですけど、これまでの国と
県の調査総予算と費用対効果の課題解決策を伺いま
す。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　まず、調査費用について申し
ます。
　国では、平成22年度から令和５年度までの14年間
で、計11億5728万円の予算となっております。
　一方、県のほうは、平成24年度から令和５年度ま
での12年間で、計４億9414万円となっております。
費用便益比については、引き続きその向上に向けた調
査検討を行うとともに、調査結果については、国との
情報共有を図り提案や意見交換を行うなど、鉄軌道の
早期導入に向けた取組を進めてまいります。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時18分休憩
　　　午後４時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○武田　真 企画部長　費用便益比の最大の課題とい
うのは、１を上回っていないということが、今一番の
課題になっております。県の調査では、一定の条件下
では１を超えるケースも確認されておりまして、少し
国と県のほうでそのビー・バイ・シーの設定方法が若
干―若干というか異なるところがございますので、
国のほうのビー・バイ・シーが１を上回らない状況と
いうのが最大の課題となっております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　このビー・バイ・シーの調査方
法が違うということは、やっぱりもう一回、皆さん
しっかりと内閣府含めて調整する必要があると思うん
ですよね。これまで、国としても11億、沖縄県とし
ても約５億という形の調査だけでこれだけ進んでいて
なかなかこのビー・バイ・シーも出し切れないという
形があるわけですから、これはもう本気度が示されて
いると思うんですよ、一つのね。それで、今回皆さ
ん、バスの無料実証ということでやっているんです
が、やっぱり根本的に沖縄のその交通の在り方をどう
するのかということを考えたら、この鉄軌道をどう
にか、一歩でも二歩でも前に進めるために、どうある
べきかということを僕は真剣に考えていく時期に来て
いると思うんですけど、その辺はどう考えられてます
か。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　鉄軌道は、総額6000億円を超
えるような大規模なプロジェクトであるというふうに
認識しております。これまで県内で行ったような、例

えば第２滑走路のような整備についても構想段階から
着工まで34年とか、モノレールにおいても検討から
着手まで24年かかる、そういった長期間かかってい
るのが実情でございます。国において、これまで県が
提案してきた特例制度、上下一体、上下分離方式につ
いても、令和４年度の法改正に伴って国のほうが取り
組むというふうな動きも見られます。そういった形で
一歩一歩、歩みは遅いのかもしれませんけど、一歩一
歩取組を進めてまいりたいというふうに考えておりま
す。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　なかなか上下分離方式、新幹線
方式とかっていうことで、皆さん国の分も―国もそ
れを検討しようねというような形があるんですけど、
なかなか新幹線方式って難しいという調査の結果も出
ているわけですよ、その分でね。じゃ上下分離という
在り方もどうあるかというところもあるんですけど、
やっぱりそこは皆さんこの中で、糸満から名護までと
いうような部分の話をやっぱり少し切り離してでも、
那覇から名護までにするのか、那覇から沖縄市を先に
段階的にやるのかというような形の在り方だとか、今
いろいろと質問でもあるように、浦西までモノレール
の路線が来ているわけですね。そのモノレールの活用
をまたどういうふうな形で連携してやっていくのかと
いうことも考えるべきだと思うんですけど、その辺は
どうなんでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今現在は、以前行っていた構
想段階での計画策定の中で、那覇、名護を１時間で結
ぶというルートの中での様々なビー・バイ・シーの取
組であるとか、利便性の向上のような取組を行ってお
ります。今、様々なその段階的整備も含め、様々な意
見があることは承知しておりますが、その辺りについ
ても、引き続き検討を行ってまいりたいと考えており
ます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　私は、ぜひいろんな検討を県に
率先してやってもらって、国の予算を頼るんじゃなく
て、本気で沖縄県がこの事業をどうできるのかという
ことを、重点項目でしょうから、しっかりとお願いを
したいと思います。
　(4)になりますけど、私は、鉄軌道、モノレール延
伸、路線バスの問題、那覇市のＬＲＴ構想がばらばら
に動いているという感があります。基地跡地利用や都
市計画に関連づけた計画が必要だと考えるんですけ
ど、企画部と土木建築部で横断的な組織を検討すべき
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だということを前々から提案しているんですが、その
辺に関して見解を伺わせてください。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　本県における交通政策につい
ては、企画部において交通運輸政策に係る総合的企
画、調整及び推進に関することを所掌しております。
政策推進に当たっては、基地の跡地利用や都市計画な
ども踏まえて取り組む必要があるものと認識してお
り、県では、関係各部局と役割を整理、分担した上で
交通関連施策を推進しているところであり、引き続き
関係部局間の連携を図ってまいりたいと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　私は前から交通局をつくるべき
だと。やっぱりそれで今安価な路線バスとか、無料を
今回水曜・日曜にやっているんですけど、やっぱり路
線バスは私は統合して、路線バスを上下分離方式にし
て、県がそのことをやって民間に委託をしていって、
その安価な路線バスの運賃体系をつくっていくことが
僕は大事だと思ってますし、県の交通政策というのが
最重要だということであれば、交通局ということを
しっかりと企画、土木という分け隔てなく横断的にや
るべきだと思うんです。知事、その辺は私は以前から
提案しているんですけどどうでしょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今般のバス無料乗車実験につき
ましては、様々な県民の声あるいは関係者の方々の意
見があるものというように思います。先ほど、企画部
長から答弁させていただきましたが、やはりこれから
は議員御意見のように、ＬＲＴやフィーダー交通のそ
の整備も含めると、やはり部局横断的なそういう総合
調整をする一団、これが室であるか局であるか、それ
は一概には言えないんですけれども、やはりもっと見
える化して具体的に取り組むんだということを示す必
要があるというように考えております。ですから、そ
のことについても引き続き協議検討して、どのように
してそれを形にしていけるかということについても、
様々な関係者からも御意見を頂戴したいと思います。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　今回の無料バス、一歩前進だと
思うんですよ、いろんな形を取るというのも。ぜひい
ろんな形で、この沖縄の交通政策の重点政策、ひとつ
前に進めていくようによろしくお願いします。
　次に２、ＰＦＩ事業についてでありますが、(1)マ
リンタウンＭＩＣＥ整備事業について。
　ア、土地取得を含めたこれまでの総予算額と今年計

上されています事業費は、どのようになるのかをお伺
いいたします。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　大型ＭＩＣＥ
施設の整備に係る平成27年度から令和５年度の執行
額は、調査業務等で約３億9300万円、用地取得で約
69億3500万円、合計約73億2800万円となっており
ます。また、令和６年度は調査業務等で、約8400万
円を予算計上しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　この中で、今年もアドバイザー
業務―令和４年からこのＰＦＩに関するアドバイ
ザー業務が、令和４年、令和５年、令和６年と上がっ
ているんですけど、このアドバイザー業務がありなが
ら何で今回入札不調になったんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　参加表明の受
付期間終了後に、建設事業者に聞き取りを行っており
ます。そのときには参画意欲はあるということでした
が、資材価格の高騰、人手不足等の影響から施設運営
事業者及びホテル事業者等、入札参加グループを組成
できなかったということでございました。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫  議員　いや、このアドバイザリー業
務、契約をするぐらいですから、その皆さんが参加意
欲を示している皆さんと、いろんな形で調査だとかそ
れをやっているはず。だから３年間も、このアドバイ
ザリー契約ということをやっているわけですよ。だっ
たら今回、入札不調になったらこの予算はどういう形
になるんですか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　入札不調に
よって、令和６年度の大型ＭＩＣＥ施設整備運営等事
業に関するアドバイザー業務につきましては、入札公
告と事業者の選定に関する支援等の業務を事業条件の
検証に関する内容に変更して、併せて請負金額につい
ても請負者と協議した後、改定契約を行うこととして
おります。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　入札不調になったから、これか
らのそういう調査業務をそれに振り分けると言うんで
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すけど、皆さん、これトータルすると１億2000万な
んですよね、３年間で１億2500万。それだけの費用
を払ってるわけですよ。それで、入札不調になったと
いうことは、この３年間この業者は、アドバイザリー
契約の業者は１か所ですか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　同じ企業と
なっております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　私はその企業自体にも問題があ
るというふうに思っていますので、その辺はまたこれ
からも検証していきたいというふうに思ってます。
　次に、事業条件の検証はいつまでに行い、そして実
施方針の公表はいつ頃を予定しているのかお伺いいた
します。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　大型ＭＩＣＥ
施設整備の再度の入札公告に向けては、これから事業
者への聞き取り、ＭＩＣＥ需要調査等を行った上で、
有識者で構成する委員会で事業手法、事業範囲等を検
証して、可能な限り早期に実施方針の公表、入札公告
を目指してまいります。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　知事、結果的に翁長さんから始
まって、翁長さんも最初この一括交付金でやろうとし
たけど、結果的に受け入れられずに、大林組に和解金
を支払うような形になったわけです。今回２回目です
よ。今回２回目でまたこの入札不調になったというこ
と、その責任は知事どう考えられてますか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　文化観光スポーツ部長から答弁
をさせていただきましたが、今般、大型ＭＩＣＥ施設
整備については、諸般の事情から入札不調ということ
にはなりましたが、しかし、県としては再度の入札公
告に向けて今取り組むよう準備をさせていただいてお
ります。新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において
は、大型ＭＩＣＥ施設の整備をし、ＭＩＣＥを中心と
した魅力あるまちづくりを推進するという方向性に何
ら変更はございません。ですから、これからはより県
経済の活性化や東海岸地域の振興による県土の均衡あ
る発展のために、どのような内容で再び入札公告に向
けて準備を進めていくかということについて、関係者
からそのような内容についてのヒアリングを行ってい
きたいというように考えております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　今回の入札の部分で、やっぱり

ＭＩＣＥ施設を管理運営するのが厳しいと。そしてま
た、併設するホテルの稼働率の厳しさがあるという指
摘がされているわけですね。指摘というか、それがな
かなか厳しいというのがあるわけですよ。でも知事、
もう時代変わってるわけさ。長崎スタジアムシティ、
このジャパネットたかたさんが1000億をかけて自ら
そのスタジアムから、アリーナから、ホテルから、ビ
ジネス棟から造ってやるわけですよ。今はもうそうい
う時代だわけさ。僕はこのＭＩＣＥが何か箱物を造る
ための、今方向に走ってしまっていないかと。本当に
このＭＩＣＥが沖縄にとって、ああよかったねという
ようなものになっているのかという、もう一回、やっ
ぱり今チャンスですから、ゼロベースにもう一回戻し
て、このＭＩＣＥの在り方、東海岸サンライズベルト
構想の在り方も含めて、ぜひそのことをゼロベースで
考え直してもらえればありがたいなと思ってますの
で、よろしくお願いいたします。
　(2)、県中央卸売市場再整備計画の進捗状況を聞か
せてください。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えします。
　県では、令和５年度は過年度の調査事業等を踏まえ
つつ、市場運営の在り方と市場整備の在り方について
市場関係者等で構成する検討委員会により議論し、市
場整備においては、民間事業者のノウハウやアイデア
を募るサウンディング調査等を進めることとしまし
た。今年度は、これまでの議論を踏まえ、再整備に係
る事業方式や余剰地の活用等を提案内容とし、11月
に公募を開始、２月に検討委員会を開催した上で対話
事業者を選定する予定でございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　皆さんの資料で、８月にプレサ
ウンディングされてるんですね。このプレサウンディ
ングには、どれぐらいの業者との意見交換があったん
ですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　プレサウンディング調査
には、約10社の聞き取りを行っております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　その中で、皆さん11月には事業
協力者公募をかけられるというんですが、これ何社ぐ
らいに絞る予定なんですか。
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○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時34分休憩
　　　午後４時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　二、三社程度の複数業者
に絞る予定でございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　ありがとうございます。
　次、このＰＦＩ事業、国も2022年から10年間で30
兆円の事業規模を目標に掲げております。県も行財政
改革の中に盛り込まれているんですが、県としてこの
ＰＦＩ―ＰＰＰでもいいです、ＰＦＩ事業、その目
標、体制、職員の意識に対する取組を伺わせてくださ
い。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　民間ならではの発想やアイデ
アを積極的に取り入れることにより、効果的で質の高
いサービスを県民に提供する視点から、ＰＰＰ／ＰＦ
Ｉについて推進することは大変重要であると考えてお
ります。一方で、推進に当たっては、県内優先発注と
の兼ね合いや県内企業のノウハウの獲得、庁内各所管
部局への支援体制の充実などの課題に向き合い、沖縄
にとって有益なＰＰＰ／ＰＦＩの在り方を模索する必
要があるというふうに考えているところです。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　そうなんです。県では、まだこ
のＰＦＩ事業していないんですよね。今、ＭＩＣＥ事
業、サッカースタジアムもＰＦＩでというのがあった
んですけど、これは全部文化観光スポーツ部がやって
いるんですよ。先ほどのこの中央卸売市場は農林水産
部がやるわけですね。みんな各部ばらばらなんです。
そして司令塔がいないわけですよ。愛知県のように、
愛知県は最初に有料道路から始まって、今もう愛知県
は県営住宅もほとんどがＰＦＩ。そして今新しくでき
たステーションＡＩという、このスタートアップ事業
の分もソフトバンクを活用しながら、それも全部ＰＦ
Ｉでやるというふうなものがあるわけですから、私
は、県にはこのＰＦＩ事業の司令塔的な組織が必要だ
と思うんですけど、その辺はどうですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　ＰＰＰ／ＰＦＩについては、
民間のその発想とかアイデアを積極的に取り入れるこ
とで行政サービスの質の向上を図ろうという取組とい
うことで、今企画部のほうで所管しております。先ほ
ど議員のほうから紹介のあったＭＩＣＥであるとか、

中央卸売市場以外にも実は都市公園であるとか、港湾
等の整備、下水道のＰＰＰ／ＰＦＩについても今内部
で検討しているところです。そういったものを一つ一
つ進める中で、一つの成功事例を横展開にしていきた
いというふうに考えているところです。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　ぜひ民間活用するのも大事では
あるんですけど、でも県内の企業をいかに活用してい
くかというところも大事な視点であると思いますの
で、その辺も含めながら、ぜひ頑張ってください。よ
ろしくお願いします。
　次に、県職員の働き方改革なんですが、まず県職員
の離職者と休職者の推移と、そこに至る要因と対策を
伺わせてください。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　知事部局の一般行政職の普通
退職者は、従来の定年年齢である60歳を除き、令和
３年度43人、令和４年度60人、令和５年度95人と
なっています。アンケート調査の結果、退職理由は業
務の負担が最も多いことから、時間外勤務の縮減に取
り組むとともに、年次休暇等の取得促進、時差通勤制
度の活用など多様な働き方が可能となる職場環境の整
備を推進しております。また、若手職員から政策提案
を募集するなど、職員の能力や意識の向上、やりがい
の創出に取り組んでまいります。 
　知事部局の病気休職者については、令和３年度65
人、令和４年度68人、令和５年度64人となっていま
す。休職理由は精神疾患が最も多く、その要因は仕事
上のストレス、個人的事情など複合的なものとなって
おります。県では、沖縄県職員の心の健康づくり計画
を策定し、職員研修、相談体制の充実、復職支援制度
の活用促進などに取り組んでおります。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　次に、休職に伴う知事部局、そ
して教育委員会の代替職員というんですか、代替の
方々がいらっしゃると思うんですが、その配置に伴う
人件費の財政支出を伺わせてください。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　知事部局における病気休暇ま
たは病気休職の代替のための臨時的任用職員は、令和
３年度34人で給与等の合計額は4200万円、令和４年
度34人で5262万円、令和５年度43人で7541万円と
なっており、増加傾向で推移しております。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　教育委員会における病気休職に
係る代替教育職員は、令和２年度369人で人件費は約
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７億2500万円、令和３年度は363人で約６億7000万
円、令和４年度は350人で約６億8000万円、令和５
年度は372人で約７億8800万円となっております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　知事、知事部局でも約100名近
くの退職者が出るわけですよね。学校においては、休
職者含めた部分だとか、病院事業局でもそうだと思う
んですけど、沖縄県だけで約600名近くの皆さんが公
務員を辞められる現状が総体的にあるわけですよ。知
事、県職員が辞める現状を知事はどう考えられていま
すか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　アンケートの結果ですと、退職
理由がやはり業務の負担が多いということと、ワー
ク・ライフ・バランスが取れないということ、そして
精神的な負担がなかなかリフレッシュできない、解消
できないというようなこと、様々な要因があるという
ように非常に厳しく受け止めております。であるから
こそ、働き方改革にしっかり力を入れて、多様な働き
方と働きがい、そしてワーク・ライフ・バランスが取
れることを、我々必ず実現できるよう鋭意職場環境の
整備を推進していきたいと考えています。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　働き方改革大事だと思うんです
よ。でも、皆さん内部統制でいろんな形でまた煩雑に
なっているわけですよ。よく指摘、いろんな提言があ
るんですけど、もっとアナログ業務をＩＴ化すべき
じゃないかというのがあるんですけど、その辺はどれ
ぐらい進んでいるんですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　多様な働き方が可能となる職
場環境の整備を推進している中で、庁内のＤＸという
部分を関係部局と連携してやっているところでありま
すし、その一端は、例えばペーパーレス化であったり
とか、あるいは会議録、そういう部分をまずパソコン
で行うとか、会議録の作成等を効率化するとか、そう
いったＩＴを活用した省力化というところに取り組ん
でいるところです。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　やっぱり誰もが使いやすいよう
な形をつくらないといけないと思うんですよ。各部署
皆さん、これからまた予算づくりになっていきますよ
ね。この予算編成するときに、いろんな数字合わせを
また変えていくという部分があるわけですから、やっ
ぱりそれは一貫してやるというシステムづくりをしっ
かりとまた構築すべきだというふうな指摘がありま

す。そして皆さん、ＲＰＡというものもやっているん
でしょうけど、これ高度過ぎると言われている。もっ
とハードルを低くしてそういうＩＴ化を進めるべきだ
という提言もありますので、しっかりとその辺もやっ
ていただければというふうにも思います。そしてま
た、いろんな事業やっているわけですよね。僕は―
民主党時代じゃないけど、事業仕分すべきじゃないか
という提言もあるんですけど、皆さんもう何千とい
う事業がある。ところが事業的には減らないわけです
よ。そういったものからしたら、事業仕分の実施とい
うのはどう考えられますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企画部長。
○武田　真 企画部長　かつての民主党政権がやって
いた事業仕分と少し仕組みが違うのかもしれません
が、県の業務については様々な業務でＰＤＣＡを回し
ております。Ｐｌａｎ、Ｄｏ、Ｃｈｅｃｋ、Ａｃｔｉ
ｏｎという形で自分たちが行った業務については、そ
の振り返りを行って、様々な改善を行う。そういう形
での業務改善に取り組んでいるところでございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　（資料を掲示）　皆さん、分か
りますか。タイムスのオンラインにもあったんですけ
ど、「あつまれ！脱公務員の杜」ということで、沖縄
県庁を辞められた職員がこの沖縄県だけじゃなくて、
全国の公務員の皆さんのプラットフォームというんで
すか、公務員が悩んでいる分をいろんな形で声を聞い
て、オンラインでその公務員の声を生かしていこうと
いうようなプラットフォームをつくっている団体なん
ですけど、やっぱりそこからも部下による上司の評価
がないですよねと。上司の部下に対する評価はあるけ
ど、部下から上司が評価される仕組みがないというと
ころもありますので、やっぱりそれも変えるべきだと
いうのがあるんです。一番、僕がきつかったのは、議
員の意識改革をやってくれと。質問を出しておきなが
ら、質問をしない議員がいると。やっぱり議員にも変
わってもらわないと、もう毎日議会になったら夜遅く
まで職員が動いていると。それからすると、やっぱり
議員にも意識改革を持ってほしいと。当然だなと思っ
ていますよ。職員の働き方改革をするためには、やっ
ぱり我々議会も変わっていかないといけないなという
ふうに一番反省をしています。我々も変わっていかな
ければいけないなと思っておりますが、知事、その辺
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何かございますか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　県庁全体、この議会月は特に議
会を中心にその日程を立て、また業務も調整を図り、
できる限り県民の代表である議員の方々に丁寧に説明
をするということを心がけるために、どうしてもその
答弁の内容もきめ細かく調べざるを得ないということ
がございます。しかし、そうはされながら、県庁内で
本当にこの県庁職員の働き方改革を真剣にやっていく
ための、先ほどの議員提案のＡＩの導入については、
もう既に先進都道府県が進めている状況を見てみる
と、格段に、本当に日進月歩というよりも毎日毎日そ
の環境が進化しつつあります。ですから、そのことに
ついて、あまり後れを取らないように我々もしっかり
―何ていうんでしょう、この研究して取り組むとい
う姿勢をもっとしっかり職員と共有をして、その上
で、議員の皆様にもまた改善したいという点があれ
ば、その点も一緒に協力をしていただいて、県議会、
県庁が車の両輪として職員の働き方改革にしっかりと
協力していけるという関係を構築していただければあ
りがたく存じます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　優秀な職員ですよ、公務員。こ
れだけ難しい試験を受けて、ましてや沖縄の給与体系
からすると、沖縄電力かその次に来るのが公務員だと
思うんですよ。それを辞められるわけですから。東京
だったら、東京都庁を辞められてもいっぱいそれだけ
の年収をもらう職場はあると思うんですけど、沖縄は
県庁を辞めて、県庁と同じような年収をもらう職場っ
てそうそうないですよ。そういった方々が辞められる
わけですから、その辺はやっぱり我々県はもっと考え
ていかないといけないなと思っておりますので、知
事、頑張ってください。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時47分休憩
　　　午後４時47分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○當間　盛夫 議員　復職に向けたプログラムは今ま
でこれまでも各議員が質問をいたしましたので、私は
この(4)番目。
　愛知県で今、休み方改革プロジェクトを推進してい
るんですけど、県はこれをどのような形で取り入れて
いきますか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　愛知県の休み方改革プロジェ

クトは、経済界・労働界・教育界と共にワーク・ライ
フ・バランスの充実と生産性向上による地域経済の活
性化を目指す運動で、休暇取得の機運醸成に係るイベ
ント開催や休暇取得を積極的に推進する企業の認定、
公立学校における県民の日学校ホリデーの創設などの
取組が行われていると認識しております。
　沖縄県職員の労働環境の改善につきましては、時間
外勤務の縮減に取り組むとともに年休等の取得促進、
時差通勤、在宅勤務制度の活用等に取り組んでいると
ころであります。多様な働き方が可能となる職場環境
の整備に向けては、職員とのコミュニケーションを図
るとともに、この愛知県のような他県の先駆的取組の
情報を収集し、研究してまいります。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　最後に、企業局の水道料金につ
いてでありますが、当面据え置く市町村があるんです
けど、その財政負担額、お分かりでしたらお教えくだ
さい。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　水道料金を据え置いておりま
す市町村等が企業局から水道用水を購入する費用につ
いては、令和５年度の給水実績を基に試算いたしま
すと、去る10月１日から来年３月31日までの半年間
で、約12億円の増額となります。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　それでは(2)になるんですが、今
回約７億円の純利益を計上されております。そして、
広域化施設に係る事業や耐震化事業、ＰＦＯＳ等の除
去に対する事業等は一般会計から繰出金を計上して、
改めて料金の低減化の改定をすべきだというふうに思
いますが、見解をお伺いします。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　令和５年度にあっては７億円
の純利益を計上いたしましたが、これは一般会計から
の10億2000万円の特別の補助金があったため発生し
たものでございます。企業局において、一般会計から
の繰入れが認められるものについては、災害の復旧そ
の他特別の理由がある場合に限定されております。先
ほど申し上げた一般会計からの補助金については、電
気料金の高騰が始まった令和３年度からの動力費の増
加分や渇水に係る海水淡水化施設の最大運転への補助
などとなっておりまして、あくまでも一時的なものと
いうふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　皆さん今、補助金の話をしたん
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だけど、ＰＦＯＳとかでもこの繰出金で対応できると
いうのがやっぱり国からあるわけですよ。そういった
一般会計からの繰出しで何ができるかということを、
皆さんはしっかりと検討して、やっぱり料金を一律値
上げというだけの話ではなくて、段階に分けてやって
いるわけですから、その次なる値上げは低減化してい
くということを、ぜひ頑張って検討して実施してくだ
さい。
　よろしくお願いします。ありがとうございました。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利  議員　本日最後の質問者となります
が、よろしくお願いします。
　沖縄社会大衆党の当山勝利です。
　まず１番、知事の政治姿勢について伺います。
　(1)、学校給食費無償化に向けた取組におきまし
て、県からの補助分は何に充てられるのか、また市町
村との調整状況について伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　学校給食費無償化につきましては、６月の第１回市
町村説明会後に行ったアンケートやヒアリングを踏ま
え、９月の第２回市町村説明会において、補助対象経
費や上限額等の制度設計について意見交換を行ったと
ころであります。
　県としましては、保護者の経済的負担の軽減を図る
こと、これを目的としていることから、対象経費は保
護者が負担する額としております。現在、県の予算編
成に向けて、各市町村の令和７年度要望額の調査を
行っているところでありまして、市町村とのさらなる
調整を踏まえ、令和７年１月末までに補助金交付要綱
を策定し、同年４月からの実施に向けて取り組んでま
いります。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　今の御答弁で、保護者が支払う
いわゆる給食費の半額を県が補助するということで、
少なくともその分は保護者の負担が減ることになると
理解いたしました。無償化に向けて、市町村としっか
りと連携できるように調整していただきたいと思いま
すし、それから次年度、給食費が上がるという市もあ
るようですが、そこら辺は対応できますでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほども申し上げましたが、保
護者の経済的負担の軽減を図ることを目的としており
ますので、保護者が負担する額を給食費としまして、
市町村が条例等に定める額、これを補助対象としてい
きたいというふうに考えているところであります。そ

の際に、物価高騰等も加味して改定がなされました
ら、その対象になるというふうに考えております。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　分かりました。
　(2)に移ります。
　７月28日の日米２プラス２におきまして、在日米
軍を統合軍司令部に再編することと南西諸島における
同盟活動の強化が盛り込まれました。日米の軍事一体
化が促進され、沖縄においてさらなる基地負担につな
がるのではないかと危惧しておりますが、知事の所見
を伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　本年７月の２プラス２共同発表では、米国が、在日
米軍をインド太平洋軍司令官隷下の統合軍司令部とし
て再構成する意図を有すること、日米共同演習等のさ
らなる機会を追求すること等が示されております。
　県としては、かねてから米軍基地の整理縮小、さら
なる基地の返還を求めている中、同盟の抑止力・対処
力を強化する取組が本県の基地負担の増加につながる
ことがあってはならないと考えております。引き続
き、国の動向を注視し、政府に対し基地の整理縮小な
ど、基地負担の軽減を求めてまいりたいと考えており
ます。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　今回、首相が変わりまして、ま
た改めて組閣もされました。その中にあって、先に決
められたこの２プラス２の決定事項がさらにどのよう
になるのかというのは、ぜひ県としては注視していた
だいて、沖縄県の基地負担の増加にならないように、
国に対しても申し入れていただきたいと思います。よ
ろしくお願いします。
　次(3)、知事訪米について伺います。
　ア、普天間基地や嘉手納基地における夜間・早朝の
騒音は激化し、また、基地があるがゆえに起こる事
件・事故など県民への過重な基地負担の現実を米国側
にどのように説明し、伝えたのか。また反応はどう
だったのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の訪米においては、国務省・国防総省、連邦議
会議員、有識者など多くの方々と面談し、米軍人によ
る相次ぐ性的暴行事件をはじめ、騒音問題やＰＦＡＳ
問題など、沖縄の基地負担の現状等について直接伝え
ることができました。面談した議員からは、性的暴行
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事件等について書簡を提出するとの発言があったほ
か、沖縄の現状について認識を共有するとともに、今
後も問題解決に向け連携していくことを確認すること
ができました。また、今回初めて共和党系シンクタン
クであるハドソン研究所で講演を行ったほか、ジョー
ジ・ワシントン大学やコロンビア大学でのシンポジウ
ムでも知事が英語で講演を行いました。シンポジウム
に参加した学生からは、沖縄の問題解決のために自分
たちに何ができるのかなど、多くの方々から質問や意
見があり、県の考えが米国の方々に着実に伝わったの
ではないかと考えているところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　続きまして、イです。
　屋久島沖に墜落したオスプレイ機は変速機内のギア
の破断が原因の一つとして報告され、さらに過去５年
間で変速機の故障が60件あったと報道されておりま
す。加えて、米国において海兵隊のオスプレイ機エン
ジンから出火する事故も起きました。しかし、いまだ
にオスプレイ機は運用され続けております。オスプレ
イ機の飛行停止及び撤去に向けて米国側と情報共有は
できましたか。また、米国におけるオスプレイ機に対
する動きはどうだったのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　オスプレイについては、昨年11月の屋久島沖での
墜落事故後、事故原因が究明されないまま飛行が再開
されたことや、県が配備に反対していることなどにつ
いて、国務省や国防総省、連邦議会議員等に対し説明
いたしました。特に、国防総省に対しオスプレイの性
能やパイロットの訓練の問題などに関する報告書の提
出を求めている共和党のグレン・グロスマン下院議員
との面談では、知事から、普天間飛行場の現状やオス
プレイの運用状況について詳しく説明しました。グロ
スマン議員からは、報告書の早期提出を求めたいとの
発言があり、引き続き連携して取り組んでいくことを
確認いたしました。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　アメリカ側でもぜひ動いていた
だいて、このオスプレイ機は欠陥機と言われている飛
行体ですので、ぜひ協力していただけたらと思いま
す。
　ウ、辺野古新基地建設、特に海面下90メートルに
ある軟弱地盤の存在について米国側にどのように説明
し訴えたのか。また相手側の反応や対応について伺い

ます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　辺野古新基地建設問題について、今回の知事訪米で
は、連邦議会議員等のほか、有識者、大学生などに対
し、政府が民意を顧みることなく工事を強行している
ことや軟弱地盤の存在など多くの問題があり、完成は
困難であることなどを説明いたしました。面談した連
邦議会議員等には、米軍事委員会で辺野古新基地建設
問題に関する発言を行い国防権限法の修正案を提出し
ているジル・トクダ議員や、米国会計検査院宛て軟弱
地盤や構造的安定性の影響などに関する調査を求める
書簡を提出している、グアム選出のジェームス・モイ
ラン議員の補佐官が含まれており、同補佐官からは、
グアムの人の声が重要であるように、沖縄の人の声も
大切にされるべきであるとの発言があったところでご
ざいます。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　なかなか、この辺野古の問題難
しいと思います。しかし、この軟弱地盤、知事も非常
に疑念を持たれ、基地はできないだろうと、造ったと
しても沈下していくというようなことも起こるだろう
とおっしゃっています。ぜひ、相手側、米国側の理解
も得つつ、ぜひ辺野古阻止に向けて頑張っていただき
たいと思います。
　エ、米軍基地からの流出の蓋然性が高いＰＦＡＳ問
題について、どのように訴えたのか。また、相手側の
対応について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　米軍基地が汚染源である蓋
然性が高いＰＦＡＳ汚染問題について、基地内への立
入調査が実現していない状況を国務省・国防総省や連
邦議会議員等に説明しております。特に、民主党のエ
リッサ・スロットキン下院議員は、米軍事委員会で国
防権限法におけるＰＦＡＳ規制関連法案の提出に中心
的に関わっており、面談した同議員の補佐官からは、
ＰＦＡＳ問題に対する認識は一致しており、沖縄で起
こっている問題の重要性を理解し、可能な限り一緒に
取り組んでいきたいとの発言がありました。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　続けて質問いたします。
　オ、米軍人による女性に対する性暴力事件が相次い
で起きたこと、通報体制が機能していなかったことに
対し県民は憤っています。この事実をどのように訴え
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たのか、また反応はどうか。防止するための話合いは
あったのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今般相次いで発覚した米軍
人による性的暴行事件及び通報体制の問題について、
国務省・国防総省に対し懸念を伝えた上で、地元との
良好な関係性を構築することができるよう、米軍人等
の綱紀粛正及び事件の再発防止に向けた実効性、透明
性のある取組を行っていただくよう伝えました。対応
した国務省のニコラス・スナイダー日本部長及び国防
総省のグレース・パーク日本部長からは、このような
凶悪事件が発生したことは遺憾であること、事件を受
けての新しいフォーラムがより効果的になるよう、地
元関係者との率直な意見交換ができることを期待して
いるなどの発言がございました。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　これは本当に県民が被害を―
女性ですね。被害を被っているという状況です。本当
にこれは許されざる事件であるので、ぜひ一致協力し
ていただいて、こういうことが二度と行われない、事
件が発生しない方向で取り組んでいただきたいと思い
ます。
　そしてカ、今回の知事訪米において、知事は何を得
たのか。また、最大の成果は何か伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　少し長くなりますが、丁寧に御
説明したいと思います。
　まず今回の訪米において、共和党系シンクタンクで
あるハドソン研究所で私が初めて講演を行い、沖縄の
実情を訴えることができたということ、これは非常に
大きな成果であるというように、アメリカ国内でも話
題になったというように聞いております。講演後には
対談したハドソン研究所のケネス・ワインスタイン日
本部長は、報道機関に対し、沖縄の負担は非常に重い
ということが現実だということを発言したという報道
も聞いています。また、私が面談いたしました連邦議
会議員も沖縄の実情に理解を示し、先ほど知事公室長
から、それぞれの議員の反応もありましたように、特
に性的暴行事件などについて書簡を提出するという具
体的な行動を取るという発言があったほか、大学のシ
ンポジウムでは多くの学生から質問があり、沖縄の実
情に対する理解や関心を得られ、これまでにない手応
えを感じることができたと思っております。さらに、
全米に約4000万人の週間聴取者がいるとされている
ナショナル・パブリック・ラジオにインタビューを受

けました。米軍人による性的暴行事件に関する私の個
別インタビューが放送されたほか、オンライン記事で
地域外交の取組について掲載されるなど、米国内に広
く発信することができました。さらに―これは新し
い情報ですけれども、10月１日ワシントン事務所か
ら、1977年に設立されたリバタリアン系のシンクタ
ンク、ケイトー研究所というところがあります。そこ
の元ロナルド・レーガン大統領の特別補佐官で、ケイ
トー研究所の上級研究員であるダグ・バンドー氏が、
タイトルはちょっと過激なタイトルではあるんです
が、「大日本帝国の罪に苦しめられる沖縄、ワシント
ンは国防総省の支配から島を解放するべきだ」という
タイトルをつけてあります。つまり、私が訪米をして
様々な発言を行ったことを基にして、沖縄の歴史をひ
もときながら、では片方の責任の当事者である米国は
どうするべきかというような、そういうレポートがま
とめられております。内容については、長くなります
ので触れませんが、これらの取組、沖縄県のメッセー
ジを発信するということは、日頃からワシントン駐在
がつぶさにいろんな方々との面談や情報発信、情報収
集などを行い、培ってきた人脈を最大限に生かす形で
実現できたものだというように私は本当に心強く思っ
ています。ですから、これからも改めて沖縄の声を発
信し続けることの重要性はより必要であり、高まっ
ているのだということを実感した訪米活動でありまし
た。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利  議員　ぜひ、そういう情報発信をし
て、相手の共感を呼ぶ。そして、相手と共同作業をす
るということが重要だと思います。今回、あのスケ
ジュールを見て私は驚きました。朝から晩までいろい
ろな場所、いろいろな人、それからシンポジウム、大
学だけじゃなくて県人会の方々とか、いろんな方々と
の意見交換が入ってました。これはやはりワシントン
駐在の働きが大きかったんじゃないかなと思います。
知事は行って分かっていらっしゃると思います。肌身
で感じられたと思いますから。このワシントン駐在、
今回の功績についてありましたら、ぜひコメントいた
だきたいと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほども申し上げましたけれど
も、やはり日頃、駐在が現地にいて、すぐ対応して行
動できるということが非常に重要だと思っておりま
す。例えば、資料を届けるだけではなく丁寧な説明を
行ったり、あるいは議員補佐官から情報をいただいて
外部の有識者の方々と連携を取ったりすることは、現
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地にいなければ生の情報を即共有する関係性をつくる
ことは非常に困難です。そういうことからすると、語
学も堪能なワシントン駐在が、現地において活動して
いるというこの実績は非常に高く、県民からも評価さ
れていただきたいというように考えています。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利  議員　やはり現地にいることによっ
て、人と人とのコミュニケーションが取れて信頼関係
ができる。そして、当然コネクションができて、団体
ともいろんな共有する情報ができるということを通し
て、本当にいろいろなことができると思いますので、
ぜひワシントン駐在にも頑張っていただきたいと思い
ます。
　２番、沖縄県のざる経済脱却のための製造業振興
についての(1)、県は産業連関効果が高いことを理由
に、農林や観光関連等の各分野において製造業を振興
することで域内循環率を高めると考えているようです
が、具体的な施策について伺います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、製造業の振興を図るため、付加価値の高い
製品開発や生産性向上に資する取組への支援に加え、
県内の企業連携による受発注の促進等に取り組んでい
るところです。具体的な支援事例としましては、県産
の黒糖を使用したラム酒の製造や土産品等に使用され
る食品原材料の新たな製造技術の開発など、農林や観
光関連等の各分野との産業連関効果が高い製造事業者
の取組を支援しているところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　産業連関効果が高いということ
で支援されている―それ以外にも支援されていると
いうふうには聞いております。
　それで(2)、県は観光産業、ＩＴ産業、バイオ産業
を推進し、県経済を発展させるための施策を展開して
います。域内循環率を高めるために、これらの産業分
野を支える製造業を振興させてはいかがでしょうか、
伺います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県内の観光やＩＴ、バイオなどの重点産業の振興を
図る上で、県内で自給できるものを増やし、安定的な
供給体制を構築するなどにより、県内製造業の振興を
図ることが重要であると考えております。具体的に
は、観光土産品等を県内で生産する体制の強化や、Ｉ
Ｔ技術の導入による製造工程の効率化、沖縄の多種多

様な生物資源を活用した健康食品や医薬品等の産業化
の促進など、本県経済振興の重点分野と関連する県内
製造業を支援することで、域内循環率の向上が図られ
るものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　方向性は一緒ということですの
で、ぜひ頑張っていただきたいんですが、製造業の中
で製品生産額が一番高いのは食料品製造業です。この
製造業全体と食料品製造業それぞれの製造品出荷額、
それから現金給与総額、それぞれの食料品製造業の割
合を伺います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　令和２年の沖縄県統計年鑑における従業者４人以
上の事業所の数値で申し上げますと、まず現金給与
総額についてですが、総数698億400万円に対し、食
料品製造業285億6800万円で、その割合が約40.9％
となっております。また、製造品出荷額についてで
すが、総数4694億2700万円に対し、食料品製造業
1904億4100万円となっておりまして、その割合は約
40.6％となっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　製造業の中で一番バルクが大き
いのが食料品製造業ですか、ということなんですね。
また、食料品製造業というのは、お土産品であった
り、あと飲食店への食材の提供ということでいうと観
光産業との関連が非常に強い分野でもあると思いま
す。そういうことからすると、この食料品製造業を刺
激してあげる、つまり補助するなり―振興させると
いうことで、効率よく県経済の活性化と域内循環率の
向上に寄与できると思いますが、県はどのようにお考
えでしょうか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では食料品製造業につきまして、地域資源を生か
した付加価値の高い商品開発支援やブランド力強化の
ための認証制度の実施による支援を行うとともに、同
食料品等の域外への販路開拓等の促進に取り組んでい
るというところでございます。さらには、観光や農林
分野等に関連する県内食料品製造業の生産活動への支
援や受発注の促進にも取り組んでいるというところで
ございます。
　県としましては、食料品製造業への支援を強化する
など経済波及効果が最大限に発揮できるよう取り組ん
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でまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　何度も繰り返しますけれども、
一番大きいところを刺激するということが一番大きく
リターンが返ってくるということになりますし、そこ
の県内生産率を上げるということは域内循環率も上げ
られるということになりますので、ぜひしっかりと取
り組んでいただきたいと思います。
　次、大きい３番に移ります。
　学校教育についての(1)、教職員の正規率の改善に
取り組まれていると思いますが、小・中・高校それぞ
れの正規率と改善状況について伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　公立小中学校における令和４年５月１日時点の教員
正規率は81.2％、令和５年５月１日時点は80.3％と
なっております。また、県立学校における令和４年５
月１日時点の教員数に対する本務者の割合は92.6％、
令和５年５月１日時点は92.2％となっております。な
お、令和５年９月に小中学校正規率改善計画を改訂し
たところであり、令和６年５月１日時点の小中学校の
教員正規率は改善を見込んでおります。
　県教育委員会としましては、引き続き計画的な採用
等を行い、正規率等の改善に努めてまいります。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　聞くところによると、高校の正
規職員、それから臨時職員の数は毎年把握されている
ということは聞いてます。ただ、国にそういう調査の
方法がないので、きちんとした正規率というのが出せ
ないというのも聞いております。であれば、この正規
職員と臨時職員の方々の数を毎年公表して、どれだけ
正規率が改善してますよということを出すことはでき
ないのでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　議員御説明のありましたとお
り、文部科学省においては、県立学校に係る正規率の
全国調査は行っていない状況にあります。また、小中
学校と県立学校は定数に関する算定方法も異なります
ので、小中学校と同じような算出ができないという状
況もございます。したがいまして、県立学校につきま
しては、県の独自の方法等で算出をしないという状況
もありますので、現時点においては、毎年定期的に公
表するということは、今のところ考えてはいない状況
にございます。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。

○当山　勝利 議員　そのきちんとしたやり方はでき
ないとしても、それに代替するやり方、そして毎年正
規と非正規の方々の人数を把握しているということ
で、それを公表することできちんと改善できてますよ
ということはできないでしょうかという問いです。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今議員御指摘の方法によって、
県独自で算出することはできるというふうに思いま
す。その公表の在り方については、少し研究して検討
させていただければというふうに思います。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　そもそも国がそういう出し方を
していないというところが問題とは思いますけれど
も、ぜひ検討していただきたいと思います。
　次に(2)、高等学校現場から、勤務時間内に教材研
究ができるよう週当たりの授業持ち時間数を引き下げ
る要望がありますが、対応について伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県立学校における教職員定数の算定につきまして
は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等
に関する法律等を踏まえ行っております。教員１人当
たりの持ち時間数の軽減については、教職員定数の拡
充を図る必要があり、全国都道府県教育長協議会等を
通して、国に要望しております。
　県教育委員会としましては、引き続き教職員の業務
負担軽減に向けた取組の充実に努めてまいりたいとい
うふうに考えております。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　これも国のほうで決められてい
る数があるので、なかなかその職員を―先生方、教
職員の数を増やすことができないということで、引っ
かかっている問題だとは聞いてますけれども、である
ならば、少なくとも総合の時間がありますよね。それ
からロングホームルームの時間、これを含めて週18
時間ということにできないか伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今議員御紹介いただきましたと
おり、この標準法に基づいて算出がなされております
ので、基本的には各学校への定数の配置状況につきま
しては、各管理者と教職員定数に関するヒアリングを
行いまして、各学校の実情を把握して行っているとこ
ろであります。このホームルーム等を対象とするとい
うことについては、なかなか今全体的な調整の中で難
しい状況もありますので、そういう負担軽減も検討し
ながら、学校の実情に応じて配置に努めていきたいと



- 287 -

思います。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　なかなか国との調整があってお
答えしにくいようなところもあるんでしょうけれど
も、ぜひ職員の方々の負担軽減というのをどうやって
やっていくかということもしっかりと考えて―やら
れているとは思うんですけど、また引き続きよろしく
お願いします。
　次、４番に移ります。
　那覇軍港の浦添移設について伺います。
　(1)の計画段階環境配慮書について伺います。
　ア、対象事業に浦添第１防波堤及び浦添第２防波堤
が含まれている理由について伺います。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　本件配慮書におきましては、対象事業の目的におい
て、防波堤も含めた代替施設の位置及び形状というこ
とが記載され、また、対象事業の内容としまして、浦
添第１防波堤及び第２防波堤が記載されております。
　県としましては、事業者である沖縄防衛局が、防波
堤の建設を那覇港湾施設代替施設建設事業の一連の事
業として、環境影響評価の手続を実施しているものと
認識しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　今、環境部長のほうから対象事
業にしている防衛省が―沖縄防衛局なんでしょうけ
ど、防衛省が対象事業にしているということは、防衛
省が事業主体になるということでしょうか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　防衛省が事業の実施主体に
なるかどうかというのはまだ記載されておりませんけ
れども、環境影響評価法におきましては、事業の定義
につきまして、「特定の目的のために行われる一連の
土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築をい
う。」というふうに定義されております。それに基づ
きまして、今回防波堤の建設をこの那覇軍港移設事業
の一連の事業ということで、アセスの手続を実施して
いるというふうに認識してるということでございま
す。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　アセスの対象事業にするという
ことは、結局、防衛省がその事業を実施するというこ
とで理解していいですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　浦添防波堤の整備主体に

ついてですが、那覇港管理組合によりますと、防波堤
の整備主体については現時点で未定とのことでありま
す。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　県が事業をやる場合、アセスを
した場合、それは普通にアセスをしたところが事業主
体になって事業をするということになりませんか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　事業者という形でもちろん事業を実施する予定の者
がアセスの手続は行うんですけれども、こういう形で
一連の事業としてやる場合におきまして、将来、事業
実施の主体が変わる場合がございます。そういった場
合には、このアセスの手続が引き継がれるというよう
な形にもなったりしますので、必ずしも事業を実施す
る者がアセスを実施する者と固定されている、決定さ
れているというものではないというふうに理解してお
ります。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　分かりました。
　これは、那覇港管理組合議会におきましてもありま
した。以前に、沖防波堤に関しましては、那覇港管理
組合が国土交通省に予算化を求めるというような、そ
ういう答弁も正式にあったものですから、ちょっと違
和感を感じたので質問させていただきました。引き続
き県としても、これはどういうことなのかというのは
注目・注視していただきたいと思います。
　次にイです。
　住民意見の数と概要について、また知事意見の概要
について伺います。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　環境影響評価法に基づく配慮書手続におきまして
は、一般からの意見について、事業者から県へ送付す
る規定はございません。そのため、沖縄防衛局に確認
しましたところ、565件の意見があり、その概要につ
いては整理中であるとのことでした。また、本件配慮
書では、埋立面積が必要最小限であることの根拠や埋
立地等の位置、規模等についての詳細な検討経緯が示
されていないことから、これらを方法書において詳細
に示すこと等を知事意見として述べたところでござい
ます。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　565件と多くの意見がそこに寄せ
られたということで、すごく関心のある事項なんだろ
うと思います。
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　ウ、国土交通大臣の意見において事業計画の見直し
の意見がありましたが、所見を伺います。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　本件配慮書に対する大臣意
見は、主に、代替施設等の構造・配置の検討及び累積
的な影響や水環境等の項目に係る環境影響評価の結
果、重大な環境影響を回避または十分に低減できない
場合は、対象事業実施区域の見直しを含む事業計画の
見直しを行うことを求めたものであると理解しており
ます。今後、沖縄防衛局は、国土交通大臣意見を勘案
するとともに知事意見等も踏まえ、環境影響評価手続
の過程において、環境保全について適正な配慮を行う
ものというふうに考えております。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　浦添の西海岸に49ヘクタールの
面積が埋め立てられる、そういう軍港。それから、深
さ25メートルの海に沖防波堤が約4000メートル造成
される浦添第１防波堤、軍港の北側の浦添第２防波
堤。これだけの大きな構造物ができますと、潮流の変
化、それから生き物のすむ環境に大きな影響があると
思います。知事意見からも受け取れますが、ぜひ県と
しては、沖縄の大切な海である浦添西海岸を守るとい
う立場で取り組んでいただきたいと思いますが、伺い
ます。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　那覇港湾施設代替施設建設
事業につきましては、この配慮書手続の後、方法書手
続、それから準備書手続、それから評価書手続という
形で環境影響評価の手続が続いていきます。その中で
事業者におきまして、環境影響の調査の結果を踏まえ
た予測、環境影響の予測、それから評価、それを踏ま
えた環境保全措置というのが示されることになります
ので、県としましては、専門家の意見も聞きながら、
環境保全についての配慮について厳正に審査していき
たいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　よろしくお願いします。
　(2)、那覇軍港の浦添移設において、現有の機能の
確保を目的としていると答弁されてきたところです
が、機能とは何か、県の認識を伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　防衛省によると、現有の那覇港湾施設では、米軍が
必要とする貨物や人員の、沖縄と他の地域との間の輸
送のためその積卸し等が行われており、代替施設にお
いてもこの機能を確保することを目的としているとの

ことでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　現有機能の説明ではあったんで
すけど、私は機能は何かということを聞いているんで
すが、まあ置いておきます。
　それで、県はこれまで那覇軍港の浦添移設により米
軍基地機能が強化され、沖縄の基地負担の増加につな
がることがあってはならないと、こう答弁されておる
わけですが、県が認識する機能強化とは何でしょう
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　那覇港湾施設について、ど
のようなことが機能強化かという具体的なものについ
てはなかなか申し上げにくいところなんですけれど
も、少なくとも先ほど申し上げたような現有の機能を
超える運用等がなされることは、現有機能の強化に当
たるのではないかというふうに考えております。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　なかなか答弁しづらいというの
であれば、私のほうから。例えば、この那覇軍港の浦
添移設におきまして、空母や原潜の運用、これが現有
の機能を超えた機能強化にならないか。そういう認識
でいいのでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　復帰前のベトナム戦争中な
どにおいては、那覇港湾施設に種々の軍艦や原子力潜
水艦の出入りがあったというふうに承知しておりま
す。当然、これについては、現在は認められておりま
せんので、機能の強化に当たるというふうに考えてお
ります。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　であるならば、第４回移設協議
会におきまして、空母や原潜を運用する計画があると
は承知していないと、防衛省は浦添市に回答しまし
た。この件については、県も防衛側に確認されている
と思います。この「承知していない」という言葉を別
の言葉に置き換えると何になりますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　なかなか難しいところなん
ですけれども、空母や原潜を運用する計画があるとは
承知していないですから、そういう話は聞いていない
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ということになるのかなと。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　聞いていないから分からないと
いうことだと思います。ということは、前も言いまし
たけれども、オスプレイ機が普天間基地に来たときの
ことですね。防衛省は１年半以上前ですか、承知して
いないと言っていたけど、突然配備されますというこ
とを発表したわけですよ。私は、このときからこの
「承知していない」という言葉には不信感を持ってい
ます。そして、米軍艦艇や原潜による軍港の運用は、
米軍基地機能の強化であり、沖縄の基地負担が増加し
ます。県はそれを認めない立場ですよね、機能強化
だったら。明確にそのような船が軍港で運用されない
ことを確認できるまで、那覇軍港の浦添移設を認める
べきではないと思いますが、知事の見解を求めます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としては、移設により基
地機能が強化され、沖縄の基地負担の増加につながる
ことはあってはならないと考えておりますので、引き
続き移設協議会において確認を求めてまいりたいとい
うふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　確認だけではなく、しっかりと
こういうことを―受入れ側は浦添ですから、浦添市
民にとっては非常に大きなことです。ぜひ確認だけで
はなく、認めるべきではないと。機能強化を認めない
のであれば、ぜひそういう態度を取っていただきた
い。
　次移ります。
　５番、県庁内におけるＤＸ推進において、体制、人
材育成、環境について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　お答えいたします。
　県では、知事を本部長とするＤＸ推進本部の下、沖
縄県ＤＸ推進計画に掲げる各種施策について、ＰＤＣ
Ａサイクルによる進捗管理を行いながら、県庁内のＤ
Ｘを推進しております。また、デジタル技術に関する
職員研修を実施する等、沖縄県デジタル人材育成方針
に基づく人材育成を行うとともに、モバイルパソコン
及びＷｉ―Ｆｉ環境の整備やデジタルツールを導入す
ることで、ＤＸ推進を加速する環境づくりを行ってお

ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利 議員　改めて伺いますけれども、何を
目的として県庁内でＤＸを推進されるか伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　デジタル技術を活用すること
でＤＸの推進に当たりますが、それによって業務の効
率化、それから住民サービスにおける質の向上・維
持、そういったものが図られるということで考えてお
ります。
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
○当山　勝利  議員　先ほどありました、いわゆる
ツール、これを有効に使うことで仕事の効率化を図る
とか、また働き方改革や職員の皆さんに余った時間で
創造的な仕事をしてもらうとか、そういう時間をつ
くっていくというのが、ある意味一つのＤＸの推進だ
と思うんですよ。その法令遵守とか本当にいろんな縛
りの中で難しいことがいろいろとあると思います。大
変だと思いますけれども、しっかりと推進していただ
きたい。ＤＸ推進本部の長は知事でありますので、知
事の決意を伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　現代の、このいわゆるＩＴ技術
というのは、まさにこのＤＸを推進することと一体と
なって、働き方の改革であれ技術の取得であれ、その
ような環境に合わせていく、そしてそれを取り込みな
がら、より県民サービスに転換していくという形を取
ることで進行しているというように県庁内では認識を
しています。ですから、そのことについてしっかりと
全ての職員がＤＸについての理解を進めながら、それ
ぞれの職場、セクションにおいてもＤＸについて県民
循環のための取組を進めていただきたいというように
考えています。
○当山　勝利 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明９日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時37分散会



- 290 -

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瀬　　長　　美 佐 雄

会議録署名議員　　徳　　田　　将　　仁



令和６年10月９日

　
令和６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第７号）





- 291 -

令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

令和６年10月９日（水曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第７号
令和６年10月９日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　（質疑）
第３　甲第３号議案（知事説明、質疑）
第４　陳情第179号及び第182号の２の付託の件

 
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認定第24号ま　　　
　　　　　で
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第２号議案　令和６年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第４号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第９号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第13号議案　県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　令和５年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　認 定第１号　令和５年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認 定第２号　令和５年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第３号　令和５年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第４号　令和５年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第５号　令和５年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第６号　令和５年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第７号　令和５年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第８号　令和５年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認 定第９号　令和５年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第10号　令和５年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第11号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
　　　　　　　　　　　　 　ついて
　　　　　　認定第12号　令和５年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第13号　令和５年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第14号　令和５年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第15号　令和５年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第16号　令和５年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第17号　令和５年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第18号　令和５年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
　　　　　　　　　　　　 　ついて
　　　　　　認定第19号　令和５年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第20号　令和５年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第21号　令和５年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第22号　令和５年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第23号　令和５年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第24号　令和５年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
決算特別委員会の設置
決算特別委員会委員の選任
日程第３　甲第３号議案
　　　　　　甲第３号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）
日程第４　陳情第179号及び第182号の２の付託の件
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10　番　　新　垣　善　之　議員
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13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員

22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
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46　番　　花　城　大　輔　議員 47　番　　島　袋　　　大　議員
 

説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
小　川　和　美　　政　策　調　整　監
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
阿波連　　　光　　公安委員会委員長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
渡嘉敷　道　夫　　代 表 監 査 委 員

 

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　この際、念のため申し上げます。
　質問においては、議員の質問時間に加え、質問、答
弁を合わせた往復時間を設けており、規定の往復時間
を超過した場合、質問時間が残った状態であっても、
質問は終了となりますので、説明員の皆様におきまし
ては、答弁に際しては、簡潔に、要点をまとめ、明瞭
に答弁していただくよう御協力をお願い申し上げま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１
号議案から乙第15号議案まで及び認定第１号から認
定第24号までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　瀬長美佐雄議員。
　　　〔瀬長美佐雄　議員登壇〕
○瀬長　美佐雄  議員　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。

　皆様、おはようございます。
　日本共産党ヌ瀬長美佐雄ヤイビーン。
　今日、衆議院が解散し、27日投開票となるようで
す。国会で議論を尽くさず、言行不一致の党利党略
解散です。オール沖縄１区から４区まで全員勝利で、
2014年の再現、平和で誇りある豊かな沖縄実現を県
民は諦めない。揺るがぬ民意を日米両政府に示す決意
を表明し、一般質問を行います。
　１、米軍基地問題について。
　(1)、辺野古新基地建設に反対するそもそもの理由
を伺います。
　(2)、辺野古新基地建設を止めるために。
　埋立工事の強行は、地方自治権の侵害、技術的にも
完成しない無理な計画である。新基地の事業費・内
訳、完成までの期間や事業費総額を明確にさせ、財政
的にも破綻した愚かな計画だと国内外に発信し、共有
する必要があります。その取組状況、今後の計画を伺
います。
　(3)、普天間基地の閉鎖撤去実現へ。
　早期実現を求める県民の願いに背を向け、普天間基
地の整備費を日本政府が負担するなど、基地の固定
化、永続化を進めているのではないか。見解を伺いま
す。米軍への思いやり予算の投入に反対すべきではな
いか。この間の日本の負担額、内容を伺います。
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　(4)、米軍関係者による性暴力犯罪・被害根絶へ公
安委員会が持つ権能、警察の管理の発揮を。
　ア、米軍関係の凶悪犯罪の状況を問う。
　イ、公務外、基地外での米軍の犯罪容疑者を身柄拘
束しない警察に対し、県民は疑念を持ち問題視してい
ます。現行の不平等な地位協定に照らしても問題で
す。警察を管理する公安委員会の役割と対応も問われ
ています。見解を伺います。
　２、軍事力増強政策に反対し、沖縄を戦場にさせな
いために地域外交計画の推進を。
　(1)、沖縄振興予算を減額する一方、安保関連３文
書による軍事力増強が進み、沖縄の戦場化へ県民は不
安を高めています。軍事費と振興予算の推移について
伺います。また、軍事力増強政策に反対すべきです。
見解を伺います。
　(2)、地域外交基本計画に基づく取組状況、国連機
関やＪＩＣＡ等との連携と成果及び北東アジア地域自
治体連合に参画する意義と展望を伺います。
　３、南米訪問（ブラジル、ボリビア、ペルー県人会
交流等）を生かすために。
　(1)、南米県系社会との交流及び経済連携事業の発
展が求められています。今回の訪問の成果を伺いま
す。
　(2)、沖縄県人会及び経済連携強化のために南米沖
縄事務所を設置すべきと思うがどうか。
　４、与那国町の自立ビジョン支援で諸課題を解決し
平和な島へ。
　(1)、自衛隊配備前と現在との比較について、人口
や第１次産業、介護事業等の現状を伺います。
　(2)、与那国町自立ビジョンと県地域外交計画を一
体的に進め、ミサイル配備や特定新港計画への町民の
不安を解消し、県の祖納港の整備促進で定住条件・民
生安定に資するように県と町の連携が期待される。対
応を伺います。
　５、農林水産業の振興、農家支援の強化について。
　(1)、農業分野の一括交付金削減の影響が深刻で
す。その影響を踏まえた物価高騰対策での農漁業者支
援、畜産農家への支援強化が求められています。農漁
業者の窮状と支援状況を伺います。
　(2)、国へ価格・所得補償の制度化を求め、農家の
継続経営の支援強化をすべきと思うがどうか。
　６、我が会派の代表質問との関連について。
　デニー知事の訪米の成果とワシントン事務所の役割
に関して、知事訪米の成果との関わりで、ワシントン
駐在員の果たした役割を伺います。
　コロンビア大学でのシンポジウムについては、規模

や内容等について伺います。
　次に、ＰＦＯＳ等に関する国連特別報告者への調査
協力を行った後の期待される効果、今後さらに国連の
人権理事会関係の報告者等の招聘など、継続的に様々
な分野の著名な方々の招聘を進めるべきと思います。
見解を伺います。
　次に、新総理、新総裁に関連して、2013年１月全
ての市町村長や議会議長、県議会議員らが署名した建
白書をオール沖縄の代表団が上京し、安倍総理に手交
しました。同年11月、石破茂自民党幹事長の下で、
うなだれる沖縄自民党の５名の国会議員の記者会見
は、沖縄県民の誇りと尊厳を傷つけ、同時に国家権力
が強権で県民を分断するさまを見せつけた場面でし
た。建白書に至る経過、その内容、意義について伺い
ます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時７分休憩
　　　午前10時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　本日も真 に答弁に努めさせていただきます。
　瀬長美佐雄議員の御質問にお答えいたします。
　軍事力増強政策に反対し、沖縄を戦場にさせないた
めの地域外交計画の推進についての御質問の中の、地
域外交の取組状況等についてお答えいたします。
　地域外交に資する私の海外出張では、昨年度は、中
国、スイス、ハワイ、台湾、東南アジア、今年度は、
米国のワシントンＤＣとニューヨークの国連本部を訪
問いたしました。それぞれの訪問先において、沖縄県
の地域外交の考えや平和を希求する「沖縄のこころ」
を発信するとともに、経済分野における交流やウチ
ナーネットワークとの連携強化を図っています。国連
との連携では、11月に国連特別報告者のマルコス・
Ａ・オレリャーナ氏を沖縄に招聘するほか、国連事務
次長の中満泉氏に対し、来年の沖縄全戦没者追悼式へ
の参加の打診をしているところです。ＪＩＣＡとの連
携では、南米やパラオ共和国との経済交流等を進めて
いるところです。今年９月にオブザーバー加入した北
東アジア地域自治体連合については、経済や環境、教
育等の幅広い分野において海外自治体との新たなネッ
トワークの構築が期待できると考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
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せていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍基地問題について
の中の(1)、辺野古新基地建設に反対する理由につい
てお答えいたします。
　県は、米軍基地が沖縄に集中し過重な負担になって
いること、過去の県知事選挙や県民投票によって辺野
古埋立てに反対する圧倒的多数の民意が示されたこ
と、辺野古・大浦湾の貴重な自然環境を保全し、次世
代に引き継ぐべき必要があることから、普天間飛行場
の辺野古移設に反対しているところです。また、政府
が唯一の解決策とする普天間飛行場の辺野古移設につ
いては、提供手続の完了までに約12年を要するとさ
れており、軟弱地盤の存在を勘案するとさらなる工期
の延伸も懸念されます。
　このため県としては、普天間飛行場の県外・国外へ
の移設、早期閉鎖・返還及び速やかな運用停止を含む
危険性の除去を引き続き政府に強く求めてまいりま
す。
　同じく１(2)、辺野古新基地建設問題への今後の取
組等についてお答えいたします。
　県はこれまでトークキャラバンや国連訪問、知事の
訪米活動、ワシントン駐在による情報発信等を通じ
て、辺野古新基地建設問題は、対話により解決を求め
ていくことが重要であることを発信してまいりまし
た。また、政府が唯一の解決策とする普天間飛行場の
辺野古移設は、軟弱地盤の存在が判明し、技術的にも
完了が困難であることが明確になりつつあることや工
期の延伸と費用の増加が懸念され、一日も早い危険性
の除去につながらないこと、代執行の問題が本県に限
らず全国でも生じ得る地方自治の問題であることなど
についても、広く国内外に発信しているところです。
　県としては、引き続きこれらの取組に加え、国連関
係者の招聘やＳＮＳ等を活用した情報発信の一層の充
実を図るとともに、さらなる効果的な情報発信の手法
について検討を行ってまいります。
　同じく１(3)、普天間飛行場の返還、思いやり予算
等についてお答えいたします。
　防衛省が2013年度から2023年度までに普天間飛行
場の補修工事として契約した金額について、沖縄防衛
局に確認したところ、約192億円となったとのことで
す。普天間飛行場の一日も早い危険性の除去は喫緊の
課題であることから、同飛行場の固定化は絶対にあっ
てはならないと考えており、県はかねてから政府に対
し、同飛行場の運用停止に向けた新たな期限を含めた

スケジュールを具体的に示すよう要望しております。
また、いわゆる思いやり予算として、日本政府が負担
した1978年から2024年までの総額は、８兆4961億
円となっており、その使途は、労務費や訓練移転費、
訓練資機材調達費などとなっております。
　県としては、同経費の在り方については、今後とも
国政の場で十分に議論を深めていただきたいと考えて
おります。
　次に２、軍事力増強政策に反対し、沖縄を戦場に
させないための地域外交計画の推進についての中の
(1)、防衛予算と沖縄振興予算の推移等についてお答
えいたします。
　令和６年度、2024年度の沖縄振興予算は2678億円
で、平成26年度、2014年度の3501億円と比べると
823億円、約24％の減となっております。また、令和
６年度の防衛関係予算は７兆9496億円で、平成26年
度の４兆8848億円と比べると３兆648億円、約63％
の増となっております。政府は、防衛力整備計画の期
間内における防衛力の抜本的強化を実現するため、必
要な事業を着実に実施していくとしております。
　しかしながら、県としては、米軍基地が集中してい
ることに加え、自衛隊の急激な配備拡張による抑止力
の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生
ずることを懸念しております。
　次に６、我が会派の代表質問との関連についての中
の(1）、知事訪米の成果におけるワシントン駐在の
役割についてお答えいたします。
　今回の訪米に際し、ワシントン駐在は、日頃から
培ってきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者等と
の面談に当たっての人選及び取付けや、共和党系シン
クタンク、ハドソン研究所での講演、民主党のプログ
レッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、議員補佐官を
集めたブリーフィングといった新たな取組の実現な
ど、大きな役割を果たしております。また、米国政府
関係者、有識者、沖縄とゆかりのある方々など100名
以上を集めた県主催による沖縄ナイトやワシントンＤ
Ｃ沖縄会及びニューヨーク沖縄県人会との懇親会にお
いて多くの方々と交流し、ネットワークを強化できた
ことについては、ワシントン駐在が現地に根づいて活
動をしている大きな成果の現れであると考えておりま
す。
　同じく６(2)、コロンビア大学でのシンポジウムに
ついてお答えいたします。
　コロンビア大学では、知事が英語で講演した後、同
大学のケネス・盛・マッケルウェイン客員教授との意
見交換及び学生を中心とした参加者との質疑応答を行
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いました。同シンポジウムには、ほぼ満席に近い約
70名の参加があり、講演では、米軍基地から派生す
る諸問題や日米地位協定の問題について説明しまし
た。特に、辺野古新基地建設問題について、生物多様
性が極めて高い美しい海が埋め立てられていること、
予算や軟弱地盤の問題などの疑問が山積しているにも
かかわらず、工事が強行されていることなどを説明し
ました。また、地域の緊張緩和と信頼醸成に向けた
沖縄県の地域外交の取組を紹介しました。参加者から
は、沖縄の問題解決のために自分たちに何ができる
か、普天間飛行場の県外移設は可能かといった米軍基
地問題に係る質問のほか、厳しさを増す安全保障環境
に対する沖縄の考え方や県独自の地域外交の取組、言
語や文化の保存など、非常に多くの質問があり、沖縄
に対する理解や関心が高まったと考えております。
　同じく６(3)、国連特別報告者等の招聘についてお
答えいたします。
　有害物質と廃棄物に関する国連特別報告者であるマ
ルコス・Ａ・オレリャーナ氏を今年11月に招聘し、
沖縄の基地問題等の解決の必要性について同氏の理解
を得ることで、沖縄訪問後も国連の場や国際社会にお
いて、沖縄の問題を取り上げていただくことが期待さ
れます。また、去る９月の知事訪米の際に面談を行っ
たアメリカン大学のピーター・カズニック教授につい
ては、年度内の招聘に向けて調整を進めたいと考えて
おり、国連事務次長で軍縮担当である中満泉氏につい
ては、来年の沖縄全戦没者追悼式への参加を打診して
いるところです。
　県としては、このような国際社会の理解と協力を得
る取組を行うことで、沖縄県の取組を後押しする国際
世論の形成に今後とも取り組んでまいります。
　同じく６(4)、建白書の意義等についてお答えいた
します。
　建白書については、オスプレイの配備に反対する沖
縄県民大会が開催されたにもかかわらず、市街地の中
心にある普天間飛行場に強行配備されたことから、オ
スプレイの配備撤回、普天間基地の閉鎖・撤去、県内
移設の断念等を求め、平成25年１月28日に、沖縄県
議会、市町村、市町村議会、各会派代表者などの連名
で、当時の安倍総理大臣及び関係閣僚に提出されてお
り、大きな意義があったものと考えております。しか
しながら、普天間飛行場の閉鎖・撤去は実現しないま
ま建白書の提出から11年が経過し、県民から反対の
民意が繰り返し示されている辺野古新基地建設が進め
られております。
　以上になります。

○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、米軍基地問題について
の質問のうち(4)のア、米軍関係の凶悪犯罪の状況に
ついてお答えをいたします。
　復帰後の昭和47年以降、本年９月末までの凶悪犯
検挙件数の総数については、592件となっておりま
す。内訳については、殺人が27件、強盗が400件、放
火が25件、強姦、刑法改正後の不同意性交等が140件
となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　公安委員会委員長。
　　　〔阿波連　光　公安委員会委員長登壇〕
○阿波連　光 公安委員会委員長　現在、公安委員長
を務めております阿波連です。よろしくお願いしま
す。
　１、米軍基地問題についてのうち(4)イ、公安委員
会の役割として、県警察に身柄拘束するよう指導すべ
きではないかについてお答えいたします。
　現行の警察制度において、県公安委員会は、警察運
営についての個別的または具体的な指示を行うのでは
なく、大綱方針を定めて事前事後の監督を行うものと
されています。米軍関係事件にかかわらず、被疑者の
身柄拘束を行うには、刑事訴訟法等の定める手続に基
づく必要があり、県警察においても、これら法律に基
づき、逮捕等の手続が取られているものと承知してお
りますが、公安委員会が個別の事件における逮捕権行
使の是非について県警察を指導することは、法令上予
定されておりません。
　公安委員会としましては、引き続き県警察を適切に
管理してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　３、南米訪問
を生かすことについての(1)、南米訪問の成果につい
てお答えいたします。
　本年８月に池田副知事が、ボリビア、ペルーを訪問
し、記念祭典への出席、県人会との交流・慰労、功労
者表彰、県系企業の視察、政府関係者との意見交換等
を行いました。現地の関係者から直接お話を伺うこと
により、ニーズや課題を把握することができたこと
で、ボリビアにおいては、現状を改善する何らかの対
応が必要であると判断し、オキナワ道路の早期整備に
ついて、外務大臣宛て要望したところです。引き続
き、南米訪問の成果をウチナーネットワークの継承・
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発展につなげてまいります。
　同じく３の(2)、南米事務所の設置についてお答え
いたします。
　県では、現在、現地の要望を踏まえ、南米と沖縄県
の連絡体制の構築や経済発展につながる可能性調査を
実施しております。南米事務所の設置については、関
係部局及びＪＩＣＡ沖縄等の関係機関と連携し、現地
の沖縄県人会との意見交換、本調査結果を踏まえ検討
してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　４、与那国町の自立ビジョン
支援による平和な島に向けた諸課題解決についての中
の(1)、与那国町の人口の現状についてお答えいたし
ます。
　１月１日時点の住民基本台帳人口によると、自衛隊
配備前における与那国町の人口は、平成23年の1581
人から、平成28年には1490人まで減少しておりま
す。一方、平成28年３月の自衛隊配備後における与
那国町の人口は、平成29年に前年と比べて214人増と
なる1704人となった後、令和６年の1699人までほぼ
横ばいで推移しております
　同じく４の(2)、与那国町との連携による地域振興
についてお答えいたします。
　与那国町において、役場、議会、住民が一体となっ
て策定した、与那国・自立へのビジョンには、自治と
自律の島、交流の島、自立経済の島をはじめとした目
指すべき将来像等が定められております。県では、離
島振興計画に基づき、与那国町において、交通・生活
コストの負担軽減などの定住条件の整備のほか、ＩＣ
Ｔを活用したテレワーカー等の人材育成、離島の魅力
を生かした産業振興などに取り組んでおります。
　県としましては、引き続き与那国町等とも連携しな
がら、与那国町の振興に資する施策を推進してまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美  農林水産部長　４、与那国町の自立ビ
ジョン支援による平和な島に向けた諸課題解決につい
ての(1)のうち、与那国町の第１次産業の現状につい
てお答えいたします。
　与那国町の第１次産業のうち、サトウキビは、平成
27・28年期の収穫面積127ヘクタール、生産量6135
トンに対し、令和５・６年期は収穫面積84ヘクター

ル、生産量3869トンと減少しております。また、肉
用牛では平成27年の飼養戸数36戸、飼養頭数660頭
に対し、令和５年は飼養戸数35戸、飼養頭数824頭と
頭数は増加しております。
　次に５、農林水産業の振興、農家支援の強化につい
ての中の(1)、農漁業者の経営の現状と物価高騰に対
する支援についてお答えいたします。
　近年の物価高騰に伴う生産コストの上昇や肉用子牛
の価格下落等により、農漁業者の経営は厳しい状況に
あります。このため県では、飼料、肥料、水産関係に
おける物価高騰等に対する県独自の支援として、配合
飼料価格差補助緊急対策事業、肥料価格高騰緊急対策
事業、燃油費緊急支援事業など、これまでに総額58
億円を予算措置したところです。引き続き、関係機関
と連携し、農漁業者の経営安定に向けて取り組んでま
いります。
　同じく５の(2)、農林水産物の価格と所得補償につ
いてお答えいたします。
　現在、国においては、食料・農業・農村基本法の改
正に伴い、食料が持続的に供給可能となる価格が形成
される仕組みの構築に向けた議論がなされており、県
としましても国の動向を注視しているところでありま
す。また、県では、農林水産業の経営安定と生産供給
体制を確保するため、野菜や肉用牛等の価格安定対
策、共済制度や収入保険への加入促進などの経営安定
対策に取り組むとともに、担い手の経営力強化に向け
て、災害に強い施設整備の導入や農地の集積・集約化
など、各種施策を総合的に推進してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　４、与那国町の自立
ビジョン支援による平和な島に向けた諸課題の解決に
ついての(1)のうち、与那国町の介護事業の現状につ
いてお答えします。
　与那国町の要介護・要支援の認定者数は、介護保
険事業状況報告によると、自衛隊配備前の平成28年
２月の67人に対し、令和６年６月も67人となってお
ります。また、介護事業所等については、訪問介護や
通所介護などの居宅介護サービス等が平成27年４月
１日時点では15事業所、特別養護老人ホームの施設
サービスが１施設に対し、令和６年４月１日時点では
居宅介護サービス等14事業所、施設サービス１施設
となっており、居宅介護サービスで１事業所減少して
おります。
　以上でございます。
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○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄  議員　答弁ありがとうございまし
た。
　我が党の代表質問関連で伺いましたコロンビア大学
でのシンポジウムについては、多数の参加があり、活
発な意見が学生からも寄せられたと伺いました。自民
党が本会議で10人程度の参加と言われていたので心
配しましたが、正確な情報で議論をされたほうがいい
かと思います。
　そして、３点目に伺いました建白書に至る経過とそ
の内容、意義等々について、保守的な立場が容認でき
ないと。当時の翁長雄志知事―那覇市長でしたが、
沖縄の米軍基地は、自ら望んで提供したものではなく
て、文字どおり戦争で取り上げられ接収され、銃剣と
ブルドーザーで取り上げられた基地だと。それを新た
な基地を容認し、それを認める基地との共生・共存は
御免だというのが当時でも、今でも保守的な立場の反
対の大きな理由かと思いますが、その基地の形成過
程、そこが本当に問題だと思いますが、どうでしょう
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　基地の形成過程につきまし
ては様々ありますけれども、まず第２次世界大戦―
沖縄戦の終戦を迎えた後に、沖縄県民は収容所に集め
られ、その間に米軍が各地で基地を拡大し、その基地
が現在にも至っている。普天間飛行場などがその一例
になっているというふうに承知しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　質問５、農家支援の強化につ
いて伺います。
　ＪＡ沖縄中央会に出向き、赤嶺政賢衆議院議員と県
議団も共に意見交換をしてきました。物価高騰による
深刻な実情、特に畜産経営は離農や廃業の影響が大き
い。初期投資に大きな経費が必要で、一から始めるこ
とは困難なので、とにかく経営が持続できる支援が必
要だと語られ、ＪＡ沖縄中央会からは一括交付金を増
やしてほしいと要望を受けました。
　質問の１点目は、農業分野の一括交付金削減の影響
について伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　沖縄振興一括交付金は、離島条件不利性などの対応
や沖縄ブランドの確立など、本県の農林水産業の振興
に必要不可欠な財源であると認識しております。その
うち、農業農村整備に係るハード交付金は、予算減額

の傾向が続き、事業化の見送りや事業期間の長期化な
どが生じ、事業効果の発現の遅れなどが懸念されてお
ります。県は、沖縄振興予算の確保に向け、国と意見
交換を重ねるほか、国に対して要望するなど理解を求
めており、引き続き必要な予算確保に向け、関係機関
等と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　次に、直近の畜産農家の離農
や廃業の状況が懸念されます。その理由について伺い
ます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　国が実施している経営離脱調査におきまして、本県
の令和５年に離農した畜産農家は103戸で、令和４年
の79戸に対して、30.4％の24戸増加しております。
主な離農理由ですけれども、高齢化、後継者不在を
理由とする離農者が64.1％の66戸。経営不振を理由
とする離農者が14.6％の15戸。その他、従事者の事
故、病気、死亡などが21.3％の22戸となっておりま
す。また、離農者のうち70歳以上が65％の67戸と最
も多く、次いで60代が21.4％の22戸と、60代以上が
占める割合が多くなっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　次に、日本共産党は国会で、
必要な予算を計上し、十分な支援をすべきだと求めて
おります。国の予算額や仕組みが畜産業者の要望に応
えられておりません。物価高騰対策が前年度比で物価
高騰した際に適用する補助制度で、物価が高止まり
し、前年比で変わらないために助成金が活用できな
い。この制度は改善が急務です。
　その対策と併せて、県独自の畜産農家支援の状況を
伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、畜産農家の経営安定を図るために、県独自
の支援として配合飼料購入費の補助拡充、子牛競り価
格下落に対する補助拡充に加え、優良繁殖雌牛の子
牛に係る支援について、本年６月議会において17億
8000万円を予算措置したところです。また、飼料価
格高騰、子牛価格の下落により、畜産農家の経営状況
が厳しいため、肉用牛経営サポート体制の強化や優良
な子牛生産のための技術指導、県内金融機関へ返済期
間延長などの配慮を求める文書の発出など、様々な支
援に取り組んでおります。あわせて国に対しまして、
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本年８月、配合飼料価格安定制度の見直しと予算確保
について、肉用子牛価格下落に対する支援の強化につ
いて、離島地域における肉用牛経営安定対策の強化に
ついての要請を行ったところであります。引き続き、
重点支援地方交付金を含む国の補正予算など、国の動
向を注視しつつ、畜産農家の経営安定に取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　農産物の輸入自由化やＴＰＰ
関税の撤廃制度導入、減反政策、生産資材の外国依
存、食料自給率の目標を棚上げする自民党農政の失敗
は明らかです。農業基本法や食料供給困難事態対策法
改正の中で参考人は、ＴＰＰ等関税を撤廃して、国境
を開く以上、所得で農家に補償していくことしかない
と述べ、価格保証や所得補償が日本でも必要だと委員
会で答弁しております。沖縄の農家を育成・支援し、
農業経営を維持し、食料自給率を高めるためには、国
に所得補償制度の創設を求める。このことが必要です
が、改めて伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、生産者の所得を確保し、農林水産業の振興
を図るため、野菜や肉用牛などの価格安定対策や共済
制度、収入保険への加入促進などの経営安定対策に取
り組んでいるところであります。また、担い手の経営
力強化に向けて、災害に強い施設整備の導入や農地の
集積・集約化など、各種施策を総合的に推進している
ところです。
　農業者の所得向上の取組についてでございますけれ
ども、国が策定した沖縄振興基本方針では、農林水産
業の振興に関する基本的事項として、農業者の所得向
上を目指すことなどが記載されております。県では、
当該方針を踏まえ、新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画において、沖縄ブランドの確立と生産供給体制の強
化、多様なニーズに対応するフードバリューチェーン
の強化、担い手の経営力強化や成長産業化に向けた基
盤整備など、各施策を総合的に取り組むこととしてお
ります。引き続き、農業者の所得向上に努めてまいり
たいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　農家の経営を守るためには、
もう価格保証も所得補償もしないと成り立たないとい
うことを言いたかったのでありました。そして、日本
の農業予算は２兆円台です。軍事費の４分の１しかあ

りません。軍事費を削って食料自給率向上のための農
家支援強化を衆議院選挙で争点にしていきたいと思い
ます。
　続きまして、与那国町について伺います。
　１点目、第１次産業が離島における定住条件の基盤
ですが、与那国町議からは、与那国の水稲は赤信号、
サトウキビと畜産は黄色信号で壊滅の途にあり、米作
農家は１戸、二期作可能な田園が荒廃し、離島での第
１次産業の衰退は島の存亡の危機だと大変憂慮されて
おりました。
　もう質問はやりませんが、次に介護保険事業につい
て。
　特別養護老人ホームが閉鎖すると伺いましたが、与
那国町における対策が必要かと思います。これについ
ても現状として30人規模でしたか、それが閉鎖する
んだと。これに対する対応をしっかり求めたいと思い
ます。
　次に、県の祖納港の早期整備が必要です。整備の現
状、課題、完成後の期待される効果について伺いま
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　祖納港は与那国島の地域
振興を支える重要な港湾と考えており、平成25年度
から静穏度向上を目的に事業を進め、平成29年度に
波除堤の整備を完了したところであります。現在、船
尾岸等の整備を進めているところであり、引き続き予
算確保に努め、早期完了に向け取り組んでまいりたい
と考えております。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄  議員　特定港湾整備計画が持ち上
がっているようですが、住民は置き去りで、町長が独
断で進めており、町議会議長や教育長からは、町民の
合意はなく、祖納港が整備されたら必要性もないと
伺いました。久部良漁港があり、祖納港が整備されれ
ば、費用対効果の面で新たな港湾整備の必要性はある
のか、認識を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　与那国町における新たな
港湾の整備については、現在、祖納港で実施している
静穏度対策事業の整備効果等を踏まえた上で、その必
要性について検討していく必要があると考えておりま
す。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　次に、与那国町自立ビジョン
は、町民で議論し策定した与那国町民の精神的な支柱
だと伺っております。県の地域外交計画の方向性と合
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致するものであります。行政の縦割りから、各部署連
携で横串を入れる離島自治体の定住条件整備を総合的
に進める必要があります。それを与那国でモデル的に
離島振興に位置づける、その考えはないか伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　現在、与那国町の定住条件の
整備に向けては、交通コストの軽減であるとか観光産
業の振興、それから特産品の販路拡大、そういった
様々な取組を行っております。離島の振興について
は、多岐にわたる分野の取組が必要だと思っておりま
すので、引き続き定住条件の整備に向けて、そのよう
な取組を行ってまいりたいというふうに考えておりま
す。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　離島それぞれ島々の特徴と課
題があり、これを県庁挙げた総合力で、一つ一つに特
化した形で手だてを尽くしていくという考え方を求め
たものです。もう答弁はいいです。
　続きまして、南米訪問に関する質問で、Ｏｋｉｎａ
ｗａ Ｔｏ 沖縄事業の再開を求める県人会の方がおり
ました。それは、コロニア・オキナワから石垣市のゆ
いまーる牧場に大豆等を輸入した事業のようですが、
これについての課題。そして、その課題を解決し、県
内企業の国際貿易の展開支援を進めるべきだと思いま
すが、どうでしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　Ｏｋｉｎａｗａ Ｔｏ 沖縄は、ＪＩＣＡが2020年か
ら展開している取組で、ボリビアのオキナワ移住地の
生産品を母県である沖縄県に輸入するプロジェクトで
あり、いずれは双方向の経済交流を目指したものと聞
いております。現在、輸出入は行われておらず、ボリ
ビアからの物流コスト面、コンテナ輸送による品質管
理、種類や量の確保などが課題と考えられておりま
す。
　県としては、相互ニーズを把握する必要があること
から、現在、南米で実施している現地調査の結果を踏
まえ、今後双方向の経済発展につなげるための対応策
を検討してまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　ぜひ実現させていただきたい
と思います。
　続きまして質問２、地域外交基本計画に係る再質問
です。

　まず、これまで各分野で多彩に取り組んできた事業
の上に沖縄の強みがあり、それを地域外交で束ね統括
する平和・地域外交推進課を設置した意図、平和構築
に向けた展望について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　地域外交を推進していくに当たり、県は沖縄の強み
である地域的優位性あるいは伝統文化や精神文化、島
嶼地域としての独自の知恵、あるいは県系人並びに他
分野における国際的な人的ネットワークを最大限に活
用し、地域外交を展開していきたいと考えておりま
す。そのため、これまで数多くの国や地域を対象に実
施されてきた平和交流や観光物流などの経済交流、ウ
チナーネットワークに代表される県系人交流、ＪＩＣ
Ａ沖縄との連携による島嶼地域等への国際協力貢献活
動などの取組を部局横断的に統括し、一体的・戦略的
に展開することで、より相乗効果の高い県独自の地域
外交が推進できると考えております。そして、地域外
交を展開することで、アジア太平洋地域の信頼醸成と
相互発展が図られ、同地域の平和構築に貢献できるも
のと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　次に質問１、米軍基地問題に
関連して、まず特定利用空港・港湾の計画がされてい
ます。これについては、ジュネーブ条約との関係で県
が問合せをしている。このことは本当に重要だと思う
んです。なぜ、そこにこだわって、はっきりせよと求
めているのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　ジュネーブ諸条約追加議定書においては、紛争当事
国の軍事行動は軍事目標のみを対象とするとしていま
す。このような規定に照らして、特定利用空港・港湾
になることによって、これまで軍事目標ではなかった
民間空港・港湾が、条約上の軍事目標になるのではな
いかと懸念する声があることを踏まえ、ジュネーブ条
約との関係について照会しているというところでござ
います。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　時間の都合で、再質問を準備
されていた皆様には本当に申し訳なく思いますが、最
後にデニー知事に伺います。
　沖縄含めた戦争への危険が高まる中で、軍事要塞
化、日米軍事一体化は御免だと。県民は基地のない平
和な島沖縄の実現をと願う。それに応える知事の決意
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を伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県民は復帰以前、27年間に
わたる米軍政権下の中で人権がじゅうりんされてきた
経緯、そして復帰後50年以上がたった今も沖縄県に
日本全体の70.3％の米軍専用施設面積が集中している
ということについて、常にこの過重な基地負担の軽減
を求めてまいりました。そしてあわせて、今般、沖縄
県では地域外交の基本方針を策定し、この東アジアに
おいて、平和環境の構築と維持を国に求めるだけでは
なく、自らそれを実践していくということを、沖縄県
の方向性としても示させていただきました。そのよう
な中に、ウチナーンチュが求める恒久平和実現の沖縄
の心を発信していくこと、あわせて、基地のない平和
な島を目指す沖縄21世紀ビジョンの実現に向けて取
り組んでいくことを県民の思いとして実現していくこ
とが、沖縄県民の求める、この地域における平和な沖
縄の将来像であるということを思っております。
○瀬長　美佐雄 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　引き続き質問及び質疑を行います。
　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　議長、休憩中に……。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時56分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城　健一郎 議員　皆さん、こんにちは。
　てぃーだ平和ネット、玉城健一郎です。
　今回、改選して初めての一般質問ですので、ぜひ皆
様、よろしくお願いいたします。
　それでは、通告にのっとって質問させていただきま
す。
　認知症についてですけれども、９月21日は世界ア
ルツハイマーデーということで、日本においても認知
症への関心と理解を深めるための日として制定されて
います。今回、私自身も認知症について様々学んでい
く中、特に地域を回っていて、恐らく認知症の患者だ
と思われますけれども、道迷いの方に遭遇することが
３回ほどありました。そういった状況の中で、2025
年団塊の世代が後期高齢者になっていって、介護の需
要が非常に高くなっていく中、認知症について質問さ
せていただきます。

　まず(1)、認知機能の低下による高齢者の道迷いの
現状をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　県内における過去５年の認知症または認知症が疑わ
れる行方不明者の届出人数は、令和元年が82人、令
和２年58人、令和３年57人、令和４年90人で、令和
５年は100人を超えて118人となり、コロナ禍の令和
２年、令和３年を除き増加傾向にあります。また本年
中は８月末現在、暫定値で74人となっており、引き
続き高い数値で推移している状況です。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　認知症の道迷いなんですけれども、県警のほうに報
告が来ているというのは、恐らく御家族からの捜索願
だったりとか、そういったものがあっての数値だと思
います。私も身内に少し認知機能が低下した方がいた
ので、それで６回ほど、僕が経験している中で６回ぐ
らい道迷いをして、その都度―実はこの６回中、警
察に連絡したのは２回ぐらいしかないんですね。なの
で、恐らく警察が把握している、行政が把握している
数値よりも、もっと道迷いの数値というのは高くなる
と思っています。
　そこでお伺いしますけれども、高齢者の道迷いの対
策について沖縄県はどのような対策を行っているか、
御見解をお願いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　認知症高齢者の行方不明の未然防止あるいは早期発
見・保護のためには、地域における見守り体制の構築
が重要と考えております。このため県では、市町村、
警察、消防、公共交通機関等を構成員とした認知症高
齢者等見守りＳＯＳネットワークを構築し、認知症の
人の見守り体制の強化と行方不明時の早期発見のた
め、必要な情報共有などを今行っているところでござ
います。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　私の経験上なんですけれどもちょっと―私の場合
は祖父だったんですけれども、95歳ぐらいまで自転
車に乗ってとても元気だったんですけれども、急にこ
の認知機能が低下して道に迷う。最初のうちは近場
のところで大丈夫だったんですけれども、徐々に遠く
なっていって、一番遠いところでは、私、宜野湾市野
嵩に住んでますけれども、そこから南風原だったりと
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か、お隣の北谷町だったりとか、そういったところま
で範囲が広がって探しに行った経験があります。今回
この道迷いについてなんですけれども、この見守り
サービスの中で市町村と連携しながら行っていくとい
うことなんですけど、どうしても広域的な対策という
のが非常に重要になってくると思います。
　そこで少し御紹介させていただきますが、宜野湾市
が行っている施策の中に、見守りサービスでミマモラ
イドという検索システムがございます。こちらちょっ
と説明させていただきますが、どういったものかとい
うと、500円玉ぐらいのチップを持っていれば、この
ミマモライドに対応している自販機、その前を通った
時点でそれが察知して、保護者だったりとか息子さん
だったり、娘さんだったり、御家族のほうに通知がい
くシステムになっています。またこの中でもっとすご
いのが、宜野湾市と警察署のほうが連携しながら、例
えば高齢者がいなくなりましたと、そういった連絡が
あった場合に、日中だったり役所が開いてるときは宜
野湾市、それ以外のときは警察が連携をしながら、先
ほどお話されてましたけれども、見守りおかえりサ
ポーターだったりとか、そういったところと連携をし
て捜査を開始し、発見をしていくという制度なんです
ね。こちら宜野湾市のほうに確認したところ、市内で
は100台にミマモライドをつけていますけれども、そ
れ以外の市町村ではまだまばらなところがあって、例
えば市内であれば捕捉はできるけれども、市外に行っ
た場合はなかなか捕捉ができない、そういった現状が
ございます。先ほど私が申し上げた祖父の場合だと、
南風原に行った場合だったり、北谷町で見つかった場
合というのは、まさに警察の捜索の中での発見でし
た。そういった状況にある中、やっぱり広域自治体と
してこのミマモライドという制度の導入を検討しても
いいのかなと思いますけど、見解はいかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　今議員のほうから御説明がありましたように、認知
症による道迷いを自動販売機が発見し、その位置情報
を保護者のＬＩＮＥへ送るシステムというふうに理解
しています。現在ミマモライドは、宜野湾市のほか、
那覇市の首里地区、浦添市、南風原町、西原町、北中
城村で導入されていると伺っております。この取組に
ついては、今年度より実施しています認知症バリアフ
リー社会推進事業の企業向け官民連携シンポジウムに
おいて取組事例として紹介をさせていただき、県とし
ては、市町村の意向や県としての関わり方を整理し

て、市町村や関係機関と意見交換を行っていきたいと
考えているところです。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ぜひよろしくお願いします。
　この制度、僕が非常にすばらしいなと思うのは、認
知機能が低下したお年寄りでも、その方の尊厳をしっ
かり尊重しながら、こういったチップを持っておけば
自由に生活ができる、まさに日本が進めている地域ケ
アシステムにおける非常に重要な仕組みだと思います
ので、ぜひ検討のほどよろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時４分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　続きまして、観光産業についてお伺いいたします。
　(1)の沖縄の観光業の現状と課題についてお伺いい
たします。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　令和５年度に沖縄県を訪れた観光客数は853万
2600人で、国内客は統計開始以降最多を記録し、外
国客も国際航空路線の復便やクルーズ船の寄港再開
に伴い、段階的に回復している状況でございます。ま
た、１人当たり消費額も年間を通して高い水準を維持
し、令和５年度の観光収入は8507億円と、過去最高
となっております。一方、観光業では、コロナ禍にお
ける離職と需要の回復に伴う人材不足、物価高等によ
る影響が課題となっております。そのため県では、観
光事業者が実施する無人化・省人化の取組や国内外か
らの観光人材の受入れの取組への支援などを行ってい
るところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　今の観光の状況、円安の影響もあって海外だとか国
内客が非常に多くなっていると。その中で課題につい
ては人材不足、そういったところがあるというお話が
ありました。観光業は、特に人材については非正規雇
用が多い産業だとお伺いしています。そこは後の質問
になりますけれども、今観光の平準化というのが、な
かなか１年を通してずっと人を雇用するような産業と
はなっていない。そういった現状がある中、非正規雇
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用だったりとか、契約とかというところにいっている
というお話を伺っています。
　そこで、ちょっと観点を変えますけれども、県内の
土曜日、日曜日に働いてる就業者の割合がもし分かっ
ていたらお願いします。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　観光業を含め、土日に働いている就業者の割合を調
査した資料は確認できていないため、その把握は困難
となっております。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　県内だったらちょっと分かりづらいということなん
ですけれども、昨日ちょっと當間盛夫議員もお話され
てましたけれども、愛知県の休み方改革、資料のデー
タの中で、これ国内の状況なんですけれども、有業者
のうち、平日、土日に働いている人の割合というの
は、平日は82％、土曜日が45.5％、日曜日が30％と
いうことで、土日に働いている方が３割以上いらっ
しゃるというのがこのデータの中で出ています。休み
方改革というところの中で、愛知県の「休み方改革」
プロジェクトというのは、従業員の休暇の満足度を上
げることによって仕事の定着率だったりとか、あと仕
事の効率を上げていくこと、そしてまた学校において
も、親御さんが土日だったりとか祝祭日が休みじゃな
い、そういった方たちに向けて親子一緒にいられるよ
うな、一緒に過ごす時間をつくっていくための制度
で、そういったものをつくっていくために今回、愛知
県は「休み方改革」プロジェクトというものを行って
います。
　そこでちょっと観光の平準化について伺いますけれ
ども、沖縄の観光の問題の中で、夏場と閑散期の差が
あるということで、そういった平準化についての取組
をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　世界から選ばれる持続可能な観光地の形成に向けて
は、観光需要の平準化などにより、沖縄観光の質の向
上を図ることが重要だと考えております。このため県
では、オフ期において誘客が見込まれる修学旅行、ス
ポーツキャンプ、ＭＩＣＥ等の誘致に取り組むほか、
自然、歴史、文化などのソフトパワーを生かした、季
節を問わず楽しめる観光コンテンツの造成などに取り
組んでおります。引き続き、観光事業者と緊密に連携

しながら、効果的に施策を展開してまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　平準化に向けて今取り組んでいるということで、先
ほど御紹介しました愛知県の休み方改革の中で、観光
の平準化というのも書かれています。つまり、日本の
休みというのは、祝祭日だったりとか土日とか、みん
な同じタイミングで休みという状況の中、観光がそこ
に集中している現状がある。そういった状況の中でな
かなかこの平準化が進んでいないというのが課題に
あって、こういった休み方改革をしていくことによっ
て観光の平準化にも寄与するということがこの考え方
であります。
　愛知県では、2023年度からワーク・ライフ・バラ
ンスの観点から、子どもの学び（ラーニング）と保護
者の休暇（バケーション）を組み合わせたラーケー
ションが導入されています。県内でも今年度から座間
味村が導入していますけれども、ラーケーションの導
入について沖縄県の考え方と県教育委員会の考え方に
ついてお伺いします。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　ラーケーションは、昨年９月に愛知県が導入して以
降、徐々に全国に広がりを見せているものと認識して
おります。ラーケーションの導入により、平日の家族
旅行の機会が創出されることで、観光需要の平準化が
期待できるとともに、観光の魅力を知る機会にもな
り、質の高い観光人材の育成・確保につながる可能性
があるものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　ラーケーション制度につきまし
ては、沖縄県内の小中学校では、今年度から座間味村
が導入しており、家族で過ごす時間の確保や旅行等を
通して、子どもの心身の成長を図ることを目的に実施
していると伺っております。
　県教育委員会としましては、教育現場への影響等も
あることから、座間味村の実施状況や他県の動向等を
注視しつつ、ラーケーション制度の在り方について研
究してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　県内でも観光業従事者が非常に多い中、このラー
ケーションの導入というのは、私は非常に重要だと
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思っています。
　通告もしていますが、県内の観光業従事者の割合に
ついて御説明お願いします。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　観光業は、宿泊業に加え、飲食サービス業、小売
業、運輸業など多岐にわたる業種を含むため、県内労
働者に占める観光業従事者の割合を正確に把握するこ
とは困難となっております。なお、国の毎月勤労統計
調査によると、令和６年７月時点の県内宿泊業の常用
労働者数は１万9817人で、県全体の3.97％となって
おります。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　3.97％、ちょっとこの数字が高いのか低いのか、今
の段階では判断できないですけれども、沖縄が観光立
県として成り立っていく中、その観光業従事者が自分
たちの観光ができるということ、また沖縄県民が沖縄
県を楽しむために、そしてまた教育の部分でも、ぜひ
ラーケーションの導入を検討していただきたいと思い
ます。よろしくお願いします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩
　　　午前11時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城　健一郎 議員　よろしくお願いします。
　続きまして３番、ＰＦＡＳへの対応についてお伺い
いたします。
　県内のＰＦＡＳの検出状況をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県が令和５年度に実施しました有機フッ素化合物残
留実態調査の水質調査については、中核市である那
覇市を除く40市町村で実施しまして、嘉手納町の比
謝川を除き、39市町村全てでＰＦＯＳとＰＦＯＡの
暫定指針値以下となっておりました。なお、那覇市の
調査結果についても提供いただいたデータによります
と、暫定指針値以下となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　こちらは今、全水質調査の結果ですよね。今の数値
というのは全水質調査地点の、水質の結果のほうです

よね。そしてあわせて、土壌調査のことについても御
説明お願いします。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　土壌調査につきましては、
県内41市町村で実施しまして、全市町村でＰＦＯ
Ｓ、ＰＦＯＡが検出されております。土壌につきまし
ては、国において基準値が定められていないため、当
該調査結果に対して安全性の評価はできない状況と
なっておりますけれども、県としましては、本年度も
同調査を実施し、残留状況を把握するとともに、汚染
原因の特定に向けて努めていきたいというふうに考え
ております。また、その結果を踏まえまして、引き続
き国に対し早期に基準値を設定すること等を求めてま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございます。
　土壌調査の結果ということでの数値、結構市町村に
よってばらつきがある状況の中、今後、沖縄県は土壌
調査の結果を受けた上で、何かしらの対策とかそう
いったものも考えているのでしょうか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　先ほども申しましたけれど
も、土壌につきましては、国において基準値が設けら
れておりません。また、この汚染原因が―全ての市
町村で検出されているという状況におきまして、どう
いったことが原因で汚染されているのかということも
ちょっと調べないといけないと思っております。そう
いったことも踏まえまして、この土壌調査を引き続き
実施しまして、また土地利用状況とか土地履歴調査等
も併せて行いまして、汚染源の特定につなげていきた
いということとともに、国に対し基準値の設定を求め
ていきたいというところでございます。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　分かりました。ありがとうご
ざいます。
　それでは、ＰＦＡＳへの対応について、米軍基地内
での検出状況と、それについての対応についてお伺い
いたします。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県におきましては、平成28年の全県調査結果を踏
まえまして、数値が高かった米軍基地周辺での調査を
続けてきております。その結果、米軍基地周辺におき
ましては、ＰＦＯＳ等が高い値で検出されておりま
す。その結果を踏まえまして、県では、これまでに嘉
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手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・ハンセンへの
立入り申請を行ってきておりますけれども、いまだ実
現していない状況にあります。このため、国及び米軍
に対しまして、米軍基地内への立入調査を認めること
や、国及び米軍による原因究明調査と対策の実施につ
いて繰り返し要請を行ってきております。また、毎年
度、渉外知事会や軍転協等の要請におきまして立入調
査の実現等を求めているところであり、引き続き国及
び米軍に対し基地内への立入調査の実現等を強く求め
てまいります。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　米軍に対して立入調査を求め
ているということで、こちら環境汚染に関するところ
で求めていると思いますが、例えば、今跡地利用の観
点から文化財だったりとか、そういった調査を行って
いるんですけれども、そういった跡地利用の観点から
普天間飛行場とかの立入調査というのはできないのか
と、そういった声がございますが、その点はいかがで
しょうか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　まず、県が行っている立入調査というのは、1973
年の合意に基づきまして行っているものでございまし
て、汚染が発生しまして地域の福祉に影響を与えてい
ると信ずるに至る合理的理由のある場合に基づいて立
入調査を行っているものでございます。一方、今御指
摘の部分につきましては、環境補足協定に基づく立入
りの際の理由といたしまして、返還後における土地の
利用についての計画の策定を容易にするため立入調査
ができる、申請ができるというふうにされているもの
でございます。これにつきましては、この汚染源の特
定を目的として立入りする場合と目的が異なるという
ふうに考えておりますし、また、この環境補足協定に
基づく申請という話になりますと、汚染があることを
理由としておりませんので、立入りした際の調査の中
身についても異なってくる、あるいはこの汚染源特定
に関する調査というものが認められないことになるの
ではないかというふうに考えているところでございま
す。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　分かりました。
　沖縄県が今、立入調査を求めているのは、あくまで
汚染があることについての調査のために求めていて、
環境補足協定の跡地利用に関してのものというのは、
立入調査の性質が違うので、それは不適切だという認
識ですね。分かりました。ありがとうございます。

　今回、このＰＦＡＳの問題についてなんですけれど
も、水質調査の中でも、企業局とかの調査も含めてで
すけれども、やっぱりこの米軍基地からの汚染という
のが非常に高いことというのは、明らかだと思うんで
すね。全市町村の中で見たところでも、基地があると
ころはやはり数値が高い傾向というのが出ている中、
やはりこれを力強く言っていくこと、連携していく必
要がありますので、ぜひこの辺りをしっかり取り組ん
でいただきますようよろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城　健一郎 議員　すみません、ちょっと順番を
入れ替えますが、パートナーシップ制度の導入につい
てお伺いいたします。
　現在の検討状況と今後のスケジュールについてお伺
いいたします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　制度の検討状況でございますが、県では令和６年度
中のパートナーシップ制度の導入に向けまして、現
在、有識者、それから当事者、支援団体等で構成する
検討委員会を開催いたしまして、制度の要件、それか
ら利用可能となる行政サービスについて意見を聴取し
ているところでございます。要綱案においては、性的
マイノリティー当事者の要望を踏まえまして、通称名
の使用を認めるほか、いわゆるファミリーシップ制度
の導入等について検討をしている状況でございます。
　今後のスケジュールでございますが、パブリックコ
メントを実施しまして、それから市町村との意見交換
も複数回実施しながら、年度内に要綱を制定してまい
りたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎  議員　今このスケジュールについ
て、具体的にいついつにパブリックコメントをすると
か、そういったところまで決まってますか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　現在、パブリックコメ
ントのスケジュールですが、12月中旬頃を予定して
まして、約１か月ほどパブリックコメントを実施し
て、年度内に制度開始というようなスケジュールを考
えております。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　よろしくお願いします。
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　パートナーシップ制度の導入については、やはり求
めている県民も多いですし全国的な流れだと思います
ので、ぜひ力強く進めてほしいということと、質問通
告の中に入れましたけれども、ファミリーシップ制度
についてもしっかり検討していくということで、その
辺りは非常に安心をいたしました。この中では触れら
れてなかったんですけれども、やはり今、選択的夫婦
別姓の議論というのが国会の中で停滞している中、そ
ういった事実婚というものもやはり今後検討する余地
があると思いますので、その辺りも鋭意研究していた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、道路行政についてお伺いいたします。
　県道34号線真栄原大謝名間の渋滞緩和策について
お伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　県道34号線宜野湾西原線の大謝名から真栄原まで
の区間につきましては、沖縄地方渋滞対策推進協議会
において、主要渋滞区間として抽出されております。
県では、これまでに真栄原交差点の右折帯の延長やバ
ス停留所のバスベイ型への改良を行っており、現在、
大謝名交差点において右折車線、左折車線の改良工事
に取り組んでおります。引き続き、当該区間の交通渋
滞緩和に向け取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　県道34号線、地元自治体だっ
たり地元議員から非常に要請がある中で、県の対応と
して道を広げたり、右折帯・左折帯を造ることによっ
て、下の部分とか流れが非常によくなってきてはいま
す。ただ、今、何というか、そういう流れがある中
で、新たに市道11号が開通したりとかいう状況の中
で、道の流れというのは変わってきていて、中腹部の
ほうで非常に渋滞が広がっている現状がございます。
そういったものへの対策もぜひ取り組んでいただきた
いと思いますけど、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　市道11号の開通等により
まして、交通状況に変化があることにつきましては認
識をしております。議員御指摘の交差点につきまして
は、真栄原交番前の交差点という認識をしております
が、当該区間は市道でございまして、当該区間の渋滞
対策については、宜野湾市において対策を検討中とい
うふうに聞いてるところでございます。引き続き、必
要な情報を交換し、意見交換を行いながら渋滞対策に
取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。

○玉城　健一郎 議員　よろしくお願いします。
　あそこで詰まっている状況がありますので、ぜひ市
と連携しながら県道のほうもやっていただきたいと思
います。
　続きまして、最後になりますけれども、鉄軌道の導
入についてお伺いします。
　毎年、多くの議員が質問されていますけれども、現
在の検討状況についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県では、鉄軌道の導入に向け
て、国が課題としている費用便益比等のさらなる向上
に向けた調査検討のほか、鉄軌道と有機的に接続する
フィーダー交通の導入可能性検討や各種導入効果等の
調査を行っているところです。一方、国においても、
費用便益比等の課題や上下分離方式などによる特例制
度の調査を継続して行っていることから、県としまし
ては、鉄軌道の早期導入に向けて、引き続き国への提
案や意見交換を行うなどの取組を進めているところで
ございます。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　鉄軌道の整備についてなんで
すけれども、那覇と名護間を１時間で結ぶための鉄軌
道ということで、21世紀ビジョンにも書かれている
と思います。この鉄軌道の議論、もう20年以上議論
をしている中、なかなか前に進んでいない。その一番
の原因というのがビー・バイ・シー　―費用便益比
ですか、そこの数値が１にならない。最大で0.75とい
う数値の中で、なかなか議論になっていないというと
ころなんですけれども、沖縄県が行ったそのビー・バ
イ・シー、こちら観光客の利用の数値だったりとか、
そういったところで国の調査とちょっと違うと思いま
すけど、その数値の結果というのは１を超えています
よね。その辺りの御説明お願いいたします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県が令和元年度の調査で、本
県の実情に応じて朝夕のピーク、オフピークを考慮し
た独自の便益などを考慮した結果では、ビー・バイ・
シーの結果で1.04というふうな数字が出ております。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　本当にこのビー・バイ・シー
というのは、調査の仕方によっては、これだけ数値の
差が出てくるものだと思います。その中で沖縄県が努
力しながらここまで数値を上げてきています。そもそ
もこの沖縄の鉄軌道についてなんですけれども、戦
前、沖縄の鉄軌道は嘉手納までありましたし、糸満ま
で開通していたという歴史があります。そういった状
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況にある中、この日本に復帰していない期間に日本本
土のほうは、国鉄というところで赤字だろうが何であ
ろうが鉄道が造られてきた。そういった経緯がありま
す。沖縄の場合は、復帰前はずっと米軍統治下という
こともあり、そういった整備が遅れてきた。いわゆる
戦後賠償の側面も一つあると思います。そういった状
況の中、ぜひとも県民の悲願である鉄軌道を導入して
いただきたいと思います。
　この鉄軌道についてなんですけれども、クロスセク
ター効果といって国土交通省が行っていて、地域公共
交通について代替する場合にどれぐらいのコストがか
かるのかという数値なんですけれども、この代替とい
うのは、例えば今ある路線をほかのものに変えていっ
た場合、どれぐらい予算がかかっているのかというこ
とをした上で、その差額を見た上で、例えば赤字であ
ろうが、ビー・バイ・シーが１にいかなくても地域交
通を財政的な負担で考えていこう、それを赤字ではな
くてちゃんと公共サービスとして考えていこうという
考え方なんですけれども、沖縄はまさに―例えば、
渋滞に関して沖縄総合事務局が出した数値では、年
間1455億円ロスをしているという状況があったりと
か、先ほど土建部にも確認しましたけれども、幾ら道
を整備したとしても、渋滞というのは今の状況だとど
うしても生まれてくるものだと思います。そういった
状況がある中、クロスセクター効果とか、沖縄県も何
らかのこういった考え方で調査できないのかなと思い
ますけど、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　いわゆるビー・バイ・シーに
ついては、鉄道プロジェクトの評価手法マニュアルの
中で、貨幣換算の手法は比較的確立された効果を対象
に便益を測定するというふうな形になっております。
10億円以上の公共的な建設事業については、基本的
にビー・バイ・シーが１以上になることが通常事業実
施の目安となっております。議員から提案のございま
したクロスセクターのケースについても、今後我々が
行うビー・バイ・シーの向上の中で活用できるかどう
かも含めて研究してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　玉城健一郎議員。
○玉城　健一郎 議員　ぜひよろしくお願いします。
　鉄軌道が本当にできたら、大分沖縄県も産業的にも
変わってきますし、渋滞がなくなってくると思いま
す。また９月は、沖縄県内のバスを無料化して、公共
交通というのは実はみんなが使いたがっている―無
料だったからかもしれませんけれども、そういった状
況にある中で、沖縄の渋滞の解決のためにも鉄軌道の

導入、ぜひとも力強く取り組んでいただきたいと思い
ますが、知事、それについての決意をよろしくお願い
いたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　定時性、速達性を有し大量輸送
が可能となる鉄軌道の整備、これは言うまでもなく県
民生活の質の向上、そして地域活性化といった社会全
体への影響が非常に期待されております。そして同時
に、戦後最大の事業であると言っても過言ではないと
思います。ぜひ実現に向けて、県民と一丸となって取
り組んでまいります。
○玉城　健一郎 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　よろしくお願いいたします。
　それでは大枠の１番から、新垣光栄、一般質問をさ
せていただきます。
　知事の政治姿勢について(1)、国連関係者の招聘と
訪米行動の成果と課題について知事の見解を伺いま
す。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県は、国際社会からの理解と協力を得ることを目的
に、本年11月、有害物質と廃棄物に関する国連特別
報告者である、マルコス・Ａ・オレリャーナ氏を沖縄
に招聘することといたしました。来県の際には、関係
者との面談や米軍基地周辺などの現地視察、シンポジ
ウムでの基調講演などを予定しております。また、今
回の訪米においては、国務省・国防総省、連邦議会議
員、有識者等との面談だけでなく、共和党系シンクタ
ンクであるハドソン研究所での知事講演やニューヨー
ク日本食レストラン協会関係者への県産品販売促進に
向けたトップセールスといった新たな取組など、幅広
い活動ができたと考えております。今後、面談した連
邦議会議員等との継続的な意見交換やネットワークを
構築することが重要と考えており、引き続きワシント
ン駐在によるフォローアップ等に取り組んでまいりた
いと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　今回招聘が実現したということ
で、大変喜んでおります。感謝申し上げます。
　私は、百聞は一見にしかずということで、現場の視
察をすることに大きな意義があると思って、何回も提
案をさせていただきました。それがナカザト所長をは
じめ、県職員の頑張りで実現することを大変喜んでお
ります。
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　そして、そういった中で、今回沖縄県がアジア各地
の県事務所も行っているような経済活動・交流活動も
一緒に取り入れたということは、大きな意義があった
と思っておりますけれども、今後どのようにそういっ
た活動を拡大していくのか伺いいたします。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　海外との経済・文化などの多面的な交流を通して、
相互に理解を深める活動は、今後の地域外交の基盤に
なるものと考えております。
　商工労働部としましては、現地の情報やニーズ等を
幅広く収集するネットワークの拠点として、海外事務
所の活用を進めるとともに、知事公室をはじめ関係部
局と緊密な連携を図りながら、グローバルな経済成長
を県経済に取り込み、海外との多面的な交流を互恵的
に発展させることによって、地域外交の推進に取り組
んでまいりたいというふうに考えてございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　このような活動が加わることに
よって―私も当初、ワシントン事務所は要らないん
じゃないかなと思っておりました。そういう活動が加
わることによって、今、このワシントン事務所不要論
からやっぱり活用したほうがいいのではないかとい
う、活用論のほうまでなってきたと思っていますの
で、ぜひそういった活動を通して活性化していただき
たい。その中に、また今「しょうへい」という言葉が
大好きになって、沖縄県にゆかりがあるドジャースの
ロバーツ監督も招聘していただければいいのかなと
思っております。
　そして続きまして、石破総理は４日の所信表明演説
の中で、沖縄で約束した日米地位協定の改定などに踏
み込まず、私たち沖縄が望む国内法の適用のための抜
本的な改定ではなく、日米同盟強化のための改定にな
らないか危惧しております。
　そこで(2)、石破茂総裁が総裁選で掲げた日米地位
協定の改定と合意議事録について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　石破総理は、昭和35年に締結されて以来、64年間
一度も改定されていない日米地位協定の改定に取り組
む考えを示しております。県としては、石破総理に対
し、同協定の改定についての県の考えを直接説明した
いと考えております。また、先月、県が行った日米地
位協定の改定に向けたシンポジウムにおいて、パネリ
ストである琉球大学の山本章子准教授からは、合意議

事録は、同協定本文にはない様々な特権を米軍に認め
ている等の指摘がございました。
　県としては、同協定の抜本的な見直しを日米両政府
に求めておりますが、合意議事録についても見直しが
必要であると考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　この改定に向けての講演会、本
当にすばらしい講演会でした。そして、東京で行われ
たイタリア元ＮＡＴＯ軍の空軍司令官レオナルド・ト
リカリコ氏の講演等、今皆さんも頑張っていることに
敬意を表します。私たち総務企画委員会でイタリアに
行ったときも、イタリアの元大統領―ランベルト・
ディーニ氏だったと思うんですけれども、改定は国民
のためにぜひ必要だということを述べておりました。
そういった意味でも私たち沖縄県が要請している抜本
的な日米地位協定改定を早期に実現しないといけない
と思っています。そういった中で、沖縄県が要請して
いる日米地位協定の見直しについて、憲法改正が必要
なのか、見解を伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　米軍基地から派生する諸問題を解決するためには、
米側に裁量を委ねる形となる運用の改善や補足協定の
見直しだけでは不十分であり、国内法の適用など日米
地位協定の抜本的な見直しが必要であると考えており
ます。
　日米地位協定の見直しについて、県は日米両政府に
対し、平成29年に11項目の要請を行い、航空法や環
境保全、検疫等に関する国内法の適用等を求めてきて
いるところでございます。これらの見直しについて
は、憲法改正の必要はないものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　私もその改正は必要ないのでは
ないかということで、日米地位協定第27条、改正条
項を見てみると、「いずれの政府も、この協定のいず
れの条についてもその改正をいつでも要請することが
できる。その場合には、両政府は、適当な経路を通じ
て交渉するものとする。」そういった軽く書かれた条
項ですので、私も必要はないのではないかなと認識し
ています。
　次に(3)、観光目的税の課税方式を定率制とする方
向性を決定したことについて、見解を伺います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　税率につきましては、税収入
を必要とする財政需要額を確保する手段として定める
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こととなります。したがいまして、税収額は財政需要
額の範囲内となります。税率設定に当たりましては、
行政サービスから受ける受益と税負担の観点、納税義
務者等が理解しやすい簡素な税制とすることなどに留
意する必要があります。現在、観光目的税制度の導入
施行に関する検討委員会において税率設定の議論が進
められており、定率制についても協議がなされており
ます。県では、同委員会で取りまとめられた意見を踏
まえ、判断してまいります。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　私も定額制より定率制のほうが
公平性があるのではないかとずっと提案してきまし
た。その中で、沖縄ツーリズム産業団体協議会の提
案、そして制度骨格案の提案など、本当に敬意を表す
るものだと思っています。そこで、そういった皆様が
提案していただいた定率制をぜひ進めていただきたい
と思っています。
　そして、その中で、この観光目的税を地元住民へ還
元する意識がもう少しほしいと思っているのですけ
ど、どのように考えておりますでしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　宿泊税の使途につきましては、大きく５つ、今考え
ているところです。１点目が安全・安心で快適な観光
の実現。これは観光危機管理と海の安全などです。２
点目が観光客の満足度の高い受入れ体制の充実強化。
３点目が観光地における環境及び良好な景観を保全
し、魅力ある付加価値の高い観光地ブランドづくり。
４点目が観光の振興に通じる文化芸術の継承及び発展
並びにスポーツの振興。５点目が地域社会の持続的な
発展を通じて県民理解の促進による国内外からの観光
旅行の促進。これらの新規または拡充する取組に活用
することを想定しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ぜひこの地域社会への持続的な
還元のほうにも力を入れていただきたい。そして、配
分をあまり細かくすると、一括交付金もそうだったと
思うんですけれども、あまり細かくするとスケール感
の大きい事業ができないので、ある程度使途を絞っ
て、大まかなスケール感で大きい事業ができるような
体制にしていただきたいと思っておりますけど、どう
でしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし

ます。
　現在、県と５つの市町村が税を導入するということ
で進めているところです。県では、これまで宿泊税の
導入を予定している５市町村と連絡会議を開催して、
県と導入市町村との税の配分等についても意見交換を
行っているところです。また、先ほど総務部長からあ
りましたように、８月からは検討委員会において、
しっかり県と市町村の税の配分などについても詳細を
議論していただいているところでございます。
　県としましては、納税者の過重な負担とならない簡
素で分かりやすい制度となるよう、市町村等と丁寧に
意見交換を行いながら、導入に向けて取り組んでまい
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ちょっとかみ合っていなかった
です。スケール感の大きい政策をやっていただきたい
ということで、でも時間がないので飛ばします。
　(4)、世界のウチナーンチュネットワークの強化と
人材育成及び南米沖縄会館、オキナワ道路の早期整備
について、知事の見解を伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では現在、ウチナーネットワークの継承・発展の
ため、子弟等留学生、ウチナージュニアスタディー事
業などの次世代の人材育成に力を入れて取り組んでい
るところです。
　南米事務所の設置については、現在、沖縄と南米と
の相互ニーズの把握、交流促進や経済発展につながる
可能性調査を実施しており、調査結果を踏まえ検討し
てまいります。
　オキナワ道路については、現地での現場視察、沖縄
県人会等との意見交換を踏まえ、知事から外務大臣宛
て、早期整備の要望を行ったところです。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　外務大臣宛てに要望書を提出し
ていただいたこと大変うれしく思っています。ありが
とうございます。
　そういった中で、多くの議員から質問がありました
ので別の角度から。この人材交流・経済交流には、ど
うしても現地の子弟の皆さんが沖縄に来て研修をしな
ければならない。そういった意味で、６か月はあまり
にも短過ぎると思ってます。私は、このルーツとして
の沖縄しか知らない、そしてこのアイデンティティー
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の部分をしっかり沖縄で育てていかないと、私たちの
子どもたちもそうなんですけれども、現地の子どもた
ちは３世、４世になって、そういった意識が薄れてい
ると思っています。その意味でも、県が各自治体に協
力要請をして、そういった研修生を３年間任用職員と
して採用して、しっかり沖縄の文化・歴史を学んでい
ただいて、日本語もしっかり学んでいただいて帰って
もらうということを提案したいのですけれども、どう
でしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では現在、ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業
を行っております。この中で、まず１つ目、県内の大
学で科目等履修生として修学する、１年間の科目等履
修生コースＡというものがございます。２点目は、県
内の日本語学校で数か月学んだ後、伝統芸能等を教え
ている各学校・教室・施設で技術研修を受ける１年間
の伝統芸能修得コースがございます。また、海外県人
会等からの要望を踏まえまして、今年度から新たに設
立しましたけれども、県内大学で科目等履修生として
６か月の修学後、６か月の企業等研修を行う１年間の
コースを設けております。今後も海外の県人会や若者
世代のニーズを踏まえ、柔軟に対応してまいりたいと
思います。
　あと、県庁内での雇用とか受入れ期間の延長につき
ましては、本事業とか市町村の子弟等の受入れ事業と
の均衡とか、雇用形態等様々課題がございますので、
どんな対応が可能か研究してまいります。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　よろしくお願いいたします。
　それでは(5)、入札不調となった大型ＭＩＣＥ施設
整備と社会資本整備を含む県経済の展望について伺い
ます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　大型ＭＩＣＥ施設整備は入札不調となりましたが、
県としては、再度の入札公告に向けて取り組むことと
しております。今後は事業者への聞き取り、ＭＩＣＥ
需要調査等を行った上で、有識者で構成する委員会で
事業手法、事業範囲、事業効果、ホテルの整備手法等
を検証し、可能な限り早期の入札公告を目指してまい
ります。
　県としては、引き続き大型ＭＩＣＥ施設整備を推進
し、経済の活性化や産業の振興を図るとともに、東海

岸地域の振興による県土の均衡ある発展につなげてま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　私とってもこのＭＩＣＥが不調
になったことがショックです。多くの議員からも質疑
がありましたとおり、本当に今、私たち沖縄県は誇り
ある豊かな沖縄を目指すということで、誇りある部分
はしっかりやっていただいていると思うんですけど、
この経済の部分があまりにも見えない。もっとしっか
り経済の部分を取り組まないと、この私たち豊かさの
上に様々なものが乗っかってきていると思いますの
で、これは担当を毎年替えるのではなくて、しっかり
やっていただきたいと思うんですけど、知事どうで
しょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　ＭＩＣＥ施設整備につきまして
は、先ほど部長からも答弁をさせていただきました
が、今後有識者で構成する委員会において様々な検証
を加えていただき、可能な限り早期に入札公告を目指
してまいりたいと思いますが、今般、各議員の皆様か
らも御提案がありますように、総合的に経済・観光需
要などそれを県民と共に一体感を持って取り組むため
の組織的な取組を検討してはどうかというようなこと
もございます。ですから、次年度に向けても重要な
テーマであろうと思っておりますので、引き続き全庁
的な議論を加えて、ＭＩＣＥが本当に県勢にとって、
県民にとって非常に各方面での効果の高い、そういう
施設として成長していけるような取組を進めていきた
いと思います。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ぜひ経済のほうも、知事がリー
ダーシップを取って進めていただきたいと思います。
　そして大枠の２番、県土のグランドデザインと中南
部都市圏の形成についてです。
　県土は、県民の限られた資源であり、豊かで人間的
な生活を営むための基盤である。私たちはその県土の
保全と適切な利用に努め、次世代に引き継いでいかな
ければならない。また、私は社会の転換期において、
社会的共通資本を形成・維持するために、県土の公共
性の認識が大きな役割を果たすと考えております。
　そこで、県土の均衡ある発展を支えるサンライズベ
ルト構想の進捗状況について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　沖縄県東海岸サンライズベル
ト構想については、スポーツコンベンション地域の形
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成、マリンタウンＭＩＣＥエリアを核とした東海岸地
域の活性化、円滑な交通ネットワークの形成等を同構
想実現のための展開に位置づけており、令和６年度の
関連事業数が49事業、当初予算額は約149億円となっ
ております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　計画がある事業をしっかり確実
に進めていただきたい。そのためにも、市町村との連
携が必要だと思っておりますけれども、その連携―
協議会も活性化しているのかどうか、連携はどのよう
になっているか伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　サンライズベルト構想の策定
に当たっては、学識経験者のほか関係市町村、それか
ら関係部局で構成される委員会を立ち上げて、そこで
議論しております。引き続き、そういった関係者の皆
様との情報共有を図りながら、施策の展開を進めてま
いりたいと思っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　よろしくお願いします。
　(2)、経済界が提案しているＧＷ2050 ＰＲＯＪＥ
ＣＴＳについて、県の見解を伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県経済界が提案しております
ＧＷ2050 ＰＲＯＪＥＣＴＳ基本構想については、那
覇空港エリアの拠点空港化と駐留軍用地跡地利用の
一体的な開発を目指す構想であるというふうに認識し
ております。新・沖縄21世紀ビジョン基本計画にお
いても、世界最高水準を見据えた拠点空港等の整備や
中南部都市圏の形成と駐留軍用地跡地の有効利用を位
置づけておりますので、将来的な空港機能の強化に加
え、臨空・臨港産業の振興を見据えた周辺開発、これ
を重要な視点だというふうに考えております。
　県としましては、同構想に係る調査結果などを踏ま
え、今後の展開を議論していきたいというふうに考え
ているところです。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　県内の各経済団体が民間主導で
このＧＷ2050 ＰＲＯＪＥＣＴＳを進めております。
そして、このプロジェクトは、那覇市、宜野湾市、浦
添市にまたがる広域的な構想にもかかわらず、県の関
わりが見えない。そして、県の頭越しに予算が計上さ
れていることを、県はどのように受け止めているのか
伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。

○武田　真 企画部長　今回の経済界が提唱している
ＧＷ2050 ＰＲＯＪＥＣＴＳにつきましては、経済界
からの見方からしますと、那覇市、浦添市、宜野湾市
が個別に跡地利用計画を策定していたという経緯を踏
まえて、経済界が主導して、その３つのエリアを一体
的に―空港のエリアも含め、一体的な形で沖縄の持
続発展に向けた取組ができるかという形で、今そうい
う事業の公募を行っていると伺っております。10月
１日に公募を開始しておりまして、それが今月中頃に
は企画提案が行われて、今後審査されるというふうに
伺っているところです。構想自体がこれから策定され
ていきますので、これを策定後に提案をいただきなが
ら、どういった形になるかというのを議論していきた
いというふうに考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　私、民間主導でこのプロジェク
ト構想を立ち上げたことをとてもうれしく思っていま
す。その中で、目的税の場合もそうだったんですけれ
ども、沖縄ツーリズム産業団体からの提案、そういう
提案において様々な議論があるということはとてもい
いことだと思っております。そういった中で懸念され
るのが、このプロジェクトを進めていく中で、都市計
画区域の編成が必要になると思います。そのために
は、これから都市計画区域の編成を行うことになって
いる中南部都市圏構想全体のゾーニングを示したマス
タープランが先に提案されないといけないのではない
か。そして、沖縄振興特別措置法、沖縄振興計画の改
定に組み込まなければならないと思っておりますけれ
ども、県の見解を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　広域都市計画の見直しに
ついてですが、現在、都市計画法に基づく都市計画基
礎調査を行っているところでございます。今後、調査
結果を分析し、関連する上位計画を踏まえ、広域的な
都市計画の在り方を検討してまいりたいと考えており
ます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ぜひ、この計画を成功させるた
めにも、しっかり次期振計の改定に向けて取り組んで
いただきたい。その中で、民間主導のやはりネックに
なるのが社会的共通資本の部分だと思います。そし
て、この社会的共通資本は、今私たち株式至上主義の
中で、企業利益を優先した企業はそこには入れない。
どうしても公共の視点が必要だということで、今回沖
縄振興予算で米軍基地の跡地先行取得が68億円見込
まれたということは、とても大きな部分だと思ってお
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りますので、しっかりその辺も踏まえて進めていただ
きたいと思います。
　それでは大枠の３番、教育行政についてお伺いしま
す。
　沖縄県の学校現場が抱える課題は、社会の急激な変
化に伴い多岐に及んでおります。今、学校現場では複
雑かつ多様な社会の要請などに対応することが求めら
れ、将来の展望が問われております。しかし、小泉政
権下で推進された三位一体の改革で、義務教育費の国
庫負担率が３分の１に引き下げられ、日本の公教育が
崩壊しつつあります。
　そこで(1)、学校給食費の無料化と地産地消につい
て、取組状況、課題について県の見解を伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　学校給食費無償化につきましては、６月の第１回市
町村説明会後に行ったアンケートやヒアリングを踏ま
え、９月の第２回市町村説明会において、補助対象経
費や上限額等の制度設計について意見交換を行ったと
ころであります。現在、県の予算編成に向けて、各市
町村の令和７年度要望額の調査を行っているところで
あり、市町村とのさらなる調整を踏まえ、令和７年１
月末までに補助金交付要綱を策定し、同年４月からの
実施に向けて取り組んでまいります。
　地産地消につきましては、学校給食においてジュー
シー、アーサ汁等の伝統食や郷土食を提供しており、
令和４年度の学校給食における地産食材の利用率は
28.6％となっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　今、学校給食の無料化でいろん
な議論があると思うんですけれども、学校給食費の無
料化は、やっぱり公平性を保つためにも一律にやらな
いといけないと思っています。そういう議論が長引く
のであれば、今、学校給食があまりにも質素な食事に
なっているということもあるので、一度―この学校
給食の食材費の高騰で現場はとても悩んでいると思い
ますので、一度その部分に利用していただいたらどう
かなと思っているのですが、どうでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今回の学校給食費無償化の方針
につきましては、保護者の経済的な負担を軽減すると
いうことが目的でありますので、条例等においてその
保護者の負担額を定めていただくと。それを対象にす
るということで今考えておりますが、その中に物価高
騰分も含めていただいて、その物価高騰分につきまし

ても、補助対象としていくというような方針で今取り
組んでいるところです。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　この学校給食の無償化にもいろ
んな議論があると思いますので、私は無償化の前に、
学校給食の質を上げるのがいいのではないか。その質
を上げるために地産地消を推進して―コロナ禍のと
きに農林水産物を活用して地元の１次産業を支えたと
いう政策もありますので、そういった意味でも学校給
食の無償化の議論を一度中断して、反対があるのであ
れば、一律にできないのであれば、そういう議論も一
度考えてはどうかなと思っております。どうでしょう
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　無償化の取組につきましては、
本県の児童生徒の心身の健全な育成を図っていく、そ
ういう意味でも非常に重要な取組であるというふうに
考えておりまして、その内容の充実も図っていく必要
があると思っております。今議員御提案のとおり、こ
の学校給食に県産食材を活用すること、これは児童生
徒の沖縄の伝統文化や食文化、あるいは郷土のよさを
理解することにつながって、そういった視点でも重要
であるというふうに思っておりまして、県教育委員会
では市町村に対しまして、県産・国産食材の使用状
況、あるいはその意義も周知しているところでありま
すので、今後とも関係機関と連携しまして、この地産
地消の推進も図っていきたいと思っております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　続きまして(2)、県内における少
年非行の実態とスクールサポーターの運用、配置につ
いて現状を伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　令和５年中、県内において刑法犯で検挙・補導され
た少年は740人となり、令和４年と比較しますと240
人増加をしているところです。当県の特徴としまして
は、刑法犯少年に占める中学生の割合が高いこと、再
犯者率、共犯率が高い水準で推移していることが挙げ
られます。
　スクールサポーターにつきましては、警察職員ＯＢ
で構成しておりますけれども、現在15人を県内の24
中学校へ派遣しているところでございます。派遣した
スクールサポーターは、各学校現場と連携しながら非
行少年等の居場所づくりなどの立ち直り支援、学校関
係者や非行少年等の保護者に対する助言指導といった
少年の非行防止、健全育成に向けた活動を行っている
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ところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　こういった中学生の犯罪が増え
ている中で、やはりスクールサポーターの役割という
のは大きいと思います。前回もこの補導員の配置を増
やしていただいて、大変ありがとうございます。
　その中で、このスクールサポーターが未配置の地域
があるとお伺いしたのですけれども、どうでしょう
か。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　警察署の管内で申し上げますと、本部署、宮古島署
及び八重山署の管内につきましては、未配置となって
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　その未配置の問題点は何でしょ
うか。なぜ本部、宮古、八重山が未配置になっている
のか伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　スクールサポーターの配置
につきましては、学校現場の要望も踏まえながら、そ
の必要性を検討した上で適正配置に努めているところ
でございますけれども、結果としてその３署の管内に
ついては、現時点では未配置になっているということ
でございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄  議員　予算でできないのであれば、
しっかり予算を組んでいただきたい。そして、私が教
育行政になぜこれを入れたかったかというと、やはり
この問題は、教育行政の少年非行の課題だと捉えてお
ります。そういった中で、今スクールサポーターの活
用がこの少年犯罪の課題を解決する策だと私思ってお
りますので、行政、県教育庁、そして各地域の各教育
委員会と連携しながら進めないと、予算化もままなら
ないのではないかなと思っておりますけど、教育長ど
うでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　この問題行動の未然防止、再発
防止に向けた取組は重要であると考えております。ま
ず、学校においては、大型連休や夏休み等の長期休業
前に注意喚起文の発出、あるいは高校生代表者会議で
の各課題についての協議等を通して、この防止の啓発
を行っているところであります。また、家庭、地域、
関係団体へさらなる協力の呼びかけも行っているとこ

ろであります。さらに、今議員御指摘のとおり、関係
機関と連携した取組、例えば遊技場、たまり場、ある
いは空き地、あるいは公園等のパトロール、見守り活
動、声かけ運動等こういった強化も重要であるという
ふうに考えております。そういった視点でしっかりと
学校、家庭、関係機関連携して、しっかり取り組んで
まいりたいというふうに思います。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　しっかり予算化もお願いいたし
ます。
　続きまして(3)、離島における職員住宅の確保につ
いて、現状と課題を伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時５分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会では、令和６年４月時点で宮古・八重
山及び久米島の３地域に29棟162戸の県立学校の教職
員住宅を設置し運営しております。県立学校の教職員
のうち、令和６年４月に宮古地区に赴任した者は108
人、八重山地区も同じく108人、久米島地区は21人と
なっております。そのうち宮古地区においては入居を
希望した教職員59人のうち約３割に当たる19人が、
八重山地区においては教職員30人のうち７割に当た
る21人が、久米島地区については希望者全員が教職
員住宅に入居しております。
　県教育委員会としましては、離島に赴任する教職員
が職務に従事できる環境整備に向けて、民間賃貸物件
の借り上げなど住宅確保の支援について検討してまい
りたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　早期に民間借り上げの対応をし
ていただきたい。これ短期的です。長期的には、私は
県職員、病院職員、教職員も含めて、離島に関しては
公務員宿舎をもう建設したほうがいいのではないかな
と思っておりますけれどもどうでしょうか、執行部の
皆さん。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず、教職員住宅の増築につい
てでありますけれども、やはりそのためには、建設用
地の確保でありましたり、建設に要する時間などの課
題もあるというふうに考えておりまして、まずはこの
借り上げについてしっかりと検討していきたいという
ふうに考えているところです。
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○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　大枠の４番、土木建築・公共交
通行政について。
　建設業の人手不足や高齢化が問題視されている一方
で、建設需要は拡大、投資額は右肩上がりとなり、建
設業界、自治体では管理技術者の人手不足という深刻
な課題を抱えております。
　そこで(1)、建築設計、建設コンサルタント・磁気
探査業務に関する最低制限価格の見直しについて、知
事の見解を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　土木建築部が発注する建
設に係る業務委託の最低制限価格の見直しについて
は、令和６年１月に沖縄県建設業審議会へ諮問し、９
月に審議会会長より知事に対し答申が行われました。
これを受け、建設コンサルタント業務及び地質調査
業務の見直しを行い、10月１日から適用しておりま
す。最低制限価格の見直しによりダンピング受注を防
止し、業務の適正な品質が確保されるとともに担い手
の育成及び確保につながり、建設業の健全な発展に資
するものと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　本当に、最低制限価格を見直し
ていただいたことに対しては、感謝を申し上げます。
しかし、まだ78％から84％、あと90％までぜひ頑
張っていただきたいと思っております。よろしくお願
いします。
　そして、建設業界の技術者育成と自治体技術職員の
育成、採用について現状と課題を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　建設業においては、技術
者等の高齢化や若年入職者の減少により、担い手不足
が生じております。県では、沖縄県建設産業ビジョン
2018において、人材の確保・育成を喫緊の課題と位
置づけ、建設企業、業界団体、県の各主体が取り組む
べき施策を策定し、官民一体となって推進しておりま
す。一例といたしまして、建設現場親子バスツアー
等、将来の担い手確保のための魅力発信に取り組んで
いるところです。また、土木建築部では、初任者研
修、設計積算説明会及びＣＡＤ講習会等を開催するな
ど、技術者の育成に努めております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　今、技術職員の不足について現
状をお聞きしたいと思っておりますけど、どうでしょ
うか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　建設業においては、先ほ
どお答えいたしましたが、高齢化や若年入職者の減少
により担い手不足が生じているところでございます。
また、土木建築部におきましても、技術職員について
は今欠員等が生じているところでございまして、技術
者が不足している状況であるというふうに認識してお
ります。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　公募状況は今どうなっておりま
すか。県職員の公募状況、採用の。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　令和６年度、上級試験におけ
る土木関連の採用予定者数は、土木35名程度、建築
７名程度、電気12名程度、機械８名程度となってい
ます。このうち最終合格者は、土木７名、建築３名、
電気９名、機械７名となっております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　あまりにも少ないのですけれど
も、対応策としてどのように考えておりますか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　新たな取組としまして、令和
６年度から土木、建築、電気、農業土木の４区分につ
きまして、特別枠の上級採用試験を導入し、現在広く
募っているところでございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　造園専門職員の採用がないので
すけれども、どのように考えておりますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県における造園専門職員
の配置については、緑化に関連する部署全体の課題で
あることから、その方向性について検討していきたい
と考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　最後に、県職員が免許を取った
とき―技術士とか一級建築士とかを取ったときで
も、県職員の報酬、処遇が改善されていないと思いま
す。民間であれば、免許を取ったら10万円上がるん
ですけれども、県職員は何も変わらないということが
あります。どのように処遇改善をやっていくか、最後
に伺って終わります。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　地方公務員に支給できる手当
につきましては、自治法で限定列挙とされております
ので、今ありましたように、技術士等の資格をもって
手当を支給することはできません。一方で、県職員の
給与につきましては、地方公務員法の情勢適応の原則



- 315 -

等々、人事委員会勧告を踏まえた改定を行っておりま
すので、民間に準拠した給与水準となっていると考え
ております。また、実績を上げた職員に対する給与と
いう部分につきましては、人事評価を給与へ反映させ
ておりますので、能力評価の結果を昇給に、業績評価
の結果を勤勉手当に反映させ、職員のモチベーション
につなげているところでございます。
○新垣　光栄 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時13分休憩
　　　午後１時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　喜友名智子議員。
　　　〔喜友名智子　議員登壇〕
○喜友名　智子 議員　皆様、こんにちは。
　最終日、午後のトップバッターということで、早速
一般質問をさせていただきます。
　１、沖縄振興について。
　(1)、沖縄振興計画では初の規定となる５年以内の
中間見直しが２年後に迫っております。
　ア、県と内閣府の中間見直しの作業は、どのように
取り組んでいるでしょうか。
　イ、中間見直しのポイントは何が大事だと県は考え
ていますか。
　(2)、公共交通の構築について。
　今年初めには沖縄バスが東陽バスを子会社化するな
ど県内でバス会社再編の動きがありました。県外にお
いては、例えば岡山市が約30億円をかけて９社のバ
ス会社の路線再編計画に取り組んだ例があります。沖
縄県もバス再編や運行を公費で支えなくては、バス路
線の維持は難しいのではないかと考えますが、見解を
伺います。
　２、南西諸島の軍事力強化についてです。
　(1)、10月23日から11月１日まで日米共同統合演
習キーン・ソードが行われる予定です。特に石垣島に
はＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）海兵隊の高機動ロケッ
ト砲システムが初めて展開されると報じられておりま
す。ハイマースは米国がウクライナに供与したことで
も知られている兵器ですが、このような兵器が石垣島
に展開される意味を県はどう考えますか。
　(2)、９月26日に行われた国民保護法に基づく武力
攻撃予測事態の発出を想定した住民避難の手順確認の
訓練について、内容を伺います。
　３、病院事業局について。
　８月から稼働した新たな勤務管理シスエムのエラー

による手当など未払いの内容、それについての今後の
対応を伺います。
　４、福祉・教育行政についてです。
　(1)、若夏学院について。
　ア、若夏学院の役割を伺います。
　イ、職員の構成について伺います。
　(2)、離島の保育環境についてです。
　ア、沖縄県内の離島の待機児童数と保育園数を伺い
ます。
　イ、保育園数のうち、公営と民間運営のそれぞれの
園の数を伺います。
　(3)、教職員の働き方について。
　ア、県教委が採用する会計年度任用職員の待遇につ
いて伺います。
　イ、総務省の会計年度任用職員制度の導入に向けた
事務処理マニュアルでは、準備時間などの時間を含め
て、実態を踏まえた上で勤務時間として設定する必要
があるとされております。この点について県の見解を
伺います。
　５、文化芸術振興について。
　(1)、沖縄県文化芸術振興条例では、県民にとって
の文化芸術をどのように位置づけているでしょうか。
　(2)、県文化振興計画で取り組む文化芸術支援とは
何でしょうか。
　(3)、沖縄アーツカウンシルの実績について伺いま
す。
　(4)、文化芸術行政の専門家配置の必要性について
伺います。
　６、我が会派の代表質問との関連についてでありま
すが、次呂久県議が尋ねました３(1)と(2)、それぞ
れ病院事業局の勤務管理システムの給与未払いと内部
統制の必要性について、私の質問の３、病院事業局へ
の質問での再質問と併せて行います。
　御答弁のほど、よろしくお願いをいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　喜友名智子議員の御質問にお答
えいたします。
　文化芸術振興についての御質問の中の５の(1)及び
５の(4)、県民にとっての文化芸術と専門家配置の必
要性についてお答えいたします。なお、５の(1)と５
の(4)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答え
いたします。
　沖縄県は、アジア諸国との交易を通じて、独特の文
化芸術を育み、先人たちが守り育ててきた文化芸術を
次世代に引き継ぎ、これからの時代にふさわしい新
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たな文化芸術を創造する必要性があることから、平
成25年に沖縄県文化芸術振興条例を制定いたしまし
た。条例では、文化芸術は県民共通の財産として、将
来にわたり継承されるよう考慮しなければならないと
定めております。
　また、文化芸術行政の専門家配置については、文化
芸術に精通した人材が文化施策に関わることで、行政
と文化芸術団体等との橋渡しとなることや、行政職員
の文化芸術に対する意識の啓発及び施策の企画立案に
貢献できるなどの効果が期待されています。一方、長
期的な観点から見ますと、その配置の在り方、必要と
される能力、資格、任用の形態などなど様々な課題も
あることから、引き続き類似事例の情報収集、文化芸
術団体などとの意見交換を行い、文化芸術行政の専門
家配置について検討していきたいと考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、沖縄振興についての中の
(1)のア及び(1)のイ、沖縄振興計画の中間見直しに
ついてお答えいたします。１(1)のアと１(1)のイは
関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたしま
す。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画は、令和７年度
に中間評価を実施し、必要に応じて改定を行うことと
しております。また、国においては、沖縄振興特別措
置法に基づく５年以内の見直し規定を踏まえ、令和８
年度中に検証結果を取りまとめる予定であると聞いて
おります。中間見直しに当たっては、法施行後におい
て生じた社会経済情勢の変化などを的確に捉えること
が重要であると考えております。
　県としましては、引き続き国と連携を図りながら取
組を進めてまいります。
　同じく１の(2)、バス路線の維持に向けた支援につ
いてお答えいたします。 
　バス路線の再編や運行への支援など、バス路線の維
持に必要な取組については、岡山市の取組など県外の
先進事例の情報を収集しながら、沖縄県公共交通活性
化推進協議会におけるバス事業者との勉強会などにお
いて、研究していきたいと考えております。
　県としましては、バス路線の維持に向けた支援は必
要であると認識しており、国、市町村、バス事業者と
も連携しながら取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。

○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　２、南西諸島の軍事力強化
についての中の(1)、石垣島へのハイマースの展開に
ついてお答えいたします。
　政府によると、令和６年度日米共同統合演習キー
ン・ソード25については、日米の即応体制及び相互
運用を向上させ、あらゆる事態に対応するため抑止
力・対処力を強化するために実施するとのことです。
同演習において、石垣島に展開する米軍のハイマース
部隊は、陸上自衛隊の１２式地対艦誘導弾部隊と共
に、艦船を対象とする対艦戦闘訓練を実施するとのこ
とです。
　同じく２(2)、国民保護に係る実地確認についてお
答えいたします。 
　本県では、令和４年度から、先島諸島から九州方面
への住民避難に係る国民保護図上訓練を実施しており
ますが、特定の事態を想定したものではありません。
去る９月25日には、今年度の沖縄県国民保護共同図
上訓練に向けた検討会の一環として、国、県、石垣市
及び竹富町の共催により、石垣島からの島外避難を想
定し、避難登録の手続から航空機搭乗までの流れを検
証するための実地確認を行ったところであります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　３、病院事業局について
の御質問の、病院総務システムのエラーについてお答
えします。
　病院総務システム稼働後の手当の支給誤りについて
は現在対応中ですが、プログラム修正後の再計算の結
果、過不足払いが確認された職員数は1160人で、金
額は、不足払いが約2900万円、過払いが約70万円、
合計約3000万円となっています。これらの支給誤り
に対しては、10月例月給与において追給等を行う予
定です。対象となった職員には御迷惑をおかけしてお
り、大変申し訳なく思っております。今回の支給誤り
の原因となった情報連携プログラムエラーの大部分は
解消しており、残るエラーについても早期に解消する
とともに、引き続きシステムの安定的な運用に努めて
まいりたいと思います。
　以上です。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　４、福祉・教育行政に
ついての(1)のア、若夏学院の役割についてお答えい
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たします。 
　若夏学院は、児童福祉法第44条に基づく児童自立
支援施設であり、都道府県にその設置が義務づけられ
ています。不良行為をなし、またはなすおそれのある
児童及び家庭やその他の環境上の理由により生活指導
を要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じた
指導や援助を行い、自立を支援する施設となっており
ます。
　続きまして同じく４の(1)のイ、若夏学院の職員構
成についてお答えいたします。 
　若夏学院の職員数は、令和６年４月１日現在38名
で、その内訳は職員が22名、会計年度任用職員等が
16名となっております。職種としましては、児童自
立支援専門員や児童心理士、個別対応職員、家庭支援
専門相談員、嘱託医等を配置しており、児童への丁寧
な支援に努めております。また、施設内に地域の小中
学校の分校や分教室を設置しており、令和６年度は
13名の教職員が配置され、児童の支援に取り組んで
おります。
　続きまして同じく４の(2)のア及び４の(2)のイ、
離島の待機児童及び保育園の数等についてお答えいた
します。４の(2)のアと４の(2)のイは関連しますの
で、一括してお答えいたします。
　県内の離島15市町村全てに合計115の保育施設が設
置されており、うち公営が34施設、民営が81施設と
なっております。令和６年４月１日時点で待機児童が
発生している市町村は４町村あり、合計21人となっ
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　４、福祉教育行政についての(3)
のア、非常勤講師の報酬についてお答えいたします。 
　公立学校における非常勤講師の報酬については、他
の会計年度任用職員と比較し、専門的な知識・技術・
職務経験を必要とすることから、講師が受け持つ授業
１時間当たり2800円としております。また、報酬以
外にも通勤に係る交通費の支給があります。
　同じく(3)のイ、非常勤講師の勤務時間についてお
答えいたします。
　非常勤講師の勤務時間については、授業時間と準備
時間を含む１時間60分を１コマとして設定しており
ます。また、週５時間の授業ごとに１時間を週案作成
等の時間として勤務時間に加え、試験作成や問題の採
点などについても週当たりの授業時数の範囲内で認め
ているところです。

　県教育委員会としましては、非常勤講師の授業時数
等の取扱いについて、他都道府県の情報収集に努めて
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　５、文化芸術
振興についての(2)、沖縄県文化芸術振興計画におけ
る文化芸術の支援についてお答えいたします。 
　沖縄県文化芸術振興計画は、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画を踏まえ、沖縄県文化芸術振興条例の
目指す文化芸術の振興をより一層推進するため、令和
５年３月に策定されました。計画では、条例で定める
５つの基本的施策に基づき、文化芸術振興施策を総合
的に推進することとしており、文化芸術団体への支援
については、基本的施策の一つである人材の養成等に
基づき展開することとしております。
　同じく５の(3)、沖縄アーツカウンシルの実績につ
いてお答えいたします。 
　英国発祥のアーツカウンシルは、公的な資金を提供
する文化・芸術事業の審査や活動支援を担う専門家に
よる第三者機関とされております。本県では、沖縄県
文化振興会に委託して、民間事業者が提案する文化芸
術事業に対する専門家による事業選定、評価・検証、
ハンズオン支援等を行う沖縄版アーツカウンシル機能
を導入しております。事業の始まった平成24年度か
ら令和５年度までの補助採択事業は、地域芸能継承の
取組、音楽による子どもの居場所づくりの取組など、
390件となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時50分休憩
　　　午後１時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　再質問は４の福祉・教育行政からお尋ねをしたいと
思います。
　まず、若夏学院についてです。
　せんだって、私もこの若夏学院の施設、見学をさせ
ていただきました。学校と寮が同じ施設にあって、共
同生活を行いながら生活を立て直していくという自立
支援の施設として県内で非常に大切な施設だと思いま
す。先ほど答弁の中で、職員が38名、うち非正規が
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16名ということでしたけれども、日常生活も共同で
送っているということで、施設は24時間体制だと思
うんですね。この職員と非正規職員の配置で運営に支
障はないですか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　現在の若夏学院の人員配置については、全体の約半
数近くが会計年度任用職員という形になっておりま
す。若夏学院と意見交換を行う中で、募集をしても応
募がないということなどの理由によって、会計年度任
用職員の欠員が続いているということで、それを他の
職員のカバーにより業務をこなしているということを
聞いております。このことから、会計年度任用職員が
担っている業務について、引き続き若夏学院との意見
交換を行いながら、適正な人員配置となりますよう、
鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えておりま
す。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　募集しても残念ながらなかな
か応募が来ないというのは、24時間体制の施設で、
しかも専門的な職員が必須であるという中では、やは
りこの非正規職員の方の正規への転換であったり、待
遇の改善が必要ではないかと思います。お伺いしたと
きに、夜間の職員も非正規の方がやっているというよ
うなお話を聞きましたけれども、こういう子どもたち
の生活支援をする中で、特に夜勤においても正規職員
の配置は必要ではないかと思いますがいかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂  こども未来部長　ありがとうございま
す。
　基本的に寮の夜勤業務につきましては、寮が３寮あ
るんですけれども、正職員と会計年度任用職員がペア
体制でやるのが今運用として取り組んでいるところで
ありますけれども、先ほども申し上げましたように、
会計年度任用職員に欠員等が生じているものですか
ら、一部の寮では職員で見ているというような状況に
なってございますので、この辺もしっかり現場のほう
と意見交換をしながら、適正な配置になるよう努めて
まいりたいと思っております。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　次年度の職員の配置、それか
ら新規採用が必要であればこれから恐らく本庁内で調
整をするものと思います。ぜひ担当の部局には、こう
いった現場からの要望を酌み取った採用枠と予算を確
保して、施設がより安定して運営できるようにお願い

をいたします。
　次の質問に移ります。
　同じく４の(2)、離島の保育環境についてです。
　離島を回りますと、保育施設の質の違い、建て替え
をしているところはやはりきれいですけれども、古い
ところは相当古いです。また、預けられる環境に差が
あると感じます。こども園だったり民間委託だったり
と、保育園の形態も多様になっています。その中で保
育の質を担保するために、離島ではまだ公立保育園の
役割が非常に大きいのではないかと思っています。先
ほど、15市町村で115の施設があって、34の公立保
育園があると答弁がありました。これは離島全てに公
立保育園が設置されているという理解でよろしいで
しょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　失礼いたしました。
　今現在、座間味村だけが公立保育所がないというよ
うな状況になってございます。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　離島はやはり資金も、それか
らほかの部分も限られていることが非常に多いと思い
ますけれども、座間味の保育園あるいはその親御さん
から、預けられる子どもというのがやはり島では限ら
れていて、自分たちの枠がないんだという保護者の
声、やはり根強いです。座間味は比較的子どもたちが
多い離島だなという印象を持っていますけれども、ま
だ見えない待機児童がいると思っています。離島の保
育環境の充実のために、県で何かできることはないで
しょうか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　現在座間味村においては、第３期の市町村子ども・
子育て支援事業計画の策定に向けてニーズ調査を取り
まとめているところでございまして、今後その調査結
果を踏まえて、保育需要への対応等について検討が進
められると考えております。
　県では現在、第３期の都道府県子ども・子育て支援
事業支援計画―いわゆる黄金っ子応援プラン、第３
期の黄金っ子応援プランの策定に向けて、市町村計画
に対するヒアリングを実施しているところでございま
して、ヒアリングを通して保育事業に対する同村の検
討状況について確認していきたいというふうに考えて
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おります。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　ぜひ離島で安心してお子さん
が預けられるような環境整備、ぜひ市町村の支援を県
も行っていただきたいと思います。
　休憩をお願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時58分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　では、次は病院事業局への再
質問を行います。
　この総務システム、議会が始まるタイミングで給与
の未払いのエラーがあったということで、これまでの
質疑を聞いていますと、一応対応はしているというこ
とでした。もう繰り返しになるので、私もちょっと時
間がもったいないなと思ったりするのですが、契約段
階からの問題、それから予算が当初予定の３倍、本格
稼働してからの給与未払いのエラー、この責任につい
て局ではどういう総括をしているのですか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
　まず令和４年度に、もともとは給与システムの職員
の負担軽減を図る目的でこの総務システムを稼働して
います。そのときに、契約の問題が指摘されて、これ
は問題だろうということで、そこからの始まりだと理
解はしているんですけれども、その後、令和５年度に
なって追加改修をする必要が出てきたのは、一つは医
師の働き方改革ですね。それに職員の負担軽減のため
のシステムの改修がどうしても必要ということで、令
和５年の５月に追加になっております。それから、テ
スト版ができましたので、令和５年の年末ですか、北
部病院を中心にテストを開始したんですけれども、や
はりそこで不具合が出たということと、それからドク
ターのほうからかなりいろんな要望が出てきました。
それは私が考えるに、医師の働き方改革の時間外勤務
というのは非常に複雑です。議員よく御存じだと思う
んですけれども、勤務間インターバルとか、それから
代償休息、それから病院によっては36協定の在り方
が全く異なります。そして６つの県立病院それぞれが
異なるという非常に特殊性を持っていたりとか、そう
いうのを反映させるのにかなり時間がかかって、追加
改修も必要であったということが現実だろうとは思っ
ています。それでも、令和４年の導入時に、あらかじ
めそういうところが全部予測できたかはかなり難しい
と思いますけれども、そういうのを予測しておれば、

本格稼働までもう少し時間的なものを短くすることが
できたし、長くなればなるほど、例えばＳＥの人件費
がかかりますので、その辺の縮減はできたものと反省
しているところであります。８月から稼働が始まりま
したけれども、かなりマイナーエラーが起こっていま
す。議員お分かりだと思うんですけど、例えば電子カ
ルテを更新したりする際にも、安定するまではしばら
くそういうバグとか出てくるので、それは一応可能性
としてあると思いますけれども、今回のエラーはほと
んど解決済みですので、もうしばらくすると安定的な
運用ができるものとは考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子  議員　これだけのエラーを起こし
て、ちょっとマイナーエラーと言われると、何て質問
したらいいのかなと私もちょっととまどってはおりま
すが、本来、やはり最初に現場からの意見を聞きなが
ら仕様書をつくったり、そこまでちゃんと局で詰めた
上で、やっぱり競争入札するべきだったんじゃないか
と思います。ただちょっと今の答弁だと、総括はして
いるけれども、この事業がここまで進んでしまったこ
とへの管理責任についての総括は、まだなさっていな
いんだなというふうに受け止めております。ちょっと
残念ではあります。
　この件ですね、県のホームページで公開されている
随意契約の一覧を見ますと、この総務システム開発関
連の契約が４件確認できます。このうち、今年４月に
500万円の保守契約をした１か月後に、追加改修契約
が5660万行われています。通常、メンテナンスとい
う意味での保守契約をした後に、これの10倍ぐらい
に当たる追加改修契約と。この順番の意味がよく分か
らないんですけれども、なぜこんな流れになったんで
すか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　４月の保守管理契約につ
いては、職員の給与明細をシステムで閲覧するための
データの保守管理です。５月のやつはその保守管理で
はなくて、追加改修ということで、これは別々のもの
だと考えてます。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　ちょっと視点を変えますけれ
ども、前回の定例会で、県の予算からもこの病院総務
システムの予算が出ていると指摘をいたしました。こ
れ保健医療介護部になるでしょうか。内容を確認させ
てください。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
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○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　病院の総務事務システムの初期導入費用につきまし
ては、病院事業債が活用されておりまして、病院事業
債の元利償還金は、総務省の示している一般会計か
らの繰り出し基準の対象になっているということで
ございまして、令和６年度の繰出金で充当されてお
ります。その額につきましては、令和６年度で619万
9000円ということになっております。なお、改修等
については繰出金の対象とはなっていないということ
でございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　追加の改修についてはこのよ
うな繰出金は充てられていないという理解をしており
ますけれども、保守費用としては恐らく同じような仕
組みで病院事業局のほうに繰り出しの予算がいくわけ
ですよね。ちょっと今後懸念しているのが、年間―
先ほど申し上げた今年４月の500万の保守契約、これ
は先ほど保健医療介護部長から答弁がありました600
万ほどの繰り出しと１年間の保守費用に相当するなと
思っています。このような保守契約の中に、今後もう
必要ないような追加の改修を丸め込んで発注するよう
な懸念をしていますけれどもいかがですか。もう保守
費用と追加の改修費用の区別ついてないんじゃないで
すか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　システムの根幹を変える
のは、保守ではできないですよね。今システムが稼働
してますけれども、軽微な―マイナーという言い方
は悪かったかもしれませんけれども、やはり軽微なバ
グ等は出てくると思います。それは保守管理で補って
いくものと思います。したがって、根幹を変えるよう
な大きなシステムの改修に関しては、それは保守では
ありません。それはちゃんと認識しております。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　聞き取りの中で、このような
契約を繰り返すというのは、もう業者との癒着がある
んじゃないかと疑われても仕方がない状況であると
思っています。局として契約の適切性を今後どう担保
するか。その仕組みづくりが必要だと思って、我が会
派の代表質問でも内部統制の仕組みづくりが必要じゃ
ないかと尋ねましたが、改めて見解を伺います。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　ありがとうございます。
　今回、監査から指摘されて、これが一つのきっかけ
になって、病院事業局では、法令等のガイドラインと

か資料に基づいた職員一人一人の勉強会、それから
チェックシステムの運用を図っているところなんです
けれども、一番の例は、基本的に内部統制は、病院事
業局の管理者がいるところでは必ずしもマストではな
いです。議員お分かりだと思いますけれども。だけど
私たち、システム的にはそういうふうにしています
し、実際今、統括監を中心にラウンドテーブルの周り
に各課の主幹、班長以上を全部集めて、事業に関わる
重要な案件は全てディスカッションして決めることに
しています。それは去年、僕が赴任してからそういう
ことにしました。それまでは恐らくいわゆる縦割りの
形でこの契約のことも出たんだろうと思っていますけ
れども、横串を刺さないとこれはできませんので、
ちょっと文化は違いますけど、私たち医療の現場では
そういうふうに縦割りでは医療はできませんので、そ
ういう横串を入れるような文化を一応去年から導入し
て、きちんとそういう体制をコントロールというんで
すか、やっていかないといけないということで、実際
去年から始めているところであります。そのきっか
けとして、やはりこの監査の指摘は大きなきっかけに
なったと思っています。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　監査は年に１回ペースなんで
すよね。内部統制というのは、通常業務で不正や財務
の適切なやり取りが行われているかということを日常
業務の中でチェックするという仕組みなので、少し系
統が違うのかなと思います。ただ、代表質問の答弁の
中で、こうおっしゃっていました。本庁に財務事務の
適正化を行う担当者を配置するということでした。県
のほうで内部統制が行われていて、病院事業局のほう
で、本庁に財務事務の適正化を行う担当者を配置する
ということであれば、この中でせめて随意契約に関し
てだけでも、内部統制の仕組みに乗っけられる部分は
あるんじゃないでしょうか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　やはり今回の契約に関し
ては、私もこの１年間いろいろ調べましたけど、結局
法令等々を熟知していないというところからこれは始
まっていますので、この件に関しては、現在病院の中
でも―別にこういう契約だけではありません。かな
りいろんな事案がありますけれども、これを全課で
ディスカッションしながら、それをちゃんときちんと
した方向に持っていくというチェック体制、それはも
う始まってます。この契約だけではないです、私たち
が考えているのは。だから、今議員がおっしゃったよ
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うに、その１つだけ、１年に１回ではないです。毎日
行っていますので、その辺の御理解よろしくお願いし
ます。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子  議員　このような仕組みで、こう
いった契約の不備が改善されることを心から願ってい
ます。1000人規模、3000万円規模で未払いが発生し
ているという事態。先ほど新垣光栄議員が土木部門
についてですが、技術職資格を取った職員の待遇改善
の質疑を行っておられました。業務評価で反映する
部分があると総務部長おっしゃってましたよね。業
務評価があるというのであれば、このような問題が
あった契約と、それを止められなかったという業務の
評価。これが反映されないのはおかしいんじゃないか
と思います。罰則めいたことを言わないといけないの
はもう本当に嫌ですけれども、それだけの結果、沙汰
になっているというのが、今回の未払いのエラーだと
思います。答弁の中では、８月分で９月支払いの分だ
けしか何か答弁がなかったと理解しているのですが、
また、９月分の支払いについてはどうなのか。10月
はエラーが発生しないのか。このシステムの安定稼働
はまだまだ程遠いものがあるのではないか。そしてこ
の間、一番難儀しているのは職員なんです。事務の職
員の皆さん、辞めた方もおられるし、いつになったら
このような、ＩＴ企業でいうようなデスマーチの―
デスマーチという開発部門でよく言う言い方がありま
すけど、ブラック過ぎて疲弊するような職場環境です
よ。事務の負荷軽減をするためのシステムが、２年半
にもわたって職員に負荷をかけていると。やはりこの
ような事業は、監査で指摘もありましたけれども、や
はりどこかの時点でまとまった形でしっかりと総括を
していただきたいと。このような案件だと申し上げ
て、この総務システムの質疑は終わります。
　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　次は文化芸術振興についてで
す。
　特に、今回この専門家配置の必要性についてが一番
聞きたかったことなんですけれども、知事からの答弁
がありまして、前向きに考えておられるのかなと非常
にうれしく思っております。ただ、部長の答弁の中で
は―すみません、部長の答弁だったかな。その必要
性については、県外の類似事例の収集、意見交換を行

うという答弁がありました。私、これもう沖縄は既に
文化政策、全国の中でも先進地だと思っていますの
で、ほかの事例をわざわざ調べなくてもいいんじゃな
いかと思っています。県立芸術大学、それから開邦高
校の芸術コース、県内では既に多くの卒業生が出てい
て、皆さんそれぞれの分野で活躍をしておられます。
この中には、文化芸術の担い手に加えて、アートマネ
ジメントや、それから文化芸術行政の専門家もいるん
ですよね。それから質疑に入れました沖縄アーツカウ
ンシルの実績、390件ほどの支援実績があるというこ
とで、実績としても経験を積んでいる。他府県の事例
を調べなくても、このように現場で頑張って実績を
持っているこの方たちをそのまま専門家として登用し
てもいいんじゃないかと思いますが、改めて見解を伺
います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　アーツカウンシルに携わる専門家につきましては、
県が沖縄県文化振興会に委託して実施しております。
ですので、一義的にはまず文化振興会の中でどういう
対応というか、処遇をするかというのがまずあるかと
思います。ただ一方で、専門家の機能強化という面で
は非常に重要だと考えておりますので、今後この雇用
形態の在り方等についても、しっかり振興会と協議を
して、前向きに検討していきたいと思ってます。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　ありがとうございます。ぜひ
進めていただきたいと思います。
　県内でこの事例に当たるかどうか、ちょっと事例に
なるといいなと思って御紹介をしますけれども、かつ
て那覇市内で前島アートセンターというところが、各
地でまちのなかのアート展という取組を行っていまし
た。非常に先進的な取組で、その頃中心にいた方が、
今は那覇市内で公民館の館長として活動しておられま
す。アートと地域を結ぶ非常に重要な役割を担ってお
られるわけですね。もう公職です、公民館の館長とい
うと。そして、かつて県では、文化観光スポーツ部長
として、演出家の方、文化を基調にした島おこしに携
わっていた方を部長に任命したというケースもござい
ます。今回私が質問に入れた意図は、部長クラスの
トップダウンというよりも、実務を引っ張る職員とし
て登用したらどうかという意味で行いました。今の沖
縄の文化行政は次のステージに向けて踊り場にいると
思います。条例ができた、計画ができた、現場で様々
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な支援事業を行って実績もできている。ただ、それが
なかなか県の行政の計画の中にまで落とし込めていな
いのではないかと思うんです。このタイミングで改め
て関係団体と話をしていただいて、ぜひ登用の実現に
向けて部長のリーダーシップを期待しております。知
事のリーダーシップもよろしくお願いをいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　簡潔にまとめたいと思います。
　文化振興事業は、文化振興会への委託だけでもかな
りの件数をこなしていただいておりますが、やはり総
合的な、プロデュース的な役割の方が外部から県の中
で様々な事業とつなげていく、俯瞰的に取り組むため
の役割とそのチームが必要だと私は認識をしておりま
す。ですからそういう意味でも、外部の有識者の方々
との意見交換を積極的に進めていきたいと思います。
○喜友名　智子 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
　　　〔西銘純恵　議員登壇〕
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　純恵 議員　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　一般質問を行います。
　１、知事訪米の成果について、ワシントン事務所の
果たした役割と米国内の評価、今後の体制強化につい
て伺う。
　２、学校給食の無償化は本来国が行うべきであり、
国への無償化を求めつつ、県が中学校の給食無償化に
向けて取り組んでいる進捗状況と私立学校への取組を
伺う。
　３、教育行政について。
　(1)、小中、県立学校の教員未配置は当初と比べて
どうなっているか。年度途中に教員不足が悪化してい
くのを解決するためにも、教員定数を正規雇用にして
増やしていくべきではないか。
　(2)、県立学校の正規教員と定数内臨時教員の人数
と割合は全国に比べてどうか。正規雇用率を改善する
ための計画を策定すべきではないか。
　(3)、特別支援学校の特支免許の保有率は全国と比
べてどうか、保有率を高めるための対策はどうなって
いるか。
　(4)、小中、県立学校の教員の早期退職者は５年前
と比べて年代別に見てどうなっているか。原因を分析
しているのか。

　(5)、高校の非常勤講師の給与の仕組みを伺う。授
業準備やテストの作問や採点など多岐にわたる勤務時
間外の業務量が非常に多いとの訴えがある。４時間授
業に１時間加算するなどの改善策を求めているが対応
を伺う。
　(6)、全国で不登校が増え続けているが、10年前と
比べて全国と沖縄県の状況はどうなっているか。不登
校の対策を伺います。
　４、浦添新軍港建設について。
　(1)、民港の発展を目標とする那覇港湾区域に、日
本の法律の及ばない治外法権の米軍浦添新軍港を建設
させるのはなぜなのか。自然破壊、税金の無駄遣いの
機能が強化された米海兵隊の出撃基地となる浦添新軍
港建設は中止すべきです。
　(2)、環境アセス配慮書への知事意見の内容を問
う。知事意見で、埋立面積を最小限に抑える必要があ
ると述べているが、その理由を伺う。
　(3)、環境アセスの配慮書に出された国土交通大臣
の意見について、知事の見解を伺う。
　(4)、県が沖縄防衛局に出した10項目の質問事項
と、その回答内容、県の対応を伺う。
　５、認知症対策について。
　(1)、2023年に警察に届出のあった認知症や疑いの
ある行方不明者は、全国で延べ１万9039人と11年前
の２倍近くに増えていると報道されている。県内の実
態を伺う。
　(2)、認知症や軽度認知障害の実態調査を行うこ
と。基本計画の内容と現状を伺う。
　６、好評だった県のわった～バス利用促進乗車体験
事業の効果を伺う。高齢者のバス・モノレールの無
料、または割引敬老パスの創設を急ぐことについて。
　７、昨年の熱中症による救急搬送者と死亡者は全国
に比べてどうか。生活保護世帯や非課税世帯にクー
ラー設置の補助を行うことについて。
　８、県立中部病院の南病棟は、耐震基準を満たして
いないことが10年前の耐震診断で判明している。一
刻も早く建て替えなければならない。現地での建て替
えを急ぐべきであり進捗を伺う。
　９、県が年度内に導入を予定している性的少数者の
パートナーシップ制度の検討内容と進捗を伺う。
　10、市町村と協力して、逼迫している火葬場を増
設し、当面、県民に負担が重くのしかかっている安置
料の一部を補助することについて伺います。
　以上、お尋ねをいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
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○玉城デニー 知事　西銘純恵議員の御質問にお答え
いたします。
　知事訪米の成果についての、ワシントン駐在の役割
等についてお答えいたします。
　今回の訪米に際し、ワシントン駐在は、日頃から
培ってきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者等と
の面談に当たっての人選やその面談の取付け、民主党
のプログレッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、議員
補佐官を集めたブリーフィング、共和党系シンクタン
クであるハドソン研究所での講演といった新たな取組
の実現など大きな役割を果たしております。また、国
務省・国防総省、連邦議会議員や連邦議会調査局等の
面談において、先方からは、日頃からワシントン駐在
から情報提供を受けていることへの謝意を示す発言が
多くあり、県としましては、ワシントン駐在が沖縄の
実情を米国内で広く発信するための重要な役割を担っ
ているものと考えております。今後も、基地問題をは
じめ、観光等に関する情報発信、在米県人会との交流
など、幅広く活動してまいりたいと考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、学校給食の無償化の進捗状
況及び国への要請についてお答えいたします。
　学校給食費無償化につきましては、６月の第１回市
町村説明会後に行ったアンケートやヒアリングを踏ま
え、９月の第２回市町村説明会において、補助対象経
費や上限額等の制度設計について意見交換を行ったと
ころであります。現在、県の予算編成に向けて、各市
町村の令和７年度要望額の調査を行っているところで
あり、市町村とのさらなる調整を踏まえ、令和７年１
月末までに補助金交付要綱を策定し、同年４月からの
実施に向けて取り組んでまいります。なお、去る８月
に、玉城知事から直接、文部科学大臣及び沖縄担当大
臣に対して学校給食費への支援について要請を行って
おります。
　続きまして３、教育行政についての中の(1)、教員
未配置の状況等についてお答えいたします。
　令和６年９月時点の公立学校における教員の未配置
数は小学校20人、中学校18人、高校７人、特別支援
学校７人の計52人で、４月時点から40人増となって
おります。また、教職員定数の拡充については、引き
続き全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望
してまいります。
　同じく(2)、県立学校の定数内臨時的任用職員につ

いてお答えいたします。
　県立学校における令和５年５月１日時点での教員の
本務者は4560人、定数内臨時的任用職員は388人と
なっております。また、教員数に対する本務者の割
合は92.2％、定数内臨時的任用職員の割合は7.8％と
なっております。なお、国においては県立学校に係る
正規率の全国調査等は実施されておりません。
　県教育委員会としましては、引き続き県立学校教員
の採用計画に基づき、新規採用者の確保に努めてまい
ります。
　同じく(3)、特別支援学校教諭免許状の保有率等に
ついてお答えいたします。
　令和５年度文部科学省調査によると、本県の特別支
援学校教諭免許状の保有率は76.2％であり、全国平均
は87.2％となっております。保有率を高める取組とし
ましては、免許法認定講習をオンライン講習にすると
ともに、特別支援学校に勤務する臨時的任用教諭も受
講可能とするなど、受講者を増やすよう取り組んでい
るところです。
　県教育委員会としましては、今後も特別支援学校教
諭免許状保有率及び専門性の向上に向けて、計画的に
取り組んでまいります。
　同じく(4)、教職員の早期退職についてお答えいた
します。
　令和５年度における公立学校の教職員の普通退職者
数及び早期退職者数は、令和元年度に比べて、20代
が９人増の21人、30代が26人増の51人、40代が17
人増の39人、50代が13人増の88人、60代が皆増の
123人となっております。なお、60代については、
定年引上げにより60歳を契機に退職した職員となっ
ております。退職事由について、一部聞き取りによれ
ば、体調不良、家庭の事情、転職等が要因となってお
ります。
　同じく(5)、非常勤講師の授業時数等についてお答
えいたします。
　非常勤講師の勤務時間については、授業時間と準備
時間を含む１時間60分を１コマとして設定しており
ます。また、週５時間の授業ごとに１時間を週案作成
等の時間として勤務時間に加え、試験作成や問題の採
点などについても週当たりの授業時数の範囲内で認め
ているところです。
　県教育委員会としましては、非常勤講師の授業時数
等の取扱いについて、他都道府県の情報収集に努めて
まいります。
　同じく(6)、不登校の状況と対策についてお答えい
たします。
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　沖縄県の国公私立小中学校1000人当たりの不登
校児童生徒数は、平成24年度全国11.7人に対し13.1
人、令和４年度全国31.7人に対し38.1人と増加傾向
にあることから、不登校支援は喫緊の課題と認識して
おります。
　県教育委員会としましては、校内自立支援室事業に
よる不登校児童生徒等への支援を市町村教育委員会と
連携して取り組むとともに、引き続きスクールカウン
セラー等を活用した初期対応及び関係機関と連携した
組織的な支援等に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　２、学校給食の無償化につい
てのうち、私立学校に対する給食無償化に係る取組に
ついてお答えします。
　私立学校の給食提供については、ケータリング事業
者の活用や学生寮で調理するなど様々な形態がありま
す。このことを踏まえ県では、県内の各私立中学校を
訪問し、学校給食の提供方法や給食費の保護者負担の
状況等について現状確認及び今後の支援に向けた意見
交換を行っているところです。
　私立学校へ通う生徒の保護者への支援については、
公立学校における給食費無償化に係る取組との均衡を
考慮して、引き続き検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　４、浦添新軍港建設につい
ての中の(1)、那覇港湾施設の移設についてお答えい
たします。
　県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、
基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与す
ると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、今後
とも移設協議会などにおいて、関係機関と協議を行い
ながら対応してまいります。一方で、同施設の代替施
設については、現有の機能を確保することを目的とし
ていることが移設協議会において繰り返し確認されて
おります。
　県としては、移設により基地機能が強化され、沖縄
の基地負担の増加につながることがあってはならない
と考えており、引き続き移設協議会において確認を求
めてまいります。
　同じく４(4)、移設に係る質問事項等についてお答
えいたします。
　令和４年３月に開催された第28回移設協議会にお

いて、防衛省が報告した那覇港湾施設の代替施設の位
置及び形状案について、県は同年５月、沖縄防衛局に
対して、防波堤が自然的環境を保全する区域に与え
る影響や面積の再検討、民港との整合等、10項目の
照会を行いました。沖縄防衛局からは、移設に際して
は、環境影響評価の中で、那覇港湾施設の移設事業が
環境保全に十分配慮して行われるよう適切に対応する
こと、民港形状案との整合性を図りつつ、現有の那覇
港湾施設の機能維持を前提とした上で49ヘクタール
が必要である等の回答がありました。その後、進入道
路の位置等３項目について、沖縄防衛局に対し再照会
を行っております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　４、浦添新軍港建設につい
ての(2)、配慮書に対する知事意見についてお答えい
たします。
　埋立事業は海域を面的に消失させ、海域環境に不可
逆的な影響を及ぼすと考えられることから、事業の必
要性を十分に検討し、埋立面積を最小限に抑える必要
があります。配慮書手続は、事業の位置、規模等の検
討段階における手続ですが、本件配慮書では、埋立面
積が必要最小限であることの根拠や埋立地等の位置、
規模等についての詳細な検討経緯が示されていないこ
とから、これらを方法書において詳細に示すこと等の
意見を述べたところです。
　次に同じく４の(3)、配慮書に対する国土交通大臣
意見についてお答えいたします。
　本件配慮書に対する大臣意見は、事業に係る位置、
規模等に関する意見に加え、今後の方法書以降の手続
を見据え、累積的な影響についての環境影響評価、環
境保全措置の検討、事後調査の実施等、環境保全の見
地から個別具体的な意見を述べたものと理解しており
ます。今後、沖縄防衛局は、国土交通大臣意見を勘案
するとともに、知事意見等も踏まえ、環境影響評価手
続の過程において、環境保全について適正な配慮を行
うものと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　５、認知症対策についての
御質問のうち(1)、県内の実態についてお答えをいた
します。
　令和５年中の認知症または認知症が疑われる行方不
明者の届出人数は118人となっており、11年前の平成
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24年と比べて55人増加しており、県内においても全
国同様２倍近く増えている状況にあります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　５、認知症対策につ
いての(2)、軽度認知障害の実態調査及び基本計画の
内容と現状についてお答えします。
　軽度認知障害は、認知機能低下の自覚があるものの
日常生活は問題なく送ることができる状態で、適切な
予防により健常な状態に戻る可能性があることから、
早期対応が重要となります。沖縄県認知症施策推進計
画では、認知症の早期発見・早期対応に向けた医療体
制整備として、認知症疾患医療センターを全２次医療
圏域に計７医療機関を指定しています。
　県としましては、軽度認知障害の方に適切な支援を
行うため、認知症疾患医療センター等関係機関と連携
しながら、実態把握及び支援体制構築に取り組んでま
いります。
　続きまして７、昨年の熱中症による緊急搬送者と死
亡者についてのうち、熱中症による救急搬送者数等に
ついてお答えします。
　総務省消防庁による調査の週報によると、令和６
年４月29日から９月22日までの間、全国で救急搬送
された方は９万6686人で、昨年同期間の９万568人
に対し約1.1倍となっており、県内では1441人で、昨
年の1015人に対して約1.4倍といずれも増加してお
ります。また、熱中症による死亡例は、９月22日時
点で、全国で118人と昨年の107人に対し増加してお
り、県内における死亡例についても、昨年の３人に対
し５人と増加しております。
　次に10、火葬場の増設と安置料の一部補助につい
てのうち、市町村と協力した火葬場対策についてお答
えします。
　厚生労働省からの通知により、火葬場の経営主体
は、原則として市町村等の地方公共団体でなければな
らないとされています。一方、県では、特定の火葬場
に御遺体の搬送が集中し、火葬待ちが長期化すること
を防ぐため、市町村、火葬場及び葬祭事業団体に対
し、広域的な火葬に対する協力を依頼しております。
　県としましては、火葬場の負担軽減について、市町
村担当者会議の中で紹介するなど、今後も市町村等と
連携し、円滑な火葬を行うための環境整備に努めてま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。

　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　６、バス無料事業の効果及び
敬老パス等の導入についてお答えいたします。
　わった～バス利用促進乗車体験事業においては、多
くの県民等がバスでの移動を体験し、自家用車のみな
らず、バスでも移動できることを認識していただくこ
とができたと考えております。今後の展開について
は、乗客数等のデータや交通量の変化、県民アンケー
トの結果など、効果や課題を早期に検証し、具体的に
検討したいと考えております。
　敬老パス等の導入については、本年６月に設置した
公共交通利用促進連絡会議において、関係部局と連携
しながら検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　７、昨年の熱中症による
緊急搬送者と死亡者についての御質問のうち、生活保
護世帯等のクーラー設置についてお答えいたします。
　生活保護制度におきましては、クーラーの購入に必
要な費用については、平成30年度から、保護開始時
において配慮が必要な高齢者等がいる世帯に対し、一
時扶助による支給が可能となったところです。また、
生活福祉資金貸付制度において、非課税世帯などを含
めた低所得者等に、日常生活上一時的に必要な経費と
して、クーラー設置費用を含めた貸付けを実施してお
ります。
　県としましては、近年の全国的な猛暑を鑑み、生活
保護制度において、時期の要件等にかかわらず、真に
やむを得ないと実施機関が判断する場合は、冷房器具
の購入や修繕の費用が支給対象となるよう、九州各県
民生主管課長会議を通じて国に要望しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　８、県立中部病院の南病
棟が耐震基準を満たしていないことについての御質問
の(1)、中部病院建て替えの進捗についてお答えしま
す。
　中部病院においては、耐震基準を満たしていない南
病棟が喫緊の課題となっております。このため、一刻
も早く入院患者及びそこで働く医療従事者の安心・安
全を確保する必要があることから、検討委員会を設置
し約１年かけて検討を行ってまいりました。検討の結
果、現地建て替えにより、南病棟への早期対応、本館
狭隘化の改善等にも十分対応できることが示されてお
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ります。また、現地建て替えの場合、基本計画に着手
してから６年後に南病棟の建て替えが完成する見込み
となっております。このことから、中部病院の建て替
えは現地が適地とする将来構想を示したところでござ
います。
　以上です。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　９、性的少数者のパー
トナーシップ制度の検討内容等についてお答えいたし
ます。
　県では、令和６年度中のパートナーシップ制度の導
入に向け、現在、有識者、当事者、支援団体で構成す
る検討委員会を開催し、制度の要件や利用可能となる
行政サービスについて意見を聴取しているところで
す。要綱案においては、性的マイノリティー当事者の
要望を踏まえ、通称名の使用を認めるほか、いわゆる
ファミリーシップ制度の導入等を検討しております。
今後、パブリックコメントの実施や市町村と意見交換
をしながら、年度内に要綱を制定したいと考えており
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　再質問します。
　１番の知事訪米の成果について。
　最初に、幅広い活動をやっていて評価が高いワシン
トン駐在は、体制強化が求められていると思います。
不法滞在だと言っている人がいますが、現在のＬ１ビ
ザで支障がありますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　ワシントン駐在は、専門弁護士の指導の下、長期間
就労が可能であるＬ１ビザが最も適しているとして、
領事館とも調整の上、適正にビザを取得しておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　公務で短期間米国に入国する場
合は、Ｂビザを取得すればいいのですか。長期滞在に
はＬ１ビザが必要ではありませんか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　議員御指摘のように、県職員が公務で米国に短期間
滞在する場合は、Ｂビザの取得が必要となります。ま
た、ワシントン駐在は長期間就労のために滞在する必
要があるため、Ｌ１ビザを取得しております。なお、

米国内に事務所を設置している兵庫県、横浜市及び神
戸市においても、職員はＬ１ビザを取得しているとの
ことであり、確認できた範囲では全ての自治体でＬ１
ビザを取得しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　ワシントン駐在が取得したＬ１
ビザでは、６か月後に帰国しなければならないのです
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　Ｌ１ビザの有効期限は、最長７年となっていること
から６か月後に帰国する必要はございません。一方、
Ｂビザの有効期限は６か月となっていることから、有
効期限までに帰国する必要がございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　教育３の(6)について伺います。
　県が独自に行っている校内自立支援室などの不登校
の児童生徒への支援策と効果を伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　校内自立支援室事業であります
けれども、まず配置状況につきましては、令和５年
度、実施校43校、支援対象児童生徒数は661人となっ
ております。またこの実績につきましては、令和４年
度から申し上げますと、令和４年度、登校するまたは
できるようになった児童生徒は294人、令和５年度に
ついては295人と、この自立支援室の活用によってこ
のような人数が登校復帰を果たしているところであり
ます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　自立支援室は全ての市町村につ
くられていますか。どれだけですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　校数については、43校というふ
うになっております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　積極的に取り入れている市町村
もありますけれども、41市町村全部には入っていな
いと思います。ですから、ぜひ拡充をしていただきた
いと思います。それで、学校には入れるけれども教室
に入れないという子たちの、やっぱり校内にある支援
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室でいろんな成長を促していく、学習にも目を向けて
いくというのはとても大事ではないかと思いますか
ら、拡充することについていかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今、議員御指摘のとおり、成果
は上がっているというふうに思っておりますので、引
き続き拡充に向けて取り組んでまいりたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　民間のフリースクールが結構県
内に広がっています。義務教育である小中学生に国の
財政支援を私は求めるべきだと思うんですよね。そし
て県も財政支援を行って―保護者の負担が結構大き
いと。そして、授業の評価ですか、そこら辺も大事だ
ということが言われていますけれどもいかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今、御指摘のフリースクール等
民間施設につきましては、県教育委員会においては、
令和６年５月に児童生徒の利用状況など実態把握に向
けた調査を行っているところでありまして、現在結果
の取りまとめを行っているところであります。文科省
通知によりますと、この民間施設等の学校外の施設を
利用する不登校児童生徒につきましては、一定の要件
を満たした場合、指導要録上出席扱いとすることや、
その成果を評価に反映することができるというふうに
示されております。やはりしっかりと、いかなる場に
おいても子どもたちの学習の保障をしていく必要があ
ると思いますので、まずはその条件等についてはしっ
かりと学校現場でも理解を深めていきたいというふう
に思っております。そうしたことを進めながら、今後
のフリースクールとの連携の在り方については、他県
の状況等も踏まえながら、情報収集しながら研究して
まいりたいと思います。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　次、４番の浦添新軍港問題につ
いてお尋ねをします。
　自然的環境を保全する区域、それは浦添新軍港に隣
接していて、５キロメートルを超える防波堤は外海を
遮断する巨大な構造物になります。軍港建設というの
は自然環境保全とは真逆ではありませんか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　那覇港湾施設の浦添埠頭地区への移設に当たって
は、民港部分においてＣＯ2削減、ゼロエミッション
等、ＳＤＧｓの考え方を取り入れることや、できるだ
け自然環境を残すこととされております。

　県としては、令和４年10月の移設協議会におい
て、米軍施設部分についても民港部分と同様に環境保
全に最大限配慮すること等を求めており、引き続き自
然環境に配慮するよう国に対して求めているところで
ございます。これに対して国は、環境影響評価の中
で、那覇港湾施設の移設事業が環境の保全に十分配慮
して行われるよう適切に対応したいというふうに回答
しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　環境保全できないと私は言った
んですよね。だから、環境配慮書での知事意見では、
埋立事業は現況の自然への回復が困難な不可逆性の高
い行為である。埋立面積を最小限に抑えるようにと知
事意見で指摘していますよ。それに対して、防衛局の
対応はどうなのですか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　配慮書に対する知事意見につきましては、本年８
月28日付で沖縄防衛局へ送付したところであり、今
後、沖縄防衛局は方法書を作成することになります。
　法におきましては、知事意見や一般からの意見につ
いて方法書の作成の際に勘案する旨の意見というもの
は規定されておりませんが、県としましては、主務大
臣意見のみならず知事意見、それから一般の意見も十
分勘案していただけるものと考えておりまして、知事
意見への対応につきましては沖縄防衛局の見解としま
して、方法書において示されることになるものと考え
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　先ほどは10項目の県の質問を聞
きましたけれども、２年前も防衛局に、今の49ヘク
タール、そして取付け道路ですね、面積の再検討とい
う意見を出しているんですよ、再検討してくれと。そ
して今回、配慮書の国土交通大臣の意見は、環境影響
を回避または低減できないときは、対象事業実施区域
の見直しを含む事業計画の見直しを行うことと述べて
います。国土交通大臣もそうです。それで、先ほど方
法書に関して勘案してもらえると部長言われたんです
けれども、方法書で軍港が縮小される保証というのは
あるのですか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　方法書は、環境影響評価を行う際の調査の手法であ
りますとか、予測・評価の手法、そういった方法につ



- 328 -

いて定めるものでございます。それに基づきまして、
その後、環境影響評価の調査・予測・評価、環境保全
措置の検討というものを行いますので、そういったも
のが結果としまして準備書という形で出てきます。そ
して、準備書で示されます環境影響評価の結果を踏ま
えまして、こういった規模等とかについても配慮する
というような形になると考えております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵  議員　今の答弁では、方法書はそう
じゃないけれども、準備書において今言った面積を小
さくして、環境との関係で影響の大きさとか回避でき
るかというのを比較して、そして縮小することもある
ということでよろしいのですか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　縮小するかどうかも含めま
して、この環境影響評価の結果を事業計画に反映して
いくということでございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　国土交通大臣の意見書、生物多
様性の観点から重要度の高い海域に抽出された、この
意味を御説明ください。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　国土交通大臣の意見の中で
述べられております生物多様性の観点から重要度の高
い海域というものにつきましては、平成24年９月に
閣議決定されました生物多様性国家戦略におきまし
て、生物多様性の観点から重要な海域の抽出が課題と
いうふうに位置づけられたことを受けて選定されてい
るものでございます。全国においてこういったものは
270か所という形で選ばれておりまして、沖縄県にお
きましては、ほぼ全域となる沿岸域の範囲につきまし
て18か所が抽出されているという形になります。そ
して、その中の宜野湾沿岸という区分におきまして、
この那覇港湾代替施設事業実施想定区域が含まれてい
るという形になっております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵  議員　この抽出基準の中で、何々を
もって抽出されたのかというのを具体的に回答願いた
いと思います。いろんな基準が―８種類ですか、あ
りますけれども、浦添西海岸については、種の生活史
における重要性と脆弱性、感受性または低回復性とか
いうところで検討されているということだと思うんで
すけれども、それを適用例も含めて西海岸はどんな生
物多様性の観点から重要かというところを具体的に述
べていただきたいと思います。
○中川京貴 議長　環境部長。

○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　今議員御指摘のとおり、この生物多様性の観点から
重要度の高い海域におきましては、８種類の基準がご
ざいます。その中で、浦添沿岸域の宜野湾沿岸につき
ましては、基準２の「種の生活史における重要性」、
基準４の「脆弱性、感受性又は低回復性」が高いとい
うことで抽出されているという形になっております。
具体的にこの―何でしたか、宜野湾沿岸域につきま
しては、基準２としまして、ザトウクジラであります
とか、イソヒヨドリ、クロサギ、コアジサシ、そう
いったものが確認されているということ。基準４につ
きましては、ハッポウサンゴ類でありますとかが確認
されているというようなことから、選定されているも
のというふうに理解しております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　先ほどの定義のところで言って
ほしかったんですけど、抽出基準の２というところ
が、「個体群の存続・生息／生育のために必要な場
所」、間違いありませんか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　そのとおりでございます。
　先ほど、定義のほうをということですので、基準４
の定義について述べさせてもらいますと、「機能的脆
弱性をもつセンシティブな生育・生息地や種が、高い
割合で見られる場所。また回復に時間がかかる場所」
というようなことで定義されているところでございま
す。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　とても重要な環境を保全する、
保護するというところで指摘をされていますので、こ
の分野でもっと今の不可逆性の高い埋立てそのものを
検討していただきたいと思います。
　次質問をしますが、今度公室長になりますか。県は
航空機の離着陸や訓練を行わないことを米軍に働きか
けるよう政府に要請をしてきました。県の考える那覇
軍港の現有機能を確認したい。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　５・15メモでは、那覇港湾
施設の使用主目的は港湾施設及び貯油所とされてお
り、同メモに基づいた使用がなされるものと認識して
おります。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　県はそう言ってますけど、政府
も県の認識と一致しているのですか。だから、航空機
の離着陸訓練は行わないという認識は一致しているの
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ですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　防衛省によりますと、現有
の那覇港湾施設では、米軍が必要とする貨物や人員
の、沖縄と他の地域との間の輸送のため、その積卸し
等が行われているという認識でございます。一方、同
施設で令和３年以降度々行われたオスプレイ等の航空
機の離着陸について、政府は那覇港湾施設の使用主目
的に沿ったものとしておりますが、県としましては、
５・15メモには航空機の離着陸について記載されて
おらず、また市街地に位置し、多くの民間航空機が離
着陸する那覇空港に近接している那覇港湾施設におい
て、このような運用は基地と隣り合わせの生活を余儀
なくされている県民にさらなる基地負担を強いるもの
であり、容認できないということをお伝えしていると
ころでございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　政府は、この航空機や訓練につ
いても使用目的に合致していると明確に言われている
わけでしょ。だったら、軍港は容認できないのではあ
りませんか。県と全く反対のことを言ってるわけです
よ。それは明確なのに、何でこれだったら目的に合わ
ないよと言えないのですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としましては、米軍及び
日米両政府に対し、那覇港湾施設及び移設先である浦
添埠頭地区においても、５・15メモの使用主目的に
沿って厳格に運用を行い、航空機の離着陸や訓練を一
切行わないよう、引き続き求めていきたいというふう
に考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　県がそう思っていても、政府は
目的に合ってると言っているわけですよ。
　そしてもう一つ、空母や原潜を運用する計画がある
とは米軍から聞いていないと政府はずっと県に対して
回答していますよね。政府は、空母や原潜の使用に反
対をしていますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　令和４年10月に開催された
第29回移設協議会においても、国は、代替施設にお
いても現有機能の確保を目的としており、米軍艦艇を
恒常的に展開する計画や空母や原潜を運用する計画が
あるとは承知していないという回答をしているという
ところでございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。

○西銘　純恵 議員　政府は、空母や原潜の使用に反
対ということは一言も言わない。そして、ミサイルを
搭載できる無人艇ＡＬＰＶが試験運用で那覇軍港を拠
点にして長期配備されるようですけれども、知事の見
解を伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　去る10月４日に、那覇港湾施設への米海兵隊の無
人艇の一時展開について沖縄防衛局から説明がござい
ました。沖縄防衛局からは米軍の後方支援能力強化の
ため、今年10月から来年８月までの間、米海兵隊は
無人艇１機を那覇港湾施設に一時展開する等の説明が
あったところです。
　県としては、今回の一時展開により新たな基地負担
の増加はあってはならないというふうに考えておりま
すので、引き続き情報を収集するとともに、基地負担
の軽減を求めてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　那覇軍港での無人艇の拠点化が
本当にもくろまれているという指摘があるわけです
よ。その那覇軍港が浦添に移設をされる、機能強化し
て移される。日米同盟の強化を進める政府によって
―米軍の新機種、これからどんな兵器が開発される
かも分からない。そして、新型の兵器が浦添新軍港で
運用されるのは、火を見るより明らかではありません
か。浦添新軍港の全体像、浦添に造られる軍港がどん
な軍港になるのか、完成後の運用、海域や陸域を米軍
がどのように使用するのか一切秘密にしたままで進め
られているこの軍港建設については、もう駄目だと、
認めることはできないと言うべきではありませんか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としましては、現在、沖
縄防衛局に対し、那覇港湾施設の定量的な機能や米海
兵隊の無人艇について将来的に沖縄への配備があるか
など、照会を行っているところでございます。
　県としては、これ以上基地負担の増加につながるこ
とはあってはならないと考えており、引き続き情報を
収集するとともに、基地負担の軽減を求めていきたい
と考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　県も、国交大臣、環境大臣から
意見をもらって、国交大臣も面積を小さくできないか
と言っていると。県も相当、西海岸の環境が破壊され
ていくというところを自ら指摘をしているわけです。
だけれども、この環境アセスの中で軍港を小さくして
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いくという保証が取れるのですかと聞いたら、それは
分からないわけでしょう。だったら、県が考えている
軍港を受け入れると言ったにしても、どれだけ―例
えば半分以下にしたらいいのかも含めて、軍港が今の
面積では駄目だと、まず中止しなさいと、アセスを止
めてくれと言うことはできるはずなんですよ。
　もう一点、今みたいに最終的に浦添に造られる軍港
が、これから今の政府が進める軍事強化の中でどんな
軍港になるのか一切分からないままで進めて、事情が
変わった、軍港を移設ということで来たときと今の状
況は変わったという立場でも、ちょっと待てと、アセ
スそのものは中止しなさい、ボーリングは中止しなさ
い、もっと話合いをしましょうというのを私はやるべ
きだと思うんですけれども、知事に伺います。
　本当に政府に対して沖縄県が、言っていることおか
しいよと言っても、いやいやそれは先ほども言いまし
た使用目的に合致しているなんて言っているわけです
よね。そういうことも含めて話合いをして、もっと
―中止をして、まず話合いに乗ってくれというのを
政府に言うべきではありませんか。（不規則発言を行
う複数の議員あり）
○中川京貴 議長　静粛にお願いします。静粛にお願
いします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　沖縄県としましては、移設
協議会におきまして引き続き確認をしていくととも
に、これまでの作業の段階におきましても引き続き確
認作業を進めていきたいというふうに考えておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　今進められているのは、県が考
えているのとは全く違う、機能が強化されている、負
担増になる、明確でしょう。だからそこを柱にして、
ちゃんと―知事は移設協議会に参加していないで
す。だから知事が直接政府に、日米政府にも言うべき
じゃないかということでお尋ねしたんです。答弁お願
いします。
○中川京貴 議長　総時間が終わりましたので、答弁
はできません。
○西銘　純恵 議員　終わります。
○中川京貴 議長　仲宗根　悟議員。
　　　〔仲宗根　悟　議員登壇〕
○仲宗根　悟 議員　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　ウクタンディン　ネーミソーラングトゥ　ガン

ジューカナッテアッチミセービガヤーサイ。
　一般質問を行います。
　一般質問入る前に、私も８月に南米に行かせてい
ただきました。南米の第１次産業の規模の大きさに
は、初めてボリビアに行かせていただいんですけれど
も、非常に規模が違うなというのを目の当たりにしな
がら、70年前、当時は50町歩与えるので入植してく
ださいという触れ込みで入植をしたのだそうです。
50町歩、50ヘクタール、イチャンラシ　イィーティ　
ウランチャー　ジョートーだなと思いました。それ
で、現地の方々といいましょうか、お話を伺いまし
たら、50町歩じゃ、ナー　ワジャナランドーという
ようなお話でしたね。それで幾らなんですかと言った
ら300町歩らしいですね。300町歩といったら、我が
読谷村の読谷補助飛行場が230余りであるのですが、
300町歩ということはもう１人でこの読谷補助飛行場
以上の農地を耕作しているというのと等しいものです
から、もう本当にびっくりいたしました。ただ、やは
りコロニア・オキナワ、課題があるようでありますの
で、その課題に対しても真 に向き合って、県も外務
省にしっかり要請をしてこられたということでありま
すので、ぜひまたお力添えをいただきながら、ワッ
ターウチナーンチュヌ、暮らしている皆さんのその誇
り、非常に誇りを感じましたので、その皆さんが安心
してまた仕事ができるような、未来永劫に私たちと交
流がかなうような環境を整えていただきたいなという
感想を持ちました。
　トー　アンセー　ウチンジャチナービラウー。よろ
しくお願いします。
　まず１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、知事の訪米は、普天間飛行場の辺野古移設や
嘉手納飛行場の負担増等、基地問題をはじめとして、
相次ぐ米軍人による性的暴行事件やＰＦＯＳ問題をじ
かに米国議会、米国政府や国連で訴え、シンポジウム
での基調講演、共和党系のシンクタンクでの講演等、
訪米活動がこれまでにない成果を得たと私は感じてい
ます。ワシントン駐在のこれまでの積み重ねの成果で
あろうかというふうに思いました。知事の所見を伺い
ます。
　(2)、国連関係者の招聘についてでありますが、伺
わせてください。
　大項目２は、米軍基地問題についてであります。
　(1)、県は、米軍嘉手納基地及び普天間飛行場周辺
の航空機騒音について、2023年度の測定結果を公表
したとしていますが、どのような状況なのか。また、
夜間・早朝の飛行を制限する航空機騒音規制措置、こ
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の辺の状況はどうなっているのか伺います。
　(2)、米軍施設の一部返還や共同使用等が遅々とし
て進まず、河川整備等、県民生活に重要な公共工事の
進捗が滞る事態が生じているということであります
が、県の対応を伺いたいと思います。
　(3)、米軍関係の兵士や軍属の飲酒運転による逮捕
の報道記事が頻繁になされています。これは異常であ
るというふうに思っています。飲酒運転根絶に向けて
の取組、どのような状況か伺います。
　大項目３は、農林水産業の振興についてお聞きをし
たいと思います。
　(1)、ゆがふ製糖具志川工場機械設備冷却用海水の
取水のため、新港地区側水路及び取水口周辺における
土砂のしゅんせつに関する県の対応を伺いたいと思い
ます。
　(2)、台風や干ばつなど気象災害に強いカンショ
は、沖縄県における重要な畑作物であります。特に紅
芋は加工土産品として人気が高く、インバウンド消費
の拡大にも貢献をしています。ところが2018年頃か
らサツマイモ基腐病が発生し、加工原料の紅芋が大き
な被害を受けました。基腐病のこれまでの対策、そし
てこれに代わる新品種の改良に向けて取り組まれてい
ると思いますが、その辺をお聞かせください。
　大項目４は、離島振興です。
　(1)、与那国町祖納港の改修工事の進捗状況を伺い
たいと思います。
　(2)、特定重要拠点港湾建設が計画されている与那
国町の琉球列島最大規模の湿地帯である樽舞湿原は、
環境省の生物多様性の重要度の高い湿地500に登録さ
れ、鳥獣保護区にも指定されていることなど、希少な
野生動植物が数多く生息しています。早急な生物調査
を進めるべきでありますが、県の見解を伺いたいと思
います。
　大項目５、教育行政について。
　(1)、学校給食費無償化に向けた取組について伺い
ます。
　(2)、教職員の働き方改革について、教職員定数法
にとらわれない増員や非常勤講師の増員が現場の要求
であります。その取組について伺いたいと思います。
　６番目の我が会派の代表質問との関連については割
愛させてください。
　よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　仲宗根悟議員の御質問にお答え
いたします。

　知事の政治姿勢についての御質問の中の、知事訪米
とワシントン駐在についてお答えいたします。
　今回の訪米に際しまして、ワシントン駐在は、日頃
から培ってきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者
等との面談に当たっての人選やその面談の取付け、共
和党系シンクタンクであるハドソン研究所での講演、
民主党のプログレッシブ議員連盟定例会でのスピー
チ、議員補佐官を集めたブリーフィングなど、新たな
取組の実現など大きな役割を果たしております。ま
た、米国政府関係者、有識者、沖縄とゆかりのある
方々など100名以上を集めた県主催による沖縄ナイト
やワシントンＤＣ沖縄会及びニューヨーク沖縄県人会
との懇親会においても多くの方々と交流しネットワー
クを強化できたことについては、ワシントン駐在が現
地に根づいた活動をしていることを改めて実感するこ
とができました。
　沖縄県としましては、米国内において、沖縄の基地
問題に関するより一層の理解と協力を得るためには、
ワシントン駐在が築いたネットワークの維持・拡充が
非常に重要であると考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)、国連関係者の招聘についてお答えいた
します。
　昨年９月の国連訪問の際に知事が面談した国連関係
者の１人である、有害物質と廃棄物に関する国連特別
報告者のマルコス・Ａ・オレリャーナ氏については、
沖縄の基地とＰＦＡＳ汚染の問題に強い関心を示され
たことから、本年11月に沖縄に招聘することといた
しました。来県の際には、関係者との面談や米軍基地
周辺などの現地視察、シンポジウムでの基調講演を予
定しております。
　県としましては、このような国際社会からの理解と
協力を得る取組を行うことで、沖縄県の取組を後押し
する国際世論を形成し、基地問題の解決の糸口にした
いと考えております。
　次に２、米軍基地問題についての中の(1)、夜間・
早朝の航空機騒音規制措置の状況についてお答えいた
します。
　令和５年度の嘉手納及び普天間飛行場から発生する
航空機騒音測定の結果、航空機騒音規制措置で飛行が
制限されている夜10時から翌朝６時までの間におい
ても騒音が数多く発生していることが確認されてお
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り、依然として目に見える形での負担軽減が図られて
おりません。このため県は、先月18日に米軍及び日
米両政府に対し、同規制措置の厳格な運用を要請した
ところです。今後とも軍転協等と連携し、あらゆる機
会を通して、米軍及び日米両政府に対し、同規制措置
の厳格な運用などを求めてまいります。
　同じく２(3)、米軍人等の飲酒運転根絶に向けた取
組についてお答えいたします。
　米軍によると、７月からゲートチェックの強化、巡
回パトロールの拡大、隊員教育の強化等を実施してい
るとしています。また、今月１日、在日米軍から発表
された新たなリバティー制度では、これまで海兵隊の
みに適用されていた午前１時から５時までの間の飲酒
ができる飲食店への入店禁止措置の全軍種の軍人への
拡大などを行うとしています。
　県としては、今回示された方針が実効性を伴うもの
になるか注視するとともに、今後も引き続き適切に対
応してまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　２、米軍基地問題について
の(1)のうち、嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺の
航空機騒音測定結果についてお答えいたします。
　令和５年度の航空機騒音測定結果では、環境基準の
類型当てはめのある測定局において、嘉手納飛行場周
辺の19測定局中９局で、普天間飛行場周辺の11測定
局中２局で環境基準を超過しており、前年度と比較す
ると両飛行場ともに１局増加しております。最大騒音
レベルについても前年度と比較が可能な測定局におい
て、嘉手納飛行場周辺の21測定局中14局で、普天間
飛行場周辺の12測定局中９局で、前年度より騒音値
が高くなっております。
　次に４、離島振興についての(2)、樽舞湿原の生物
調査についてお答えいたします。
　県が、平成28年度から令和３年度にかけて、県全
域における生物多様性を総合的に評価等をするために
行った野生動植物の生息・生育状況調査において、樽
舞湿原についても調査を実施し、県レッドデータブッ
クの掲載種を確認しております。現在、令和８年度の
レッドデータブックの改訂に取り組んでいるところで
すが、専門家で構成する分科会において、同湿原にお
ける希少種の生息・生育状況等を踏まえ、補足的な調
査が必要かどうか検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。

　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、米軍基地問題につい
ての(2)、米軍施設が支障となっている公共事業の対
応についてお答えいたします。
　米軍施設・区域において、道路事業や河川事業で事
業進捗が滞る事例が発生しております。
　県としては、進捗が滞っている事業について、立入
調査や工事着手等への協力を求め、毎年度沖縄防衛局
及び米軍等へ要請を行っております。引き続き、早期
の返還と協議の進展が図られるよう取り組んでまいり
ます。
　次に４、離島振興についての(1)、祖納港の進捗状
況についてお答えいたします。
　祖納港は、与那国島の地域振興を支える重要な港湾
と考えており、平成25年度から静穏度向上を目的に
事業を進め、平成29年度に波除堤整備を完了したと
ころです。現在、船尾岸等の整備を進めているところ
であり、引き続き予算確保に努め、早期完了に向け取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、農林水産業の振興に
ついての(1)、ゆがふ製糖工場における冷却用海水の
取水への対応についてお答えいたします。
　沖縄本島唯一の製糖工場であるゆがふ製糖工場で
は、近年、土砂堆積の影響で海水が安定的に取水でき
ない状況となっております。県では、ゆがふ製糖株式
会社と意見交換を重ね、関係部局で対応を検討してき
ましたが、同社が事業主体となり、しゅんせつ工事を
実施することで協議がまとまったことから、新たに補
助事業に係る予算措置を行ったところです。次期操業
に向けて、引き続き同社と緊密に連携し、補助事業の
円滑な執行に努め、取水環境の改善に取り組んでまい
ります。
　同じく３の(2)、カンショの基腐病対策と品種改良
の取組についてお答えいたします。
　基腐病に関する防除対策については、防除マニュア
ルに基づく講習会の開催、実証展示圃の設置、新規登
録農薬の利用推進、かんしょ優良種苗供給体制強化事
業による健全苗の供給体制強化等を図っているところ
であります。また、県では、基腐病に抵抗性を持つ品
種を育成し、令和６年１月に国へ品種登録の出願を
行っております。引き続き、国や関係機関と連携し、
防除技術の指導、基腐病抵抗性品種の育成等に取り組
み、蔓延防止に努めてまいります。
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　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　５、教育行政についての中の
(1)、学校給食費無償化についてお答えいたします。
　学校給食費無償化につきましては、６月の第１回市
町村説明会後に行ったアンケートやヒアリングを踏ま
え、９月の第２回市町村説明会において、補助対象経
費や上限額等の制度設計について意見交換を行ったと
ころであります。現在、県の予算編成に向けて、各市
町村の令和７年度要望額の調査を行っているところで
あり、市町村とのさらなる調整を踏まえ、令和７年１
月末までに補助金交付要綱を策定し、同年４月からの
実施に向けて取り組んでまいります。
　同じく(2)、教職員の定数増等についてお答えいた
します。
　県立学校における教職員定数の算定については、公
立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関す
る法律等を踏まえ行っております。教職員の負担軽減
については、教職員定数の拡充を図る必要があり、全
国都道府県教育長協議会等を通して国に要望しており
ます。また、非常勤講師の配置につきましては、各学
校とのヒアリングを行い、学校の課題や要望等を踏ま
え、学校現場の実態に応じた適正配置に努めていると
ころです。
　県教育委員会としましては、引き続き教職員の業務
負担軽減に向けた取組の充実に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　質問の途中ではありますが、仲宗
根悟議員の再質問は時間の都合もありますので、休憩
後に回したいと思います。
　20分間休憩いたします。
　　　午後３時30分休憩
　　　午後３時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　仲宗根悟議員の再質問を行います。
　仲宗根　悟議員。
○仲宗根　悟  議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　それでは、順を追って再質問―そうですね、知事
の訪米についてなんですけれども、マスコミ報道で
は、活動内容が紹介されておりまして、今回の訪米が
実りあるような内容であったということを伺っており
ます。これでエールを送って終わろうかと思ったんで
すけれども、２点だけ、ぜひ確認させていただきたい
というふうに思っているのですが、この訪米につい

て、ネットワークの維持、そして拡充のために今後も
多くの関係者の皆さんと面談を重ねていただきたいと
いうふうに思っていますけれども、県が作成したこの
報告書に記載されている面談者の数、こちらのほうが
どうも多過ぎるのではないかというような指摘がある
のですが、この辺のところ実際はどうなのか確認させ
てください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　報告書に掲載されています実績につきましては、個
別面談のほか、シンポジウム等で意見交換を行った人
数も含まれております。この集計方法の説明につきま
しては、報告書の中にも記載されているところでござ
います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲宗根　悟議員。
○仲宗根　悟 議員　よく分かりました。
　そして、もう一つなんですけれども、平成30年度
にワシントンコア社から、県が作成した資料の中には
誤解を生みそうな表現が数多く出ている、そういうよ
うな指摘もあるんですよね。その辺のところどのよう
な改善をされてきたのか、お聞かせいただきたいと思
います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ワシントン駐在は、ワシン
トンコア社の助言を踏まえ、ニュースレターや文書等
の発出の際は委託事業者及び専門家と事前に調整し、
文書の形式、内容の確認やネイティブチェックを行っ
ているところでございます。これにより、現在ワシン
トン駐在が発出する文書については、適切で説得力の
ある文書、内容となっているものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　仲宗根　悟議員。
○仲宗根　悟 議員　よく分かりました。
　今後の基地問題にアメリカ側へ大きな示唆を与えら
れたというような意味では、今回の訪米は高く評価を
したいというふうに思っています。そういう面でも、
地道にワシントン駐在が積み重ねたもの、蓄積された
ものが今回、表に出てきてつながったのかなと。成果
を上げる、評価を受けるような結果につながったのか
なというふうな思いですので、ぜひ今後も頑張ってい
ただきたいというふうに思います。
　(2)の国連関係者の招聘についてなんですが、聞く
ところによりますと公式な訪問ではないと。ところ
が、その道にたけた専門家でいらっしゃるという意味
においては、今回ＰＦＯＳ等のこういった基地の環境
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問題に理解を示して、少しでも沖縄の基地問題の解決
につなげられたらという思いだというような答弁でし
たけれども、本当に糸口にしたいという意味では、こ
ういった専門家が直接来て施設を御覧になるというこ
とは、非常に意義があるものだというふうに感じてお
ります。その辺のところも皆さんの対応をぜひお願い
をしたいなというふうに思っています。
　あと、米軍基地問題なんですけれども、航空機のこ
の規制措置、これは中身をよく精査すると、どうもそ
の使用者側、米軍側のさじ加減による内容でしかない
ということなんですよね。しっかりと住民に被害が及
ばないような、そういった取組を遵守していただきた
いということを強く申し上げないことには、できる限
りという文言がある限り、これは本当に使用者側であ
る米軍側のさじ加減でしか物事がはかれないというよ
うな格好の協定の内容なんですよ。これが国対国の実
際の協定なのかなということで、非常にこう―どう
言うんでしょうね、対外的には非常におかしな内容と
いう感じもいたしますけれども、ぜひ、取り決めた内
容の中で、住民に被害が及ばないような基地のありよ
う、訓練のありようということを常々申し上げていた
だきたいなというふうに思ってます。
　あと、この米軍施設の一部返還、共同使用、なかな
か米軍側から許可をいただけなくて前に進まないと。
そのために、県民生活に重要な公共工事の進捗に支障
が生じているんだという内容、粘り強く交渉を重ねて
いく、要請をしていくというような内容なんですけれ
ども、一つは、せんだって大屋議員からの質問にもあ
りましたとおり、東側と西側を分断する形で中央に基
地が阻んでいて、双方の交通にも非常に不便をかい
て、迂回せざるを得ないような状況なんですよね。そ
こは、80年近くも協力をしてきたという立場からす
ると、感情的には道１本ぐらいは通してもらいたいと
いうような、非常に感情―まあ感情論といったらお
かしいんですけど、そういったことが県民の願いだと
思うんですよね。私たちの医療施設も西側は一つの中
部の圏域として捉えられていて、これ以上の病床は増
やせないんだというようなお話なんです。ならば、命
の道路。私たちも迂回せざるを得ないような、救急車
は事故があったら搬送する、迂回をしなくてはいけな
い、そこは十何分で行くところを40分もかけて通る
というような状況なわけですよね。そういうことから
すると、この辺のところもぜひ粘り強く交渉をしてい
ただきたいというふうに思っているのですが、その件
について土木建築部の答弁はいつも通り一遍のお話だ
と思いますので、それについての姿勢といいましょう

か、これからどうするんだというような姿勢がおあり
でしたら、これはぜひ知事のほうに御答弁いただけた
らと思うのですが、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時57分休憩
　　　午後３時58分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　人口の約８割が集中する沖縄本
島の中南部に、その住民の環境を分断する形で基地が
存在しているということの事実。そして、騒音防止の
協定が結ばれているにもかかわらず、夜間の飛行を繰
り返し、その協定が守られていないという事実など
は、私も今回の訪米での、特に大学での講演の中でそ
の事実をお話しさせていただいたところ、アメリカに
おいても多くの方々がこの事実に対して非常に深刻な
状況であるということを受け止めていたというように
我々は感じております。ですから、こういうことが今
議員がおっしゃったように、今まで日米同盟に対して
協力をしてきた県民側からの真 な要望であるという
ことについては、これからも日米双方の責任におい
て、その問題を早期に解決するべきであるということ
を発信してまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　仲宗根　悟議員。
○仲宗根　悟 議員　観光振興のみならず、この東西
の交流と言うのでしょうか、ましてやこの医療環境に
乏しい―乏しいと言ってはあれなんですけど、恩納
村や読谷村の命をつなぐ道路として位置づけているん
です。ぜひ、取組を加速させていただきたいなという
ふうに思っています。よろしくお願いをいたします。
　あと、農林水産部なんですけれども、このカンショ
の基腐病の病原菌が蔓延しないような方法、措置をま
ず取るべきだというようなお話なんですね。そこで今
回、令和６年に品種の出願をしているんだというよう
なことなのですが、実は、九州農研センターのほうで
も開発がされたということで、主力であります紅芋は
備瀬というところから始まっていって、ちゅら恋紅か
な、これは収穫が備瀬よりも多く、そして加工品とし
ても優れているというところできたのですが、ここへ
きて基腐病が発生して、ちゅら恋紅の被害が多いと。
それに代わるような品種はどうだというようなことで
調べてみましたら、九州農研センターで開発がされ
たと。ところが、この沖縄は、島尻マージ、それから
ジャーガルクチャーの２つに大別されるわけなんです
けれども、この九州で新品種を開発したのがどうも
ジャーガルクチャーですか、その中でしかもう―島



- 335 -

尻マージでは色素が弱くて普及しかねるんだというよ
うなことで、チュケーン　イソーサしたのですが、あ
まりにもそういう内容でしたので落胆したのですが、
今度は県の農研センターが先ほどお話しいただいた、
その品種を出願中だと。今度は逆に島尻マージでもい
けるんだと、それがジャーガルクチャーのみならず、
そこでも多様種が可能なんだというようなお話、非常
に農家にとってはこれはもう朗報ですよ。もちろん基
腐病が発生した時期がコロナと相まって、どんどんお
土産品店が閉めざるを得ないような状況の中で発生し
た。原料はそう需要がなかった頃のお話ですよね。そ
れで回復をした。さあ原料が足りないぞといったとき
に、こういったものがまだ解決を見ていないと。そし
て、新品種が開発されたということについては、非常
に高く評価をしたいんですけれども、その辺のところ
を―またどんどん普及、いつ頃をめどにできるのか
―めどといいましょうか、農家は非常に待ち望んで
いますので、ぜひその辺のところを、部長、ぜひ御答
弁をいただけませんか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時２分休憩
　　　午後４時２分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　農研センターでは、平成27年から有色品種の開発
に取り組みまして、先ほど申しました新品種ですけれ
ども、令和５年度に基腐病に抵抗性を持つ沖育19―
１を育成いたしました。この特徴といたしましては、
基腐病に対しても抵抗性が強いということで、既存の
品種ちゅら恋紅と比べても優位に強いということで
す。また収量も、春植え、秋植え、いずれの栽培型に
おいてもちゅら恋紅と同程度であるということと、ま
た先ほどありましたように、ジャーガルでもマージで
も果肉の濃さというのはちゅら恋紅に比べ濃いという
ことで、また各地区でこの品種の展示圃、そしてまた
普及ということで産地協議会、そして出先機関が中心
になってカンショ振興に取り組んでまいりたいと思い
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲宗根　悟議員。
○仲宗根　悟 議員　少し安心をいたしました。ぜひ
農研センターの皆さんにも頑張っていただいたことを
高く評価したいというようにお伝えをしていただきた
いと思います。頑張ってください。
　あと最後に、離島振興の中で、与那国町のこの樽舞

湿原。ここは国指定の与那国鳥獣保護区として2010
年から2030年まで存続することが決定されている
と。ここには、ヨナグニカラスバト、キンバトなど希
少動物が生息していると。そして、クロツラヘラサギ
ですとかアカヒゲなども飛来が確認されているという
ことです。そして、与那国には絶滅のおそれが高い多
くの昆虫類が生息されているというようなことが報告
をされています。ぜひ、本格的な自主的な調査研究を
されて、どういったものが生息しているのかというこ
とを調査すべきだと思うのですが、その辺については
いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県環境部が行います調査というものは、沖縄県環境
基本条例に基づきまして、環境の保全及び創造に関す
る施策の策定に必要な調査という形になります。それ
につきましては、先ほどの答弁の繰り返しになります
けれども、現在、令和８年度のレッドデータブックの
改訂に取り組んでいるところでございまして、専門家
で構成する分科会において同湿原における希少種の生
息状況等を踏まえまして、補足的な調査が必要かどう
かは検討してまいりたいというふうなことでございま
す。
○仲宗根　悟 議員　頑張ってください。
　以上、終わります。ありがとうございました。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時６分休憩
　　　午後４時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○幸喜　愛 議員　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　ワンネー　会派てぃーだ平和ネット、社民党ヌ幸喜　
愛ヤイビーン。
　チューン　ウミハマティ……。質問しますので、よ
ろしくお願いいたします。まだまだですね。ありがと
うございます。
　今年は我が沖縄市市制施行50周年の記念の年で
す。11月には記念式典が開催されるなど、様々な取
組がされています。本日は、50周年の記念のバッジ
をつけ、沖縄市の伝統工芸品知花花織をあしらった
スーツを着て質問をさせていただくことにします。よ
ろしくお願いいたします。
　それでは、一般質問の通告に従って質問を始めま
す。
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　１、予防接種と健康被害との因果関係が認められた
方を救済する予防接種健康被害救済制度についてお伺
いいたします。
　(1)、健康被害救済制度の窓口はどこにあるのか。
その周知は十分なのか県の見解をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　予防接種後健康被害救済制度に係る申請窓口は、本
人やその御家族の方が予防接種を受けたときに住民票
を登録していた市町村というふうになります。県で
は、同制度に関する情報について県のホームページで
周知するとともに、申請書類の確認については市町村
とも連携をして対応しているという状況です。
　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　では、(2)に移ります。
　沖縄県における新型コロナワクチン接種に係る副反
応疑いの状況についてお伺いします。
　ア、副反応の定義や基準はあるのか。また、副反応
の認定を行う機関はどこかお伺いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　副反応の定義ですけれども、ワクチンを接種した後
に生じたあらゆる好ましくない症状等のうち、ワクチ
ン接種との因果関係が明らかでない事象を含むものを
副反応疑い、そして因果関係が認められたものは副反
応というふうに呼んでおります。予防接種法に基づく
副反応疑いの報告制度は、報告の対象となる症状の発
生を知った医師が報告することとなっております。先
ほどのものは住民の方が健康被害についての申請を市
町村にするのですが、副反応の場合は、診察した医師
から直接国のほうに報告をするという仕組みになって
います。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　では、次です。
　今現在、沖縄県において認定されている副反応の事
例などの情報開示についてどうなっているか、お伺い
いたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　新型コロナワクチン
接種後の副反応疑いの報告の状況等につきましては、
厚生労働省のホームページにおいて報告件数や事例の
概要が公表されているところです。そして、県内の報
告状況については、沖縄県のホームページにおいて報

告の件数と、そのうちの重篤及び死亡件数については
数を公表しております。なお、個別の詳細についての
情報は個人の特定につながる情報を含んでいるため、
公表はしておりません。
　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　私もホームページを見させていた
だいたんですけれども、件数については明確に出して
いただいているようなのですが、副反応の症例の紹介
というのは県のホームページにはないというふうにお
見受けしましたが、それでよろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　県のホームページに
は、症例の数―先ほど言いましたが、死亡を含めた
数の掲載を行っているところです。
　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　次に、ウです。
　県内における新型コロナワクチン接種による健康被
害の申請の件数、そのうち重篤と認められた件数とそ
の症状について伺う。今、これはお答えいただいたと
いうことでよろしいでしょうか―では、お願いいた
します。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　こちらは健康被害が認められた方への救済制度とい
うことになっております。県内における新型コロナワ
クチン接種後の健康被害救済制度に係る申請件数と認
定状況については、ホームページにおいて公表を―
これも同じく公表しておりまして、令和６年８月末現
在で148件の申請がなされております。そのうち、死
亡一時金の申請は13件、そして認定されたものが３
件、障害年金等の申請は８件で、認定に至っているも
のはありません。これについても件数の公表というこ
とで、個別の詳細については公表していないというこ
とを御留意ください。
　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　では、コロナ発生当初、事実上、国から接種を義務
づけられた形となっていた医療従事者や介護従事者の
中で、副反応疑いのある方への労災が認定された事例
があるかどうかをお伺いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　通常、ワクチン接種
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は労災の認定には当たらないとされていたんですけれ
ども、新型コロナウイルスのワクチンの開始後に国の
ほうから、医療従事者あるいは介護従事者等、優先順
位が高く、接種を義務づけられているわけではないん
ですけれども、接種が職場でも必要というふうな形で
接種される方については、労災の取扱いをするという
ふうな通知が出たところでございます。厚生労働省が
公表する業務上疾病の労災補償状況調査というものが
ありますけれども、特定の業種や地域に限定した件数
は書かれていないんですが、新型コロナワクチン接種
に係るものとして、全体では令和３年度に858件、令
和４年度に144件が新規支給を決定されております。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　はっきりとした数字が見えてきたということで、と
てもよかったと思っております。
　次の質問にまいります。
　(3)、10月から自治体による65歳以上の高齢者を対
象としたコロナワクチン定期接種が始まりますが、県
としてワクチン接種率、接種の目標をどのように見込
んでいるのかをお伺いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　新型コロナワクチン
定期接種が令和６年10月１日から開始をされており
まして、対象者はインフルエンザのワクチンと同様、
65歳以上の高齢者、60歳から64歳で重症化リスクの
高い方となっております。これは接種を受ける努力義
務や自治体からの接種勧奨の規定はございません。そ
のため県では、接種率の目標は設定はしておりません
が、新型コロナワクチンはやはり重症化予防に効果が
あるということですので、接種を希望する対象者が納
得した上で接種を判断できるように、市町村と連携し
て正しい情報の発信に努めてまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　実は今回、この問題について取り上げることになり
ましたのは、私の周辺で実際にこのワクチンを接種し
た後、健康被害を受けている方がいらっしゃるという
ことがあったためです。ただ今回、その方のお話を伺
おうとしましたところ、ちょっと体調不良ということ
で直接お話をすることができませんでした。少し幅を
広げまして、当事者のお話を伺いたいということで探
しましたところ、他府県ではあるのですが、50代の
女性で看護師をなさっていた方のお話を伺うことがで
きました。大規模接種会場でアルバイトをしていて、
残ったワクチンを看護師さん、優先的にどうぞという

ことで予防接種を受けたところ、５秒後にアナフィラ
キシーを起こして倒れてしまい、その後、重度の障害
を負うことになったという方でした。今では少し10
分ぐらいは座位が保てるようになったということです
が、もう仕事をすることができないということで、大
変重篤な状態であられました。少しよくなってきたの
で、自分の状況をぜひ全国の皆さんに知ってほしいと
いうことで、あちらこちらで電話やＺｏｏｍを通して
の講演をなさっている方です。その方のお話を伺って
いる中で衝撃的だったのが、この健康被害救済制度へ
の申請をしてから結果通知まで、彼女の場合、２年４
か月を要したということです。２年４か月待って来た
通知は、否認ということで認められなかったというこ
とでした。大変な書類の行き来、そして病院とのやり
取り、役所とのやり取りがとてもきつかったというこ
とをお話をしていらっしゃいます。最初、窓口がどこ
にあるのか分からずインターネットで調べて、当該市
町村で調べ、それでやっと引きずるようにタクシーを
呼んで役所へ行って、申請をしてもなかなか申請が通
らず、大変だったということでした。
　沖縄県内においても、たくさんの方の申請があると
いうことで今御答弁いただいたんですけれども、今実
際、沖縄市の私の周りの方々に聞きますと、窓口がど
こにあるのか分からない、沖縄市役所に行けば大丈夫
だよということで御案内することもできるのですが、
県のホームページを見てもどういったところにあるの
か分からないということでした。そういった広報の活
動について、もう少し丁寧にやっていただくことはで
きないか、お伺いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　健康被害の認定のためには、国の調査においてかな
りの資料の要求等がございまして、以前から時間がか
かるというふうな御指摘は受けていたところでござい
ます。
　県としては、先ほど答弁させていただきましたよう
に、市町村を通しての申請になりますけれども、県の
ほうも書類の作成等についてのアドバイスだったりと
か、支援をしているところでございます。それから、
その支援の仕組みについても分かりにくいという御指
摘だと思いますので、ホームページの内容についても
また再検討をして、分かりやすい内容に変更していく
ように努めたいと思います。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　働けなくなったのに、保障がなくて経済的にも苦し
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い。そして、身体も苦しくて、申請するのもしんどい
という方々、そういう方々にぜひ寄り添った施策、対
応をお願いしたいと思います。
　ワクチン接種で守れる命もありますが、副反応で失
われる命があること、健康被害があること、だからこ
そワクチン接種をしないという選択肢もあることを明
確に判断できるような情報を提示すべきだと思いま
す。国の号令で行ったワクチン接種です。招いた結果
に国も責任を持ってほしいということを、県としても
強く求めていただきたい。再度、予防接種健康被害救
済制度の周知徹底と、予期せず健康被害に遭われた
方々の現実に寄り添い支援ができるよう、県としても
働きかけていただきたいと強く要望して終了いたしま
す。
　次の質問です。
　女性や子どもをはじめとする社会的に弱い立場にあ
る人に対するＤＶ被害、性被害の報告が多くなってき
ています。沖縄においては、米軍基地があるために起
こる事件も合わさって、県民が安心・安全に生活する
権利が奪われている状況があります。そこで、ＤＶ被
害、性被害への対応について県の見解をお伺いいたし
ます。
　(1)、ワンストップ支援センターについて。
　ア、利用状況についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　ワンストップ支援センターの利用状況でございます
が、平成27年２月のワンストップ支援センター開所
から、令和６年３月末までに新規相談者数1176人、
それから延べ相談者数１万5537件の電話、面接相談
等に対応しているというような状況になってございま
す。相談件数は、24時間365日体制となった令和元
年度に大幅に増加しておりまして、近年は毎年、延
べ2500件程度で推移しているような状況でございま
す。また、相談者につきましては、20代以下が56％
という形で最も多くなっておりまして、相手との関係
では知ってる人というのが全体の約８割というような
状況でございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　予想以上に多い人数、多い件数と
いうことで、表に出てこない、こういった潜在的な問
題があるということの裏づけになるかと思います。あ
りがとうございました。
　では、ワンストップ支援センターにいらっしゃる相
談員、支援員の配置状況についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。

○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　相談支援員等の配置状況でございますが、昼間は相
談支援員を２名、それから相談支援員を統括するコー
ディネーターを１から２名体制で配置しておりまし
て、準夜勤・夜勤につきましては、相談支援員２名で
対応している状況でございます。令和６年９月末現
在、相談支援員21名、コーディネーター３名、計24
名で24時間365日体制を回しているというような状況
でございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　そのコーディネーター、相談支援員の皆さんがどの
ような支援を行っているのか、その業務内容について
教えていただけますでしょうか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　相談支援員の業務内容
でございますが、まず相談支援員ですけれども、電話
相談を主な業務としまして、必要に応じて面接相談を
実施しているということになります。また、相談者の
置かれている状況や希望に応じて、病院や警察への同
行支援、それから市役所とか関係機関へつなげるな
ど、被害に遭われた方の心身の負担を軽減し、その健
康の回復が図れるよう日々支援を行っているというこ
とでございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございました。
　では、次に移ります。
　(2)、ＤＶ・性被害者への支援状況についてお伺い
します。
　ア、ＤＶ認定の基準があるのかどうか、お伺いいた
します。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　ＤＶとは、配偶者や恋人など親密な関係にある者、
またはあった者から振るわれる暴力のことを指しま
す。暴力には殴る蹴るなどの身体的暴力だけではな
く、大声でどなる、無視して口を利かないなどの精神
的暴力、それから性的行為を強要する、避妊に協力し
ないなどの性的暴力など、様々な暴力の形態がありま
す。ＤＶ認定につきましては、明確な認定の基準はあ
りませんが、これらの暴力に当てはまる場合がＤＶに
該当いたします。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　では、ＤＶから逃れるためにシェルターと呼ばれる
避難先に逃げる方々がいらっしゃいます。このシェル
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ターと呼ばれる避難先施設の数やその入居要件、支援
員・相談員の配置状況などについてお伺いいたしま
す。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　県では、配偶者等から
の暴力により緊急に保護が必要な場合は、県の一時保
護所や16か所の民間施設を活用して一時保護を行っ
ております。県の一時保護所は、令和６年９月末現
在、生活支援員が２名、生活支援専門員が４名、児童
支援員が２名、計８名体制で運営しているところでご
ざいます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　16か所という、結構しっかりとした数で設置して
いただいてありがたいと思います。この県の一時保護
所等ではどのような支援・相談がなされているか。内
容についてお伺いできる範囲で構いませんのでお願い
いたします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　県の一時保護所では、入所者に対し、衣食その他日
常生活に必要なものを給付するとともに、生活支援
員、それから生活支援専門員による入所者の生活支
援、児童支援員による同伴児の学習支援、相談支援員
による自立に向けた相談支援、それから心理療法専門
医による心理療法の実施などの支援を行っているとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　では、中高校生のような大きなお子さんを連れた母
親が一緒に入居できる、または避難できるシェルター
があるかどうかをお伺いします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　先ほど来、お話し申し上げてます県の一時保護所に
つきましては、同伴女児については年齢制限を設けて
ないんですけれども、集団生活ということもあって、
同伴男児につきましては、ＤＶ被害者の心情に配慮い
たしまして小学生までの入所となっております。ただ
し県では、ＤＶ被害者が中学生以上の男児と一緒に入
所を希望する場合には、一時保護委託先への入所調整
というものを行っているところでございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございました。
　今お伺いしました中高校生以上の大きなお子さんを
連れた母親が入居できるシェルターがあるかというこ

となのですが、実はこれもまた地元で相談を受けた
ケースでございまして、この方は、御本人と小学生に
なるお子さんで、米軍属の御主人からのＤＶから逃れ
るために、避難先を探していた方でした。ただ、高校
生になるお子さんもいらっしゃって、軽度の知的障害
があったものですから、どうしても一緒に逃げなけれ
ばならないので連れていきたいと言ったところ、入居
先が見つからず、そのときは避難ができなかったとい
うふうに伺っております。その日はどうしても家に帰
れないので、子どもたちを連れて沖縄警察署のそばに
車を止めて二、三日、そこでやり過ごしたことがある
というふうにおっしゃっておりました。こういった
ケースに対して、対応できる施設があるかどうかとい
う情報を彼女はどこで取っていいのか分からずに、途
方に暮れたということを訴えておられました。
　ワンストップ支援センターや県に相談窓口があるこ
とは、まだまだ知られておりません。今後も周知を広
く行っていただきたいと思っております。６月の一般
質問でも申し上げましたが、こういったサポートがあ
るということを学校教育の中の性教育の中でもぜひ紹
介してほしいと感じております。ＤＶ被害に遭ってい
る方々に、あなたは悪くない、そしてあなたは一人
じゃないというメッセージをもっと広く強く発信して
いただきますように強く要請します。
　今回御相談をいただいた方には、ぜひ安心して暮ら
していただけるように、これから県の相談窓口を御案
内したいと思います。また、彼女のところには五、六
人の同じような方が身を寄せて暮らしているという情
報も得ておりますので、ぜひ相談に乗ってあげていた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時31分休憩
　　　午後４時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○幸喜　愛 議員　では、３番目の戦後処理について
です。
　(1)、戦後80年を迎えるに当たり、解決が急がれる
戦後処理の２大案件である不発弾処理と遺骨収集につ
いてお伺いいたします。
　ア、あとどれくらいの不発弾が残っているのか。全
ての不発弾を処理するのにあとどれくらいの期間が必
要と想定しているのか、県の見解をお伺いいたしま
す。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
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　さきの大戦において、県内に生じた不発弾は約１万
トンと推計され、復帰前の6000トンを含め、令和５
年度末までに約8000トンが処理され、現時点におい
ても約1800トンが埋没しているものと推定していま
す。近年、不発弾の発見及び処理量は減少傾向にあ
り、その処理には長期間を要すると想定しておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　イ、不発弾処理を迅速に全て処理するために、国と
も連携した対策が必要と考えられますが、県の見解を
お伺いいたします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　不発弾処理については、
国、県、市町村等で構成する沖縄不発弾等対策協議会
において、不発弾の磁気探査方法の検討や処理の加速
化、効率化に連携して取り組んでいるところです。具
体的には探査計画や解析方法といった磁気探査方法の
統一化や、不発弾の現地処理時の避難範囲を縮小でき
る耐爆容器の導入等を行っており、引き続き国や市町
村等の関係機関と連携しながら、一日も早い不発弾の
処理に努めてまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　では、ウです。
　同様に、遺骨収集について県の見解をお伺いいたし
ます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　戦没者の遺骨収集に関しましては、戦没者の遺骨収
集の推進に関する法律により、国の責務であることが
明記されておりますが、県では、国からの業務委託を
受けまして、戦没者遺骨収集情報センターにおきまし
て、遺骨情報の一元化やボランティア団体の支援な
ど、遺骨収集の推進に取り組んでおります。そして、
沖縄戦における日本人の戦没者数は18万8136人と推
計しておりまして、これまで収容された御遺骨は、令
和６年３月末現在で18万5523柱、率にして98.6％と
なりますが、いまだ収容がかなっていない御遺骨が
2613柱となっております。まだ収骨されてない遺骨
に関しまして、収骨は令和５年度で50柱ですね。毎
年平均して50柱ほどの遺骨の収集がされております
けれども、単純に割りましても、あと52年かかると
いうようなことになります。こちらのほうがいつまで

に終わるのかという目安がなかなか立てづらいところ
でありますが、次年度、戦後80周年を迎えるという
こともありますので、遺骨収集に必要な情報、こちら
のほうがやはり大事でございますので、そういった情
報がございましたらぜひお住まいの市町村、もしくは
糸満市摩文仁の平和祈念公園の中にございます戦没者
遺骨収集情報センターのほうに情報をお寄せいただけ
れば大変助かります。その上で遺骨収集に向けた努力
を、一日も早く御遺骨を収集するということに努めて
まいりたいと思っております。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございました。
　では、改めて質問をさせていただきます。
　沖縄戦での米軍爆撃記録が、米国国立公文書館に保
管されているという情報を得ております。その情報に
ついて県としては把握をしているのか、お聞かせくだ
さい。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時37分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　現時点で情報があるかどうか自体もまだ把握してい
ませんので、ちょっと確認させていただきたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　すみません、その情報については、実は2013年８
月、戦後70周年の頃だと思うんですけれども、読売
新聞でもちょっと紹介をされておりまして、この情報
を得させていただいております。
　その米軍記録には、米軍の爆撃地点、また爆弾数、
火薬量などが詳細に記載されていると聞いておりま
す。同じく、どこでどれだけの人が亡くなったかが分
かる戦没者情報も記載されているということです。こ
の情報を得て活用することで、不発弾の埋没地点の推
定、また戦没者が埋まっているであろう場所の推定を
することが可能だと考えられます。この米軍記録を確
認し、そして有効活用することで、全面解決にあと
100年はかかると言われた不発弾処理、遺骨収集、言
い換えれば、沖縄の戦後処理を迅速に進めることがで
きるのではないかと考えております。この資料の確
認・活用について、県の見解をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ありがとうございます。
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　先ほども申し上げましたけれども、まずその資料に
ついて県の中で今どのように把握をしているかどうか
自体、今ちょっと資料がございませんので、至急確認
をして活用ができるものであれば、ぜひ活用させてい
ただきたいと思います。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。ぜひよろ
しくお願いいたします。
　では、次の質問にまいります。
　(2)、戦後79年を経て、高齢化が進む無国籍状態の
日系２世の方々への国籍回復支援について、県の見解
を伺います。
　ア、太平洋戦争時にフィリピンで生まれた残留邦人
の人数。そのうち日本国籍回復を申請した方、日本国
籍を回復した方、申請が却下された方の数についてお
伺いします。また、同様に沖縄県系人についてもお伺
いいたします。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　外務省が1995年から17回にわたる実態調査を実施
しております。その中で調査を委託されたフィリピン
日系人リーガルサポートセンターの資料によります
と、フィリピンに在留した２世の総数、先ほど議員が
おっしゃった太平洋戦争時にフィリピンで生まれた残
留邦人というところなんですけれども、２世というふ
うにお呼びいたしまして、この２世の総数は、亡く
なった方も含めて、令和６年３月時点で3815人、そ
のうち日本国籍を回復済みの方は1615人、そのうち
父親が沖縄出身の方は168人となってございます。そ
れから国籍回復を申請した方の数というのは把握され
てはいないのですけれども、同センターが把握してい
る日本国籍への就籍申立てが却下された件数は10件
とのことでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　では、これらの調査実施機関についてお伺いいたし
ます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　戦後の混乱でフィリピンに取り残されたとされる残
留日系人の就籍問題、国籍の問題につきましては、外
務省のほうで実態調査を行っておりますが、この身元
確認などの調査に関して外務省から委託を受けている
のが、フィリピン日系人リーガルサポートセンターと
いうところになります。

　以上です。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　この問題については、先日９月26日付の沖縄タイ
ムス、琉球新報でも取り上げられておりまして、また
当日、民放各局、ＮＨＫでもニュースで取り上げられ
ていたかと思います。この問題もまた戦後処理の問題
の一つとなると考えております。
　沖縄では様々な事情から、戦前に名のっていた姓を
戦後改姓した御家族があったために、沖縄の家族を捜
すのに大変苦労なさったというふうに聞いておりま
す。先ほどおっしゃっていましたリーガルサポートセ
ンターの皆さんが、直接そのお名前が多くいらっしゃ
る地域に出向いて、地域の公民館、自治会長さんにお
伺いをして身元を捜し当てるというような状況もあっ
たと聞いております。ぜひ県としても、この支援をし
ているフィリピン日系人リーガルサポートセンターの
方々とも積極的に連携し、一日も早い国籍回復のため
のサポートをしていただきたいなと思っております。
来年は戦後80年の記念の年です。失われた個人のア
イデンティティー、そして家族の絆を取り戻そうとし
ておられる方々にとって、本当の意味で終戦が迎えら
れるよう御尽力をお願いしたいと思います。これにつ
いて、知事の見解をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　無国籍状態にあった方々、特に
フィリピンで無国籍状態になった方々が、その身内を
捜して、その身内が沖縄県や日本とつながっていると
いうようなことですが、このような、いわゆる国籍を
回復する、あるいは明らかに県出身の御身内がいらっ
しゃるというようなことについても、沖縄県も様々
な、そのリーガルサポートなども含めた支援の取組を
国と共に進めております。これからも、そのような
方々がぜひ国籍を回復できるような取組を鋭意進めて
いきたいというように思います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長から発言の申出
がありますので、これを許可します。
　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　申し訳ありません。
先ほど答弁の中で、１の(2)のアのワクチンの副反応
について、副反応の定義、基準については述べたんで
すけれども、認定を行う機関という御質問についての
答弁が漏れておりましたので、修正をさせていただき
ます。
　少し前のほうから読みますけれども、報告の対象と
なる症状の発生を知った医師が報告することになって
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おり、報告された事案は、厚生科学審議会及び薬事・
食品衛生審議会において評価が行われております。と
いうところで認定する機関は、この厚生科学審議会等
になるということでございます。
　答弁の訂正をお願いいたします。申し訳ございませ
んでした。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
　　　〔山里将雄　議員登壇〕
○山里　将雄 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時47分休憩
　　　午後４時47分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○山里　将雄 議員　皆さん、こんにちは。
　てぃーだ平和ネット、山里、一般質問させていただ
きます。
　最後の一般質問となりました。お疲れかと思います
けれども、しばらくお付き合いをよろしくお願いいた
します。
　それでは１、教職員の働き方改革について。
　(1)、教員不足、欠員の解消について。
　ア、６月時点での教員の未配置数は計35人という
ことだったが、現在はどうか伺います。
　イ、市町村小中学校、県立学校それぞれの正規率を
伺います。また、全国平均との比較はどうか伺いま
す。
　ウ、2024年度教員採用試験の状況について伺いま
す。
　エ、再任用職員の配置状況を伺います。
　オ、臨時的任用職員の雇用状況を伺います。
　カ、非常勤職員の雇用状況を伺います。
　(2)、教職員評価制度について。
　ア、教職員評価システムの目的を伺います。
　イ、教職員評価システムの運用状況を伺います。
　ウ、教職員評価システムに関するアンケート結果に
ついて伺います。
　２、不法投棄の実態と対策について。
　(1)、県内で確認される不法投棄の件数、重量、種
類等について伺います。
　(2)、不法投棄防止対策を伺います。
　３、奄美土砂搬出調査報道について。
　辺野古新基地建設の埋立土砂の確保に向け、沖縄防
衛局が鹿児島県奄美大島で現地調査を始めました。県
外からの土砂調達は特定外来生物が侵入するおそれが
あり、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来

生物の侵入防止に関する条例に抵触する可能性があり
ます。対応を伺います。
　４、安和桟橋死傷事故の捜査状況について。
　前議会において県警本部長から、事故原因等、詳細
については捜査中と答弁がありました。今の捜査状況
について伺います。
　５の我が会派の代表質問との関連については、取下
げをさせていただきます。
　よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　山里将雄議員の御質問にお答え
いたします。
　奄美土砂搬出調査報道について、奄美大島からの土
砂調達に係る外来生物侵入防止条例での対応について
お答えいたします。
　大浦湾での埋立てについては、奄美大島から埋立用
材を調達すると報道されておりますが、沖縄県におい
ては、当該地域における外来生物に関する文献調査等
を始めているところです。今後、条例に基づく届出が
あった場合は、届出された内容について確認し、特定
外来生物が付着または混入しているおそれがあると認
めるときは、当該埋立用材の所在する場所に立入調査
を実施するとともに、専門家等の意見を聞いて厳正に
対応してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、教員の働き方改革について
の中の(1)のア、教員未配置の状況についてお答えい
たします。
　令和６年９月時点の公立学校における教員の未配置
数は、小学校20人、中学校18人、高校７人、特別支
援学校７人の計52人で、６月時点から17人増となっ
ております。
　県教育委員会としましては、教員未配置解消に向
け、教員選考試験の制度改革や県内外における各種セ
ミナー及び大学生のリクルート活動など、引き続き教
員確保に向け全庁体制で取り組んでまいります。
　同じく(1)のイ、沖縄県公立学校の正規率等につい
てお答えいたします。
　令和５年５月１日時点における公立小中学校の教
員正規率は、沖縄県が80.3％、全国平均が91.9％と
なっております。また、同日時点における県立学校の
教員数に対する本務者の割合は92.2％となっておりま
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す。なお国においては、県立学校に係る正規率の全国
調査等は実施されておりません。
　同じく(1)のウ、教員候補者選考試験の状況につい
てお答えいたします。
　令和６年度実施教員候補者選考試験は、第一次試験
を６月16日に、第二次試験を８月24日及び25日に行
い、９月29日に496人の合格者を発表いたしました。
そのほか、本務教員経験者を対象とした結・ＵＩ特別
選考と長期の臨時的任用経験者を対象とした選考試験
について、９月に第一次試験の書類選考を終えてお
り、第二次試験を10月26日に実施する予定でありま
す。全ての試験を合わせた志願者は、2644人となっ
ております。
　同じく(1)のエ、再任用職員の任用状況についてお
答えいたします。
　令和６年度の公立学校における再任用フルタイム勤
務職員の任用数は、小学校83人、中学校45人、高等
学校76人、特別支援学校25人の合計229人となって
おります。また、再任用短時間勤務職員の任用数は、
小学校61人、中学校54人、高等学校２人、特別支援
学校１人の合計118人となっております。
　同じく(1)のオ、臨時的任用職員の任用状況につい
てお答えいたします。
　令和５年５月１日現在の公立学校における教員の欠
員補充として任用している臨時的任用職員数は、小学
校337人、中学校513人、高等学校191人、特別支援
学校197人の合計1238人となっております。
　同じく(1)のカ、非常勤講師の任用状況についてお
答えいたします。
　令和６年６月１日現在の公立学校における非常勤講
師の任用状況は、小学校173人、中学校128人、高等
学校440人、特別支援学校39人の合計780人となって
おります。
　同じく(2)のア及びイ、教職員評価制度についてお
答えいたします。１の(2)のアと１の(2)のイは関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　教職員評価システムは、教職員の資質向上を図り、
児童生徒の学習権を保障するとともに学校生活を活性
化させ、教育力を高めることを目的とし、地方公務員
法に基づき実施しております。同システムは、職員一
人一人がおのおのの職務に応じた目標を設定し、評価
者との面談等を通して、目標達成に向けた取組の方向
性について認識の共有化を図っております。また、評
価結果を開示し、評価に関する苦情があるときは、苦
情相談等の対応をするほか、職員の理解促進を図るた
め、評価者及び被評価者研修を実施しております。引

き続き、教職員評価システムの適切な運用に努めてま
いります。
　同じく(2)のウ、教職員評価制度についてお答えい
たします。
　令和４年度に実施したアンケートでは、教職員の資
質能力の向上につながっていますかの問いに対し、
そう思う、ややそう思うと回答した割合は、評価者
が79.9％、被評価者は44.3％となっております。ま
た、面談は有益でしたかの問いに対し、有益であっ
た、どちらかといえば有益であったと回答した割合
は、評価者が97.3％、被評価者は82.6％となってお
ります。
　県教育委員会としましては、引き続き研修の充実等
を図り、制度に対する理解の促進に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　２、不法投棄の実態と対策
についての(1)、不法投棄の件数、重量、種類につい
てお答えいたします。
　毎年、県においては不法投棄の調査を行っており、
令和５年３月末時点の県内の不法投棄の現状は112
件、総重量は2169トンとなっております。内訳とし
ては、一般廃棄物が747トンで全体の34.4％、産業廃
棄物が1422トンで全体の65.6％となっております。
産業廃棄物の種類別では、廃タイヤや農業系プラス
チック等の廃プラスチック類の重量が最も大きく、次
いで瓦礫類や木くずといった建設廃材が混ざった建設
混合廃棄物が多くなっております。
　次に同じく２の(2)、不法投棄防止対策についてお
答えいたします。
　県では、不法投棄を防止するため、県警察、市町村
等と沖縄県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会及び各
保健所ネットワーク会議を設置し、情報交換、合同監
視等を実施しております。また、各保健所に警察官Ｏ
Ｂを廃棄物監視指導員として配置し、パトロールを行
うほか、市町村が設置する監視カメラや立て看板の費
用の一部を補助するなど不法投棄の防止対策を進めて
おります。今後も、排出事業者や県民等に対する啓発
活動、関係機関と連携した監視・指導を行い、不法投
棄の防止を図ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　４、安和桟橋死傷事故の捜
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査状況についてお答えをします。
　現在捜査中の事案であり、具体的状況については答
弁を差し控えさせていただきますが、県警察といたし
ましては、実況見分、関係者からの聴取など必要な捜
査を行い、事故原因等の究明を行っているところであ
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時59分休憩
　　　午後５時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　ありがとうございます。
　それでは、再質問をさせていただきます。
　まず１の教職員の働き方改革についてですけれど
も、教員の未配置、相変わらず多いようです。また、
前回６月より増えたということなんですけれども、教
員の不足、教員が足りないというこの状況、これが続
いているんですけれども、私はこの教員不足、欠員の
解消をするには、単純に考えると採用人数を増やすこ
とではないかと思っているんですね。
　それで幾つか確認をしたいと思います。
　正規率は先ほど伺いました。全国に比べて正規率が
低い。採用枠を増やして正規率を上げていく、それが
重要だと思います。正規率が低い状況の改善につい
て、教育長としてどうお考えなのかお伺いします。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　教員にとって、学校現場が魅力
ある職場であり、また児童生徒にとってよりよい学び
の環境づくりのためにも、この正規率の改善を図って
いく必要があると、重要であると考えております。そ
のために、令和５年９月に小中学校正規率改善計画を
改定しまして、新規採用者数をこれまでの350人から
80人増加しまして430人としております。なお、令和
６年５月１日時点の小中学校教員正規率は、改善を見
込んでいるところであります。
　教育委員会としましても、引き続き正規率の改善に
努めてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　必要な教員数というのは正規職
員で満たすことが基本であって、全国に比べて正規率
が低いというこの状況はやっぱり改善が必要だと思い
ますので、今改善に向かって努力なさっているという
ことですので、ぜひそれを続けて改善を図っていただ
きたいというふうに思います。
　あと、これは沖縄だけではなく全国的な状況のよう

ですけれども、教員試験の受験者数が減少していると
いう傾向があるようですが、その要因についてどうお
考えですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　幾つか要因があるというふうに
考えておりますが、主に、景気の好転、あるいは教職
に対するイメージの変化等がその背景にあるというふ
うに考えております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　まあ、教員に対するイメージが
少し変わってきているというのがあるようですけれど
も、文科省も受験者が減少している現状を憂いている
ようで、公立小中学校の採用試験を前倒しするとか、
そういう通知もしているようです。全国的な取組が行
われていくことと思いますので、ぜひこれも県教育庁
としてしっかり取り組んでいただきたいというふうに
思います。
　教職員確保のために、教員経験者を対象とした秋選
考や大学推薦の学生の一次試験を免除する制度が導入
されています。教員資質の確保の面で問題視する意見
もあるようですけれども、選考基準等の明確化で適性
のある人材の確保に有効であるというふうな意見もあ
ります。今後、この免除制度についてどのようにして
いくか、お考えをお聞かせください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　御指摘の秋選考につきまして
は、筆記試験による一次試験だけでは測定できない実
践力に富んだ教職経験者を対象とした選考として、令
和６年度から実施をしているところであります。秋選
考では、受験者の資質能力は一次試験の書類選考、ま
た二次試験の模擬授業を含む個人面接で判断をするこ
ととしております。今後も実践力に富んだ教職経験者
を対象とした選考を行うなど、試験制度の改革に取り
組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　よろしくお願いいたします。
　それでは、再任用職員の件について伺いたいんです
けれども、先ほど229人の再任用職員がいるというふ
うに伺いました。再任用職員は現在定数に位置づけら
れているのですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　再任用職員については、本務職
員であることから定数に位置づけられております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　定数に位置づけられているとい
うのであれば、その分、新規採用枠が少なくなるとい
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うことではないのですか。この新規採用枠と再任用と
の関係、これはどういうふうになっていますか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　再任用については、先ほど申し
上げました本務職員でありますことから、法律等に基
づきまして、定数に位置づけられているところであり
ます。
　採用につきましては、この再任用の退職、普通退職
の状況等も見ながら、また各教科の不足教員の状況等
も見ながら、毎年その計画を立てているところであり
ますので、再任用の退職の状況も見ながら、採用計画
を立てていきたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　再任用は法律に定められている
ものだと伺いましたけど、これ定数に加えるというこ
とが定められているのですか、決められているのです
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　定数に位置づけられておりま
す。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　未配置が多いという状況から、
再任用職員を定数外にすれば、採用枠を増やすことが
できるので、その解消につながるのかなというふうに
思っているのですけれども、それはできない、定数外
にすることはできないということですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　再任用については先ほど申し上
げましたとおり、定数に位置づけられておりますの
で、定数外ということは非常に難しい状況にありま
す。
　正規率の改善につきましては、その方向性として
は、再任用の状況は定数に位置づけられておりますの
で、新たな採用数―新規採用数を増やしていくと。
今、欠員がまだ多い状況にありますので、採用するこ
とによってこの欠員を埋めて、そのことによって正規
率を改善していくと、そのような方向で取り組んでい
るところであります。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄  議員　じゃあ、よろしくお願いしま
す。
　次に、非常勤講師について伺いますけれども、非常
勤講師は常勤職員の配置を補う会計年度任用職員とい
うことですけれども、非常に不安定な勤務を強いられ
ており、収入もまた不安定だというふうに伺っていま
す。今の教員不足の中で、それを埋める重要な役割を

担っていますけれども、勤務に見合う処遇が得られな
い実態があるとの声が現場からあります。そのために
成り手も不足しているということも聞いております。
　今日の喜友名智子議員の質問にもありましたけれど
も、いま一度お聞きしますけれども、非常勤講師の授
業準備の時間とか週案作成の時間、これは勤務時間に
見られていますか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　非常勤講師の勤務時間の考え方
につきましては、授業時間と準備時間を含む１時間
60分を１コマとして設定をしているところでありま
す。また、週５時間の授業ごとに１時間を週案作成等
の時間として勤務時間に加えておりまして、また試験
作成や問題の採点などについても、週当たりの授業時
数の範囲内で認めているところであります。引き続
き、非常勤講師の授業時数等の取扱いにつきまして
は、他都道府県の情報収集にも努めてまいりたいと考
えております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　これ60分、実際の時間より多く
見て、それでその分を貸金で補っているということな
のでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　例えば、小学校では授業時間が
45分、中高ではほとんどが50分と定められておりま
すので、その授業時間が例えば45分、そうしますと
15分―１コマを60分と設定してその対象にしてお
りますので、その15分を準備の時間というふうな理
解で、45分の授業に15分の準備時間として１時間、
それを勤務時間として、１コマとして、報酬の対象と
しているところであります。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　そういう手当てをしているとい
うことなんですけれども、１コマ2800円の報酬とい
うこともありましたけれども、これで十分なのかとい
うと、ちょっとどうなのでしょうかね。非常勤であっ
ても、授業を行うには授業準備は必要ですし、２校、
３校と掛け持ちをしている人もいるようです。そうす
ると余計それが必要になってきます。本来であれば、
先ほども言ったんですけれども、必要な教員の数は正
規率を上げて正職員で満たすことが基本だと思うので
すけれども、現実的にはそうはなっていない。それを
補っているのが臨任教員や非常勤講師です。非常勤講
師は、勤務時間外に受験指導とかそういったこともや
らざるを得ないような状況もあるようです。教育庁に
おいては、現場の声をしっかり聞いて、処遇の改善を
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しっかり図っていただきたいと思いますので、よろし
くお願いします。
　それでは、教職員の評価システムについて続けて伺
いますけれども、平成28年から行われている教職員
の評価システムですけれども、やっぱり現場からは問
題・課題が多いというふうな声を聞いております。制
度の目的は先ほど伺いました。さらに教職員の資質向
上とか学校組織の活性化、そういったことを目的にし
ているというふうに伺っています。そして、人事管理
の基礎とするということであるようですけれども、現
場の皆さんはこれをやるための負担が大きくて、本来
の目的とは違う状況になっているというふうに感じて
いるようです。この制度について、教育長としてどう
思っているのか。制度の目的にある教職員の資質向上
や組織の活性化につながっていると思うか、お伺いし
ます。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　教職員評価システムは、教職員
の資質の向上及び学校組織の活性化を図るとともに、
その評価結果を人事管理の基礎とすることを目的とし
ております。同システムは、目標設定や教育活動等に
関する評価者と被評価者のコミュニケーションを通
じ、教職員のやる気と職場の連帯感の醸成に寄与して
いるというふうに考えております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　教育庁では、令和４年にこの制
度についてのアンケート調査を教職員に対して行って
いますよね。その調査の目的といいますか、何のため
にやったのかお伺いします。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　御指摘のアンケートにつきまし
ては、令和４年度に本評価システムの効果を検証する
ために実施をいたしました。答弁でもアンケートの主
な項目を申し上げましたが、再度確認させていただき
たいと思いますが、結果においては、教職員の資質能
力の向上につながっているのかという問いに対して、
そう思う、ややそう思うと回答した割合は、評価者
79.9％、被評価者44.3％となっております。また、
学校組織の活性化につながっているのかという問いに
対し、そう思う、ややそう思うと回答した割合は、
評価者が71.8％、被評価者が33.6％となっておりま
す。
　このアンケートの項目につきまして見たときには、
評価者と被評価者で乖離があるなというようなことを
感じているところであります。やはりしっかりとこの
アンケート結果を参考にしながら、引き続き研修の充

実を図りまして、制度に対する理解の促進、それを
しっかり図っていく必要があると考えております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　現場と皆さんとの捉え方が少し
違うのかなというふうな気がするんですけれども、そ
の中で意見・要望のところには、このシステムそのも
のを廃止してほしいとか、給料に反映されていますか
ら、それについては反対だというようなこと、それか
らシステムへの取組が負担であるなどなどが上がって
いるようでした。その中でやっぱり公平公正な評価が
されているのかというのが一番の疑問というか、そう
いう声があったかと思います。この評価システム、公
平に行われているとお考えですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　評価の公平性・透明性を確保す
るために、評価基準等を明示し、評価者と被評価者と
の面談やコミュニケーションを通じて共通理解を深
め、評価結果については、被評価者本人に開示し説明
するなど、被評価者においては初任者研修や経年研修
等において本評価システムの目的を丁寧に説明し、理
解を深めるよう努めているところであります。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　この評価結果は昇給に反映され
るわけなんですけれども、他の都道府県では給与への
反映をしていないところがあると聞きました。どこか
そういうところがありますか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　令和５年度、文部科学省が行い
ました公立学校教職員の人事行政状況調査がございま
すが、それにおいて給与の全部または一部に反映して
いない自治体は３団体となっております。本県におい
ては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、沖縄県職員の給
与に関する条例等に基づき、知事部局職員と同じく給
与に反映している状況でございます。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　このシステム、必要な部分もあ
るとは思うんですけれども、やっぱりちょっと現場と
の捉え方に乖離があるという、そういうふうな気がい
たします。これが実際にその教員や現場の活性化につ
ながっていない、目的につながっていないというので
あれば、単に負担が大きくなっているだけで本末転倒
だと思うんですね。制度そのものの必要性から検証し
て、その在り方を検討すべきではないかと思うんです
けれども、その辺はどうでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほどのアンケートの結果で乖
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離等の状況もございました。また、議員御指摘のその
評価システムに対する様々な意見もあることは把握を
しているところでございます。しかし、この目的につ
きましては、しっかりと教職員の資質の向上、あるい
は学校組織の活性化を図る、あるいはその評価結果を
人事管理の基礎とするというふうな目的もございます
ので、しっかりとその内容の理解を深めていきたいと
いうふうに考えているところであります。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　ありがとうございました。この
件は以上としたいと思います。
　次に、不法投棄の実態と対策についてですけれど
も、ちょっと時間が押してきましたので、これは時間
がもしありましたら後で聞きたいと思います。申し訳
ございません。
　次に３、奄美土砂搬出調査報道についてなんですけ
れども、答弁では、県としては条例に基づく申請は必
要であると。申請があった場合には適正に対応すると
いうふうなことでしたけれども、幾つかお伺いをしま
す。
　さきの代表質問で比嘉瑞己議員への答弁で、多良間
部長からは、奄美からの調達は土砂ではなく石材であ
るとのことでした。公有水面埋立事業における埋立用
材に係る外来生物の侵入防止に関する条例―これ
ちょっと長いので、これからは土砂規制条例と言わせ
ていただきますけれども、2015年に土砂規制条例が
施行されて、最初に適用されたのは那覇空港埋立事業
だったと思います。そしてそれも石材だったと思うん
ですけれども、間違いないですか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　平成27年11月の条例施行後における適用案件、届
出案件は、今御指摘のとおり那覇空港滑走路増設事業
の１事業のみとなっております。また、その際に県外
から運ばれました埋立用材は石材ということでありま
した。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　那覇空港埋立事業のときに、条
例に基づいて事業者が奄美で特定外来生物の調査を
行っていると思います。そのとき外来生物は確認され
ていますか。確認されているとしたらどんなものだっ
たのか、お聞かせください。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　まず、奄美地域における特
定外来生物につきましては、環境省等のいろんな文献
調査等におきまして、マングースでありますとか、ハ

イイロゴケグモでありますとか、何種類か確認されて
おりますけれども、この条例に基づいて我々県のほう
が奄美大島で実施した立入調査におきましては、採石
場の事務所周辺、それから港湾の公園のベンチ裏等に
おきまして、ハイイロゴケグモが確認されたところで
ございます。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　そのときは、県が実際に現地に
行って調査を行っているのですか。その可能性がある
場合に調査するということになっているはずですけ
ど、条例上は。実際にそこに行って調査をしたのです
か。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　県のほうが現場に行って調
査をしているところでございます。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄  議員　那覇空港に石材を搬入する前
に、条例に基づき洗浄が行われていると思います。那
覇空港では―現地では見つかったということですけ
ど、那覇空港の工事の現場ではその外来生物は見つ
かっていないのでしょうか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　県内に運ばれてきまして、
那覇空港の埋立工事の現場につきましても県のほうが
立入調査を行っておりますが、その際にはこのハイイ
ロゴケグモ等の特定外来生物は確認できていない状況
でございます。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　那覇空港では確認されなかった
ということなんですけれども、今回の辺野古について
は、この搬入量も違うと思います。奄美では、さらに
その後、外来生物の侵入が広がっているかもしれませ
ん。洗浄しても混入の可能性は高いと思います。もし
これから申請があった場合には、条例に基づいて県が
積極的に現地調査を行って、県内への特定外来生物の
侵入を防いでいただきたいというふうに思いますの
で、よろしくお願いします。
　ちょっと土木建築部長に伺いたいのですけれども、
公有水面埋立申請を担当する土木建築部に対して、防
衛局から今回この奄美で石材調達に向けての調査を行
うという報告はなかったのですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　奄美大島からの石材の調
達に関しては、令和６年８月21日に沖縄防衛局から
県土木建築部に報告がありました。その内容は、石材
の調達を担う受注者が、今後使用する石材の調達先を
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検討する中で奄美大島内に所在する鉱山を検討してお
り、受注者において外来生物の生息状況等の調査を行
う。なお、現時点において石材の調達先は決まってい
ないという内容でございました。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　報告はあったのですね。
　那覇空港滑走路増設事業ですか、これでも同じよう
に県内調達予定だったものが奄美に変更されましたよ
ね。そのとき、那覇空港では総合事務局から変更申請
が県に提出されて、そして承認されていますよね。そ
れ間違いないですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　那覇空港滑走路増設事業
においては、事業を円滑に実施するため、石材の調達
先に奄美大島を追加することになり、環境保全図書の
変更が必要となったことから、埋立承認の際に付され
た留意事項に基づき、変更承認申請が行われておりま
す。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　令和２年の埋立変更承認に係る
協議において、防衛局は環境保全図書に、石材につい
ては沖縄県内で調達すると。まあ必要量を確保する
と。また県の質問にも、現時点で県外からの調達は考
えていないという回答だったと思います。土木建築部
長は比嘉瑞己議員の代表質問に、環境保全図書の変更
がある場合、変更承認を行う必要があると答弁してい
ましたけれども、奄美から石材等を調達するのであれ
ば、当然、変更申請が必要だと思います。今、防衛局
は、この辺野古に関する手続については、自分たちの
都合でどうとでもできるというような態度があるの
で、同じ国の事業であるこの辺野古については今回そ
の変更承認がなされないということは、これはとても
許せるものではありませんので、どうかこれはしっか
りと土木建築部、それから環境部とも厳正に対応して
もらいたいなというふうに思っています。
　辺野古新基地建設に必要な土砂は、まだ2020万立
方メートル必要とされています―まだじゃないです
ね、総量でですね。そして、辺野古側の埋立てには県
内で調達した土砂が使われていますけれども、大浦側
の埋立てには1700万立方メートルが必要だというこ
とのようです。防衛局は当初、県内のほか６県から土
砂の調達をする計画だったが、2015年の土砂規制条
例の制定によって、設計変更では県内での調達に変
えています。その中で、南部土砂は当初3160万立方
メートルの岩ズリを調達可能としていたんですけれど
も、それが県民の反発があってできなくなったという

状況であります。それでまた今回県外―今回奄美が
手始めとなるんですけれども、そういうこともあっ
て、県外にまたシフトしてきたのかなというふうに私
は思っております。県外からの土砂調達を進める、こ
ういうことが今後推し進められていくのかなというふ
うに思っていますので、どうかそこもしっかりと毅
然と対応していただきたいなというふうに思いますの
で、要望をしておきたいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時27分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○山里　将雄 議員　安和桟橋の件ですけれども、こ
の件は答弁を求めるものではありませんけれども、け
がをした抗議の市民を妨害者と呼んで、どうしてもそ
の人を事故の原因をつくった張本人にしたい人がいる
ようですが、本人も、そして亡くなられた警備員の方
も被害者なんですね。御家族を亡くされた御遺族の心
中を思うと胸が締めつけられる思いがいたします。事
故の本当の原因はどこにあったのか。沖縄防衛局は事
故につながるような指示をした事実はないと言ってい
ますけれども、今、トラックの運転手、元警備員の一
部の人が少しずつ声を出し始めています。根本的な事
故原因をつくっているのは誰なのか。いずれ分かって
くるのではないかと思っております。
　終わります。ありがとうございました。
○中川京貴 議長　以上をもって通告による一般質問
及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　決算については、９月18日の議会運営委員会にお
いて17人から成る決算特別委員会を設置して審議す
ることに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、乙第14号議案及び認定第１号から認定第24号ま
でについては、17人の委員をもって構成する決算特
別委員会を設置し、これに付託の上審査することにい
たしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○中川京貴 議長　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選
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任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付してあります名簿のとおり指名いたした
いと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付し
てあります名簿のとおり選任することに決定いたしま
した。

　　　〔決算特別委員名簿　巻末に記載〕

○中川京貴 議長　ただいま決算特別委員会に付託さ
れました議案を除く甲第１号議案、甲第２号議案、乙
第１号議案から乙第13号議案まで及び乙第15号議案
については、お手元に配付してあります議案付託表の
とおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○中川京貴 議長　日程第３　甲第３号議案を議題と
いたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　令和６年第３回沖縄県議会（定
例会）に追加提出いたしました議案の概要及び提案理
由を御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、予算議案１件であり
ます。
　甲第３号議案「令和６年度沖縄県一般会計補正予算
（第３号）」は、衆議院議員総選挙の実施に要する経
費につきまして、歳入歳出予算額に７億6165万6000
円を追加するものであります。
　同議案につきましては、先議案件として御審議を賜
りますようお願い申し上げます。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第３号議案につい
ては総務企画委員会に付託いたします。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　日程第４　陳情第179号及び第182号の２の付託の
件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情２件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、お諮りいたします。
　委員会審査のため、明10日は休会とすることにい
たしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、明10日は休会とすることに決定いたしま
した。

○中川京貴 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　次会は、10月11日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時34分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瀬　　長　　美 佐 雄

会議録署名議員　　徳　　田　　将　　仁



令和６年10月11日

　
令和６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第８号）
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令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

令和６年10月11日（金曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第８号
令和６年10月11日（金曜日）

午前10時開議
第１　甲第３号議案（総務企画委員長報告）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　甲第３号議案
　　　　　　甲第３号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）

 
出　席　議　員（45名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員

23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

 
欠　席　議　員（３名） 

21　番　　小　渡　良太郎　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員

39　番　　仲　村　未　央　議員

 
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
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平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　10月９日の会議において設置されました決算特別
委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に
西銘啓史郎議員、副委員長に玉城健一郎議員を互選し
たとの報告がありました。

○中川京貴 議長　日程第１　甲第３号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました甲第３号議案の予算議案について、以下、委員
会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第３号議案「令和６年度沖縄県一般会計補正予算
（第３号）」は、衆議院の解散に伴う総選挙の実施に
要する経費について、必要な予算を措置するものであ
る。
　補正予算案は、歳入歳出それぞれ７億6165万6000
円で、補正後の改予算額は、8457億9454万5000円
である。
　歳入の内容は、衆議院議員総選挙の実施に係る国庫
支出金である。
　歳出の内容は、衆議院議員総選挙の実施に要する経
費であるとの説明がありました。
　本案に関し、代理投票制度の周知がされておらず、
合理的配慮が必要な方の投票が難しい状況があるよう
だが、選挙管理委員会はこれをどのように受け止め、
今回の選挙を実施していくのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、選挙管理委員会では、代理投票や点字
投票を案内するチラシを作成し、特別支援学校や障害
者団体等に送付するとともに、ホームページにも掲載

しているところである。今後も今回の選挙に限らず、
市町村に対する説明会及び研修会等の様々な機会も含
め、代理投票制度の一層の周知に取り組むとの答弁が
ありました。
　次に、今回の選挙は極めて短期間で実施されるた
め、投票所入場券の配達が遅れる場合もあると思われ
る。県民の投票権を保障するため、入場券が届いてい
なくても、期日前投票が可能であることについて、周
知徹底の特別な対策を検討してほしいがどうかとの質
疑がありました。
　これに対し、市町村の選挙管理委員会に対する説明
会において、投票所入場券を持参しなくても的確な本
人確認ができれば投票ができる旨の周知について依頼
している。県選挙管理委員会としてもリーフレットや
ホームページ等で周知しているところであるが、その
ほかに特別な取組ができるかどうかも含め検討してい
きたいとの答弁がありました。
　採決の結果、甲第３号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第３号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、甲第３号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時４分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
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　委員会審査及び議案整理のため、明10月12日から
21日までの10日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、明10月12日から21日までの10日間休会と
することに決定いたしました。

○中川京貴 議長　以上をもって本日の日程は終了い
たしました。
　次会は、10月22日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時５分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瀬　　長　　美 佐 雄

会議録署名議員　　徳　　田　　将　　仁



令和６年10月22日

　
令和６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第９号）
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令 和 ６年
第 ３ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

令和６年10月22日（火曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第９号
令和６年10月22日（火曜日）

午前10時開議
第１  　乙第１号議案（経済労働委員長報告）
第２  　乙第２号議案（文教厚生委員長報告）
第３  　乙第 10号議案、乙第 11号議案及び乙第 15号議案（総務企画委員長報告）
第４  　乙第７号議案、乙第 12号議案及び乙第 13号議案（経済労働委員長報告）
第５  　乙第３号議案から乙第６号議案まで、乙第８号議案及び乙第９号議案（土木環境委員長報告）
第６  　甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第７  　甲第２号議案（文教厚生委員長報告）
第８  　地方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求める意見書

新垣　　新議員　　比嘉　　忍議員
新垣　善之議員　　新里　　匠議員
小渡良太郎議員　　米須清一郎議員
山里　将雄議員　　仲村　未央議員　　

提出　議員提出議案第１号

松下美智子議員　　西銘　純恵議員
平良　識子議員　　當間　盛夫議員

第９  　訪問介護等の基本報酬の引上げを求める意見書
新垣　　新議員　　比嘉　　忍議員
新垣　善之議員　　新里　　匠議員
小渡良太郎議員　　米須清一郎議員
山里　将雄議員　　仲村　未央議員　　

提出　議員提出議案第２号

松下美智子議員　　西銘　純恵議員
平良　識子議員　　當間　盛夫議員

第 10　陳情第 47号（総務企画委員長報告）
第 11　陳情第 44号及び第 48号（経済労働委員長報告）
第 12　請願第３号、第 10号から第 12号まで、陳情第 73号、第 95号、第 141 号及び第 159 号（文教厚生委
　　　  員長報告）
第 13　議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム 2024）
第 14　閉会中の継続審査の件

 
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第１号議案
　　　　　　 乙第１号議案　おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第２　乙第２号議案
　　　　　　 乙第２号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
日程第３　乙第10号議案、乙第11号議案及び乙第15号議案
　　　　　　 乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　 乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　 乙第15号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
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日程第４　乙第７号議案、乙第12号議案及び乙第13号議案
　　　　　　 乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　 乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　 乙第13号議案　県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について
日程第５　乙第３号議案から乙第６号議案まで、乙第８号議案及び乙第９号議案
　　　　　　 乙第３号議案　工事請負契約について
　　　　　　 乙第４号議案　工事請負契約について
　　　　　　 乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　 乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　 乙第８号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　 乙第９号議案　車両損傷事故に関する和解等について
日程第６　甲第１号議案
　　　　　　 甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
日程第７　甲第２号議案
　　　　　　 甲第２号議案　令和６年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
日程第８　地方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求める意見書
日程第９　訪問介護等の基本報酬の引上げを求める意見書
日程第10　陳情第47号
　　　　　　 陳情第47号　薬物や未成年の喫煙・飲酒に関する陳情
日程第11　陳情第44号及び第48号
　　　　　　 陳情第44号　女性が活躍できる社会を求める陳情
　　　　　　 陳情第48号　沖縄の文化をなくさないよう求める陳情
日程第12　請願第３号、第10号から第12号まで、陳情第73号、第95号、第141号及び第159号
　　　　　 　請願第３号　地方消費者行政に対する財政支援（交付金等）の継続・拡充を求める意見書の提出
　　　　　　　　　　　　  を求める請願
　　　　　 　請願第10号　教職員の働き方改革とメンタルヘルス対策の一体的な取組に関する請願
　　　　　 　請願第11号　県立宮古病院が抱える課題について検証し、改善を求める請願
　　　　　 　請願第12号　宮古工業高等学校、宮古総合実業高等学校の屋内運動場屋根の雨漏りを修繕し、適
　　　　　　　　　　　　  切な学習環境を整備することを求める請願
　　　　　 　陳情第73号　訪問介護費の引下げ撤回と介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める陳情
　　　　　 　陳情第95号　地方消費者行政に対する財政支援（交付金等）の継続・拡充を求める意見書の提出
　　　　　　　　　　　　  を求める陳情
　　　　　 　陳情第141号　沖縄県離島患者等支援事業の対象外となる島外医療機関への通院治療を余儀なくさ
　　　　　　　　　　　　　れる離島患者に対し渡航費等への支援を求める陳情
　　　　　 　陳情第159号　越来グスク整備に不可欠な立面写真を国内外関係団体から入手を図るよう求める陳
　　　　　　　　　　　　 　情
日程第13　議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム2024）
日程第14　閉会中の継続審査の件

 
出　席　議　員（48名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員

５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
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11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員

29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

 

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長
宮　城　　　亮　　課　　長　　補　　佐
安　田　　　健　　主　　　　　　　　査
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

上　原　　　毅　　政務調査課副参事
伊　敷　ユカリ　　主　　　　　　　　幹
平　良　典　子　　主　　　　　　　　幹
平　良　末　子　　主　　　　　　　　幹
上運天　慎　也　　主　　　　　　　　幹

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に申し上げます。
　去る10月15日、元議長嘉数知賢氏が逝去されまし
た。
　つきましては、嘉数氏の長逝に対しまして哀悼の意
を表し、その御冥福を祈るため黙禱をささげたいと思
います。
　全員御起立願います。
　黙禱。
　　　〔全員起立　黙禱〕
○中川京貴 議長　黙禱を終わります。
　御着席願います。

○中川京貴 議長　次に、報告いたします。
　昨日、新垣新議員外11人から、議員提出議案第１
号「地方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求める
意見書」及び議員提出議案第２号「訪問介護等の基本
報酬の引上げを求める意見書」の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に

より御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第１　乙第１号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣淑豊経済労働委員長。

　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔新垣淑豊　経済労働委員長登壇〕
○新垣淑豊 経済労働委員長　ただいま議題となりま
した乙第１号議案について、以下、委員会における審
査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、商工労働部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
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　乙第１号議案「おきなわ工芸の杜の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例」は、おきなわ工芸
の杜の利用実態を踏まえ、利便性の向上を図るため、
共同工房等施設利用料金の区分及び単位を改める必要
があるため、条例を改正するものであるとの説明があ
りました。
　本案に関し、今回の改正により利用者の負担増とな
らないかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の利用料金の改定については、利
便性の向上を図る趣旨から洗い場等を区画割とするも
のであり、利用者の負担増にはならないとの答弁があ
りました。
　次に、施設の利用者数の状況について質疑がありま
した。
　これに対し、同施設は、工芸従事者が利用するほ
か、工芸品の展示等のイベント開催に伴い、一般県民
が来館する。令和４年度の来館者数が３万3296人、
翌令和５年度が６万5671人で約２倍となっており、
順調に推移しているとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第１号議案については、全会一致を
もって原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第２　乙第２号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣　新文教厚生委員長。

　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔新垣　新　文教厚生委員長登壇〕
○新垣　新 文教厚生委員長　ただいま議題となりま
した乙第２号議案について、以下、委員会における審
査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第２号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」は、令和６年度の診療報酬
改定により、患者が自らの選択で後発医薬品のある新
医薬品等を選んだ場合、後発医薬品との差額の一部を
患者の負担とする選定療養の導入に伴い、当該新医薬
品等の調剤料の額を定める必要があるため、条例を改
正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、今回の改正の大前提となっている目的
は何かとの質疑がありました。
　これに対し、国からは、新医薬品に対する開発を促
すとともに、イノベーションを高める観点からの制度
であると説明があったとの答弁がありました。
　次に、病院経営が厳しい中、患者が負担した金額
は、病院の収入となり、経営に資することになるのか
との質疑がありました。
　これに対し、患者が新医薬品を選択し、患者の負
担分が病院の収入となる場合、病院事業局でシミュ
レーションしたところ、県立病院全体で１か月当たり
約２万5000円の収入にとどまるとの答弁がありまし
た。
　そのほか、在庫状況により後発医薬品を選択できな
い場合の取扱いなどについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第２号議案については、全会一致を
もって原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
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んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第３　乙第10号議案、乙第11
号議案及び乙第15号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました乙第10号議案、乙第11号議案及び乙第15号議
案の３件について、以下、委員会における審査の経過
及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務
部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第10号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、沖縄警察署構内において、沖縄警察
署の職員が証拠品として保管していた普通乗用自動車
を車庫に移動させる際の車両損傷事故について和解を
し、損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条
第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、なぜこのようなことが起きるのか、事
前に予知できないものなのか。同じことを繰り返さな
いよう根本的な対策を取ったのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、車両を車庫に移動する際に使用してい
た簡易レッカーが段差に引っかかったことにより車両
を損傷した。県警のほうからは、証拠物件を適切に保
管するとともに、保管の必要がなくなったものについ
ては所有者に早期に還付すること、また、レッカー業
者により移動させることなどを指導しているとの答弁
がありました。
　次に、当該車両損傷事故は、保険の適用範囲内なの
かとの質疑がありました。
　これに対し、証拠品の種類や大きさは様々であり、
証拠品を損傷した場合などにおける保険はないものと
認識しているとの答弁がありました。

　次に、乙第11号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、宜野湾警察署構内において仮設庁舎
出入口に設置していた玄関マットが風で飛ばされ、駐
車中の普通乗用自動車に衝突したことによる車両損傷
事故について和解をし、損害賠償の額を定めるため、
地方自治法第96条第１項の規定に基づき、議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第15号議案「沖縄県収用委員会委員の任
命について」は、収用委員会委員１人が令和６年10
月26日に任期満了することに伴い、その後任を任命
するため、土地収用法第52条第３項の規定により、
議会の同意を求めるものであるとの説明がありまし
た。
　採決の結果、乙第10号議案及び乙第11号議案の２
件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたし
ました。
　また、乙第15号議案については、全会一致をもっ
て同意すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　これより乙第10号議案、乙第11号議案及び乙第15
号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず、乙第10号議案及び乙第11号議
案の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第10号議案及び乙第11号議案は、委員
長の報告のとおり可決されました。

○中川京貴 議長　次に、乙第15号議案を採決いたし
ます。
　お諮りいたします。
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　本案は、委員長の報告のとおり同意することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第15号議案は、委員長の報告のとおり
同意することに決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第４　乙第７号議案、乙第12
号議案及び乙第13号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣淑豊経済労働委員長。

　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔新垣淑豊　経済労働委員長登壇〕
○新垣淑豊 経済労働委員長　ただいま議題となりま
した乙第７号議案、乙第12号議案及び乙第13号議案
の３件について、以下、委員会における審査の経過及
び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第７号議案「車両損傷事故に関する和解等につい
て」は、県が管理する石垣漁港内で発生した車両損傷
事故について、相手方と和解をし、損害賠償の額を
定めるため、地方自治法第96条第１項の規定に基づ
き、議会の議決を求めるものであるとの説明がありま
した。
　次に、乙第12号議案及び乙第13号議案について一
括して説明がありました。
　まず、乙第12号議案「県営土地改良事業の執行に
伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益
を受ける関係市町村に対し費用の一部を負担させるた
め、土地改良法第91条第６項において準用する同法
第90条第10項の規定に基づき、議会の議決を求める
ものである。
　また、乙第13号議案「県が行う建設事業の執行に
伴う負担金の徴収について」は、県が行う建設事業に
より利益を受ける関係市町村に対し経費の一部を負担
させるため、地方財政法第27条第２項の規定に基づ
き、議会の議決を求めるものであるとの説明がありま
した。
　両議案に関し、負担率が決定されるのはいつか。ま
た、事業が遅れた場合、負担率の変更はあり得るのか
との質疑がありました。

　これに対し、負担率の決定については、当該事業を
採択する段階で市町村と協議して決定している。採択
時の負担率を変更することはないとの答弁がありまし
た。
　採決の結果、乙第７号議案、乙第12号議案及び乙
第13号議案の３件については、全会一致をもって可
決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第７号議案、乙第12号議案及び乙第13
号議案の３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第７号議案、乙第12号議案及び乙第13
号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第５　乙第３号議案から乙第
６号議案まで、乙第８号議案及び乙第９号議案を議題
といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　仲里全孝土木環境委員長。

　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔仲里全孝　土木環境委員長登壇〕
○仲里全孝 土木環境委員長　ただいま議題となりま
した乙第３号議案から乙第６号議案まで、乙第８号議
案及び乙第９号議案の６件について、以下、委員会に
おける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長及び環境部長
の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第３号議案の「工事請負契約について」
は、県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（上部工
Ｐ１―Ｐ６・南）の請負契約の締結について、議会の
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議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第１条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの
である。
　主な内容は、同工事の契約金額が13億8105万円、
契約の相手方は、三井住友建設株式会社、太田建設株
式会社及びテックサービス株式会社の３者で構成する
特定建設工事共同企業体であるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、総合評価方式における同種工事の施工
実績の加点が大きいが、同種工事で実績を積んでいな
い県内企業の育成についてどのように考えているのか
との質疑がありました。
　これに対し、今回の発注方法については３社ＪＶと
なっており、同種工事の施工実績は代表構成員のみを
対象としている。施工実績がない県内企業について
は、構成員として同種工事の経験を積むことができる
との答弁がありました。
　次に、当該橋梁の完成年度は令和９年度の予定と
なっているが、泡瀬地区埋立事業の一部供用と合致す
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、泡瀬地区の人工ビーチと同時に供用で
きるよう当該橋梁の令和９年度の供用開始を目指して
取り組んでいるとの答弁がありました。
　そのほか、 工事の進捗状況及び１メートル当たり
の工事単価などについて質疑がありました。
　次に、乙第４号議案の「工事請負契約について」
は、中城御殿御内原エリア新築工事（建築）の請負契
約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財
産の取得又は処分に関する条例第１条の規定に基づ
き、議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、同工事の契約金額が10億8900万円、
契約の相手方は、株式会社南山開発、株式会社金城組
及び有限会社辰雄建設の３者で構成する特定建設工事
共同企業体であるとの説明がありました。
　本案に関し、体験学習施設を整備するということで
あるが、どのようなイメージなのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、展示室を設置し、首里城及び琉球の歴
史文化に関する展示を予定している。多目的ホール等
では講座や交流などを実施し、教育普及の場として活
用していくとの答弁がありました。
　次に、年間入館者数の見込みはどれぐらいか。ま
た、周辺の交通混雑により苦情が出ることも危惧され
るが駐車場整備の計画はあるかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、現時点で具体的な入館者数は示せない

が、首里城公園及び周辺の観光で来た方が来館するこ
とも想定している。また、敷地内に駐車場を整備する
予定はないが、駐車場予約システムの開発や首里杜地
区まちづくり推進協議会における地域との意見交換な
どを通じてどのような対策が取れるか議論していると
の答弁がありました。
　そのほか、債務負担行為の有無、施設の管理体制及
び地下通路設置の検討などについて質疑がありまし
た。
　次に、乙第５号議案及び乙第６号議案の「工事請負
契約についての議決内容の一部変更について」の２件
は、いずれも宜野湾警察署新庁舎改築工事の設計の一
部変更に伴い契約金額を変更するため、議会の議決を
求めるものである。
　主な内容は、乙第５号議案に係る同工事建築１工
区の契約金額を1492万7000円増額し、８億4339万
2000円に変更する。乙第６号議案に係る同工事建
築２工区の契約金額を1303万5000円増額し、９億
3318万3675円に変更するものであるとの説明があり
ました。
　両議案に関し、警察署の完成時期と業務開始時期は
いつか。また、仮設の警察署は今後どうするのかとの
質疑がありました。
　これに対し、警察署は11月末の完成を予定し、業
務の開始は12月下旬を予定している。仮設の警察署
は解体後に原状回復し、宜野湾市に返還するとの答弁
がありました。
　次に、乙第５号議案に関し、当初設計で予想される
既存アスファルトの撤去工事を今回追加した理由は何
かとの質疑がありました。
　これに対し、事業期間をなるべく短くするために解
体工事と並行して新庁舎の実施設計を行った。このた
め、解体工事と本体工事の詳細な区分について検討す
る時間がなく、工事を進めながら調整したことから今
回追加することとなったとの答弁がありました。
　そのほか、工事の施工方法について質疑がありまし
た。
　次に、乙第８号議案及び乙第９号議案の「車両損傷
事故に関する和解等について」の２件は、いずれも道
路管理瑕疵に係る事故等について和解をし、及び損害
賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項の
規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、乙第８号議案は、県道那覇北中城線に
県が設置した樹木による車両損傷事故について、乙第
９号議案は、中城湾港西原与那原地区臨港道路１号線
に県が設置した集水ますによる車両損傷事故につい
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て、それぞれ和解をし、及び損害賠償の額を定めるも
のであるとの説明がありました。
　両議案に関し、議会への議案提出に要した期間に差
があるが、その理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、乙第８号議案の事案については、請求
金額が高額であったことなどから、保険会社の調査や
本人との調整に時間を要し、最終的な額の確定に相当
の時間がかかったとの答弁がありました。
　次に、那覇市では住民が道路の穴や危険な街路樹な
どの情報や写真を投稿するシステムがあり対応が早く
なっているが、同様なシステムの整備を検討できない
かとの質疑がありました。
　これに対し、他府県でも同様なシステムがあると聞
いている。住民からの破損箇所の通報は非常に重要で
あり、今後検討していきたいとの答弁がありました。
　そのほか、風圧を逃がす街路樹の剪定手法、樹木の
枝が落下した原因及び道路パトロールにおける今後の
対応などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第３号議案から乙第６号議案まで、
乙第８号議案及び乙第９号議案の６件については、全
会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第３号議案から乙第６号議案まで、乙第
８号議案及び乙第９号議案の６件を一括して採決いた
します。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案６件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第３号議案から乙第６号議案まで、乙第
８号議案及び乙第９号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第６　甲第１号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました甲第１号議案について、以下、委員会における
審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和６年度沖縄県一般会計補正予算
（第２号）」は、当初予算成立後の事情変更により、
緊急に対応を要する経費等について、補正予算を編成
するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ29億7361
万4000円で、補正後の改予算額は、8487億6815万
9000円である。
　歳入の内訳は、繰入金及び県債等である。
　歳出の内訳は、特定駐留軍用地等内の土地先行取得
に要する経費、地域総合整備資金貸付制度を活用した
貸付けに要する経費、能登半島地震発生による石川県
へのおきなわ災害派遣福祉チーム等及び介護職員等の
派遣費用に要する経費、ジャングリア開園に伴い予測
される交通量の増加による渋滞対策に要する経費、の
り面崩壊等の被害があった道路や浸水被害のあった河
川における今後の災害拡大防止対策に要する経費、医
療施設及び介護サービス事業所等を対象に行った物価
高騰に対する補助金の精算に係る国への償還に要する
経費などである。
　繰越明許費補正は、予算成立後の事由により年度内
に完了が見込めない事業について、適正な工期を確保
するため、追加で73億2451万3000円を計上するもの
である。
　また、債務負担行為補正は、公共職業能力開発事業
費の限度額を増額変更するものであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、地域総合整備資金貸付事業が地域振興
に貢献すると判断した理由は何かとの質疑がありまし
た。
　これに対し、事業者の活動は、地域産業の成長や活
性化につながるものであり、その生産性の向上や地域
貢献活動の拡大は、地域の産業及び雇用に寄与すると
考えている。本事業により次世代型の印刷機への更新
が行われるものであり、作業時間の短縮やコストの削
減等による労働生産性の向上が見込まれるとともに、
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過疎地域や高齢者等の情報弱者に対する、より早い情
報伝達が期待できるものであるとの答弁がありまし
た。
　次に、貸付要綱第３条に規定されている事業採算性
については、どのように確認したかとの質疑がありま
した。
　これに対し、金融機関の所見として、事業者は財務
基盤についても強固であり、紙媒体の需要減少などで
売上げ自体は微減傾向にあるが、経営改善計画を策定
してデジタル収入強化や経費削減に取り組んでおり、
当該貸付けの保証を前向きに検討したいとの意見をい
ただいている。現在、ふるさと財団に本件について調
査依頼しているところであり、その結果をもって判断
したいとの答弁がありました。
　次に、地域総合整備資金貸付事業について、特定の
者だけが優遇されることのないよう、県民や事業者に
対し当該制度の周知を行ったのか。また、議会に対す
る議案提出の時期など手続面に改善の余地があると思
うがどうかとの質疑がありました。
　これに対し、当該制度の周知については、産業振興
公社のホームページや中小企業支援に関するパンフ
レット等に掲載するほか、ふるさと財団と連携し、毎
年県内の市町村、商工会、金融機関にも制度の周知を
行っている。周知が不足しているところもあるかと思
うので、今後も事業者に届くよう努めていきたい。
　手続面の改善については、県としては、貸付要領に
基づいて手続を進めているところであるが、今後、要
領自体を見直す必要もあると考えている。各県の取扱
いも確認し、必要な改善・改正について検討していく
との答弁がありました。
　次に、県単道路事業費については、ジャングリア開
園に伴う道路整備ということであるが、いつ頃発注す
るのか。また、開園に間に合うのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、県道に右折帯を設置するに当たり、道
路拡幅に伴う用地取得等が必要となっている。このた
め、工事の発注について明確に示すことはできない
が、地元の名護市及び今帰仁村と連携し、令和７年夏
の開園までの工事完了を目指して取り組んでいくとの
答弁がありました。
　次に、災害時要配慮者支援事業の実績や効果はどう
なっているか。また、沖縄県で災害が発生した場合は
どのような活動が行われるのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、当該事業は、大規模災害の発生に備
え、災害時の福祉支援体制の整備を図る必要があるこ

とから、おきなわ災害派遣福祉チームを派遣できる体
制を整備するものである。令和６年１月の能登半島地
震において初めて派遣され、４チーム14名が３月16
日から４月２日まで支援活動に従事した。また、沖縄
県で災害が発生した場合は県内への派遣を要請するこ
ととなるとの答弁がありました。
　そのほか、地域総合整備資金貸付事業における貸付
事業の進め方などについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第１号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　なお、甲第１号議案については、委員長提案により
附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもっ
て可決されました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第７　甲第２号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣　新文教厚生委員長。

　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔新垣　新　文教厚生委員長登壇〕
○新垣　新 文教厚生委員長　ただいま議題となりま
した甲第２号議案について、以下、委員会における審
査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
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　甲第２号議案「令和６年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第１号）」は、県立病院附属離島診療所等建替
事業（伊平屋診療所）において、当初予定していな
かったくい工事の追加等が必要なため、補正予算を編
成するものである。
　補正予算の概要は、資本的収入において企業債を
2940万円増額補正し、資本的支出について建設改良
費を2940万円増額補正するものである。
　また、債務負担行為については、限度額を１億
1760万円増額補正するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、伊平屋診療所の高台への移転や補正の
経緯について質疑がありました。
　これに対し、令和３年11月に伊平屋村長から、診
療所の老朽化やバリアフリー及び感染症対応のための
建て替えと高台への移転について要請があった。
　また、高台にある村営テニスコート跡地への移転に
ついて提案があり移転先として決定したが、周囲に建
物等があったことから、計画の段階ではくい工事の必
要性を想定しておらず、今回補正することとなったと
の答弁がありました。
　次に、くい工事を行うことにより、診療所の完成時
期や診療に影響することはないかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、工事は年内の発注を目指しており、工
期は１年程度を見込んでいる。完成時期が遅れる可能
性はあるが、移転建て替えのため、診療体制に影響が
出ることはないとの答弁がありました。そのほか、補
正予算が多額になった理由などについて質疑がありま
した。
　採決の結果、甲第２号議案については、全会一致を
もって原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、日程第８　議員提出議案
第１号　地方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求
める意見書及び日程第９　議員提出議案第２号　訪問
介護等の基本報酬の引上げを求める意見書を一括議題
といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　新垣　新議員。

　　　〔議員提出議案第１号及び第２号　巻末に掲載〕

　　　〔新垣　新　議員登壇〕
○新垣　　新 議員　ただいま議題となりました議員
提出議案第１号及び第２号の２件につきまして、文教
厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議
案として提出することに意見の一致を見ましたので、
提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、議員提出議案第１号につきましては、
地方消費者行政の安定的な推進及び拡充について関係
要路に要請するためであり、議員提出議案第２号につ
きましては、訪問介護等の基本報酬の引上げについて
関係要路に要請するためであります。
　まず、議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔地方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求
　　　　める意見書朗読〕
　次に、議員提出議案第２号を朗読いたします。
　　　〔訪問介護等の基本報酬の引上げを求める意見
　　　　書朗読〕
　以上で、提案理由の説明は終わりますが、慎重に御
審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上
げます。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
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　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○中川京貴 議長　これより議員提出議案第１号「地
方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求める意見
書」及び議員提出議案第２号「訪問介護等の基本報酬
の引上げを求める意見書」の２件を一括して採決いた
します。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案第１号及び議員提出議案第２
号は、原案のとおり可決されました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第10　陳情１件を議題といた
します。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました陳情１件につきましては、慎重に審査いたしま
した結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決定
いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第11　陳情２件を議題といた
します。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣淑豊経済労働委員長。

　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔新垣淑豊　経済労働委員長登壇〕
○新垣淑豊 経済労働委員長　ただいま議題となりま
した陳情２件につきましては、慎重に審査いたしまし
た結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決定い
たしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第12　請願４件及び陳情４件
を議題といたします。
　各請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めま
す。
　新垣　新文教厚生委員長。

　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔新垣　新　文教厚生委員長登壇〕
○新垣　新 文教厚生委員長　ただいま議題となりま
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した請願４件及び陳情４件につきましては、慎重に審
査いたしました結果、審査報告書のとおり処理すべき
ものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております請願４件及
び陳情４件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決する
ことに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願４件及び陳情４件は、委員
長の報告のとおり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第13　議員派遣の件を議題と
いたします。

　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとお
り、議員を地方議会活性化シンポジウム2024へ派遣
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○中川京貴 議長　次に、お諮りいたします。

　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第14　閉会中の継続審査の件
を議題といたします。

　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　各常任委員長、議会運営委員長及
び各特別委員長から、会議規則第82条の規定により
お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継
続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和６年第３回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午前10時58分閉会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瀬　　長　　美 佐 雄

会議録署名議員　　徳　　田　　将　　仁
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